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もれ れ 形 が に 拘 、 年 き て 笑 かせ
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往多 へ み 余込 れ 眞ぐ先 の よ

時時 た 夫 ん もh る 且 か ど 似 の 伎きし

光るるれ 亦 っつかる し

ど 數 よ 本 一 はは 多婆或 を を

しおり の 策 神 の の は 始 試 く 乃

て 協 筆 を 田田 様様 多 剛劣 心 めみ て 公
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叶 据 少 ら 末 ず 出佛出 しれしれ 考 に 各 西

は 点ししず

日
本
は

か
け
へ
だ

三
十

一

代代 にのすす 若 て 瑪國 で



に 百附る 千 のる の はき 聞 : 何 あずあ

-

-

-

は
か

福
澤
全
集
緒
言

艦 言

R
S

割り みく に 坪廣 て 点唯 ど た 處 ら 殊
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其の 四 數里 てをる ど は大國ど

方 はは 『 人見 仕 を 世 せ 洲邦人見仕
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務難 た 方 從 深 1 は 號ｼﾞ線荒車 水

し 問る に 荒び 切 電ED前 日 をを に は をの

徒 題 に事取 に ず に 池 5本紙 事

嵐 の て 書い氣説 の に に 々 勝 は

はみみ 掛い を の 明記事 在印線又せ 先

曲事例を に り 調 す な る しの 電 し 方

事 へ し 適 べ な適
る て 一 ら 信 め出信 め

たば て て が 其 き 云端 は 其思

る 政志 如 “ の 詮 ら 多 既出で 々 に 不水ふ

可 治 何 人 索 、 共誘意 " に 器 思い 氣が 程

し 上野 にに を の 過 は 原咲る 設概 議 のに

ど に も 見 届 は 有 部 書 」 女 " 明歌 を なめ有雪書」 “ 膨

政志 日 馬立 か 事 を けす 動る

府上本 鹿 て き た け 熱帯 の”
る かや 力 に

のはら いる 託 れ 力 て せ 5 を 出

高 て
高 て し 事 を し しをどばな 利占

札うはく 問 、 柄 て て 、 甚線荒れ 時 し

法 三思 を 話實 飽 し だっ のし どし か

度 と 人 る 試み を人 は く て 詳長 てら 準

の 以 やる” に 切是まなか さ 是 器

掲は よう に 在 上等でる在上 大なる はれ 械に 例を

示何 な 先り げ の も 體 く が 幾 はは を

わか れ 方 と 此講 了 を 如 百を 動き ば

に どの 先方 等 解 講多く 幾内恋 講 幾

解

DAM

か 蒸



夢達 ち 客 業 巴 容 會 る 酸 し て や

稲
澤
全
集
緒
言

じ

日
本
に

て 院 市 せ を 明:

す は 理 ” 易い の すて 始 の能 ら ら 争記

可 紙 在 な あ る法め 由” 少少るるふし

し 入れ 留 ら り の 者 多 て た し 2 て

よす ど 書士 な は 其帝る て 云 最て 最

を 、 り に 彼 生ぶり 學 、 事 室当分転生

集 ふ 四 何 の ふたど 者 とら なな 左重

夫 角 れ 郵 が
精 はは 云 の を 議 きれき

言 れ なれな へ 便 : 如りム 學 得 院 とか ば 禁ば

はるか 事 じきししる 問い と て 斯英 制 :

飛” 印に 手 で業 成り な る の 夫る 國 な

刷 紙 の 程 み 本り紙器 きみ がれ 飢え てる

を 取面 ら と 如係は よよ 暴暴 て に

へ 紙 お 出調 ず 居会 く興 り にに は 英

頼あ 片流さ g る ひ 論 え 種 て 國u 尚論え 種 處;

ひ を ん に I ' 間 ど 代 は走ん に ど 代法 士 に

て 出 苦 風雪 商づき 未勢志 様量國 橫 は言就 樣 勢

どしししし な 質 は 公 う 人 だ 力 々 の 議政

か 此 て み り 人人 に は 得点 に內 に 治治 を 寄を

ど 印 :其れ ど の 幕 他 ご 不安紀許 な閣 、

問 紙 手てる 思仕仕 府 人 る 更多審え を しる

を はを 續 発 に の が 逃 を 維 て も

ば 手 を 今 に 御訴を 如 の如 の 起持 直 の

否 “ 紙幣 偶分 に 6 認生 芯 大 し し す に あしす

なに 然荒 記 其命 法廷 を命 法然 を 満 慣 一點る 時 。に 時り

ど 張 來 憶 仕 保 百 引出 目 等 ﹑ 問 。 ど張琴來 仕保
て

ょて 客 に 組 ? え 箇 か 受 の 次ら は 政総

巴 出 の 存 を 。會條 け 人 第応答 不法 天元條け

理 ” せ じし 社 あ罪 事 に 思 を 袋詳社 : 思い 袋

に ば 人 て人 て る 人 に唯之くく 議 ”

そ 直に 忘すそ を の 品 を し 千 誘政

ん に なれ る 傳海 に に 偽答え 聞 て密閉 萬 す 權

な 先端 ねず は 上 だめ く 同署 何 る

飛 し 佛 払保しにみ に 國 の必ず 甚保 みに 國 も 受

し

四
十

一

脚 へ に 京 だ 群 に 從 議事 罪 授



ちみ に な 館じる を 家 め で 歩 島 紙屋

か 福
澤
全
集

带
音

は
る

禁 に し異し 博鉄 は 費 にたて は のの 屋 は は屋

じ 止 な 其 他 に す 出 で 全荒唯定 に 自 な

て 史 ら有 なな に 掛か掛 體印 價 か 手 然 だ し慣れ

禁 らず 様 等 し とけ禁ち 様 の 紙 な 紙 に 町野澤町

ず ず 朝 は 目今 さて 次 を り を 表

可 誘鮮 合 に共 四 不 ” 第二 張 賴 芳 書上集

ら5 人 觀 我} 觀 日 審 " れをむ のれ

ずく はて 國 に の を ば 限 に 、 届

即 唯 日 馬 新た らし 殘 に 聞手 ら 江 先、 處

ち共驚 朝ち 朝 奇き 般 て り け 紙紙 に にに

余 に 生鮮 な に 始 を ど は } よ 居る

が 、 法人之 法人 ち 行 めちる 恰 の く

を る がる がるさて 、 其 る に

羅多者 始能る る腹し 獨 て

巴 み 多め 8 に は る

につけ てて の 郵 ; 落 を は 要 で

在 感 を れ 日 な 便器 ち 合 が 領 、 先: 、 先端 本

我 本 く 法然 て 點 を 方 ぢ に 七

簡 8 に 其 な 成箸 行 得 に 付 日

年 本 寄來當寄來 由ら 程 か ず程 かす 居 二野 限 , 不いる

の 國時じり 、 其 ずし其旨 くこ三 り 思い

間 に の て間 て 其他其他 い し て 百百 と 議議る

到る 吾觀² 功万病 通 3 て 相 々く文相悪く文気 に 唯

る 多 く々る 用 多 院 信 重 , みお 奇 を

處行 同 毎 を 法 ねれ劣同 法 先 な 挑

にせ 行 に行事 に 開院 なてりふ 書 箱能

筆 ん の 聞き ての てり訪り 訪日 て

記 く 心 え 姫 と 問え は 無い と

し の 本 毎能酔店 院 獨戰 すす 此 理” な 本な

て 野人 に せ 煽り る 方 に る に 飛

歸 き 心 は さ 在 、 感 等

院究心

し 引 蘭 金 京

れ か の 情 の 物 た 時 西式

む
に
江
戸
よ
り

京
大
阪
ま
で

七

成
耐

れ
の

處
に

箱
の
や
う
な
る

の
あ
る
ゆ
る

唯
そ
の

し
よ
し

や
5

に 付脚

來 は驚く点

と

し
や
す

合
ゃ
く

に 凡り を 佛き屋

て 自 く

か
ろ か

る 狂

と
う

の
中

に
投
す
れ

ば
手
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客



に に に にし どのの 新し 淺 右 をを

福
澤

全
集
結

言

集 どの

五 か

ち
ょ
じ
つ

好 觸 入至 て も 武 の た 薄い な の 取寄

材感 れら り無士事る なれ醉如

料 たん 鎖學 來 道 を や る ば 書く

な る ど國ど 支 。 經 は ど 記 をe 記 固 題 を 又

れ す 攘会 那す 那 養 營を 見事 ょ 見 个 横

る “ はの は する な り て に 文

はに の さ れる にれ 事文えれ れ 事 も 見 の
緒

人 近 は 愚る 學 でてき 當寄せ のみ人 急 て 最 分 聞: 諸

て 著 索 何 を 道琴其中5 時 “ちらて は を 筆 書

れ の か 既得 義 活動 に 我 此方 なおみれ か 以 記記 をを

をを 禁城 に ず に西 感 に 漫づし 開 淺荒 る 事 を し 參え開茂荒る

語 :洋る 之 此 入入額 て 國 薄い を 柄 ” 考

れ 事所 を 無るる 敏 : 秀ないの る し

ば 情 の 看學い て學い て 、 有 々くる すみ及 はて

萬 に も 破 の ど 落志し上記 に を 唯 著書

人 しの し 基 不 者 お 下げ 事 足 目 、 日 述

て て 77 て 流流 だだ 観需 き は 共 がら 的版本 し

れ 一 分 を 開心 が 深 ななに 何 ず とと にに た

にに 見 を 國維 か る 抵 適証故 都 し 歸る

應對 是 得 新 はは 甘 て て皆 す に り 6

じ れ 決 の ず 殆藩る 大代表 一 西 の

朝野 は 流子 大儒ぶん 中 所 勢 面 に中 筋洋 は

に 面 石 が し 事學界 有 を カー に監石 力 出 西 感

野 白身 の た 業 の天知を 通 版 に 洋

しれ を 極性誌 の ち 得のち 得 ら 方 の 事

荷是志 成意い に 人 に ず人 て の 向野原

8 れる しょ し 物諸:日影に見 書 上

西 てるて も 國 て國 り て 祖 藩荒本心を

そ 気 を 之大 先端 の 全 に を 讀

の 慰開文系 開発 善 紫 を 除 院 以 有野 し 寄ん寄ん なな

文說明 の い 、 にて後 を 視至し 來 志し 會 て せでり

明 の 折 て の れれ 極我読者 を 極塗 解

を 計 柄 ば な 固 に は 多め るす

談 だ 畫 ,自明:段概 れ 有劣維・ 摩 て岩畫

に
荷
る

四
十

三
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利 ” 事 に
する だ 無い じな の 想 生

福
澤

の 必全

か
ら

な 局 の

金済情 新 と もず 學り 士 機機 ををじ
る8 て

る をああ 之 るにど 人 動傳 た 無等開た

聞 入れれ をを に し た の に お る 鳥國

け 時計る ば 無 てだて 定で 漢に 投ぶる もの

ば に を何 顔 除 文え せ 學? レ 版 の

忽然 に 事発着。活字に さ にに に た行 蝙的 要 集

ち 迎 、 に ' に を
ぢ を る 入 る る 時 を

緒

心せ 寄附 な 知をる ど 著 可 無 說 言說

らせららし る らち 得 て 同書 し 學く

底を れ ず ず 去其 ずず 時事 社を 者

に たど 之 6 割 巻深 に制 に て

印る 慈悲 を 合会合、
其 は だの其

し 所通3 級極ん にに は
は にら 新た 粗 を 奇 指 部

て 以達 と の 字 れ 記 ずれ 説劣勢 な の

其 な 自 に て 武 を たし し走 しし の 淺る淺 る に 西感

削り 山野
山きと士知る たて 容 考 に し

行劣 即 自 水道管る自
はるち易い な 似 て 事

に ち 在感 の 以 こて 如言 に が言え に がた 維持
購芳 日 に 低 て ど 際さく てら れ 新 を

端本 さ 報 等 の 諸 れ 際 、唯政座運 は 緒 際唯

せ 士動 に 甚事 方 を國
に 2 ろ府ム 右

ず 人 す 就 ” の だっ 先人 す 評行 のに評 行 の 當寄

之 の
之 る く 大深 に 生ず は 時 に 新し 置册

を 考 の が 義望 か腦
し がれ れ 子 日れ 日 政 芯 か

彼 は 風如 をは
ら で 日 ばて あ 本 合

の 白 に く 重重 ず 維本 其故る 國 3 る

支紙に し 舊 ん 假 新た 國紙 鬱 國 無無 障 の 中 或は

那 のの て を 上し
さ の 中中學 を み に は なに は

朝 如淺 葉 込有 の若 尚
なな 見 に 西感此地

鮮 しきる鮮
も 或志武ぐりりささしし 洋多 小 西部

人 街 なに 自 は難しり出家 て 流

等 る る 各國之 が はがし 正 の 子 事

が國 西 な の を 事 大 は に 新た よ事 に

四
十
四

い
や
し
く

の 洋35 利 ” 知 を 抵 め 営 時 思いり

は



雷
銃
操
法

待
た
ず

ひ
ゃ
っ
ぽ
ん
た

か
」

ひの伊

福
釋
全
集
緒
言

の
間

に
も

のに

もて

待ち ル 鐵馬 器であ 3 ら 次次 學す 教

ず ど 砲 不り 可 れ に な 品 を れに な まる

徳 て を 揃 和 きg たた に り 味 ば 義さ

數 川 小指 の 如整ぶる川 擔ら 銃 同 に同

月 余 方
方銃 が の 々 く井操言 て 年 養年

は の の せ め 火 の 伊 法 装 どの は

之 散 筒 なに 細 を陣榊 の连 树 も 深深 談荒れ

を に ど 萬 簡堂ｼﾞ原由 過 か由 や 過多 かにに 恰恰

聞筋うし 事じる 々 く 等來 非言え

軍 え て 利 ” あて 意 “ あ の に を にぎを に ず 自

陣 と な り 至 の 旗 装 語 非 营 5非り左左 に

に り り て 極如 3 以 らざしれれる

う心し之見みく てをんる が ば

にに は に 苦 な 槍 中芳命さ に 可 * 故苦彩な 雄々 の

フ 首 椎 細差し首椎 あ國せ 慕談 し に幕 し に 新た 虚

肯 」 の 長 さ ず あ路ら末考 しのの え

はきき中之之り にれ にに て 言 を

ララ 丸 盛 椎 う に て 繰何 長野 奇 き 初以

の の な 反 士 出 れ 州 ;だれ 州 語我 て

フ 力 れ實れ し 8も 征志 を 國國 腦

に 。 て の た 大 伐 用語 の 中

の 敗 を 長坂張密 れ 切 の ふ英念縦

流多し 込 武州と どな 事 n 斷 完 横

行 号 利い た め 器勢さどる 3 あ ば ははに

た はる て は は 振其 おり 日 當 書

る も 發塔 茜到 發ち 甚人に は 武“ 命って 本 局

可 底 の だ が ざ 器 な 徳だ の 出出し 散 歩

し 等 なす も るにれ 川3 川 文売人 ら

何 ふ り る し 少 は ば の 明 の さ

ど 可 共と 其 く なは 舶袋 如 “ は 多 れ

て 勢 就く 姑 來 何 … 天來点 士數 た

しず 江 百 ので 王で 王 人 がる

て 數月て
常 ラ 姓 糊鐵弓 と 無き 漢 者

年 中年 る き 砲 衆 ょ 稱 學 文 に

ラ
イ
フ
ル
は
日
本
國
中

の

くに
反
し

を
以
て

氣 し

四
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生す はなな

ず
幾

回
か

善
兵
衛

に

い
わ
い

は

第りなのど

ら を

鐵 心 はや 出ど 兵 頃あ其ず手

砲塔 ル 得 何 ど 掛か て 衛 に り あお 唯事 に 集

をのの た 程 云 けも 中中 に し 会 り に

ら

ななお 福
澤
全
集

精
言

フ
ル
の

物、 何統ん易 ず 百 しる 不る

れれり
た 書 思い の

なば 2 る 本 先 共 ら 回動けるる 建議 に

ラ や な 口口 れ
れ か 年 2 の あ書

ら 、低る に ず のどれ

に 心入

知 事。 り と ぶ て 々 て は 此 にれ 言

詳 器 と 其 和 之 渡 其 中 江 思 ん和 誘 劣勢

ず が 其れ 原 院 泉 を を
を を 時雨ち が ふ ど

之 な
な 気ば屋 手 で 迫 芸 のに 文交 芝芝 の 思

を ら の 離れ 版 用秀明明

發歩 さ が 見店 すさ は 年。 本 袋 及 伊 ” に

射出 る まれに
に 氣ける と な 中中 勢 て 23

しな しば立色。 老 あけ 版 源 に 日 横

たししに た 即 寄ょな 紛れ れれれ 行う と を

る 然然 直る ち り しのばせ の 伝送 に

て るにはラ し 或認め印る 中 へ る 23

ど に 代 に本名
装 本 に 日 數刷 文 する 中江ひ 麻疹

な 、 金 な プ 主もの 寄歴讐明 古 料 に 戸明 勢

に 是 れ ル 事 書 史 は 駐理 愛 に事 理り

の 不 渡 ば の が な 物 の 足の が の 為 に茶 }

み 都 ” しこ 書青 り 屋 材 利 屋 、 岡 尋

か 合 ” 急処分 な
な “ 今 に 料 , 時 本 の ら常

家 なぎさ ら の 日 て ど 代 を 向 ず の

に る 朱 難 原寄原 あ し 西所 ふ 、

誘は 宅 有 書」 亦 り て 洋 有 に 奇書

物語 しみ し物 余し し をを な 心 に老ん な 心えにし和店

なが
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寫 重 在る多重 ば 論え に だ戦 義 み h

し ､ る ん 其 ずる に 多 士 其 然士

犬 は ななし 佛 討 れ 雙 て し のつば

死に さ し て 園蘭 死ばる 北 談 を 即

る と 身駅西 の 何 共 此條 に 犬出ち

を 難難 を 及を 及 士 の に 從 の 日 死 機会

る 得る 殺房 び はた 君 死亡 り 2 助

は ず 開か し 西 之 め しび 古古 す の

明 班 を に 篇 たたに る 死

の る 牙 徒“ 死しめ る る 歴書歴然と はは

中 今 者 に 死し に 者 史 何 人人

ど た はき身 を ど

發 る を 北 に 見 や 手 に

は か 殺劣 條高 る 世世

萬 さし 家 時 に のど假 家 にの

眼 たの た る り た のりた の 自自 國 交流 卒國文

を やめを 數 をを にに る 忠青のり

以 を にを に 得 者 し今 臣たし たに る

て 知 戰 艺 ず 日 は と て め 毫可

見るる どの 語示從 人 も 3

れ 可 を 日 て は 死は 死 の も金

た
う
ん

の
歐
洲み
か
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に 気 のの 楠楠り な g ら に ず 聞 に ば の
の

い
に
し
へ

い
さ
い

よ
く

記 た 公共 し誠 る 在 此第 後 な 目
な

せる 忠 の に 古 のれ忠房
て 禁 三 世 的 。

さ 乎義” 事 あば之 人 其止 百 よ て ど

澤 る 元 氣 は を は、 を 6 ど 人 の 六兄 は す

全日 弘 はは 學 、 古愛人 と て 物 解 十 人
之

勿 正 又問 類語 に久 :
雖 之 に 解入 を の 所

諸論平 の
緒 喋 の 在る

を 今 し 號貌” ぶの觀

言説 の 外す 職 て て 古 の 難 愛ゃれ に も難 8

外 心 際 に たい 分 だ 古 れ 人文 し 古 ば 非

に に
どの を の明堂其 ずをの

る 公 る 中 気 事 以趾 の云
あ志え 時

其の を に は を てどれ人 は
兄

意外 焼 ・ 其誘 ざ 為 に 云 的話 で
墓

味 に な 文える し 人人 ある
8 評 な

を 構え ず 字 を た の 可 らをた ら 時 可

見 助 福 な 得る 面ち ず
ず 勢志 中多く 古 て古

ずあ 澤 し す 者 目 すと
のに し に

氏 ら 氏氏 と など又云 前 て 在
在 般

がば は 難 り易り 易 今 革 略 其 て の

立っ其楠る
元 8 文 だ 事 を 働密 はは 安

論る 功 公 人 兄人 今 に 萬明、 柄 ” は “ 忠”

の はどこ業 は 人 至 々くのくの に 則ら 死に

服 に の 今 はて 差 前 於 ど な

目 優劣 助 時 所 に 古 は 支後 て る り

はっと 見 在 人 文系 あ を 決可 今 眼

時 な を に て に 明る 察し ら

勢 し 同 次 今 優 の て ई 1 さ 在

のど て
る 事 と れ其る て

沿気 の 之 事 と 物 な ば 目 者 は

革 , 人 を を てて 大 し 數的 な 徒

文える 物 論え 偽 診 に 其百あ り死至

なせ世 するる 見目 年 る 朝 な
年る

の 筆り h 者 の る 的 の 可 ·野り

前端 とだ 公 な 理” 可 あ 上 ち 新 故 れ可あ
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然 政志 人 然 盡 き て 全 の 腹 は は 後
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ち
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も 權 のり説 り しせ 其國 際 す 雲共際す 共 正 に

血 を 當 たん 働 て に 可療 に 在在

統失 に 雖る と に の 楠 き 懸, 其 る

ををふる者 し 在 公に隔地” 刀地 刀る

以以 と どたるる 光光 が 非 固 金 の固金

て 難 可 に 送る な の 功功 す よ は 如 な 集

論 る 時にふ働 外 業 や穴 り鐵ちく

ず 之 働勢 可 な 基 に其 を 苛比 な 權其 言

れ を を し り 働見 立 も 較 れ 助 忠

ば 奪 論 沿 此 き る てすと はん

北込 ず 革 設 時 可 心 可 品 義

朝 たれ を 代装 は き る をち 其 たまた 士

に る ば に 何 を は 具 ず 働則 る

る 者 大 在 事 の 此 し ど

天 は て を なて を 質げた に 品

子 北 弘子 は 指しさ し 刀狩る 理 ” 柄 の

あ 條 なあ 正 公 し 然 を 者 に ど 如 を如

5 な る 不 てらら 耀 な 於 の し 比L

往りり所 年 ば かれ て 駆 死し

古 又 しば 不 の

よ 足

をを 唯

何 り 5 年 然 國 に

あず 同 ず 事

臣 本 正正 3 を は の る と 時 れ

戰國 中 だ の た 可 を 同 ば

子 内 の 死 め

て に に 元 て に

て 事 王 ? 非 謀 弘 先 置

に ずれ 正 づく
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我我 法 は 交野 抑る 後り 明可 はと に
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1

はと な の も 困 な て 治治けけ 遂 ししこ 天

茶道部 り 明り 楠 年年 れ に れ 子

次いる 様 治 に 思公 間裁 樣治 ば 去 器 を

に い 判 を 年 當 は の に 公公 て て 以 位

國者 の 見 間 さ 任在 は
は 外部 死 て死 を

集 を な 就るを 權る の た 3 は る 當秀 國 し :

開き を にを 日 る 可 今日 時 “ 人 た 足 ふ

て に 以 本 時 ら以 本 時じら の 本本 失 の る

徐 非 て 人 勢 ず 日 人手 る

ぐず 論 を々 を に な 目 、 本 の に る な

に 學です 以に てりり人所 中移うに のき

きれ て 愛え の のの 愛 に憂 る て に は

明 も ば 之 ふ 有 を も に 其非 公

に 彼動” を 可 様 よ 以以 自自 非 ずる

趣 に る 論えき は b て か ず 局 飽 自

か 學すず る 實 も 元元 5ち 外 の く

h ばれ れ の に 輕多 弘 に 有雪ま萬 ら

どばばば と 我 し 正分 が 移動 様子 で 信

す る 我 熱 外 は 國 平 ら をち を 正す

れ を 防人 例 開会 の の さ 想統る

ば 得 は だ 闘 時望る を

彼 ず に や 以可 勢 を ば 爭 ど

はいは 曲 來 し を ば の 遺 ふなをば

自 本 を 巧國 尤是転 見 達 は てら

由 も 蒙 な; も 亦れし 再 限 其 ん

貿役る 5 交野 始時にばた び り 權監 然

易 に 者 日 際 勢志歴る 復 な復 なぶり柄

の 借 ” 多 本 即 に の 忍 て すしをど

旨 ちく 人 是 しぶと る ど 王ど

はれ て 革 可 な の 隣室の 難

ある て 質 な 最 きら 期 に 必

を 外 に り るるん 8 其

し 得人 し 今 大 の の 故 あ政せ公

.
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の 働勢志 するる にて し 分 此可るる 外部
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時に 印に 印 な 在 た を 困ら 2 の 時

代 に 手 に常度 りてせれ 終審 とど 心 に

にり の 我 り れ の 兄 な 内 を況

はと を 國本 も6 り時んんく を 地を

因為公職5 去 の 書明 と 勢念
やば に市

の 語る 政 第 治 に政 萬 す 入假

ら 可 所 復 も 三 の す 當機 と 能

此ち のら た の 若い若 編 日 可可り の U は 士

刀 ず 學 路 は し に 本 gに 日 事 に 外す んずん

を 前 ぶひ 復 去示云 市 本 故に 國 此 。 ど此

以 の 可 可 す可可 するるふ 余國 あとと 勢

まけ る て 所 算 整える 兵 に 事

市 ん どの 氏 の の に 革 由 々革由

期ああ 所 、 身 於 の て 物

の 気輩事あの ら5 艦る 見分 て 次々く流

物の へ
りばば は不可 はにに を学 をを 第に 彼

ど 所上大だ と 誘敵すら 決 おや 開 に は

為 如
入 見茅 小 雖構 な ず し い とか進働

くはるはる 今 て を さみ をを

可楠決重國王 外 の 然然 事事 思 る 仕內 仕

し 公 しに を 多國 にちあ 6 國 掛

の で 限 去 を去 を 入敵です人 敵 すれ ばれ ば 或 の けのけ

難 働 然 る 去 は 元 ば は 人にて

もはら 着8 3 る は 感弘隠 弘 唯 我 民 我

時 増す す に 造花 然流正 一心に は は

に代 正 公 可 は 非 しど平命 す 權依 受

の 宗 の 9 去 ず 此島 しの を 可 の 流 けのんけ

機 の 志 な て し て 政 き さと 身 動

革 刀
刀 り 復 て な 西 つ に 微がし西權

に 墓地 日 ら洋 はら
非 な て な

從 , 如 ふ 困 返 本 ん如 返本 諸 すき 95き

し 可 難る 國今 國 氏 て やを 、 殆習

ば 刀 し の 可可 を のにに にに 其 期 き を ど

ず
前
の
に

云
へ
る
如
く

は
た
ら
き

ん

じ
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し 態ぶり 世養世

全 公 か

普 必 可

自 め

C
5
0
0
5

しすす を 8 を 臣える 即

め の 此め 此 界界り る 用用 者 以 義 亦 是 も是 。

など に 萬 其國 に りあて 士 あれ 小士あ

ば 通う 事 國國 の 公に 公ん る 今今 を る 競公用

など 力 人 を業 ど が の 可 と

走 。 を しすす 如時じ ひら の 爲

はる 成成立2 以 をを て る し 務 " 其 , ず 道愛す

は せ て し 若 に 其 に 志公 な 能

常 ず ら hhん 珍 て し王多 異 趣 施 を り は

湊 ず ど ど 對各 なをい落將公各 今

川 す限 すてて の 基 日ぶら 形脱毛 ふ に其 のる

のに る 之 連 權 に 容ちる の 非時 の

ら 今今 に を 総 義 在在 余し 工除 ず 代勢ず

死 日日 '語勉 を をち 輩 て おり 決 に にに

を 魯唯 ひ 維達らし唯む の 気 を に し は 移動移ら

以英 一らる 持 ” せ 疑 験 て 外 る

て の 死し て2 ししな をば ら [て 之 國 が

自軍 を どど 鋭 め晃め ば 小芳す 其 を

かか 艦 期 き な 銃 に

ち , を る 無般 ず ど を な 別

快うし る 可可 の 全男 所行 な 可 し に

として しの 日安定 以 は くら其工I

す 兵 み 今 國 全荒 本 な る しぶ 中 忠

る 座 に の 殿 に 國の り C 可 然 な

者 の てて を交流 を 昌 の 余 時 に あき る けけ 運

に 可 し を 鋼 節ま 3 と れ ら

非 に の てて 致致立 のにに の 今 ばす

ずら大大谷 し をを 限必至 に . 世 と之

其入: ん 説 て 以 を て 之て 如 に ど

す ど 其全 てて 以 を以 尚密 く 感 な

る は 光 。 機 て 古 用 出浮 ずーって 用 思

はて ず 即 を の 身 楠風台以り するU

余 と 千ち 握 。 図 にど 國 に 公公 の ん 古 古 の 可

戰 あ欺, 是 か 力 を 槍 3 どの の I指

ら し をを 警察 す 働監

疑
を
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す
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あす 正 を

を
今

は 正に

働 て

の 不正正弘

」

麗
澤

金
型

言

の

ち 通3 楠 な53 未平 :未 平 を

んど 公 を だ の ちのの 元 の 平 視 な 測

が の を 公楠 ん 世弘事 の る り る

ぶ は 楠 得 の 公 こ に は 事 の 匹 可と の

く 公公 ず 人 を ど 漢 明內明 內 に 力夫が きg

心血たち物見 を 治江 見 な る に 集

を 。氣る 局 をを てて 処 し と勉ごし 5 は 、 り非

の 所公 公 出 に 明 す 楠 潰さ蟲 ? 楠資

に 少
少 以 の は 可 し 於治 し 公 とれ

し 年 誠ず 數 し 此 て のて てち 經 さ

て 整 唯意 しし 百百 期 に 英 異事 別 しる 8

22 はてて 年年 の 雄勢 な は雄 にて 別

たま の 千却 の
の 如 がる 外 匹って に

さ に ってえて 後っくり明可 な 動夫 が

る 之 事 に 年次 之年 公 之 し 治え ३ り 3 にあ 通う

可 を に可
を 出 て 年 所 古 あ非り の

在 同同ちに 始間 以 の蔑ろ 間 りず 競公 策

視至め にに な 事 別 今 通う あ

弘認 の なすすて て 在 りは て H はる

安 る 6る 公公 て 故 小 死 に 智之

年 て 者 向 當 に な 所在所在 慧 とど

中 郡 難 ど 同 、 心 に 楠りに 8 らち の )

に 出 様 事 篇獨 公 今 あば 働 じ

北 な を す の の 3 必 な て

條 る 知 可 人 事可可 ず り知

時 避 るき 物 はहै 物 は し 事時じる

宗 幹 者 働 をを 大概 の 勢 可

がな ず のず を な
幕 なし 前 の し

元に 同づめ 可応可 云想ふ り て 後 沿結

使 に ききみ 像 者 是像 者 是気 に 革 数 局

を 思 な 謀 者 可 し は 即 注 う 事 に 死

言 ふ り と しど てち は 意 “ 物 は

た 者 可 てて 思元 に 公 元 ししの

る も ら 遺ら 弘 働之
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末考 す る 新る ず 臨る 便 に 沿をふ を

a
g

た

沿 を と を は

近る て 所 之 澤 者聞 な 革 設 でし

授 て ど を投以 を 氏 な らな る て を

のと 氏 は 知 が書 がり り て 義明 義

都
氏 が 家 未 立 るどにに 治

を 論え が 如 の だて 論 は 明説 な を 年に

集 に 如 く 如互 ど な る ふ 間

書くっ 切 さ切き にに 或趣 し 前 に こ にて

言 りなは 其 は 意なは 其 に何 後 古 と 在

たなから 愛雨世ら 愛 物 な はあ物の らげ

る ら 國 、 端 の 右 に 之 ら
らし な

もず 國 の を 当識 の て 都 を ばめ

の 事 の 義盡、 如蟲如 3 で 以如で 暮 ら

な 物 獨 氣き さ よ し 不一時じ て 何 ん

り の 立固 ず り是り 是 便に 代に 義ん の さ

思輕 を よ し あっ たしも 利” を どう 使い れと 之

ム 直 謀り て
なな 場 “ を 節節

にをる 盛る 論 な ち所在 をち る

福 最 て な ら 之 ざ とど 斬 此

澤る ど 3 極ん を を は ど る 義義

氏 こ 氏 者 然 觀 は 考え 気欺

は ど がど をり れ な を は 又は
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ど 製さて 稿 勢 付す 费 齒 关 改 露 在意 改 露

にて き
本 先 發告しき 左 官 行 む 國 る 般
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用ちふの る 二 償 記 四 ふ 西 に しとめ

を 所 に 米 十 も 設 さを に 學 洋右 府 云断

達ち を し 國何 心 の 五 に の 數下 ふの

すす 口 て 人 年 得 院人年 荒磯 若 數 す若 數字 木 商 折
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る 公 日 ) をく な 必國 ど今國 と し な

の 務 中 見 記 之 き之 き 要 に なれ れ

例 對 に に る しがな て の 3 き

にの し 當 抄等 に た 一 ら 社た 為 ーら る

し てる 譯、 成客る め 事事 切さ ★ 其

て が 可て 成程る に にが

此 g 日 の 双 政 日 人 苦 説

書闘 は 部 し 本し 本 な 然治 本方治 券 は

面し 、 字 に り 説 に は

を 公 を の は 此解: 學 不ス不 が 自 何

演 : 然 は 新た 新 の 事事 必必どか 年英 年

舌夢 た 様 即 方法 要 1 版 荒 ら 前

書きる の ちなを 利” 將 な 千原 容 の

どこど と 語る はた る の 書 易 " 奇 き“

云 に ४ १ 議 書本 決 商 道琴必 の な 装
ら

ふ 非 な 辨 に な し 工理” 要 多 小 ら に工房 に

な てて 事 は な ずしな

藩荒 又 り然然 に 少業あ少 る子子 今 てて

にに 職 を 付机 知 なる朴ら る は をを そう

にに 時 き そば 。らかか 人 可 今 , 携 の 時

誘る ど た のせらが らち 更 へ 次 て

例 : 非

じ
ゃ
う
じ
つ

に

3
其
激

説
は

サ

ら
し
3こ
ん
や
ち
い
ち
や
う

八
十

一

しるし に て す 人人 らてて 第 れ



に かの 社 頗容 全文 地 得 れあ

福
深
全
集
播
音

p

「 ん

耕 熟 予私 友る 易 “ 國字 に て よ“
にて よる

た 練 宅 相 第 なに はを
至 ス りや

3 る しに共
共 し り 蔓豊 る ビ 否

も 通 た に なし 前し 延 前 迄 1 友 や

明 の り る るがし 中中 子 ど 知

治 に にがが を
を 新た は 原 津津 演演 の 謀ち 集

もし : 如 設事に今る 奥書きる 奥 說 考 原 5

年 て め しく 業 に 中する 平 はは 語舌 れ 言

六 今 書 明明る を 記 に の 語 大 を のせ藩大

月 日 に 治
治 等 研院 憶 セ な の 切 評 字な 譯字

七 幸 ? 七 熱多究す カ り 故 なし は 究

日 に
にりり 年 心占 しる ソ 誘事 る た 除 霊 にじる

集 其 六加 て 所
所 ド 他 に 事 り り 角

活り月 るな の デ に 今 俗 に

版 に も
七 て に り 字 べ ふし 日字

なん演

演 の 日
活 どど 質写夫 を 1 て て はりて て

說選 字 肥 な 地蕨 れ 見
がれ ト 慶 は 知帝 同 の

る 印 田 く に 是 て は 應ちら聴ちら 國 音 文

8 : 昭 明 れ 之 討ち さ 議 の 字議

に 作治 み 文 を文 を 論ぇ塾論 を 整する 説

あ附 氏 六 成字 替える の 者 を の

れ し の 年 は も 成志譯 譯 な 始字 津

ばて 宅膨客 と し
し 字 )g にて

之 之 に り宅定評譯 可かに の ど 改 て

福 を を て 型 の す 用語 し め

左 其余 こて
左

るひu てん に

澤にま が 年 階 評 てて た なたな 日 ど 記

記 演 のに 書 と 等 るれ 本 て 憶

診 す 述の 説 全集 は を の を 國演 すを

べし に り印知 文 起る 中說る8

吉 ん た 至 又 MB ら 字源説 其の

てる てけ に す は 演歌 故

と は は 附し
と

悲し 字說 夢 村 字 に

た
し
か

a

し
ろ 八
十

二

を 口 柳友 らし て だて の僻 を 夫



て 勢 て は り 葉 に たせ に り る こ

す
が
た

)

f
b
s

え
ん
じ

つ

和
澤
全
集
緒
言

居 の ども ま さと て どん 史 な の

る 人人 でで のの すり て れ て た 虫 しい 出

でで 史史 史万い し

ざ と で が て

りをを いう 何 の 則 昨

集 の 述 ま 見見つ 77 當多分 て 年

耳る ずたた れたれ で 、 日威 日 會 今 たた の

目 てか り 2 g し 本 は 日 ぴあ ら

鼻 ” と 5geと 2 たの 初 はた はい 思い

口 がう い問 申 ど て 言 め競め 2 史だ

五 で 史 たのし 申た ど 葉は 、かのど た 史 た

き り趣てす では ち 肥ら 肥すすでに

2 本本 次灰意す は て 獨西 田 2 ど

內 e で に ははてて な さ り洋野 君 し 、 其 で

申 人 ははお注 6 です の 脚, 當ち で

しのの 道ぢんけ わ ま 事 の 御
が ざ

て 集て 集 理理 ” を ばけをば し 演院 宅交替かに り

能 は たた をを の に 、

た 初 忠 どど 考考 む 集

へばり 替 れる 稽 は たた

誘か な し に 古 て 中

ならち 自 不ふし

5 學 , 分 に で 2 ら ど く

の 問影 の 書書 はは どど 人人 く 合奖 申 其

の 思思 をを な で の で た 願い す 規

を を 示 が 出でか

けどあ

2 なか ら 出 で

く に みo 瘤? は の 來きあ 約 で り

御でし のし 大 の にあ で 必ず

入
十
三

っ
欠

た
や
う
な
る

の
で

は
ご
ざ
り
ま
せ

ぬ
か

御

はてふ

かに

、
ず
お
す

9

に

日
本

の

厳際

やり

ら
の
こ
と

で

へ
て
、社
中

の
宅

へ
順
々

に
席

を
設
け
る
約
束

限覧

云

と
で
、
さ
ざ

あ
っ

次L

何を なさ

あ
つ

さ

をら くな る

は

よ

を述引 演宅

で 本 意都日 が 意

設ちてず

を 設考

説

って

演裁

れるふ

明 は きち ば 趣

見

た

に か 3

て ど 2 3 見見 の 気 す 席り た

い り ば 律

で だて む 第 事発 れ てて 説 ど 史 に

宅 は



6

れれ

なはど

中

八
十
四

ま
で
よ
り
十
倍
~
は
や
く
な

えて

問世

は
よ
く
分
つ

て
居
る

ふばる
世せ

使 g 便 の だい

にら

こ
と

だ

不

で g

:せぬ どるふ の まい

ら 誰に

10

其 は に

に ど 2
翻
譯
の
で
a
g

と
云

ふ
しみ

人
は
、
唯

づ
か

し
い
漢
文

の
や
っ世ちや

意

見

(

所
誠
に

留
職

ム
て
る

人
な
み

に
な
s
e

働
い

て
居
る

處
に
有
る

共
一
つ

の
3

の
を

つ

學る
ま
ん
ゃ
く

わ
か
り
ま
す

、
S

演
説

の
法

が
あ
る

と
な
い
と

に

8

弘生今 出く5

ど

見か

8 れにせ5はせ

は 8問と か

る にに g ま涯あ史

かて る

史

史 5 がず は 前

原 送 を 文 せ 演演 す

其

上人

倍ど

9

ず に

書出口 か 世 う 説 假 原文

が

けでな 便てて ま

何 では

譯内

を其通 と 原 院 開い で

來結び

どのれ も ど 條 云け に

設夢 どみ

者 に て ら に 出 で

き

力

のど置ど

利箇ど て

で だ

が

てb

有便 : 大 の て

て

利に付 ど ” 生

ど てが 便ながにふな ていたい

其 が

” に

事会

ど て

あ” 事 だ

た
く
わ
ん
そ
ろ

緒
言

に に 五

よ の の 令書 す 便 物 び

福
澤
全
集

意 な 第り にり 第 せわ の 先 か 同

の 味 こま部

物む

み 云 9 中 道 を道 ひ を

はね2 に が

し て

史 云 書 け て る て

に 広が ま 人

蘇 書 ” 之 讀 しあ譯 法 に し く

評さく たる 利

る 気 も

利 ょんh

そ る のみ 2 が 、

て で

に た

其利” 切 な 居

ど わ 處利

藤 條

評 て む で ふ

書 見 て上 : を か 2 はる

はれ 居 か りがが の 利 ど

を を ざ

上知 り

て の
ど ぐ る

其後 だだ
。

書 は てば は 双

は よ 其 か

識 の 其



得た 説 おねが らんま
育

何

取寄

ܐܐܐܐ

史に

くくに に取高

な

な

” がら第 h 史 I g る す はは 法

全 次 が は

第 に5

し
な

な
や
う

み

し
ゅ
5

の
や
う

な

こ
う

1

ざさ 飲ん 何奈ち 第 見 し で に何在 第 しで

口 四り で 発 か 三 せ な やす 髪

上 其 史 騒 に に れ 中

を 演 せわわ よ 史 が で ば に

はか しずだ う 77 77 こ な

集 が な 我記 本 で 市 り し しの

諸 せ く す 勢 。 の 便ん

て て の れれ の 述の述 の 誰り だ と てて 利

では 市で ば、 人 べ に まけ 御 かか ど

ら そににて すれ 同 しば し

ん な な れ 向 しる さい がれ

な いや學 で て 史 にわ

さま 者」 御 る 世世 勇 け とせ

い せ ば 祝 人 間に 氣” は るん

か 儀 は にをあに あかか 験

2 其おり な て て 振り ら 譯

で あ わ て 史 て 書書

る 人 す 。 そ

史 る の を を

の さ か

が はきし しし

は 寸
ながてて け

と は け 世
れ

ど

まど にに し とをの て 云

りは 朋め 思し ふ

な 家言 不必絶級友 か ふや をの

にせ 都” て の ら う 史 以

ら行行為 で 送 し 我品 で 、で る

* なな 9 難点 はは で文

家 人 わす 前 か な 何 はの

の に け ら で な や中

下げ の る では 手 か る し 5

女 下
下 小 はで 況あ 本先ず な の な

な 女 供 で 8 儀き を て れに文

そ
の
し
よ
う

こ

す
が
、

八
に

向
て
改
ま
っ

て
口
上

を
述
べ
る
こ
と

な
ど

、
の

あ
ま
り

に
は

、
「
よ
そ

の
家

に
行

て
、

り
の
す
る
事
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ん

、
婦

君
の
あ
い
さ
つ
で
る

、は
じ
め

ち
よ
っ
とは
S
z
と
な
し

、
畢
竟
こ
の

な
か中

の
こ
と

は
何

で

ひ
つ
き
ゅ
う

八
十
五

し
ま
い
ま
で
の
3

て



右
の
如
く

內
々

の
準
備

J
R

さ
ん

右
次
第
に
整
ひ
社
友

み

八
十

六

げ
ん
し

よ

じ
め
ん

る
、

く 選 內度 く 談だら

に

日
本

し
い

ょ
~

と
の

神
の

ヶ
條

し
ふ
く
わ
い

を
定
め

に

終
)

こ
う
ゆ
う

らす ?

わ

なをば

学

し見る

を

込

利り

らて便

次る る る とる

B

? の

書
5 其出 ら

の

目 や ど

り

ふ 利”

る さ と は 、間 と

引 銘 け

原

の どし

ど し穴

にやら

取寄 な

る せ 院 を だ 寄る

て

に り 選荒 てて を 2 5 か

又 れ すま 議 筆 出 の な 会

か
ん

]

に 聞全

の をどまを 不 く な

を の本あっ

あ

こげて ぎはぎで寫 せやすた

紙 て 議 へ 書 て を ど で

慣を の は しば 院 かた 筆 すか

耳 れ 世“ こ

はるは 其 に

論る な を で な

が の う 議そ

で 議 な 耳

語

と
の

と

3 る

り 赫

こ

のこ

と演演

言

は ま
せ

う
演
説

出演 此 談 奴 上る り 第

り 說外
趣品 を ど 五 は

如し がに で 集 」 た ど た 向 見 ら

てる です。 學 で 跡を で て す 上

內規 切夢中に さ で 問
で で 其るる説 を

々 な 利 な則 を な 心

る ど 法 集

定云 便 す
に てか 史 は 史ち がが が

追 て 論流れ みめて
な

第 5 か 條か
集 々 ん は の ど 士

れ は 會 ふな 出 であり すだ の

之 てき 議 口

此
し ど ず 院 ど て らた

上あ

どがの の を に 28

次 々 れ 上 てあ席子 は な

第
を もれ で は 意 い

に
開 飛ば な 筆 見 誌 か

事

も ふ

で

に 時 來 ね 應 勢 其

に は ばれ に 書 書か

ら
た はず な を たて

いまら 讀 する

は
澤
昭
あ
る
け
れ
ど

今
日

は
先

づ
z

れ
を
略
し

て
、
s

に
付

8
此
新

法
を



說りがずピ 出で に 流 , 共 ど 少りち國

ス

緒淺

な 講多大に と 1 國向 のの に 着な 売中

り釋 2 て せ 々 行 る に

の ら のと思 ピ h 會
ん 其角 弘

ば 慣的 は 1 時 8 め

全 ど 落し を を寄 を行些 が 所 示す 説しんh

集 反 荒 家 ” 相配席 あり 其 を は る 六 てと

は 手 ので り の 國進 西感 て 其 は

宮議ス に 軍 君 理 ” の メ 洋多 などとど 同 吾
同

論え し 談 は談 は 由談 可 語 し あて 意 々

す 1 て 藤
講野生 な 葉 き に
感 り 等 を

れ
4

我 釋 き釋 をを 性感 非 中でし 作求

足 が が に 寺 の 以 質 森 か 秋 め

も 出思 て のみ で のれ 有さ 港 ん 翼

中來ふふる 坊野 な 自 語 ば 機 津 野
と 望

て 所所 滑ら 主 ら に 氏 演出 す
由) す に

ら 吾 を の ず 自非 はら は
の 說其 れ し

服 々 巡 落說現在､ ずず 如 の 道夢 ど て

の 學る 語法 に に 気 日 g
も 去

色 のに を我々 本 は 事周年
何

なに 法 で 聽 國
・ 國話 な 年 に 助 分 以

し は な 聞 ん に し はは 付加 に 、

話 出 れ しも出 れ 酷 な 結唯 て 藤 る 塾

後も 來 ばし た 古 が 談 だ か
古 對談 は 弘

は 弘 新 外 に
或 取 か る 怠ら すす 話 け

話 け じ何 之 奇 ” の

日 ど り ら て 今今公る 感 れ れ 杉 の 親え

木 会 あずさる と ににいがたり
衆 ( ゆ も 亨 て 友

挽 ふ 直 都えな 至至 に あに 8 二 ど に

町 か て g 3 向 余 適 異 “ 信 、 森 に は会

の 是 や、 まで は す 有し 事
すえ

精 け れ 説 で 語之る を 疑 て

養う の ピ 法 立見る をを の 唱 に 等 應多次

軒 分 1 人 をを 派 反 み て の ず 第

にち の 聞 に ど 駁 公 西 感 之 諸 る を

れ

八
十
七

ナ
な

明 2 な 人 加 がし 衆洋 を 氏 者 語



築 に

饒 の

成感

偶 に 新人 此 の

か、

a
u
と
を
ぺ
ら
く

ず 員

案 新た と 就 1 然し 賛

は 築 を 此 て 君 病

は 全

法然 日 耳 のに
集

在 手 を は に 遁 の ー 乏

と
て
テ
ー
ブ
ル

か

の

云

りがばた に と

の はすち申墨話て 趾

麗
澤
全
集
緒
言

し
ふ
く
わ
い

」

2

見 は

は
丁

ち
ゃ
う

てい 用 さみ 椅 “きと と し 祉六

の 直 よよ な 葉 れ っ子 て 気 おら

諸 て に

らんど 乏 り

米 し 先 入鮮 僕 儀 端 はがしに

國 たためづて な の 舌 に 此あ 依 集舌

富り ん 演意 り 説り 立立行テ る て

田 此 說 夢味 ” 今 見と 説夢味
は ち 1 が 余 を

鐵時 す が 僕 た首 た 諸諸に ブ開催

之 余る みおのこ之 余 る 唱
こ 君君 井 は てら使

助 が に 照れ と者 れ 群 と に 分 の 呉 策策、 し

氏 手 で は のばし かはの か 聞聞かさ れ を て

よ 元特勝 即 日 蓋 を な 按な 按 同

り に
に に 利 。演る 本 取時 灣 に し

寄 ” は 演 に 説 は 語 り 間仁 * か て る

贈秀 著
贈亨 說 に 日 でがば 討ち ど 何

せ 譯 の し 非本 演出で か のん 気氣『 ス

ち です 語 說來15 時 で書
ふな

れを堂、 相 し にに がた に に退 吳 9 1

た を み て しし か叶 か って れ 何防風 チ

る 、作れ 何 て は 如 さ 何 給 れれ に の

諸 しる ただ 僕 何せ か へ も 發 話發当 話

種 て 2 6
と に 2 其 僕 夫夫 し

ど 夫 以人 は どはどや事 は れはれ し と

堂 か 必 れ 後 の 無 問う に は 今 潟

の 貯要 演辯 稽 へ に 付 で 面 日々

圖 な
蓄装 な り 説 しの ば 辯 き 白身 は

本見る り 塾 の 皆 議舌い妾 等 諸諸 か

を あど に 影る 信え 々 終える 聞 君

本り 決 難所 に 能さり らかか に る

に 新しり

入
十
八

し
く

り無無 の 非 く
て しら う 相続



略

文
明
論
之
概

文

公 れ

る 之 示り , ' 從 y 保 な も台 をを 苦 館

版 略 を しを し てて 文 前 に 存続 れ の 成心 に文系 たれ

本 六 敵 玉 就美 人 明 の す 日 と し しし明説 を
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3 大 に 段 だ そ大 し な 新転入 の ぷらら の 明
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與與 而 , 語 英矢貿 皇皇 離 上 , 庚卿

義親 日 今 易 國 應 梓 所 中

雅 猶 也 者象 , 也 者 , 亦 接 以 著 之 凡

正 英 淺 適 , 成適 咸 然 難 公 華 春 例

而 人 矣 得 有 開通 諸 英 余

者 之 素 此 通通 港港 , 而 同 通 , 從

實 塾 非 篇 譯 者 志 語 某

莫 千 其 之莫 之 之 來 為秀秀

毫 嗟 , 任 宜急 蕃 耳 盖 篇 航

可 萬 , 也 而 前項子于海

間 , 切 如需 刊秀 列 輻 年 卿 在 至

然 是 子 以 行以 行 禁 我 之 :

英譯 , 答 諸卿 日 舉 请 方

但 之 则 國 者 加 素 商 西

其 務 不 家 能務 在 仲 斯

所 是 然 之 爲 1之 日 由 夏 哥

譯 以 已 急 其其 有 外 歸 港

皆 其 務 楷抱 司 客服 適

用著 命 , 而 梯命 梯 商 之 之 得

其 业余 者余 :實 言 後後 清

國 音 之 學 或 事 語 乃 人
五

字 之 才 英 鮮 管 支 欲 子
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五
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音 爲義 , 可 義 者 , 語 則 君 况 故

譯 備 保 譯 以 中 其 子 寶 學

人 之 必 主 穩必 主 穩 , 無 弗 荷弗荷 堅 者

字 不 語: 無 存無 存 當 , 和 為 不和 牙

內 知 不 誤 英 未 譯 子 問 , 會 非

有 丁 厭 認 語 詳 者 , 卿詳 者 , 卿 其 之其 之 語

字 ,也 之 故 , 或者 和 華 支

字 者 , 但 看 意 不 有 殆 乎 , 那

者亦 勉 官 , 故 希 之 此此 音

要 , 欲 川 勿 間 下 本 矣 好 , 乃 者間

爲 俗 慢 有慢 有 譯 邦 否 余 則余
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炮 陣列統哲 卒, 爺。

將”シェ子 ラル カチュシュルー
領

事General.

拉

Consnl .

平 統 吧

个

药 哪兒投
軍, 官

七 x 子 119 子 x 把

類

u
n

倫 人 Centurion .

慎糖党恩 總
一

狀

21JX
父”

口 11D .

Lawyer.

小

Parents .

巴 陣 時 母十 師

フューザー 書クラク

Father . 父 Clerk,

花町 加物 辨?

AVIr * 入 *
大

Mothar. 由
Great person . 1

町
呼

兒列

配臣 夫,

佐
ブラザルス

兄

工 》 xxx

立

Brothers. Assistant.

嘛 啦 時 了施時丹 堂
」

差

TJyux 同 ポーリス ロメナル

完 晚 + 兒

Police rnner.

玻 党 管寧坡党時

味壁Brethren 役

兒 哈

.

优士智 兄:

弟

速

同
會
兄
弟
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>

Dxr v1 廿
祖*

エルゲル アラザル

Elder brother &.
兄L

Y

Grandmother.

呀 晚 蘭 符 町 母” 亞您 拿 嘛 啦

シスタルス
姊” メ がルブラザル

立

Sisters. Younger brother.

快呀呀啦

力
和

才
厂

弟

施時時 妹

?
子フュー 子 Y Vx

Nephew . Children , 平雄

尼樂天答 之你拿他連 女:

短
二 1 入

Niece. Male . 男

現時 女 毕

ク レヌ ・ チャイルド 丁井义 1

孫: Female .
女子

Grandchild .

時間 吧
兒 劇,

啡 伴 他

水 天 只 xy AK

Husband . Son,
子

A
K
1

虾 時政 夫 ,
新

* 12 F1 只

Wife. 女妻 Danghter.

那时 了威 父

》 文 1x 口 l 女 祖
AN-N- # A

Grandfather.Son in law.

吸 父婚
您 蘭花 时
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醫
フォン シェス | ドクトル メタルチルナ メクル

舅

Maternal uncle.Physician, doctor.

非 施 臣 又曰 着时
先 拿 您 時 父

中子 子 1 只 ウ 州 ドーアル
:緣

Watchman ,

看

更 。

佬》

Widower.

十
七

才
引
-
n

'

更

蛇 威搜亞 夫

夫
一

寡城?
ジーフ ウリドー

赛代

Thief. Widow .
E

的父 子 下 威搜 編 子

只

朋小
NA フレ × ド

次

Robber.

他 ,

Friend .

兒 連

登有

公

友 +手下

パイレート
海 大

pirate.

您 列

n4y p- > HANK :

Commercial , agent.

今 些 呢 亞级 列
跋》

班
一

府

水 lyzYx
府差

FKfpx

Mandarin .Policeman .

坡 時 經
役

万拿哩 官》

先去
パイロット

帶

十一 十 十a

Teacher.Pilot.

ミ
ナ
ト
ア
ン
ナ
イ
シ
ャ

卑 水 跌渣 生;

水
一

商

生
一

師商”yayix 二

Marchant.

ロー HLET

Law adviser.

我的 爺人
罗
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かーツナル
園

買

コムプレドール

Gardener .

映像

ツ

カ
モ
カ

Comprador.

今際那公り 辨

スレーヴ 奴 テーブル ボーヤ 事

Slave. Table boy .

多 布 院 味時
僕ィ 仔

フ E メール スレーヴ
妹” 府、

コック

Female slave. Cook .
0

時呪文 仔。 谷

子

管

Shroff .

カ
チ
ア
ラ
オ
メ
カ
メ

Cooly.

姑る

ト

士 部 店

者
「

我
銀

モニ チェ × ファル 我 グルーム| 馬*

ト
Money changer.

收 呪 他 格

Groom ,

悦

合

K

者
呼 味 夫中

者
「

姑

チ
ョ
チ
ッレシ カート 門

Miss, lady.

味 時 或 日 死 呪

ム
ス

porter.

坡打娘 公り

べかル チールベーラル 橋”轎

Chair bearer.

カBeggar.

見 兒 遮 了 督 夫

*

船 奶”カピテメ ナルス

Nurse.Captain .

急頓 ､﹑主
拿時
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リメケタ スト
通っ 化

チーフ メート 火

Linguist.

冷忧時

Chiefmate,

嗜父成

スチューワール
管 セカヌ ・ メート 次

Secondmate. >Steward .

時 站 事 昔根城
火,

インキーパル 店 サードメート 終"

Innkeeper.

畑 巴

ヤ
・
ヤ
ー
テ
ィ
シ
ュ主
Thirdmate.

、 火,

地
パルサーXXL Ate

Land lord. Purser ,

船
寫
字

ウ
カ
ダ

カ
キ
ヤ

の
カ
ン
ジ
ャ

蘭 唯

メ
シ 巴沙

主
|

舗

ショップ キー パル HKD1リート

Shopkeeper.

禁 巴
押

巴

ミ
セ
ノ
テ
ィ
シ
ュ

Engineer.

畑他傘

主 者
一

舵土

アッカル ヘルムマス

y

Hermman.
ホ

Digger.

尼明

ク
リ
ヤ
ウ
カ
ダ
ー

TY 烯 棒

I

工

師
ポールタ スクール マース タル質

鶏
Schoolmaster.

セ

Poulter .

坡挽町 的 姑 傳

処
花
占
封フォー アルチュー ヌテルヲル ピューピル

徒

Fortune-teller. Pupil .

科 噌 拉
弟”

本卑院先先
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nyua 刊 1x
銅”鋼

A会

チュヒシールス

Officiels,Copper coin .

急巴 該烟

仕

錢,

子
》 啡 些 他

14 ) xt 行毛 二 长 xxxxx

Husbandman ,Current money.

p
a
p

中
)

立

農

E
P
夕
》
日
立

加哩 吹呢 錢、 虾時替晚

サーシーシルグル :
紋

マルチャ ニース I

工Sycee silver .

· 施施 施仰花

Meclianies .

好 站 溺 時

K
I

S中

銀

古
vu 子* x9H - Kpx - nNrX

Ancient coin , Merchants. 商商

丁
+

)
n

臣 , 該 錢多 時

トリビュー ・ イーハル
貨

屬
Tribute eagle money.

地 撥 跑 衣 呀 吹 呢

類 寶 國多

シメバル イーハル 毛 二

感
銀

一
單

感
銀

プレ シュース メタル 寶
力

屬Single eagle money .

星 呀 衣 時 文 呢

Preciousmetal.

元些時減町 貝子子

1 子 1A 四
毛 二 ゴールド

Four IIII money .
I 金主Gold .

他科 工 文 呢

ta1 子 7uyyual
考

》 加丁 山

銀Beautiful tribute 頁money . Silver .

夫 吧 , 傑 獵 魂 文呢 銀 施悅花
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先
PK 工 " ! 》 x7 唐!唐,

Cent. Spanish dollar.

時 班 呢 吐 挪 拉

r
x
x
f
P

先 地 銀

17 txr メキシカメ ダラル

士
一

牛
个

先
士

Half cent, Mexican doilar.

+
i

虾父 先 地 見施斤 挪拉

テール カナメメラル

Tael . 兩 One dollar.

員

亞 吧 温 挪拉 銀。

錢三
メース 夕 xx91x ハーフ ェ グラル

Mace, Candareen. Half a dollar.

华”

員

銀嗎時 好拿哩 分?
虾父 亞 那拉

加le

類 金 五 Rupee.

兒炉

愛吃

啤
一

錢

アールセ ニッキ シェリン

Arsenic , 七 Shilling .

施冷端 霜 八牛

アレッキ リー
黑

七千 刀 《 KS 八”黑

Black lead . Six pence.

嘛 勒 心 鉛
昔時 遊時

分:

ブラース|
銅銅 邊

文 »みかん

penny
嘛Brass

呢。
邊呢

leaf.

啦吐字

》
手
p
x

,

One温 .



( 16 )

金- 殊
シンナメルカー チュール

Gold leaf. Cinnaber.

峨 学呪 孕 先律子 砂

鐵 鐵
アイロメ シメチル

Iron, Cinder .

埃倫 深 先鋒 尿

メレ チャート
鉛 ”

コンパル カ

Malachite. Copper.

急巴孜勒 療 咽 皿 器

子

鉛"
ソルフェート チフ コンパル

膽m1A4

Minium , Sulphate of copper.

沙泥 噂 列 · 阿 急 巴爾尼
粉 禁

雄

チァビメメト ホワイト コッパル
白い

White copper .Orpiment.

阿
黄

急巴 銅,

ピライト コッペレス
毒”

Pyrite,

啤

3

石

Copperass.

急巴拉吐

クウラキシルグル
水

ゴールド
金

Gold .Quicksilver.

職施兒花 銀 焼 器

鐵

金

ロストチフ アイロメ ゴール ! スト ン
プRust ofof iron . Gold dust.

兒 拉 時 阿父 埃 水ン騎 焼
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大
スモールト

類 石玉
Smalt.

士峰兒地 青

白只 卜 ix スペルタル

Stone, 石 Spelter.

士 啤 兒 町因噸 纷 ,

シェード スチール

Jade. 玉 Steel.

中
午

》

士的兒

* 1pxP
金:

DH- KA 子 X

Diamond.
鋼

H
o

Pewter or tin. 錫:

們

七
十

票 或 日 類

鑽H 久 ? 7 口 y > 子 只
斗

}

Block tin .

式Emery.

厭 馬 不 石 結 顯

火フリント ェアアリス
銅”銅

立

Flint. 子 Verdigrise.

嘩明呀不時

中

父哩
石, 絲,

シブスムー
石 银AmeK

Vermillion ,Gypsum .

喋 心 啡 味 咬 碟中

粉? 輕
ライムストーズ ンプリメート ナフ マルキュー リ

Limestone. Sublemate of mercury .

禮 厭 時 頓
粉?石; 濕 簾 七 阿父 馬加元
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コーラル 珊 石ナプターA
H

哥 替 您

Coral ,

拉

合

Naptha.

测他
瑚 漆

類 , 目 數目

HAA

Agate.

並儲

白
瑪
瑙

瑞 。因 少

かか n 了 二 19工 又 紅”

One. 1

一

t
r
i

,

Cornelian .

紅
瑪

温 哥倫 瑙
一

鏡

91 キリ ステルス ナフ 工 北 A

Two. 2

フ
タ
ツ
ミ Crystals of alum .

加 禮 時 的 時 父 亞林都
攀

白
スリー ESA

Thrce. 3

1
1
1

m
y

叶
》

Alum .

g

地茶 啦 攀,

771P 號?

Four. 4

n
y

四
Amber.

科 亞林 珀,

フェイフ ポーラキス
立

1

Five . 5
五

1
9

:
}

Borax.
>

輝乎 . 摩 時 秒

琉七 * K プリムストーズ

Six. 6

A
y
u
s

Brimstone.

六

日

昔時 璜,廉 時 頓
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フィフテメ セーヴ x

Fifteen. 15 Seven . 7

チ
ッ
チ

啡乎顯 些焚

セキステッ ェイト

Sixteen . 16. Eight. 8

乃 畑

合

ヤ
ッ
ハ
ナ

昔時顯
六

十分
セーヴァテメ ナイメ

Seunteen , 17 9

九ら
Nine .

乃畑

合

い
い

な

些焚類

せ
や

トルHTMK

Eighteen. 18

崎頓

Ten . 10

ト
チ
シ
フ

入 類

カー KINK HTER

牛

Eleven. 11Nineteen. 19

乃畑
問題 九” 衣元気

1
4

ツゥ # ダチ ツウェルダ

20 Twelve. 12Twenty.

都 温 都城 悦 平

1
1
4

サーチ サー = テメ

30 Thirteen . 13Thirty.

的 接頭 三

四
フォールデヌ 十カート か

Forty. 40 Fourteen . 14

科的 四十号 科類
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|クラメ ハメツ レッド サクセヌャ フフチ
五

了

50One hundred thousands. 100000

温温 痕地网兜臣時

Fifty.

啡乎的億y 十

ウォヌ ミレリウス
六》

七 十八 子p

One million , or 1000000 Sixty. 60

昔時的温美倫 , 或 兆 ,

七

同
小 レクス 七 19 又 子

Ten lacs . 1000000

頭 勒時

Seventy. 70

些焚的上 十

八字
Hrt> Aer KK

Ten millions, 10000000
| 京:京 Eighty. 80

吃的頓 , 唉 仁 時
十

ウィス 九”
八 xy JYP VAK

同

ナイメチ

One hundred lacs. Ninety. 90

乃 包

温 痕地結 勒時 上 管的 十 1
1

類 節 時

かかり AKA>>

One hundred . 100

溫 地 网 百。

七 二 日 工 日
正言

ウォヌ サゥセ X ャ

One thousand. 1000January.

真 天 丁

百
一
千

一

月
溫 兜臣

フェア リュェリー 小 K サゥせぇ "

也

February .

洲學

Ten thousands. 10000

不
合 了不 《A:

萬月

ク
リ
ッ

顯》 兜臣
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ノーヴェ メバル 4 マーチュ 三

November, March .-

月 号
好 磨

丹治

月

ナーセメバル
四

December.

1
1

中
二
月

H トっき

April .

歩 兒

尼參子 歴 器 月

ソメデー
五

May.Sunday.

新呢

拜
日

日 3

シ
ッ
ツ

モ × デー
撥 シュメ

Monday.

吹

ゲ
ッ
ェ
ニ
ナ

June.

津
月 影)

チュースデー

質

七
シュライ

拜Tuesday.

租 時 幌

エ
ッ
チ

July.

津択 月

ウェッチステー ナーケスト
八

Wednesday .

妮妮時呢

禮
拜
三

ス
ィ
ェ
ッ
ュ
ナ

August.

暱嫁時

月

ツァルステー セプテメバル
九

Thursday.

他 時 呢

"
ク
ェ
サ
ニ
チ

September.

月,

月

フライデー
形

カラー -1

October.Friday.

扶 繋 呢 月 影五 感都子
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時
アナル セータルデー

礎"

Hour. Saturday.

失 院

H
A
1
1

區姫
辰 *

チ

H ウーキ

,
Day .

お

日 A week.

呪 亞 城

一
個
禮
拜

「
安
息
日

モメス セベス デー

月Month .

攻時

Sabbath day.

器病院

ず

フォーァ シーズメ ス
四四

H +

Year. 渡し
Four seasons.

科 施 臣 時BK 季

デー タイム
日 と

スプリメ

春Daytime.

呢低脈

Spring.

時 兵玲間

夜
ナイトタイム ソムマル

Nighttime. Summer. 夏

間 心子

ンデー ジステー 是 チーム

Autumn. 秋Today or this day.

都呢 日 尼 時 呢 阿 畑

明 ウ 井 メタルAP ロー

Tomorrow . Winter. 冬

都 打 吸 坂町
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1

ウォメ デー アフタル ツモロー 後、後
FKK

One month . Day after tomorrow .

扶 打 都 病 曖

メ
ダ
イ
ニ
チ
ア
サ
ツ
ブ

01

門 月

本

に
シュ アフタル シー デース* *

This month .

コ
ン
ゲ
ツ
ダ
ウ
ゲ
ツ

大

:After two days.

扶打 都 時

大
後

日

尼 時 吹 時

前
ラースト モスス ェスタルデー 昨昨

La - t month , Yest rday.

腕 時 打 尼

F
サク
ッ
キ
ン
グ

拉 時 吹 時

月

ゲ
ツ

D

チキント モッス 下

ラ
イ

デー ビフォー アル エフタルデー
前

Next month , Day before yesterday.

ピ 味 科 腕 時 打 呢

イ
ジ
サ
シ
ン
ナ
ー

尼 時 吹 時

前:ン ! モズ
前、

前
面

フ
ォ
ッ ッー デースェゴー

Two months ago Two clays ago .

前
兩

日

都 文 時 都 吧 時 我

アフタル スリー モメス セサ 邦 ラル デース ェゴー 前,

After three months, Several days ago.

些花 蛇 に 時配

前
後

日

姫扶打 地花 吹 時

三
月
之
後

,
前

幾

後 子

セグ #ラル エャルス sh ! モロ !! ナイト

シ
チ
ン

Several years ago.

些 花拉喀時 亞

Tomorrow night.

都市

」
後

ホー ANAP ロー

Dar after tomorrow night

打 都野

After many years.

应 扶 打 嗎 尼 節時

アフタル 11

俄

メニェャルス

地

亞扶

年
「

過
好
多

現地

.

晚

ア
サ
ッ
テ
ノ
パ
ン

晚

ナ
イ
ト

、

後晩、
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下 。
77xaxlx アフタル エ ヒュー H ャルス

Afternoon .

扶 打 搬

After a few
years.

非天
陀扶打 腔 哪時

合

過
幾

日

1
4
チ
ン
チ

午圣

ミッナイト アフタル H リトル ホゥイル

}

Midnight.

螃 地

After a little while.

应 扶 打 距 例 威

式
》

*

夜

{ ラット アフタル スリー ャルス

過
听
“

派
三
年
之
外

海

A rat. 子子
After three years,

サ
ン
ス
ギ
プ
ー亞 陣 扶 打 地 哪 時

H 清力 才 イァェリー

A cow . 正? Early.

哪亞 媽
早”

HKT
天子

A-

A tiger. 寅
Iate.

亞 低呀 略地
晚”

月 レビット
中

七卵A rabbit.

亞安滅

Mid -day.

喷 呢

.

日

フォー アルダー K
上 。HAANK

A dragon .

亞 峰岸

辰
Forenoon ,

科喉 午

工 刀子 1 十 x1x714
正:

A snake. Noontime.

已

亞

午

時 溺
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秋”
チ ! ツム子ル シーズン H

A horse. 午 3Autumnal season.

阿拉尼 施 臣 亞 背 時

冬 工 》 17,
# X & A 加 一个 K

Winter season. A sleep .

亞

未未

打 施 臣 季

毛 又去

類 法 刑

月

A monkey.

亞 硫機

子

ゼ 子 ラル ロース 工 2 夕

General laws . A cock .

西

拿拉罗 時

名
總

列
律

五

亞 各 品

7417 Altz 子 7 * 二 yxxF
H

A log. !成Five modes of punishment.

辉 父 抹 時 父 賓 呢 時 免 亞 膨刑
一

十

TRAVIr 子 7 工 xyz
H - NA

A boar. 玄

Ten great offences.

顯 呀列 何分些時
惡

亞 摩

春
スプリン シーズメ

八ェイト カラスシス プリグレジャ

Eight classes privileged to

燈 加拉 時 些 時 卑 威力折 都

Spring season .

時 兵 施压

1x 》 1 中 ) eplymx
ソムマルシーズメ 夏

enjoy
Deliberation .

Summer season.

呢 不 门 应
季”

議
心 符 施 定
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第一 節目
フォールス エモーショメ Ad >

False accusation , Summary

你 无

ロ
ウ
シ
ヤ

・
ナ
シ
コ
メ

科伦 時 厄婚些臣 柱

シ
ッ

心 了 合

脑萌!
y 山 毛 xzので、

Bribe.

嘛被燒

Summons:
橄

同 即

也會

ロベリー 為 ,人 アクリー

論

Robbery

只
式

三
y

Decree.

4 堂 呢忌不
合 盜 幼

工 PT 如 子 又xXr 質 プリーセプト 戒戒

Advertisement. 生 Precept.

卑 无萨特

力

h

壓 啡 的 文 帖 刺。

行

帖
一

告

ブロック レ メー ショメ
告 恒”

n 伊 K

Common law.Proclamation. 中

力

酸度 加 藍 馬 臣 示: 今文 罗 :

A njm x 34AA アクレ レーショ メー發,

假!

例
一

告
自

即
告

モ
ツ
シ
ア
ゲ

Declaration.To commit perjury.

都 宁波 · 巴 度 不
示 配

誓? 呢总不臣

フォールス サイトチス
假,

フェデーヴ 井ト

False witness.

イ
ツ
ワ
リ
ノ
シ
ャ
ウ
コ

證

Affidavit.

科伦時 威尼時 亞尼吃 供?

swear

都Toン スウェール

習

f

狀

.

發

時贼

下一 4NHKK

Plea or defence.

卑 又 日 呢 分時

于
力
学

天
也
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プルーフ 証 チ × ズ 井 アシッュメ チフ ケーシュ

Proof. On the decision of cases .

歩路父 據 安 卵 施 臣 河 父 加 些 時 罪

プレーメチフ 原) シピ サハナメディ 受

Plaintiff .

ソ
シ
ャ
ッ

!
ン告

To be wounded.

ッ
ケ
ラ
ル
ト

唯 的 都 味 傷、

ザ フェメデメト
被

シューリ

Defendant. 案Jury.

地 元

私
合呪 分娩

告
審

セ
ン
ギ
リ

律
ツ ジュージ ェ ケース リギュレーショス

To judge a case.

都 鷹 辞 亞加 時

Law or regulation.

安 又日 元 矯 呪 臣

ス
ル

例

A デレス { ヒチシュヌ

野 HK エクセーシュメ 状

An accusation.To address a petition.

都 麼 呢 呪 時 亞 必 的 臣

呈

手
が
イ
シ
ュ
ナ
メ
ス

栗
|

プ

曖 尼矯些臣 子 。

訴
シュムプレーメ ・ チフ ハリーダ、 メス ピチシュヌ

ム
シ
ナ
イ
ヒ
デ
ル

宛

Petition .To complaint of grievance.

都 今 啡 吨 父 號 域 時

界

子
が
イ
シ
ス

必的臣

ン リステメ ン ズ 井 コムプレー メト
地が

サ
バ
キ

ウォールレメト

Warrant.

票

To listen to the complaint.

都 臣 都 吧 今晚 哗喇

定 文
A PKRXN

To sentence.

1XL

Bond.

シ
ャ
ナ
ガ
イ
ボ
ウ

都吃頓時 單,
棚
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問 ) 故
ホン ン マルゲル

To be hung.

都 味 な

メ
コ
ロ

サ
ル

To murder.

弔、
都 子全

殺

問

免

入 ピ トレメス ポ アルテッ ッ ロ )

To wrong.To be transported.

都 町 域 跌

ナ
ガ
タ
ニ
ア
ウ

ム
シ
ッ
テ
ィ
セ
カ
ケ
ル

軍,
都

伊朗

合 |

ベニシャ 問

ツ

ン キルパイ H ミステーキ 誤

To be banished .

都 味 ､ピ舌

ハ
ツ
ア
フ

To kill by a mistake.

都 仰 跳 味 時 的

少
が
コ
ロ
ス

徒 殺

ン プロ × ゲル 槍)A さが H NATK

To punish a fine.

都 奈 士 了 御

ウ
ナ
イ
セ
ツ
ナ銀

AN

To rob or to plunder.

都
院 笠

又 日 都 亂倫 拿

ラ
ン
ボ
ウ
ス

切

ン フログ

抄

打A コート ン コヌフ スケート

To confiscate .To flog or to whip.

都 父 日 都

キ
バ
ナ
シ

タ
ッ
シ
ョ
ニ
ス
ル

藤 都 千 時 吉

1
0 官

AFかかー は L
ウェイト子 ス 証、

To: reward.

元

賞

ホ
ッ
ビ
チ
ャ
ル

、
ホ
メ
ル

Witness.

シ
ャ
ッ
タ
ン

都 乾 威 定時 人

フェスタル ロース ヘッデッ
問、

Fiscal laws. To be beheaded .

ク
ピ
チ
ャ
ラ
ル
ー

啡 哥罗 時
律 都 味 味 笑

斬

文

サスペッチュ ストレヌダルク 問

Dispatch.

A

To be strangled .

時 碑 辞 絞書
都 味 時 姿 冷 暗 列
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シルク ゲー シェテス

京

Silk, 絲 Gazettes

标 呀舌的時

胡
シルク リコールツ 文字

Row silk .. Records.

你要是
4 足 葛 時

絲 時合 卷草

リュート ストリン
薄 勒

エネストルト

Extort.Lute string.

健 時丁玲 铜苦 益 斯多時 索

* 入rmalr 入 卜 y 》 y1 > 卦 二 11
錢子

Mixed lute string.

見舌 ,時丁玲舌 伴 時

力
女

》
十
二

十
文

牛
Revenue.

恢 元 ,

铜 答 “ 运為 糧

フラチャ リュート ストリン

必 力

岁
串

レジスタ

Flowered lute
string .

乎 其 亞哈 時 了 珍乎 悍 珍

力女
中

/
中

只

Register.

使无

管 搪 時 的 籍”

七 子 x * uwxyax 919
人了

トコース

Plain satin. Permission, leave.

巴 、 味 臣 又曰 父啤啤 顯啤 入 情”

ストラトプド セチメ リポート 奏

Striped
satin.

時 愛蜜莉题

Report.

你 ,

本合

t
f
立
中
女
中

搬入 “ 章

yzx 义工 Tu 它 子 x 問 ”

類Changeable satin . 細

噴 遮 布 利 麵 般似
入



( 3 )

錦
ナァルナメヌテド ポメラー フヲチルド

局
七 子

Ornamented pongee. Flowered satin .

カ
メ
ッ
キ
シ
ュ
ス

阿南收跌 邦之 乎 亞 結 利 頓
权

树一
生

スチフ ポメラー 产 以 ARx 七 子 只

Stiff pongee. Crimson satin .

曉 臣 顯

蘭 .

般 不時 的 乎 , 邦之
的

網

树
一

熟
yrhx1 フラギュールド セチメ

花 三

Soft pongee. Figured satin .

聯結 利類

モ
ー
リ
ツ
キ
シ
ュ
ス

梳 乎 邦之 網 驗是

ルド ポメジー
紡

七 子 x
漢”

府Satin .
Recled pongee.

他 這 邦之列 網
1 人

利頓
般

加入卜 口 14 七 xy1
線 ,

Rust colored senshaw.

著
遺

ポイン

Camlet.
莫

聲 時 哥拉 列 先梳 調 今例

ブラッキ セメシュー プラッキタムレ

Black senshaw . Black camlet.

嘛 先梳

紹
一

黑
線

編
一

花

黑
膠
树

一
棉

嘛嘲 今例 網

nyxtxyy1 フラチャ ポメラー

Cotton senshaw .

葛頓 先統

Flowered pongee.

乎 其 亞洲 邦之轴
一

洗

光
》 工 A 七 xy71 ix 立1

Sham senshaw. 細Pongee.

沈 袖先梳 邦之
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カルテメ
帳

ゴーズ クレープ
切り

.
Curtain guze

加 獨 時

Crape.

兒 笠紗 秒

ウォータルド ゴーズ
機 熟

Watured gauze. Law &c

喉 打 列 骗 時

雲
紗

罗 等類 羅

機
コールス H ー ズ

生

スチフ

Coarse gauze. Stiff law .

哥伦時時 時 的呼ダ 羅
紗

「
花

フギュールド クレープ ディメスク シルク

綾Figured crape.

列 笠

Damask silk .

南 行時 忌 絲

ド
ン
ス

顔
ゴーズH イトロトール

Embroidery.

吃 麻 來 除 花

Gauze. 紗

初
クロス ポムベジーヌ

Floss. 絨 Bombazin.

陆 先平 愛 時 紗

棉 羽
Ai ルメ カイくみやカー

Bombazettee .Yarn. 秒

也倫 秒 馬 舌 的 子

ヴェルヴェト スアョン ゴーズ
春

Velvet, Spring gauze.

吸腕晩 時兵舎 時 紗
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小子 フラメチル

Flannel.Dimity.

拍末的

斜
紋

布
一
夏

佛
曲

械

乎蘭尼吧

クレススクロース ny in 啡

Grass cloth ,

·呼聲時 哥罗絲

Long ell .

亞

布
葛 機

ハレス < レット * V1AX
粗

羽Grass palate.

呀哈登 時 巴 列

Baracan .

物 好 制

布
一

粗

11 元 、 5 口 1 入 F 子 ケムレト

Coast cloth . Dutch camlet.

職治 今例守 時 守罗絲 布
幼

級
一

羽

フェイズ クロース サールステット

Fine cloth . Sarcenet.

輝 哥罗絲 沙 先 惯
綾

花艺
***

Chints.

類 布足 ,
時 布”

帆
クロースAXAHK

Canvass. Cloth .

引
》

中
x

》布

好花時 布: 哥罗絲

ダセット
洋

カ
ナ

京

力 9

Gazette. Calico.

舌 的
布布 加元資
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ix 子 》 女 ナンキンクロ ! ス
紫

+

Ioud .

チ
ン
ナ
ノ
ボ
ッ
シ

Nankeen cloth,

能堅 哥罗森剧情
帽 花

高

%

森”yz 子 只 切口 lz〈 A :

Hat.
少

Linnen cloth .

吃
帽” 連帅哥罗絲

布”

帽 于 L 》 毛”
少

子
A

名Kh >>

Bennet ring.

兒限

合

Plush .

ko

罷拉士
布 ”

ストレプ ニッツメ クロース
棉

Strap. 都 Cotton cloth .

時 踏 兒受 葛頓 哥罗絲 布”

ポメチット ストリン 帽 ナメンラーチャ クロース

Bonnet string.

嘴環 時丁验
兒合

布
一
原
色

布

Unbreachel cloth .

排 亡 怎 嘛 列 拆 哥罗絲

帽
ポッヌ ポムベジット

为

Batton . Bombazette.

頓 嚼舌 的 布

頂
一

帽

《 メ ボクス

Bandbox.
類

K
O
T

師 首

楼 则士 盒
一

皮 椎、皮 口

Leather boot.

他 抹地

V 廿 。

2

ブート

裙靴

カ
ワ
ナ

が
ク
ッ

布

工Apron.又
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大
ベステルーヌス | 七 子 又 71 .

Pantaloons.
力

Satin boot.

シ
ュ
ス
ノ
ナ
ガ
グ
ッ

班 了
神

沙 顯 抹 地
轨”

ペッテン
胸上

TV 入 卜 ux

Patten.

ウ
リ
ノ
ッ辰 Breast - pin .

嘛 兒時 還適
針

ベッチコート ブリーチェス
牛

Petticoat . 裙

チ
ン
ナ
サ
ワ
ギ
ー

Breeches.
頭 ,

褲必的君 嘛 兒 遮 時

背
ポッケット イメ チェスト

帽〈〈 xt

Hatband .Pocket in vest.

七

博結 妇 贼時 袋”
吃 七

6

帽
LIx 少 bl 力 ポクル

Buckle.Rain cloak .

兒時

哥給
衣 劈斤吧

扣 ?

而此

ポッツ メロート

Robe .

兒 發

合

而
說

之

此
句

則
當

貫
連

袍

ウ
サ
ギ Button .

鈕

頓

卻要
カナリールス セ × デル

千
里 ポッ x ホール

求
女

》

Courier's sandal.

兒 尤

馬”
Button hole.

加 了 士 山 尼 兒 皮 即 也 頗 苛 扣

草”
七 x 广州

甄子
チッキ クロース

Sandal. Neckcloth .

山竿兒 輕步 喵哥罗 時
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V 廿 X
貼

が ルヅル
皮

ンアルト

Shirt.Leathern girdle.

他 喻 怒

貼
身

衣

》
六

》
六
十

地

们 已
比利地

ph ~人口 5K

Gloves.

/

Shoe.

ク
ン

呀 罗 乎 時
安。

吐素

手
〈 xt 力 且 子 17 スリーグ

于

Handkerchief. Sleeve.

煌 , 加 始 乎傻
巾 士不欠

LIx < yr
雨了

了 一只

Rain hat. Fan. 扇

セ
ン
ス

・
ナ
ウ
ギ

哇, 吃 帽?
番

1

帽
一

遊 七

フェルト ヘット 品 。 フェメケース 扇

2

Felt hat. Fan -case.

七
》

又
于

夕
n

昨晚 , 吃 帽: 番號時

AirA 〈 A4 クラス クロース フロック

插
一
夏
布

大
花

Summer hat. frock ,Grasscloth

兒 拉

心 吃 帽 呼聲時 哥罗士 父絡

ストロー ヘット 草? 脚手
人一 & A K

Gaiters.Straw hat.

時多没吃
帽

戲 時

吸
少 #x 文 从 《 2F

捷义襪人

か ! ルチルス

Winter bat. Garters.

吃 帽 啟動 時

帶
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加分

奖 ”
サルブリス レッド ヘット

紅

尸
力

Surplice

沙玻灣時

Red hat.

結 吃浅 ” 帽帽

神

中

七十卜 中 ,
力

pH < ? x &AS

Suspenders.

士沙 時 邊峰 時

Jacket,

帶

ナ
ビ

則 潔 衫

シラチザルス
被ソック

Trowsers.

兜樓沙時

フ
ン
ド
シ神 Sack.

索忌 頭已

頭
スペキテクル

眼*AX

Turban Spectacle.

時 逼 爹 斤桥

プーズ ヴェール
魔

ストック 頸。

Stock ,Gauze veil .

我士 喊兒

帕
障
面
紗
一
面

時鲜品
帶

ヴェール ストッキン

Veil.

贼 兒

公 ) x

Woollen stocking

活啤時鐸京
機上

衣

ヴェスト
背

シルク ストッキン
絲

Vest. Silk stocking.

絲少時 鐸 京喊時
必

新 暖,
ストムメッカル

1H - FH - K - n24

New waistcoat. 背 Stomacher.

|

鳥 肚子减 時 葛 士多劈加
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ライト ウォル レト 荷”

Wallet.Light

體因

h
》

廿
t
了
2
n

淺

窩兒网 包。

スカーフ

被

Dark. 深

n
i

分
口
!

Scarf.

至 士加父
市

女 才 面。ph

Rich .

列

漫 Towel .

“辞合碎 兜兒

レース YKk

Dull.
淡

ウ
ス
イ Lace or band.

宅

士 或 日 秘

xp1 ドップル セクト

夾

Mellow .
老 Double jacket.

布 兒 則 結伴 神
一

馬

ソフト ライアン セクト
·

Soft.
嫩 Riding jacket.

兒 禮 蜜 則 結統父

デリケート アムブレラ
洋

Delicate.
橘子

Umbrella .

呢 哈 吃嘛不拉
逃

チュ × シェーブル

問Changeable. 類 色 顏顏

之 了 布



( 38 )

藍
ブリュー や リステニン

Blue. 競Glistening

呼 元 時 频 寧路 色

白
水 サッイト クラッチ

White. 5
2

Cloudy.

加威 地
装

色"

トコースふっく

Green . 以 Plain . 素 樹

明 歩 道
色 "

陣陣

オール ol
黄

マルブレ

MarbledYellow.

肺 喫

色

無 油 、
プレッキ ス ! ト ブ レッキ

Black . Soot black ,

ヴ物

戦力
4

プローズ スポッテド

Brown . Spotted .

時 休 咲麻 色 彩

色
「

花

スカール 」 ト 花 ,, nance 顔1
サ

Scarlet, Color,

1

ト

時 加 列
紅 色 "

カールマイメ 朱
レット

紅

Red .
ピCarmine.

加紫回
例

合色

イ
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洋
Jox 》 工 x7911 メールクア " ュー

寶

Darkblue.Prussian blue.

會

布管臣 嘛哈 註:
拿 呀

藍

是此
ノリッキ

二”
レッド 菁

ライト アリュー

Brick

你 吻

" 合

red .

結

合

點
結
字
照
繩
結

Light blue.

體 地 路蓮
一

簡

藍
一

洋

アイリス バルブル
葡 A 出 Ly

Iris purple.

埃士巴布

Turkey red .

堡
你 列

青
峭壁

合 紅

アルミッチズ レッ
银

シューアル ブリュー
天,

Azure blue.Vermilion red .

結

嘩咪倫 管 亞沙 路

茶 元
チールラール 」

Tea color.

附加坡的

子 一下 hel

Deep blue.

燈 . 路色 青”

灰
アス コロラール

鉴,
レッチス ゲレー

Ash color .

了士加坡

Reddish gray.

管 呢士 网
你 列

色。

豬
ビスタ インゲン

卡

Bister .

咪 時 的

肝 ,

色 口

Indigo.

烟呢晚

古 ルプルーnard - 4

Copper color .

急巴加拉 色

Purple.

巴布

銅

力
于

4
日
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* ムプキメ
冬老

产 以 AKK
照

Crimson,Pumpkin.

泉堅

二
F
E
i
n

管 聯 臣 脂日

瓜

1Inn1 コチニール コラール 呀,名 古 天

Yellow pumpkin .

爺罗 坚

カ
ボ
チ
ャ

メ
チ
ナ
ス

」瓜
一
生 シ
ャ
ウ

Cochineal color.

葛兹尼加拉

呀
嘛

色
一

老

》
p
p

》
中
白

生生子
791rJ9 *KATA

Ginger.

楼

Blue black.

路 明光 藍

wa > 政
プラチスロスト

Millet.
西

乘
Brownrust.

您 晚 拉 時
命

列

洋
ポムベーチニュメ フケュールド

毛
f
b

葱Bombay onion.

陆 嗎 安仁

Figured .

挑呀例页

少
十

苦
ヴェーリゲーテ ・ コルラール 彩H #下 ) x +

Eggplant.

陰鼎喇 人
color.Variegated

曉峰跌瓜 哥拉 色羊

少子1xax和 口 只 西子

Water melon.

壁灯 嗎 倫

類 茶水荣

力

瓜?

石

太 - x 1 一K
緣子 xu 口 x

u

Green pease .
瓜Melon,

呀 哩哩時
且 馬倫



( 41 )

セルリ 塘
ロン

Celery.

元
施也

ソース が

Long beans.

即時
きなり

合

謝
」 角

大き
ソーヤ ビーズスK.

Barley.

呪

Soy beans,

衰 面時

アックホウ 邦ート 紅
レッ e ビーズス

奏
「
三
角

麥

Buckwheat. Red beans.

院 列

合
面 時防威四

キ

造

フレハレヌト ベツル ブロード ビー x ス
施

Broad beans.Fragrant basil.

父 勒 施 蘇”
F 律 面 時

以メ

チャイヴズ エ メシ フォルム 、 ピーヌ
刀

Chives. 薙 Epsiform bean,

之父時 畑 施科 林 、 並ぶ

水 胡
クレス ア レッキ ペブル

Cress. Black pepper.

院 時 関 早 巴
根、

か ールリック
辣

ケージメニ ペッパー

Garlic. Cagenne pepper .

晚 做 呢 早 巴 た
ぶっ 椒 、

莞

ケン ウェーヴ ルム
花

コーリフラテル

郷Caraway, carum . Cauliflower.

加 威 又日加林

西 元父櫻了
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毛 》 X 口 X
香香,

太 一 X

Grain. 禾Mushm'on .

士馬倫 瓜

力
时 呀哩

芽
入 子 1 1uF 1x777 立 卜 列 91x

Snake gourd .

時

Bean sprout green.

時 樓 啤瓜

が
ホ

生
スリウァシ レッチス

節

《 - =

IIairy Squash ,

晴 時 瓜

Lettuce.

列 堆 時 荣”

瓜一
趟

尚
ボトル スクリュシ

栗
21 》

Meize.Bottle squash.

都 晚 時 瓜 士
手 嗎 時 *

xu 口 1 薯 香
『 シルーム

Tarrow, MIushroom.

助
頭

士 信,

半 大考
从 口 一 * レトス

Boletus.Taro .

罗 E

頭 摩 列 時 耳

菊子
下 xyA

番

か 1 か

Onions.

仁 時

慈

子
*
.
9

Tomatum.

多 也 都 茄 頭:

半

ケルロット 11A “ 山 黄

A

紅

羅。
Carrot. Cucurber.

加律 隔 今 瓜
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藥 菲力
xxx 只 a 二十

7
Medicine,

贼 呢

Turnip .

攝
材

沒
xAA 于 19 》 #971F

Myrrh . Irish potato.

埃 土坡 爹 都

荷:

前

薯藥

看了
プレスタル 寸19 番

Plaster or salve.

罷 拉 時 拉 又曰 些 父

スタホーム キカトーム

Sweet potato.

時威四 坡爹都藥 薯

子 了 1X- XX スクリウス

Ointment.

哀 收

ア
ア
ラ
ク
ス
リ

膏 Scallion .

時 加安
荣”

海
口 1 》 iX 立 I 少 #lr

Lotion .

A
N
P
A
K

Sea - tread.

人

只顯 樂 施威
荣:

》 七 1A
艺

Pill .

グ
リ
ン
ク

Sesamum ,九

列治 施三聯 赫
一

大

牛
91 手 下一 4

Yam.Leech ,

味吧
蛙

姓 萬

薄”
チァイル チュ ペッパ ミヌト

Oil of peppermint. 荷, 類 材 藥藥
哀 何评 卑巴米 烟 油!
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が 鹿
リコリス ハールンホルメ

Liguorice. Hart-horn

る 瓜
明説

合 草 日 時 看 非

ブリー スクリプ ショメ
薬

類類 病 疾 Prescription.

店 乙 時却 臣 方

疾
シッキ ィ ル ファルメメト

ヤ
ッ
ピ
ャ
グ
キ
ャ
ブ

Ferment,Sick or ill .

息 、 或 日 衣 究

酸

カ
モ
ス
ワ
ク

病 花文

レーム コース チック |
父

Lame.

チ
ン
パ

Caustic,

哥 時 的磨
草

パウダルText

Blind .

メ
ク
ラ Powder .

傘麻 姻
散

ナーフ クストル チァイル
桂

Deaf.

理

ツ
ン
ボ
ー Castor oil .

子,

油
尼父 加 時 哀 院

クッィナイメー
金

Dumb.

優

鶏Quinine.

姑畑 ,

合谷 沢 如

ニール サイテ
近

クロツメ ナァイル 巴 ^

Croton oil . 芝Near sighted .

尼 西鉄 油視 哥 没 頓 哀
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少女 tu 了 19x コールド ケチュー 傷1

Ca'arrh, taken cold , catch cold .

嫁 日 的 斤 哥 又 日 哈 , 哥 ” 园 ?

發 打”
1x 七 x 于 スニーズ

>

Sneeze,Insanity.

烟 呢 頓
時呢時 噴

銀
5V1 》

医17

Crazy.

总管” 施
妮

Cough.

哥乎頓 喷

ェアセス 生” 打”
ヒッコフ

P

Abscess. Hiccough,

隆哥父鸣 蛇 時
秀

生?
イチュ スクリーム

Itch ,

ラ
イ
ヒ
ャ
ッ
ヒ
セ
ン

Scream .

兒 來
烟网 時 號”

生 败”

Ale

= > 本 a4

Ringworm,

兒冷

验

Yawn.

疑” 此安 號號一
發

ミーズルス
出

工 15
發”

Measless. Agule.

亞斯嗎時時 癌 冶

出本 發
スモールオクス フリル

巴

Smallpox.
y

Fever.

時 麼 晚 博 時 熱毕化
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局 、
シフ # リス 生Amy )

Vrmiting.

江波丁

Syphilis.

施 啡 時浪” 疗”

頭” 內《 少 P 1 * nxdhpux

Consumption,Head ache.

-

吃 阴
痛 傷

ギッツニス
頭 大?

コメ スナ ペーシュ メ

Giddiness. 便Constipation.

于 時 壤 啤 臣呢 尼 時 閉;

ゲイリー
肚”

類 葉葉 茶
Diarrhea .

呢 了 了 病 ”

茶子 1

一
白

Tea leaf & c.

的

he - H AHeH :

Gonorrhoea, venereal.

竿 竿 叉 日 云拿了 晚葉” 獨

プレッキ
黑名

子 1 クレヴェル ストーメ

Black tea . Gravel, stone.

兒

智威夏日時 頓合妳 勒 , 茶子 淋

591x 子 1
線

All

IIernia ,Green tea.

陽
氣

》
》

*

总哩
茶

虾尼了

白
シー シッキノー シー

量?
An

Pecco . Seasick , nausea .

碧 浪,
施息又日拿施了

毫
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クレッジ ル ・ コ

棟 上
オイラー

Campoi.

今悟

Crange pecco.

阿倫治 碧哥培

焰一
网

ハイスス YAn

Pecco .Hyson .

愿臣

香
君

眉
「

紫

碧哥春一
网

ナールド ハイスメ
原

Old Hyson ,

KOHed An

Inferior
pecco .

烟花 阿碧哥啤 愿臣 皮
一

屯

毫
一

紅

トウェスター

H

Twankay.

屯溪

名 入 xt

Hungmuey.

紅梅
梅淡

一
松

サンロー 》 1 子 ax

Sunglo.

松瘦

Souchong.

小 和
種

森

包

* x " 子女山

Gunpowder.

動 防禦

蘿
球
球

大

るか

Powchong.

包種
珠

種
「

工

I
で すくっ さ

Imperial .

吃吧 亞

iKi

Congo.

Ide珠
一

皮

夫
一

珠

ハイスメ スキメ 手工 )

Hyson skin . Chulan ,

愿臣 叶學 茶 蘭珠菌
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ナール : クロップ
雨

ハイスメ

PIO

crol.

嘎 阿

冬

押

Young Hyson.

映照臣 网 前
一

茶

ト ATK サー 茶
14K **

Fine tea .
Common tea ,

4

屬 的 細 今們 的們 中 中

了 才 ndy17

松

類 貨 商 通
Firleaf.

花 附 製
一

秋

HA-L 瑪
ナーシムズ チュー

Agate. Autumn dew.

阿姐 烏
EV

瑙阅

露

兒
ェローズ ゥ ー " コッチュ

Aloes Wood . Cutch.

亚罗 時 活 香 吉治 茶

號?
“ 子女.. 子 7 子 I

茶
H44

Amber.
引

Powder of tea.

喀阿附吃
功》 末

十

フォールス エムパル 蛋

出三

シード チフチー
茶

中

False amber, Seed of tea.

H

科 兒時 , 吃 功, 沙吐 阿时 的 子:

日 p4 白 茶
|| M - Ac>>

Alum.

A

New crop.

攀 頭+
林

, 暗壁烏



( 49 )

析
下 。 H ンニス シード スター 尚”

Betel nut . star. 4Anise - seed

舌 時喊 兒 職 柳, 香,中

yla 、
牛

丁 Id 七 9
信

Bezoar. Arsenic.

阵士慌了 黄
弱 石*

石
一

藕

パイチュ デーマル
海? 刀口1 ult

Biche demer. Arrow root .

兒 罗 兒 律

合 合
碱治好 參 吃 醫 粉

ボイルド 子 フト 燕子 エステ ロープス ホル メ

Birdnest. 羊子Antelopes horn.

嗯 签 聲時許
兒 笠 兒 的

毗尼 時 角

アレッキン
貨力 1411

當
一
墨
水
皮
雅

十

Blacking .

哪勒京

用

難以

Good or cargo .

店 或 日 加薪 物

黑
プレッキリ ! ピー"

Blacklead . Bead . 珠

呀 嘲 明

ポムベシメ
阿”

エセフェチーデ

羽

Bonbasin, Asafaetida.

峰馮先 布 沙 父 的 魏

プレス 黄”
ピースウェキス

蜜

Beeswax.Bras.

脉 兒 拉 時

3
7

銅, 晚時戲時
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チャイナ ルート
获 琉

プリムス トーメ

China
y

root.

兒 津

合

Brimstone.

聲 時 頓鹽
答

環
一

大

一 子 A ブロード クロース
桐

油。

n
y

Chunam. Broad cloth .

舌
尖
然
後
說
之

士
字

以
二

合津南 野伸职 聲 阿罗士合 之合

灰
呂

械
一

羽

シガール ケムレト

宋
Cigar.

施呀

Camlet.

今 例 ,

>

烟,
.

級

yx 于1px
玉

少
1

》

校?
クムフェアルー

Cinnamon. Camphor.

今 花先 南 洲

#

桂 腦言因 立

時 水
アイス ピーテル

主
An>

Clock ,

時
辰

鐘

辰 Ice- petal &.

埃 時 邮哥 国 各
鐘 片

丁车 鞭”

チ
ャ
ウ

ADA 人一次
少

Clove. Cane.

父 壁 学

コチニール 子ーチケ ケシー

香
一
呼
嘯

米

Cochineal.

A
p
p

》
》

t

Native cassia .

尼 交加施 了葛 色 尼

土
桂
皮

一
柱

羅
コムパース クシーポッド

桂子

Cassia bud.Compass.

巴 時 子”經》 加施了 七
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布 ”
17 ) x 17:

洋

示 YKS

Dama -k . Foreign copper.

科峡 急巴有時 是 般 銅

ファー レメ コルデーシー
經”

**

For ign dimity.

科峡 括族的

Cordaye.

镜

番
斜
紋

布
烟
火

製
都

;
フハルウェルク

梯”

ハ
ナ
ピ
ー コッツメ

Firework , Cotton,

葛 頓唱 忌 人 花

魚
フ 井 ショー クレープ

Fishmaur.

啡 吐 悸

サ
カ
ナ
ブ
ク
ロ

Crape.

咖
兒

肚 ” 轴》

火 兒
7.xr ny

Flirt. Cutch ,

吉治

1

父牌 石, 茶

貨
フォメー コッテリー

下

Fund . Cuttery.
#

分
本 吉 助 合

{ 皮
デメジャ

水

Fur. Damaged goods.

南 嗎 所 時時

清

貨
花

草”

フルー
輕

デレス |
打

y

水 一 PA

Fur

姿

花 尼dress兒時

麻
油

.

斗

嘛
> Damar.

南好
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牛
ADx 少儿 良;

皮Glue .

呼聲
兒

Galangal .

呀 嘛 战
y

光多

樹 入会 ! KH4h4

Gum. Gabinum .

派 膠 我兒變臉

火
プールノットhk A

Gunpowder.

眼 师 峰

楓
脂

香
五
格
子

一
著

《

Gall -nut.

藥 兒

ハルドカッール
鐵了 薯

か ムビール

Hardware, Gambier.

吃啡 职 哈味了 裳

〈 4 胡”
ゲムブーツ

藤

Hemp. Gamboge.

赌 摩 治森

黄
一

黄

1 只 小工 x ロンパル
抹

HKP - K

Gentian .紙Indian rubber.

如 尼奥 聲 符烟 陆臣
連

土
シメセン

仁
** h

Indigo.

烟 弱成

Ginseng.

拉星能 参

iron

時時

フォーレメ 料子

Foreign 父

アイルメ

科吨 埃

洋

拉鐵

.

合

ケュース

Dipn

,

女子

.

stuffストフ

Glass

?燒
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x^& A 丹”
ティシンハ ラース

负

Madder.

那

Isinglass.

兒 拉

衣 星呼聲時參 子

草
アイヴァリ 象:

Mat. Ivory.

埃陽石此 牙
」

紫

モーレシズ ン ムラック

Molasses,

摩啦些時

枯
水

糖
Gumlac.

極

モーレンズクリュー
糖 カーミー コース

Gold lace. 線Molasses glue.

摩拉 些 時 呀 俄 党 時膠
」

雲

マーザル ナフビール
雲”

V 少 力 山 P DKIu
}

母Mother of pearl.

他 阿阿

Lackered ware.

勒加裂 啡 器
一

銘

小

廢学モスク 纷;

Musk, Lead .

持 時 忌 香 器 ”

沒 沒

正
!

PAK
赫

PA

Myrrh.

嗎党

Linen,

哇藥 布

紫
子 又 十 x ローストーメ

Nankeen , Loadstone.

战”

石

五 所 即

嘻堅 花 唯士頓
是稱漠

也搞人
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器
化 》 , yFx 十 》

豆
證

Pen . 毛 Nutmeg.

燃見

白 又

玉 名

葉日

ペンパル ノクス ヴォーク]
馬

Nax vomeca .Perper.

笔變 把
合 权产椒 唉士 喷覓加 前

一
乳

* IA 》 VIx
磁

子 以 二1A 乳
牛 V

Porcelain. Olibanum .

坡 了 陣 器
响 示 香

プロス > ェ メ アリュー
洋

かおり
”

Prussian blue. Opium .

阿 卑 吃布斯吧 龍卷 短

鸦
片

煙
舊

公
想
是
也

アット チェック
木艺

2 卜 子

Patna .Putchuck .

則 忌 香
机壁

力
。

クウャキシル 7 水 ,
21 : 4

Quicksilver.

院 施 花

Paper.

呼吧銀享 料

菩J1zx パーシル

Raisin . 提 · Parcel .
包:

先
乾

些 你

公?
V 了 x ビール

Pearl.Ratten.

倪伴,

智頓 珠簇 合

姬 兒 哈
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人

蘇
儿 1x47

大学
サバメウーッ

Rhubaro .Sapan wood .

沙班 啦 木 合 黄:

》 1 # 1r 海” ライス

Seaweed . Rice.
米,

»

倪 時
施陆 荣少 合

》 Ia 夕77井 X 魚
魚

ロート
力

Sharks fin .

啡 馆

合

Rope.

倪签
索 時 翅 ,

索
松

絲
シルク ロシメ

Silk. Rosin ,
1

絲巾忌
燈光

髮

香
一

西

スモールト 大?

Smalt.

時 脖 倪 地
青青 沙蜥 米

鼻
スノフ ソールト

北

Snuff.

+
女

长

Salt .

士峰父 杭倪

ソープ
番

91prel 下 洋,
牛

Soap.

士隱

Salt- petre.

械 化 率 了

七

驗 硝硝
「

檀段”
ソーヤ 七 ” 以 少 1 》

Sundul wood .Soy.

士衰
香,
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子 式
鯨

メッチ

打
》

;

Tin. 錫:

KKA

Sper maceti,

士 吧 馬時低頓 油

刀
力

;

香
スパイス

号

NARU

Copper.

急 吧

銅

力
,

子

Spice.

時玻時 料

下午4X スチール 鋼 ”

Iron. 鐵 Steel.

埃
埃克
哈

時 鐵

歌 昭

之 規

馬
子 x1VIL シュアル

馬
口

昭
辑

栽
之

結
而

口Tin plate.

頓 陣結

糖Sugar.

蘇呀鐵

下 五 子 入 》
字

シュガルケ × ア
水云
水 ,

Tortoiseshell.

時 叶 些

Sugar candy .

蘇呀 奸尼現; 糖;

海
ソルファル 琉かっ て 入

Tripang.

兒 嘴

y

晚餐

Sulphur.

沙 花珍” 蹟
一

茶自

子 117 子 * 十一

Tea .Tutenague.

堆 頓 鈴 的
葉

Blue vitriol .

网晓 陆地 飞啊

アリューヴ 你結# トリチル
士聯攀

線

多

此
結

字
繩
結

之

舌
尖
然
後

說
之

尖 ,Thread学

士
字

以
二

合

ス
レ
ッ

出结
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喬
パーズ クウラル ウォーキン スチック

竹”

Goose quill &.

曦時 梦
姑

合

Walking stick .

岐京 時的
毛子 竿

ウォチュー 時。

類 物物 食 Watch,

治

長
鏢

一
羊

プロダ 州 ジュメ
伙 ”

Provision Wool.
分

坡 罗威 臣
食 為 你 毛

毛
一

哆

プ レッド
麵 ゥ ル K

Bread . Woolen .

嘛列 為峡 裁,

白
7 ) xTJyP * 由

頭
麥

棟
麵

頭

Bran bread.

晚 蘭

合
列

メ
カ
ジ
リ
ノ
パ
ン

聊

Zinc.

烟

合 針

ビスケット

Biscuit.

麵

餅 。

乾》

Lead .

婆味時結

嫩 ”
ソールトビーフ プ レッキリード

黑

才

Salt beef. Black lead .
牛牛,

肉》統 冰 乎 銘

金

之此

魏 乃
steak

Beefビーフ

金

入手 也像1

時的 也 蠻.

牛

肉

Matel

鐵
料
中

的

d

.
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ウェイズ ケーキ H × チュー 以外 ソース 糟了

魚。Wine cake.
Anchovy

鲜 威

i
n

J
y

sauce .

m 载 統時 解。餅
一

牛

チ ! ス
金

4

Cheese . Ham,

之時
餅 堪堪 腿

IXP 子 》 夕 x 李 > & A

麵

Batter ',Boned chicken .

州 燃 , 即斤

腿
骨

鄉
一

魚

于
女
中

/
下
身

鍋 附 料

チューゲル 帮名人成人

Pork.Chowder,

周拿
羹

章
肉 ,

1

サイヴズ
非 P71E SV11

》

Cives. Dried grape.

晚禮
施乎時

染? 呢 ?合 乾,

来
一

牛

牛
the - 4 プロス スープ

Cream , Broth or

シ
ル
ツ
ユ
ー

中

驾

Soup.

隱咖 答 乳、
晚餐合

萱
i9 女 牛pk TAAk

Butter.
下

Bean curd,

晚 哈 也 油

, stuff

加 時

少 非

cake

Chriyコルリー

,

餅像 !

ストフ

载顯
元

腐
」

加
元
材
料

.

水打 父

喊 .

以 又Wheaten 人 麥一
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葡了
nKkdz 吉

スコート DATX

Grape wine.

呀管 坛
合

萄 Clustard .

加 時 罐

ビーフ フ 、 ナルくみ

Haeshed beef.

酒
一
乞
食
牛
肉

Fowl cullets .

時
一
吉
列

刻
鹿

灯舌 平 俄 吉列時 驾

辣辣 》 xa1人一次

Cayenne.

咖 呢

子-AK

Deer's sinews.

妮了時 鮮 烏 時

中

椒 筋
牛

なか で 7#1r《 一代 #

Baked pig .

喷結 逼

局。

猪羊

联系豚

局
豬 Cow's feet ..

時 佛 脚,

ピクルス
酸

パーストリ
斯

}

Pickles. Pastry.

巴時地石這時 菜

、

Fricasseed fowl .

乎 吻 加

ビット フ 、DAIK

Pigeon pie.

呼贴

Pilaw .

忧

Gibletpie.

嘛 列

スチュードボイルド子 鼓

時Stewed

贸

周四

萝

慧

birdnests

101 バイ

スッ

ラブレット

吃 必

.

フリクシードフ跋

妮 時時

.fowlRatbit

心
一

睛
贖

漁
「
老
鼠

」
頭

龜

镇
一

會
燕
窩

一
白
鴿

龜一
波

妻
米

チ
ル

舌

ラット

チル

鸡

”、中
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ビーフ シュート ポール クチョプス 豬 了

牛
骨

Beef suet. Porkchops.

博熱時味乎
髓 骨

糖”
バカホーム ルーム スライス チフ スカート ボッテート

Sweetmeat.
日

Slice of sweet potato.

波爹都

サ
ツ
マ
イ
モ
ノ
ワ
ギ
リ

雪攬特 巢 ” 時 禮 時 交 雪

* ウェムプ セム
黄 プ レッドボッチン

鐵
把
紅
薯
一
麵

頭
布

頭
一

蜡

Whamp jam.

黄 龄 明智

Bread pudding.

列

「 合 怀寧 顯
皮

糕
一

豬

ソーセジAe

Zelly.

睹

!

Sausage.

核驗辞
澳 腸

セルリース
車 女 岁 儿

脚
スープ

Jellies. Turtlc soup .

脚
魚
湯

魚

湯,

x
y

*
》
1
y
1

階 時 你 ,

帮 了了 14P カチス 牛nba

Cow's liver .Lard . ア
ァ

唯 時 花 花
肝老

1x 》 工 x

油
一
粟
米

サウス

十

m

meal .

味

Indian Souse.

統時

豬”

利。

脚 》脚烟 呢 粉

毛 V 少 卜 l 二 黄 豬
スペール リップ

Sparerib . 尾Mullagatawny.

已 晚結 助威
龍

港
湯

合時 巴 强
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モッツ K 羊

類 名酒
Mutton.

也領
肉

Zely モッツ K スチーキ

之此
Mutton steak .Spirits.

時 時

内
一
羊
肉

把
一

羊

列時 卑 兒列 名乃

也 酒
也頓 時的

酒
レキ チフ セッツ メ

Rum. Leg of mutton .

河 乎 也 頗
兒林

琳

レッド ウッイズ クレル
紅

ノットメギス

Red or claret.

兒 列

wine

城 烟

合

兒 例

劉

Nutniegs.

燃亮時或 日 加拉

酒
一
色

スゥゥー ・ チァイル
生 生

AKAHA DATK

Genger wine.

威

合

Sweet oil E.

矩矩 管 呼吸 油,

酒
一
些

》 工 应 以 チァイスタルパイ

茶
油

據
麵

龜警

Sherry.

些了兒

合 合

Oysterpie.

喉 時 跌不

一

立 x ? p1 了 。 書
ライス パス ケーキ

飯:

Ginger beer.

糖 伴
免

Rice pancake.

聲 時 班戟啤 餅

ů aat

Brandy.

嘛 尼
名 即

是為漢

也雙人

民國
合

巴 時

碑
」

能
蘭

地
名
為

她

パ
ー
ル
ス
リ

.

Parsley

餅
一

旱
芹
菜

岸

早
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LINA
吧

+ Hap >> K

Cherry brandy.

透 嘛 蘭 呢

Beer .

胖了

車
元

罷
蘭

地
一

料
哥

酒

コルゲール
苯

サイト

Cordail. Cider.
菜

葛尼 施那

酒一
举

酒一
波
打
酒

一
麥

* AAAAAD1xA1AA

Vinegar.

喊 尼 呀

酷 Porter wine.

波的 合

H1LpH - K

Juice.

汁:
Ale.

壁時 亞兒 酒

藥
2

xpk Ark

Medicine wine .

曉尼臣

名 AAs- >Ark

White wine.

酒 , 合

世

x 十 1 )HA )

Arrack ,

兒

助 Madeira.

兒 拉

也 尼 整

歷
叻

酒
一

蘇
合

酒
一

酒
一
呂
宋
白
酒
三
邊

酒
壳

口1xxul 入 チャムペーメ

Rose meloes.

警 時 時

Champaigne.

邊

ホック |カート

Port Hock .

酒 酒壳
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レヴェンダル
替

ポータル
波

Lavender . Poter.

傘
水 均

ビックル

類 禽 飛
Pickle .

席

焼

ファナル 鶏
ソールト

Fowl,

シ
ナ

Salt.

杭焼缶院 類”

が メダル スリートミート シャム
糖”

Gander. Sweetmeat, jum.

時 波 脳限席 公 菓

ケース
草

H × チェーヴィス 魚

Goose. Anchovies.
9

惱時 器 吴坐威時 解

ウ 州 ルド ケース
雁 "

巻

シュシェル シロア

Wild goose..

ズ 焼 磁時

Ginger syrup.

他 替 施立
水

lark .

ウォー

water

=

Singingシメキンラールク

明

Hawk 続拿

1

腕

星英

.

”鶴 .

百

レェムLemon

Soder 梳タル

スウォータル

ソール

魔攻

一
橙

檬
水

「
炉

水

嘩

water.
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71ux
山 ウー 了 1.5

Wood lark .

山
麻Pheasant.

啡山
鍋

活嘲
鶴

去七

ピーコック 了 工 txt
書

スシ

錢Peacock pheasant.

啤各 啡山

Thrush .

兒 拉

寫 士 聲 吐 眉

でき 鶴 黄

Bird .

xxh 去 一起

Mango bird .

陆 職吃
鳥 驚

ボイルド チフ ベレメイス アナル

哪
フ
ク
ロ

少

Owl.Bird of paradise.

此 交 吧 律 時 皇立

部
貌

頭

時力
少 チリボイルド 心 少于

禾

Canarybird.

奸 那 此
兒

辰

鼎中

名 a

Paddy bird & .

呢 此

帕”

p > day

Cock .
立

1

Parrot.

兒 !

合
各 公 吧 音

《 X パートリシ
>

Hen .
伊

Partridge.

吧 地 烈 治

チックメ ピーコック 孔”

Chicken . Peacock .

迹斤 雀:各
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神”
イール 矮 ?XTA

Bantam.
Eagle.

衣呀你 鷹”
綠担

プレット
标

4

Pullet.

肺 结

PSA Kn > A

Silkencock .

施 斤 各
項? 鍋

クウェール 鹤” 鸦

5

Quail . Crow ,

鴨兒換

合

スナイプ
班 ”

头公

Dore.Snipe.

時 曉
雖

耀 父 塢
門

入口1
麻

么 一

Drake.Sparrow .

時吧罗
雀

陰 罗 兒園
合

公

ス ウォルロー YAK

Swallow martin , 燕子
Duck,

時墜毀或日 狩頻 牌

子 IL ウォル " ドック メルラ
水力

水Teal .

墜

Wild duck , mallard .

喊你 唱 或日存唯 鴨

火
115V9.从小才

Turkey. Egret.

得基
慧欢呼

兒 列

合

比
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ポール 豬了 t 北 スナイプ
山

Boar. Hill snipe.

希 俄 時 曉公” 雖

水
ホッフェロー

Buffalo .

啡 拉

類 獸 走

牛舌

HKT 口 17名 之

Bull. Antilope.

晏爹

#
p

暗院 粘”

牛?
カーフ

Calf.
y

トート

Ape.

聘

表:

交

ナメル
騎?

HK

Ass.
脑只Camel .

械呼伦 能 鴉 時

个人 幅家 ペット
十

Cat . Bat.
二

告
理? 味地 蝠

馬
11 北 、 ピール

Colt. Bear. 能?

高地 仔 件

黄 狗
力 乎 .p 子 :

1

Caw .
Bitch .

牛 AE ,随 治
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ナール人 | - #

Guinea pig.

查呢 逼

荷
嘛 Deer, 鹿

豬
呢了

名人 モスグ ナール|

Hog. Musk deer.
爵

岁
十
扩
产

設
豬、

時 了

ホールス

Horse. 馬 Doe . 慶

苛時 怒

*YE 女人

Kid.

山

羊”

仔,

狗Dog .

露結

貓?
* 9 岁 x 19TH Rr

Kitten , 象Elephant.

衣 番結 噸 仔?

羊 ファクス
孫

Lamb.

蠟

Fox,

霍時仔,

pk -dk シップス

号

>

Gibbon ,

1

Leopard.

安 接們 孩。

獅” 山
ライナメ

Lion .

h

Goat.

禮安
羊

能 地子
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猪 陵”
1 # x1 二 入

Pig.

逼

〈 xh - p

Manis or pangolin.

啊 呢 時 彭 晚 陣時又 日仔

X91 マッス 腺, 一

Mare.Shrew mouse .

力
子

》

士 了 時
鼠 符

馬”

田 ”

類 蝦 魚魚

甲 一一

Mole .

飞

鼠子

フォシ
馬”PKH

Fish ,

リ
チ
サ
カ
ナ

魚

Monkey .

硫脱非士

ホウェール 狱 ” 戲子
マッス

Whale, Mouse,

威 魚? 師時
鼠

鱷” 才 少女 。
水力

ADN -A

Crocodile.

y

Otter.
斗

哥哥尼 佛 觀》

魚

蛤
7 口 刀 》 1 乎 少女。 海”

七

于Frog.

父絡

Seaotter ,

施姆 獵

圈
入 子 1 * チクス

Snake. 蛇 蛇 Ox.

時隔 牛?惡 時
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クラブ
蟾”

蟹也 Toad .Crab.

加安 泰
综

7 井 K トチズ

Fin.

非烟

刻 : Tortoise, 龜之

的 時

脚”Ad 上

Turtle .Roe.

罗

卵:

9%攻受国

都 仰 魚

魚

7

Maw, Eel.

ウ
ナ
ギ舊

肚口 衣

酸”
t1 * tm y1r7 》

Selt fish .Beak, bill.

見 忌又 日 未 統使唤士 魚;

* 以 七 以 入 y947

爾

力
i
n

t
P
L最Chrysalis.

总汇 些 元 時

Shrimp.

士 嘛

ロアスタル
龍”力 口 1

Claw . 爪学 Lobster .

哥罗 笠 時 蝦。

11A ナイスタル

Comb.
冠 媒Oyster .

今 埃 時
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パールスリ
早 クレスト

Creat.
基

h
廿

力Parsley.

吧 時 总時芹

ピーズ +11 少 口 1

Peas .

荷

蘭

置

Dew - claw .
距

晰 時 鳥 哥罗

敲
type nyx ジル

Pickled green . Gill . 無

チ
ッ

這忌列 总哩 荣 既

1. 以 慧, 硬
イリトラ

**

Pearl barley.

呼 吧 。

于
Elytra.

农 示 了 拉*** 翼

591x ヴェジテーブル

中
士
1

.

類

N
I

Green of vegetable

忌 嘆 日 曦 之 雾 布 荣

刀
+

心
。

フット スツール
脚 女子1xalx

雍

Footstool, 踏
Water

green .

忌哩潤 時 都 複 嘩

フォルク
刀

荣
一

挪
,

柳

Fork .

いくみ

Cabbage.

急呼治

2

晚总
荣

花
V

芥
フラチルポット 毛孔 xIhY

工

Mustard..
号

Flower -pot ,

扶葵亞 林妹
荣瓶子

時 接
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ク レッドアイメ
鐵”

771 》 xx
鐵

Gridiron. Frying-pan .

扶 英 班呀 偉倫
鍋

ファィル プレース ファルチス
風

力一
方 Furnace.Fire place.

輝 亞 啤 時

爐

番尼時 塘”

t1 = 火 タルリポ 、
勘

Heater.

隊打

Gallipot.

峨 獵鍋 虫

フップ 子tx21x 勿 71 入

经双

Hoop .

陵

Chanpagne glass.

三鞭 呀拉時

三
鞭
酒
杯

クレルト カラースる 。

Keg.

激

琵
琶
桶

紅
酒

Claret glass.

加拉阿拉時仔 ? 杯

ツ レシュール ナース ・
甲

KVIL
火”

子

Treasure chest , Grate .
车

爹不素亞 遮時 萬 呀 例
爐

子 1 呼 IZ卜 茶 A1 - A4

E

Grater.Tea chest.

遮 時

>

七
子
曰

,

箱 呀 咩 打
擦

チョプスチック
快”

列 VI少非学 》
汁

Chopstick . Gravy dish .

執時的
子” 呼喊 尼 叶
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コスタル ・ コップ へ ヴ サ クリーサル
柴

Costard cup. Heavy cleaver.

聞ズ 忌花花加時挫 急 刀

ミルク コップ

吉
時

杯
「
牛
乳

亞
「

碗

クロック

チ
ャ

Milk cup . Clock.

時時

辰

鐘鐘

ケ
ィ

咲 忌 急 哥

コップ ポール
碗

コッフFI ミル

す

Coffee -mill.Cupboard .

急 k

蝶
啡

磨

コ
ッ
フ

#
I

ス

求

櫃 ²琲 美悦

シルク カルテュ 網 酒
コアルクス クルー

Silk curtain . 下

K

Corkscrew .

各時故防施 功 加顯 簾 鑽+

コスショメ 椅" 交
カナチュ

Cushion .
ク

Couch . 子

加施安 塾 鳩嗡 床

木
レーツル チヌ NAかーAK

Wooden ladle..

活 嶼 唯 院

ス
ノ
フ

Tin cover .

類 加花

ケロバューフル ラムプ F ッ プ

Globulor lamp.

明 舞 拉

缶

コ
ッ
プ

Cup .

急

cupWater lamp.

喘打

ウォーメル 出ラムプ

急璃

球

セ打

り

牛
油

亞

ポ
ッ
タ
ル
コ
ッ
プ

Butter .
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口 》 x9 手 》
草 ラムプステメー 燈

Rush natting.

拉吐 七丁

Lampstand.

噬時丹
平

蒂 檯

ラムプ 子 A 燈

Mill .

唉

磨

花
,

ヒ
キ
ウ
ス Lamp- chimney.

赌 尼
筒

布”
『 プ ラムアウラク

發

Hop.
牛

Lampwick ,

噬喊

春”A & A 口 》 ラムプゥラクー
燈

手

Mortar.

摩打

Rush lampwik .

拉叶 嗑喊欲 草》

春
ビスタル DK & K 燈

Pestle . Lantern .

啤 時 噸 槌子 蘭打倫 籠 号

モスタルド ポット ny2

芥
末

Mustard -pot.

時 本

末,
Lock .

鎖

略数

チプキヌ 茶 子 工 IDu x9
椅

中

Chair mat.
Napkin.

啦堅 布” 遮亞 也 熱

ヘッド ロック 盒盒
レッテメシマット

工
学

p
。

Rattan dishmat.

藤
碟Pallock,

參 L 七

略 总 性 頓 尼吐也
鎖
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nAid 水

Cover.

配
兜

盖

Tail .

加花 啤 桶”

17 烟
<<

Pan .

p

錢Pipe.

鼓掌 班

ユーテンシルスート バトマ

Pipe stem .

破曉 時

Utensil .

简
一
烟
筒

中
一

姚

ウ
ワ
サ

斗 要領 施

ピッチャル ハラース

Pitcher. Glass.

p
i
p
口
子
P
P

)

必啦
纪” 呀拉時 璃

プレート 餅。 ボクス

Plate

9
5

Pepper box.

申告 率 隧 巴 寞 時
碟?

习 , 琴
アレッタル ui /1

Piano,Platter.

吧 唯 打 兜 盖盖

* 1 力 山 火
セキチュー ル フレーム

畫

Poker.

K

Picture frame.

啡加 逼啦 扶 嘛 架”

* Iルト フォーリナ 書書 照
ヒール カラー ス

Portfolio . Pier glass. 身 ,

科阿 板: 鏡 :陣亞阿拉時
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种种 口 也 y 〉
麵

1XK から バトーー

Pan of scale.

N中
人

《《

N宪

Rolling pin .

爱珍 漫班 阿 乎 時 加 吧 棍”

シスツァルス
较

》 11

!

少

Shoe. 雜 多Scissors.

施沙時 剪 : 康

平 地
スクリーヌ 口

它

Screen .
少

Ruy.

勒

七

時总陳
風

シーデュ 七 17

Sedan. 轎 Safe.

紗

風風,

燈
施雕 些乎

ケットル
銅

ソール ・ セルラルn > 4

Copper kettle.

急巴結頓 吧

P
力

。
子

才

Salt-cellar.

施 拉保 品

大 茶
アィル K_ ケットル ソーサル

Iron kettle .
鐵,鐵 Saucer.

埃倫 結 頓 吧 錢

h
e

梳沙 碟
一

茶

カールヴ 井ン ナイフ 大本 ソーサル

Carving knife.

乎

才
n

--

Saucer boat.

梳沙
加 非 營

刀, 船

天
少 ナイフ ケールスK

Case knife.

牛

肉 。
Scales.

航 称号刀
時 呢 乎 時加便時
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ショク ナイフ 茶

Jug.

理

;

あのトート

Vegetable knife.

威 之 布 呼

リ
ボ
ウ
テ
ウ

則
刀

レッダル 梯^ フ * シ ナイフ 魚”

Ladder. Fish knife.

テ

携 映 呼 刀

レーツル ルメ ナイフ

Ladle .

シ
ヤ
ク
シ
ー

Pen knife.

摺

餃

刀

行け嘘喰院 池 平

伊

湯
スープ アスザルト ナイフ

菓
コース

Soup ladle.

碑陰

Dessert knife.

呪殺 呪平
殻 刀

コッチン
耐

ジャール|

+

Jar.Cutting board .

丁 味

イ

板 陸

玻
ハラース アクメタル コーラル

玻
璃
酒

Glass decunter . Cover. 噂

吸拉時尼好打 哥花

ナメクレーズド シャール

Key.

集

Unglazed jar.

曖 げる 舌 植

ス
キ
ャ
ン
カ
メ

ライチン ~”デスク シャール寫7

字Writing desk . Jar.

丁 尼 時 忌 箱 紅蛇
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蛋

アスザルト プレート 菓,HANDA

Eggcup.

盛急

Dessert plate.

尼判例

ボ

品
一

碟,

ェギョップ アッパルXMXR

stand . 殻Eggcup

盛急

Dipper.

陽巴時丹

フェメタルス|

Fenders. Dish . 鉢;

四時
尼吐

合

フィメガル ボール フ邦シソース

架
|

火
園

」
洗
手

亞
「

脊
調

葵

テ
ッ
ズ

魚
油,

手下

法

Fishsauce .Finger bowl .

合
呀 摩

チ

吐 続 時
法

7
ナ スクロースHACK ベトー K

Eyggreen spoon .

呀 時般

Dishcloth .

羹
尼 吐 哥 要 時

塾

ス テップレッダル
板

ドスト ポール
9

Dust board .Step -ladder.

時喧哗哗 攣時

スチー ミンス チックス 添 竹
ドストベスク・

り

Dust basket.Steamingsticks.

時 陷 時 的 時

カ

箸 僕時 引時 結

チュール ヤール ド
司 鶏

フ ーザルドスター
求

碼”Steelyard. Feather duster. 毛。

時 的 臺
和” 描き啡 打 峰 時 打
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茶"
チーコップ スツール

Stool.Tea-cup.

的 急

斗

方

椅ヶ

a

杯 時間焼

トレー シュガー ・ ポール
氷が

+

Tray . 糖,Sugar bowl.

愫呀 摩盤:

チーク ニ スター
茶*

テーブル ス クロース
格

Tea -canister .

的 斯尼 時 打

と

Table's cloth .

布時 哥 時確

布
|

茶

士

テリ スコープ トーキーで

Tea poy .Telescope.

爹 時 急

里

鏡
的 所

机

サルヴル
托

チー ストレーナル 茶

Server. Tea -strainer.

的 時姿隣沙花
盤 漏

竹ベムナーシッチー
茶

チークトル

Tea -kettle .Bamboo settee.

呼 明 舌的

ノ
コ
シ
カ
ケ

床

的 結 焼 懇

シールス
大 茶

餃Shears .

些亞時

ハードトール

Tea -spoon .

的時般剪: ,業

シェルフ 狗 茶
チーポット

Shelf. Tea -pot.

些焼 架
的 鉢
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シュ カールスブーメ
糖 》 a > 火

Shovre,
力

Sugar spoon.

素呀 時般 統啡吧
錢

ソールト スプー メ ス キュマル 鐵?
}

Ard x

Iron skimmer.Salts
poon .

統 時 般統 時 埃倫 , 時兼并

KVI 少# 入 71x
汁 シヴ

Gravy spocn .

呀 啡 時 般

Sieve,

施乎
羹 英

飯 油
ライ スプーヌ チァイル スリンクス

Rice spoon . Oil slings.

埃 您 時時您 禮禮時時般
變 絡

竹 ”
ベムブーナーニン

線

Bamboo awning.

娅 安监

ADATAKER

Twineslings.

都 威 烟時珍 時

4

廉” 結

布
クロース チーニン ソーフ

Sofa.Cloth awning.

瞬時 安 宽阿 帳 杭花

y1 入 了 RPpm & A

Barometer.

風
雨

針

Soy- stand.

医時丹

椅
」

豉
油

架
」

匙

持愛 殘 打

ペルレル K 一 K
匙

Barrel .
琶 Spoon.

仰
桶 時般
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チールヌイ ウォールク: バスケット ベースン
銅

笠

NBK

Copper basin .

急巴馬先

Opened worked basket.

阿 吃边喊 鋼架 時 繫

武

盤

トレー バスケット パスケット

サ
カ
ナ
カ
ゴ

禽

Basket.Tray basket.

卵子時 際

な力

好時

ベッスン トブ コ ヴェ レッド バスケット
盆

洗
野

身
Covered basket .Bathing tub .

嗎听
多 押

合 際 、 加 花 晰 時 陆

羅
「

弓

鐘
ヘ x " ベル マール ケット バスケット

Handbell, Marketbasket.

仔 嚼 峰 時 能 鑑

ベルロー
風

バスケット

Bellow . Basket.

羅

咲 愛 箱 、 時

アックステ メド
書"

パールチショメ バス ケット3

Bookstand .

外 時 丹

Partitionbasket.

吧 的臣子 時 察

食
格

篮架け 鑑

ブック ケース
書* 字

リ ヒューズ ペーパル バスケット

Book - case . Rafuse

非 天

paper basket. 番

外號 時 機 死 ､ 時 脾 巴 子時 察
合

サ ハイスポット ル 酒 レッテヌ バスケット

Wine bottle ド Rattam basket.
カ

威? 味都院

グ

ず

編陳頓時累
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コアイル ブルーム 郷 ボール

Coir broom . 衣 Bowl.

碗

チ
ヤ
ワ
ン

該座 呪 林
掃

壁

和
ストロー アルーム

氷

アッザルト ポールラ

Straw broom . 科
Dessert bowl .

時多安娜冰 掃 尼 剎 摩
キ

盤
」

湯 日

ブロシ スープ ボール 湯?

Brush . 擦ら Soup -bowl.

娜拉吐 摩 腕

ポックケット
吊 ラック クツェ ルド ボクス

漆

Bucket.

v

Lacquered box.

功 瓜 略 時外 察 福 箱

ボイルド ケージ
雀 " レッテメ * クス

藤

り

Bird-cage. Rattan box.
カ

籠
栗丹 网時

盒

チァイルケメ 油町 ウォルク ボクス
I

Oil can .

プ
ラ
ド
ク

Work box.

a

哀 好 瓶 ) 陽 忌 時
箱」

クヌダル スチック 媛" アイヴァリ フキスチュール

Candlestick. fixture.Ivory

埃陽

*

好 時 的 盤 時 查 器

シルグルケメン 掃

施Silver

時的

好都candlestickルスチック

焼 花

ギ
ン
ノ
シ
ョ
ク
ダ
イ

銀銀
燭.

ママ トート トーイ

Bamboo broom .

竹
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馬
タムブチェーアル ケッツ ルスチック

Candlestick ,Camp-chair.

織遮

口
》
少
女

报 好 竿 時 的

アルム チェーアル
图

ケュース ケメン ル シェー

蠟
燭

塑
|
玻
璃
燈
罩

茶

Arm chair . Glass candleshade.

呀 拉 時 好 擎 优 時 的吃 逃
椅子一

交
ェ ルポー チェー アル 子 1 今 二 又 只

Elbow chair. Tea canister .

亞 織 遮 奸 尼 時 打
確

子 工 x791

椅
一

洋
枝

カールハット
地”

Chandelier.

峻尼亞

Carpet .

加不燭 忘 、

小
スモールカップ クスタル

水

Castor.Smailcap .

士摩兒急

一
五

咪
架

味
立

帽
加 時 打

>

テッスル 帽 力
小 K セメサルス

Tin censers.
香。

Tassel.

爹 兒 綫。 顯 惯沙時

大学

香
案

一
學
士

椅

クローク チェール

Cloak. >

【
K

子
5

Easy chair.

欢施 遮亞阿絡忌 費,

クロハス 展” 掛
チェーァルス

Chairs .Clogs.

阿絡士

》
打
分

難” 多遮 亞 時 椅
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デレス
衣手

カレー ・コート 長
针

Greatcoat.Dress.

兒 汇

*
K

乎
y

斗

呢 士 呀列葛 袍 ,

イールピッキ
耳

口 ) 長
alr

Earpick.

亞逼总

力
Long coat.

郎 葛

于
扩

x
学
习

蛇 衫 ,

衫
レッペット ウルレヌ nana

· Woollen collar.Leppet.

安陵

才
工
时

襟 ” 活 哥拉 領

工

フォア
標 頭

クレヴェト

Fob . 4 Cravet.

加 聲 弗合 帶丰

クラチメ中 。 甲 山 & A

Thermometer,

寒
暑

針

Crown,
冕

他 摩 喊打 咖聲喚

下 lxrD9t
多 袖HT

時,
Cuff,Toast -rack .

多時 统 勒 咖父

子 y 口

. drawers.

父 兒父蘭尼兒 察了

Trap.

阿笠

Cotton drawers.

葛 屯 買 了
兒

Tongsトンッス

七

*
>>>

xt

:

u

+
合

下

當時

寧火

時

>

) 97

7.R

ロールス鼠

>

コッツダ

Flannel

口
械

裏
褲

一
棉

裏
神

少
才

s
/
y
x

七
、

七
车

兒

擊

laz

寧 時
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湯
スープ

食
ィーチン トレー是 一次

KSoup tureen.

隱 啦啦

Eating tray .

胸丁兜 箱:

花 ”
ヴェーズフラナル

窝”
バスケットA. V1

+

Flower, vase.

扶 其 亞 , 喊 時

4

Tray basket.

時 結瓶 籃:

ウェル
井 衣

ロート 上 xs

Trunk .Well rope . ?

.

你喊 晚安 覆 登 忌 箱”

皮
ホウェトストーメ 卜口 又 少= 3x

Leathern trunk ,

y

Whetstore. 刀

蛇時頭 石” 他 吻 部队 積:

高
八 1 下 T

類 房 High tub.

除
多押

合

s

ハッス トブ

身
盤
」

扁
身

盤

b

House. 星!
Low tub ,

多 押

子

口 時 吸

宮 トムブラルYAK

Palace .
号

Tumbler.

杯

巴 時 殿” 胆 拉

漏”
フォルト 下 又 子 p

Fort .
4

Tunnel.
D

特 斗臺
喘 尼



( 85 )

管 テムプル

り

カット

Camp.

械

Temple.

陪布集

ポーリス ステーショ K 差 寺
P 子 ストリ

Police

ウ
キ

station.

時参臣

Monastery .

拿 時 不保 時
観

ボブリキチッヒス
街 庵”

ノッチリ

ク

デ

Public office .

巴 逼 吻 啡 時

Nunnery.

暖 拿 元門 堂,

兵

更

ライト ハッス ペルレッキ

メ
カ
ク
ロ
ウ

Barrack .Light house.

特 口 時

>

持物距 行き

トレジューリ アルセチル
軍

庫Treasury .

姿呪素充

カ
テ
グ
ラ

器

Arsenal.

亞先拿院 局

イーチン
高、ハウス パチダル メガシーメ 火

Eating house.

畑丁 日 時

Powder magazine.

傘 呪 先

ン
シ
ヤ
ッ
グ
ラり

薬
局

樓

テグルメ
酒 關

コメッ ハウス

カ

Tavern . Custom house.

タ
ン
ザ
ャ
ッ
シ
ュ

晓 花 倫 館) 加時担口時

ショップ

葛特

Shop .

隠
セ

舗

5
ば

セ
ン
キ
ャ
ク
シ
ュ

シ
ュ
ー

魔

Supreme

蘇罷プリム

.

court

津
「

按
擦

衙
行

コ
ー
ル
ト
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機
エクシミ ハッス

か

Academy.

死加括味

packing house.

迫京口時

モ
ッ
ク

堂 房

會

クロノ ハウス ハウス

Club house .

ヨ
ッ
ヤ
イ
ジ
ョ
カ
ー
シ
ョ

Mat house.

加笠 口時 館 他 日時 廠

銀
チークショメ ェギスチェ × ジ ベスク投

貨 ,Auction Baok .exchange.

金時也治悪臣 第七 暗 舗"

ライアレリ 書 當
* IX ブローカル

Library. Pown broker.
チ

呪 樓 般 疎略加 舗

經7
プローカルス ショップ ルHITS

Asylum.

了施林

育
｡ Broker's shop.

疎略加時 陽

3

堂, 紀 。

レスプ 大, ハレーチリ
倉

メ

Rasp.

院 時

ピ
チ
ェ
シ

>

Granary.

胸 拿元 ·
合

Q
A
N ラ

蛾、
アイブロー ケータ ポーリス コールト

房
「

巡
理

」

Eyebrow -gouge.

埃 麻 健 治

Police court.

元 時 葛

トコース
書

コルレジ

Plane . 勉飽

カ
ン
ナ College.

啤 哥功辞 院
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アイルメ ウッイル 鐵 ITVlx
線

Iron wire.

埃發威了

]

才

Bead plane.

獵 呼 哩
線子 跑

千 ” 潤
F1 》 TJ1X*JXH

"Vrench .

晚晚

合
日

Gouge plane,

残治 啤哩治 斤 手 跑

ܪ

AKAH セシ 7.1x

柳

Wrench .

連 ,

合 治

絲。

侯王

Sash plane.

沙 吐 陣陣 飽

大”
スパイキ スムーズン プレー X 光,

Spike.

時碧

Smoothing plane.

時無所 啤啤釘 跑

791A パレート ソー
大

Great saw .Fleam ,

父魔

也
1
1
4

阿列合 統 錦

放
血
刀

大
禮
拜
堂

チュルチ
手?

《 K2

)
Church , Hand saw .

+

嫩辞 燦 統 鋁,

老
了 1x* H3 :

Chapel .

布

Vice.

禮
拜
堂

鼠,

站主
威 時

書
スクール ウェルス ウェーブ

八
子
学

Wellsweep.School .

結;

掉 。

時 孤 您
合館

喊 時 峨 魔
没用

水以
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ホウォルフ 于 入 心 xt " 藥”
人

Wharf. Dispensary.

呢 時 边 沙 乙壁平 房 七

花 下

小
全 -AK

.Garden .

カース か

Godown ,

以 喚 間

キッチェズ
貨

區

ストーレン

Kitchiel ),

結

Storage.

時 多吃辞
房, 倉,

倉
一

醫洗 醫
ベッスン

可ll

ホスピテル

房
一

洗
身

房

立Bathing room .

倪 琳

牌听
合

Hospital.

昔時 必 了房

1

鋁,

牛 客
长 小

Hotel.
伊

Bardana or major.

好難拿回 嗎 他 苛 出了 店

房
一
天

ハウス 寓

Varanah .

唱响拿

ロート 入

Lodging house .

律精 舍。

台

スリーパル チフ フルール
地产

水 1 入 卜 斗 了 Lz
書

カ

Sleeper of floor .

斯 攤 巴切众 乎 咬 了

Post office..

坡 時 切 啡 時
台 銘:

Floor or story .

乎 愛 了 又 日 時 多 不

フルール

館

入 板樓Fly

>

王

9x

》

》

>> x + \ uK

Printing office.

啤 啤 丁 時

力

印
字
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h

セキスタイ
猪 ” 門RE

Linti ).Pigsty .

這時低 網+ 啤 像 眉

セルラー 水 1 入 上
門

柱

ハ
ッ
ラ Post .Pillar.

哗啦 坡 時 特
材

析
119 ルーム

Eave.
房子

Room .

你割

合
农乎 桶

マルダン ハッス * 1 . 口 甲仙 水 1

Mortgage house .

摩吉治 口時

藍
Parlinar , hall.

巴啦 琦仰

典
當

房
一
寫

實力
馬

カナスチン 14 ス テーブル

字 ; 4Counting room .

光丁

字
房

一
大

Stable .

時爹布 房

房
一

房大半
十 又 二 ) 工 * 1uFxx上 房:

Dinning room .

呼 窗

餐。

房:

Apartment.

了 文 間

シックル
力臻

ファナ × デー シュメールゲル
地

Sickle . Foundation, border.

尼 臣 日 摩 拿息 繼上

地
スピーアル|

F スケット
ゴール フルール

鉤子
Lower floor. 台Spar or musket,

時 呼 了 日 狩 時 結 板”罗了 乎乎要了
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子 1
犁”プラナ

釘?Nail.

妮佛

Plough.

罷 类

人

把;

子 pn1-3 公

Needle . 針 Chisel.

之 些呢拿吧

口 ) ペッキン ニーツル
包?

>

长 一

Bore. 鑽WLong packing needle.

伯 京 呢 拿

>

針
據了

アィルスクラムプ
錄 チール

入

Lil.
錐子Ironcramp.

埃 绝 加蓋 门

端
スクルー フック

Screw . Hook . 夠

力
卡

時故路
螺

ペードルナイフ
紙 ファイル

File..

中
式
,继

去
Paperknife.

呼 巴 现 乎 刀 , 啡 吧

ソールド H 步入

Sword .

刀

力
女
士 { x . 斧

呼 厄斯

图 ” 同
日 只 少 人 : HE

Hatchet.Link, )

珍 上仔 乞 辞仔 ,
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力 非 只91
宏

久儿子 : 火

Window . Torch.

吃那
門 " 多辞

枝

ブリッキ ウォール
磚、

パールチシュメ 板

wall .Brick

你

Partition ,

巴 的 臣嘛 ” 窩 牆 帳

モア ツァール 呢子 imid 門
DX

)

m
o

Muddy wall.

也 呢 窩

Door hinge.

挪 了 舆 辞牆 了 蚊子

上-haフロス 前” クロスト アライヴ

Front door. 分 Crosset room , prive.

俄 罗

父 倫 那 了
門, 暗警舌 林谷 ” 又曰 鼓 禮 成 坑

大学 フッ!ルム 書

法

· Great door. Farm .
正

呀 ”到那了 門》
花

廳

横” 屏
サトドドール SS = -Kかーみん

Wooden

一

Side door.
立

screen .
毛

西 那 了 門 》 活 時建連

後 ?心 ? * L- AA

Door.Back Sash .

嘴 那了
門 /

沙 叶

門力
ボールト

Bolt,

r ! Fu * 1 加

Door bar.

據 那 媽
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アールチフサル , 門

Kuob.Artificer.

险 的 琳 些

紙
蓮
花

匠 啦
鈴

下一APK

Artisan .

It
工

作》

1

Saw. 鋸

匠 臣 者 , 統

チー ニンメーカル
棚

*

Hammer .Awningmaker.

安宽宽加

絕

カ
ナ
ダ
チ

少

匠, 媽

假了
1 力 スペー}

匠
一
饅
頭

匠

Baker. 頭 錢?Spade.

時

A
中
少
时

论加

ペーパル
制

頭,Barber, IIoe,
勁?

背匠

ベス ケット メーカ ル 竹

Basketmaker.

叶峰 竟 加

竹
器

匠

類類 匠匠 工

打
ブレッキ スミス アールキテキッ

工*

Black smith . Architects.
4

聯勤 吐 滅 吐 匠匠” 吃 的 吐
匠 ”匠

宜釘釘

書

>> px × 3

Book -binder,

F147

Armorer. 驱

咪嚕 座 啦
匠
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フェス メーカル
扇 引

ホー メーカー

Bow-maker.
ギ

Fan - maker.

翻 英加 I+ 摩 竟 加

フロー リスト 花,
花
ナ

トコー みさき

Brazier.Florist.

弓
箭

匠
「

打
銅

匠
|

縛
痙

匠

ア
カ
ー
子
サ
イ
ク
ニ
ン

扶 元吐 豚死沙 匠

王
「

鼓

カ

フ 、 ナメクルー ブリッキメーカルモ
Founder . Brick -maker. 瓦

1

否 字 ペ覚加 匠

ハラースナロール
屠

ホッチァル

Glassblower. Butcher .

4
2

、

口

呼啦 啦 聊 ② 亞 セ 植
人 々

ハラー スメ メダル タビチット メーカルキ

手
|

吹
玻
璃
師
傅

「
補

盗
針

匠
猿
玻
璃

匠
金

Cabinet - maker.Glassmuender.

吐 攻

ぞ

、 急死 加

クレーシャ クレメデュー

Glazier.

ピ
イ
ド
ロ
シ
ヤ
ッ
ニ
ン

Calenderer.

明沙 加限攣啦

甲
萬

匠
'

布
匠

「
顧
師
傅

一
攫

食
者

h ! ルスミス ェムプロイタル

Goldsmith . Embroider.
イ

我院吐成 下來

ヘッタル 帽 フューコナル

Hatter. Falconar , 禽:

吃打
匠り 科院 中 陰
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シップ ライト
裝 六 9 入

ホ
ン
ダ
ウ

船长
藥Herbalist.Shipwright.

涉 晚 蒙
匠, 灯峰不吐

探
樂
先
生

一
皮

yz1 難x1 力 。 力 山 1 丁山
少

Shoe maker. Currier.

加尼亞 ·

カ
ワ
ザ
イ
ク
シ

味 竟加 匠 , ･

スペキテク 眼x1 力 歐ハイキュート

Farrier .
醫。Spectaclemaker.

吐 碧 蜜 竟 加

鏡。

匠 花 亞

獸
醫

治
一
店

スヒメナル
紡”

イン キーパー

紗Spinner.

叶邊

Innkeeper.

烟 吧

八
女
子

*
\
7
7

》

人 ,

へ ムプ 織 ジューウェラル 玉?KUKAA

Hemp spinners

腿 吐邊?

七
子
y
A
u
r

主
一
玉
器

匠

Jeweler.

タ
マ
ザ
イ
ク
シ

人 噴 喊 拉 匠ン

テーロル
裁”裁

シューァイナル

k

Tailor.
縫,

Joiner.

烟

怎
門

匠

門

喀啦 匠

老

乎 又 力 山 補 了
七 1w X1 力

力

這 ,Tinker.

國加

頭,

佬 中

Sail maker.

些晚 加竟些老

maker maker

些你意 充

千

匠

Tenser ,

x 比随 x1 竟

加

力

些 优加

.

シール

金

花匠
.

Seal * 1 力
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タイプ コッタル
刻

we sexAA

Mirror grinder.

嗎 受 呀

省

鏡 Type cutter.

低喉 吉打

新
書
板

下

匠 匠

m 11 沙 》 : xx 八 ウォッチュ
標

X1 力加

人,

Watch mkaer.

1
1

Musicians.

跑昔臣吐

1

音 蛇群 寬加 匠

:
ハウス 1 只 红 u ウォシァル XX

House painter .

口吐 邊打

Washer man .

燒沙 聲

洗
衣
服
传

”

油
漆
匠

一
榨
油
師
傅

アレスシァル ウィール
機 ”

Presser.

%A

Weaver &.

中

鸣 沙 。 女

子 刀山 子 xx- 立 子 力 ジュッハラル

Ornamentworker.

燒
料
師
傅

Juggler.

哨牙啦

美 ,

法

佬

》
于
*
*

力
下阿南女 加

关
法

佬
「

賣
布

佬

ポールトレート ペーメタル FLl "給

相》Portrait painter.

路邊打

Draper.

喀喳 吧

賣 ?實

布

佬 ”師

v1 x1 力 紙 x1 入 又

呢

Mason ,
人

Paper maker.

啤 吧 更加 『 中 媽臣 水

筆 織了織
exymx1 力 xy 卜 土 1 力

宁
Matmaker.Pencil maker.

2

睡些 加
匠 ,匠 ” 也 更加
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ビューメラルKAA

Candler.

喀喀 啦

Pewterer.

表打啦

滤
燭
師
傅

一
織
補
師
傅

”
ポッターAD-KK xxx

Clothe's mendır. Potter &.

悍 时 咬 寧 , 打

補” hex A4nahn

Cobbler. Printer.
難

佬,

打
錫
師
傅

缸
瓦
匠

刊
刷

匠
採
石

,
人
称

,
檢

盛

少

才

嘛 啦 鏈 打老

97xx1 力 クウォーリメメ

Coffin maker,.

非 烟 加

Quarrymav.

瓜 喷哥 啡 烟

rap- AA n17 X1 力

Collier.

t
》

六
小
时

續

朗
壽

板
者

一
探
煤
炭

者
一

整
械師
傅

Ropemaker.

陸 加

ツ
ナ
コ
シ
ラ

へ
ル
ヒ
ト

阿亞

5

X1 力 。 セッテラル

Comb maker.
,

Saddler. 鞍”

今 更加
博

喀啦 ”匠

tA 术 》 xu 擺

力
》

木
力 1. 心 只 只

板平Compo -itor.

叶波波 打

Carpenter.

加 打人, 匠 ”

カールトライト
與奥蜜

錢

1 メフェクショナル

Confectioner. Cartwright.

叶 臣 坐 匠傅
葛魔此



( 97 )

葡了
V17 クーパル

一
絕

梅

Grape.

呀營

Cooper.

吧
萄” 佬

平
エップル コットラルー

Cutler .Arple .

布 菜 吉打

力
少

沙
又 一个 , デスチルラル

Pear. Distiller.

啤 了
梨

尼 吐 啦

グ
リ
ー

利
器

,
匠

一
燕

酒
師
傅

染
房
師
傅
石
器

匠

in A3 ニップル
番 一个

苏Custard apple.

加 时 捷 鴨 布

Dver.

现 也

浙
枝
「

雪

沙井 又 x 1p
事:

Ju 寸 1P

Winter pear. Lapicide.

明 國了 海 了 梨

ジュック 7 , 乎 r ポルシナル

Juck Lime . burner .fruit.

兒 律

燒
灰

化則 父

波
羅
蜜

一
波

喵 媽 倫寧

Pine

烟

合

apple.

鴨 布

甄 子 菜類

蘿
杏

T1 毛 YP 否, 了 九 lr 菜:

Almond . Fruit.

兒
亞 兒 們

子 ,

手

仁 建
交 律
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44K 標 黄

Lemon .
宅

Prune.

兒 林
曉明 布 梅

ライシ チェスト ノット 風”

Lichi. Chestnut.

鑒之 遮 時 吸 栗

ツライド ライシ

枝
荔
枝

苏
シトルン

香”

5

Dried -lichi. Citron .

现 号 之 乾
放膽 兒的

合 樣本

柳
\ 9 ,口 xh 》

Cocoa -nut.Longan ,

限 眼 哥哥 欺 子”

ロクェット A1 隶

Loquat.

罗橘地

琵
琶

葉
機

是

Inte ,

则地

無
毛 ) *

世

入 共 入

4

花 。

1

Mongo.

芒嘴

Fig .

抽葉 巢”

构” 地
メンタル 197

*

Afeller.

尼 兒 拉

おかか

Ground -nut.

兒 接 唤

琴 吹

子

豆
」

萨

柳
十一 ヘーズル ノット

Olive. Hazel-nut.

阿党父 子欖 虾 素 兒
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7Dx 分 ! K 港 橙
子 》 又 沙

1

Coolie orange.Plantain .

罷
兒 糊 ,

合 菜 姑 黎 啊 兒 喻 治
巢

石
水 1 % ) 于 1 . xx 1 又 乎 ) x 》

Pomegrinate,

坡 見 呀 兒 糊 欺

Mandarin orange.

兒

棒 阿聯治合 合

免 治

砂
結榴 桔

香 柑** D1

才

Pumelo.

吧 爸 ,

合 性愛

Orange.

啊”治
兄 喻

柏 菜 ”

刀 少 * xz ノットメギ ナレッジ

( Quince . Mitmey orange .

醫治現 啊 兒 喻 ,

萬
壽

第
一

商
提

子

四
季
結
术

術
11

提子
Raisin .

型先
阮

Paypaw .

吧坡子 瓜 》

*

リュールノ y 卜 核” 桃
t ! 手工

Peach .Walnut.

窩优搬 桃 耽 治 葉
袖

ナンフ 、 南 * 以 y4 " x

Persimmon .Nanhwa plum .

南華 财 兒 段 时

葉
松 巢

子 中 以 樱”

( 'herry .

* 1x »ly

Pine seeds .

遮 了
兒 汇

子 :
坡 烟 舌 時
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项 卡
クラチヌ 楊入 下 口 1 * 心 !

于

Crown, Strawberry.

士 多 兒沒穿記加獲獎 梅

くーさ 剪力
ラールジ ウォー ルノット

胡”

Hair.
2

Large walnut.

拉 兒 治 富 兒 频
5

疑” 桃

“ 魂”
テムプルス

谨 ”
L 》 1r

力

Tempels.

布 時

Lily - eed .

完 士
精

了
一
篇

ファール ヘッド
額 上

ジューシアム

Fore head . 声Juicy plum .) ,

壁施 , 就罷款科 吃 頭 ! 李

ズナ レッキ チフ ズ 邦 ヘッド 後

The lack of the head .

》
印

了
只

類

身

呢 喷 何处 呢 吃柯父 枕、

力

フェース 身

Face. 面多

名子

Poly.

摩呢啡 時 子

小

チークス
面面

卜口 只 夕

Trunk . 身 多Cheeks.

即時
珠 ”

登冷

アイズ ヘッド

眼 Head . 頭頭Eyes.

埃時 吃
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眼、サーバ

Teeth .
牙

トートロー

Eyebrow .

埃 味麻
兒茶

合的士 '

口

リップ アイレシス
限

チ

Lip.

職

Eyelashes.

埃拉些時
唇 毛”

トン の
眼

卵Torgue.

登

トーカー

Eyeball.

埃摩焼 時·

チッキ ズ ビュー ビル ナフ X 井 アイ

ト

Nick.

頸

頸

ク
ビ
ス
シ
ー

The pupil of the eye.

呪 表校 発呪埃
人

トメシル

Tonsil. 品
Ear . 耳 、

頓些吧 爺

喉スロート PX ス

Shroat. Month .
口 ,

堕律 門 施 士

デムスェップル 喉
ノース

w

Nose . 鼻;Adams apple.

亞南 時 鴨 布 炉

プ

欖 那時

ショール ゲル 博 ビール

Beard . 髪Shoulder.

雪 傘
頭
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精ヘルス アルム リスト ルポー

Health . Arm, wrist , elbow .

吃
兒

士 神
時 亞摩

萨”

指 指
スラム 心 ? * 背

Thumb, Back,
+

陈 公 e 嚼
脊

公
一

食

フォー アルフ井ンがレ 食 福 。
5 - A :

Waist.

u
r

寸
》

:

少

Fore finger .

科 晓呀

十

破 時 骨力

4

ミッツル フィンガル チェスト
胸

力

Chest.
a

Middle finger .

喊拿碗 吃呀 指 上 。 遮 時 膛

>> フ # カル

4
1
1

( 1 以上無

名

無
名

Ring finger.

冷 呀

Rib , belly, heart.

獵 生 石 吃

脑
外

肚
心

指已

脚?3 #HRAS

Ankle ,

SI

Leg:

结 斤 吧 眼 爪子

力 17 大力

Calf. Thigh .

低阿 乎
全书 腿、

脚 ”bl レス

IIcel .
已

Breath . 氣羊

烯 你
合肿

九 {
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* ーウェル 11 膝

Bowel . 腸 Knee.

脂威兜 呪
頭

H ヌ レールス
腸"

仆 K LX

Tendon .
筋3Entrails .

咽 呪時 臓 頓 啡

五
スモール イメテス テ メ フイフ セメシス

Small intestine.

+

Five senses .

輝 父 別 時時摩 烟爹時低 腸,

ク
ワ
ン

大 四、
リムス

チ

ハービースト ベトン

Large intestine.

拉治 畑 時低

Limbs.

購 禮 厭 時 肢

チール ズ 州 メムバース
百”YKK

Hand .

♡

手 All the members.

你 呢 晚 好 時>
體,

フンがル レンタス ハ
イ

Finger .

喉駕

Langs.

冷

肺肺

指

フット

Foot. 脚 Liver.

花

肝

カ
ン
ダ
タ

脚7
パイル

Toe. Bile.

胆

タ
ン
ク

曜 味脱出
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大专 x スパー 有一天

Pine or spar. 杉圣 Bone. 骨李

玻 烟 日 時 巴 們

七 式 产品 少 1 》 檀 上
Thy

Sandal-wood . Blood . 血

山 拿 优 活
香, 嘛唯

h
11

烏

KK

Ebony. Skin. 皮?

曉 們 呢 木》 時堅

蘇
廿九 19 ボルス

b

Pulse.Span wood.

沙班活

脈;

木 巴 時

ローズゥー スウェット

Sweat. 汗!Rose Wood .

晚餐 時 活
他

花
梨
木

一
酸

時喊

4 ポー ニュ イキ ゥーッ !

wood .Ebonylike

喋 們 呢 禮

類 木 草

活
枝

App -ser
了

中

Clove tree , Tree. 樹

阿罗 父 香 晚不

工 二 》 Ir
尚

女 19

Wood . **Aniseed tree .

慢 呢 舌 晚 活
香
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チャイナ
中力

ウルロー 楊

China. Willow .
十

劑拿 威吸 柳

橡力
才 19

半

HAANKE

England.

英 哈

Oak. X

樹

口 》 中 NANA 格:

Fir.Russia .

路 斯 吧

羅,

斯中 花
樹”

フランス ケッシー
桂

France .

兒 問

佛

鄉,

西父留時

Cassia tree .

加施了
樹

花
199x7Lxr

棉”H ^ = R

America . Cotton plant.

葛頓 龍蘭亞加
旗 力 樹

ケラスHDR

Africa. Grass.

亞
啡
利
加

草

全吗
呼。

断

大
A フラサル

Flower . 花Turkey.

打忌 父冀了

單
ブロシャ

Prussia. 類 名理 各

布路施亞 國 、
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x 少儿 スウェーデン 瑞

Bengal.

陆

孟
加

喇

Sweden.

入
户

式
1
子

》

劇 照噸 國

水 比 7xr 荷临

了

长 一

Bombay.

孟嗎

Holland.

荷蘭
蘭:

メデレス ih apa

Denmark.Madras.
買

「
孟

打
拉
沙

一
新

·
山

也拿拉時 嘴 总
张力

心子 》 十 女 时 口 1A

Penaring

卑區

Italy or Rome.

兒 味
烟雾 或 日 登

》 xh * 1 .

幽
國

即
贵
族

意
他

即
羅
馬
大
叫

“
宋
小
呂
宋

K 一 K

呂Singapore.

星加波

Spain.

時賓

埠
「

新
洲

府
嗎
吠
叫
一
日

xVA力 マニラ

Maracca. Manila.

喇
师

馬刺

沙 + y * x
西

Japan.

撞班

SALA

Portugal.

坡度呀你

1 =

Burman

*

甸 呢龙

符 xx

本

一

緬

烟文

.

1
>

.
子

》
T
S

イ
メ
ジ
ェ

.

India

洋
印
度

即
天
空
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顏 隻

>>

Malay.

打听

三
シップ ベテサア

Ship . Batavia .

涉 七 爹 威 了

枝
桅

一
大

晶
彩

埠
一
加
拉
巴

一
英
國
京
城

一
省

ラールシシップ
才

H ロンドン

Londonn.A large ship .

亞拉治 涉 船子 蘭噸

ブック 兩 カントン

Brig.

嚇叫

ニ
ホ
ン
バ
シ
ラ

Canton ,

好頓

枝
桅

一
三

枝

城
澳

X91 マーステ ・ ヴェッスル

Three masted vessel. Macao ,

士不時跌 威 些
能:

嗎 交

門
一

金

フリゲット
師? nA 》 )

b

Frigate.

乎 禮

Cumsing.

全吗船,

星
一

香

スチーマル 火

岁
半

立

Steaner .

名为

Hongkong .

全吗時 行 船

港
一

黄

戰!

船
一

戰

父

Menメヌチフウォル

埔同

文 柯of

全母

war .

Whampoa水 ウェムボー

イクサブ子

・
グンカン

.



( 108 )

フラス シン ポート

魚

器
巡

クルーサル

Cruiser.Fishing boat.

暁星 破

セ

船子 隅路沙
船

ソールト ポート 糖)

チ

Salt boat. Jank .

ン
シ
ッ
プ

体

プ

船 憎 船

快

. フレア ポート ペッシジ ボート
渡 、

イCrabboat.

加笠 体

Passage boat.

巴些治 体
蟹 船

紫

快
ロ ! ナン ボート フェース ト ポート

Fast boat .Lodging boat.

律構 体 桐 花時 体
艇

2

皮

スキス ポート ライタル

Skin boat. Lighter.

畑 町時整体

西
瓜

島
」

H
T
M

船 子

プ レジュール ポート
龍

ドレス ボート

Pleasure boat.

チ
ャ
イ
チ Dragon boat,

拿 岸 体沙 林

ピン子 ス
三

## フルリポート

船
」
横
水

渡

Pinnace or gig.

邊 拿 時 或 日 啦

Ferry boat.

花死 体

ワ
タ
シ
プ
子

1

板”

レフト ボースト ボート
站竹

即

排今

也と

Raft.

究 拉

-

時父 船

筏

地 体

Post坡

ヤ
ク
ァ

boat .
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船
ビンデクト セール

尾
Sail & c.

埋*Binnacle,

面拿哥你 細 些院

ライス ポート
米

フォーアル マースト 頭?

Rice boat. Forema- t.

院波 時 体

プ

艇 科 時

私
ス マッハラル メーヌ マースト

Smuggler.1

時孟呀拉

Mainmast.

発 行時船 怖」

フラナル ポート
花 尾

ミジン マースト

Mizzenmast.Flower boat.

父 了 味臣 子時
粒,

× デッキ

艇
「
二
層

ナ
カ

船
ホル

Gun deck . Hull.

フ
チ
ノ

ド
M
ナ
カ

良 硝 横 焼 身

デッキ
帳” 船?

Deck . Bow .

M
面 防 頭

船
ロースト デッキ スタルメ

Lowest deck. Stern.

環亞時隔
櫃 時 尾

タンクゥ ェー レッダル
船

ホースプリット
頭

り

Gangway ladder. Bowsprit.

硬威 律傘
弱み概

摩 時陣列
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口 1 入 , フェンス 尾

燒之
Fashion .Roast.

罗

合

晚宴 時 特
花臣

枕

《 一代 フゥッ 枪

Bake.
局

A
2
七
十

Fid .

晚

* アイル フレキ

始 。 旗安Boil ,

繁 他
合

Flag.

父喇

フラ 意” 六 入
船

于

Berth .Fry.

父
晚禮

單
馬士 位

スチュー カプステメ
校

Stew .

ム
シ
ヤ
チ

Capstan.

急時丹時周
盤 能 。

ミンス 免 SDK

Mince. y Cabin .

船
尾

房晚時 急面治
一

吃

枪おかん《 加

Hash .

十
r
.
H

Cay.

急灯吐

急

帽

吉

LL

Cutlet.

類 製 炮

吉列 列
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鹹
ストックフ# シ 加

Stock - fish . Curry.

時度 啡叶
魚 加

ビーフ シュート ロルレッド ビーフ

简

不
一
捲
筒
牛
月

+

Beef suet,

牛
骨
髓

Rolled beef.

擊 列 味 平
你

合
味父 味

カラムポラ メールト ロース テッド ケース 燒

Carambola tart.

加摩摩拉 罐
三

枪
陸

Roasted goose.

晚宴 時 跌 懒 時

1

多
下 1 入 卜 スチュー : ビジュメ 會

Toast. Stewed pigeon.

時 噴 啦多時特 鸽子

ゲール *アイルドハム

時
一
牛
仔

月

牛了

仔Yeal.,

喊 吧

Boiled ham .

摩埃

合
喵

麼
月 列

會
白
鶴

一
焰
火

腿
」
吃
食

牛
月

一
輝

牛 吃 了
ビーフス LAA へ シャビーフ

Beef's tongae .

東

Hashed beef.

虾舌 味乎

白
》

一
十

y牛牛

味父時 東
刷x

ドライヤ ダュニズメ
鹿办 喔?

フライド フ神シ
中

vDried venison.

优 灣

Fried fish .

你 讀

拿货 喧 呢 臣 脯、 父 喧哗 士 魚,

サッッル 火”
火

ベーキャ チアイスメル x1

Victual .

峨 租 亞 吧
食

局
能

Baked Oyster pie.

隙 瞄 埃 時打破

蠔
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ポッチン
布

類 物 房 字 Pudding.

不窗 顛
一

水

入 子 +
普”

シュガーレ カメデー 水;

Study.

跌呢

十
Sugar candy.

蘇呀 好呢

水母
女

。

房1 糖

Xpx イースト

Pencil, 筆 ? Yeast.

施 饱 噬時特 >

腐
17 * ビー × スチック

Iuk .

大
三

Beanstick,

感巨 晚時的

竹

心 1 #Pu*( 一

Paper.

啤吧

紙
Baked pig .

晚酷 碧

烙
豬

豚

コ
ブ
タ
ノ
マ
ル
ヤ
キ

人

墨
KKL - K フライ ボールク

牛

Ink - stone , Fried pork .

父 嘻嘻

炒

豬 ,

月 引應時頓
視

ブック ポアイル タロー

Book. 書 Boiled taro .

台

警 列断受
合 月

Copy.

急卑

Minced rabbit .

晚舌

nu

二
十

、半导

簿

テ
ホ
ン

・
チ
ャ
リ
メ
ン

w y
y
r
u
p
y
r

鬼
治

現

笠

合
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石
スレート 1 x ^ "

Slate .
1

Ink -stand ,

屬 時 丹時列 板?

:
スレート A × シル

間

>

ガー

Rule.Slate pencil.

時 列 漫 地

之

拿? 合

銷
又 于1x

類類 扮 杜
Steel pen.

時動漫

51yy 少 工 ly

筆
火
漆

片

Biacet. 邻

陈登時 列

Wafer,

腐花
合

轨”
》 19 》 少少 入

火
トーム お

Boot-jack ,

蛛則

Ceiling wax.

施治 時板 瓷

バッスラン デレス
洗 書

Letter.Bathing dress.

所 時
阮

身

衣 列 信太
水

1x 少 中D17 信,

Envelope.Ponge.

治
泡 烟威登合 简

耳
119 ) 91rwx 》 加

銘

Earring. Lead pencil.

免 冷

環” 列 逻 施
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カスケット タルチズシェル

Casket.

首

飾。

箱

Tortoise shell comb.

滯 時 些 像 今

球
項

桃

マ
イ
ク
シ

加時結

ビー イュール 水

Bead .

ジ
ュ
ズ

Ewer.

破 要]
翌

シェーダン ブロ " ースナロシ
牙7

カ
ミ
ナ
ア
メ Tooth bruth ,

+

Shaving brush ,

些 榮
焼

擦れ 都士 幅 吐 掃。

ポンチット 女

類 器 I
Bonnet.

オ
ン
ナ
ノ
ボ
ッ
シ

神殿 帽

アィルヌ ウォシアロック 鐵
チッレース

頸

り

立Iron wash block ,

埃 啡 吐 條埃
院 給

合
哪

Necklace.

溺死 時
錬

ボメージム 香カーネ さ

Auger .

惡

Pomatum .
絲 。

鑽

ニ
チ
ィ
ヒ
ン
ツ
ナ

坡 期 油

プレス ウェイヤル 銅,銅
レール ストロップ

喝

ギ

Brass wire.

拉

ン
チ
サ
ハ
リ
が
子

カ

修 時了

Razor -strop.

で統 時 多 笠合

喝
刀

皮
「

香

皮

ス

ルヒューム

soap.

巴花也 器

チョーク ”Chalk-ライメ

線 三
ホ
モ
セ
ッ
タ
ン

line.
Perfumed斗

3

,

* : ソープ



( 115 )

割ビグレッド ナイフ
錦

クルーシブル

Beveled knite .

味威列 規父

タ
チ
モ
ノ

ホ
リ
デ
ザ
ー

銀 "Crucible.

加 警 施 布 吧
路

刀

手

レヴル ヤムレット

Level. Gimlet.
ギ

花 動 ・ 隊列 鑽"
4 発

レーズ

ロ
ク
ロ

スリー カルチレッド フェイル

Lathe. 圓

之 以

器 車

-Three cornered file.

元

合

三
角

錐

ン
カ
ク
ヤ
ス
リ

車 士 修正 千傘列 輝悦

ス

間、 打”
ト ー キ A NTK

Marking line

喷京 禮烟

ス でき kara

Pile hammer .

跋 , 健

庄ナ

尺 槌

フシギ マルタル
築

TX # NAR
ス

ス
リ

Ink cup.Physic- mortar.

息 摩 町

ウ

升

也 書籍

之乃

用 印
磁 入 鷹 急ス

ハールプー x 魚
イメキロルラル 墨

ス
ミ

Harpoon.

搬

Ink roller .

焼 受

標り 魔 蛇 聽

ス

ペースト ボール
湖

総

イメ キ シュー ヴェル

Paste bowl. Ink -shovel.

て

之乃

器印 際 統威焼 挑

ス

ペースト プロシ
ツ

り

TX キ トートミ

Ink -table .

ミ

Paste brush .

替
噂 時 院 鷹 布、

描吐
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木”
ペースチン テーブル 徒 ,1 **

計

Quoin .

鬼烟

Pasting table.

啤 時 了 爹 布 床 !床

ケスチン プレート

尖
一

倒
錫

入 于 DSP xy

斜Casting plate.

加時丁 啤列

Spread pencil.

時 啤 邊 施
合 筆板

掃
ゲルリー * 加 牛 。 凡 x 》 。安

字Galley .

呀

Gilding pencil.

赚寧邊施

1

金
筆

板。 。

コムポージン スチック
執 プレス

搜

字
Press .Composing stick ,

今坡星 時的
他 坛

架
睡 時呻吟 。 盤

チェース 理”

カ
ッ
ヂ 7yx 手 》 TV 入

Chase . Printing press .

晚

管 建 丁 呼 产 時

印

書

架半

印
書
架

」
稿

六
》

)
》

x
+應時

プルーン 稿、

類 物物 房
Proof.

口
关

y

步登乎 文

子

YF 儿 ! A 關子 イムパーシン テーブル 字

板Bedroom ,

贼 ” 味

Imposing table .

赚坡星 爹布他房”

フェル 伙 ,

Furniture花呢

ニ チュール

.

檯
一
印
字

模

* 《 K

Tympan.

昨班
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tu 口 1 人1 入
:

ウェア ・ ローア

枕
頭

布

Pillow - case.

呼吸 晚 時

衣
服

ク
ラ
ノ
サ
ッ
プ
ク
ロ

Wardrobe.

您签

合台 概 ”

ブレス ケット 白 多 ウォシ ステン・

Blanket,

ケ
チ
ッ
プ

フ
ト
ン

Washstand.

面
盤

架嚇唬嚇
益

啡吐 時开

于

スリーピン ガチメ

睡

talnl

Bureau . 婚

ア
ン
コ

Sleeping gown.

時嘴兵 叶時 袍半 嗎 阿

クレーヴル 補ベッチン

吊
,

Cradle.

蜕变“拿 吧

Bedding .

喊密物 合
床 盖”

一 上 会 メットレス

詩”
Matress. 稱稱

D
r
》Poetry.

地瓜 爹 時

t 中子 1D VIr 被

Picture , Sheet.

舌

ン
ン

ワ
ッ
キ
ー碧街

單

子 11A + 2L
便 ”

「 バルレット 被

七

Coverlet.Chamber- pot.

暫存

》
A
D

》
十面

壶” 哥 花 列

長
ポールスタル

類 , 字 單
Bolster. 枕”

摩 時 頭
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x1

數Many .

件呢

I or me.

埃 日 味

我 。

y1

Few .

非天

合

ス
ク
ナ
イ

h

You or thow,

天 日

你 你

コールス 24

Coarse.
粗

ア
ラ
イ He or him . 他他

P
I
L
L

哥時 希 日臻

741x 作

ア
オ
ン
ナ

Fine.

幼

コ
ー
カ
イ She or her.

施 又日 虾

而以

說女

之人

ストロン おかみ

力Strong .

士當強

少
x
t Sour. 酸子

收了

力 护 ! * スウラート

Weak ,

线

弱?
Sweet.

甜;

雪特

ソフト 七岁 xu

Soft.

梳乎

軟
Bitter.

城了

苦

A
T
D

《 刀山下 长 知 .

Hard ,

硬硬

力
足

。 Hot .
辣

カ
ラ
イ_

乞 渴特
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スクウェール フェットシ
カ
ロ
イ

方 Fat, 肥Square.

時瓜

n
a
n

佛特

Air - 大

Wide. Lean .
瘦

十
七
x

威 連

子.nl シック |

Thick.
厚 ;

持Narrow.

個罗

厚

K # X

高
Thin .High.

隔

薄

高

天

p >

Low,
矮 Long.

那

長

長

トート yaur

深

フ
カ
イ Short .Deep.

噪

i
t
少
女

阿特

》 工 口 1 フレット

Shallow ,
没

刀
p
4 Flat, 語

沙罗 乎律特

ライト ラチメ

力
山

王

經 Round .Light.

體特 湖
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11. 《 今井

Inside. 內

才
七

r

重Heavy.

威烟西

アウトサイド

外; Good . 好引Outside.

區 西 阮

イルリ

Early.

亞元

早;
Bad.

醜

蛛

VI 11

Late.
晏

チ
ャ
イ New.

ア
タ
ラ
シ
イ

新曼

列 鳥

乡 lux 子 ILP

Open. 開

1
7
5 Old.

奥德

魯

フ
ェ
イ舊

DNA カート

Shut, 門

亡
」

女Ripe.

他 裡 。

葉失

ロック チメライブ ・

Lock .
銷 Unripe.

暴雪發

十r
t生

絡
體 ,

AAA 敲, フレシ

子
女

Knock . Fresh , 鮮

1
ア
タ
ラ
シ
イ

諾 父 吐門,
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* 91x

Clean .

半
」

1
力

Cut. 割?

淨

咖啡 吉

か

Dirty.

拿 的
M
y
S

也

TAコース

Engrave.

烟近乎

スピーキ スクープ

講Speak ,

時 過

【
少

了Sweep.

時 威 葉

掃

キル

Say. 話

ハ
ナ
ス Kill .

既 晚

殺

T
u
x

スメル 鼻”
スメル

Smell. Smell ,
香

1
+

L

時 伴 你
開 ”

了 口 又 上
入手 只 夕

Froit . 前、 Stink .
臭

合合 時 了

** A : 一

Back. 真三後 True.

了 晚路
都

号
晚

ヘルプ フォールス

助: 假?IIely.
False.

哈 科 地 時
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1

十 lK 7 ) txt

Choose , 擇 ?

工
子

了
a
n

运

チ
ク
ル炎Present .

呼 臣租 時

相
工 * 入 子 工 X 》 力 才 只 r

Count.Exchange.

益 斯 治

數 :

換 。
光特

フェッチュ

Fetchi.

卜
,

七
。

古 See. 見:

佛治 於於

Pack ,

装
Know . 知

迫 那

久一代
J- AA

Make.
整

Hear ,

》
引
入

。

晚 烯

ルーク

Mend. 補

ツ
ク
ロ
フ Look.

聯

1
A
A

祿

711xE

Sew . 絲 尋

ミ
メ
スFind.

辉烟

朗

ツゥラスト 子 15

Twist . 美
国

了 。 Cheat. 騙

少
”

都威時 折
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口 1K 水 l

Lose. 失失

サ
ン
ナ
フ Hold. 持

罗 時 苛像

ルースメ 起”
y 了 h卜

牛
六
十

x

Lift.Loosen .

鸣臣

鬆

父 拍

チュー

唯 Eat.Chew .

唯

少
了

了
.
x
2

食

购

Ty 》 夕 スッチロー

Drink ,

冷 :

飲 Swallow

1
4

吞

争 管 亞 時嘩罗

=-AK

Buv . 買 Learn . 學

少1
X

喻

口 1y

Sell . 剪 Love,

カ
ア
イ
ガ
ー

愛

些 安父

シャル チュー 了 in

Search , 尋

サ
ガ
ス

笑?

ワ
ラ
ン

Laugh .

拉父

少子 1 了 1

得上 Take. 取,Catel ,

哈治 的
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ストライキ ステッチュ

Strike.
打 Snatch.

ツ
カ
ー
へ

時 低 機 忌 時殿治

パチ サニーム

Pound. Surname,

掲

始

筋喚 沙店

私脚

チーム|NK コート

Asleep .

了 時 撥

Name, 名

卑
店

スリープ レッタル

Letter ,
字Sleep.

時撥 列

ウォーク シット

Walk,
行

Sit. 型

ス
リ
ル

思 舌

DK ステメド

走

Run .

倫

ワ
ン
ル

企多Stand .

時丹

ウェスト スチール

Want.

タ
ラ
メ乏

Steal .
依

灣 時 的 焼

メライ セルフル

Try.

コ
ロ
ミ
ル Pilfer.

ス
ミ
ス

低院機 卑 花
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デザュクト ウォシ

Deduct.

ト
ッ
ケ
ル

Wash.

ア
ラ
フ

洗

呢 唾吐

キル

Gild. 皱

メ
ッ
キ
ス

かっ

Willing.

威冷

骨

坐吧

不

。

Trim , 披

カ
サ
ル

かみさん

Unwilling.

曖 成 冷地 究
合

イヌ ターブレット チーチュ

器

ホ
ン
ヤ
ク
ス
ル
ー

Teach .

チ
シ
ェ
ルInterpret.

畑町配列

数

咲治

ロブ

Bite. 咬 Rub. 擦

ス
ル

咪
合

プレー 弊
トチュ

2反

Play.

脚 院

反

ナ
ク
サ
ム Touch .

障治 撫

ス チッチュ

V
U
O

Stitch ,

時咲治

メ
イ
ヤ
ッ
セ
ル

Tie.

ム
ス
ピ
ッ
ケ
ル

低

Cry 了

加

.

タイル

低突

ダ
イ
ワ
ッ
ス
ル

.Tire
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71r

Write . 影

u
n
n
h官Glad.

律穆特合

HKA

Repair. 整 Angry.

驚 呀

ハ
ラ
ナ
ダ
テ
ル

怒

化 啤 了

7 * 1 . 丁 1 *

Fear,

啡了

子
3
J

。

Take.

的

括:

HAK

{
梳

So , Arrest.

少
女

》
《
子
1

略

梳 了整時特

か と 少少子 》

What .
七 : Catch, 平

日

捉

特 吉治

フライ

Who .
誰 飛Fly .

付體號

才 1 七 xL

Owe. 欠 Send .

阿 先

nb

支 : 抄

A
少
女

Pay .

支

Copy.

啤 急 忧
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1XA11X
貨中Lxr

添多 Rent.Increase.

烟 忌 時

カ
ン
チ
ン

・
ソ
ン
ギ
ン

单懷 艺

工 Ir 子 1

Abate. 成公 Ought. 該

亞 嘴 壓特

y 口 只 夕 ウェー

Drunk, 醉 子

力
。

种

Weigh.

蛇拿 花

方 1 -3

Wake.
醒 :

Live. 居

式
A

域 獵平

プリーズ
等

力 工 l

Please. 請

十
二
卜
y

Wait.

卑不時
待”

X Dxk

Sink .
沉

A
天
山 Hinder.

»
r
v
又

星 幸拿

ツライ 了 中 二 》
I'

}

晒 变Dry.

拿禮

Finish .

啡呢吐 完?

主 * 元

Mix .

Y
忆

。 瘋走Mad .

キ
チ
ガ
イ

現時 味
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ラールシ コール

大

*
本
キ
ナ

Cold .Largy .

世治

冷

ツ
メ
タ
イ

g

スモール ホット

Small.
細

チ
イ
サ
イ

Hot.

時 摩

レフト小 = IxA

Diligent.

尾元也

勤 左Left.

死乎

ラージ ライト

Lazy.

必施

ナ
ダ
ル

右Right.

特

フール クウォッキ

遠

ト
ホ
イ

快Far,

花

快

Quick .

隙

ニーアル スロー

チ
カ
ヒ

近

Slow.
投

チ
ン
イNear .

だ了 時受

リー

ヤ
ウ セーシェート

Heal, 他Satiate,

刹

ス

* アリク

公

チ
ャ
ア
ム
キ
ー

きちっ

Hungry.Public. 犯

ウ
ェ
ル

巴福 空既元
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スチュ シークレット

Stiff. 硬

カ
タ
イ Secret.

私

ナ
イ
シ
ャ

時 的 父
息加物列

合

テンダル くある

脆 Have. 有
Tender.

傘 父

ストレート

直
ス
ク
イ None .Straight.

時 列

方

クルーケッ

曲

ガ
ル Done. 完Crooked .

阿 發 結
姫 隊

崎 合

スチューピア

愚

Come.

メ
カ
ラ
シ
イStupid .

時 紹 必

次に

フール カー

Go.Fool .

バ
カ
ラ
シ
イ

去

.

次

ウィメト チップ

Want.

要

イ
リ
ョ
ウ 上空Up.

脚

インフ KTK

足

ジ
リ
ア
ンEnough . 足

Down . 落

衣拉平 常
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ムーヴ ウォールム

More,.

ܬ

ܬ

ܬ

Warm ,

ア
タ
カ
イ

竣

旧父 唯

KT クール

Tight.

シ
ッ
カ
リ

Cool. 京

ス
ペ
シ
イ

低朗

リステメ ツライ

Listen ,
乾

カ
ッ
ク

かり Dry.

拿 禮元臣

レール ウェット

ノ
・
シ
ルRail.

焼合

罵

ウ
ル
チ
リWet.

院
悦

ミステーキ サビーナーメト

Mistake.

日

コ
ロ
ヘ
ナ
サ
イ

Obedient. 順

シ
ダ
ル
フ

味時的 阿 味

ペス ナステ ビーナー メト

Pass.
過

ス
ギ
ル

サ
カ
ラ
フDisobedient.

呪 時 珂 味 典巴時

ライト アール

ア
タ
リ
マ

へ

着

Dear.Right,

焼 特

貴

タ
カ
ー

起了

セーム チープ

Same.

チ
ナ
シ

隊

ヤ
ス
イCheap.

E 脱
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キ1k

かみ

With.Leak . 漏 同"

功 士

ルース

生年 輸、Live .

父

Lose,

安 時

デッ かお K

Dead . 死 Win, 嵐,

ゲ ! ルク ファルスト

Dark . 夜

ク
ラ
ヤ
ミ

First, 先輩

BYTE 花 時

スポアイル アフタルカ
ス
メ
ル After . 後､Spoil.

時 杯 究 亞父町

ン

久

カート

Tear.
久Long,

邸

ヒ
サ
ン
ク 裂

了

HTTE アレッキ

. Alike.
似

Break .
破

所 概
悦 助

メルリ ウェール

留

ノ
ス
ス
ニ
ッ

Wear.Turry.

雰

町 乙 了
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py 子 1 1 只

Much ,
多多

In . 在

L
i
n

|

也治 烟

うん

Little .

ス
ク
ナ
イ

H ントト

Empty .

嘛 的

空乡

少

列都像

名 一 Fax

Bow,

力
'

」跪 Turn .
轉:

頓

侯” スノフPet

Salute.

沙律

Snuff. 剪 走

生

拜少
時拿父

かか

Honor,

敬

コマース

Remove.
敬

P
r
i

邊

胃拿 峰 父

ストレメンス

壯
Bash ,Strength.

時 丁 冷

羞

少
力
》
A
u

孩吐

熊又 e 子 X h ~ 下

Go out. 出?Lend on .

哇安
放

残 區特

Come in .

今 烟

啤21z時時

Paste

FAy

、

入

往.

《
白
A
X

:
六

山

十 x
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フュー チュール

h染

Future,

昨天

合

類 字 二

1
1

街 來+

アフタルサー 」 後 ” 力 # 1 チス 我我

Afterwards, We or us.

威 或 日 鴉 時鴨 乎 時
來

ビフォール
以” 潮”

+

Before.

瞭科

Ye,

伊前 齊 。

往 伊”
アフタル 七 1 七 A

After. They or them .

尼 或日 蛇

|
c
h
r

七鴨 乎 打 後 等

プリーザ スリ
預 我”

Pix F

>

女

Mine or my.Previously.

成 威 時 不 先
米 烟 或 日 米

ショスト ナチ
現

廿 1x
爾”

Just now. Thine or thy.

烟 或 日這時 , 鄉 今 紫

此 ?
照男此

tzジスイメステ メト ハァルス

但

This instant. His or hers,

希時 或日 虾時

照
女

說
則

卦
時

男
譯

則
治

時

此
二
字

迴
異

照

ア
ー
チ
ン

ナ
ア
ン
チ
ト
ー呢時 烟士單地 刻 ” 時時照

此
シス

從
タイム フォーアルマ ルリ

This time,
力

Fornierly.

呢 時 低 顺 次 已 科 帜
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シート
收 ラース ・ タイム

後
7

Last time,

}

Receipt.

聲阵地
无

單 拉時 低赚 次

書 替

+

A & A

Letter .

H - PK

Agent.

亞

立

信 : 身

チークショメ セール
出

HRKKA
堂

下

Auction sale , Accountant.
力

惡亞臣 些他 投 厄塢喚丹 機,

チーク ショ ニール
定”jha | K * * 1

Earnest money.

9

Auctioneer.

惡 臣 尼 了

#

者,
亞倫尼時 文尼 銀

船? 减
ペルラスト

+
H -- xxx

Abatement,Ballast.

力

吧 免 投 時 地
麼 亞蔡 峻地

1
1

銀
工 口儿子 几 xxr

招”
KA

Bank ,

《 Advertisement.

壓花 的 時 文 帖”

七 二 子 工 x 汐止 找, 銀
>>

Bill .

R

Money changer.

咬 尼 糖 唉 兒
單

xp 口

.

晞 哥华 警 施

Draft .

兒

Bankrup'cy

"

文

7ry

父地

峰聲折
本

ア
ン
サ
ン

》

力
》

七
乎

只

稿ド レフト
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赔”
ビル チフィメラミ ニチ ブック キーピン

Bill of indemnity.

唉 啊 父 烟 括 尼

Book -keeping.

小兵

司
理

數
簿

力
》

》
t

产

1 〉 》 11.yznA 二 エキス ポート
出?

口 步

也 之 乃 出

飞
出
口
中

Insurance company .

烟 蘇 時 甘 班尼

保 Export.

燈 時會
物 口

利 ”
1xxLxr ィムポールト

入
口

t
y
t
y

Interest ,

兒 兔

入

口 步

也 之 乃 入

貨入口

物 口

Import.

喷砂烟叶餐時 息”

1 只 少 了 17 貨貨 NHARA

Invoice .

烟應時

ニ
モ
ツ
ノ
モ
ク
ロ
ム

Factor,

代

辨”

商!單
佛

レッシャル フォールストーリン

Leger.

吻呀

Forestalling.

科 時珍辩。

謂 使

也門断

之者

也 照
ライシメス

水
7LIF

License.

牌是

號

紙 放

日 行 請

牌之驗

Freight.

兒 結

照
繩
結

之
結

是

4

先 時 脚

工 # 七 于 12mx
考 港

{ -4 ”

Harbour.
十

Examination.

陰三爾尼臣
究 虾 摩了

口
「

洋牌”
メニフェスト フェクタリ

Manifest. 目 1

长 y

Factory or hong.

蠻呢啡時
行佛 党 或 日 行 ,照

.



( 136 )

コメヴォ 井 P ナポリ

Convoy.

干喊

護

貨,

船

Monopoly.

們那坡党

獨
市
生
意

生 》

意

債
ポットムリ

典?A & A S

于

Creditor.

兒 列

力

加尼

Bottomry .

心

吧 嘛主 峰 嘛 琴 船子

コストム ハウス 關 六 子 式子

少
力

主
一

關

サ
ン
シ
ャ

サ
シ
ョ
ー

Bount. 4Custom-honse .

加時担口時 口 喷吹 的 銀:

デーアッ 登 ” 工 9 力 子 xr 數

V

Day book .

尼 外

Accounty.

厄媽喚晚記事

デンタル
欠 ボーイ

y

Debter.

R

Buoy.

嚇聶 主》 梓”

乎 ya ) 》
貓

チェー X ケーブル
力

限

銀

銀另即

也 加

之 限

Demarrage.

尼 治
他 无

Chain cable .

甲 母
練,

扣”
ローブ ケーブル |

打KAKA

Discount.

p

9

2:#
Rope cable.

甲 母你
优 立 甲

尼時媽喚 續,

横
ドック

贸
n4yAK

Commerce.
IDock.

威忌

*

涌 易甘 時
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プライス カルレ ヌト
時

yulwy*

賠
還

Pricecurrent .

敗 發 時 加哇

Drawback.

他

尼 警 总價

還 故 割 即

税 日換貨

暗 回 未

イス フォール メー ショメ
通”

メールトナル
夥

彩

ナ
カ
マ

Information . Partiner ,

烟 科 嗎 臣 知 寧 件;件

=

兆” 關
* 入HA#KK

Evidence .

手

Pass.

农 喊 時 據:
吧時 津

レジスタル
丁

* 9七 x 汐十五
搭

Register .

兒

遮 時

Passenger.

吧先啦串。 客

日 * 1A卡 パスポールト 紅

Report.

兒
*

報

貨

單

Passport.

吧 時

s
a
f
岁
了

牌

セムアル 規
ペットルメ

樣樣

Pattern ,

本

Sample.

三布吧 模” 吹灯 胎 子

》 1vx H1uxu
挑节

フ
ナ
リ
ス

フ

>

水

人:

是即

也 水

Seaman . Porter.

施條 坡
夫

七 *aly ~
擔 信

ポステーシ

Security.
十

Postage.

施 嬌 資保
坡時爹治



( 138 )

ポ リュットイズ ュール ピジニス
貴

ス テ メド シュールチ
機

ヤ
What is your business.

蛇 衣 時 天 了 鹽 先 尼 時

ア
ナ
タ
ノ
シ
ト
ハ
ナ
コ
カ

一
メ
ョ
ウ

・

Stand surety.

士丹 蘇 的 當

ヨ

モッチュ ビシニス

1
0
0
m
l

事
ビジェス

Much business.

セ治 融先尼時臨 先 尼

イ
ガ
シ

多

Business .

隐先尼時
幹

H メ エキステメシダ ビシニス * ブック
公

ビシニス大

生

意

テ
ヒ
ロ
イ
シAn extensive business,

益時顯施父 晚先尼時

Public business,

吧罷駛先 尼 時 事

サクセス 1x ピラニス
私

セクレト ビシニス

Success in business.

索些時 烟 險先尼時

大

發,

財せ

Secret business.

施加結 邈先尼時
事

ビシニスH スモール
大*{ ケレート ピシェス

ホ

A small business . シ

カ
ノ
ョ
ッ
ジ

A great business.

亞 呀 先 尼 時
貌結

A

亞 時摩你 随先尼時
事、

キ

H メ チセヌト ビジョス 急

フHK TABANKL JA1DK

An important business.

亞麻坡丹 跑先尼時

メ
イ
セ
ジ
ョ
ッ
ジ

日

要
緊

事
|
生

An urgent business.

亞怕 先尼時 事

レーゲン ビシニス ヘダビシェス ツー 有

Trading business.

晚結等 臨先尼時

ア
キ
ナ
イ
ノ
ョ
ッ
ジ

Have business to.

灯父 遮先尼時

ダ
ッ
ジ

ア

事

意
|

滋

無,

disturbance Have no business .

野 父 耀 隐 先 尼 時

Makeメーキ 事ィ

事

デスタルベヌス

見 時 楷 替 時

ョ
ッ
ジ
ガ
チ
ィ

.

ト
リ
コ
ミ

・
コ
ン
サ
ッ

ヘ
ダ
イ

ビ
シ
ニ
ス
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|
|

上
子 x 口 1L ン レフェク

商”

中

Unload .
7

十Traffic.

兒 拉

合
唯

貨” 聲 呻 事!

雜
yxy71 七 下 wxx^

清之

Settlement.Sundry.

黎

サ
シ
ヒ
キ
カ
ン
シ
ャ
ロ

9

新呢黎 貨 舌 嘟 晚

貨 招
甘 1x + 1P

V

七

FAAKK

Merchandize.

時

Sign board .

西烟味物” 牌

價 税;
プライス あっ

火

Price.

黎

敗聲時

Tariff.

的 父
兒 究

錢 則 》

船
シップ リスト トンチッ

Shiplist.

晓党時

Tonnage.

頓拿治

艙
量

丈

A
A
)為一石

牌 文

升, 截
ホアイスチン フレキ ツライェル ペレメス

号

Trial balance.
PHoisting flag .

開時丁 父嘲 遞 發 亞 噸 時 數旗一
起

リフト チップ アンカル

f
力 寫* AAA

Charter.斗Rift up anchor.

究交 鴨 哥 了

チ
ア
ゲ
ル

銷? 此 船

落
ローテン

遊

シ
テ
ィ

Rough . Loading.

管 委 克

合 貨唯響乎
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~プ イットチス ウォメ スムース

on once . Smooth ,

帯

Rub it

快

合
安 温時

次
時舞士

ローラル ナフストーメ 碌 ロット ツールロプト
枯”

Roller of stone.

拉切 交 時頓時 頃

Rot, to corropt..

院律
又日 都哥笠

備 壊

愁
ルーフル ローダ ツーウェメダル 遊

Rueful.
ト

Rove, to wander.

客平 日 都庁拿
安

路夫焼
眉"

チフ トゥース ラウト ツー フェート

さ
い

。

敗
イ

行
チRow of trees .

知安

珂父 地元時
台

Rout, to defeat.

獲

台 又日 都吧弗樹 散

ロブ ウジ ズ 州 ヘメド 擦探 メルメ ラチスド 轉

り

Rub with the hand .

胞笠

合
威士 呪

Turn round .

的倫
晩寝

合抹 旋

デストローオ
敗”

ロイズ ロッツメ ポムリッ
枯

Rotten , putrid .Ruin, destroy.

※ 姻 及 日 ピ時地味
合

律 頓 又 日 舉 地 列

如

て 朽

DK アット
跑

ー ルート チップ

キ

Run out. り To root up.

胞倫

合
區特

出

デ
ル

都
律

合 起

H

DK アフタル | ラウト ウェー

tRun after.

娘

Route , roud or way.

合倫

路1上了父町
、

ケ

又日律 又日 城
税獲
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フェー リュール

カ
リ
ナ
メ
ナ
ス

逃HANEDK

Failure.
が

away .
Run

独命

合
琲挽

盤 即

敗
了ズ

プットナメ カップ 戴 シ フォー アル ウォール ト 爭”

onPut
cap.

体 安 忌本

シ
ナ
カ
ハ
ル

Rush forward .

科研
合 先

大
ルー デット サック エラールシ ベ ャ

Pay debt,

啤

還

カ
ッ
チ
カ

へ
Sack, a large bag.

索 亞 拉治 膀

ホ
キ
ナ
フ
ク
ロ

債

容

聖

イーシ サクレッド ホーリ

ヤ

スEasy.

衣施

Sacred, holy.

列

索加 響 日 苛易

納
" ー チューチ キリール チップ 清

サ
ン
シ
ャ
リ
チ

Pay duty.

脾 鳥的

Clear up .

加元了 押押
税 数。

ピッキチップ 括" サルチュー
半

Pick up. Search .

チ

覓

サ
ガ
ス

n

押
起

利辞

拉
ホイスト レット イヌ 放

Hoist.
が

Let in ,

開時特
上

結 畑 入

入
」

着

ハールド ザ フェルト
題 プット チヌ セキト 着,

サ
ッ
ギ
チ
キPut on jacket.Hard , difficult.

乞 又 日 呢 特 杉安 側結難
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ニコムメヌド
舉*

リメルメ ホーム 回,)

Return home.Recommend .

元

“甘文

ナ
ニ
カ

へ
ル

響
他頓 聽

薦 "

メルメ イヌ ロテーショメ 輪 プロック アウト
抽

*

Pluck out. xTurn , in rotation ,

頓又曰 ?
要

合 臣 到 罷勒 區特

*

メルヘプス
成

リール

*

トロマト っ

Perhaps, probably .

巴哈 時又 日 城 愛 馬 杯 花

AAA

True, real .

都 合

カ

者 合 實

シ

ナフコールス
自 リプライ エヌシャル

回

Of cource. A reply, answer.

亞 地 元 沙阿 、 時 音

リク ウェスト アースク シグナリ 奉 チェリシ ェ ナスライキ 彼

か

Request, ask civilly.

您 瓜 時 特 又 日 了 時 亞威 」 請
合

Cherish a dislike .

描 吐 了 呪 時機

ク
ニ
チ
ェ

討
ゲット アル

狐
SATA - TV - KL

Require, to demand ..

您 呢 秘
花

瓜 了 日 都泥棒

子

Doubt, demur.

〜 特 又曰 念

か

問 疑

リビュー テー ショス
路 アズチナム ナス グレース

玉

A

Reputation .

触 元

体 臣

Dishonor, disgrace.

呢 順 拿 叉 日 呢時時名 面

リポーズ
安い

レスト ホールド ツー 植"
キ

ス

Rest, repose.
Hold to,

y

合

胞 胚 坡 時時日 住可焼 都
歇
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ウォッチュ
看

マサルチュ イメクゥッイリ
究

Watch ,

辞

Research , inquiry.

応
谷 利 辞 又 日 姻 瓜 元
合

ン
ギ
ス

守 察。

か

マールツェル ウメダル 奇 FKK コムプリメメッ 問
ド

Marvel or wonder. Send, compriments.

先 今 卑る文時好 威 列 日 転 拿

ク

怪

クリナッキリ 快" ンプ スクライア 釜

ナ
ナ
シ

+

Subscribe.Quickly.

隣

ク

的” 濕時加禮葉 題 ス

N忽

走"
エキシデメタリ スモックル

Accidentally.

厄 施典る。

Slouggle.

時暗崎 私

ソッポース 倫
搭

スウ 神 ー プ

Sweep.Suppose.

濕坡時

カ

若

カ
ル

時
裝

合 ”

メ

チッファ 蜃 ストップ チップ

Often .
ど

Stop up ..

時階 鴨切寬 大く 担

フリークウ 井 メトリ 常” メルスナーアル
翻

ラ

子

Frequently .
Turn over. か

父 冠 特 乙 頓 订花時台 轉

へ
ス

シ

エット ラースト
究

スロー HANA
が

ナ
ゲ
ス

Throw away.At last.
イ

テ

壓 拉時特 去。覚
施 了威
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好
チールウォース入

Long time .

郎 低

Always.

両院威時久 時せ

箇"セス セルドムー 稀*

Then , Seldom .

岬 時も 除 聡 鮮く

* ウェ
幾! 即

Wher.
キ

TXXX XAS

Instantly.

姻時丹る . 刻

チル
總 時

コ メスメストリ

Never.
Constantly.

干時丹乙

イ
カ
ワ
ラ
ズ

>

だ花
無 常

ノットエット
未

チールレザ

Not yet. >Already.

了呪呪} 部

因”
ビュース ヒヤルアフタル

後

レ

Because. Hereafter.

コ
ー
ナ
ー

味哥時 勝拉父町 本

* ウル ナルナチリ
0

Where. Ordinary.

河 乙城了 處 時

箇” 有
ソムタイムス

り

There. Sometimes .
フ

妮了 心 低 厭 時處
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メイシン
呪

Tithing.

的

ン
フ
ェ
ン
ク Here .

保 勝了 處

ビフォール
前”

プ レッチ ウェル 幾"

Before . Pretty well .

焼 列 。
味 科 面 啤的感 好

ビハイメ ・ 後 另*
ビサイツ

Besides .Behind,

味 係 ? 面
味 西 四時

外

チッペル
大上

エバウト

ヨ

About.Upper.

巴
面

亞缶特 約”

下り
カロー ホース

Below . Both .

フ
タ
ッ
チ
カ
ラ

味安
面

摩士

箇

オメサイ 理”
チールシゲザル

チ

ミ
ナ
ア
ッ
セ

せ

Inside.

畑西

Altogether .

挽 都 結面へ

アットサイ
外” 將

チールモースN

Almost.
か テ

Outside.

區西特 面 可 児 摩 時り 近く

相11
イーザル

抑
チアル

カ

Near.

名

Either , or.

妮了 或衣 他 日 河 了
近”
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RA

チップステール チッポート
'

イ

Upstairs.

押 時爹時

Opposite.

押坡西

ヤ

樓 面

ウォシ へ メッ 洗

テ
チ

燈 カ

り

Wash hands. ア

K * カイト KH - K TAL

The lamp has gone out..

呢 籃 時 岸 區特

ラ

キ

啡吐 煙時 娘

フ

手
「

探

プロシ シューズ
擦、 ペスト クウェリナー

上

Brush shoes .

ク
ッ
チ
コ
ス
メ

Best quality .

岸時 瓜る的拉 吐 蘇時
雜 等”

ァ イ ベキュール パールツ メ

失
敬

ゴ
メ
ン
ナ
サ
イ

中
ミッツル クウェリナ

I beg your pardon,

埃 天 了 巴 嶼

該 齡

是日

地 悟

Middle quality.

滅 傘 瓜 的
等”等

多 下
n11 サンキス イメ フザリチル クウォリチ

り

がMany thanks.

チ呢

Inferior quality.

畑花花珂 瓜 y
謝、 等

ドミロー チメツルステ XF

Allow me .

ナ
サ
イ

Understand .

晏拿時丹

サ
テ
ン
ス
ル

・
リ
カ
ル得

「
所

了と 味 我ィ 得池

7
シュヴ チッフ ザァルフォール

所

レ

Shove off.

フ
子

。
*

Therefore ..

梳乎 父 船 科 以

Wasteful.

威 時 夫 你

ウェー

d
aストフール

チャチコサヘルチ

香

覚的

tea .
Make

A

チーメーキ 他
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放
ホールド レット ゴー リストール シー ライフ 復

} 打

中

Hold let

切 列

go:

呀

Restore to life.

您時多 都 體父
手 生。

ア レッキ ファースト .
早” 性

1A1 子 1x 入

p

1

Breakfast.

气

#

Impatience.

赚 吧 臣 時嘛 花 時
急

チッフ : メ
小 ?

口 x 子 》 リタルメ サンキス
酬 ”

Tiffin or lunch . Return thanks. .

的 焚 或 日 治
他 顧 , 所 時

食 合 謝!

大 意
チンナル

A

トーカー

Idea .Dinner,

阵拿 埃妮
見”

yy *
晚: u 乎 憐

Snpper.

濕巴

Yap

Mercy or pety .

施 夏日 必 的 惯。

?饋NHK
變 ”

下 vxy1子 A

Famine. Transform ,

花米烟

A
A
A

蘭科 悟 化 。

NHmr
家力

リフォルム 悔了

十

Reform ,Family.

花麻不

コ
ロ
ナ
イ
レ
カ
ー

匹科
餐 合 怜 》

nxNi1 》 mx 隙? 情
7 日 14

A

Confusion , Freely.

干暨臣 愿”世; 父 不
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引

4 メッ ロデュース
太

セ
キ

ピース
半

Peace.Introduce, to,

烟多罗鳥時 卑時

見

アナイ *
ベッゲジ

行

ピ

カ

Deny » Baggage.

忌 治

ジ
ェ

映 認 李,PC2

コ メフェス
照 好

コルレジ 1
女Confess ,,

千 時

ゲ
ス
ル

Courage.

哥 治
ル 心 胆,

のサ

サ
カ

他 稱ウェー カールゴーANA カー K

Recognice.

下各尼時

Weigh cargo.

滑 加g得ス 貨

ク レッド
歡" 量

ミ シュール カール !
日

Glad,
Measure cargo .

ゴ

喜, 嗎 統 , 加 吗

貨

憂 括、シェリ プリン イットアル

Sorry.

花

シ
ン
バ
イ

・
ザ
ン
チ
ン悶

「
甚

Bring it here ..

冷 咽他 勝

「
モ
デ
コ
イ

モ

ヴェリ オージ 基
括

テーキ イット エゥェー テ
2

Very easy .

嘘乙 衣施

Take it away.

的 城的 ?

ス

易 去

籠 附
チール ツラチニール 半

Draw near ,All.

セ

免

近

親
尼安 眠了
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メーキ ファースト

カ
チ
チ 勤”

ジリセメト

ト

『 11

Make money fast.

隙 文呢 花時

Diligent & c.

呪元

ソ

財

ノット パイ レージ 怠 ゴ

、

必

Not bay.

級 米

Lazy &c.

死施

に

怖い

銀
チルチル フォル ポッシブル

做
P11

Order for money .

拿 科 文呢

Possible .

多
坡 晩

得"

會會”
ノート チフ ヘメド * アイズノス ハールテー 陰、

Note of hand .
か

Poisonous hearted .

ジ
ュ
リ

>> 平 隆 焙 臣 拿 時 , 吃 戲 毒

約" 棟
* KE チューズ

1
m

Bond. か

は
い

Choose, to ,

腕時單, ン

N

ウェージ
筋

スケール ス シレクト

>

と *
Weights & scales.

喊 時 照 時不時

Select

施動
碼,

憧^
スチール ャール ホ ウェット イズ ユーアル チーム 高

Steel yard.

時的他

What is your name.

滑 衣 時 天 了

ア
ナ
メ

ノ
チ
ナ
ム

” 姓

My name is

米 站 時

Masterモスタル

子
姓時 町

.

樣

***

ワ
タ
ク
シ
ナ
ー

マ
イ

チ
ー
ム

ン
ペ
ッ
チ
ャ
ウ

イ
ズ
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タッチン チップ イヌ プライス 起 ウェー シス
I!

Getting up
了

Wages.in price .

略丁 押 烟 玻發時了 押
兒 禮

合 價” 威遊時
錢

フォーリン イヌ プライス
跌子

P13 : 11
間 已

Leisure.Falling in price.

科玛 烟 鼓聲時
兒 體

價” 沙 吸”

工 x 工 并 x 于 71 入
平沙

ハロース ウェート 毛
中

了
立
R
4

立

An even price.

暖 衣分發時
兒禮 ,

Gross weight.

呀罗時 喊價子 重

プライス
高”

チット ウェート
淨

力 少

H

A high price.

亞 鼓聲時

Netto weight.

也子

價于 重:

ブライス
低

プロミス
應

天

H

A low price.

亞 睡覺 時
兒 被

Promise.

兒 受 呢 時
價

子

坡 賢 呢 承”

ェアュスト ズ 州 プライス
估

プレセスト プライス
時下

Adjust the price.

壁 啦 時 尼 敗 時

人

Present price.

兒

啤究先 玻黎時

立

價

式
。

價,

VIX 天井 771 入 臺 天 # 91 ル プライス 實
7

分Raise the price.

響 時 尼 敗 時
兒 兒 禮

The real price.

兒

尼 警晚 尽時

七
夕

子
找

》

價, 價

マーケト プライス
市

ノージー ブライス
不力

Market price.

嚼酷 ,敗時

two price

兒 禮

耀 , 密 鼓聲 時
兒禮

:價

No 價.

少
子

才
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ザャルス ボウリット イズ ズ 州 プライス
甚 言

地上地Theirs.

呢了氏

What is the price.

啦 尼衣 時 尼 敗 聲 時

甚
麼

價
一
納

于
x

》
于

二
水
力

,

晚

ピッド ヒム パスチヌ ビホール レヴ 州 テキスッ!

Bid him pass on before.

喊 謙 巴氏 安 味 科謙 巴

吩
咐
先
行

ア
ノ
ヒ
ト
チ
サ
キ
ニ
ャ
レ

to.Levy tax

它 戴 得 時

ヨ
ウ
キ
ン
チ
イ
ヒ
ッ
ケ
ン税

x1f9711a1xF 打
ソッポース

假

Make up your mind.

見 鴨 天 了 味 烟

打
實

意

リ
ー
ナ
サ
イ

ア
ナ
タ
ノ
チ
モ
ヒ
ミ
ツ

Suppose.

濕 波 時
如

Pyr 予 1 * フォール イット 合:唔:

使,

y
.

力
了

才

打
才

Don't take thought for it.

暖 的 摩 科 烟

+

HAP - x K

Agreement.

亞 呀 晚
兒 完

合

才

揽子 ,

アイシンキナフイット h = 1 子 ナフ ピース
和”

。

同
一
和
約
章
程

ワ
タ
ク
シ
ハ
ッ
レ
ナ
ナ
モ
フ

I think of it.

想
過

一
想

Treaty of peace.

地列的 啊交 卑時埃 听 订购 街

ET - SA - FXE

Call 10 mind.

-

類 字

111

哥你 都 咪烟

起。

來來,

ス ー プリース チァルス

Ours.As you please.

了氏 天 卑不時

隨
你

便

于
只

\
n

\
t
i
t
y

我
地
一

少
女
n
s
h
p

/區 了

ー ビ エキスペンシダ
你”

士

To be expensive.

使

用,

ユールス

yours.

都 味 益時邊施父
聊大 天 了
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ドーズ イット シュート 合い ウー ビハルテ r バイ ェ フォール

Does it suit ?

合
用

鳴

グ
レ
、
ニ
ア
フ
カ
ー 傷To be hurted by a fall.

都 味 财 跌 了 科

コ
ケ
テ
ケ

が
ス
ル

拿氏 ? 了

チブロン
日 重

H11 モール

ス

有 ,Oblong.

鴨郎

Any more .

亞屍 摩
F :

トライエメリル キープ ショップ

開

Triangle.

低被葛哥

ン
カ
ク
ナ
リ
ー

舗Keep a shop.

刻 了

ミ
セ

*
メ
ス

様 頭

様
」

機
「

言

チクテゴメ
か

ユー キーナ ズ 州 エッカ ナヌト八,

角,

上
數

Octagon .

惡 岸

ハ
ッ
カ
ク
ナ
ッ

Do you keep the account.

奴 天 叔 呢 厄 光

カ
ン
ジ
ャ
ッ
ス
ル
カ

様

イメ エキス プレシア ル チール ソールド 賣

ミ
ナ

Inexpressible.

畑溺時卑元施布

ハ
レ

ホ

All sold .

梳俄

資
完

略

ド

路

イメザフ 州 ニトタイム ウォヌ スリット

無
了

Indefinite time. One slit .

温 氏列

一
條

裂

ト
ッ
ノ
ワ
レ
メ

姻吧分尼 低原 期

ア

明 7
1 Fol ス トップ ヒム

ス

Come to morrow .

今 都 摩安

日 7

イ

Stop him .

氏搭 謙

ア
ノ
ヒ
ト
ナ
ト
メ
イ

欄
住

|
講

安

ゴーシーデ! ズ シン ィズセッレド

日Go to day.

ト
ハ
ン
ツ
マ
ツ
ダ

立 The thing is settled.

哥 都城

2

去 呪 衣 時 舌 列
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アイ ドント ノー ツナヌ ペールチフ シューズ

我
告
知

ワ
タ
ク
シ
ハ
シ
ラ

ク
ッ
ィ
ッ
ツI don't know. One pair ofof shoes .

温 啤 父 蘇 時埃 暖特搜

ドント が ウォヌ シャール トレー

You don't know .

ア
ナ
タ
ハ
シ
ラ
ス

One share trade ..

些 列天 暖特 授
期

ヒー ドース ノット ノー ウチメシメ チェーャル

カ
ゴ
ィ

He does not know .

希 拿 時 突 授

One sedan chair.
ア
ノ
ヒ
ト

ハ
シ
ラ
ス

知
|

住
昭

知
|

係
好

一
股

子
」

一
乗

幡
「

一
單

資

温 施 旗 橋

イズイット ケード チァル ノット ホール セール

好
Is it good or not ?

衣氏 個 晚 阿 突

ン
レ
ハ
イ
カ
サ
カ

Wholesale.

苛像 些他

ヒ
ト
コ
グ
チ
ウ
リ

・
テ

イプ イットソーチァル 係 零
ノット リーテール

Is it SO

ウ

not ?or Retail .

合下衣氏 阿 突

5

"

ズ イット ノット ウォヌ ピース ナフ クロース暗。

係Is it not SO.

一
足

布

正One piece of cloth .

温 卑時 阿久野士

ダ
ン
ド
イ
ッ
ビ
キイ

衣氏 畑 突

ホワット ツーユー Aかん チラ ! マイメド要

セWhat do you want ?

奴 天

Never mind:

妮 花 畑

喝
相

千

ヌ

ホワットアール ユーザーイン

ナ
ニ
ナ

仔で般

也 細What are you do'ng ?

テーキ ケール

'Teke care .

蛇 了 天 奴 驚 Die野力
的 既
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リスペクテーブル ゲット !

唔上唔
タイム有 :

體,

面

Get noRespectable.

您

合您時逼爹布

time.

酷 耀 低廉
開

1x 加入 只
親

ボウリット チクロック イズ イット 幾

點In person . What o'clock is it ?

烟 , 巴 臣
身

阿哥略 农氏 网 鐘)

カールアレ ハーツ下 XD

Prudence .

布 路 時

Garbled goods.

呀 嘛 列 時

掩

過,

貨

有
見
識

趕
個

去

プットツー フライト イット イズフセット フォール ナス
1

使

得It is fit for us.Put toto fight.

都 父禮

ワ
タ
ク
シ
ャ
モ
ニ
チ
ヤ

烟农時 弗 科 要氏 嗎

セット エポット 起, ト ツォント ツー 嗎?

做 ?Set about. It won't do .

舌 了 特
做

烟 換 奴
得了

#
Y

才子 工 x " ex ヘルプ
耐

不不

耐

無

奈?Now and then . Be helped .

味贈 暖 何 、

ドント メーキ ノイズ ti 八 子 工 又 又 子 x 口 以 *咪

叶 ,

嘈

唔

抒Don't make noise,

暖 見 耐時

Mischance, unlucky.

陈氏 赞 時又 日 暖 既 彩

唔

類 四

-XX 》 十

Insincere . 老

烟先沙 質。
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チップ ステールス メナメ ステールス シス カイヌァイズ ェプトッープ レーキ

Up stairs, down stairs.

鴨 時 爹 時 , 喚 時 多時

樓
上
樓
下

有

'
カ
イ
ノ
ウ
ヘ
ン
ダ
ー

携

This kind is apt to break .

呪 衣 時 鴨 都 功

ザャル イズ ェ マメ シー イズ トット ナット チァル イーヴメ
》

定すThere is

有

Is it odd , or,

人 | 衣 時 四 E 阿 衣 政時 , 壓 阿 噛

a man to evon ?

呪 衣時 了 發 都

ケ

チーゲルシー ゼム

管
リー トニー & バー K ホース KS

He believes in omens.
oversee them .

ト

阿花施 略

が
ア
ル之

希味る 父 時 ? 阿文 時
等

ウェート エモーメ × ト エメドアイ ケン ノット セーアサイデッリ

ト Can notWait a moment and I

院 亞摩 眼疾

say decidedly.

些 呪西元
婚

好

コ
ン
レ
イ
ハ
ン

シ
ャ
ス
イ
ー
ツ
レ
ハ
チ
グ
カ
ー
ロ
イ
カ

サ
チ
コ
ト
メ
ク

ア
ン
ト
ビ
ン
セ
イ

タ
シ
カ
ニ
イ
ワ
レ
ス

呢
樣

易
爛一
雙
定
單

呢一
個

信
兆
頭

一
唔

話
得

定
一

都
係

叫
解
一

但
認
得

你
一
越
多
越
好

一
扶

但
落

去

カ
ヨ
ウ
ナ
ワ
ナ

シ
ャ
ー

ミ
子

へ
ブ

ア
ン
ト

、
ア
ナ
タ
ブ

ア
ノ
ヒ
ト
ナ
ー
ロ
ン
チ
ャ
レ

ス

ウ州ル ナッ
トくある

will have it .

ザット イズ ズザエキスプレ 子 ー ショメ就

That is the explanation .

有 衣 時 呢 金時配欄足臣

ア

ズ院 斯父 ?

ハナ モッチュ ウォルシュ ホールド ヒー リコア ナイシス ユー
巨乳

How much will this hold .

イ
ロ
ウ
カ

コ
ー
ニ
ハ
ナ
ニ
ホ
ド

、

He recognises you .

」

希 各 死 些 時 天那些口 治 威 倪 妮 苛

ヒーフェール・ フォアル エ ラー = ジ ソム ズ * モ ル ズ 州 ベッタル 越

チ
ホ
イ

He failed for a large sum .

希 列 科亞拉治 心 ･

此
載
多
少
一
個

刮
多

銀
一
掛
起

吧
的

ナ
ダ
ナ
ン
バ
ー

ア
ー
ト

、
タ
イ
キ
ン

The more the better.

呢 摩 呢 他

ジスチップ 」 : ヘルプ ヒム ダナスくう

Hang. this up.

行 呢 時

コ
レ
ナ
カ
ッ
テ
ナ
ケ

Help him down.

哈 謙 當
な
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ザャル イズ ノー プレース ツーヘン イット チェ

on ,There is no place to hang it

妮 了 衣時運 罷 時 都 行

カ
ケ

で
コ
ロ
が
ナ
イ安

アイ ヘヴ フット エット が ステー

I have not yet countel.

埃 父 吸 瞳 光 味

へ
ナ
ン

ワ
タ
ク
シ
ハ
ダ
カ

y

アイ エム i ! イン H ボールド ズ 州 シップ

無
地
方

掛
我

未
數

過
我

去
落

船」
如
今
無
價

」
呢

的

I am going aboard the ship.
.

埃 恋 我 際 正味 院 勝

キ
カ
ケ
ァ
イ
ル

」

ワ
タ
ク
シ

、
フ
子

へ
ュ

エット シス タイム イット フェッ チュスノー プライス

At this time it fetches no
price.

チ
ガ
ナ
イ

タ
イ
ン
レ

、
子
ツ麼 呢 時 低壓 胸 , 晚 時购 唱 時 崔 龍灣時

ターズ アール ノット カッサイト インノフ

These are not quite enough .

急畑畑傘平院 時 亞 吸

類

K
.

字

五

イズ ナレッキフースト レア

Is breakfast ready.

呪呪

ア
サ
メ
シ
ハ
ア
タ
タ
カ

早
膳
預
使
否

衣 時 時

我今
ウォル

ガクア

リシナ

ナダ21 テーキ チッフメリジナス シーデー

usWill you take tiffin with to day ?

また 、 明日

スチー 食請
カヤニ

味 天 的
子 點你

ア 心典
的 噴 威士 了 時 都把



( 157 )

センキュー シャル # ジ モッチュ プ レ シャール

Thank you , sir, with much pleasure.,

叫 沙 威 時 也 治 啤 死 沙

ア
リ
ガ
タ
ッ

y
ン
シ
ー
ス

ナナマ

ザチッ 飲尊
プレー シット ダチヌ シャル エヌ ・ テーキ コップ サフ チーワ# ジ ナス

杯

Pray sit down, sir, and take a cup
of tea with us.

罷 元 舌 當 沙 晏 的 了 急 阿 乎 的 威 時 了 時 学

ツワ

過詩
アイ ウラル センキュー フォール

も 我

I will thank

HTT から サー

you
for a cup of tea .

母 科 了 急 阿 乎急 乎 的埃埃 威兜 町

く勝休

ホワット タイムッ ュー KTK

What time dotime do you dine..

控 低 瞬 奴 天 呢 ?

甚
中
意

多
謝
尊
駕

我
母
親

請
坐
下

「
請

你
俾
杯
茶

你
幾
時

用
午

我
平
素

四
點

我
唔
好

食
牛

倆
好

食
豬

月

鐘我
アイ ユージュェリ ダイメ エット フォール チェロク

at four o'clock .I usually dine

埃 要 索 了 元 荒 畑 区

ツ
ッ
キ
ー
シ
ー
ツ

|

ワ
タ
ク
シ

、
へ
イ
ゼ
イ
ゴ科阿 略隅

を肉我
アイ エム ノット フォン ・ チフ ピープ

amI not fond of beef.

埃 奄突 寛 阿父 味 ?

イ
シ
ャ

ワ
タ
ク
シ
ハ
リ
シ
ハ
キ
フ

嗎 備
ュー ライネ ボールク

Do you like pork.

天機忌 博

カ ア
ナ
タ
ハ
ブ
タ
ハ
チ
ス
キ

、 ナルス アール

at present.

感 配 臣

The 腹

# フ呢

了

fowls

時

ホ
カ
ヤ
セ
デ
ィ

ト
リ
ハ
ダ

イ
マ
コ
ト
ノ

are

ヴェリ

lean

very

エット

宜家

隔

起

瘦

プレセヌト
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I ィ ズ H ピルフェアル

He is a pilferer.

希 衣時 了與你花拉

ノ
モ
ン
ハ
ン
ヌ
ス
ト
シ

|
キ
モ
ノ
チ
キ
ヨ

プットチン ユー クローシス

Put on your clothes.

林 安 天了 暗 律 時

テーキ チッフ ユール シューズ

ク
ッ
チ
メ
ゲ
ー

了

Take off your shoes.

的 阿父 天了 蘇時

作
ヒー スウェール ザットヒー ジャレット

He swore that he did not kill him .

メイ

希 時陣 >職 希 聊 , 突 謙
イア

ツ
タ
ー

レ
チ
ク
ロ
サ
ナ
ン
メ
ト
イ

-
ナ
ン
ニ
モ
ナ
ラ
ン

ア
ノ
ヒ
ト

ハ
イ
ヨ
イ
ヨ

ア
ア
ノ
ヒ
ト
ヤ
ク
ソ
ク

ハ

他
係
三
菱
手

落
幅
備
蛇
衣

股
備

華
/

警
不
穀

脈
戦
警
無

蠅
?
一
張

戰
縮

張
銀

㎜
鋼
~
因
作

ヒスチース イズ ノット ウォールス エニシン

His oath is not worth anyting.

士希時 阿士 衣時 突

チア

銀
ヒー フォール ジャ : ビル

He forged a bill .

科 折 了 味 院

ナ
カ
イ
ダ

ア
ノ
ヒ
ト
ハ
ニ
セ
テ
が
ダ希

トナワ

我
アイ エムエフ レード ザット ズ 州 ビル リズ フュールジャ グセッ

係

amI aflaid that the bill is forged .

埃 奄 了 文 列 瞬 呢 味 兜 衣 時 科 折列 呢 衣 時

73

イか

カタ

レチア

、
ヒー ウィズ ホンリフォート フォール ジョ

He was hung

希 啡時空

for forgery.

科科 植 名

ア
ー
ビ
ト
ハ
ニ
セ
テ
ガ
タ1

する
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ザット ケレメ フォージド エレッタル ナフ コムメンテーション

チンコ

カか

イツフ

薦光

書棍That villain forged

> 脇 睦 折

a letter of commendation ,

了 列町 阿父 今免妮臣

カルリ ザット レッタル シー

Carry that letter to him .,

加元 吸 列的 都都 識

ニ
モ
テ
ュ
ケ

コ
ノ
フ
ラ
ナ
モ
ノ
ア
シ
ア
ー
コ
ノ
テ
ガ
ミ

チ
ア
ノ
ヒ
ト

|
ワ
タ
ク
シ

、
ア
ナ
タ
ニ
ハ

ナ
、
メ
ッ
ツ
ブ
ク
ン
デ
イ

-
ツ
ブ
ク
ス
パ
ワ
ケ
ガ
ナ
イ

ア
ナ
ダ

、
ワ
タ
ク
シ
ー
リ

ルナワ

アイ ェ ム ヴェリ エンハリ サジュ

I
am very angry with you ..

埃 爸 威 麟 威士 天

コーズ 1くある HASE かさか

You have no cause to be angry with me.

天父 那 哥 時 都 味 呀 威士 味

距
就

提
作

一
貼
個
封
信
與

我
十
分

怒
倆

倆
無
故

怒
我

但
論
了

官
認

但
說
告
狀
來

我
要
與
但
打

ヘズ ロスト ロー シュート

He has lost a law suit.

希 虾時 罗時 了

ア
ノ
ヒ
ト
ハ
ク
シ
ョ
タ

オク 購巨

メント

ドジン

El スレテンス シー トー ) HK HARK HAKKA

He threatens to bring an action against me.

希 士列蜘時 都 晏 厄、 了 座 時 味

トメ

フラ

デニ

官
アィ イメテメド ツーブリン

I intend

ローバー HAKKA B4

to bring a low suit against him ,

都 呪了ヌ噂 了 時 謙

ワ
タ
ク
シ

、
ヒ
ト

、

埃加

イメジョイ ケード

Do you enjoy

奴 天 知識

good health ?

呪 脇脱出

ュー

倆

好
爽快

ヘルス

アナタ

ハチ

タッ

シャゲ

ルナ

力な
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タワ

アイ エム イヌ エキセン x ト ヘルス

I am in excellent health .

埃 阳 益 施 連 倪 士

タ
ン
シ
ャ
デ
ア
ル

ワ
タ
ク
シ
ハ
コ
ト
ン
ホ
カ

我
賃

首
安

ブキリ

ゲス 就融
アイ エム 少 レッド ツーヒール ザット ユー アール ツェル

”
キハ

am 喜 平I glad to hear that you are well ..

埃 恋 唯研 唯 都勝 突都 慌 了 突 天 了 威

響無
マメ ウ神ル ビリーヴ ユーアル ナース

聽
爾
平
安

我
無
人

信
觸
發

お花

(.No man will believe your oath,

那 變 威 味 父 天 了 阿士

ク
、
ホ
ン
ト
チ
ャ
ハ
メ

タ
レ
モ
ア
ナ
タ
ノ
ャ
ク
ソ

い

ヘズ スウォールメ フォールス ナース

He has Sworn a false cath ,

ン
ク
チ
ン
グ

ア
ノ
ヒ
ト

ハ
タ
ッ
ク
ヤ
ク

但
發

了
誓希 暫時 時潤 了 利時 阿士

T
E
K

六

た

ドント アット エニ ロンアル

ト
メ
ナ
ク
ナ

Don't put any longer.

暖 不 呢 那 好

勿
再
遲

劑
喇

カリイ

him to carry it

先 談 都 加充

プット イット

has it in .

希 時 不 ビ 畑

ヒールズ

Sendセメド putHe ヒム

イメ

使

但

拍

但
去

但

曾

放
之

在

ー 此

ア
セ
ト

ニ
モ
テ
ユ
カ

セ
|
ア
ン
ト
ガ
イ
レ
ア
チ
ー

away .

了威

エウェー

叩

使



( 161 )

ムチキス ・ デー アフタル ツモロー

ア
サ
ッ
テ
コ
イ

Come next day after tomorrow .

今 時 妮亞付 町 都 拉

ンア

藥
ヘズ ピン テーキン フ シク

He has been taking physic.

希 虾 時 晚 的 京 啡 息

ナァ

何
ホリット アール 21 21イン ナチェアース

後
日

正
來
吸

曾
經

吃 了
解

今
全
日
為一
個

要
親
眼

體

ブタ

What are

ン
デ
ィ
タ
ー

ア
ー
ビ
ト
ハ
ク
ス
ッ
チ
ン

|
ア
ナ
タ

、
コ
ン
ニ
ャ
ナ
ニ
ー
ア
ナ
ダ
ハ
ッ
レ
チ
シ
ー
ン

you doing now avlays.

天 奴 胸亞ピ 時校 了

デア

住備
が ムスト シーイット クラシール チーズ アイズ

ownYou must see it with
your eyes.

天 時 施 畑 士 天 了 安埃時

ドント

サ
イ
ク
ス
ル
ナDon't hury nie.

暖 元 味

エキス ポールト パーツ

莫
催

我
裝
貨
出
口

報

シ
ナ
モ
ノ
ナ
ミ
ダ

ス

Export gonds.

险時 元 時

ー ギザ イヌテリジェネ ス

メ
ッ
チ
ス
ル

To give intelligence .

都 却 父 爹 時

信
|

閏

イメタルケレン ムース

ロ
ル
フ
ヅ
キ

Intercalarymoon.

烟 打 加拉 瓜
[m
月
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以 我
アイ タンノット リシーグ パッド モニ

錢唔

ハワ
1 can not receive bad money.

埃 好 元 施 乎 他 文 呢

呢喃
水 ウェット イズ ユーコムプレー X

What is
your

蛇 衣時 天了

complaint ?

今 躍

タワ

アイ ウウシ ー テーキ ェ リューク
桜 階 我

I wish toI take a walk .

埃 吐 都 的 了

カ
カ

ア
ナ
タ
ハ
リ
イ
サ
ゴ
ン

・
ワ
タ
ク
シ
ハ
ア
ル
イ
テ
ミ

|
ア
ナ
ダ
ノ
ミ
セ
ハ
ミ
ア
メ

イット イズ ハード シー ファイッド ユール ショップ
- 頭難

It is hard to final your shop.

天了回 衣 時 吃 都 輝畑

カワ

アイフ !ルイット ウ 井ルナット ビ

我
唔

接
唔
好
一
個

有
也

野
病

我
要

行
一
行

一
難
尋

個
舖

我
怕
唔
得

便
但

做
野

職
我

曾
寄
去

!
我

要
辨
硝
烟

コンヴェニー ント
2 階 我
カク

I fear it will not be convenient.
.

叩 城 突 味 千

ワ
タ
ク
シ
ハ
ソ
レ
チ
ム
ツ埃 琲

ニア

事作
ホウェット イズ ヒズ ナッコペー ショメ

What is hisis his occupation.

蛇 衣 時 希 時 惡 嬌呼 臣

ア
ノ
ヒ
ト

ノ
シ
ゴ
ト
ハ
ナ

チルダ レッド ヴァヌッ! ジャパントー くある

I have ordered

本我

取

one 一寄to Japan.

溫 都 描 本
個

埃 乎 阿 列

ゴワ

事我
アイ ウルテーキ ケ !ル引フ カート ピジニス

I will take care of your business

埃 的 嗡 阿 乎 天 了 表 先 妮 時



( 163 )

モ子

カホ 論俾
ギグモッチュ チァルリトル イット メーキス ノー デッフェレメス

or no difference ,Give much little, it makes

叔 呼 セ 治 阿 列 都 吧叩 時現時 那 呢 花 時

モ
カ
ハ
メ

チ
ホ
ク
ア
モ
ス
ク
ナ
タ
デ
ー
ワ
タ
ク
シ
ハ
ア
ノ
ヒ
ト

來 我
アイ ツ #ルピ セキュー J チ フォール ヒス リタルメ

I will be security for his return .

焼

埃 喊 吧 味 施 母 己 的 科希時 噸

ハア

馬爾
アールユー ヤHBAHRAL #みく

Are you acquaintel with him ?

亞 天 厄 呢 贼 威士 謙

ロ
ヤ
ス
ィ
カ

ア
ナ
タ
ハ
ア
ノ
ヒ
ト

・
コ

俾
多
少
都
不

一
我

要
保

恒
番

爾
同

但
相
與

我
帶

個
認
識

為
也

野
倆

瞞
唔

論
也

野
病

17 我
アイ ウィル イ メッロデュース ハー ヒム

I will introduce you to him .

埃 喊 你 隋罗烏 時 天 都 謙

ナ

タナ

我為
コメシール イット フロムRDTA- ガー

Why do you conceal it from

奴 天 千 施 焼 叩 父

me.

タ
ク
シ
コ
カ
ク
ス
カ

ナ
セ
ア
ナ
タ
ハ
ッ
レ
チ
ッ味

ウビ

症

ノーマッタ ホワット ズ シース メー

No matter what the disease may by.

躍 蛇 呢 呢 施 時 嗎 味

ク
ト
カ
ー
ワ
メ

ヒ
ヤ
サ
キ
ハ
ナ
ン
ア
ア
ロ

頭
ジャッパン ウール

has kept Japan

希 暫時 政 植

ware shop .

聴了 陽

イズ シス

thick is this wall

時 呢 時 為

HowHe 您

ヘズケプト

ハチ

衣

コ
ン
チ
ョ
ヘ
イ

ノ
ア
ッ

シ
ッ
ク

班

(
ナ
ン
ホ
ー
ア
ル
カ
ー

.

ショップ

子

ウォール

開

漆器

舖

呢

幅

牆

幾

厚

妮妮

ア
ノ
ヒ
ト
ハ
メ
リ
モ
ノ
ミ

伍
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リア

エニシン バット シス

子 嗎 備

Do you know anything about this.

奴 天 師恩呢 了 特 時

リ
テ
イ
カ

ア
ナ
タ
ハ
コ
ノ
コ
ト
チ
ン

イーア

ヒスインコム ズッーハ × ツ レッド ダブルス エモンス|

百百

銀毎

入 月His income is towhundred dollars amonth .

希 時 归 今 衣 時 都 眼 呢 列 握 拉 時 了 們士畑今 時 士

トカリ

ナリタ 出 発

アイ エム ジーフッ x : ストフ Hxr ヒー イズ ー ファイ メド ウォル クメンバド t

I am to find stuffe he is to find workinen.17 人材

埃 都 輝 15 乎 曼希 衣 時 都 擁 阳 时城 免

ヤヒン

ウトナ

ヒメ

ルシア

ューゲット ツナヌ ライキ ザット トサル

コナチリ替

か 、 何

回
me oneCan you get like that ?

好 天 酷 咪 溫 職

デンコ

カラフ

クリ

レノ

yy

船有

倆
知

呢
件
事

但
每
月

有
二

我
出
材
料

拒
替

我
尋

得
但

有
二
十

隻
貨

三
隻

黎
泊

在
船

被
大
風
行

チウンテ セール ナフ マル チェスト メン

Twenty
sail of merchantmen .

都 溫 的 些 院 阿父 野 文

シ
ャ
ー
メ
イ
セ
ン
ニ
シ

フ

ココカ

此三
スリー ストー シップス ヘヴ エメレル ヒール

イロ

カセ

リンThree store- ships have anchored here.

士 時 多 即時 鄭父 評 列 防
焼

合

去船
ズザ シップ ウィズ ロスト イヌ ゲール チフ ウ 州 ヌド

The ship was lost in a gale of wind .

呢 , 準時 罗 時 烟 了 呀 阿父母

フ
子

が
カ
ホ
カ
セ
デ
ム
ッ

セルエットー

sell at two price

焼 死

暖 些 吧 壓 都破产 時

ドント .Dont プライス

力
ケチナイ

メー

不

二個
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マイ プライス イズ サルテーヌ

My price is certain .

方

時 衣時 沙､

サ
チ
ィ
ナ
ー

ワ
タ
ク
シ
ノ
子
メ
ン
ハ
セ

ダ
レ
モ
ミ
ナ
ロ
イ
ロ

5 人
ナール ピープル セーソー

All people say so.

阿院 卑布院 些 梳

價
錢

係
實
驗
人
々
都
係
話
或
者
係
真
脫

パルヘアス イット イズ ルー

Perhaps it is true.

巴哈時 衣 時 渡 路
合

配好
イフ ハード アイ ウィル バイ オフ パッド アイ ウォント

won't.If good I will buy, if bad I

衣父 耽 埃 衣 父 セ 埃

レ
ス

ナ
ラ
イ
ラ
ス

オ
ホ
カ
タ
ホ
ン
ト
カ
モ
シ

|
マ
イ
ナ
ラ
カ
ナ
フ
リ
ル

イ
「
コ
レ
ハ
ワ
ル
イ
シ
ナ
プ
ス

旺

好
則

買
不
好

呢
的

係
好

貨

ナ
イ

了 呢
ジース アール ノット パッド バー カーゴ

These are not bad goods ( cargo ).

突 也 琥時又日 加 喉呢時 了

類 学 七

ハウス

備

house

時 天 了 口 時 ,

ウルゴー イヌ エ

a month .

希 威 了 初 出

衣 will

Heィズユール

ヒー

Is

in

goyour

モンス

ドーメ

就去

「
偏

屋
建好

一
一個月

後
個

アセト

「

ヒトツキン

done

ア
カ
シ
ュ
ク
デ
ア

カ

ア
ナ
タ
ノ
イ
エ

ハ
デ
ル
タ暖

未
呪

呪

未
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ジージス フォルスト アフターウッールツ チザル
做 先

彼版

the other.Do this first, afterwards

奴 呢時 花時 了乎打開時

コ
レ
ナ
サ
キ
ュ
ン
テ
ッ
チ呪 了拉

ケア

ヘズ ジュスト フハュヌ アウト ホワット イット ミーンス さ 比

意

what it means.He has just found out

希 虾時時 喚 區 地

ア
ノ
ヒ
ト

が
イ
ン
ワ

拉 叩 免時

アア

ドース ユール ウォッチュ キープ ハード タイム
我 準簡

Does your watch keep good time.

拿時 天了 花治 故 死 低廉

ア
ナ
メ
ン
ト
ケ
イ
ハ
ヨ
ク

デナ

H リーヴ・ ザャル スチル

住

重

Do you live there still ?

奴 天父 尼 時 的 阻

ン
ア
イ
ル
カ

ア
ナ
タ
ハ
マ
メ
ン
コ
ニ
ス

|
ヤ
ッ
ニ
テ
ィ
リ
ン

先
做

此
然
後

共
方

總
尋

出一
個

時
辰

表
個

重
腺
何
處

八
點
鍾

過
了
一

欠一
刻

正
到
宜
家

唱
我

地
但

係
難
相
與

八
】

+ ッ ト イズ ェ クゥァタル パースト エイト

一八

刻 點

It is a quarter past eight,

叩 衣 時 了 骨町 巴時 度

ナモ

【
イット ウォメッ エ カウンタル ナフ HT

It wants a quarter of eight.

阿吧 , 時 了 骨 的 父 陵

ナ
ル

モ
コ
ブ
プ
リ
ン
ア
ャ
ッ

シ

カタ

イズイット タイム フォール ナス ツー

去宜

否家

USIs it time for to go ?

衣 時 g 低廉 科 了 時 都 院

ク
タ
ク
シ

モ
ノ
ラ
ル

ト
|
ア
セ
ト
ハ
ッ
チ
ャ
イ
ニ

ク
イ
ヒ
ト
シ
ャ

クア

el ズ ハールド マメ ー サール ウォジ
人

aHe is hard man to deal with .

希 衣 時 乙希 衣 時 了 乞 經 都 呢伦威士替 都
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備
i - PK- A4 A

You must not do 0 .

ア
ナ
タ
ハ
ン
ワ
シ
テ
ハ
ナ天 符 突 奴 梳

得 等 今
e スト ステーェット イン ツーデー

I !

atYou must stay in today .

天 時時 , 如 尼

于
x

(
t

》
二

才
三
七

力

力 ” 由 唔或
パーヘアス イット イズ ソードヘアス イット 1,9卜

Perhaps

巴哈哈

it is fo , perhaps it is not.

旧衣時 梳 巴哈 時 阳 衣 時 突

デデ

PP

可
メーゴー アウト ウィメス エ サーキ

He may out
0

ノ
ニ
イ
チ
ア
ラ
レ
ル

P
1
E
-

(
E
L
Y
D

Once week .1

房 馬 時 區 特 温 時 了 啦

唔
係

備
必
唔
好

叫
今
日

倆
在

店
或

共
叶
或
者
一
個
一
個

禮
拜
一
一
年

添
我

就

返
略アイセル 工 1P1 。

aI shall come in year .

埃沙 令 阳 了 爹

シ
ブ
カ
ラ
コ
ン
サ

ワ
タ
ク
シ
ハ
モ
イ
ナ
チ
ン

儒

理 内

子
y

寺
少

力

甲 : ( bt - x

If you do not like to sell have done then .

衣 乎 天 暖 奶 测距 都 些 父 暖 , 聆

灯 父 天 奴 磨

How

ア
ナ
ル
ハ
コ

・
ニ
ナ
ニ
シ

*
ハ
チ
ル
ー
ム

烯

What口艺 工have you been doing here ?i

n

在

21

事S )

ノットライキッ 衛

我们
ウェットヘヴ 11 ex911 )

?

习奴 天 今 咪 統 列

came you to be late :

!

ウーゴ

トガイ

ナラヤ

十

r
e

!

一
個

树
何
如
此

若
唔
肯

賣
就一
個

在
此

已
行

者

略唔

十
二
:
(

尹
才
女

(
n
)

三
中

二

備
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桶倒
h1u ソム ウォータル イメー ジュー ッ プ

intoPour some water

断 了 心 嘩 时

this tub .

押

合

ニ
イ
レ
ア
ク
レ
イ

ミ
ッ
チ

ス
コ
ン
ゴ

ノ
チ
タ妇 呢 時 打

印彼生 》

水 ウォル ウィズ ザット アック プリメテド

Where was that book printed ?

呼 跌

コ
ノ
シ
ロ
モ
ッ
ハ
コ
ア喊 , 唾 時

力

貨
ヘズ ｶット エ 二 11 ハウス ! レット

呼有
He has got a new house to let.

希 虾 時 远 了 鳥 口 時 , 都 列虾 远

{

xxv4 セー " アィ マイト ゴー

可 装

去先

Mr.
* * *

said I might go.

舌 埃埃米田旧時 打

イ が

トリ

18

少

桶
咏

倒
些

水
入

此
彼

書
在

邊
處

但
有
新
屋

出
料
先
生

話
我

個
想

我
幫
助一
個

际
边

處
打
介
紹

我
可

拍
個

要
請

個
幾

シェル アイ ヘルプ 11

陶陶

摩根

hall II help you ?

沙 您 埃 诉 你嘴碗 天

テ
ッ
メ
ッ

ブ
ア
ゲ
コ
ウ
ナ

|
ア
ナ
ダ
ハ
ダ
レ
ノ
シ
ゴ
ト

斗 ”

¥ 工 爾
1 フー' ズ エムプロイ アル ユー 岁

吃 你

In whose employ are you ??

因 晚 時 喊 罷 來 了 天鳳

版

X1 T1 (97) x71x y * 1
德 何

性 想

Sir ?May I have a plantain

胖 埃 断 欠 了 罷 蘭頓

ツァ

耐爾
八 子 ロン ジーユー 工 AT 口 ! LA

要

How long do you employ him ?

邮 奴 天 喊 罷 味 謙

ッ
ド
デ
ッ
カ
フ
カ

ア
ナ
タ

ハ
ァ
ノ
ヒ
ト
ナ
イ

他

發
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來」
ステーヒル チル アイコム Y *

Stay here till I come back .

時 爹 烯 的 埃 今 跨

コ
ニ
ャ
ッ
プ
フ
レ

B ア

我們
ホワュヌ アール

ラノ 心

14

When yo'l are ready, led me know ?

阪 天 了 吹 列 米 那

デメ

レゼ

イデ

本

工
アイ ウォーク イヌ ズ 州 シップス ヴェリ セルツム

I work in the ships very seldom .

0 時 威 る 些 捻埃 蔵

像 作
ス モッチュ エス リー AIKA

Give him as much

ト
ス
ル
コ
ト
ハ
ス
ク
ナ
イ

ワ
タ
ク
シ
ー
フ
チ
ゲ
ッ
タ
ー
ア
ン
ピト
ル
ホ

ド
ヤ

|
コ
レ
ハ
ミ
ナ
フ
ル
モ
ー

as he wants .

父 謙 了 時 也 治 了 時 希 灣 時

こ 貨院

階 的

企
處

等
我

返
個
整
齊

就
話

甚
少

聯
船

做
但

要
叫

多
就

死
的

都
係

舊
個

重
有

新
貨
唱
唱
宜
家

寶「
等

吓
喇

我
就

無
呢

ンス イブ ナール ナール カー: ゴ ホーム

This is all old
cargo (gouls).

時 衣 時 可 奥 焼 加 我 父死 隊

ナメ 無悔
くふ ガー スチル ゴット エニ ニューゲ!

Have you still got any new goods ?

平 天時的 地 鳥 時

アイ ヘヴ ノット ネット ジョス ・ ナナ

I have not got just now .

埃 父 映 筑 時殿

シ
ナ
ガ
ア
ル
カ

ダ
ホ
カ
ニ
ア
タ
ラ
シ
イ

|
ア
ョ
p
r

ダ
ャ
イ
チ
イ

チ
ョ
ト

ド
デ
ス
ク
ニ
ア
ル

等
ウェート モーメット エヌ アイ ツ州ル スーズ

有 等

略 )
ヘッ

Wait a monOC & I will soon have them .

埃 孫 父龍 亞 次
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11七七Aくか

How do you sell them ?

奴 天 些 吃

ド
ワ
ン
プ
ッ
レ
ナ
ツ
ル
カ

力

七 eA " 1 入 并 un 心
晚

嗎 你

Do you sell them by the picul ?

奴 天 些 吧 啦 米 呢 逼哥伦
質

包背

呢幾
ハナ 毛少于191 11 *** H ' ~

How much do you want a bale ?

ヒ
ト
ツ

・
ミ
ナ
ニ
ホ
ッ
カ

也治 奴天坛 亞 伴 他

アイ ウィメト ツー テールスエ x ド フーサ メーシス

錢我

銀要

I want two taels and five maces .

埃 坛 都 町 亞 時 輝 乎 喝些 時

法
呢

尊
駕

點
樣

賣
個

係
論

担
寶
寶
幾
多

銀
二

我
要

二
兩

五一
個

肯
减
少

的
的

多
我
都
唔

重
有

貨
過

习 y

唔備
ウォント ! テーキ レス フィル イット

呢肖

Won't you take less for it :

听 天 的天 的 時 科 阳時 科

レ
ナ

へ
メ
ッ
ト

、
デ
ュ
ー

へ
ス
コ
ト
ハ
デ
キ
メ

アイ ワード レス フォール イット

公 感的减

略 多

I would not take less for it .

埃 暗 的 時 科 归

少 199A山 乎 x 力

呢重

的
《 公

Have you any goods better than these ?

虾 乎 天 亞 呢 陆 時 也實體 化 時

better than those

也 能

挪No yyxu 找

二

廿x1

.

ナコ

1

ガ
ル
カ
リ
モ
コ
イ
シ
ナ
ガ
|

カ
ル
ョ
リ
モ
ヨ
イ
シ
ナ
ハ

1
7

力

有
斗

正

無
呼

過
但

的
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才 1m 六 # t1A

All the same.

ナ
ナ
ナ
シ
ュ
ト
ー

一
樣

階

呢 鸭

斗

アイ ラル メーキ
# 過 我

開

立式H - NAL HK - KANK

I will make you out invoice .

埃威你 見 天 區特曼天 區特惠時

an

七岁

II ウォルギヶ 12HS トー

You will give me a receipt .

天威 叔父 味 了 涉 特
晚

合

條備

收必

卑給

C

ギワ

現一
アイセルセム フォール レ

錢總

I sell them for ready mony.

ギ
ン
デ
マ
ロ
ウ

ワ
ダ
フ
シ
ハ
コ
レ
チ
ゲ
ン埃 些 惊险 科 元 呢 文 呢

ドント ウェー スト H ビット チフィット

x
t
y
p

《
天
才

子 好的

四 叶

Don't waste & bit of it . .

我
開

條
貨
單
一
個

必
給

我
二

一
總

我
要
賣

的
咁
多
都
唔

照
備
自
己

使
觸
点

想
得

威 時 了 减 父 归

ロソ

フセキスイ A1 シュート ユー セルフ セナ

做照

佛

Fix it to suit yourself.

雪天 了 些 你父

ン
レ
チ
ア
ナ
タ
ニ
ア
フ
ロ挑 時 阳 都

ストレーメン ザット ユー 入一

免 樣儒

¥¥ 呢 点呢

Strange that you could think so !

爹 連 辞 天呀 听 統

コ
レ
ハ
チ

ド
ロ
ク
ア
ナ
タ

4 ”

出 十

力

息也

影 人
下 分 ^ 下 > : 11 入 一

Who puts out money to lend ?

雖 林 時 區 特 文 呢 都

了 l

タレガ

カチチ

カスカ

都 LXP

連

四
八

有
銀

出
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1

ハチ キッチュ チ ! ト アイ シーん 1 フィール イット
要價 我

ぶる 呪要
子

it ?How much ought I to
pay

for

口 辞 歴 埃 都 卑都 卑 科 回

プリ

此
メーアイ テーキ ジス シャル

否態

May I take this, Sir ?I

岸 埃 的 的 時

ワ
タ
ク
シ
ハ
コ
レ
チ
ト
ッ

可

買備
くか モッチュ デッド ユー やヴ フュール ジ

使

How much dill you give for this ?

セ 治 は 天平 科 呪 時

コ
レ
ナ
ナ
ニ
ホ
ン
デ
カ
ノ

ナァ

ンナ 昏備
ホツワイ デッド ノット コム ビフォール 丸 太

來

Why did not you come before ??

天 今 科

ア
ナ
ダ
ハ
ナ
ゼ
サ
キ

ニ
コ

ジア

院

人係

我
要

還
幾
多
尊
駕

我
可
取

備
使
幾
多

錢
個

先
時
為
何

但
係
唔
知

羞
除一
個

一
總一

晚
管

店
拍

的
管

店
去

了
担

リー TK HA TSキール XL AND

He is an impudent fellow .

希 衣 時 及 映拉

ア
ー
ビ
ト
ハ
ハ
シ
シ
ラ
ズ

ぎゃ

レビ

全除
テーキ ナール アット ウィズ

Take all but one .

ヒ
ト
ツ
ノ
コ
シ
ア
ミ
ナ
ト的 河悦 也

スコ

炭険
テル ブラ クーリ ブリン ショム コール サカ

來管

Tell the cooly 10 bring some coal.

爹 呢 姑 都 麻 冷姿児 姑元 都 麻冷 心子

ス
ミ
テ
ト
リ
ヨ
セ
イ

コ
ッ
カ
ー

ニ
イ
ロ
ッ
ケ

デ

水管
ブ # ク ! リ ヘブ ! w ッ ! カールリ ウォータル

water.The cooly has gone to carry

院 姑 下 時 都 加 元

コ
ヅ
カ
イ

ハ
ミ
ッ
ク
ミ
ニ峰 町
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ホ ウェット デーチフ プ 井 モ ×スィブ イット
H 今

子

ケ
リ
ハ
ナ
ン
ニ
チ
カ

What day of the month is

拉 尼柯父 呢 洲 士 衣 時

it ?

野

ホワット デー チフ ブ 井 ワーキ イズ イット
幾今

既

week is it ?What day of the

尼 父 院 域 衣 時 回

先帶
カールリ ジス 1 ・ メスタル

to Mr.Carry this note

加る 屍 時

サ
ン
ニ
モ
ブ
ユ
タ
ー

コ
ノ
テ
ガ
ミ
ナ
ー

、

都 河 町

ホウェイ ヘヴュー レット メー : プロフ 丼ト
發 島

呢

Why have you not made profit ?

天 級 城 佛

ン
カ

ナ
ゼ
ア
ナ
タ
ハ
モ
ウ
ケ
ナ

今
1

係
也

坪
个

是
禮
拜
一
帶

此
信

至
「

為
它

野
無

財一
帶

但
出
行

發
倆

曉
講
英
國

我
唔

曉
講

英
我

曉
講
得

些

財帶
テーキ ヒム ジーズ』 フェクトリ ッ ! ゲット リチュ

Take him to tle factory to get rich .

的 謙 都 呢 挑 多 都 心 列 治排 花

ニ
モ
ナ
ニ
ュ
ケ

ア
ノ
ヒ
ト
ブ
ッ

レ
テ
ミ
セ

話懒
# 子 入 ガー スピーキ エンハリス

Can you speak English ?

好 天時逼 英 花 吐

ト
メ
ガ
デ
キ
ル
カ
ー

ア
ナ
タ
ニ
ハ
イ
ド

ス
コ

コリ

アイ キャン・ スピーキング リス
國我

話

I can't speak

時 區

English.

英 吐

コ
ト
バ

、
デ
キ
メ

ワ
タ
ク
ン
ニ

ハ
イ
ギ
リ
ス

メイ

埃 好

アイ チンゲルステメ イット ヴェリ ヒュー

デル

キク

少我

唱 曉

I very few .understand i :

感 全 時 丹 回 威応

ワ
タ
ク
シ
ー
ハ
イ
ク
ス
ゴ埃

非 天
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没 字
ホワットイズ ブ 井 サイー メ チフ ユール ショップ 女

號

What is the sign

找 衣 呢 西

ア
ナ
タ
ノ

ミセン
カ
ン
パ

舖
of Your shop ?

切 众 天 了 8

力 」

ボウェットツー h 一 コール ジス
也備

呢母

What do you call this ?

龙 怒 天 哥 呢 時強

コ
レ

、
ナ
ン
ト
イ
ン
モ
ー

我倆
ハチモッチュ ウラル ユー * 少

How much will you give me ?

口 七 治 威 天父 米

尹
十

只
八
y
x
n
y

1

倆
號
舖
頭

也
倆

叫
此

樣
係

倆
典
多
少

過
一
唔
做
得
不

殼
倆

亦
要

多
添

力 』

11

イット ウォント ツー ノット インフ プライム コスト

本唔

全 值做

It won't do not enough prime cost.

暱 灣 地 奴 嫩 衣 拿 父 罷 禮 厭 哥 時

1
.
八
七

卜
子
二
十

Y

*

¥ 的 俯
ムストナー ルソードエ リットル

喇亦

You must also add a little.

天 抗壓 亞 列 都 仰

ア
ナ
ダ
モ
ス
シ
ン
へ
子

類 長

们

ジョストライキ ズ #

This is just like the other.

呢 時 衣 時 持 時 融 距 呢

我

哈 蜜

打 虾 父 呢

should rather have the other.

埃博

ジスィズ 了

拉シュード{ レザル

测距

:

チザル

略了

サザヘッズ

昭

简

同

阿

齒
」

我

寧願

愛

阿

樣

・
ディム

コレ

、

チョッドアレ

=|

リダ

クシ

ハナエ

ナメア

呀

同

呢

唱
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22 藥呢

嗎 脚
TK AK NX ロート

Is this gun loaded ?

衣 時妮 時限 律 >

リ
サ
コ

デ
ア
ル

カ
ー

コ
ー
テ
ッ
ポ
ウ
ニ
ク
ス

|
コ
ノ
カ
チ
デ
ハ
ッ
リ
ヤ
リ

ジス ドーズ ハット パスヒル

既 呢

銀處
P11

This money does not pass here.

呢 時 文 呢 拿 時 突 巴 時 嘴

ナゴ

タレ 樣儒
ュー ハチ イット ウォズ

ド呪記

Do you remember how it was ?

奴 天照天 免开口 阿華 時

ボウ

ヘア

サッ

イス

ルカ

カン

朝 !

ボウ # ナュ ナフ ジース イブス 井 ペスト ツー ハー

好括

ピ 辺

Which of these is the best to take ?

喊 阶 父 呢睡衣 時 呢 嗎 時 都 的

ペ
チ
ュ
ナ
ト
ー
ホ
ウ
ガ
ン

主

呢
喃

館
入

啞
呢

處
唔
使

叫
倆
記
得

個
點

拍
边

一
简

的
一

晤
論

边
简

個
我

喊
先

時
有

剩
番

呢
的

到
讓

得
一

窗
過

拓磨
マッスルホゥ 州 チュ テーキ

No matter which you take.

感じ 」 天 的

チ
ュ
ア
モ
ー
リ
ス

ジスィズズ # ツメツー ヘッド ビフォー アハ

ピ 我

倒 的

This is the one we had before .

味科腕 時 衣 時 呢 溫

モ
ニ
ア
ン
タ
モ
ー
シ
ャ

コ
レ
ハ

ヘ
ッ
ダ
ク
シ
ド
ー
コ
レ

ナ
ア
ス
レ
デ
ト
ッ
プ

サコ

ケレ

セーヴ ジス フォール AP ロー

天刺

出 番

Save this for tomorrow .

些 父 時 科 都府位

トトア

我護
+ ) スペル かかる

me one ?
ルック

カッ なCan you spare

好 天時 味碑
コ
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公爾
ユー ペランシス アール ナヌシュスト

チナ

キタ

道

areYour balances
unjust.

天 了 些 時 了 晏 街 時 特

ア
ナ
タ
ノ
ナ
ン
ピ
ン
ハ
セ

病
水ワット イズ ズラ マッタル サッシ

What is the matter with him ?

ア
ノ
ヒ
ト
ハ
ウ
ア
ル
カ找 衣 時 呢 也 断 威士 謙

覧力

サア

熱
YKKE ハリート AXE HEA

He has the fever and
ague.

希下 時 に 花 晏 了婚
1

笑
アィ セ ! ド ソー チェリ fx ジェスト

SOI said only in jest .

埃 舌 統 安瓦 遮 時 特

サ
ム
ケ
モ
ア
リ

レ
ニ
ン
ツ
ィ
フ
タ
ー

ア
ー
ビ
ト

、
チ
ッ
モ
ア

!
-
リ
ダ
ク
シ
ハ
バ

ダ
ハ
ム
ー
ナ

エ
ン

レ
ハ
ン

カ
イ

カナ

爾
號

厘
毀唔
係

點
樣

恥
但

孫
發

冷
發

我
叫

講
係

講
也

野
事

幹
叫

但
今
日

要
被

解
亞

幾
耐

我
病

亞
好
多

人
審

貴
ハナ イズ イット ザット ゼー アール ソー アール

SOHow is it that they are dear ?

口 宏 時 叩 喚起 了 続 了妮
1

ガン

ヒス トライル テークスプレー ス ツー

His trail take place to day.

「 勝 時17了 的 時 4 時 都 吧合

ガ
サ
レ
ル

ア
ン
ビ
ハ
ン
ニ
ナ
サ

オナ

くか ガー نبو シッキロン くみ

Ilow long have you been sick ?

父 天 息

ツ
キ
デ
ア
ブ
ッ
カ

ア
ナ
グ
ハ
イ
ル
ー
ナ
ビ

ヤ

2 日 我

ピン シネ ファール エ ヒュー デースト で くみ

I have been sick for a few days.

科 了 聊天 日 時
アカ

埃 父 免 息
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スイ

ズリ ドクタル ヘズ ギーヴ × ・ ミ ! カート タヤ

敢醫

落生

楽勝me over .The doctor has given

ピ 鐸町 下 時 叔墳 味 河花

イ
シ
ャ
ガ
ワ
タ
ク
シ
テ
ミ

|
ア
ン
ド
ハ
ヨ
ク
ナ
ル

イ
ト
イ
フ
ダ

醫
得セ ! : ザット El ノット キュール

Ile said that he could rot cure ,

舌 败 陆 突 媽 了

有
サービュム ドーズ ノット セル ヴェリ ウェル ナナ

well now .Opium does not sel
very

阿 花卑 态 拿 時 突 些 你 威威仰 劉

チョ

ノットメギス
の 好堂

アー サマー xE

市

al'eNutmegs

魔 時

TX A コート

in great demand .

7 時列 妮

ア
ヘ
ッ
ハ
タ
イ
r
i

?
|

ニ
フ
ッ
ク
ハ
ン
ゾ
ミ
ブ
ガ
ー
コ
レ

、
ド
ン
ク
ラ
ビ
ノ
子

了

醫
生

睇
我

唔
但

話
但

唔
能一
鴉
片
唔
係

甚
豈

認
个
十
分

一
汝

想
值
得

幾
我

唔
出

得叫
好

叫
個

出
得

若
奸

呢
一

想

多
モッチュ ジーユー シンキ イット イズ ウォルズ

ピ想
くか

How much do you think it is worth ?

セ辞奴 天 吹証 ・叩衣時 尚士
七

やり

アイ タント ギザ ソー モッチュ

多 我

略

I can't give so much .

族 妊 特 叔父 也 辞

ワ
タ
ク
シ
ハ
ッ
レ
ホ
ド
ダ

スサ

カー 幾好好
ウェル ダメ ハチ モッチュ ツ # ル ユー キッ

Well then, how much will you give ?

威 腕 口 セ 辞 威 天 刺父

サ
ス

ゥ
ナ
ブ
レ
ホ
ー
ダ

ピカード ホール バイ ゼム
妊

ク
レ
パ
ミ
ナ
カ
フIf they be youd all buy them .

衣父 だ 味 死 K 店
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17 ple 六 yr 子 1. )
是 好 者

買唔

If they be bad all not buy them .

衣 父 味 味 晚 突 咪 嘴

2
4

小
L
K
r
m
才
力

了
只

ブア

手

7岁+ y ) 》 1

我 括

體備
i - ha Rh Hx " >

Bring your let me see.

冷天 了 加我 列 , 味 施

cargo and

ア
ナ
タ
ー
シ
ナ
モ

ナ
モ
ー
ア
ナ
タ
ハ
ン

レ
ジ
ッ

子 知 儒
力 十

T1a h . ヴェリ シュール チフィット

呢真

sureAre you very of it :

亞 天 威蘇了 父 响
暗T

力 : 用 呢力

ホウェット イブシス ハード フォール

¥ 呢的

做What is this good for

乾衣時時 吃 科

n
.

六
十
二

、
十

山
七
一

若
唔
好

就
唔

拍
倆

晚
貨

噪
術

真
係
如
晤

呢
的

做
已

使
简

齒
係

第
一
寧
亚

有
呢

俾
映

惜
啊

話
点

個
重

有
呢

條

寺
好

晚

ザット イヌ フェイ ストレート ウォメ

That is { first raie onc .

n
.
八
字

,
涉

中
y

/

衣 時 了 花 時
他列

合
温说 .

ニ ウルク フィール ミー

卡罗

七十

正文シャール

我 事

做 明

有me, Sir ?
个

Have you any work for

父 天 呢 獲 科 , 味 沙
了 少

{己 模 傅
八 子 七 , 廿yr1 只 HASEK

Ilow do you say thatthat in English .

口 奴 天然 奶奶 英

n
.
1

*
4
X

了
才
》

呢喇

毛 ! チフ
ジス アーチックルー

《 公

Have you more of this article ?

虾 父 天 峰 父 呢 了 的 哥

マ
メ
コ
ン
シ
ー

が
ア
ル
カ

“明确

貨 重

有
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アイ ウラル ギサテン オラルス エ コル

錢我

一俾

担拾
I will give ten dollars 9 picui.

埃威 顯 挪 坡 時 了 逼 啊

力乐

少 1 ウォヌ ・ エニシン エルス
步 重

要有

呢的Do you want anything else ?

奴天坛晏 呢 听 亞 時

ホ
カ
ニ
イ
ル
モ
ー
ガ
ア
ル

レア

但 他
ヘズ ! ルーム ジー プット イット s 大

100III it in .He has no to put

烯 虾 時 那 嘛 , 都 否否

レ
ム
ト
ロ

が
ナ
イ

罗
J
u

-
y
u
y
1吧 ,

我
俾

拾
窗

銀
重
有
的

解
要

但
無
地
方

潮
個

欠
我
幾
多

借
了

我
幾
多

我
使
人

來
拍

くか、 モッチュ 1 }

錢膚

呢
小一

How much do you owe me ?

七辞 奴 天 味

Yk

AP

力

八 子 x1 バルロー フロム

简借

銀

How many did you borrow from me ??

口 呼呢 跌跌 天 摩罗 乎 晰 味
呢幾

打
》

力
4

以
力

ア
ナ
メ
ハ
ナ
ニ
ホ
ド
サ
ダ

ワ
タ
ク
シ

レ
ニ
ヒ
ト

チワ

アイ ウル exe7才1 比 uA

但我

喇使

I wili send for them,

埃威 先 科 临

エヌ エッカ チ × ト ナフズ 弁 デーリ エキス一 h

Do you keep an

父 呢 妮 益 時

ズサ

the house

呢 口

多 時阿

チン

キープ :

of ハッス

行
內

H

用

備
上

亞

數

未

呢

以

力

アナダハマーニ

・

ノ

タッチ

カン

チャウス

account

邊 些 時

特阿 ペンシス

the daily expenses

奴 天 晏 壁 光

of
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デダ

アーヘップ・ イット サウジ マー 子 1x 六 xy

with my

上 我

2 組 已

分 略

親

I have kept it

埃 虾 父 却 明威士 味

own hand .

安 怪

アョン スタルデース エッカナ × フュール H ゼミナー シュメ

forBring yesterday's account

冷 節 時 打 泥時光特

examination .

益 三 面 应

對昨

過 H

听
科

キ
ノ
フ

ノ
シ
ラ
ベ

ュ
モ
テ
ィ
ン
レ
ハ
モ
ハ
イ
デ
ッ
テ

コ

、 婴 我

ティ ヘヴチールレア ブロートート 工 xF Ediyr 1 天
略 已

and here it is .I have already brought it

埃 乎 了 心 的 , 哪 碎 晏

數
我
已
經

帶
定
有
的
已
野
呢

ボウェット アールズ 井 アイテム ス チフ ネット

ン
レ
ハ
ナ
ニ
カ

What cre the items of it ?

艺 了 呢 吧 哈 時 阿父 响

カシア

念事
少 1 1 シャール ウ # シー A1

jy_
yl 11

出頭

個Do you Sir

奴 天 沙

wish me to read it to you ?

威士 味 都 偏 列 师 都 天
了 嗎 想

我

明 係
rHK Hx 91P 199工 以 入口 时 工 xr 小 八 子 》 74 )

itYes and read

您 列

very slowly and distinctly .

威 時 罗 呢 時 丁

ソ
ロ
ソ
ロ
ワ
カ
ル

ウ
ニ

明
白
白
黎

您

ワン

タンノット 八 才 13-17 Flx

记 樣 我

做 唔

既曉

做
I CRIL not see how it is done.

リテ

得力

埃 好 突 施 口咽 衣 時
习 力

拉 先ガア

# 開 先

カハ

公告 : H … Hp : / -4

Will you make me a bill Sir ?a

張 生

單 新

威 天 見 失 了 味 吧 沙
我カテ

受 同
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.

お 得我
フレ

ボウルセル アイ ファーメン ヒム

Where shall I find him ?

ア
ノ
ヒ
ト

サ
ド
コ
ニ
サ
ガ

際

辺

呪

了 沙 埃 輝 炉 謙

トギア

简化
ヘズナーデッ アット ナフ タヒH ストーン

He has cheated me out of a sovereigo.

希 虾 時 折 跌 味 區 特 父 了 梳 花 陣

錢チッ

ソタ

トーキ HK 11 ェ ス ユー ブリーズ

Take as
many as you please.

的 了 時 馬 呢 了 時 天 啤 時

7 就隔

粘想

要

多 館

商
金

銭

我
哪
边

或
晚

個
騙

了
我一
個
想
要

叫
多

今
日

黎
探
簡
明

有
也

帮
趁

無今
コム ッ ! コール チヌ ユーカンオーーーー

I have come to call on
you

to if you can

埃 父 今 都 野 安 天 都 施 衣 呼 天

see

ニ
キ
ス

ア
ナ
タ

、
ワ
タ
ク
シ
ナ
ダ
ス
メ
テ
ク
レ
ル
カ
タ
ヅ
チ

ギヴ H11 ヘルプ

give me any help.

切 味 嶋呢 哈

イヌ ホワット ウェー シェル アイ ヘルプ レット 1 イン ユー

in what way shall I lielp let me know if you

哈 列 味 握 衣 父 天拉 威沙焼 埃

ド
ロ
シ
テ
カ
メ
ケ
レ
メ
コ
イ
カ
シ
ラ
セ
ブ
ク
レ
イ

請
告

我
点

樣
都

親
爾

呢

プリース

pleas".

啤 時

ダ ヲル ズズザフｷャス

dollar is
price,

挑 舌 時那 拉 衣 時

亞A

{

屍

實
僧

喀

一
箇
銀
錢

係

the

リ
サ
ド
ル

が
マ
ッ
チ

・ プ
ラ
イ
ス

fixed
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レセア

x1

ヒールズピ アレステル フォール ベルジューリ
斗 下

He has been arrested for prijury .

巴拉

セ
イ
シ
チ
ン
メ
シ
メ
ラ

P
1
u
r
f
y

(
9
)

發人

假地

智捉

倒

使
希 虾 時 呢 了 時 跌 科

力 中

昨
日 1 月 一 ウォズ メード エスタルデー

A new law was made yesterday.

亞 鳥 汉语 時 也 爹 時 町 呢亞 問 時

中
刀

了
二
八

y
.

條

錢 但
ヒスファーザル セット ビム チップ 1K ピンニス

7

但 老

His father 豆set him up in business .

舌 識舌 萊姆 瘤 临 先 妮 時希時 花
生像

范本

往 都 備
ボザル 1y1 AA

A

了 !

AT THA カー カト

I shall go whether you do not.

埃沙饱 我 找他挖 天 奴 突

要去

去吗
or

我
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.

一千八百五十五年 之數

伙
食
數
格
式

Account for January 1855.

斤 分

Can.

兩 錢 分

T. MI.C.Catty.

米

Rice,

二斤牛

2.1

四氧

4 isat 0 10

錢
。

柴

Fael,

十斤

60

三厘算

3 cash

錢 八

0 1 8

豬月

Pork

六算二斤牛

23
16

錢 五

0 15
) ;

粉絲

Vermicelli

四算 錢 三三斤四

31 4
,,, 0 1 3

鴻

Fowl

十四斤

14

四分六算

46 cash

七錢二

0 7 2
)

鸡蛋

Eggs

二十隻

20

七厘

7 cash

錢 四

0 1 4

Total 1 4 2

共銀 一兩四錢二
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壹仟 捌佰伍拾伍 歲之 数

Account for February 1855.

厄 媽 喚 科 佛 嘛 路 亞 溫 见 臣 唆 恨 拿 結

您 啡 交 的 辉 父

日期

Date
員数

$
挪 投

九十年

595

七无二

ct

先 土

初一

1st
花 土地

45

上數 該 民

carried forward

加无烟 科滑

收

received from

施 弗 父 味

某

***

18

* * *

十二員 五先

12 05

十八員 「 五十五

55

二十 四 十四

24 14

十員 二先

10 2

十九 員 五先

19 5

十一 六先

71 6

12

2nd

些斤

3rd

接地

4th

科士

5th

啡 父 士

7th

些焚士

8th

噴士

9th

烟 士

10th

顛士

11th

农 境

* * *

****

***

>>

* * *

***

四十四 | 二十 四

44 24

十三 先

13 08

三十 三 十四先

33 14

八 百 二 十 八 先

> 1 )

* * *

共計

Total 820 員 78
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何 瑞 記

Ho Soey Ke,

Dr

取到 梁 與

To Leong Hing.

初一 八月

兩
2

桶 麵粉

Kegs of flour

杜

$ ct

具二十仙

2. 501st August To

取
四

取
,

八月
良一員 廿五仙

初二

2nd

油

Jar of oil
>>

1 1. . 25

八月
六員

初三

3rd

取
,

三
3

包 米

Bags of rice 6 . 00

八月

1
1
1初四

4th

取
,

担 柴

Piculs of fael

民二員 九 仙

2. 09

八月 桶 酒 米
二月 十八取

,

10th 1 Cask of sago 2 . 18

八月
廿四五十

十五

15th

取
,

24. 50

箱 茶

1 Chest tea

共 民

The sum

員 五十 仙

$ 38. 5 ,

新 為 交還

Receive payment

喇施交 啤文地

百 五十七

17th August .

千八1855 十 五 年

名
字 但

缺
書
一

化
字

一

拉
券

與
收

券一
樣
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陳樂庭

Chun Tsze Teng

Dr

取到 容 檢

To Yeong Him

身 败

十六 取 十二 枝

仙土

ct九月

September

洋枝燭

Chandeliers16th To

是一具

1 .12 00

九月 取
五十

十七

17th

酒壶

Wine jug
1 )

1 00. 50

十八 九月 其一 員 五十三取
,

十九

19

玻璃網

Decanters18th 1. 53

取
三十五

初八

8th

十月

Octoter

一把

1

耶衣 掃

Coir b.toom
11

00. 35

十月 三
十 員 五十 仙

十一

11th

取
,

枝燈

Lamps3 10. 50

十月十四

14th

取
,

痛壳

Drainer1
00. 75

該良

Total

十四 員 六十 三

11. 63

會 經 收 記

Received payment

十六日 十月 一 千 八 百 五 十 五 年

16th October 1855.
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際
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人
會
社

紙
幣
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債
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税
法

政
治

備
考

小
引

初
編

卷
之
一

西
洋
事
情
目
錄

1



傳
信

機

蒸
氣
車

蒸
氣
船

蒸
氣
機
關

博
覽
會

博
物
館

瑜
兒
院

瘋
院
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院

啞
院
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院

病
院

文
庫

新
聞
紙
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情
目
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西
洋
事
情

目
练

卷
之
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貨
出
納

海
陸
軍

政
治

史
記

荷
蘭

錢
貨
出
納

海
陸
軍

政
治

史
記

合
眾
國

卷
之

二

附
錄

瓦
斯
燈

们



卷
之

五 錢
貨
出
納

海
陸
軍

政
治

史
記

魯
西
亞

卷
之

四

二
編

附
錄

錢
貨
出
納

海
陸
軍

政
治

史
記

英
國 事

西
洋

情
目
目
錄

线



时
洋

部
情

班

史
記

普
魯
士

日
耳
曼
總
論

錢
货
出
納

海
陸
軍

政
治

史
記

葡
萄
牙

伦
之

六

錢
貨
出
納

海
陸
軍

政
治

史
記

佛
盟

西
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貨
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政
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情
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西
洋
事
情

初
編

卷
之
一

反目

5
錢

條

記即 0 人

特 弱机 史 國學 地 市 本 / 爸

至 記 の 者 理

/

を
補
え
る

の
其

0

小
引

○
洋
籍

の
我
邦

に
船
水
す
る

や
日

西
洋
事
情

卷
之
一

以 目 甚 g 講 地

< 就 稀 計 8 窮 補

獨 武 第 て な 世世 3る其す

備 L 西 b 人 べ經る

洋 實 夫 か 國 の

強 列

者 理 抑

知 以 條 以 其 亦

主 欠下 國 各

之 略 袋 時 抄

梦 譯 諸 政る

學 治 t

0 沿 每人 風 以 * 既

形 以 革 條 於 俗 風風 5 開了開了

势 主 必 Lit 蕾 , 俗 e俗 片计 久

頭寸 余 其余 其 觀觀 如 雖 月月 L

實 府 以其 項 速 5 實 何 是 IN 共

L 要要 日 成日 成 / 用 , 主 马 明 翻

了 貧 政 t 英 以 詳 会 譯/

解 高 治 亞 欲 其 益其 竊 LL 全

L 主 以 て 開 す 歷 なせ に 經

果 示 i 史史 版 5 史史 謂 , 我

しす 國 記 0 がをの 日文

【 蓋 體 政 歷 為 讀 入 法 {

役 L 治 史治 史 企

0 此 得 海地 | IN b 分 5

敵 四 失 陸 理 或者现 以

記者 以 { 却 ,其

于 纸 明 錢錢 之” i 學 の0 助

可 * 貨 本 主 害蟲英文 片

2 世 L 出土 武

海納 問 L 招 得

の L 然 九九 義

照 第四 十中 0 机

て
我
文
明

の
治

る
お
の
ホ

tf

七

の
か

の

人
の

陸 數

備

な

眼

才
然

L
己

窮
理
、

技術

0 *

學



3
固
陋

の
部

見
を
以
て
原
書

の
情

質
を
誤
認
ひ
る

亦
圖
る

可
ら
す

G

先
生

に
謀
る

徒
に
難
字

を
用

ひ
讀
者

を
し

て
困
却

せ
し
む
る

の
外

へ

脱

用
ひ
た
る
る

る
ふ
只
達
意
を
以
て

主
と
す
る

か
爲

め
な

然
る
に

今
之

を
来

似
た
9
願
く
は
之
を
選
儒
某
先
生
に
謀
て
正

を
加

へ
は
更
に

一

し
て
困
却

せ
し
む
る

の
外

せ
り
こ
れ
を
校
正
す
る
に
及
て
或
人
余
に
謂
へ
る
者
$
9
此
書
可
は
則
ち

文る

者
は

、
4
5
と
雖
3

接
す
る

に
武
經
を
以
て

し
文
武
の
兩
用
其
所
を
錯
る
こ
と
な
さ
に
庶
幾
ら

其
友

視
す

可
な

の
か

を
辨
別

し
友

は
則
ち

之
に

交
は
る

に
文
明
を
以
て

し
敵

は
則
ち

之
に

西
洋
事
情

初
編

種
之
一

八

な
さ

に
庶
幾
ら
ん
乎
此

れ
是

舉
の
目
的

と
す
る

所
な

5
徒
に
世
間
海
防

家
の
口
吻

に
云
へ
る

か
如

を
知

て
後

に
彼

を

伐
た
ん

と
す
る
の
み

の
趣
旨

に
は

非
ら
ざ
る
な
ら

O
昔

中
本
邦

と
通
信

の
國

を
先

に
す
る
所
以

は
唯
其
近

3
に
取
る

の
趣
意
の
み

荷
は
其
他

諸

國
の

條
る

次
て

翻
譯

に
及
ぶ
べ
し

C
本
編

の
翻
譯

は
今
迄

三
月
よ
り
公
務

の
暇
。

業
を
起
し
六
月
下
旬

に
至
り

初
編

初
て

稿
を

股文

體
或
は
正
雅
な
ら
ざ
る
に

層
の
善
美

を
逃
し

て
永
世

の
賀

鑑
と
す
る

に
足
る

可
し
と
余
笑

て
云

く
否
ら

ず
洋
書

を
露

す

る
に
唯
華

藻
文
雅

に
注
意
す
る

は
大

に
翻
譯

の
趣
意

に
戻
れ

5
万
ち
此
編
文
章

の
體
裁

を
飾

ら
ず
勉
め
て
俗
語

を

決
し
て

他
事

な
か
る

ベ

し
加

之
漢
儒
者

流
が
頑
解



3 事 羅羅 見 L 洋 L才 必必 U

四
洋
事
情

初
瑞

卷
之
一

慶
應
二
年
丙
寅
七
月

是

以 情 巴情 書 體 5 七 裁 余余

唯 z の L 本 般 しの b しか

後 探 旅 所 編 普 各 文人 又 甚

來 索 行 の 0 通 國 字 故 , 余字

博士 & B 備 D の VIN

雅 石 雖 0 考 制制 條 拘 淺 後世

DIN t & 度度 化IN 泥 日 志

期 訂 吸 借 手 為 風手 揭 牡 急 e 人为

月 正 錄 寸 俗 載 分成 雖雖 皆 所

七 b 期 L 乃 本乃 世 L L A 原原 な

待 市 年 傍 b 5 1 敢 文文 5

故 七 b 此 不此 四四 主 漏 七 且

0 / 聯 經 條 我 目 意 杜 不 解 方

濟 法國 以 D 撰 朽 LL 今

論 去 俗俗 唯唯大 の 七 此此文

開 机 等 足 其 概 罪 計 編 運

の はの 文異 七 道 为 0 隆

固固 諸 久 國 失 5 IP 如 盛

上書 辛 5 / 人 世

b 西 限 7 IP b 4 人

引 の引 5 < 所 市 亦 洋

時 年 多 所 な 畢 隔 籍

遺 編の 編 余し 0 { L 竟竟 下 七

漏 觀 輯觀 輯 》 今 事 以 & 唯唯 覆

X 光光 歐 其 件 則 雖則

9 の 5 羅 大 b 出 時 の

論 入 巴 概 寸 幸 新 故 の

IC の IZ 七 然 甚者 聞 紙

九 吉九
能 不[ 本 航 左 n L 冀 紙紙

詳 b LIZ の な

1 / 但 T 6 以 代代 b

是 彼 L 現 舉 亦現

供

福
澤

誤
謬
事
件
の
遺
漏
な
ら
ん
と
能

吉
誌

す
是

の
如

5

0 歐 開 說 西聞

用 hk

國 吾 / 件 其件

條

多

意余 Z》





奪 混 寸 內內 MIU

備
考

情 の

西
洋
事
情
初
編

卷
之
一

卷轴 制

即即 0 等 區 寸 內 0

0 同 5 斯 を の 別

權 世 者 , 貴 英 0 立 如 木 者者 , 其 治貴 治

3 族 國 如 君 3 b 七 族 IC

選 上 ) { 定 政 唯定 唯 立立名 三

人種 學院 如如 三 律 治律 治國 t 尔 樣 政 考

LL 3a 樣様 是 君 相 本 治

初 手 類 【 會 , 血血 の ルン な 主 集 6

編 IKOの 下 L 統統 政 入 6 人 長長 日

制 院 の 治チ國 〈

5 度 在 事君君 各 子各子 | 意意 な 政 立

众 建立 式 其 手其 二 1 L 君

b 0 議 立立 趣 王陵隨 國 行

又 るすて z 2 本 民 入 中 十

L 立 马 王 異 云 L 事 日 禮

魯君 共 以 命命 * eAE 左 般般 { 樂

西 獨 和 貴贯 t七寸 現? 雖 定 共 征

亞 裁 政 族 以以 協和 伐

皇 e 治 會 A 議議政

帝 稱稱 護 國 羅 定 ) L 治 君君

0 6 00 內

如 5 故故 政 國 0 國立立 政 口水 5

IT[ 治 號 0 譜 律 君 y 出

人治 英 な 政 國 獨鸦 為為 門們

民 國 6 * ILI 此 6 中 地 日

不 の 例る 之 制 * 又 贵 {
貴 〈

之 6 政 殿殿 七 度 , 君 下 入 立 裝君 貴

士 事七 治 t 立立 兼兼 2 君君主 族

管 實 以 問 君問 君 用 用 權 云 0 論 合

士仰 に 三 以 寸 D 威 、人 政 議

寸 极 樣 す樣 立体体る 5 古力 ?

3 1 人 载 8 抑 西西 /

生 政望 な政 , 並 望

市 多 支

行
え
る

の
を

人力

夕
國

制

底

神 與 主 屬國國 L ] 那

二
様

の

之 2

の
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子 り

理

け

を
以
て

w
貴
賤
各
々
其
所

O 0
歐
羅
巴
政
學
家

の
前

に
凡
そ
文
明

の
政
治

と
稱
す
る

の
に

は
六
ヶ
條

の
要
訣
あ
り

と
云

へ
ら
即
ち
左
の
如
し

第
一
條

自
主
任
意
國
法

寬
に

し
て

人
を
束
縛

せ
す
人
々

自
か
ら
其
所

好
を
為
し

士
を
好
む

人
民

の
名
代
人
な
る
者
相
會
し
て
國
政
を
議
し
毫
3
私
な
さ
は
亞
米
利
加
合
衆
國
を
以

て
最
と
す
亞
米
利
加

は
建
國
以
來
既
に

百
年

に
近
し

と
雖
ニ

て
國
法

の
破
れ
た
る
こ
と

な

し
れ
る
奥
地

利
1
5

%
荷

は
出
し

枠
の
共
和
政

或

る

難
る

有
名
無
質
な

共
和

賃
な
る
も
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あ
り

の
如
し

と
雖

8
荷

は
一

人
の
私
意
を
以
て
國
政

を
専
ら

に
す
る
こ
と

能
は

す
又
共
和
政
治

と

西
洋
事
情
初
期

巻
之
一

+
1
1

5
千
八
百
四
十
八
年
佛
闕
西

の
共
和

政
治
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苛

酷
な
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こ
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時

君
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裁

と
稱

政
治
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て

事
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の
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士
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な
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む
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の
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農

士
農
工
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間
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す
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民
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す
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の
を

君
。

し
て

之
を
重
ん
じ

、
文
字

を
知
ら

ず
し

て
力

役
す
る

為
の

ど 。

な廷 妨

どの



西
洋
事
情

初
編

巻
之
一

第
三

條

自

せにれて は

技

あ

教

ふ 其 と 政 図 爭信 のど

術 て

意

府 右 大典

服下口

下て

臣 與 ルす

-

じ しのを

る べな

編 を の 以 テ て 建 は に を

の

て
必

、
ノ
ォ
ー
フ
ル

時

りた
を の を 府 命令 り タ

6

人

才內

第

ド論 致

文 信 院政 のにに

気 に

存る 旨條 1 年 小

武

べ分 人

に

る

ちな 關祿 はり 信 て 行こ二 9 け を

條政 しる を 大 然 と

寺る 府内府

學

み

胸趣趣 ス ど 立 固 服 家 て 歸 資本

ま
し の 人 依

り て 世心す 非

云こ

て 失 他 に を
を 3 ら主

ふの

新 す に て 宗 至 動 宗 す任

未趣

發る 歸 も 宗 行列 をテ て 格

依 人人 すす の 法禁 よ

的な

の 例 す ににれれ 教
を じ 國 奉 其由

路路 なる 非非 ばば 師 た 以 を
英

を り 者 さ 人 を ト れ 來滅 て に 字

語

開 はれれ 心心 を 宗 を し 政 居 は

字 に

く ば に
に 示奉 門 8 専 人 府 り我

あ之

乙 を プ才 戻し せ はは 阿7阿子 ら 命 よ
人儘

ど 舉 りてし 人 爾プ を り
7

て あ 又
又プめ 々 蘭 害 其 交遊

他 る 近 h の 人人力 す
に

來 テ ど 意と 意 の

ス すす に

教 が ど 天 旨 ず ､ くれ

ふるる國師

奉

に 大 或 た を し に 本 女

拉

ちな放
十
三

と即 と

て

を
な
さ
る

を
云
ム

古
水

す
る
の
例

か
ら
ず
英
國
に

を

すす を ト な

法

住 3 法 ン 意 す

故定主

口

如

し

ど 用 立 の る し

の

移 雖 る 任任 g

テ

かさ

ス

國

主教本 妨

自ず

是 て 政 に に め 教

を

て慮遠英國

れ て



合
せ

て
六

十
五

万
示
ン
ト

」
に
足
ら

ず
收
秘

の
法

の
簡
便
な
る
こ
と

を

に
と

推
て
知
る
へ
し

不
時

井
に
不
峠

の

異
な
り
今

に

O
西
洋
各
國

は
工
作
貿
易
を
以
て

國
を
立
る

の
に
て
其
収

税
の

法
、日
本
支
那

等
の
制
度

に

收
税
法

ふ

條
人
民
飢
寒

の
思
な
か
ら
し
む
る

に
と
即
ち
病
院

貧
院

等
を

設
て
貧
民

を
救
ム

を
云

し

け

佛

を
営
む

を
云
ム

管
へ

ば
或
は
國
債

を
償
は
ず

或
は
通
用

金
の

位
を

し
或
は
商
人
會
社

の
法

を
破
ら
或
は

爲
:

宮
問
屋

の
分
散
す
る

等
皆

共
政
治

に
保
任

の
趣
意

を
失
か
る

の
な
り
現
今
佛
蘭
西
帝

へ
き

と
云
ふ
る

共

所
有

の
金

を
英
國

の
為
替
問
屋

へ
金

替
屋

姿
産
業

頼
み

安
し

て
を

を

く

に
し

て
欺
偽
な
く
人
々
國
法

を

五
條

保
任

安
穩
政
治
一
定

し
て

是
革

せ
す
號
令

必
す

安
穩

て
變
革

信
に

し
て

を

校

第
四
條

學
校
を
建
て
人
才

す
る
こ
と

西
洋
事
情

事

e
編

松
之
一

四

初

を
教
育

第

制
度

の
固
く
しし

て
頼
む

へ
各
所
あ
る

の
一

證
な
ち

第
六

今
之

に
英
國

の
秘
法

を
舉

て
一

例
を
示
す

港
運
上

滅
入

第
一

の
高

な
9
此
內
酒
類
姻
草

の
運
上

最
3
重
し
千
八

百
五

十
二

年
港

速
上

の
高

三
千

一
百

十
七

万
ボ
ン

ト
J

餘
な

。
に
運
上

所
役
人

の
給
料

一
筆

語
雜
費

を



西
洋
事
情

初
編

容
之
一

五

」

なれ

高 て

高

用
ゆ
る
と
き

は
官

府
の印
押

就
押
し

て
後
日

の

て

譲
渡

し
、
弟
子

入

證話
と
な
し

共

婚
姻

離
継

、
官
火
災
請
負

海
上
請
負
い

、
新

如のち

3

を
以
て
家
業

を
な
す

者
証

を

、

窓

籠

十
を

ン
グ
」
の
運
上

を
納
め

+
は

國
內
產
物
井

に
官
許

の
運
上

國
內

の
產
物
1
5
謡
く
運
上

を
取
る

に
は

非
ら
ず

又
に

由由

て
運

上
の
輕
重

あ
有

秘
品

の
大
略

は
酒
類

、
麹
畑

草
、
紙

石
、
蠟
燭

、石
炭

、材
木
硝
子

等
な
り

例
へ
ば
麥
酒
百
樽
帆
さ
を
醸
す
な
の
は

]
[
ボ
ン

-
J
十

1
シ
ル

リ
ン

グ
」
の
運
上

を

|

等 蘭

し

千
樽

以

下
を
醸
す
も
の

は
二
「
ボ
ン

ト
」

「
シ
ル
リ
ン
グ

四
万

樽
以
上

を
暖
す
る

の
は

七
十
八
求
ン
ト

]
十

を

五
「
シ
ル

リ
ン
グ

」
を

納
S
O
官
許

の
速

上
と

は
商
資

ょ
9

官
府

の
免
許

を
受
け

て
別
段

の

速
上

を
出
す
る

の
を
云
ム
即
ち

酒
を
図
り

、
効

を
を
演
り
燃
草

を
製

る
の
茶
店

、料
理
屋

、
馬
車

是
な
っ

又
冬

の
間
、
遊
猿

の
免
許

を
受
る

に
定

の
の

定

速
上

ぁ
。

證
印
税

屋
宅
の
貸
借
金
銀
の
に

て
の
約
書
兩
替
屋

の
手
形

、
為
替
手
形
借
財

質
入
食

物聞
紙
出
版

、
金

請
取

錢
請

面
を

證
印

の
親
と
し
て

定
5

の
高

を
納
例
へ
ば

金
の
こ
と

に
就

て
約
束
す
る

と
、
其
金

高
二

印
錢

に
二

十
ポ

十
「
ポ
ン
ト

」
に

し
て

約
書

の
字

數
二

千
百

六
十

字
以
下

な
證
印

税
「
シ
ル
リ
ン
グ

牢
を

納

め
借
財

質
入

の
高

二
百

五
十

示
ン
ト

]
よ
り

三
百

示
ン
ト
な
れ

ば
證
印

税
七
シ
ル
リ
ン
グ

を



ン
グ
」
の

税
を
納
ひ

十
八
歲
以

下
-

八
歲
以

下
な
れ

は
十
シ
ル

稅

さ
ェ 合

れのむ

(

さ
な

グ 分
一

の

人 秘定

へ

異
な
る

こ

奴

外

の

持
の
土
地

へ
家

を
建
て
或
は

自
か
ら
耕
作

す
る

者
府
よ
り
更
人

を
遣

し
て

共
地

を
鑑
定

し
人

に
貸
し

て
一

歲
に
収
び
へ
き
地

代
の

て t 府 て

しけ は

等 な 設者

れ
ど

の
土
地

$
5

之
を
資
買
す
る

に
價
千
ボ
ン
ト

｣
之

を
人

に
貸
せ

は
其
地

代
、土
地

の
本

價
百
分
の

ぁ
J

ひ
其
法
大
凡
歲
入

二
十

五
分
の

一
を

収
む
る

を
基

則
と

す
例

へ
は

今
都
下

或
は
田
合

に
一
區

す

s
s

府
の
證
印

を
押
さ

す
し

て
私

に
證
書

を
取
替

す
と
き

は
後
日

に
至
り

爭 爭

納
め

三
百
ポ
ン
t
k
g
以
上

は
百
ポ

ン
ト
J
を
増
す

毎
に

1
|
[
シ
ル
リ
ン
グ
率
を
納
む
る
等
夫
々

の
定
法
あ
り
若
し

官
府

の
證
印

を
押
さ
す
し

十
六

西
洋
事
情

初
編

巻
之
一

論
を

生
す
る

と
ふ

官
の
裁
判

を
願
ム

に
と

能
は
ず
且
斯

の
如

を
願
ム

に
と

能
は
ず
且
斯

の
如
き
な
の
は
政
府

を
欺
く

の
罪

と

し
て
過
料

を
出
さ
し
む
る

を
法

と
す

て

地
稅

家
秘

等
地
稅

は
都
下

と
田

と
の
區
別
な
く

唯
土
地

の
廣
狹
良

否
に

準
し

て
之

を
定

を
る

基

三
四
即
ち

三
四

十
示
ン
ト

」
な
る

を
通

法
と

す
政
府

へ
納
る

二
十

五
分
の

一
と

は
即
ち

此
三

四

十
ポ

二
十
「
ボ
ン

ト
」
の

二
十

五
分

一
な
ぁ

右
は
土
地

を
他
人

へ
貸
す
と
き

の
法
な
れ

ど
、
若
し
自
分

所

に
収
び
へ
き
地

代
の

高
を
設
け
其
二

十
五
分
の

一
を
政
府

へ
收
ひ
る
積

と定
家

凝
の
法
る
全
く
地
税

と
外

全
く
地
稅

○
地
稅
家

稅
の

外
に
奴
僕

、
犬
、

馬
、
市

の
秘

$
5

十
八
歲
以

上
の
奴
僕

一
八

を
仕

用
す
れ

其
主
人
1
5

1
ル

ょ
ち

ボ
ン

ト
」

「
シ
ル

リ
ン

グ
」
の

分 收 地

れ 僕 り五

の む

を 抜いる 鑑

仕 な



國稅 為 出

編 政 之 大 光 路編

に
て

書 紙 七 IZ 寸

七

賣 寸 納

特 錢

產

七 集 場 投 七 10 國 印 為 二 税

送 机 才 送 其送

の
飛
脚

リ
ン

グ
」
牢

を
納

ひ
二
馬

を
紹
す
る

四
輪

車
一

輛
を
所
持
す
れ

ば
共
秘
ポ

ン
ト
イ
シ

ル
ケ

ン

授
す
る

等
に

由
て

の
親

は
十

二
「
シ
ル

リ
ン

グ
｣な
り

政

商
置

を
し

主

/七 先

直 七

從

町

の故故

即所5

犬 N

投 府 飛 買府

謂 以

府 飛

z

主 其 屬 主

/纸法

名 の內 權 之

公 3 毎 飛 の * 以 人 七

5 但但 V 脚 輕 印 l 全全 x 家

OL 箱屋 重 紙

府

5

諸 0

初 以下 す に は に

5

亡便于

書 賣 IP

其

西すな

抵 の 家 所 紙 で

者 寸式

&3

寸 , 脚 者

分 此 脚 , 封 賣

之

力

土官

飛

革 質 同 非 以以 2 政 通通 洋 故 分

以分翰衝 , 飛 屋 書 七 飛 產 利 家

翰 〈 脚 IN 翰 用脚 , 外 脚 e 潤 產

仕

五

正公 称

紙 飛 戶 稱 , 從 作 に 府る

D 脚脚 外 寸 以 b 書 / E

税

5企

公

十

3 以 はれる

t 主 L

卷 府 抵 方 ) 飛 以 i 納 官 或 以

之 詩人 諸 遠 脚 分

5 方 達 近 印 論 脚 5 納

取取 入 書 P 國 上

5

{ 異 產

印 此 E IN 私 政

所

大 屋 5 夫 定 屬 公

出 出 女 價 LL

以
送 商 机

大 府 3 以 印 以 5 人

得 飛

5 飛上 主「

此

許 V 箱印 の

人 府

IZ 5 翰 5 張 之

從 者 主政 不 z

L T

色 L 0脚印 家

或
は
學
術

を
家
産

を
營
ひ
な
の

は
一
成
所
得

の

グ
」一
馬

を
過
す
る

の
は

十
五
シ
ル

リ
ン

グ
]

馬
一
定
の
税
は
十
シ
ル

リ
ン

グ
」
に

し
て

犬
一
定



る
凡

を
西
洋
諸
國

の
政
府

に
國
債

あ

☆

に
あ
ら
さ
る
る
の
な
し
英
國
に
て
は
古
來
の
國
債
次
第
に

な

者
は

て
問
は
ず

又
他

國
の

人
に
て
必
金

を
出
さ

ん
と

云
ふ

者
あ

3
金

を
出
さ

ん
と

云
ふ

者
あ
れ

ば
拒
ま

ず
し

て
之

を
借培

必
ず
金
を
出
さ
し
む
る
と
の
趣
意
に
は

非
ら
ず

唯
・

の
意

に
任
せ
出
す
こ
と

之
を

こ
と

を
好
ま
ざ
る

て
國

人
の

を
借
る
こ
と
あ
り

之
を
國
債

と
名

く
但
し
但
し
行
をを
下
す

と
雖

富
商
大
賞

に
は

て
非
常

と

り

○
西
洋
各
國
貧
富

同
し
か
ら

ず
と

雖
ふ
太
の
と
き

は
歳
入

歳
出
大
抵

相
不
均
す
る

を

債

國
貨

のさと

幣

錄劇

匠

と
す
故
に

佛
英

の
間

に
文
通
す
れ

ば
飛
脚

貨
四
分
の

三
は
雨
國
政
府

の
利
潤

と
な
る

寸 印

六
シ
ュ
ー
ズ

」
を

六
シ
ュ

な

6

1 シ

引

動
港
よ
り
英
國

の

政

英
國

月

ゆ
場

て
双
方

の
便

す
例
へ
ば

佛
闘
西
よ
り
英
國

へ
書
翰

を
送
る

者
は

佛
に
て

優
八
シ
ュ
ー
ズ

」
の

「
の

を
分
て

現
今
世
界
中

の
飛
脚

印
凡
そ

二
千

四
種
あ
り

と
云

ふ
各
國
互
に
飛
脚

の
條

約
を

結

卷
西
洋
事
情

初
編

之
一

八

印
紙
を
用
ゆ
佛
の
飛
脚

佛
の
飛
脚

場
よ
り
龍
動

の
港
ま
て

之
を
送
り

佛
の
政
府

へ
は

四
「
シ
ュ
ー
ズ

」
を
取
り

の
諸
方

へ
届
る

爲
め

英
の

府
に
て

ニ
「
シ
ュ
ー
ズ

」
を
取
る

、
合

て
六
シ
ュ
ー
ズ

」
な

5
印
紙

の
元
價

八
「
シ
ュ
ー
ズ

」よ
り

引
s

殘
5
1

「
シ
ュ
ー
ズ

」
こ
れ

を
運
送

の
賃
雑
費

す

常
と

す
若
し
戰
爭

に
由

て
非
常

の
費
あ
る

の
費
あ
る

と
は
國
內

に
令

を
下
し
政
府

よ
形

を
出
し



九

参 三

初

者政 す て 利國 得金

なに

なば

手九

息

なす高

り

利
三
分

私

國形
分

の
割
合
と
し
て

二
千

六
百

八
十

二
万
ポ
ン
ト

]な
り

同 を 形 は 、

業
九

千

九
千

四
百

万
ボ
ン

ト
」
と
な
れ
り
此
利

息
を

一
年

三稀牛

國 らは紙 はひ 場 しな 以

久 た 自ン すて 8 甚分 年

千る る

戌 と 即 らす 紙 で 府 りな 分 加

のああ又

は

になら 又 をは

政 振り

瑪 拂

の 政政 の

年る は L 府 に 金手 府 割 千

夏國利 政

國

現左 な

息

三こに に 現 甚常 の

く 昔 をを 返 由由 賣 金 稀 利

但し も すて 買 に

に

幣 中國

國万

てて

息貧手利の

すす 。 求 てて 息 千
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兩
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に
て

武
人

の
階
級

を
三
つ

に
分
ち

に
貫

す
騎

の
馬

に
騎

し
て
重
大

の
兵
器

を
携

へ
其
次

の
者

は
3

闘
に
於
け
る

。
剣
戟

一
人

に
敵
す
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又
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を
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聞
紙

に
載

て
世
上

人

時
人

心
を
傾
け
政
府

の
評
議

之
か

を

議
之

か
め
變
革
す
る

と
の

へ
は
此
國
に
て

師
を
起
し

彼

の

皆 に

け
出
版

な

し

達
せ

し
と

$
9
0
新
聞
紙

の
說

は
共
國

に
人

の
意
見

に
從

て

版 は に

ト

次
第
を
記
し
出
版
し
て
國
中
に
布
告

し
同
日 日

第
十

二
時

駅
に

は
百
里

外
の
ア
リ
ス

事

に

を
暴
く
る

に
聳

て
龍
動

の
議
事

て
事

院
に
終
花

大
議
論

の
曉
第
四

郎
と
き
即
時

り

達
す

を
力

機
關
を
以
て

版
を
摺
り

一
時
間

に
一
萬

五
千

枚
を

得
へ

し
製
本

終

得

す

1
は
英
國

の
の
ニ
ュ
ー
ル

ク
を
天
下

第
一

と
す
龍
動
に
て

は
西
國

の
新
聞

を

洋
事
情

初
無

伦
之
一

三
十
四

龍
動
亞
米
利
加

集
め

自
國

の
新
聞
と
共
に
記
し

て
世
界
中

に
布
告

す
所

謂
龍
動
新
聞
な
り
新
開

紙
の
報
告

は

速
な
る

を
趣
意

と
し
蒸
氣

れ
蒸
氣

車
蒸
氣

船
等

の
急
便

F
に
て諸
方

に
達
す
其
神

速
其
神

速
な
る

と
人

の
耳

驚
か
す

一
例

に
議
事

頗
な

さ
に

し

あ
ら
さ
れ
ど

元
と
官

元
と
官
許

を
受
け
出
版
す
る

す
る
な
の
に
て
其
議

論
公

を
趣
旨

と
し

國
の

政

を
是
非

し
人
物

を
褒
す
る
と
妨
な
し
故
に
世
人
皆
之
を
重
ん
し
其
大
議
論
に
由
て
は

一



三
十
五

院
大
小
十
三

所
あ
り

一
院
附
屬

の
フ

帥
各

八
人
よ
り

十
五

人
最

大
な
る
病
院

な 院

巴

て
随
意

に
之

を
讀
む
べ
し
但
し
毎
日

庫
內

s
衆
人
來
り

左 し

彼

院ひ

を

○ あめ 人 。 出 の 理 得

理病る て 富 私 病 版 あ 斯

斯斯 院 者 長 商 に 院 す り文

の はく 大

病弱に に答に

貴あ

新るふの

は 持

あ異あ 異 療病 誘

す云あすて王

貧 にる

許 人

病 各 る 成 及び成 最

に に に

之 所 小 を る

る

中建

中

國府りはりさ

貧

るな

英

書る國庫

は 怒籍

あさげ寄 社 よ

般府

の は

病 を たをた の 政

文龍

法首 の る 【國 設

國文十の

り

中

自を 人 病 よ

情 大 各 に を 設結 の 院り 般

部る

る

し示都 は は に 3

買最 西西 ふ 者 に 法及 の

を べに

化斯 さ

器 院 國 極極る も 合 め ひ 書里 の す

の 貧 後 多 衆 に

を 庫

は

附 感 挑 る 既 此國 者 納 外長新

すしの

える 庫動磁

-

得はな

堡

の の

理り てあ g 萬 て

ト
ル
ス
ピ
ュ
ル
グ

並
に
て
讀
む

の
み
に
て

府

四

皆
書
珍
書

に
至
る
ま
て
當
國

の
書

を

精 法 貧病手寶 社 者

は 富は 富 院

初 小國 應持 て で 病 其 た 交 て

新 十 大 建て 書 屬 列車 家 萬

三 て す

の を を 。 る 九 歸

り 左 の 院 u お 得 文 の ど る 皆

に 費 に 病り 備

院佛 を 入院 に

府 者 向者 的 私

し は 文 に

す 會全 年全 年建 、 ど 百 庫 之

に く 〇 五 に

は 戦定 も

庫 葛 書

院 出 る は

政あ 八

ら 十

さ れ の よ に 佛萬

る 金 り 屬人

所る 高

な 稍 を 公 庫

し 產集 も 巴



第 第 病る け 支院 院 は なし 不 人 に

四
洋
事
情

初
編

卷
之
一

と て 配 各 て 固固り 其 幸 五五 は

に 9 然 す 所 留ょ所 留 よ 故 年 に 十 三

都 都 與 はる 故に る り に
遇

下 下 ふ都後 に 布 時 自時 自 此

る 下 病 都 在日 か あ

光 人 楽 に 院 下す 。 ら 男 又抱り

居 各 品命 に の ど 定好 氏 女 は 人 介

見其 衣 を 入人 雖限 て 病 の 他 十他 十 抱 細

せ 志 服 下 る民る なな 院 者 交 故名名人人 鬼

物 に ○ 病病 王 くくに ををあ を は

其 從 價 各價 各 病 院 宮 今 入 介介 絕 る 附 男

外 て 及 戸 院 た の 日 る 抱ち る る 女

遊 病 び よ の 行 近院る す の を 雨

樂 院 婢 り費ん修ん 傍 に の る 潔 測定脚 定 機

を に 僕 貧 用貧 と に 入 な に を 明則 あ

以 金 給 富 は 欲官る る 男 守 に 2

て を 料 に 總總 寸 どか 女 る す警 て

利納 る 役 も 故 を て 子 男

る し 政者 所 意 に 弊 ど 子

こ 費費 て 府 はあ に 体 せ 本

ど は 出 よ 先り 適金 す 邦 年

も本 左 録 6 づてせ をを 以臥 の の 初 男

邦 のせ 出出 此 官 を 受受 床 尼 間床 す に

の 法 しっ 役

如 者 者 し

る 配り 其 2 に 吏明

至人 衣H し

て は

附 を を し 官官置る の 妨病 ん れ 病

のき を 給 な 院 は

るひ理め 免總得あ し て 自 老 に

が し 之 許 病 。 収入 か 若

者 約 人

を
得
る

す
又
「
ノ
ン

」
と

の
は

る
所

の
金

十
分
の

四
を

る
の
み

四 脩 れ

す 集 俗初

ど所 にて 後 ど

如

よれけ

三
十
六

け

1

走

或 を を 院十 のを

唯

の 答寄 金金 院 なな 5 を 出食

近

に
近
づ
く

と

病

ン ら 端

し は 建 受 を

のる及 病る 屬

得寺あ る 所 りばす 近 如

脳

病んてくをあ

人扶り



三
十
七

西
洋
事
情

初
編

之
一

に

終
身

に
、

若

養 し

に

障

O
老

院
と
云
ひ
幼
院

と
云
ひ

之
を

者 幼

貧
院

其
費

用
全
く
政
府
よ
り
出
っ

て

は

3

な く

病
院

の
費
用

と
す

第
五

西
洋
諸
國

に
は
養
子

の
法
な
し
故
に
父
母
妻
子
な
き

の
死
す
れ

は
其
家

產
く

近

六
爾

を
引

s
殘

5
二

十
四

兩
あ
り

之
を
病
院

に
て

百
三
十
兩

と
な
れ

は
一

年
百

兩
の

る

品
物

雅
資資

た
る
と
さ
百
兩
を
貸
し

3
百

例

初
め
質
入
し

セ
リ

な
す

例
へ

は
を

て
、
雅
道

る

を

醫
薬

の
慣
と
し
て

一
日

に
二
フ
ラ
ン
ク

」万
至

四
五
フ
ラ
ン
ク

｣
を
納
め
し
ひ

第
四

政
府
よ
り
貸
附
所
を
建
て
質質
物
を

る
、

共
法

一
年

を
期
限

と
な
し
利
息

六
分

を
収
ひ

者
入
る

者
に

病
院

に
納
め
し

第
三
貧
困
未
だ

甚
し
か
ら
ざ
れ

ど
必
自

家
に

腎
師

を
招
く

の
力
な
く
し

て
病
院

に

品
物
を
質
入
し

負
期
限

に
至

て
金

を
償

は
さ

物
出
し

て
演

と

利
息

親
屬

に
蹄

す
若
し
親
戚

臨
親
戚

る
な

家
產
歸
す
る る

所な
ど

を
は

之
を
政
府

へ
収

て
病
院

の
費
用

に
供
す

右
法

右
は
佛
蘭
西
病
院

の
通

法
な
れ

と
海
陸
軍
病
院

の
如
き

は
海

總
稱
す
れ

は
貧

院
な
り
老
幼
或
は

身
體
不

具
な

る
欺
若

し

く
は
虚
弱
な
る

者
貧
困

に
し

て
活
計

な
2

と
3

は
之

を
に

し
て
活
計

な
s
u
s

は
之

を
貧

院
に
入
れ
老
人

は
に

養



少
a

乃

る

院
な

人

に

院 祭

て

9
Q
貧
院

は
政
府
よ
り

建
者

$
又

不
人

私
に
會
社

を

は

に
て
密
通

は
固
よ
り
厳
禁
な
れ

お
薬

を
用

て
は

‼
薬

を
用

て
胎
す
る
る

者
は

に て

よ

之
を
公
に

す
べ
か
ら
ざ
る

者
は

皆
其
子

を
楽

に

楽あ 養連

密
通
よ
り
重
し

一
且

薬
る

と
3

薬
兒
院

に
乗
っ
西
洋

入

ず
と

雖
さ

密

母

ら
ず

院

○

り妨き

れて

る

8

国
産
事
情

初
編

窓
之

一

三
十
八

ひ
幼
少

の
者

は
學
術
技
鐵

を
教

へ
年

十
八
歲
若
し
く
は

二
十

歳
と
な
り
活
計

の
方

を
知
る

にに

至
て

之
を

出
た

す
或
は
中
年
年

の
者

と
雖

貧
困
極
る

と
3

は
暫
く

院
に

入
て

急
を

凌
s

活

計
の

方
を

求
て
再
び

出
つ
る

者
あ
り

又
貧
人
子

を
生
み

之
を
養
育

す
計

求
出
る

を
す
れ

ば
毎
日
職
業

の
妨

と

な
5

之
が

偽
窮
す
る

者
は
甚
間
の
み
其
子

を
院

に
預
け
置
き

、
夜

は
家

に
連
れ
蹄
る

者
の

貧
院

の
內
孤

院
と

稱
す
る

院
貧
兒

の
父
母

な
さ

者
の

院
稱

の
み

め
て
養
ム
所
な
り
又
乗
兒

院
な
る

の
あ
り

貧
人

の
子

を
貧

人
の

子
を
養
ム

に
と

能
は
ざ
る
も
の

貧
人

あ
ら

通
し

て
子

を
生
み

其
罪
密
通

3
固
よ
り

公
に

は
せ
ざ
れ

ど
3

子
を
乗
る

を
見

て
之

を
容
る

な
し
院
の
戶
外
に

子
を
乗
る

者
戶
外

に
子

を
置
鈴

を
鳴
ら
し

て
去

院
よ
り

出
て
其
子

を
拾

て
之

を
乗
る

者
を

問
は
ず
既
に

院
に
入
れ

ば
衣
服

を
與

へ
乳
母

を
附
け
丁
寧

に
養
育

し
て
次
第
に
成
長

す

れ
ば
其
才

に
應

し
て

學
術

技
を

教
へ
活
計

の
方

を
知
る

に
及

で
之

を
出

た
す

薬
兒
院

は
魯
西

藝

亞
に
て

最
g

之
を
重
ん
じ

院
の
費
用
全
く
政
府
よ
り

出
て

乗
兒
養

育
の

法
甚
厚

し
蓋
し
魯
西

亞
は
土
地
廣
く
人
口

少
さ

か
故

な
5
Q

貧

ば に

ふれ 毎

に

に を

次 拾 外子



貧 聞 病 戶
四

金 b 府

集
會
么
催
云
才

心
a
忆
由
5

5

者

動

日 內食 5 , 5

編 e 其 IL 5

取遊

內

る
法

は

讀
府
中

の
戸
毎

新

七 IN

結
て

建る
の
あ

を
な
さ

u

· 七 集 年 中 養 tt 紙 逃 府府 〈 結結

6 見 會 頭 和 七

亦 て 度 者 取 設

立院 富 紙 院

事
3 等 在 * 所

情 費 者 相 意息 建 仁 記 建建 定 .0

初 用以 應 / 其立 な L 5 式

取 寸 3 法 家政 龍

卷 本 會 由際 な 例 手 薪 5 周 & 税 府

木 業 消 を にの 〈 のに 府

行 何 b 七 足足 は 布 屬 中

3 人 此 為 L b 社 告 貧 /

共 L 三 院 5 貧

IZ 席 L 市 九 / 世 0 税 A

飲 6 男 乙 入入 人 0 人

食 來 前 其 子 l 筒 5尚 人 唱 这 小

LT 數 利比 人 又 此每 相 僅

各 共 潤 5 富作社

其 IN 新新 七 子 每 貴 者 中若 五四

意 , 會 聞 以 年年 の 干 に干 e / 出 五 木

食 紙 t 作 0 人 0 加加 背 の 6

隨 寸 主 院院 5 費 IL 金金 以 院 L院 UA 最

以 べ 出 の 概細 用 說 tb說 tj政大

多 L 入主 以 出 h 建 私 府 本な

& 某 用 动 社 寄出 zh / IV 5

の 布 日 IZ 以 中 附 hhe * 會 属 院

金 告 某 供 婦 上 te 欲 社 寸 /社

處 寸 人 b 請願 3 以

投 世 又以 出出 以 守 太 机箱 貧 四

L 人 貧 貧 號洗 究 院 若 世院 以下 院 五

t 此 院院 院 邀 LL間 其其 貧 0 百

歸 新社 社 L 【 此 此 越 院 費 人

3 聞 中 中 院 成院 成 金 新意 用 t金 式

此 紙 0 每 K L/

三
十
九

机 開聞 建置



す

織 さらに 院

しきもの 院

う る 其其 てて の

唇

文るふ 六

O
唖
院

は

の不 舌

具

院 情

四
洋
事
情

初
編

巻
之
一

人 見

は 形 し

* はち 其

機 成械 は 。 耳る を 言

をら あ針 宣

字 で

龍る 形
8 形 紙紙 法 りなか其の

子のち
に も 這其 る の 既 唇 記 尊 人 距 事

を な 算 孔大 院 證 に 動 に 舌 號常 を號 院

造 し 木造
を 抵 據 由 機 , 音音 歯 を の

り 此 の 穿配 にて を 整嬢 寫學 の

端

のす校る

外 如 ち 院 見 を

し 海 に
喜の て 發

運 を ど 學

大陸 同之
笑言 其 寸 動 教 異 校教

を

を
哀 語

のし 語る
ゆななな

り 學 鶴 形轉 形
喫 た を 見て

す指る

用 ち 人や
の 解 或 樣 の な開 機 配

事 し 学 に し を

を 業を て 書 績て 書讀 ( 之 共 學は 之

組 は 加 き 書
に に

日 た 法

む 男 減 指 を 子效 談
色 初

れ

其 女 乘 端 教端 散
人々 てさて 話 他

其

z品 共 除 に
のに

難 五 す 人 院 集

物 に よ て にに

等し
音 を の に

動

は 之音り と は
を

常 を 得言 たて 入 て入

市

人 調 打する

を樂楽天 を 紙
語

器阪

を 文圖 に
さ和

文觸
学者 學

手 の て 算
賣勉 測れ 凸

なる 據

て

様記 は 術
む量しの て

るこ

院 又 の

の號指 天
文ひ

ここ

の ざ音男 難 算 字
如た を 文て

た

L 露

算術 を
以 地

費 子 算

に

英 は で 器 等
は

機

な
っ
唖
子
數
百
人
を
集

た

す 具 は に

機
を

数

は天闘

ら 性 く

さ
能撃

四
十

お軽 さ

發

ン
ナ
へ

キ
ョ
ウ

1

教

る 別 地別

に 手 至る し

次
で
他
人

の

用 のの に に 印

を
す
る
こ
と
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梯
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板
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用
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簡
約
約
な
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る
ふ
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一
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舉
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語
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事
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児
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兒
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を
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縮
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云
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ゆ
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樣
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附
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導
く
算
術

をち
二

個
を
出
し

て
衆
痴
兒

に
示
し
此
丸

は
幾

個
あ
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又
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個
な
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又
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總
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さ
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云
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織
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を
織
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製
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、
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を
摺
り
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造
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麥
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製
し
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具
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造
り
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綿
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紡

て

八
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に
至
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の
間
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英
國
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蒸
氣
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關
を
大
成
し
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後
英
亜
諸
國
に

人
力

オ
ボ
ル
ド
蒸
氣
を
以
て
人
力

に
代
ん

と
す
る

の
説

を
起

ゆ
る
こ
と
本
邦
及
び
支
那
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異
な
る
こ
と

な
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し
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千
七

百
二

十
니

に
千
七

百
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十
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日
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曼
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曼
の
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轉
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如
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關
連

西
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情

初
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之
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四
十
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云
へ
る

筒
に
移
す
此
筒

は
水
鐵
砲

の
如

を
仕
掛
け
に
て

筒
の

內
に
符
合
す
る

鍔
あ
り

鍔
に

必

棒
を
付
け

て
心
棒

は
筒

の
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に
出

て
鍔

は
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を
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に
進
退

す
べ
し
蒸
氣
膨
脹

、
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以
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蒸
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萬
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蒸
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ぎ
攻
防

の
勢
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強
く
し
貿
易
の
便
利
を
培
し
航
海
者

氣
昔

時
に

百
倍

せ
9
O

然
氣
船

に
用
ゆ
る

機
關
公

共
大
路

は
陸
上

の
工

其
大

工
作

坊
に
り
る
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に
軍
艦
商
船
飛
脚

船
と

し
萬
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を
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の
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來
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暴
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蒸
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造
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初
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成
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之
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5
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3
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し
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功
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1
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ク
し

七
ュ
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な
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百
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十
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ル

蒸
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蒸
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亞
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千
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よ
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蒸
氣

機
關

一
度

び
世
に

行
は
れ

て
よ
り
世
界
中

之
が

為
に
工
作
貿
易

の
風

を
一

髪
せ
り

と
云
ム

力

蒸
氣

船
の

初
と
す
こ
れ
よ
り
共
用

法
、漸
く
世
に
出
す

。
初
め

は
川
船
及
び
內
海

の
渡
船

に

用
ひ
次
第
に

之
を
改
正

し
用

を
て
遂
に

軍
一

こ
と

な
し

郷
を

三
に
分
ち

狐
と

を
荷
積

の
場
所

と
な
し
船
腹

に
機
關

を
据

へ
船

の
雨

側
に

輪
を

附
け
此
輪

を
轉
回

し
て

船
を
進
む

之
を
南
輪

の
蒸
氣

船
と

云
A
蒸
氣

を
焚
く
石
炭

の
煙

は
甲

板
上

に
突
出
せ
る
煙
出
し
ょ
ち
散散

ず
○
兩
輸

船
は
風
浪

に
由

て
船

の
傾
く

と
一
方

の
輪
、
水

を
離
れ

て
を

行
を

妨
ぐ
る
こ
と
あ
る
を
以
て

又
工
夫

を
迎
ら
し
機
關
よ
り

船
の

船
に

延
す
る

勇



容 車 。 日本 必 乗乗 t 東 大 にめ

其 蒸 本 の ず せ 里 船 洋 て 雨

製 名氣 よ 間 日 て を の を 其論

作く車 り を 諸 走 進航 形 の

ま
で

大
な
る

鐵
の

西
洋
事
情
初
編
徳
之

一

を
通
じ

棒
の

重機 と 歌 處限 處る處 行る ち 代

大關 羅 の る に 其 は に 児 用はに

堅 車 蒸氣 巴 港 歐 往 最往 最 機 は

氣 車 の に 羅來る 關螺 の な 心心 初

機 地寄 巴 す 軽 の 旋玩 す 棒 編

個 を 關 て 大便 大 仕具こ

以 のの は 船り 抵 な 小掛 に ど 通 之

鐵 て 力 海 を 日 帆 る に を

輪 他 を 本 前 る 由 方 の 發

にの 語 六 へ 支 を の て 便る 明

て 車 ら 十宿 那用 は 遅利 場 せ

走 二 て 日日 大 等 飛u 飛 速 な 蛤 り に

る 十 走 にぎ の ず 脚 あ る の 此

が輛る て に 間 蒸船蒸 り を 如 初

故 乃 車 達 て に 氣 な 大以 し 根

に 至 なな す 彼 社 の往 り 凡て 故 は

暮 こり べ 此來 み 飛 近 に 元

四 車 しにす に 脚、 に 書 來 之 螺螺

の 十 達る て 船 夜 は を 旋を

道 輛 する 走 はす に 雨螺 のの

を を に 百 輪 旋 道

行 引 蒸 限 三 船 仕 理仕

く く 氣 を 三 を 掛 に

べ を 誤 十 造 け 基基

し 仕 る 逆 品里る て

ち 數 掛 て 社 に祉 を 乃 蒸造

ず に続け どの 拘の 積至 の 氣 り

必 の な 船 ら み 三 小船 た

ず を車 を しにす 旅 百 しとる

2 人 に 機 大 て 着 客 四 〇 8

が を 人 關關 抵 在 發社 を 五蒸

羽
根

を
附
け

と
脳

と
の

間
に
て

之
を

軸
回
せ

し

四
十
八
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編

伦
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必
輕

小

袋

西
洋

第
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希
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鐵

至
て
リ
チ
ャ
ル
ド
ト
レ

フ

千
八
百
十
二
年
英
國
人

》

な
ら
こ
れ
よ
り
欧
羅
巴
諾
國
及

に
て第

を
道道
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寸
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だ
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ス
ト
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ト
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よ
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ダ
ル
リ
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ト
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鐵
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ジ
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ス
テ
ィ
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ソ

ン

八
百

ク
機

關
の
工
夫

四
十
九

縱
道

十卷

L
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、
公

每 茶 均 上

縱 界 工 石 可石子

年

發
明

必
大
抵
蒸
氣

船
巴
同
時 , 徐 西 氣 鐵 主
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に
拘
は
ら

拘
は
ら

る

列
機
篤
兒

の
仕
掛

を
置

に
彼

所
に
敏
鐵

の
仕
掛

を
設
け

て
此
彼

の
間

に
銅
線

を
張

感
じ

て
他

の
鐵

片

を

鐵
磁
石

力
を
起
し

て
他

の
鐵

片
を
引
く

、
氣
力

の
流
通

を
絶
て

を
:

ば

鍛
鐵

に
越

列
機

鶴
の
氣
力

を
通
ず
れ

ば
其
鍛

容
を

記
る
す
の
み
銀
鐵

に
越

列
記

[

兒
の

力
は

古
來
支
那
人

の
全
く
知
ら
さ

自
か
ら
本
邦
人
の
耳
目
に
3
慣
れ
ず
之
を

傳
信

機

O
傅
信

機
と

は
越

別
機
鶴
見

の
氣
力
を
以
て
遠
方

に
音
信

を
傅
ふ
る
る

の
を
云
ム

越
列

機
篤

侮
信

ず
と

*
其
死

期
に
及
ば
ざ
る

等
の
如
き
迂
遠

の
談

を
聞
か

に

云

路

越
し

に

の

西
洋
事
情
剤
編

之
二

五
十

に
鐵
道

を
作
り

車
を
製
す
る
こ
と

一
年

は
一

年
よ
り
多
し
旅
客

を
乗
せ
荷
物

を
述
送

し
東
西

に
騙
せ
南
北

に
走
る
恰
是

れ
陸

る
怡
是

れ
陸
路

の
良
舟

、 千
里

を
遷
し

と
す
る

に
足
ら

ず
蒸
気

車
の

法
世

に
行
は
れ

て
よ
り
以
來
各
地
地
產
物

の
有
無

を
交
易

し
て

物
價
平
均
し

、
都
部

の
社

水
を

使
利

に

し
。

し
て
人
情

相
通
し
世
間

の
交

一
新

せ
5

西
人

云
ふ

近
來

は
西
洋
諸
國

の
人

旅
中
に
て

父
母
妻
子

の
病

を聞
巡

路
の

故
を
以
て

簡
約
に
辨
明
す
る
と
甚
難
し
故
に
今
之

、
は

越
力

の
性
質

を
論
出

ず
し

て
唯

共
作
用

の
大

之
を

放
信

機
は
此
理
に
て

製
し

た
の
な
ら

此

所
に

越

此
線
よ
り
越
氣
を
通
ず ず
れ
ば
距
離

の
遠
近
に

ず
氣
忽

ち
鐵

に

る

つ 力 に 所

傳 を はに



後に の て 非 公て 百百 非公開 はず 掛 に 学 に を

越 用 末 望 年 ら
. を 四 万 くく 違 は 鐵引

列り に 遠代すか 報 も 水 す の 片 く
千

機る 室 鏡 の つら し 雨 の 底 各 記 の 腕
西

篤 はて を 初西 ずを 緊現 に 處號 運 て隐 運

本
兒千 はは 以 よ 洋西 要 今 沈 に

今 を 動其

特 の 七 此 て うに洋 の 西る 線印 を

初學 百 法 互 其其 てて 人 消洋る を し 起

福編 次 七 金益 に
に 相急 のの 息 の 通り通之す の

巻 第十 精 相 圖 報 誌
報 をを 國 は

之 に 四巧之
巧 圖岡 にの に 通 に る 由

開 年 ど を て 法傳を て 傳 し
にてて 既既 を

け 佛 なな 見見事 往信 千
は 音 にに 絶

隨附 り て の 昔 機里
其 信信 鐵鐵 て

て 西 諸 次 次 は の 外
道 を 片 は

傳人 第 第唯發 の
筋 通 の 乃

信 に を 相 明人
運ち

般 遠 告 圆告岡 を どを 四 べ 動 復復

を ジ に 方 く を 以對 を
し ををた

3 の 之 に べ 以 て 話
張張 防 問 其 得 之其 得

改工 を 報改 工 を g し 世す る く 毎
毎 れ

正夫 用 告 仕事 界 て 陸 線 に 速 ば

し ない す 掛掛礎 を しとどな 柱 な 其

た わうた を を 狭公決公恰 の通 を る 動

れ 此り 設報 く 私 も 立て 機報く 私る もず

ど 人 越 と けすせ の 如 * のあて と
蜘 ど を

23る 初 列 を る り 便 蛛多 高 千 針針

之 て 機機 發 高 のど
を の 日凡 日 入 端

を 其篤 明 3 み 気 な 網
な 細三本 九三木 九里に

大 仕兒 し 所兒 な す 百の 尺 ど 傳
尺

掛 の 千 にに り る て 如 の 難

を 力 七 番 し 亦 とし 聖所 て

製 を 育所百 が 谷 界 五 底にて も 紙

し を年 を 千含 て に に付線 に

簡 信耐 信 代 建 六 に 言 新通 を 瞬
瞬

な
の
は
線
の
外
面
を
覆
て
水
を
防
く

起
す
へ
し

共
氣
力

の
流
通

を
絶
て

は
乃
ち

役
に

之
を
放
っ

斯
の
如
く

し
て

一
通
一
絕

、
随
意

る
こ
と
を

十
一

之
を

大
仕
掛

に
し

て

と
云
ふ
ふ

亦
溢
言

に

が
千

六



く
盛
大

に
及
び
各
國

の
人
商
社

を
結

て
死

斯
を
製
し

之
を
市
中

に
資
る
其
仕

掛
の
大
略

大
な

く 明亮

s
5
2

其
光

は
5

込
空

カ
ル
ボ
レ
ッ
テ
ド

、

炭
に
す
れ

ば
死

の
氣

を
發

す
此
氣

は
炭
化
水
素

0
石
炭

を
釜

の
內

に
密
閉

し
て

之
を

然
焼
き

ふし

し
但
し
此
傳

信
線

は
成
功

の
後

錯
て

共
働

を
な
さ

ず
出

て
之

を
旅

し
近
日
再
興

を
企
っ
と

去

ど
千
里
に
近

七

の
通
し
た
り
共
長
さ
日
本
の
里
數
に
て
殆
ん

亞
米
利
加

を
英
國

と
の

間
に

線

に
を

横

ん

め
千

處
の
海
底

に

を

4
9
佛
蘭
西

の
海
岸
に
通

英
國

は

ク

線ル

之
を
世
界
中
傳
信
線

の
初

と
水
底
の
傅

の
間

に
線

を
通
じ
兩
府

の
消

報
と

一

を

5
バ
ル
チ
モ
ー
ル

府
生

で
十

七
高
ド
ル

ラ
ル

」
を

得
て

千
八

百
四

十
四

年
盛

頓
府

衆

1

資
な
し

合
衆
國

の
府

に
す
れ

大
に

明
し

之
を

質
地

に
試

ん
と

す

乃

五
十

西
洋
事
情
初
編
徳
之

一

用
に
施
す

と
を
知
ら

ず
千

八
百

三
十

七
年
亞
米
利
加

の
人

!
1
ル
ス

五
年

の
試
験

に
由

て

願
ひ

三

八
里

信
線

比
千
八
百
五
十
一
年

初
と

す
爾
後
此
法

に
效

て
諸

八
百

五
十

八
年

亞
多
喇
海

を
渡

3
5

ド 息 四

を 英 頓 , 貧所

沈 の國り 府 に 米

め 地 南 之 の合し 利

傳

虎
斯
巴

云
太

斯
云

の の
に
て

之
に

火
を

點
す
れ

ば
空

氣
と
合
し

て
燃

へ
其

光
油
、
蠟
燭

の
火

な
5

千
七

百
九

十
八

年
英

國
に

於
て

初
て

瓦
斯
燈

を
用
ゆ
る

と
を
工
夫

し
爾
後
共
用

法
漸



西
洋
事
情

初
編

巻
之
一

五
十

三

分
時

を
六
十

に
分
ち

之
を

一
m
i
d 第
十

九

入

第
八

助
第
九
時

時
第
十
一

軸
第
十
二

曲

四

第
一
時
峨

第
二

第
三

第
四

時
峨

第
五

時
『
第
六

時
*
第
七

曲

の

五

0
一
妻
花

は

第
七
時

故
に
數
年

を
經
る

間
に

は
我
國

の
月
日

と
一

月
違

ム
に

と
$

5
或
は
正
し
く
双
方

の
月
日

相
符
合
す
る
こ
と
あ
り

何
れ
る

我
邦

一
閏
月

の
有
無

に
由

て
然
る
な
り

あ間

大
陽
暦

を
用
い

不
年

三
百

六
十

五
日

と
定
ひ

往
水

を
照
ら
し
光
明

妻
の
如
し

方
今
西
洋
諸
國

に
は

燭
を

携
て

夜
す
る
も
の
な
し

書
方
今

ょ
う

る
釜

に
石
炭

を
焼
て
瓦
斯

を
集
め
街
道

の
地
下

に
鐵
管

を
埋
め

て
其
尼

斯
を
受
け

管
を
以
て

管

に
接
し
市
中
縦
横

に
通
達
す
る
こ
と
本
邦

の
水
道

の
如
し
此
鐵

管
よ
り

小
管

を
枝

別
し

て
市

中
の
戸
毎

に
引

に
火

を
貼

じ
て

燈
と
な
す

又
街
道
及
び
橋
上

の
處

々
の
燈
臺

を
設
け

て

行 に

す 死

る 斯

附
錄

O
西
洋
に
て

は
○

に
分
ち

子
午

を
第

十
二

時
と

し
復

た
第

一
時

に
返
る

故
に
西
洋

の
一
時

は
我
牛

9
時

の
順
序

左
の
如
し

城

一
時

を
六
十 十

に
分
ち

之
を

一
を

時
云
ひ

一
六

十
に
分
ち

之
を

一
秒

時
と
云
ム

一
秒

時
は
大
抵

脈
の
一
動

に
同

し

れな は

時我

中内



ラ
ル
]
と

同
量

な
5
ド
ル
ラ
ル

は
合
衆
國

の
隣
國

「
メ

キ
シ

ュ
」
の
通
用

金

0
合
衆
國

の
1
「
ド
ル
ラ
ル

は
我

三
步

に
當
る

方
今
北

の
貿
易

場 場
に

行
は
る

「
ド
ル
ラ
ル

同
海

の
一
里

は
我

十
六

町
五

十
七

間
強

に
當
る

O
佛
蘭
西

の
「
メ
ー
ト
ル

は
我

三
尺

三
寸

弱
に
當
る

英
亞

の
「
ポ
ン

ト
は

我
百

二
十

一
匁

強
に
當
る

同
1
[
ト
ン

｣
は

我
二

百
七

十
一
貫
目

強
に
當
る

即
米

六
石

七
斗

七
升

餘
の

重
さ
な
ら

同
陸

の
一
里

は
我

十
四

町
四
十
三
間

弱
に
當
る

強
に
當
る

5

O
英

亞
の

1
「

フ
は

我
一

尺
強

に
當

5
|
「
イ
ン
チ

」
は
「
フ
ー
ト

十
二
分
の

一
に
て

八
分

二
艦

二
度
と
定
め
其
間

の
度

數
に
て
寒
唆

を

寒

計る

寒
暖

計
る
な
ら
大
抵
春
秋

の
氣
候

は
五

六
十

度
夏
の

は

十
二
度
と

し
湯

の
沸
騰

す
騰
す
る

にの

り

兆
中

五
十
四

の
大
數

を
記
る
す

に
億

と
云
ひ
と
云
ひ

諸
說
一
定

せ
す

今
此
書

中
に
あ
る

物
數

は
1
、

を

四
洋
事
情

初
編

巻
之
一

O
物

十
、

百
、
千

、
萬
、
十

両
、百
萬
千
萬

、
一

億
、
十

億
、

百
億
、

と
十

倍
づ
く
に
て
次
第
に

計
へ
上
る

な

O
寒

唆
に
幾
度

々
々

と
云

ふ
の

は
水

の
凍

を
三

熟
を

二

百
十

器
は

八
十

度
以
上

百
度

と
な
る

と
は

稀
な

て

る

大
抵

合
衆
國

の
「
ド
ル



五
十
五

四
洋
事
情

初
編

卷
之
一

西
洋
事
情
巻
之
一

終

條

○
本
編

は
専
ら

英
亞

の
書

を
翻
譯
せ
る

が
故
に
度
量

皆
兩
國

の
制

を
用

9
遇

他
図

の

舉
る
と
き

は
共

下
に
割
註

を
附
し

て
之

を
區
別

す
各
國

度
量

の
比
例

は
西
洋

度
基

と
云

へ

る
列

行
の

書
あ
り

就
て
見
る
べ
し

は
我

七
分

五
症

に
當
る

O
佛
蘭
西

の
]
「フ
ラ
ン
ク

は
我

八
匁

に
當
る

同
1
「
シ
ュ
ー
ズ

我
四

分
に
當
る

●
通
用

金
の
割
合

は
時

の
相
場

に
由

て
一
定

せ
ず

前
條

記
す
る

所
は

唯
共
大
概
な
ら

匁ル

三
兩

に
當
る

O
荷
歯

の
1
「
ギ
ュ
ル

デ
ン

は
我

十
八

匁
に
當
る

O
英
國

の
「
ボ
ン
ト
ス

テ
ル
リ

ン
グ
」

目
の

同
一

「セ
ン

t
j
ば
ド
ル
ラ
ル

百
分
の

一
な
ら

な
ら

+

知る

記唯 目金

すがの一

は 相雨

我 六

同
｣

同
「
シ
ル
リ
ン

グ
は

我
九

匁
に
當
る

同
一

「
ペ
ン

ス





1

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二
四

知

を
得

ん
と
願
訴

し
た
れ

ど
更
に

之
を

本

各
州

は
5
人
物

を
推
舉

し
て

千
七

百
七

十
四

年
第

九
月

四
日

フ
レ
デ

ル
フ

の

取

さ
る
所
に
て
速
に
廢
し
た

其
後

種
々
苛
刻

の
法
を
立
て

、
収
斂
し
州

民
之

に
堪
へ

ず
し

て
展
愁
訴
す
れ

用
ひ
ら
れ

四
日
フ
レ
デ
ル

フ
ェ
ャ
に
會
同
し

年

度
5
州
內

$

州
の

內
に

用
ゆ
る
物
品

は
盡

く
共
證
印

秘
る
べ
し
と
法

と
法
令

を
下
し
た
り
此
法

令
は

各
州

の
服
せ

艦
を

遣
諸
方

を
探
索

し
て
便
利
な
る
地
方

を
發
見

す

は
魔

て
人
民

を
移
し
其
地

を
本
國

の
所
領

と
な
せ
り

千
七

百
六

十
年

の
頃

令
の

合
衆
國

の

地
、
英
國

の
所
轄

に
臨

る
の

十
三

州
$

5
千

七
百

六
十

五
年
英
國
議
事

院
の
定
議
に
て

凡

十
三

政
府
並
に
商
社
共
職
に
效
ひ
爭
て

箏
て

イ
ス
パ
ニ
ャ

千
四

百
九

十
二

年
西
班
牙

の
船
將
閣

龍
亞
米
利
加

國
を
發
見

せ
し

よ
5
爾
後
欧
羅

巴
各
國

の
コ
ロ
ン
ビ
ス

史
記

亞
米
利
加
合
衆
國

福
澤
諭
吉
纂
輯

西
洋
事
情

卷
之

二

船
艦

を
遣

一
般

の
利
益

を
謀
る

と
て

種
々
商
議
を
盡
し
て
英
國
政
府

の
公

な
る
處
置

ず 後



我 戰 以 血 市 武武

我
勇
將

ル
レ

ン

西
洋
事
情
初
編

卷
之

二

百八

ソ 勇 Li 時 戰戰 乃乃 器器 主 七 8 本市

女將 三 計 bz L 十 8 苛

2可 度 云 鐘 初 之之 携 五 人 剥

山 以 第 主 IZ 年 心 0 5 盆

敵 六 鳴 L 放 九 隊 第 0 法 兵 暴法

戰 七月 b 途 發 3 0 四 向 lt 主 威

爭戰 退退 十 L 者 兵 月 太 束束 主运

後 死于计 七七 此此 數 T 七七tx 所 轉 5 張 編

華 】 九 日 合 年 數數 見見 卒卒 5 遂以 九 b

盛》 5
圖 0 人人 » 英 C n b 且

頓 總 // 騷 七 5 【 國 戰 此 政T 政

主 計 從 亂從 殺 依 議 終 勢 府

推 亞亞 て にT 將 I 身

し 人 に人 山 票 及 又山 及 奴 t 法T 法

0 我 の 民 べ グ L 隸 州 合

總 戰 兵 戰 皆 与 F1 te民主T

督 死 利 以 武 0 LV 竊 竊 政 拒為

將將 四 な 亞 器 Z 其 向 之其 府

軍 百 〈 米 を の ド 武 は を 当 D 3

x 五 L 利利 携 e L 器 L 聞器 L る 命 の

為 十 lT 加 2 七 3 t / 以

L 人生 人 水 日 出 置 L 同 得 背 威

本 千 || 未 戰 》 1 月力 下 市 时 力

1 人 五 入 九 圆 L 途 十十 戰戰 女 老

3 七 下 百 下 靠 L 中 九 武 和武 和 戰 以

下 殺 ht九 Th 器 の はて

ンす にV 英 才 双 2 手指 主 兩 当 之

IZ 引引 集 近 方 L 揮 集 議 6 七議る

53 兵兵 式 傍 死 九 ソ 官 日 z 壓

同 九 三る の 傷 n 下 b 夕 得

世人 b 千 寺寺 多 8 于 寸寸

5 餘 此 人 院此
LA IC 分 時時 追命

議 な議 多時時 百 忙 之 聽

依
て

命
を
下
し

官
t

L

事 5 接 tt z

於於 1

千
七

從 2九七九 從

blr



之 立

十

官
並

に
兵
卒

を
名

・
大
州

の
軍
勢

立 立 の し

簡 定 第 の

ざ 兵

加 “む 指

先
っ
ポ

!
ス
ト
ン

に
赴
き
空

ち 年

は せ 傍 っ

く 拒 て

八
日
ゼ
フ
ェ

大人

露 獨獨 烈烈 ど 敵 1

事
24 補

其 入 ち目

ン

を

井

イ 1 を 六 を 六

の て 不定 之之 井

をン

ララ

て

なに て

巻 獨 四 あて を

も

ン て し옥 ど起

ン 大 交し

し

生し別 百

•ど 國 をを 盡 七

台國

兵

桑

千

に

ン
ト

州 の 以理 し 付防 其り

三 の 2 人 を て て 戰 近 先 並

州 多 を に ラ 、 之 以以 台

て 飛ん

: す し の 力 遇

初 し 七 二 正 草 る 英 意意 を

て 月月村 し少し 稿 ど

て

こ 不 に 依 生し 第 2

第 至 て

月間

图 諸 染め を し 九 歴 の

定 方人 各 次 國 日

よ 州 議ン て の 合 べ

し り般 の 所の 所 の 弱獨 支同 し 図

爾獨 に 名 に 五立 配 協 王

後 立 商代 出出人 のの を 議 のを よ ケ 將

金 の 議 人人 しし を 機 受 し 報 軍 月

兵 し たに 第第 推 文 け て 告命 山

を をたた 示示 七七 て す 合わ力 ををの 1

募唱 れせ 月 作 作 固 祭 り 下台り 下 合 》

りふふと し する よ 諸 しし 戦 が

英 る る た の た り州よよ 亞亞 に

も 獨獨 之之 職 と は之 り 米米 て 感

兵 の 立 に で に ど 固 諸 利 人人

2 外 の 同同 机机 任 離 よ 加 心

戰 起 議 意戦 起 意 上上し 別 ン 軍

て 雲 にに す に す を 意 を の

五 集 を る 置 六 る を 去指

に し 担 493 月 す です 決 て 揮

勝遂 す の 五 ここ 理 る 奮る しょ

敗 に 九 名 十 ム をの 激 に てりり可

第
三

月
英
國

の
將
軍
ホ
ー
ツ

が
ボ
ー
ス

ト
ン

を
去

て
よ

」

稱
せ
ら

第
七

月
一

日
1
5
華
盛
頓
總
軍

の
指
揮

を
司

.

文
を
作
る
た
め

セ
ッ
フ
ェ
ル
ジ
ン
ア
ダ
ム

1

す
る



かせ

幸
福

を
新
る

由 に

を 動

ど

幸

皆
は
億
兆

皆
同
一

職
に
て

之
に
附
與
す
る

に
動
か
す

可
か
ら
ざ
る

の
通
義

研
る

の
類
に

を
人
心

を
察
し

て
之

に
布
告

せ
ざ

兆 て

從
て
世
界
中

の
萬
國

を
同

測
し
別
に
一
國

を
に

至
で
は

共
建
國
す
る
所
以

の

建

人
生
巳
む
を
得
さ
る

の
時
運
に
て
一
族
の
人
民
他
國
の
政
治
を
離
れ
物
理
天
道
の
自
然
に

時

は 離

十
三

州
獨
立

の
檄
文

千
七
百
七
十
六
年

第
七
月
四
日
亞
米
利
加

した
を
生
捕
り
コ
ル
ン
リ
リ
ス
降

を

約

遂
に

逐

どれ

九

ン

ル

事
を
終
れ

5
此
戰

は
第

十
月

十
九

日
華
盛

頓
一

萬
六

千
の

兵
を
指
揮

し
英
國

戰

事

ク
タ
ン

百
亂

丸
目

の
初
よ
り

七
年

の
間
、

二
十

九
戰

し
或
は
勝
ち
或
は

敗
し
千
七

百
八

十
一

年
ョ

年

は

$
又
千

七
百

七
十

八
年

第
二

月
佛
蘭
西

四
條

約
を

結
て
よ
り
防
戰

の
助
力

を
得

た
5
0

騒

1

を

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二
四

の
一

戰
を
以
て

の
將
軍

し
兵

の
コ

リ
ス

と
接
戰
し
て
大
に
勝
ち
敵
兵
五
百
五
十
人
を
殺
傷
し
七
千

二
百
四
十

七
人

た
5

此
よ
り
英
軍

力
を

失
て

和
睦
を
議
し
千

七
百
八
十
三
年
第
一

月
二
十

日
假

條
結
ひ
翌
年

九
月

三
日
本
條

約
に

淋
し
合
衆

國
の
不
織
獨
立

を
周

く
布
告

し
た
り

參

を

取 和

り陸

民

る 他

因
を
述
べ

を
得

ず

天
の

人
を

生
す
る

撤

を
以
て
す
即
ち
其
趙
義
と
は
人
の

自
ら
生
命

を
促

し
自

求
め



な す 強 辨 旨 べ 趣 何

谷

て
他
よ
り

之
を
如
何

と
す

可
ら
ざ
る

の
な

-

利之 政

法 侯を

義 と

情 土 枚 化 6

襲 な

焼き

会

是

余此を

起 英 会 政 す 以 を ば 義 し 權固 て

る國其 す 府る てて 目 奮 な て 威く 他

とと 王事 れ 舊 は 國的 來り 更 あす ょ

きき 世質 はは 來人 内 のの 是 る るり

本 其上 を 不 の の を 偽 政

通 し 府 大 め

初 地 般 修 を 義ま
て は の 趣 ふ の 如

編 の し 酷後

の 革 ら に 奪 旦 論 に し 旨 と

金 を 他 す 亦至
報 を 基政 に

て
の 世世に る 人 恋 卒

府 て す
て 界記 は の に の た 人 の

に す 諸 職 し し ・ 舉 の 處 府

を 欠 布 べ 州掌故
惡惡動 し 安 置 た さ

立くく 告告 g な に 俗 に て な 此 ら

可 しも 般りり斯 を て 明幸て 趣 ん る

て の 止 O 改變 了 稻編

さ 其 な
なむむ 方如 し なを に の な

明 く
し 難 る 保 戻下 は 6

論 事専 得得我政め
る 事 人

ら .さ 諸 府 ず と し
ど 臣 間

待 暴 る 州 をを んh 思 ○O 9 き 民 に

っ 政 の 正廢 ば ふ 因新 は
に 政

急 し 却遂 べ 循政 則
政 則 满 府

し 以務 く し に し 姑府 之 足 を

て な 此 てて は 然然息 を を を 立

我ら 難り難 後 自自 れ の 立総れ 立 變得る

諸 英 に 來ま 意る 革 せ 所

五

州 國國 雅罹 の 自 る を る し た し 以

を 王王 れれ 安 裁 同 以 又 或
又 は

抑 の る 金 の全 て 人 は 初 此

を 事
行 がが を 特. の 考 民 と て 通

得 件 せ u
込 故故 固 權人 ふ

ぶ 走 真 義真
る 指 り を に く を 民を 民 れれ 通 倒通 倒 に を

て
法

を
立

ん
と
す
る

英
國
王

之
を
禁
じ

て
王

の
免
許

く
可
ら
ざ
る

の
良

法
を

探
用

せ
す

○
急

要
の
事
件

指

を 念



武 輩

群 て

土
地
分
配
の
新
法
を
立
た
-
O
英
國
王
此
國
に
裁
判

の
權
を
附
射
す
る
を

て
裁
判

.

欲く

を

國
政

を
議
す
る

の
權

は
自
か
ら
國
民

に
節
し
其
本

國
は
內
外

の
危
害

を
蒙
る

に
至
れ
り

齢

れ

一

國民

は

人
民に

西
洋
事
情

初
紀

卷
之

二
六

に
非
ざ
れ

ば
之

を
施
行
せ
し
め

ず
加

之
斯
く

共
施
行

を
禁
じ

王
は

自
か
ら

之
を
忘
却

し
て

意

を
用
ゆ
る
こ
と
な
し

O
英
國
王

州
內
一
般

に
的

當
せ
る
法
令

を
施
す
こ
と

を
拒
み
其
人

民

を
し

て
國

法
を
會
議

せ
し
む
る

の
通
義

を
破
れ

ち
此
通

部
議
せ
し
む
る

の
通
義
を
破
れ
5
此
通
義
は
人
民
に
於
て
は
甚
だ
貴
重

し
て
暴
政

を
行
は
ん

と
す
る

者
の
恐
る

、
所
な
ら

O
英
國
王
其
國

法
を
會
議
す
る
場
所

を

不
都
合
な
る
遠
地

に
設
け

て
人
民

の
議
論

を
避
る

は
人

を
し

て
奔
走

に
疲
れ
餘
議
な
く
す

法
に

從
は
し
め

と
欲
す
る
な
ら

O
英
國
王
果
斷
を
以
て
人
民

の
通
義

を
破
ら

ん
と
欲
し

慶
國
民

の
會
議
局
を
廢
し
た

英
國
王
此
會
議
局
を
廢
し
て
更
に
再
建
を
拒
み
之
に
由

てO
英
國
王
我
諸

州
に
人
口

の
繁
殖

を
妨
け
ん

と
欲
し
外
人

蹄
化

の
法

を
廢

し
て
其
移

住

禁
じ

廢
し

た
9
O
英
國
王
特
權

を
に

し
て

官
を

興
奪

し
俸
称

を
増
減

せ
9
O
英
國
王

新
に
官
吏

を
命
じ

て
此
國

に
な
り
國
內

に
群

て
我
州
民

を
煩

は
し
め

我
州
民

の
菅
血

を
喝

さ
し
め
た
ら

O
英
國
王
我
輩

の
衆
議

に
戻

て
無
事

の
時
州

內
に
常
備

兵
を
設
け

た

5
0
英
國
王
文
武
爾
局
を
別
ち
武
局
を
以
て
文
局

の
右
に
置
た
5
O
英
國
王
我
法
律
に
戻

に
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卷
之

二

雑

中

に で
す

て

の 兵 護

出 て の
る

を を 察
制王 雖 け 我 た 布
ベ

避
け

例
を
以
て

麼
我

諸
州

を
3

大 政

動 慘 人 國 州る

の
法
律

を
廢

し
て
自
主

自
裁

慶

董

ど て 其我

やの 暴海 師 を を 共 我 の 我 趣 人人

O 夷政 を を

の
政

を
施
し
漸
く
共
境
堺

を
廣
め
て

途
に

を

の

柄民

自す

な

國徽

主 の 其内 其

強 の 兵兵 我 支 國 鸞鳳 自 す

民のの

り

た 治

の に 害 を のの 制 為篇

民

結

自

。 如し

我 所 我 かか る

貿 州 旨 民

英 秋 を 掠を 掠 遣遺 般 定

て

七 曼 國を 量 を 諸り王 政 て 州 述 我 結

ら

を 斯 ど

於 さ し 究 て ど 奪

り 論 し 案

人 て 外 府此 なな 國 のし 加 我 を て を

空く

國 に は國 都 ら 篇 て 裁

税るん途を

す

徒

収 に h

に 誘欲 に 由んん を

害 造以

らら 往 國 我 向向 て 法 遂 な 中 送 し て

ん 古 の 近近 てて 之 合 に

權

腐遁兵妄る るずど 道 に

途 んとらh外海 すんるh

す

輩る 易禽

るり をど なし我 な

す し 政

1

雇民 す は りん の せ

我我 ど 政 ざれ を 定 我

て 我命 の 州 す

人 國 主權 民 を

に

埼上 途 せ 築保保 す な と 偽 異

に り り た 護る 法 な

編 立た 。 る を の 我其 斂 な る をる

り 英 な 樣 州 境 せ 為 許

者 其國り し 殊

の 不王 。○ 我我 を 國 b た

舉 義 殺 英 諸 統

世 兵 ○ をを

な 酷滅王 に と

民 を を

國 ど 塗 め途 り に

絕絶 殺す 伏

洋 どん海h 海るる 告 害る せ

中 も と 岸 に せ どど す

ど の 欲

てる 方 し

な なく

捕文 の 焼州 ○ の 治 自 んん て 國 て

明 大 を を 英 徒 に まとを

す 承罪 に

て 世 を 人 配 王 よ せ 裁 る 服 を 大

偽
な
り

我
近
傍

に
一
州

の
地

を
占
め
其
州

內
に
元
來
英
國
寛
裕



にし

之
が
爲
正

論
を

唱
へ
す
み
骨
肉

の
線

を
正
論

へ
又

輩

をた

顧
み

故國 は

止
む
を
得

れな

を
辨
論
周
旋

す
べ
し

と
反
覆
請
求

す
し

す

英
國
人
民

共
に

3

は

が
故
に

之

共
に

是
れ

邸
旨

に
し

て
管

て

を
誘
い

故

慶
之

輩
我

本

由
寛
裕

寛

す

をを
聽

G

之
に
武
器

を
與

へ
其
本

國
に

向
て

其
親
戚
朋
友

を
伐
た
し
め
ん
と
せ
9
O
英
國
王
我
諸

州

に
內
亂

を
起
さ
し
め

て
我

州
內

の
人
民

を
印
度

の
野
人

と
同
様

に
御
せ
ん

と
欲
す
れ

印
度
人
殺
伐
不
仁

の
戰
ど
之
を
同
日
に
論
す
可
け
ん
や

西
洋
事
情

初
編

巻
之

二
八

時
刻

苛
刻

の
法
令

を
出
す

毎
に
余
輩

、
言

を
卑
か
し

毎
謹
願
訴
し
た
れ
ど
お
賽
て
之

か
す

隨

て
願
訴
す
れ

ば
臨

て
之

に
報
ゆ
る

に
修
毒
を
以
て

し
一

令
出
る

毎
に
其
暴

政
だ
る

を
證

す

る
に

足
れ
ち

斯斯
の
如
き
暴
君
は
自
由

な
る
人
民

の
上

に
置
く

可
ら
ず

,

又
我

輩
本
國
た た
る

英
國

の
人
民

に
注
意

せ
ざ
る

に
非
ら
ず

英
の
人
民

が
法

を
議
し

て
非
道

の
政
治

を
我
諸

州
に

加
ふ
る
こ
と

に
付

て
は
我
輩
慶
之

に
忠

て
に
忠
告

し
昔
我
輩

の
英
國

を
去

て
此
國

に
移
住

せ
し
と
き

の
景
況

を
ふ
述
べ

英
國
人
一
般

の
正
論

講
ひ
或
は
骨
肉

の
線
を
以
て
懇
談

し
斯
く
暴
政

を
ひ
な
ば

に
は
双
方

の
交
際
絶
え
べ
き
3

し
て

交
を
絶
ち

英
人

を
見
る
こ
と

猶
他

國
人

を
待

遇
す
る

の
如
く

し
て

戰
に

は
之

を
敵
と
し
太
中
に
は
之

を
友

と
す
べ
し

と
決
意

し
た
ら

遇綠 し 行
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民

の
名
代

人
と
し
て

職
に
在
る
こ
と

二
年

二

を
限

と
す

0
年

二
十
五
臓

に
滿
ち
合
衆
国

の
戸
籍

に
入

て
七

年
を
経
る

者
に

非
ざ
れ

ば
此
撰

鼻
に

當
十
五

た
る
可
ら
ず

0
諸
州
よ
り
下
院

の
議
事

官
を

出
た

す
の
員
数

は
分

頭
と

同
樣

の
割
合
に
て
州
民

の
衆

集
て
異
な
る
べ
し
諸
州
人
口

は
此
度
定
議

の
後

三
年

の
內
、會
計

し
爾
後

は
十

年
毎

に
一
度

改
計

す
べ
し
議
事

官
數

は
州
民

三
萬

に
付
さ

一
人

の
割
合
よ
り
多
く

す
の

は
5

%

べ
か
ら

ず*
但
し
一
州
よ
り
少
く
と
む
必
ず

一
人

は
撰
舉

す
べ
し

O
各
州
よ
り
撰
舉

し
た
る
議
事

官
の
內
缺

員
す
る
こ
と

官
の
內
缺

員
す
る
こ
と
あ
れ

ば
其
州
よ
り

令
を
出
し
不
時

に
人

を
撰
舉

一
に

撰
べ
し
て
共
缺
位
を
滿
つ
べ
し

O
下
院

の
官

に
共
官
員

の
內
よ
り
上
席

の
者

一
人
及
び

他
の
主
役

を
推
舉

し
又
諸

有

司
の

過
を
論
じ

て
之

を
騙
す
る

の
權
あ
る

可
し

三
上

院
は
各
州

の
評
議

官
に
て
提
舉

し
て

一
州
よ
り

二
人

苑
を
出
し
在
職

六
年 f
a

類第

情事

初 官

七
初
滝
裕
之

二



給
料

を
奪
ム

の
官
餅

を
観

3

大あ

統る

鵜
3

失
を
吟
味
す
る
と
き

は
の
總
督

之
に

列
坐

べ
す

し
都

て
吟
味

の
と
き

は
其
席

に

列
坐
せ
る

人
數
、

三
分
の

二
の

司
る
と
き
は は

に
臨
時

の
副
統
領

を
推
舉

す
べ
し

O
上
院

の
議
事

官
は

諸
有
司

の
失

過
を
吟
味

し
て

之
を
廢
騙
す
る

の
5
大
統
領

の
過

上
院

の
議
事

官
は
副
統
領
及
び

他
の
主
役

を
推
舉

し
又
副
統
領
に
て
大
統
領

の
代
任

を

の
裁
断

に
從
ふ
べ
し

0
諸
有
司

の
過
失

を
吟
味

し
て

之
を
廢
郵

す
と

雖
&
ふ
唯
其

な
れ
ど

ざ
る
る

者

入れ

を

舊
員

せ
し
む

カ
ケ
ル

」

上新

毎

O 0
此
度

初
て
諸
州
よ
り
上
院

の
議
事

官
を

會
す
る
と
き

は
惣
人

數
を

三
部

に
分
ち

第
一

部

は
二

年
の

後
に

新
員

と
交
代

し
第

二
部

は
四

年
の

後
に
交
代

し
第

三
部

は
六

年
の

後
に

は
二

に
第

年

むに

交
代

し
爾
後

此
順
序

に
從

て
二

年
毎

に
新

員
三

分
一

を
撰
舉

し
て
奮
員

と
交
代

を
限
る
べ
し

八
西
洋
事
情

初
細

巻
之

二

九 次 の 三

年 の 議 み

を 發事

經會 官 を

べ
し
若
し
各
州

の
議
事

局
休

の
間

に
上
院

の
議

事
官

員
す
る
こ
と
あ
れ

ば
其
州

ょ

5
不
時

に
人

を
撰
舉

し
て
其
映

位
を

滿
其
缺

待
つ
べ
し

〇
年

三
十

歳
に

滿
た

ず
合
衆
國

の
戸
籍

國
の
戸
籍

に
入

て
は
上
院

の
議
事

官
と

な

る
を
許
さ

ず
合
衆
國

の
副
統
領

は
上
院

の
上
席
な
れ

ど
お

別
に
特
權

、
別
に
特
權
あ
る
こ
と
な
し

○



類第 類第

O
兩
院

各
日

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二

第
十
二

五 O

し 雨 論 上 之 議 兩 日 議議 兩 て みて

員 す 下 と 論 院 / 事 も 院 之 に

を る 雨 電る す の 催院 時 の をてを

放生 院 同 るる 議す の 宜 議 在

記 逐 g 各 す に 事 こ 集 に 事問 職事

を す 議其る 付 官 會と 由官 し 中

作 べ 事 局 を は あはり を て に

て し 官 內要 同其る 毎 華 撰 罪刑

院 のせ べ 年 盛塾 なを舉

人 規 ず し 第 頓 すけ 加

數 則 法則 多 の 府るるれふ

の を を 9 人 ばる

內設 犯 に を 月 識議 限 之 て之 て

同 けす 從 . 撰 初 事事場 を ど

說 に此 て 界 旬 院 所 逸 な

な 規至規 事 し 月 にに 等し し

る則ら を 或 除 てて は 罪但

に せ 審 は 之 預あ

事 の 背 れれ 斷 之 を れ

くば 以變 各 ばば

者 其 べ 撰 て ず 州法 を

の は 持 し 察 る の 律 奪

こ 之 論 どす 乙 評にふ

れ を 雖る ど 議從 の

ば 至 罪 主 2 を あ 局 て 後

時 れす 張れ も 拒 但 る に はに 子

ば 可 し 異 み

議
事
を
記
し
秘
密

事
官
惣
人

數
の

內
、

同
說
な
る
ぬ
の

三
分
の

二
に

至

日
を
以
て

例
日

と
す

九

し
時
宜

に
由

て
他

す

其 し て 說 或

々
之

を
布
告
す
べ

局

從 をを 直 物

判

にこり は 人

裁

説說 しな 者 其

定べ 又

同 但 可 の は

雖

しべてす

ど に

て 議 に を

くし 置て し



新第 麺第
六
兩
院

の
議
事

を
延
引

す
可

○
議
事

官
、
集
合

の
問

は
兩
院
相
互

又は 巻

統
領

の
一

七 0

局あ 質都 は 減は 城 さ 雨 所す にに 雨

に れす て 改我 ず 院 た 者者 之

て ばべ 法て 正 を 又を の 於 はをの

別 其 し 合 す 収 他 議 て 格描

に 異大 の る る の 事 之外 品ふ 事 合

大存 統案 を 法官 官 を な る 官

統 の 領領 得 合 職合 職 b 是 は ず

領 趣 其 べはに職ひ 又許合

案 作 し 在 可議 さ 聚 定 兩 之

異 を 文
院るる 間 事 中國 た 院

旨述 を
た 者 はずず 官 見第 の る

べ 見 院 て を は 三金談正

書く て
合 其 べ麺 庫事び

之
定 てて .u 院 したした 上院 の

意
すさ 議 他 内 但 . の 承

な
と に し 給 外

文す れ 經 し 官 船 於 謀於 料 他

ばれ 然 と
て 反 を 所 る

之 ば れ
を 受 に に

然 に 必

言
を
書
記
し
案
文

に

の
案
文

を
作
り

雨
院

の
同

議
を

經
れ

ば
必
ず

之
を

大

爭
論

企 け 於

再 る 調

11+

在 て さ

議 と 印

以
上

再 案 ②2

れ
ば

事
を

読
す
る

に
三

日

と ず

の を 若 て

す
る

と
必
他

議 文 る し

し 此れ にに

どと 官 事る 職

を す を 院 をを 職 を 者 の 議 ば

後 は べ 大

上 作 し 可

尚 た 異異 否

ど

す 事

す 初 3き 統

を
商
識

し

上

料
の

多
さ
官
職
あ
る

と
☆
轉
移
す
る

為

て る

法 る 存 を

を
許

必
上

院
に
て

る を

な 領な すど

何g

る

之
を

変
議
し

て
或

等他 起 直

をる國難

者 り

犯あ

つ を

を 罪 を

は間



1
1
4
1

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二

と

○
外

國
の
通
商
及
び

國
內
諸

州
に
亞
米
利
加
土
人

と
の
貿
易

を
勉
め

共
法
則

を
立
る
こ

を
以
て

名
を
以
て

金
を

の
不
安

を
謀
る
こ
と

0
合
衆
國

の
名

は
此
例

に
あ
ら

ず

端
八
議
事

院
の

權
は

左
の

件
々

を
取
扱
う
べ
し

○
出
入
港

税
及
び
國
內

の
詰

賦
秘

を
集
め

國
の

債
を
抑
ひ
國
內

の
防
禦

を
固
く

し
一
般

見
做

し
之

を

施
行

し
て

國
法

と
為
す
べ
し
但
し
兩
院
よ
り
一
度
建
白
す
る

上
に
て
延
引

を
願
ム

と
さ

3
同
様

て
る
再
議

し
て
同
意

の
者
總
人

數
、

三
分
の

二
な
る

前
說

を
持
張
す
る

者
局

內
の

想
人

數
三
分
の

二
に
至
れ

ば
此
局

の
評
議

を
一
定

し
て

更

に
彼

局
に

之
を
破
局

に
送
る
べ
し
破
局
に
て

、
再
譲

と

3
は
大
統
領

の
異
存

に
は
ら

ず
定
め

て
國
法

と
な
す
べ
し
但
し
斯
く
再
議
す
る

と
さ

は
局
內

の
人
數

し
て
逐
一

可
否

を
述
べ
し
め

共
姓
名

を
日
記

に
誌

し
置
く
べ
し

0
又
兩
局
よ
り
評
議

を
建
白
す
る

と
3
大
統
領

十
日

の
內

に
其
可

否
を
決
し
て

之
を

下

け
れ

ば
兩
局
に
て

は
此
建

白
を
統
領

の
調
印

し
た
る

と
同

樣
の

借
る

可
3

事



O
軍
艦

を
造

9
海
軍

を
養
子

に
と

ら
る
こ
と

戦
争

を
始
め

強
償

の
令

を
出
し
其
他
海
陸
奪
掠

の
規
則

を
定
び
る
こ
と

○
師

を
出
し
軍
費

を
集
ひ
る
え
と
但
し
軍
費

を
集
む
る

と
二

年
の
用
意
よ
り
多
く

す
可

て
刑

に
處
す
る
こ
と

を
刑

に

人
を
殺
し

0
洋

を
殺
し

せ
し
む
る
こ
と

せ

0
を
著
し
事
物

を
發
明
す
る

者
に

は
官
許
を
以
て
専
資

の
利

を
與

へ
文
學

技
強

を
進
め

○
合
衆
國

の
貨
幣
證
書

を
偽
作
す
る

者
を
節
す
る
法
度

を
立
る
こ
と

O
飛
脚

場
を
設
け
驛
路
通
報

を
便
利

に
す
る
こ
と

く
す
る
こ
と

O
貨
幣

を
造

て
共

位
を
調
理

し
外
國

の
貨
幣

と
不
均
す
る
こ
と

井
に
一
國

の
度
量

を
正
し

○
外

國
人
臨
化

の
法

を
布

に
す
る
こ
と

井
に
合
衆
國
中
商
人
分
散

の
こ
と

に
付

g
共
法
則

)
外
國
人

を
正
し
く
す
る

に
と

X
事
情

初
編

答
之

二
二
十
二

中
に

於
て

人
人

の
物

を
掠
奪

し
或
は
國
內
に
て
合
衆
國

の
法
律

を
犯
す

な
の

を
審
斷

し

O
敵
國

と



類第

を 教 の の

へ 法 法

從 を

て

.

○
海
陸
軍

の
法
則

を
建
る
こ
と

0
合
衆
國

の
律

を
施
行

し
叛
賊

を
歴
伏
し
敵
國

の
侵
襲

を
防
く
た
め

郷
兵

を
募
る
こ
と

0
獅
兵

を
教

へ
郷

合
衆
國

の
軍
役

に
供
し
且
議

役
に
供
し
且
議

事
院
に
て
定
め
た
る
軍

に
て
定
め
た
る
軍
律
に
從
て
諸
州
各

其
士

官
を
命
じ

兵
を
調
練
す
る
こ
と

O
諸
州

に
城
砦

を
築

s
武
庫

を
建

海
軍

の
造
船

場
を

設
く
る
こ
と

O
右

の
諸

個
條

井
に
此
度

の
律

例
に
定
め
め
た
る
合
衆
國

の
政
權
を
施
行
す
る
た
め

の
法
則

設
く
る
こ
と

外
國

歸
化

よ
り
蹄
化
す
る

者
を
諸
州

に
容
る

と
き

は
議
事

院
よ
り

之
を
禁
ず
べ
か
ら

ず
又

に

初
て
臨
化

し
た
る

者
へ

る
者

へ
は

十
ド
ル
ラ
ル

｣
以
上

の
賦
稅
を
取
る
べ
か
ら
ず

○
大
罪
あ
る

と
必
罰

、子
孫

に
及
ば

ず
。

#
貨

財財
を
没
入

せ
ず

又
既
往

の
舊
惡

を
乱
し

て
之

を
耐

2 軍

政 設

九

す
る
こ
と
な

。
か
る
べ
し

0
分

頭
税

を
る

に
は
必
ず

先
づ
人
口

を
計

へ
て
其
數

に
準
す
べ
し

O
國
內
各

州
よ
り

秘
に
貨
物

を
出
納
す
る

と
、

税
を
取
る

可
ら
ず

O
貿
易

井
に
収
税

の
法

に
於

て
諸

州
の

港
に
偏
頭

の
處
置

を
為
す
べ
か
ら

ず
又
商
船

る
必

娘
の

西
洋
事
情

初
編

巻
之

二
"

卷
二
十

三



類第+

O
一

州
の

糖
か

O
一

州
の

兵
を
起
す

可
ら

ず
但
し

現
在

卒
を

後
ひ
軍
艦

を
備
え

以
て

は
頓

税
編

西
洋

$
情

初
綿

花
之

二

○ ○

再
貨貨 國事 合合 にに 法

校 税 繁
衆 布 律

養 の 改 金
を の 図 告 の

櫻正 は 標 く 造 州 免 に 許 よ

可 軍 を す 精 をを
る の 許於

以 べ 密以 外 べ を て し 所 某 初

し にて 他 か を 待待 は に 州都

但 備 會 は 物物 ら 以 た 非 に

しふ 計 輸 を す て ず ざ 通っ

現 可可 税
出 用金 はし れ

在ら 小船 て 輸 ゆ 銀 外 ば

歌 ず敵 ず に の 合
の 國外外 位 金

の 此從入 泉 か 手 ど 國 を

製 州 津 國 の ら 形 條 の 人 を

攻彼 敗す の 税 ず 證約 王 に 開

を 州 納品 金 を 語 書 を 公公 與 く 秘

どすさ 庫 収 を 結ぶよ る

ち5 徒 き に 納 出 ぶ
5 を か 拠

或 富 松 納 す だべ 俸
ら

は し 銀大 る 位す

危或 を べ にに を ら 蟹

急 は 取 し 唯人 かず 位 鋭

外 る 是収 に ら 強 弁并 兼 毅 限

事 國
國 可 等納典 ず 償 に

機 どら
の の 贈 出

有約
約 ず 法 難 べ 債 合 物 職 納

て 束 則 費
浮か を を を 藤

酒 を は を
を 排出 受 を

議 取ず する 々

事る に を

院
金 か 禁 者

に み
銀 ら ず

さ ず 兵 て に 貨 ず

ず
来
州
よ
り
来
州

に
通
い
楽
州

に
於

て
配

を
抑
ふ
べ
し

と
限

を
立
べ
か
ら

ず

は
時
々

之
を
國
中

H

ず
又
合
衆
國

の
職

を
受
る

者
は

議

二
十
四

又
太

の
と
き

兵

豫
す

可
ら

さ

可
ら
ず



類第

る
時

は
此
例

に
非

ず

第
二

條

定
法

を
施
行
す
る

の
權

は
亞
米
利
加
合
衆
國
大
統
領

の
手

に
在

5
大
統
領

万
び
副
統
領

は
在
職

四
年

を
限

と
す

之
を

撰
型 塾
す
る

の
法

左
の
如
し

○
大
統
領
及
び
副
統
領

を
人

す
る
た
め
諸
州
に
法
を
立
て
之
を
提
梨
す
る
人
を
命
ず
其

を
撰
舉

人
員
は
上
下
院

の
議
事
官

に
同
じ
但
し
議
事

官
及
び
其
他

合
衆
國

の
職

を
受
る

者
は
此
員

に
入

こ
と
を
得
ず

O
此
撰

翠
人

を
命
す
る

の
時
節

弁
に
統
領

を
撰
舉
す
る

日
は
議
事

院
に
て

之
を
定
ひ
但
し

其
日
限
は
合
衆
國
中
同
日
た
る
べ
し

0
合
衆
國

に
生
れ
る

人
に

「た
る

人
に

非
ざ
れ

ば
大
統
領

と
唸
る

を
ば
大
統
領

と
唸
る

を
得

ず
み

合
衆
國

の
產
に
て

5
年

十
五

歳
に

た
ず

生
來

十
四

年
の

間
、合
衆
國

に
住
居
し
れ
る

滿
る

者
に

非
ざ
れ

ば
此
撰

型
に

當
る
可
ら
ず

0
大
統
領
不
時

に
退
職

し
或
は

死
し
或
は

共
職
掌

な
け

ば
副
統

領
之

に
代

る
べ
し
副
統
領
代
任
し
て
亦
不
時
に
退
職
し
或
は
死
し
我
は
共
職
掌
を
証
す
才
徳
な
け

領
代

亦
其
職

を

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二
初

二
十
五

を

れ

て 或



コ
ン
シ
ュ
ル

及
び

上
局

の
裁
判

司
其
外

合
衆
國

の
諸
有
司

構

あ

う

諸
を
命
ず
る

但
し
卑
賤

職
掌

は
之
を
指
揮
す
べ
し
又
諸
局
の
職
掌
に
付
3
其
長
官
の
意
見
を
試
る

め
書

札
を

書
札

役

政
治

余
謹

で
誓

を
し
余
誠

實
の

意
を
以
て

合
衆
國
大
統
領

の
職
掌

を
遂
げ

余
が
才
力

を

盡

職
の

問
は

の
外

に
諸
州

は
5
利
潤

を
受
く
べ
か
ら

ず

○
と
き

0
大
統
領

職
に
即
く

と
3

は
誓

を
す

可
し
共
詞

に
云
く

0
大
統
領

年
定
式

の
給
料

を
受
け
在
職

の
間
決
し
て
其
高

を
増
減

す
べ
か
ら

ず
又
在

g
を
待
つ
べ
し

べg

れ
ば
議
事

院
に
て
一
人
物

を
撰
び

假

編

て

て
次

の
大
統
領

を
撰
舉
す
る

と

四
洋
事
情
初
編
裕
之

初

れ

二
二
十
六

に
大
統
領

と
為
し

院情

しに

を
保
護
す
べ
し

"
大
統
領

は
合
衆
國
海
陸
軍

の
總

都
督

に
し

て
諸

州
の

郷
兵

を
3
合
衆
國

の
軍

に
用
る

e
s

出
さ
し
む
べ
し
又
罪
人
を
刑
爵
に
處
す
る
と
3

期
限
を
延
ば
し
或
は
罪
を
謝
す
る
者

を
赦
す

の
權
あ
り
但
し

諸
有
司
其
職

掌
を
認
る

の
罪

は
此
例

に
非
ら
ず

檻
あ

を

○
大
統
領

は
上
院

の
議
事

官
と
商
議

し
て
議
事

官
の
全
員

、
三
分
の

二
、同
意
す
れ

ば
外

國
を

條
約

を
結
ぶ
べ
し

又
上
院

の
議
事

官
と
商
識

し
て

外
國

へ
遣
差
す
る
使
節
ミ
ニ

ス
ト
ル

」

「



之
二

西
洋

車

1
1
+中

初
編

卷

受
け
此
給

:
職

の
間
決
し
て

､
ず
る
こ
と

な
る
べ
し

式

か

在

料

な
し
例
年

に院雨

第

は
上
下
兩
局

に
分
與

し
下

局
の
裁
判

司
は
議
事

院
よ
り

之
を
命

に

類 合

5

に
委
任

狀
を
附
與
す
る

の
權
あ
り

哪
四
大
統
領
副
統
領
及
び
其
他

合
衆
國

の
諸
政
官
謀
反

を
企
て
或
は
賄
賂

を
貪
る

等
の
大
罪

を
犯
す
と
き

は
上
下
両
院

の
商
議
を
以
て

先
づ
其
職

豚
を

奪
ふ
べ
し

第
三

條

を
待
遇

す
べ
し

又
法
令

を
施
す
必
ず
信
實
ゃ
ら
ん
こ
と

を
注
意

し
合
衆
國

の
諸
有
司

に

る

の
形
勢

を
察
し

之
に

應
じ

て
施
さ

ん
と
欲
る
策
略

を
設
け
時
々

之
一

時 類

を
議
事

院
に

下
だ
し

て
議
論

せ
し
む
べ
し
又
一

の
更

八
を
命
ず
る

に
は
議
事

院
に
謀
ら

ず
し

て
大
統
領

の
獨
断
を
以
て

之
を
処
置

し
或

は
各
局

の
長
官
1
5

之
を
命
ず
る

と
必
法

に
戻
る

と
せ

ず

大
統
領
は

衆
國
內

の
形
勢

て

第

し
む
べ
し
又
不
時
に
上
下
兩
院
或
は

一
院
の
官
員
を
集

め
て

め
て

事
を

議
・

を
議
す
る

を
得
べ
し
若
し

共
時

の
衆
議

一
時

に
決
し

難
さ

と
3

は
獨
意
を
以
て

期
日

を
延
ば
し
再
び

集
會

せ
し
む
る

を
得
べ
し

O
大
統
領

は
外
國

の
使
節
ミ
ニ
ス
ト
ル

」

一
合
眾
國

裁
命
ず

駐

の
同
兩
局

の
裁
判

司
は

職
に
在
る
こ
と
年
限

定

に 裁

の て判國

編 受 者統 權

初 を



類第

二
十
八

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二

い裁
列

局
の

權
の
達
す
る

所
は

左
の

件
々
な
ら

0
此
律

令
に
定
め
た
る
規
則

、
其
他

合
衆
國

の
諸
法

を
論
駁

し
又
外

の
條

約
に

關
は
る
こ

.
に

と
を

審
列
す

と

○
外

國
へ
遣
差
す
る
使
節
ミ
ニ
ス
ト
ル
『

n
ン
シ
ュ
ル

｣
に

關
は
る
こ
と

を
審
列
す

○
海
軍

の
法
則

に
關
は
る
こ
と

を
審
判

す

○
各
州

の
間

に
起
る
宇
論

、
一

州
中

の
人
々

の
間

に
起
る
争
論

、
及
び

州
人

と
外

國
人

と
の

間

爭
論

に
起
る

争
を
審
判

す

O
外

國
へ
遣
差
す
る
使
節
ミ
ニ

ス
ト
ル

」
「
コ
ン
シ
ョ
ル

」
關
係
せ
る
事
弁
に

一
州
篇
を
結
て
起

た
る

は
上

局
に
て
其
裁

列
の
主
役

を
司
る
べ
し
其
他

を
の
裁
判

は
議
事

裁
判
は
議
事
院
の
規
則
に
從

ひ
上
局

、
以
上

局
は
立
合

を
為

て
越
訴

を
く
べ

し
と

先 の

は 局 は

等の 議

た裁 事

越別 院

て ね の

上受 規

局 け 則

にて に

に 訴

心 訟

服す

づ
下

さ
せ
ざ
る

ふ
べ

越

る

O
罪
人

を
識
別
す
る

は
共

罪
を
犯
し
た
る
土
地

に
於

て
す
べ
し
外
國
に
て

罪
を
犯
し

た

者
は
議
事

院
に
て

法
に

從
共
裁
判

の
場
處

を
定
し
べ
し

反
の

名
を

下
だ

す
者

合
衆
國

に
敵
對

し
て

兵
を

舉
け
或
は

敵
函

に
武
心

を
抱
ひ

て

て
を

三

類 第

謀



類 第 類 第

敵
を
助
く
る

者
に
限
る
べ
し

O
謀
反

の
罪

を
乱
す

に
は
確
證
を
以
て

話
人

と
偽
る

の
二

人
お
る

、
或
は
裁
判

局
に

於
證
人

て
卵
か
ら
白
状
す
る

に
非
ざ
れ

反
の

名
を

下
だ
す

可
ら
ず

O
謀
反

者
を
刑
す
る

の
裾

は
議
事

院
に

在
5
然
れ
ど
ふ
既
に

之
を

刑
す
れ

ば
､
罪
親

麗
に

及
ば

ず
又
貨
財

を
入
す
る
こ
と

な
か
る
べ
し

第
四
條

各
州
の
法
律
及
び
裁
判
は
互
に
相
信
用
す
べ
し

一
州

の
人
民

に
附
與
す
る
特
恩

は
各
州

の
人
民

へ
お
許
し

て
此
彼
偏
頗
す
る
こ
と
な
か

の

りに謀 て各 信

州 用

る
べ
し

0
此
州
に
て

罪
を
犯
し
た
る

者
裁
判

を
避

れ
他

州
に
出
奔

し
て

共
住
處
發

露
す
る

と
8

本

州
よ
り

之
を
返
さ

ん
に

と
直
に
之
に
引
渡
す
可
し

O
此
州
に
て
法
律

に
從
ひ

人
に
仕
役
さ
る

者
共
仕
役
を
近
れ
て
他
州
に
出
作
す
る
と
さ

前
の

例
に

從
ふ
べ
し

例

三
議
事

院
の
協
議

に
出

て
は

協
議
に
由
て
は
新
に
州
を
立
て
合
衆
國
の
版
B
に
入
る
べ
し
と
雖
ど
な
從
來

四
洋
事
情

初
編

態
之

二
二
十
九



發
さ
め

し
て
此
御

例
を
守
る
べ
し

と
雖
心

な
人

を
「

防
す
る

に
其

は

ど

O
上
下

雨
院

の
議
事

官
、各
州

の
評
議

官
、
其
他
合
衆
國
並

に
各
州

の
裁
判

司
、

諸
有
司

司
は

誓
を

個
の
法
則

と
齟
齬
す
る

に
と
あ
る
と
ふ

之
を
顧
る
こ
と

な
か
る
べ
し

を
守
る

と
否

と
に

由
て
各
州

の
正

非
を

断
す
べ
し
或
は
此
定

律
、各
州

一

0
此
律
例
並

に
合
衆
國

の
權
を
以
て

外
國

と
結
ぶ
條
約

は
一
國
內
無

上
の
定
律
と
し
て

を
守
り
此
定

律
を
守
る

と
否

と

盟
し
た
る
合
衆
諸

州
の

責
と
な
る
べ
し

0
此
度

の
律

例
を
施
行
す
る

前
に
借
用

し
た
る

國
の

通
償
及
び
約
束

は
此
律

例
に

從
て

同

第
六

條

の
と
き
全
員

四
分
の

三
要

說
に
同
意

し
て
調
印
す
る
と
き

は
定
め

て
國
律

と
な
し

此
律
例
と
並
び
行
か
べ
し

す
る
と
き
は
之
が
た
め
集
會
を
催
ム
す
可
し

集
會

第
五
條

O
爾
後
議
事

院
の
全
員

三
分
の

二
に
て

說
を

發
し
或
は
諸
州
評
議

局
の

內
三
分
の

二
ょ
っ

諸
州

の
界
內

に
州

を
立
て
或
は

二
州

を
合
し

て
一

州
を
為
す

可
ら
ず

西
洋
事
情

初
細

巻
之

二
三
十

建
白

し
て
此
度

の
律

例
を
改
革
せ
ん
と

し
律

改
革
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
之
が
た

集
會

を
「
す
る

に
其
宗

旨
を
論
ず す
る
こ
と
な
か



三
十

一
西
洋
事
情

初
編

公
之

二

の
許

を
待
た

ず
し

て
之

に
宿
す

可
ら

ず
但
し

戦
の

き

寬 す

はをな

大
卒

の
時

は
兵
卒

、
人

の
家

に
行
き

共
主
人

器
を

携

時る

許
す
べ
し

○
法
律

の

に
愁
訴
す
る
こ
と
勝
手
た
る
べ
し

を
著
す

!
と
を
禁
ず
べ
か
ら
ず
又
人
民
不
穏
に
集

し
て
政
府

な
く
自
由
に
之
を
許
す

べ

し
又
事

を
議
論

し
或
は

議
論
し

付
議

事
院

は
5

共
法
則

を
立
つ
る

に
つ
る
ん
と

華
盛
頓

誌

爾
後
千
七
百
八
十
九
年
よ
り
千
八
百
四
年
ま
で

の
間
に
此
律
例
を
増
補
改
正
し
た
る
條
々
左

の
如
し

○
宗
旨

を
開
く
こ
と

に

大
統
領
沙
夕

、

紀
元

千
七
百
八
十
七
年

即
ち
合
衆
國

の
建
國
第
十
二

年

第
九

月
十

七
日
諸
州

の
同

議
を
以
て

之
を
定
ひ

第
七
條

O
諸
州

の
內
九
州

同
議
し

て
此
律

例
に
調
印
す
れ

ば
乃
ち

之
を
施
行

す
べ
し

る
べ
し

或
は
書

な
る
國
に
於
て
は
郷
兵
を
養
子

に
と
緊
要
な
る
が
故
に
國

國
に

が
に
國
民

皆
武
器

を
貯

へ
武

主
人



に
非
ら
ず

と
雖

3
大
副

二
人

の
內

一
人

は
必
ず

他
州

の
人

を
撰
ぶ
べ
し
入
札

を
の

法
操

或
は

歴

し
と

の
趣
旨

に
非
ら
ず
決
し
て

之
を
誤
解
す
る
こ
と

勿
れ

○
大
統
領
及
び
副
統
領

を
撰
舉
す
る

の
任

を
破
っ
た
る

人
は
各
々
一
州

の
內

に
會
合

し
て

入

札
を
為
す
べ
し
但
し
同
州

の
人

を
撰

型
し

て
大
統
領

と
な
し
或
は
副
統
領

と

の

速
に

裁
列

す
べ
し

○
非
常

の
例
を
以
て

罪
を
赦
す

可
ら

ず
非
常

の
罰
金

を
取
る

可
ら

ず
又
修

酷
非
常

の
刑

を
行

す
る

す
る

め

共
說

を
述
べ
し
め

3
出
し
出
し
て

罪
人

の
吟
味

、
共

罪
を
犯
し
た
る
土
地

に
於

て
し

先
づ
罪
人

へ
共

罪
地

に
於

て
し

先
づ
罪
人

へ
共

罪
の
次
第

を
告
げ
其
位
其
證

あ
る

書
ん

と
す
る

者
あ
る
と
き

は
人
民

卵
か

ら
之

を
防
ぐ

の
檻
わ
る
べ
し

但

或
は

0
安

に
人

を
捕

へ
或
は
家
內

を
捜
索

し
或

を

箏
の

間
は
此
例

に
非
ら
ず

と
雖
ど
な

亦
法

を
越
ゆ

可
ら
ず

(ゆ

西
洋
事
情

初
編

公
之

二

三
十
二

べ
し
但
し

共
搜
索
す
べ

場
處

、人
物
及
び
品
物

等
に

付
を

疑
す

る
所

を
述
べ

誓
を

發
し

て
其
實

情
を
告
る

と
さ

は
共
搜
索

を
許
す
べ
し

O

人
と
對
決
せ
し
め

の
又
本
人

に
其
無

罪
を

意
者
を
、

て

ふ
べ
か
ら
ず

O
律
例

中
に

某
は

来
の
檻
あ

来
の

權
あ
り
云
々

と
記
し
た
れ

必
此
楼
を
以
て
人
民

の
權
を
展
制
す
べ

副
統
領
と
な
す
こ
と
は は

禁
制



8 の 。

本 都 年

四
洋
事
情
初
期

巻
之

二

子
校

一
所 內

の

みる 合 に を 統 を 下 封又 記事

配 の 美衆 も 撰 領 大 兩領き し 其る 人

す 有 事 國 , 當 定 と はは 統院 て し 各

るす な 上 領 の 合合 人 てる

云 北 可 す 等 と 議 衆 毎 箱 其

☆ べ 部 ら
よ 禽事 に 意

に ず 。 しり し 官 の 撰投 に

編 內 金 學 於於 ざ年 又 副 以或 を 政界 從

急 にの 校 て 三 律 統下 は 會府 を 終 て

之 必 利. の は 十 例 領 三 副 し に 受 て 大

こず息 費 見 の 五 に の 人 統 て 呈 け 之統

を 用量 歳 從方方 をを 領 之 す た を

學 集 は を さにてを は 郵 ど を 政るを 開

校 め 武欲 を満 大上 け満大 な 開府 數 き し

州 発育 た 統 等 下す 封 にす 封 に の 其

よす 領 よ 院 若 於多 撰 は

をのを りる を り し 逐 て 第 塾 副

設 諸設 出 小 篇 以以 入入 數 は 是走 に 統

け 府 し 學 す 下下 札 人 點 上 各 當 領
當

府 に 或 校 可 こ を の 見 院 な る ど

外 學 は 最 か 人 以內 しのの 姓 人 せ

に 量又 多 ら を て 撰 て 上 名 の h

て をを 別く さ 界
姓 ど

8 教 に 其 る け 人 を 塾 下 名 欲

人 育 學 法 も 上 のの 受 を 州 に 並す

校

はの よ の た し 員 者

る 員員 附 亦 入 り數る て 數 の

を 同を 同 最 を

撰 等 多 受 印等

て

大 る 者 上 密密 しし

三
十

三

の 數

と
欲
す
る

者
の
姓
名

を
札
子

に

を

凡 し 元

校
最
多

く
其

法
甚
善

し
亞
米
利
加
政
治

に

を 人 彼 の 書 に 紙 名

は 準 る

記 に

5 に

g け し 記子

里 之 な
た

人札 此 数 之 を 姓

地 に せ

舉人

こてて 金
なな

の撰領以 三

副 院院内

統 書札

て 內る受ょ の にに

調調

數



海
陸
軍

たれ 版

めばす

再
版

し
て
自
國

の
益

と
為
す

を
著
述

す
直

國
中
に
て
毎
年
出
版
す
る
新
聞
紙

の
數
凡

を
四

億
二

千
六

百
萬
葉
父
欧
羅
巴
諸
國
に
て
良
書

す

ト
ゲ
キ

は
新
古
語

を
探
索

し
文
法

を
準

び
歴
史

を
讀
み
理
學
作
文
學
、究
理

學
、修
身

學
、
等

成

研ンしり

究 結

大
學
校

の
教

甚
盛

に
し

て
其
法
寛
裕

を
主

と
せ
り
大
學
校

は
政
府
よ
り
建
る

の
あ

は
私

に
會
社

を
結

て
設
る

の
$

5
凡

を
合
衆
國
中

、
所
と
し
て
此
學

校
ぁ
ら
ざ
る
は
な
し

共
校

英
語

の
初
步
算

術
、地
理

學
等
な
り
又
都

府
の
學
校

に
は

狼
て

羅
希
臘
語

を
3
學
ば
し
し

向影

小
學
校
の
数
は
英
語
の

四
方

の
內

に
一
所

を
設
け

て
往
來

の
便
利

を
偽

す
又
一

郡
毎

に
人
物

十
二

名
を

撰
､

し
學
校

語

は

三
十
四

西
洋
事
情

初
編

巻
之

二

の

の
知
事

を
偽

と
郡

內
諸

學
を

司
ら
し

學
校

に
入
ら

ん
と
す
る

の
は

何
人

の

子
た
る

を
論

せ
ず
直
に

之
を
許
し
且
本

人
は

唯
書
籍

を
買
ム
の
み
に
て
一
切

他
の
出
費
な
し

學
科

其

を
神

文
學
技
塾
を
開
く

り
會
社

を
結
ぶ

の
甚
多

く
又

各
處

に
病
院

貧
院

等
を

設
て

人
を
救
ム

の
備

を
為
せ

ん



三
十
五

海
岸

初
巻

之
二

南あ

り

乃

に
は
恩
典

厚

る

て

役
十

七
·

七
○
)
海
軍

の
仕

役

十年

に
残
る

に
八
百

五九

裁

る

ODE

九 な 路

八
百

年
に

常
備

兵
の

外
、

婚
兵

の
軍
籍

に
入

甚
多
し
千

と
容
易

な

を

記 て 容

其

於
て

な

數 れ 旦

故

ど

怪 後

確
を

の
後
、
扶
助

仕

ル
」

の
如
し

「
マ

月
人
な
ら
し

が
し
が
立

及
び

カ
カ
ン
ホ
ル

は
岸

の

西

び
及
び

二

合

0
合
衆
国

を
三

部
に

分
「

軍
の

衛
を
な
す
東
方

の
車

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ル
ク

に
在

西
方

本
障

、
ニ
ュ
ー
ア

"
ー
ン
ス

に
在
り
太
平
海
岸

の
本
陣

本
陣

は
"
ノ
マ

二
に

在
5
千
八

百
五

十
年

常
等

兵
は
步
兵
入
隊
大
砲
四
阿
騎
兵

二
隊
に
て
認
人

數
一

萬
台
三
百

二
致

を
培

し
た
5
0
陸
軍
將
士

一
月

の
給
料

左
ジ
ュ
ー
ル

、
ゼ
ネ
ラ
ー

*
二

百
ド
ル

ラ
ル
J
「
コ

口
子

ル
七

十
五
ド
ル

ラ
ル
」
「
カ
ビ

テ
ン

」
口

ド
ル

ラ
ル

)
|
ュ
テ
ナ

ン
~

二
十

五
万

五
三

十
ド
ル
ラ
ル

」
「
セ
ル
ジ
ャ
ン

ト
、
マ
ジ
ョ
ー

ル
J
十

七
ド
ル

ラ
ル

」
「
コ
ル

二

ギ
ラ
ー
ル
ス
カ
ト
ル

ラ
ル

｣士
卒

七
ド
ル
ラ
ル

帝
て
陸
軍

の
帝

士
へ

は
致
任

の
七

の
給
料

を
る
こ
と

な
し

右
の
如
く
陸
軍

役
に

は
恩
典

導
し

と
雖

や
る

よ
怪

に
! 足
ら
す

共
故
は
合
系
図
に
於
て
は

一
、

は
一
旦

軍
碎
石

是
必

他
区

任
役

の
路

な
さ

が
に
更
に
尋
常

の
職
美

を
得
る

こ

立
て

は
、

百
九
十

一
万
四
千
一
百

0
千

大
小
軍
艦

七

軍
に
比
す
れ

ば
哲
多
し
即
ち

一
域

の
希

料
次

の
如
し
カ
ピ
ァ
ー
ン

三
千

至
四

千
五

百
r

ル
ラ
ル
ー
シ
ュ
テ
ナ

ン
-

二
百
乃
至

千
八

百
ド
ル
ラ
ル
上
等
醫
師

一
千

円

聖 千

千裕



税押ルた

の
諸

賦
税

千
二

百
四

十
四

萬
ア
ク
ル

」
>

もの

千

餘
に

年

九 入

は 餘 は 年 港

僅 に 本 に 飛

十
六

年
の

間
、
土
地

造
船

。
具

等
を
製
す

鎮
綱

官
等

へ
は
其
給
料
を
厚
く
す
る
に
非
ざ
れ

合
眾
國

に
ざ
れ
ば
之
を
仕
役
す
べ
か
ら

に
海
軍

ざ
か
ら
ざ
る

に
べ
き

が

物
理

し
て

唯
給
料
の
み

を
以

亞
米
利
加
の
海
軍
士
官
等
盡
く
此
給
金
を
費
し

て
一
錢
を
餘
生
す
る
の
な

す
る
の
な
さ
は
蓋
し
亞
米
利

百
六

十
万
至

七
百

五
十
ド
ル
ヲ
ル

」
石

の
割
合

は
英
國
海
軍

の
給
料
よ
り

料
よ
り

遙
に
多
し
然
る
に

十
乃
至

七
百

五
十
ド
ル

ラ
ル
測
量

方
七

百
五

十
乃
至

一
千

百
至
一
千

ド
ル
ラ
ル

水
夫
頭
帆

前
同
等

三

西
洋
事
情

初
編

卷
之

二

三
十
六

乃
至

二
千

七
百
ド
ル

ラ
ル

下
等
醫
師

六
百

五
十

万
至

千
百

五
十
ド
ル

ラ
ル
]
裕

古
士
官

四
百

五

加
に

於
て

は
英
國
よ
り

物
賀
貴
く
且
共
士
官

他
に
活
計

を
営
す
ず

を

て
衣
食

の
用

に
供
す
る

が
故
な
ら
又
合
衆
國
に

嵌
は

何
人

に
て
る

數
産
業

を
勉
れ

ょ
く
獨
立

し
て

他
の
恩
澤

を
蒙
る

を
要
せ
ざ
る

に
至
る

が
故
に

に
て

3
海
軍
士

な
り
合
衆
國

の
造
船

局
七

所
あ
り
ワ
シ
ン
ト
ン

の
局

局
に

て
は
専
ら
錨
鎖

編

錢
貨
出
納

合
衆
國
歲
入
の
主
た
る
8
の
は
出
入
港

土
地
を
置
却
す
る
代
金
及
び
飛
脚
場
の
稅
な
5
千

八
百

三
十

四
年
よ
り
千
八

百
四
十
九

至
る
ま
で

を
図
る
こ
と

共
計

七

し
て
代
金

九
千

二
百

三
十

八
萬

二
千

「
ド
ル

ラ
ル

除
を

得
た
り
飛
脚

場
僅
か
其
雑

費
を

償
ふ

に
足
る
の
み
其
他

府

る に

を な 政



西
洋
事
情

初
属

卷
之

二
四
年

陸
軍

の
入
用

國
内
定

式
の
入
用

千
百

九
十

七
萬

三
千

百
十

二
「
ド
ル
ラ
ル

」

千
四

百
三

十
七

萬
四

千
六

百
二

十
九
ド
ル
ラ
ル

」

黄
出

殺
計

三
千

八
百

八
十

五
萬

七
千

五
百

六
十

八
ド
ル
ラ
ル

」

諸
澄

上

百
十

五
萬

六
千

三
百

八
十

二
「
ド
ル
ラ
ル

」

土
地

の
代
金

百
七

十
四

萬
八
千

1
百

十
五
ド
ル
ラ
ル

」

港
迎
上

千
五

百
九

十
五

萬
二

千
四

百
五
十
六
ド
ル
ラ
ル

」

入 ,
歲

記
す
べ
き

な
の
な
し

千
八

百
五

十
年

貨
の
出
納

左
の
如
し

三

三
十

セ



を

入
に
比
す

入
に

を
與

へ
て
カ
ッ
ホ
ル
ニ
ャ

の
地
方

を
買

ひ
之

に
由

て
又
國

中
に

金
を

」

千
八
百

借
り

千
八

一

を
愛
し

の
間
、
歳
入

の
餘
金

を
積
み

政
府
よ
り

諸
州

へ
貸
す

に
至
れ

5
メ
キ
シ
コ

と
の
戰
爭

に
軍
用

を
費
し
且
和

議
の

數
年

年
盡

く
之

を
挑
ひ

荷
は
其
後

数
年

の
間
、
成
人

の
除

金
を

積

よ

零

十
二
年

千
尋
四
十
九
ド
ル
ラ
ル

」
と
為
り
た
れ

&
3
千
八
百
三
十
五

た

國
債
の
利
息

海
軍
の
入

品
用

三
百

七
十

七
萬

零
八

百
四

十
五
ド
ル
ラ
ル

｣

七
百

七
十

七
商

五
千

四
百

十
ド
ル
ラ
ル

」

西
洋
事
情

初
細

谷
之

二
三
十
八

總
計

三
千

七
百

八
十

九
萬

三
千

七
百

五
十

九
ド
ル
ラ
ル

」

○
千
八

百
十

二
年

よ
英
國

を
戰
爭

し
千
八

百
十

五
年
和
睦

の
と
き

に
至

て
は
國
債
漸
く

将

し
て

一
億

五
千

八
百

七
十

一
萬

三

且
和

議
の

後
メ
キ
シ
コ
政
府

へ
二

億
一

千
七

百
萬

ド

ル
ラ
ル

四

十
九

年
に

至
て
國
賃

の
總

計
六

千
四

百
七

十
萬

零
六

百
九

十
三
「
ド
ル
ラ
ル

」
と
腐
れ

5
然

れ
ど

3
は

一
る
此
高

は
合
衆
國

の
威

々
の
み

0
合
衆
國

の
諸

州
は

固
よ
り
華
盛
頓
府

政
治
に
從
ふ
と
雖
巡
る

一
州
內
の
事

治
ひ
る

に

於
て

は
各
別
に
評
議

司
を
命
じ
法
則

を
建
て
裁
判
所

を
設
け
賦
秘

全
く
獨
立

の
鎧

等 の

る



三
十
九

二
四

神
事
情

初
過

松
之

ニ
弾

華
盛

頓
府

の
出

州
自
己

の
出
納

を
合
せ

て

算
定
せ
ざ
る
可
ら
ず

百

通
債

二
千

四
百

萬
ド
ル

ラ
ル

]
像
、一
成

の
賦

税
を
収
る
こ
と

五
百

五
十

四
萬
ド
ル

ラ
ル

餘
な
り

と
云
ム
故
に
合
衆
国

の
経
済

を
計
る

に
は

華

裁
を
為
せ

9
又
水
道

を
掘
り
鐵
道

を
造
く
る

等
其
土

地
の
工
業

を
起
す

と
3

は
世
間
一
般

ょ

9
金

を
借
る
こ
と

華
盛

頓
の
政
府

に
異
な
る
こ
と
な
し

千
八

百
五

十
年

二
1
ョ
ル
ク

一
州

の
華
盛



4
,

-

ナ

れ

の
め

曼
一
統

の
國

Aさ

4 |
に

チ
ャ
ル
レ

マ
ン

帝

行

マ
ン

九
年

レ
ィ

ン
河

と
ィ

荷
歯
國

な
り
其
頃

ろ
近
傍

の
地

に
在
る

「
ペ
ル
シ
ー

人
は
草
昧
の

前
百
年

こ
と

地
に

は

莉
の

地
に
住
居

し
オ
ラ
ン
ダ

「
]

種
荷
蘭

の
地

に
住
居
し
好

て
戰
爭

し
た
る

は
紀
元

羅
馬

の
世

に
當

て

史
記

1

荷
蘭
國

四
十

西
洋
事
情

初
編

巻
之

二

ベ
タ
フ
ャ
ン

」
と
唱
る
人
種

に
於

て
既
に
貿
易

を
勉
め

此
風
習
後
世

に
傳

て
荷
蘭
國
貿
易

の
基
礎

を
な
せ
り
紀
元
前

ス
ル

湖
と
の
間
を
掘
て
水
道
を
通
じ
全
國
の
地
理

を
一
変
し
た
る
は
大
土
工

と云
ふ
べ
し
共

後
バ
タ
フ
ャ
ン

｣
人

は
羅
馬
帝
國

の
酸

を
蒙

5
羅
馬

人
に
接
し

て
國
內
漸

く
開
化

に
進
み

又

紀
元

五
百

年
の

間
は
フ
ラ
ン
ク
ス

に
属
し

八
百
年
代

の
央

に
至

て

斜
に
押
領

さ
れ

た
が
此
時

代
は
封
建

の
風
、世
に
に

行
は
れ

て
「
バ
タ
フ

ャ
ン
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」

二
百

四
十

五
萬
ド
ル
ラ
ル

」

飛
脚
印

三
十

三
西

七
千

五
百
ド
ル
ラ
ル

」

四
十
七



西
洋
事
情

卷
之

二
終

右
の

外
略
す

同
年
荷
蘭
的
國
債

三億
零
零
二
十

四
萬
七
千
零
七
十
五
F
u
5
u
5
4

四
洋
事
情
初
起

之
二

四
十
八



西
洋
事
情
初
級

巻
之

三

1

の
時
よ
り

3
甚

し
と
云
ム
但
し
此
時

代
の
正
史

は
後
世

に
傳
は
ら

ず
し

3
て

辞

設

を
為
し
都
府
の
外
革

の
3

商
後

二
百

年
の

間
に
漸
く

之
を
開
拓

し
た

5
此
時

に
當

て
羅

馬
の
武
成
次

似
し

て
全
國
獨
立

の
姿

事
情

を
詳

に
し

難

馬

軍
兵

を
屯

し
街
道

を
作

て
諸

府
及
び

也
!

を

て
諸

往
來

の
便

に
を
押
領

し
四

十
年

の
間

に
全
く
其
土

地
を

る
こ
と

·

國

家
族

有
て
國
民

之
に
服
從
せ
し

と
云
ム
羅
馬
帝
セ
ナ
ル

が
英
國

に
來
ち

し
は
紀
元
前

五
十

五

年
の
こ
と
に
て

其
と
に
て
其
後

九
十

年
の

間
は
羅
馬

の
害

を を
蒙
る

に

の

ア
ッ
ル

初
て

馬
英
國

福
澤
諭
吉
纂
輯

西
洋
事
情

卷
之

三

史
記

羅
馬
人

初
「
英
國

に
渡
來
す
る
ま
で

は
此
國

に
セ
ル
チ
ッ
ク
及
び
ゴ
シ
ッ
ク

と
云
へ
る

二
個

の
大

な
く
紀
元

後
四

十
三

年
羅
馬
帝

帝

コ
ロ
ヂ
ス

師
を
起
し

て
英
國

を
征

し
四

十
年

て
英
國

を
征

し し
た
り

羅
馬
人
此
國

領
せ

し
よ
り

諸
術

”
を

侮
へ
文
明

の
道

を
開
き
國
內

に
三

十
三

都
府

を
設

け
各
所

に

獨
立

の
姿

と
は
な
り

$
國
內
互

に
箏
闘

し
て
人
民

の
苦
難

は
却

て
羅
馬

第 の

し 羅 に 外

衰草



耀
威

及
び

愁

明
智
識

の
集

又

責

訴 に

府ま

な 吏

る

る

下
は

百
に
分
ち

又
十
月

に
分
ち

各
共

主
長

を
立
て
領
地

に
裁
判

り

は
第

8

裁
判
所
を
設
け
て
政
を
施
し
且

二

二

相
續

の
一

律
し

第
二

等
は
ィ
ー
ル

」
と

稱
し

今
の

矢
の
如
し

第
三

を
血
統

に
傳
れ
ど
な

相
讀

爵
位

デ
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

ン義り

に
て

は
國
人

の
侮

位
を
數
等

に
分
て
諸
王

は
自
か
ら

天
の
後
胤

と
稱

し

さ

口
、

サ

に
英
國

に

居り

し
紀
元

四
五

百
年

の
間

に
日

四
ン
ン

間

耳
曼

の
北
方

に
サ
ク
ソ
ン

と
云
へ
る

人

四
年四
事
情

初
競

巻
之

三

網

11

と云
へ
る
人
極
ぁ
っ
て
英
國
に
渡
來

し
次
第
に

之
を
押
領

し
た

。
此
人

種
を
ア
ン

グ
サ
ク
ソ
ン

と
稱

せ
,

に

るり 渡

サン 來

、 次

、 など 第

り 人 に

を
し

位等
は
「
セ
ヲ
ル

」
と

稱
し

第
一

等
の
支
配

を
受
く

第
一

等
と

第
二

等
と

の
付

位
の

差
は
同
盟

し
て

事
を
謀
る

と
、

第
二

等
の

者
五

人
の

同
說
を
以
て

第
一

等
の

者
一

人
の

說
に
對
す
べ
く
又
或

は
國
法
を
以
て
刑
罰

に
行
は
る

と
3
4

第
二

等
の

者
五

人
の

命
を
以
て

第
一

等
の

者
一

人
は

に
五

の
命

に
當
る
べ
し
諸
侯
以
下
數
等

の
階
級
あ
っ

て
最
下

等
な
る

の
は
奴
隷
な

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

の
支
配

の
間
、
英
國

の
地

を
分
っ

法
は

第
一

を
、

の
.

一
を
諸
侯

の
領
地

と
為
し

共
以

北
領
地
に
て
小
史

の
冷
せ
る

と
は
善
惡

と
ふ
領
主

を
し

て
共

責
に
任
せ
し
ひ

又
此
時

に
は

賢

て
國
民
の
為
め

に
對

し
訴
歎

願
す
る

に
は

却
て
官
途

に
參
る
評
議

官
よ
り
必
權

威
あ
ら

案
す
る

に
諸
侯

案
す
る

に
諸
侯
及
び
僧
官

の
貴

さ
者
は
此
集

會
に

加
は

9



=
西
洋
事
情

初
編

巻
之

三
m

せ
ら
是
れ
よ
り

百
五

H
A
I
R

・

の
姿

に
此
位

を
得

た
5
世
人

之
を
英
國
一
統

の
始
祖

と
稱

す

傳
へ

5
之

を
七
國

の
世

と
名
づ
く
紀
元

八
百

三
十

年
に

至
て
ウ
ェ
ス
セ
キ
ス

の
君
ェ
グ
ベ
ル

く
な
る

の
姿
に

ベ
ル
ラ
ン
ド

是
れ
な
ら

此
七
國
或
は

興
9
或
は

表
へ
互
に
相
弁

吞
し

て
「
ブ
レ
ト
リ

ル
ダ

」
の

位

ス
ト
ア
ン
ゲ
リ
ャ
ノ
ー
ス
ラ
ム

ア
ン

セ
キ
ス

デ
ー

ラ
ウ
ィ
フ
セ

諸
處

に
制
據

し
各
獨
立

な
せ
9
其
獨
立
國

の
大
な
る

ぬ
の

は

は

を種義

渡
來

英
國

に
渡
米

し
て
多
年

とい

>

支
配

不時

に
O
ァ
ン
グ

ン
グ
ロ

、
サ
ク
ン
ン

の
間

「
レ

て
一
時

之
を
威
服

し
紀
元

四
百

九
十

一
年

の
頃

ろ
自
か
ら

ブ
レ
ト
フ
ル
ダ

｣
と

稱
せ
ら

得

ア
ン
グ
ロ
サ
ク

內
ン
ス

セ
キ
ス

の
君
ェ
ル
ラ
な
る

の
諸
酋
長

と
戰
ひ

大
に
勝
利

を

り

を
起
し
次
第

に
開
化

に
赴

3
以

て
今
日

に
至
れ

に

後
國
內
混

會
な
ら
し

が

の

入
れ
る

は
紀
元

後
百

年
の
こ
と
な
ら
し
が
羅
馬
滅
亡

の

施
す

と
雖

王
位
相

續
の
こ
と

は
國
王

の
意
を
以
て
獨
断
す
る

な
9
0
耶
蘇
教

の
英
國

に

な
る
べ
し
國
王

は
此
集

會
の

助
を
以
て
法
律

を
送

國
內

の
諸
方
よ
り

名
代

人
を

送
く
る
こ
と羅
馬
滅
亡

の
後
國
內
混

亂
し

て
此
教

法
全
く
中
絶

し
た
り
紀
元

六
百
年
代

の
始

に
至

て
再
び

之

諸
方

を
征
服
す
る

と
3

に
當

て
此
人

種

キ
ス
ン
ス
セ
キ
ス
ケ
ン
ト
エ
ス

位
に
即
く

と
、
腰
國
人

初
て
入
寇

是
れ
よ
り

百
五

十
年

の
間

に
睡
國

人
に
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大
兵

を
翠

て
p

め
王

の
在
位

中
に
ウ
ス

セ
キ
ス
ゲ
ハ
ロ
ル
ド

に

「
殺
し

て
英
國
王

の

の
大
敵
侵
入

す

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

广

之
艺

,

计

1

八
又

子
\

年 0 國 年 唯 人 九 君

關

反
を
企
て

ら
王
、
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下
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三三

五

の

睡
遺
物

を
與

へ
た
り

第
二

世
井
ル

レ
A
在
位

の
間

は
記
す

べ
大
事
件
な
し

一
千

百
年

西
洋
事
情

初
編

巻
之

ベ
ル
ト

は

リ

た

ば

第
二

世
口

フ
ス
、
#

レ

べ

し井
ル
レ
ム

死
、

考
に

て
れ

井
ル
レ
ム

王
一

代
の

間
に
凡
そ

三
百

る
べ
し

井

亂
に

由
て

諸
州

の
人
民

過
牛

を
失

の
免
許

を
得

て
之

を
保
つ

者
:
s
O

ル
レ
ム
在
位

の
終

に
於

て
は
英
國

の
人
口
凡
そ

二
百

萬
あ
ふ
此
時

に
當

て
國
內

方
の

地
多
く
荒
廢
し
且
サ
ク
ッ

ン
」
の

世
エ
ド
ワ
ル
ト

王
の
と
き
よ
り
ノ
ル
マ
ン

」一
統

の
兵

」

の
法
令

を
憚
ら
ず

し
て

私
に
其
土

地
を

私
に
其
土

地
を
保
つ
の
あ

ど

萬
人

に
分
與

し
て
世
藤

と
為
せ

9
但
し
世
世
藤

の
一
蹴

は
後

マ
ン

英
國
歷
史

中
の
一
大

変
革
な
ら
一
統

の
後
法
律

を
改
め
て
王
室

の
ル

マ

ル
マ

ン
」
の
一
統

と
稱

し
ァ

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

」
の
家
系

は
エ
ド
ワ
ル
ト
に
て

絶
た
り

ン
」

所
領

を
除
く

の
外

は
國
內

の
土
地

を
は
國
內

の
土
地

を
有
功

の
武
臣

六
萬

人
に

分
武
臣

六

の
法

は
サ

ク
ン

ン
」
の

世
と
異
な
る
こ
と
な
し

右
の
如
く
配
分

し
て
英
國

の
地
、過
牛

は
ノ
ル
マ

ン
」
の
武
臣

の
余
地

と
偽
り
た
れ

は
サ
ク
ソ
ン

人
及

ひ
壁

人
の
酋
長
に
て
土
地

を
押
領

栄

せ
る

の
多
し
此
査

し
此
酋

等
は
或
は
政
府

9
或
は
政
府

に
臣
服

し
政
府

ひ
た
る
こ
と
は
諸
書
に
記
載
せ
ち
之
に
由
て

万
の
人
口

を
減
少

一
千

零
八

十
四

年
井
ル

死
す
る

と
其
次
子
子

第
二

世
口
フ
ス

、
井

ル
レ
ム

に
英
國

を
與

へ

長
子

口
ノ
ル
マ
ン
チ

に
越
し

置
3

ば
之

に
其
本

國
を

與
へ

第
三

子
・

ス

は



ジ
姓

さ
所
領

ン
シ
ュ
ト
近
傍

の
地

を
ン
テ

テ

e
s
は
其
本
家
の

シ
の
子

こ
れ
よ
り
英
國

の
王

し

を にっ許る

博
へ
ん
こ
と

を
許

し
た
り

一
千

百
五

十
四

年
ス
テ
ー
フ
ェ
ン

死
し

第
二

世
へ
ュ
ッ

は こ

二
世

。

死
後

に
位

を
傅

へ
死

約
を

を

り

め
に

は
正
統

の
孫
な
る

、
國
王

と
せ

ん
と
欲
す
る

者
多
し
且
第
一
世

へ
ヌ

を

ス
テ
ー
フ
ェ
ン
在
位

の
間
、國
民

・
ヌ

ン 」 に 出

立敵る

ッ
ト

の
間
、

王

¥
4
5

罪

に
め

。
ベ
ル
ト

の
歸
路

戰
を
要
し

迎
へ

戰
て
遂
に

之
を

掩
に

し
終
身
獄
屋

に
幽
閉
せ
ち

然
れ
ど
る

ヌ

る
に
由

5
弟

へ
ヌ
ッ

間
に
乗
じ

て
英
國
王

の
位

に
即

に
出
師

し
て
ノ
ル
マ
ン

ザ
に

在
5
H

西
南

理

ど
る
此
時
ロ
ベ
ル
ト

は
遇
サ
バ
レ
ス
タ
イ
ン

べ

遊
獵

の
時
流

矢
に

中
て
死
す

是
に

於
て
英
國

の
王
位

は
共
兄
口
ベ
ル
ト

に
傅

か
べ
き

理
な
れ

遊

六
西
洋
事
情

初
編

巻
之

三

即
く
こ
と

を
得
た
り

之
を

第
一

世
・
ヌ
ッ

と
す
へ
ヌ

位
「

即
て

よ
5

元
と

の
「
サ
ク
ソ
ン

王
ェ
ド
ガ
ル

の
姪

女
マ
ナ
ダ

を
娶

て
サ
ク

ン
ン
」

家
を
同
一

の
系
統

に
井
せ
り

O
其
後

へ
ュ

ン
は

師
を
起
し

兄
の
所
領
ノ
ル
マ
ン
ヂ

を
攻

ン
師

ヘ
ヌ
ッ

王
ノ
ル
マ
ン
チ
ょ
ち
凱
陣

の
と
き
海
上
に
て
唯
一

人
の
男
子
溺
死

ん
だ
る

は
兄

に
敵

へ
っ

對
せ

し
罪
科

の
報
ひ
と
云
ふ
べ
し
一
千

百
冊

五
年

第
一

世
ヘ
ヌ

死
し

共
姪
ス

テ
ー
フ
ェ
ン

立

つ
初
め

第
一

世
へ

ヌ
の
女
子
マ
チ
ル
ダ

ア
ン
シ
ュ
ー

の
君
ブ
ラ
ン
デ
ー

シ
子

ト
に

嫁
し

て
一

ヌ

子
を
生
み

之
を

第
二

世
へ

ヌ
』

と
名
づ
く

國
民

へ
ヌ

に
望

を
歸

し

之
を
立
て

が
故
に

ス
テ
ー
フ
ェ
ン

3
之

を
ス

を
拒
ひ

z
と

を
得

ず
條
約

を
結

て

第
二

世
へ

ヌ
立
つ

第

第
二

世
へ
ュ
ッ

の
g
s



編
洋

し
籍

し
て
其
力
を
籍
5
王
室
に
向
て
事
論

口

集
會

議
に
て

定
だ
る
法
律
を
以
て

共
領
地

の
內

を
臣
下

に
分
ち

與
へ

て
領

內
の

政
を
治
め

又
右

の
貴
族

井
に
小
梅

を
雖

國
王

ょ

争
論

略
は

左
の
如
し
ノ
ル
マ
ン

」
一
統

の
後

は
封
建
世
藤

の
法

を
定
め
貴
族

は
各
々
土
地

を
領
し

て
略

雖
國

)
年
「ノ
ル
マ
ン

」一
統
よ
り

第
一

世
ェ
ド
ヴ
ル

ド
の
即
位

に
至
る

迄
の

問
に
記
す
べ
き
事
件

の
大

年
へ

十
六

第
三

世
へ
ヌ
ッ

年
甫

て
九

位
に
即
王

の
叔
父

べ
ム
ブ
ロ

歳
位

建
世
祿

ク
侯
、

政
を

攝
す

千
二

百
七

十

を
押
領
せ
る

が
故
に

佛
臨
西

の
地

を
失
ム

と
所
得
を
以
て

所
失

を
償

ふ
に
足
る
べ
し
但
し

に

國
に

於
て

は
一
千

百
七

十
二

年
第

二
世
ヘ
ヌ
リ

の
時
代
よ
り
阿
爾
歯

を
征
伐

國
迟

於
し

次
第
匹
之

て

佛
蘭
西

て
佛
蘭
西
王

は
英
國

の
政
治

大
に
党
廢

し
た
り
此
時

の
9

時
に

當
て

佛
殿
西
王

フ
。

子
な
し
共
弟
弟
ジ
ョ
ン
立
つ
ジ
ョ
ン
在
世

の
間

ル
ド
立
つ
一
千

百
九
十
九

年
リ
チ
ル
ド

死
し

て

取
り
佛
蘭

西
全
國

の
三

分
一

は
英
國

に
屬

せ
一

千
百

八
十

九
年

~
ヌ

死
し
其
長
子

ッ
チ

フ
ェ
リ
ッ
プ

、
オ
ー
ギ
ュ
ス

チ
ェ
ス
英
明

の
君

に
て

近
來
英

國
に

盛
せ
る
土
地

を
恢
復

し
て
再
び
佛
蘭
西

の
圖
版

に
併

の
圖
版
に
併
せ
た
り
然
れ
ど
、
英

阿
爾
蘭
を
全
く
制
伏
し
た
る
は

號
制
伏

は
爾
後

四
百

年
の
こ
と
な
ら

千
二

百
十

九
年
ジ
ョ
ン

死
し
太
子

二
年

第
三

世
ヘ
ヌ
リ

死
し
太
子

位
に
即
く

之
を

第
一

世
ェ
ド
ワ
ル
ド

を
す

一
千

零
六

に
領
地

を
賜
は
る

者
は
一
般

に
集
合

し
て

事
を
議
し
此
會

國
中
最
上

の
權
と
す
故
に
貴
族
等
は
常
に
國
民
と
一
和

四
洋
事
情

初
編

巻
之

三



に
至
り
レ
ィ
セ

ス
ト
ル

の
君

て

にて

十
五

年

「
マ
グ ては

よ

を

と
な
り

第

ど

至の
代

第 ど勢

衆呼

世 配

ど 切 に し はれ 列 の 初 を にの
に

あ

地

る

役 國 の 在

三り世り世止

にに

ださい べ此

置き

な 日

さ にて
な佛

王王

はは

多 な

にて 條旨

札る

ト

り 官 の の の き にの ィ 命ず

王國
王 た 代 等 法 局裁 至正 後 支

室室內 めど になに 否ルて毎

街 様 裁 躍きっ條必

此イ

大名の 者 に ににじ し 即此

の 次 令 め ち 談 内 さ代行 で 大 て 方法

裁あ

族 の あ金 法 せる 刑 て

に み む 第 入 す 議 の 代其 大を 3 入

宜し宜

u る 専三

を 3 てら ケりななし と 從 を は 法 に

の 國 ず 條 此以 罪 な

をて 柄

とに 鍋

8

モ
ン
フ
ァ
ル
ト
な
る

3
の
一
時
英
國

を
支
配

し
千

二
百

六

三
世

へ
ヌ

て 議 族 軍 四 同 てび

貴 我 径 て 座起て見え 傳益
法り 初

ど標る を L
權

の 互
互柄 の 収 と 蘭 むに 息をり 時 て 其気

2

標 絶 に 可 な 論法 に 罪
構 執

吟

込 法王 と は 法て 其入 れ 事味 ケ

貴 は 私 の 國 を共立もり
條

な 族 家 こ 外人 合 共 刑 英 に

の のど の ラ 致 の 那 子園 應判り

も 勢條 れな

に に 此 にんに はしみ は 第 然 第 律

時に 基 は 條 てり 立 裁 に る の 五

英 強き不令免 甘 生 こ 變
後 ケ 趣

國盛 便 は 許 四 の を 役 革 之國 革

る 利唯 す 人 も のし を1
支 な な 世る 1 或 にのすて 紹凡 國

と ※ に はてん 跡 今 すそ必断

な 後 の 非 計 身其 ず に

二 分 立て 英 し 民特

世合
地 れ 但人 より 合肌 國 に

此至 を ば し宛き に の 人 に のの 罪 を ど

法 て 原國合を し付し を 行く
領

も 行 あな

り 体 下せ 民 呼 の き の 時 は
る に

を

よ 出 を 有味る なすな

年代 定 の 貴 りしし 論 て し り る

ナ
、
チ
ャ
ル
タ
以
雛

を
云
へ
る
法
律

を
定
め

9
此
法
律

の

し
國
王

を
し

て
獨
り
權
柄

を
専

に
せ
し
め

す
千

二
百

十
五

年
ジ
ョ
ン

王
在
位

の
と
き

に
至



の

第
二

威

數
世
井
ル
レ
ム

名

僧

を の

出 名 。

別

5

出

ド
フ
ル
ト

し 從寺 が 官 世 諸

如 人 b

又

下議院

以 事 論

次 兩 以 會 寺 府以

政

LALL

王 IL 井」 方

L 0 即 三 寺 n 之 主 宝

然 內 )b 上世 院 出 主 支 寺 俗

n 1 國 , 在

治

室

後
又

內 の 寸 , 談 00 至至 復 zi 政 3

命 乙 5

之 出 自 內 及

世

第

國

後 の

人權倒

間

漸

唱

ht七權 出 以 也

盛 們聚 權 取 生 英

IN 相 L 0 0 推 權

寸

此 七

院 俗 爭爭 5

族 政 〈 政

院 故

政 院

主 II 第 長 之

0

入

拒 條 市了

第月 席 議 次 の 第 1

5裁 配 法 5 事

来 8 b 內 位 又 b 第 判 寸 其它

ht之7

其 府云 9

僧 付

b L 付 x

代

敷あ

将
の 異 取 時

初 此 代 贯 間 論 世 權 官 报 代

鼎 會 人 族 |
自 t

卷 議 七 法國

市政

三人 L 01 其 王云 故 之 * /

女 b 政 在 勢 以

年 會 會

e 九

經 列

七 從 寺

5 座 席 整 間
Ele 院 1 間

IF 世
云 1℃ 以下

從 L 贯 國

二 此 t

第 局

报报

權
t 女主 / 法人 b

壓 奪命 云 罪皇 の 此此事

主 宋 怡 削 倒 市削
事 院

張 地 a3 才 舊 5 寺きる り は 柄

5 在 現 九 5 法 の 院 & 出 王 比

九 國 今 領 今 5 IZ | 權 9 九 室

IN

上 5 事 第第 b L 寺 府 本寺

般 院 8 院 九九 院 寺 0 5 院

0 下 0 世世 n b5 / 法 てなが

事 院 風 18稍許 | 5 故

の
時

諸
方

の
名
代

人
を

會
し

て
國
事

を
議
し
て
る

と
あ
り
即
ち
英
國
議
事

院
の

始
な
9
0

又



男男 佛 し 在 に 貴 二 千 方 甚院 地 に 務

方 四
洋
事
情

初
編

巻
之

三

.

継
ぐ
べ
き

ド のな

大
事
件

は
佛
蘭
西

と
の

子 し 事

蘇

+

子 續 其 位 死 族蘭 死 族 世 三 なの 感 の盛 は 体 に

に 西血 の しど 百 俗金り 地 な 俗 は

限國緑 間 た 不不 ド 零 なりり 權 々 易 注

れ 王 に ち 和和りワちり 又 を 加 は 意を

る の 者 起其 に ル 年 に 從 「 日 創增る せ

が 位. をた子 し ト 第 て來 「 1 g し て す 機

故 を 釜る 第 てて は た 世 と し 初

に 微路大 遂 父父世立世 英立 「 れ 藤 な藤 て 編

す 事世 を , ど く 徒然

サ 業 な 征征る 臣 しし に

に ワ | 太り 服地 の て 國

ラ 數 略 王

を なを ド ト の はが 3 に は 臣 の

立 れれ ワ ト て 死此 格て 付 金

て ど 位 七七 とと し
1 時 てて 々 は を

ず 。 た のに 年 能 太 を 爭滅 新 拒
ル よ

最新

是 佛 の 戰即 議 は 子
みり

攻 論 せにみ

に 國 母争く 事 ず
侯

を り世且

於 の 氏 な 年 院な 蘇 に 殆 ○ 藤 常

て 法法 り甫 の 格 即 所 ん すh 第 を 時

律 サ 其 て 静蘭 く 領ふ
て 與 の

ド に べ 發 t 識十 議 之 と 世 ふ 法

り 於 ラ 端 四 にラ に 戦 を る に

M て 嫁佛 は 歲 てて て 服 ド を て

ト 國 す 佛 な 王敗 從 外 ワ 禁貴

王位 り蘭り位 るり 位 朗 せ す 族

議 に 英 西 第 を英西 し
し 交 ト る の

論 即 の に 王三 麼其のに F め 際 の が 領が 領

を
+

く 最死 世 せ 後 世故 地たに

起る もし ら常ら り於 に に は

しの 近く ドれい 貴

勢 寺 領

英 て を

この 発起

位
に
即
く

之
を

第
二

世
ェ
ド
ッ

ド
ル
ト

F

ト
と

す

」 は て 族 々

合必 に 子に 室内

にに

領

世

假 は 親嗣 7 幽 國

孫東北

國ル其 はの子

es * て な ! 中 の 第

英 貴は み 世て 於



1

5

卷

回
法
に
て
婦
人

の
身
を
以
て

は
王
位

を
継
ぐ

可
ら
ざ
る

と
共
所
生

の
男
子
な
れ

ば
自
か
ら

妨9

第
三

世
ェ
ド
ｸ
ル
ト

の
世

に
於

て
は
士
風

一
面

目
を
改
め
て
次
第
に
文
明

に
進
み

又
從
來

)

活活 HT

佛) 格 是 为

| 0 合

十 戰 b

官贵

官

付

三

起

三 e 加

求 5 しの

國立

身 設 古 D 學 致 机 面 8 十 人 起 可

體 计 來 人大 LV來

第

th 次

捕 三 出 君 人

特
之 IE 年 IE

英

爭

で T 兵 繼

下 L 內內 文

百 格 以

人 府 職A 2 戰 , 從

5

F

0國

水利問 蘭 人

し 高 を を 九 英

大 L 引人 世世 L 內 四四

之 都都 市府市府 工INT 立

大內

西

勝儀 佛 明 利

任 取任 5 z 蘭

佛國 ) T計 自負

自 のど 英

本然 銀 n 風 4 文風

||2 2

力

9

ALL 三 所

年年 蘇 5

壯 銀 制 過 進進 T 和

v加

地

先

地於 領

於

七 省 甘

強貨 の 口 / 不

htな

IL 戰 之 5 8

t 下 以 亡 5 L 水 得 爭 乘 先 其

國生 年

九

英底到 三れ 及

九其 爭6

b 及 t

九 貨 千 のの て 第一 蘭 七 爭 佛

事理

西蘭 寸 身

編 出 服 g 疫 化 主 0 領 國 十

下下 」 押 其 七

I 婦

國

國

An九 銀 西 年 中 蘭 法

乙 腾 百 語 王 } 西 IC

主

众人 世 生 千 8 /

L 心 LL 九

百 佛臨 の

初 雖 化 付 惡變 氣

さて 依 ょ 流 英 て の 5 掠 K 起 本 以

六六 : 行 語 却 間 0 至 3 6

十 又 命 LE 以 人 L5 [/ 位

歲 殿 七 て な

以 法 出國國 0

國

向 兵 子

0 七 b5 諸 成 以太

以 L 役

他 官 的 夫 文

蘭 自

} 2 人 之



七 又 但 十三 2 策 官 此 L
し に

道 公事

5 世 情

3

國 り 機 L 之 百 府 LL 時時 1T 應應

T 死 議 九 下 | の が IZ 他他 心

內內 世 佛 L 事 第十 在 時在 命 故 於於 國國 T

亂劇 | 劇 太 堂蘭 四九 位 势位 #IN T [ 本

に 至西子 の 世 年 の年 IZ 以 物 攻物 以 通

由 T 立法 王 間 盘間 t 價 佛

以 國 の はあ 物 聯 發 菌 当初

逐 大 位 之 修逐 大 川 叔 無名 價 貴 西西 A 編編

ILIZVt 2 父事 主 LLg の

兵 佛佛爺象 第 上 すう な と 定定從 の 木 得 之

を のん 五 下 Vb 的 协 戰 市

引兵 E 世 兩 力 LL 其其 爭 计以 若

3 IN LA 院
7 弊 職 | 直直 L

九 克 兵 女生 下 其 老人 由 K 之

6 七 關 上 救 T 之

0 起 和 才起 b 达 貨 軍 t 拒

初九hLL 寸 世 力 君 L 銀 費 召 介

[ 第 T 2& A 足 捕 g

第第 其 之 五分之 》 世 次 L 增 9

四 國 在世 九 8 第 たす九寸 受其 以

世 主 3 出 兵 * 3 前

押 又 蔡 8 9 V 領

領 多 川 在 立 舉 內 么 答 付 >

王位 の 计 の 不 な 3 奔 以

Ohh0 位

爭 。 功 常 下 失 亦 用 燒

C D しよ 式 | 七 內 以 不 之 金 印

Q 勢 T b b 麼 亂

L 七 三七 禁 位 押 中

編 5 六 四 t 生 世 救 ct /

子 し 世 の 世 自 心 人 徒 低 5 出

市 ^ 志 中 立 千 ド の IE { 又

ヌ
ッ
の

年

9

便 れ 其の

死 e2 間 ND

十
二

u
且

本

以 4 通通 0

3 爭 功

公
6

年

の
後
、
國
內
常

に
穏
静
な
ら

ず

世人其 办 第 祖 第

第 机 第 靜 Lz

心 主 後 字 奉

寸 戰 即戰 即 大 內 至七

奔[ 奔

0第第

t 行

便



西
洋

千

势 風

力 ?

{ 其 九寸无

亂

家

七

七七

來 於 心 云 下 以

IZ 以 置 标 乙

權3 世世

內英IT內

云

dxに

れ
ど
ョ
ル
ク

の

儿
家
出
戰

S
四
十

戰

套 其

其 L 亂 0 a 辨 國 5 ) 左主 家

威權 種 暴暴 浪 論論 の

全 柄 女六 人 知知 す 國立國

威 舊

地處 3 君 の 權

特隆 又 立 度度 仇 張 風 記

b 施隨 施 | 市 25 b 習 寸 四年 君

編目 TLT L 至至 九寸 由 他市 他 * 女 百百 の )

其 其 九九れ ば 3 甚
3 七 八 間間

之 國家 为之 5 他他 所 L 爭 國 大 要所 十万
心

俗
IL 內 事 互 IE 下

次 沒
活 人 IN 0 件 國國 年 勝 國

第 入 / 計 至 Z主 至 亿 大 以內 敗 位

IE し 又 その 獎 e
& 貴 封

遊 大戰 位 路 整 比 族 建 統 ) b 即

情 贯 爭 寸 國 九 多 世 /多 世 十 以 第

/ 旅族 e 即 35 法 { 融 睛
1

0 T 强な Z 七 家 家 の す
F | 第 世 2

几 滅滅 溢 犯 來 來 貴 之 川 四 正

其 55 國 b あす は を 族 を な世統

假 內 以 6 足 各

者 多 族 LE族 し と 又

此 威 助威 攻

计 伐 其 ラ

投机役 nt 惡英 來 就 防防
下

“ 大 弊 國 等 藉 判例 七十 力

用 )

の

水 を

路
な
く

世

に よ

下

十
三

君 ) 所 ) 削削 0

L 克 除 亂 0 罪 / 備 力 第

3

式 L

地 の

2

至

*

ス

な
り
と
て
兵
を

げ
て

「
ラ

ン
カ

ス
ト

b 或其众內 3

の

下

權 養養

2 族 e 以以 離 为之 條 家 でる

L 欲 其

系我 力 兵

武 己 戰 此 L 家 權 计

平

道

红

攻

力また世

56

5機

起

代 貴 凡間問 を 道 で な

)力 ) 0の 手 を 出 を 5 七

x世六

第38

以以 歷 3 Ult b

甚 贯 决 事事 君君 私私 伏世 乾 ;

を 第 る な



て
九

議
な
5
O
ェ
ド
ヴ
ル

其

ト

此て 人院りもし

る し 都 し

て 故て 故 此 す

た

七 り

生
ず
る
に

を

敵國

起泰

す
る
る

史

の

走

下

テ
ス
タ
ン
ト

第 張 小 の

羅り 是

下

タ 絶 入り な 法

毀 に

を

四
洋
事
情

初
編

之
三

又

て
て

領
內
よ
り

金
を
出
さ

し
ひ
る

に
至

事

1

し 弘 の 生 すた 信 を 弱弱 室 てて

九 年 て

ち 世 れるる律ょ

も 世に り てて 至 多 自 る

國財 て くにたか に 民寧金

ヌ 對 王王 物朦寺今 ら り は を 情

りせ を 味院 西 諸 故 非 撫せ 出初

死る 從抗 の の 弾寺 あさ 育り洋寺

しが 來 森 小學 入院

す 民 僧 の の て な て て

は 其 に る は 8 唱統 其 交

止 宗 を 盗籍る 領 妃 第 所

子 む 旨悦 々 に 耶 ど々 に L ど を 七 を り

を をび羅羅 之 藍 稱 離世 得 王得 て

ド 得 信 之 馬 を 正せ 別 せ の 卑

ワ ずず が の 信 も 教 りせ信
し 政殿

しる 鴉天
篇 仰 の な てん むはのむ は

ト に め
せ さるれ どと 死死る 強 小

ソ 立 國 は 致 し 云 も よ し が 大民

人
を か ふのり て て 故 を 自を

の テ
ば の 先駆 太 に 制 か

改 れ み 此光宗 き 馬g 子 貴 壓 ら貨 壓

門 第 宗 を タ 且且 度度 門 日 法 立 族 す門

に 六 する ン 又 國起 耳皇 ) を る

る 自 ト 王 て の と 滅 の
曼

を の 暴 英 及許 を し 趣

ド 許ち 宗 なな 羅國び を て 旨

り せ 寺門るる 馬 の 瑞得入、 徒 な

り 院 次 8 法人 西 、 ず 世に れ It

| 千 の 第 の 皇 民 に 依 へ 王

数 と 五統 に は どど 之 於 て
る

化す 百 領 國天 不 た國
法り の 融

次年 四 ど 中 主和 歸 皇 ど 特特 て

甫十 稱 に 教 を 依 どす 權又權 又

隣の

『
大

に
「
ブ
ロ
テ
ス
タ

ン
-
J
の
宗
門

に
飾
依

し
國
內

の
教
化
次
第

又
強

自
か
ら
武
事

を
廢

し
て
工
業

を
勉
め

王



第 が な の 天 不

個

於り

っ
ェ
ッ
サ
ベ
ッ
ト

は
元

に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

」
の

数
を

9 途 百を 止天 の 五 人 を 命

四 致 也 占 絕ら 絶 せ 主教 百

諸 利地る領

利

致

る 救應 困金 か を

致険り

加る り其

て

て 展 貨貸 髄 を 地 、

之 に 千物勝又 べ を のせ

嫌

宗

て

盛

は 々 銀 て 流勉 を 致 強

加

短

落 は 十

三 六 像 亞 き 弘 法 さ る す “専三

プ

し る

なし

2.5

王女

雇 し 國 み 新み 新 に

な

英 法 諸 移る 開 せ

國企 增増 品 すが 拓が拓

の を し 物 る 故 し ○

骨 武 出 た 3 に て 封門 は な 301

初威 しれ 價 の 開其 建 に り に 此五

綿 內 多 墾俄 多 墾 世 左 來 たた 命 女 百

松 外 に も た しすみ分 融和 れ を 王五

百 のし 米 土ひ 次る 子 る 5 年

阿 器零 割 て

に 故 し 二 主 幸

國 年 に 民 のの 自 望 際 に 千 百 教

餘信 に

百 の ず せ を 荒ち し 致 を 五 なし

年 大 し大 り 發熊 専燕 專 よの 本 十

前 評 て 固 見 に新 固 見 とら り人り 入ず 入 プ

初 法物 よせ脇其 國る れ 年

て を 論 しし身 內渡 さ テ

征征 立 慈 物 以 之立憲 之 に レ スス 十

服 たか 價來 が 代 於 す 其 てす 位タタ 五

しり な の 通 入 の てる 宗異

た 。05ら 問騰 用 め 問 土 派 腹 後

れ ざ 貴 金 小 にに 地 どの の

り るす の 民蓋 を な 人 妹人

t
る が る 位 、他 財産 所く 牙

此 べ 故に 非業 す 持 しし り 正

ト に 準準 常 をる せ て 感て 感サ 痛 姉

の 政 し に 失失 こ

に 世 府 て 下 て下 て ど 者 て ! 世 追

至 に よ 日落日 落他 のの は 正 を 立

に
し

て
死

な
す

と
云

ふ
即
位

の

五

の
跋

の
者

を
痛

る却す

マ
リ

立

を

る

樹立

く



國
を
合
衆
政
治

と
な
し
コ
ロ
ム
エ
ル

て

興
し

た

興徒 し 權
に

加
ふ
る

に
國
內
宗

旨
論

に

を

院
の

点
を

び
互
に

相
争
闘

し
て

殆
ん

ど
間

日
な
し

是

處設 み

の 再 にけ 其

蜂
起

し
之

は

四

は
9
名
代
人
を
出
し
て
國
政
を
會
議
し
上
下
各

1
5

に
至
っ
た
れ

ど
々
共
所

を
得
衆

無
富

饒
に
至
り

ひ
え
z

は
內
外
無
事

に
し

て
國
民

太
の

砲 徳
澤

「
蒙
ち
亞
米
利
加

の
地
方

を
開
拓

し
て
英
國

の
所
領

ゲ
レ
ー
ト
プ
ッ
プ
ー

ン

骨
肉

千
六

百
零

三
年
ェ
ッ
サ
ベ
ッ
ト

死
し

て
子
な
し

是
に

於
て

死
し

し
是

に
於

て
蘇
格
蘭

の
王

第
六

世
ゼ

格
歯

の
王

第
六

世
ゼ
ー
ム
ス

骨
内

大
に

其
服

從
す
る
こ
と
益
々
固
く
且
又
國
人
航
海

の
術
學

一
時

に
開
け

時
に
開
け

て
大

に
進
歩

し
た
り

洋
事
情

初
編

巻
之

三
十
六

の
故
を
以
て
英
國
王

の
位

を
さ

改
て

第
一
世
代

ム
ス

」
称
せ
ら
こ
れ
よ
り
兩
國
一
統

臨
し

國
を

大
不

列
類

と
名

け
阿
爾

図
を
併
せ

て
合
衆
王
國

と
稱

す
O

l
ム
ス

王
在
位

の

と
な
し
た
る

こ
の

時
を
以
て

始
と

す
但
し

王
の

人
器

最
偏

私
欲
多
し
常
に

義

事
院

と
機

柄
を
爭
ひ
在
位

二
十

四
年

の
間

で
争
論
止
む

と
な
し
千
六

百
二

十
五

年
死

し
て

太
子
立
っ

之
を

第
一

世
チ
ャ
ー
レ
ス

と
す

之
の

時
に

當
て
議
事

院
の

威
裾
次
第
に
盛
大

と
な
り

諸
州國
王
議
事

院
の

盛
な
る

を
忌
み
其
梱

柄
を

徐
て
王
室

の
威
を
張
ら
ん
と
欲
し
即
位
後
四

年
の

間
に

三
度
該
事

院
の
會
議

を
設
設
け

が
爾
後

は
之

を
廢
せ
ら
こ
れ
よ
り
物
論

に
於

て
止
む
こ
と

を
得

ず
議
事

院
を
再
興

し
た
れ

ど
途

に
國
配

を
救
ム

と
能
は
ず

千
六

百

四
十
九
年
議
事
院
の
定
議
に
て
國
王

の
位
を
廢
し



七
西
洋
事
情

初
細

谷
之

三
四

國
內
に
布
告
し
ゼ

ム
ス

王
の

位
を
厳
し

レ
ム

を
奉
じ

て
英
国

王
と

於
て
議
事

院
よ
り
國
內

に

を

院

王
は

逐
に

佛
聞
西

に
出
奔
せ
り
子

時
千

六
百

八
十

八
年

伐

八
年
な
ら

是
に

く
國
王

の
不

生
よ
り
頼
み

に
せ

し
兵
卒

等
戈

を
例

に

な
れ

ば
敵

を
防
ぐ
な
の

と
て

は
一

人
な
く
國
王

ひ
し
ん

と
厭

兵

に
]

す
る
心
の
を
惡
む
こ
と

し
く
之
に
由
て
人

心
を
失
ひ
國
內
又
亂
る
ゼ
ー
ム
ス
ニ

女
一

男
を
生
む
長
女

を
マ
ッ

と
云
ひ
河
蘭
國
合
衆
政
治

の
遺
風

に
從

て
天
主
教

を
奉
信

し
他
宗

に
臨
依
す
る

必

ー
ム
ス

位
に

即
て

よ
。
父
兄

に
世

。
す

其
始
立
っ

ス

年
第
二

-

千
六

百
八

十
五

年
第

二

を

1

な

名
を
以
て
政
權

を
専
ら

に
し
內
外

と
て

展
々

功
$

9
千
六

百
五

十
一

年

コ
ロ
ム
ェ
ル

死
し

,
子
總
督

の
職

を
辞
す
る

に
及

で
千

六
百

六
十

年
國
人

共
に

第
一

世
チ
ャ

る
者
國
議
總
督

の
名
を
以
て

者

レ
ス

の
子

を
奉
じ

て
國
王

と
す

之
を

第
二
世
子

レ
ス

と
名
づ
く

し
て

共
踏
立

っ
之

を
第

二
世
ゼ
ー
ム
ス

と
す

ゼ

の
大
統
領
ヲ
ラ
ニ
ー
侯
井

ル
レ
ム

に
嫁
す
次
女

を
ア
ン
ナ

と
云
ひ
男
子

は
第

三
世
ゼ
ー
ム

な
れ

ど
幼
少

な
5
此
時

に
於

て
國
內

の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

」
宗

に
從
ふ
る

の
は
皆
國
王

の
忌

諱
に

觸
れ

自
か
ら
共
生

を
安
す
る
こ
と

能
は
ざ
る
を
以
て
多
く

は
荷

園
に
出
奔

し
て

親
に
「

ヲ

ラ
ニ
ー
侯
井
ル
レ
ム

依
!
賴

す
井
ル
レ
ム
乃
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

宗
の

人
を
集
め

て
兵

を
舉

万
を

げ
英
國

に
大
國
に
向
て
共
鳴
民
ゼ

勇
氏
ゼ
ー
ム
ス

を
攻
め

し
に
國
人

よ
に
國
人

固
よ
り

王
の
暴
政

を

し
て

後
を

て



の

ル

しな
3

に
及

で
ブ
ロ
テ
ス
タ

な

の
子
孫

と

世

1

國
王

の
位
に
昇
る

西十 に 渡井

君 宗 ス 死心 はは 戦 る 生年

究

ム 年 不 前 て前

気 す 三

除 ム 」 な

智 子 に 嬉し に妹

立 刻

て

刻至

法

歯
四

王
、

金 王 し

孫 に 孫 て ア て 感 英

と 答

ゼ 十り 百 起 1 農 佛 し を 籍 之

列ト 1 90 年年

増

宗
の

人
を

が井 宗 位

法 ン 五 し 佛

を ナナ 人 兩

と

ム

王西

和

不

立 葛 口 図 の 樹 ム

ウ 後で つ 除 絵 の

即人 りせ 除

西
洋
事
情

初
編

巻
之

三

な
し

第
三

世
井

ル
レ
ム

と
稱

の 倍 に 遂 前世

英 ず 在 論 よ

千 に 強 國る 位 を り

國 口 関 二 七五 加 て の 鎮

の耳タ 王道 百 れす を百 れ を ゼ と 間 前ゼ

五

英

門 の し 百龍爭 に 第 來 護

1
に て 客動 に 族 付け のto 事 王

ジ 、 騎 ど 族 子 首 及 を も 四 國 院 の は

な 依 を 及 な 年 府 図 べ 助 英 世英 世 の 位元

る す 禁 び し 第 の 6 け 人 を に ご

8 るず其 初三 人 。 て の を 昇荷

べ 他 井 其 同其 ス 重 関

最 族族 し 天 家宗 天 し く 万 合

る を ど 主 レ を な 主 て しが衆

近 探 智 教 ム 恢る 救 英 王政

戚 索 を 王 復 も を 図を 室 治

り 本 在 死 な せの 泰 の の 國の

る 此此 ず 世 し り世 ん は 信 < 特大

を に 度るを に て し は ど 遙 し 史 横 君統

以 第 8 時子 に 國 す に 更 を の顔

事 し 時 て を テ 面 るなて

王 院王 は 貿 ど

井

嗣 , 次次

第 き 佛 ト に

な
し
初
め

井
ル
レ
ム

在

三
世

井
ル

レ
ム

死

な
る
を
以
て
万
ち
之
を
迎

目
を

新
に

王

す
る

に
第

一
世
ゼ
ー
ム
ス

統商りは

院
と

の
商

血

の

八

ス子 統

3

h

を

弊ルに 付

歷憤

蒼 地

て 室 ど 処 易 た り

のりの 議 な 當內 る と に 張 に



十
九

初

1

の
佛
蘭
西
よ
り
起
て
価
格

園
西
北

の
地

に
淡

5
共
土
地

の
貴
族

を
集
め

て
兵

を
型
げ
し

に
從

世度

に
て
る
ゼ
ー
ム
ス

被しル續る びて 選 に 相 二 王

ト

機

ら 族

い
し

七

を
再

ム

心

*

ム
ス

以
來
王
室

窓

て
太
子

位
に
即
く

之
を

第
二

世
ジ
ョ
ー
ジ

と
す

王
の

の
姓

を
「ス
チ
ュ
ア
ル
ト

]
家

と
称
せ

し
が

第
一

世
ジ
ョ
ー
ジ
よ
り

後
は

改
て
「ハ
ノ
ー
フ
ル

｣
家

と
唱

へ

カ を

にる 内

ム

5
千
七
百
二
十
七
年
第
一

世
ジ

ゼも

】 易 り ジ ! 佐

の 於 の 世 室 8

しな國 1

1ス徒地 四 を せ 民船

補民 宰ら

孫 戰孫 戰 菌 徒

1

世 に次第 此 貿 な

利

ら波 五

渡五り の た

て十

を 助を 助 しし 逐相 に

を ウ

+

を

年年 1

カ 第

九二 後世

牙 り て 十 及亞

販 ト

情 也好 し てせをすす 年

1

+

り

九

及 米

は至至

じに を 百 以 格

と

は

く徳年成

リル の 即

1 班あ し 六 に が 澤 ど 世世く

德りル

成り

宰り

人

1
子

ジ子しに の 千 即し 宰

すご て 世

5 年 し 欲 不 を 等 て は 世

第 がす 幸 結 諸 もみ ジ

にん賊

を

の

に の 位 に のの 不閲る

百變 復復 人生 前を 貿 無 復の も

政 図 に り 英英 內 家族 ル

西 千 國 治 內 其 途 國太 格な

間 平 ボ

巻 格 ど に の り 途 懂慣 てて 図 げ 1 ど 第

乘 利 七 位 蘇相 千姓 て

家

再 を て 専 三 來 前

る 扶る 扶 典興放

て し 畿る

編 , 就會帶常 時 よ し

點 國 易易 事 ご飯 の 死 第

に 十第 ん 王 け の 商 に ん 第

11 位

土 こ 此此る を チ で 班 民 の

地世 度 追 六 戦 牙其 なり

ゼ 西 の 想 百 舟

を 人 よ人 よ 之 ゼ

且 新入 び

集 の の 他佛 に 年 し 利 る を 力

の が 加 は 鎮 を

爭西 騒平 の 専

ド に に を 亂生 地 ら

引 結 に 不 方 率

王 唱 王

從 。

へ
て
王
位

に
即
か
し

、
第

一
世
ジ
ョ
ー
ジ

と
名

く
但
し

第
一
世
代

即
位
よ
り



下 第 諸魯 ” 恢 諸 羅格 以本來

九 慕 情

卷

P

般
の

二 漸 战士+ 復 國國 4 巴 壓 蘭 T 領 其t 領

A 世 〈 以 ELIZ z 諾 伏 0 遂 化 家遂

4 年 連 澳 て 冠 の 國 し 費 に 攻名貴 攻

0 和 赞 地产 海 九 和和 互 乙 族 復 入

L 利 ! 外 約約 IZ九九 5 追
事

死 復 i DIE 深0
遂 和 世 蘇 九

LU 佛 の 所至 に 睦 5 跳 格格 几 于 初

備 其 九七九七 戰 領
戰 領 5 爸 全國 前众 蘭 8

0 孫の 5 敗 爭 L爭 之 L 結 內 b 猎

才 第 世第 6 廣
魔力 L 次 接 L 引 本 峰 之

德 三人 途 〈 以此 日 4 領 起起

主 世 之 它 让 時난
耳 の

以 主 全 收 九 蘭 IL 曼 患 般 人

飞
1 七 州州 6 西西 於 ) 以 L

內 年
の ず 欲 はて ア し 緊騷 列 之

外 立 0 大 歐 L 其 英 「 手 蘇其
亂 / 之

0 師 屬 乙
海 國 人 格 平 與

事 戰 2 觀 巴 軍n 游 5 爾 定 於於

主 爭 唱 各 單 T

處 の ふな本國 5 威 宫宫 5

置 初 千 5 の 英 權勢 D 後
7

時軍

LEE 千 事 佛 主佛 名 後 政 ? IZ

英 5 百 體 英
英 次次 千 府 戰 步兵

國 英 六百 紛 問英 間 心 第
第七人 以 勢

五 授 /據 IY 泰奪 /
5 论 且 主

兵 の
或 隙 以以 盛盛 5 四 其 化 佛 得

常 寧 大 以 主机n / 所 十 聲舒
敗 蘭 酒

* 相 戰 年 合 生 九生 九 乙LL 走 西 {

勝 t 爭 縱 e上 心 3
年 七年 L O0

5 又 在本 资 同 號 奔奪 た九 應 L

七 少 央 北 同情憤 IV| 盟 佛 b 投

年 英 時英 5 歐 其歐 其

之

M
C

出了

么
才

公
の
少
く

且

利
を

得
て

其

り

蘇献艺

普巴扎
歐

來 3 國

其中 tl 經 攻 ,

從從 な 英

L 士艺 红tI
t 之 羅 九 他羅

佛 {病病以



西
洋
事
情

初
編

巻
之

三
二
十

一

自
か
ら

の

て

を

人 て

情 々

不
幅
獨
立

の
意

を
生
じ
議
事

院
に
て

政

な 百

5
千

七
百

十
五

年
は

5
千

七
百

六
十

五
年

に
至
る
ま
で

五
十

年
の

間
に

囚
年

五
十

年
の

間
に

囚
年

儘
に

三
次

小
麥

除
其
餘

3
其
今

の
地
方

を
分

十
三

州
と
な
し

共
人
口

二
百

五
十

萬
に
及
べ
り

。

き

領

及

利
加

に
在
る

領

加

在れ

ジり 領

結
で
英
國

は
北
亞
米
利
加

の
カ
ナ

て
七

年
の

師
の

終
5
各
國

と
和

約
を

結
で

英

後 至 他

さ
し

威
名
世
界
中

に
し

が
第

三

微

世
ジ
ョ

どり

に に 取

が
第

三
世
ジ
ョ
ー
ジ

位
に

即
く
に

至
て
そ
の
宰
相

を
信
用
す
る
こ
と

で

は
ず

途
に

之
を
退
け
他
人

を
､

て
共

職
に

代
は
ら
し

め
こ

よ
り
英
國

の
武
威

俄
に
衰
微

し

の
カ
ナ
タ

を
取

o

七
年

の
師
不
定

し
は
(
海
外
所
領

の
地

に
於

て
人
民
次
第

に
繁
殖

し
亞
米

地
の

內
、
カ
ナ
ダ

を
除

其
外
東
印
度
並
に
西
印
度
諸
島
の
地
。
次
第
に
開
拓
し
て
富
礎
と
な
れ
り
○
第

一
世
ジ
ョ
ー
ジ

の
世
よ
り
以
來

英
1

內
に

は
記
す

べ
3

大
事
件
な
し

年
五
穀

豊
熱

下
民

安
樂

を
極
め

の
價

千
六

百
年
代

に
比
す
れ

ば
牢

他
よ
り
少
し
く

貴
さ

の
は

甚
だ
増
加

せ
ず

千
七

百

二
十

年
國
內

の
人
員

五
百

三
十

萬
な
り
し
な

の
千

七
百

六
十

年
に

至
て

六
百

四
十

萬
人

れ
9
故
に
職
人

役
夫

は
日
傭

を
以
て

自
か
ら

富
を
成
し
更
に
苦
情

を
訴
る

の
不

く
國

內
一
般

の
風
俗
文
明

に
赴
き
磁
義

を
重

ん
に
次
第
に
粗
暴

の
習

を
膨

せ
○

第
三

世
ジ
ョ

ジ
の
世
に

至
て
國
民
產
業

を
俯

め
工
作

を
勉
め

盆
々
富
饒

を
致
し

て
数

年
の
間
俄

に
全
國
の

風
を
一
変

し
人
々
皆
門
閥
を
貴
ぶ



の に をる 且 て 叛取 情 の 閥 れ 說國

四
洋
事
情

初
想

巻
之

三

を
失
ひ

し

ス

說人 許 て 英之 きる 相 領 を よ を 政

心し ど の を 獨 の 憐地 廢 唱 に

相 をたた 能能 本 医 立命 むにす

反 失 り は 図伏 の 今 の 住住るる 民 しる

し Uu0 ずにす を 意居 の 不 か 者

て 又亞 千 て 可文て 下 を す 說和 は のを 說

互同 米 七る を だ 生る は 內 初

に 職利 百 他 ら 布 せし 者 千起起府 に

歡 加歡 加入入 の さ 告告 し てし て 多 六 し 8

1 る しか に か 百 遂命

に たたば加 五 に をを

年 巴 非 り州ふし 以 業

フ に 諸 さ 亞 民 る に 年 大 て の

ががラ き 至至國 れ 米 大 に 此代 事 此人事

戦クク 英 て と 利 に 當度 の あ

年 途 戦 加る 加 愤慣時 本 比 の のりの

はの に 写佛 の 怒 遇 國遇國ろ緒長 て

終 從 宰宰 和起 蘭叛 しま に史 に よ 出 た 専由

に 來相相約 り 西城城 遂英 て 5 ど るら

至 亞 を 內西 はを に 國同 盛 な 井下

て 米 結 外 班 其千 政憲 に れれ 民

再 利 ト び の 牙 勢勢 七 府七 府 の 行 り を

び 加 亞事 術 固 百 ょ 離 は 從 み 覧從ス

相 戦 米 多数多 よ りけれ 來 を 浴を

和爭み 利 端 よ 十 亞 ら亞 らてて 英 議 に

し の 専専 加 に り 強 六 米 れ 其國 事 しれ

議 て ら し 籍 利 常にた に 院門

事 と 軍獨 て に な 兵加る てよよ 閥

院 に 務立 城其る務 を 諸 を 人 法を 法り に

の 付 をを 合 徒然 駆州 聞北 を 離船

官 き 司衆 を 援を 兵 て て 亞寛 けら

員 り 國征 を 威 本 加 既 米 に たさ

中ル て た 服 な 國税 に 利し り る

米
利

二
十
二

た ス火る のス 大 るすすしし 以 に を 同 加 門



明 十 C世 4

蒸 IN 七 國國 議議 以下

叶

に
て
る
ビ
ッ
ト

の

所 之 人大

七七 事 乙 し

徒 h 權

以 十 內內 L 5

IZ

此此

/ 期議

為 改

E1

千年 國 5 掃

七 6 记 最

年 百 問問 th ,

威威

年 周周 之之 新 の 既 下 七 欲 市

{ IV 宰 異 說異 IZ 院 L 5

初七 八 間 太太古由 相識 /V 王 新貴

改 ) 平 て の 七 左 の龙 の て L 命 族

您 正 1 | 英 ) 從 威 委以委 下 Z 七 雞

くすり 他 來 名 論 七 任 議 第 2 建建立

三 氏 內 不 國 破 L を 論 のにな众 T 引引

等 紡 K 七 送 內內 Lしが 受 蜂 糖 世 n受 印印 T

工 級 大 被被 のDIY 新 故故 叶 起 臣 之 以 度 徒徒

作 0 + b作 土 9 戰飛行 | IT 且 L 1 | 此此地地 黨

製製 機 工 九 86 以其 此此 國國省 の 度の 方

造 關 主 5 次次 几 法 機 內 其 少 新 七 結

0 起起 以 第第 简 主 會尚 0 命 子午 談 处

法法 發 L 宰 又 改 II 人 IZ 井 金 事 相

t 相 宰 人 5 乘乘 心 服 出 院

L 水 相 才 EE七 心痛 寸 当 のに

時 千 道 Otti { 3
支 謀

七七 處 舉 得 途舉 得 8 配 T

進 百 通力力 置覺 T 九 F | 七 ICE

步 六 L 在 各 5 大 3 众 七 L 屬 室

L 十 運 5 悦 女 此事六 の { 用 せの

九九 送 0送 其 時 業時 徒 事 宰以 宰 hh 權

5 年 七千千 IN 所所 E 主 情 不 相 主

七七七 至至七 下達 七 甚 事 等 世

以 以 百 5 得以 L 惡 因
L 芝

L 五五 任任 七年 歲 難 任 罪任 議

賀 + 聯 L 事 又 止众 V V以 事

易 氏 七年 四 院 载 55 6 断 王 院

0 百 人 後 共 歲 七後 共 歲 判 L 然 LL 以以至

1
1
十
三

賣 發 六 5 十十 IN 公 局 3 t 固 盛



要去

昔

蘭 }盟 例 爾

て

he

の人力九 遣 再

簡 佛 二 亞 L

亂 其 併 e併

政

L 佛

國立 5 人 和

相 傾 和 以 IZ

相 》 簡

のし

海 の

L 主 人 以以 設 公 \ 意

:七七 事 の 至海 の

魔

L の

睦

5
し
が
佛
園た 利 时

带
讓

情
初

辯
卷

之
三

の
交
、

俄
に
繁
昌

し
第

三
世
ジ
ョ
ー
ジ

t 蘭 女 i 百 比以

6 法 騷 i 合 西

和 年 米

定 超 土 LD 揮

を の 荷 加

g 3 阿 5 陸 受 後 的 戰 , 西

同 の 确 55

意外 和 改

佛 立 b T L 6 * 多 宰 所 睦 t 初

九 人 宰 自 阿 及自 阿 及 L

T 進 E 在 陸 作, 不 至

0 百 E 6 蘭 皆

戰 再 名名 別 以 处 の 却 式 日 以 即

TK 其 政 昔 職 處 L 以 IE 其 位

屡展 佛 找 機 府 年 IE 1 是 九 比 高 の

女 舉 / 0蘭 上 歸 第 皆 中 す 比

利西 L 乘 b 5 T 其其 机圳 L 以

众 TCbt 英 九 他 功 EV

LO 下下 全全 為 の 5 人人 t 陸 众

千 和 院院 《 L 所 0 IV 类 兵 倍

八 左 0 之之 九 領 宰 職 也 以此

百 破 談 9 九 相 七 市 常 和

五 5 事 制制 Ln E 讓 然 睦 七睦

年 L 官官 伏 下 5 九 佛 5

RLL 千 在 九巴 O

云飞 七 職 l B 拿

典 L 其 百 國 8 亦 飞

國 亦亦 別別 九 政 の あ 斷 の 上上 五

以上“ 政 十 府 大千 然 占 海 ) 九 百

* 換了 院 府 入 功 八 n 審 9 萬

柳 地下 D 年 5 以 百 費 武 亂管

西利” 談 鹿 其 阿官 三 九成 女威

內 班 ” 事 L 部 史 簡 年 佛 勝 千

牙 西” 官西 官 新 ’ 內 z新 蘭 佛蘭利蘭利 振 八 債 本

增
L

二
千
五
百

茵
术

y
卜

记
上

几

6
比
试
英
國

一
歲
輸
出

品
6

高
千

五
百
萬

术
)

下
东

9
但
し
國
債

才
試

.

タ
ラ
メ
ル
ガ 二
十

四

意



事 魔事 及

麼
g

5及

T 及

揭 國 百

士 生

軍 T

本牙 國 年众 揮
及 港

市

5 寸佛
七

LT E 公

强 王 王

王動班 峡 e 少 指出 人 王

i

王卷 0 5

牙 九 で Lh

k X处以

國 拿

情 X CK 千 X g 3 軍 動 , 恢

世世

班以 最

下

L九

才勝

IZ

耳
曼

の
ォ
ー
ス

ト
ル
ッ
ッ
ッ

に
於

師
提
督
子
ル
ン

及

に
於

て
は

英
の

水

到 下 兵

度 | DIE のぎ 西 を の な て 逐 耳

欢 断 生 兵 班 情 , 私 L 之 N 曼

西 5 官官 机 主主机 牙 5 小

纪 5

恢 之之 西 王 破西

初初 英 简 七 a葡 鼓 復鼓 復式七班

及 盛 舞 惡惡 牙

其

之 將 十 佛事 Li之
族 兵

三軍 為 七 爾 體 軍
佛七

年 西年 其 用兵 西 菌 向

1 東 IL 變 鋒 金 七C 班西坝 ·

戰 印迹 LL t 舉 牙 其所 魯

同 て 度 で た 當 與
當 與 の 先弟天 の 蘭

盟 ! 勝 | 兵 b 5 佛 王 王

0 行利 行 法 0 可 兵 蘭 族
蘭 IN 拿

兵 式 T七七
龙 西 , 廢 同 1 敵 破

得其 學 市 貨 滅 族族 也七 公益

指 各 土 处土
) 次 L 叛 也次 7

人 千千 相 s bt 主 意 為

L
下 英 共 L 求佛 氣

0 戰 國 L E 蘭花

佛 非 以 Dの 盟 ば よ 水 西 满 破

請 常 功 十 千千 將 約
將 約 英 0 LbL6 破

本 七七 軍 國 其 姓 5 in

E 褒 5 年 百
國 动 迎 途 L

戰 赏
佛 之 民 る 立 に よ た

l 八十
敢 t 拿 又 sh

受 百 英 九 西 好 破 故 西西 同

女 } 五五 國 年 下 0 機器 班班 班 盟

之 年 步 阿 兹 の 傘 牙牙 の 同

t 又 英 兵 樹 同英 te 强 破 王 王 老兵 年

『
西
班
牙

6
軍
艦
隊

么
破
滅

KH中

二
十
五

破 此 國國 隊 盟 防暴 器 定 优势 日



收税 多多 戰 於 府 * 諸 拿 “ 不 卒 z

8

西
洋
事
情

初
編

伦
之

三

る
の

外
に
國
債

の
増
し
た
る

に
と

六
億
ボ
ン

ト
J
餘

に
上
れ

5
國

用
を
費
す
こ
と

斯
の

の 年 育て 2.L / 國國 破破 佛佛七 九千

寸 高 戦 の 0 器 失 八失 よ

3 六 爭 間 國間 攻 以 b 百6

0 千 以
主 动 ” 借 先 十僅 先

外 萬 問 唯押
力 ナ 指 千 3 三L

英 領 其 IN 英英 島 揮島 島 八八 殘 拿 年

國 L 侵 會 國 IZ しよL 上百百 兵 破 中

內 九 入 同 法 2 6 十七 卷 1

DIY 人 3 L YL 1 騎 四 集 四集

增 近近 5 荷 害害
心

下 年 十 中

L 《 官官 菌 t 和 再 逐 C
遂 て 五 の

九 游游 汇 0 被 約約 处 / 佛 萬

5 陸 收 所占 比 下 騷 11 兵 拿拿 蘭 戰

納領結 亂 七 破 西 兵 IC西

* 軍軍 すする 水 七 初 於 起於 に tt

六 役役る 哇 ” の 各 以 て ての
L 0 歸來 盡盡

優 lk 頁 入資 及 女 t 中 佛七平 佛 九 位 5 以 《

水 出出 税税 处 | 其 全 定 05KV
七 Z 佛

3 の 共 て 侵權 し 兵 を兵 t 廢 n 魯蘭

下 者 高 他 戰地 使 九 g 以 Li 西西

五 甚 0 爭 七 節 戰5 戰 TT 5 西 の

十多多 領 IZ 舊 e 以舊 英 各 七

上 萬 L 地 由 為 | 大由
國 攻

几 人人 睡以後復 の 西

許 亂 皆得皆得 LL 各 川 之 將 為 兵兵 班

國 众な の 其る た其 九
IN 再再 牙

5 終 舊 所 5
下 流 处

七 每毎 に 主 の 拿 L 峰 塞

歲 至 破節 の ) た 起 の

右 て 返 の 备 武 破 b L 為

の はし は
し は の 地功 下 裂 力 出

九 甚 騷 利騷 利 七 年 七 多多 L

歲 5 少 亂 云 同 の 合く同 九

主 入 L 首 盟 春 也 ,兵 5

二
十
六

を
捕

て



四
洋
事
情

初
編

巻
之

三

1
1
+
中

を
捕

へ
を
禁
せ
ん
と
欲
し
英
國

の
「カ
ビ

タ
ン
」
エ
リ
ッ

如
く
莫
大
な
れ

ど
5
千
八

百
三

年
よ
り
千
八

百
十

五
年

の
間

は
國
內
最

3
富
饒

を
致
せ

9
益

國其り 騒騒て なり 那のにムジ を 十

編 國

を

す
る
を

委にてに

十然

怒 ○

ヒ

然さる

片 な

に

りに入

な由王

平王侯

日

し云

將フ

由

し 都 に 皆

ト て 國 た の 阿抽國 て て し 太

の 此 人 る 女 片り女子子 不 て 子

ご

英

第タ 密 |で含王 ャ「 女 ト

年

に 行 說年 1ヶ の の

の 1 倦

しし 吏百 此其 て た 立 四 後後

てて 憤 年 外 妹 兄る っ 世世 は ど 內

を

年年

しし 騒 世

て

捕支 ずし し 前 一 $ ト
すもも ト

件ル七 即

十 其其任 第 に

禁文く 大 千 さ 阿 て て 弟 せ 三山

せ 那 艦 族 軍入記片 第 英 位 htt

第 U

之之 老

ム 子く

て 至

し し 就 め 文年 1 記 之 二 在

り1入

な

第 英

h に 認等 を 百 た 始 三國國 に 千ジ な

を 燃犯 てはり

ど 齢 の の ゆ 四 月末世に 即

欲 入 小書 ひ 十

て た 比 フ 島 の 第 年

の 國學方 攻 に クに子 き 四 死 終

力 人 たて ) 1 ヶ 大世 し に

謹田 る女 國ン 井 て

太り

に 之 に 安 の は

立 既

に 買 惑 に の ば | 妹 女 千千 とつ に

ふる 甚二 小船子 八

ト る 可 れ しけ 、百佛をひ

らごき度 の

西

へ 那 O の 後 女てり 騷 務

期 の 千 なな子 攻 配亂 に

か 官 七り に 入

代支な 弟 即井井 欧 す 外

三 しの 那ら姉支 ち ル 羅在 の

百 英 終 人 妹那 現 巴 位 政

萬断 よ の なに 今 州 1 事

ポ をを り し て の 死 內年 は

ン 以英 し入生

て 子

阿質 阿子 の 穏死

片 買 片 匠 に 師 な し で

し …

飢 其く

の 故業

以 は 大

前

にれ

りはど

蒸図る

氣 民 千

機機 皆 入

開 騷 百

等 胤

の 年

學溺 よ

術 に

俄 羅 千

て り

進進 止 百

歩む

し を 五

て 得 年て

製 ず

造 し 間

の てて は

I. III 國

業業 業内

大 を 最大

に 勤る

便 む 富

利る

を て

得 と 致

た

5 に

ど はど



れ
ど
る
最
上

の
權

に

治し

空
別

に
法
律

わ
っ
て
君
主

の
些

必

下
院

は
各

別
局

に
於
一
て

事
を

読
し

説
を

才
權

ざ
る
は
識
者
必
携
解
す
る
こ
と
能
は
ず

は
と

能
は
ず

O
共
政
體
血
統

の
君
主

、
國
內

に
號
介
す
る

抑
制

す
此
法
律

は
三

局
よ
り
出
る

の
な
ら
即
ち

三
局

す
る

の
權
あ
れ

く
自
然

に
任
し

て
入
意

を
交

へ
ざ
る

政
に

、

檻
あ

於
て

は
必
ず

あ
る

観
雑

の
事
あ
る

可
さ

道
理

又
造

理
を
以
て

論
す
れ

ば
斯

識
ら
ず

し
て

に
至
り

共
景
況

を
見
る

に
聳

て
先
見

の
識
あ
っ

て
後
世

っ
て
後
世

を
違
れ
る

が
如
し

に

年
代

に
從

て
變
遷

し
共

時
の
人
智

と
實
驗

と
に

由
て

體
を
成
せ
る

の
に

て
國
初

の
と
き
預
め
政
治

の
本
論

を
立
て

次
で

之
を

賞
地

に
施
し
た
る

に
非
ら
ず

唯
知
ら

ず

英
國

の
は

の
政
治
は 政
治

只
易
場

今
に

, 。

一
百

舟

助

次にめ

を
出
さ
し
め

盡
く

之
を
焼
鈍
た
ら

事
途

に
戰
爭

に
及
び
支
那

人
敗

明
し

て
英

の
偽

め
に
廣
東

四
事
情

初
編

之
三

三

二
十
八

爲

寧
波
及
び
舟
山
島
を
取
ら
れ
る

和
議
を
石
ひ
香
港
を
割
て
炎
に
與

へ
五
港
を
開
a
又
英
國

の
商

黄
品

を
焼
菜
た
る
償
金
と
し
て

二
千

一
百

萬
ド
ル
ラ
ル

」
を

三
年

域
に
約
束

し
て

英
國

へ

賣
築

與
へ
た
り
こ
れ
よ
り

英
人

は
香
港

を
開

て
貿
易

場
と
な
し

と
な
し
今
日

の
繁
盛
に
至
れ

殆
ん

ど
是

れ
人
力

に
非
ら
ず

天
ら
ず

天
の

然
ら
し
む
る

所
と

云
ふ
べ
し

可
さ

に
却

て
然

を
此

と
は
王
室

を
第

一
局
ど
し
上
院

を
第

二
局

と
し

下
院

を
第

三
局

と
す

三
局

の
內
國

王
の

位
を

最
上

と
定

あ
る

に
非
ら
ず
上
院



先 を

事

述
べ
國
王

を
第

一
等

の
地
位

に
留
三

局
會
同

し
て

政
を
議
す
所
謂

位園 は 子 ど 會子 に 法王 。

情 楼 長 に のこ艦長

即て 同

は 國 のは

り

を

口

との に人

預

互總

園

り衆毎毎

篇

る
の

父

室

よ を

り ふ

唱集 な 議

地原 は り に 國國 不 をに

趾太るはの を格爾 る 其國

る甘

に て

き

院の女 れ る 免 し 位

三 中 北 脳 よ 択 を 蘇內 ば の 許 た。

あ

も 以 て に 其

初 あ官あ 館 居合 十 に な 異 施奏 事 等

國

刑 な はは 倫 ” 阿 に も 以第 日 と は

獄り 皆 及r 爾 て 代 上 上 走 g る

を 。 終 び 副官 任 四 王 下 以 之 事

司 上身 阿 ょ 位 貴 類 族 兩 て を は

四

る 院 官 爾り を 族 の 太 院

傳 る り上現 論行 し を

参 て かカ 阿寺 人 公 の 右 今今 あす其起 地

之 國 ソ 術 院 を爾

最 よ 界 得 格 王 の 日 走 る

大 6 出し ず 官 を 限 得 局

出 て 即 並 及 な婚施 と て に

裁云る 英 終ち に びり に 行 す 初

到 み、 3 偷 身 蘇阿 不 第十倫 身

職 格 爾 列 二

り 定 決

局 を 出 在 ょ の の 列 , 得 又 の 定 て

に 返年る 貴貴如 ず 王國 し 政

止 る 四 致 は 族 族 の 至 法 次

る 且人 の 化 + よ は 貴 上 よ ど で

○ 上 づは 師 六 り 世 族 院 り お

下 院院 々 第 は 議す 他所

院 は 瓶 其三 其 局

の 國番 數門出人 官 代議 起ち の 議議

談 政 を のに し 物 位 任事 す 國 議事

事 を 以內 係 毎 を を 貴 官 こ 王王 を 院

官 談 て 四 る 年 撰子 族 四 の 経 な

はす 議 人 も 新人 も 新

す に 四 三 許 职 國

民 の に 除 に 探 傳

雖避得 なに

選 に る 他 す を 師 人 る き

二
十
九

を

ああ 宛て り

図る 事 を の

れ
ど

め
の

に

と
わ
り
と
雖
ど

第 關

化 を紋 論政

の 外 て 察 れ 化 七



務
宰

出

務 6

合 郡 官官

相 錢

第

權 年

特6 院長 L 事

型
す
る

の
に

西
洋

情
初

編
卷

之
三

都 、 鼻 鼻 十都 L

王 此 共 官府 LI 此 共 官

以上 合 合 人

長 即 貨 よ 定 德國 6 四

管 出官 出 b 于 法政 年 三五 二年 百 百 六

上 納 出出 机 上 談 十 十 十七 四百
非

以 院 3 K 院 關 事 九 三九三 九十十 十五十五

上 0 寸寸 院院 人人 人 四十 在 初

第七 O 院 淡 5 主 を ななな心 人人人 八 職 類

四轴 e > 以 開 據 6 5 公 给
大人 七

內 5 視 5 所 同6
{ 阿 泰 學力 年

宰 做做 之 众 樣 x 簡 於 7 校 b 年

事 相相 世 主机 本 合 1 國 K

務 IZ 5 變5 机 同同 所 內

率 l 王王立 出局局 百 | 久 最新 代

相 即即 室 5 五五 二 三十 b 方寸

第第 b L 下 歲 人 都 郡 二 四

五 大大大 得 T 院院 事 众 郡 人 5

外 臣 市 之 以 官 6 6 5 k 百 撰
撰

國 老 0t 錢 六 三 6 六 舉 机

事 な 四 政 他 毅 十 十 十四

5 名名 府 IT 手手 b 院院 四 人

許 形許 形 互TD 七 人 都 員 尊

相 二 號 公 / 長大 十 五 府 数 常

第 職職 其其 命 ,

巴 學校 都 七

海事 最 國立 寸

外務 王金 談 3 e 所 L 府

所 宰 權 人 錢 6 1 5 人 如

領 相 威 5 0

即

務 三 3 5 0 b

宰 刑 上

相法 の 非 下 權 院 云

三 撰 舉

に
交
代
す
る

法
な

(O
o

FT + +

宰 第

三
十

0

ど
お
尋
常

七
年
よ
り

短
さ

を
例

と
す

談

比特

.

總市

下

四歲

撰 の 七

六 税 內 以 總 E

寸

特 撰

官

5 十 L

事 第 出 乙 5 此太

七 龙 撰撰 偷 寸

此事 以 b 院院 下 此

五五六

上 三十大人二 府都



近 募 金並 多 に 。 あて 克和く外

に

よ
り

四
洋
事
情

初
編

巻
之

三 -

3.14

に 答 を す し て 英 の h と し た の

を 用 2 國 て な 他 を 大を

年年 生る 29ど 學校 に ど しし も 定臣

國 ず に の 校 を 於 な 外 旅 は

中 可 趣 多 の 設 て く よ に に 藤四 王国王

g 如け は ば り 其代 野内 室

が を は 國政 此照 政 て 院 治 に

編 寄故 失世 は世 は 中 府政暴治治 具 及 L 定

松附 に ふ 界 大人 よ を の 職 びの の 位

す 共共 2 . 第 紙 々概 々 り は 以景 に 國華 な

利 ど 者 の 人 天 て 況在 民 に人 く

所害る ど 此意 を 地之恰 の 任し

の 得あ 云 に 散法 に 散 ど を 8 國信 すて

金 生れれふふ に 任育 是 る

高知 でど 可山 じ に す 巧 年失る 議

し て て る 永永る な 端

總 可 政 但但設 の 久軟る共 をばははる

計ち 時府 し る 入 法 す 或 器ス 事國 8

よ 政 も 用 食べ は 械 開柄 正 の玉

り 府 の を を し 内 の く に 77

な 之 上 に 出建 よ 如 べ 是非非り

に 6 て は り く き 非ら海

は 學開 の 凡 し 互 難 を ず 盛

年 校 係係 取取 そそ にに 股 事 論 し の年

に すす 擁 少 不 の を せ て 如が

四 備 る り年歲 和 內 平 ず 事 き部

2 な を に を 自 和 し 務 を務路

た ととき 致集 生 か し て 宰 を

あをを 育る じら て 其相 司

積 ら 以以 す 所 て 調 痕宰な る

金 ば金 て る の 融和 跡相りり 。

の 腕 或 に 金障 , 故 の を の 故 右故

及利 て は 金高 すめ 殘殘職 に

又 此又此 を 甚中 る 機 を 室如

附
す
る

所
の
金
高

を
總
計
す
る
と
き

は
年
々

四
十

茜
「ポ
ン

ト
に
及
ぶ

る
可
ら
る
な
ら

を
建
る
こ
と
な
く
多
く

は
宗
門

の
社
中

三
十

一

の
職

を

kܐ



欧
羅
巴
州

中
に

於
て
英
國

の
常
備

兵
最

。
少
し
千
八

百
五

十
兵
卒
の

の
數

と

海
陸
軍

共
天
界

人
々
を
し
て
共
天
京

の
才
力
を
伸
べ
し
む
る

に
由

人 人

る

る 其人 の

に
然
る

や
は
知
る

ら
ず
但
し
英
人

の
學

術
工
作

の
諸

科
に

於
て

他
國

に

を

し
O
學
校
に
て

人
を
教
育
す
る

の
法

は
普
福
士

荷
限

等

超 れ 學

し 越 校

包
士

、
荷
蘭

等
の

諸
國

に
一
等

を
護
る

と
云
ム

な
の

可

諸
國

一
益
と

人
に

し
て
尋
常
學
校

の
生
徒

二
百

十
四

萬
四

千
三

百
七

十
八

人
日
曜
學
校

の
生
徒

二
百

四
十

的

日 分数

明
を

十
に
せ
ん
と

て
々

を
來

は
又
貧
賤

の
子

を
教
育
し
て
國
の

し

が

に

西
洋
事
情
初
編
巻
之
三

三十
二

べ
し
。
右

の
小

O
専
ら
上
等
中
等

の
る
鈴
一

設
け

た
る
る

の
な
れ

ど
近

て
國

の
文
明

學
校

を
設
け

中
に

就
て

日
學
校

と
唱
ふ
る
ふ
の
あ

此
學
校
学
校
に
て
は は
日
曜
日

の
に
教
授
す
る
を
以
て
此
名
を

得
た
5
0
千
八

百
五

十
一

年
英

倫
及
び
ュ
ー

ル
ス

の
人
口

一
千

七
百

九
十

二
西

七
千

六
百

九

萬
七

千
六

百
四

十
二

人
あ
り
故
に

之
を
人
口

の
數

に
比
例
す
れ

ば
尋
常
學
校

の
生
徒

は
人
口

八
人

三
分

六
益

と
一

人
と

の
如
く
日
曜
學
校

の
生
徒

は
人
口

七
人

四
分

五
益

と
一

人
と

の
如

六
猛

と

あ
あ

其
實

人
に
超
越
す
る

所
の

行
屈

た
に

非
ら
ず

唯
其
國
律
寛

裕
に

し
て

人
を
束
縛

せ
ず

英
國
の
廣
大

る
に

ず
れ

兵
卒
の

$
必
ず
多
か
ら
ざ
る

を
得

ず
然
る
に
國
民

の

を な 海

割る 陸

合 に 軍

に 準

れれ

ばば

ど

す



編
之

三
第

せ

三

9
即
ち

]

社

兵
卒

を
率
る

に
定

三
十
三

に
任

軍

をあ

て
兵
卒

と

役 の

外的

弘

の の

隊

歌軍人

ふ報

3

百

し

方
太

一

人

四兵載 を

人 し

と

べ
し

兵

四軍

人

に
出

て
な
り

由
故
に

方
今

と
雖

英
國
英
國

に
於

て
海

」
軍

の
武
威

を
失
は

、
海
岸

於 て

千

五二

海
岸
を
防
禦
す
る
能

百 に

遠
、
防
禦

の
力
足
ら
ず

し
て

敗
足

六

是
れ
全
く
要
害

の
類

ベ

を

なし 英 取

る

り

人名

す
べ
8
の
國
な
り
往
古
北

の
國

敵

軍
艦
を
以
て
念
に
共

ど

(
)

の
勢

は
遠
く
海
軍

に
及
ば
ざ
る

二
に

備
へ

二
萬

に

二
年

の
記
載

に
從

へ
ば
國
王

の
親

兵
千

三
百

騎
と
步
兵

五
千

二
百

人
を

合
兵

数
凡

を
十

二

南
九

千
六

百
二

十
五

人
之

に
大
砲

隊
の

兵
一

萬
四

千
四

百
十

人
を

加
て

總
計

十
四

萬
四

千
零

三
十
五

人
な
り
此
內

本
國

に
在
る

の
は

僅
に
五
萬

千
九

百
四

十
七

人
に

し
て

他
は

皆
海
外

所
領

の
地

に
備
へ
り

又
本

國
の

兵
を
二

へ
又

本
國

の
兵

を
二

部
に
分
ち

三
萬

零
三

百
五

人
は

不
列

難
萬

千
六

百
四

十
人

は
阿
爾

歯
に

備
へ

9
故
に
防
禦

の
と
き
陸
軍

べ
し

又
英
國

は
四
方
海
岸

の
地

と
雖

天
險
の
要
害
ぁ
る
に
非
ら
ず
唯
人
力
を
以
て
防
禦

海
岸
を
襲
ひ
し
に
地
方
廣

2
g
の
な
3

は
さ

は
さ
る
こ
と
昔
日

の
く
な
る

英
國
に

は

な
す
其
給
料
は
仕
役
の
年
数
を
職
業

の
異
同
と
に
由
て
多
寡

即
ち

と
親

兵
の
騎
士

は
一

日

の
給
料

]
[
シ
ル
ン
グ
ル
ペ
ン

ス
乃
至

1
1
シ
ル
リ
ン
グ
尋
常

の
騎
兵

は
1
[
シ
ル
リ
ン

グ
四

1
1

「

四
神
事
情

初
細

巻

入

て

の 舉 叭 如今

兵 は は

年 海

官の 岸

五徳 を

の陸

千数 防

す

七萬る

十九 能

八十

百

三

同

百九

十四

四十

こ



九
挺
乃
至

百
十

抵
么

備
〈

砲
數

合
二
千

第九

三

77

並

十
四

帆の

中國 涯涯 5 給

九十十 並

么 D

數 用

海

才
迟

由
t

等 數 の 英 な 軍 办事國立 以 具

の を 帆 人

今

昔

ン
ス

親
兵

の
步
卒

は
1
[
シ
ル

y
ン
グ
ペ
ン

ス
尋
常

の
歩
兵

は
1
[
シ
ル

ン
グ
」
|
「

ペ
ン

ス
」

と

AF

定
め

5
然

れ
ど

無
事

の
日
屯
所

に
居
る
と
き

は
食
料

の
代
と
し
て

六
ペ
ン

ス
J

を
引
き
又
衣

取

5て

衣

5BE

A

Z 書人 5 七寸す 官 のる 甚 然

軍 記記 前前 の & 以以 所所の普

出手略

ILD

LO 本 L 百 役

5 力力 九 深2 0

で

の

万 の 恭 至人 L

Z

以 な勉貿 年爲

皇練助 主呈 代

記 機 立式 以 國 武武 p 老老 引 E

十 IZ 關 T 察 h 癌 t 備

昔九 代

九

熟 0

艘 E 船船 意 於 第 軍 川普 府

並于 b 5 Kh

大 如如 之29 上 事 大仁 熟 扶

6 並

但の挺& 八 袍 官

} 易 上

但

云

生 爭生

b蒙

金

3 所3 所 與與 蒙

下 ED00 能 5 服

5 軍軍 以 所 海海 耀耀 議 英 比 高 藉以

七

9 軍 IZ 少 府 步

十 寸 蒸 軍 時 國 以比 女 比比以 LLi

代七 代 居

諸

施le扶 l

與

官

班
禅
事
情

戰 與 事
上海 著者 だ 官 れ の

三
初
期

卷
之

海海 n

艦 3 船

九 氣 IL / 中 海王 往 官官

各 左 の を

砲 LL L 5 院 務 | 助手手 A 所

百 但但 備備 は の LL 其

しる5 往 議 L往 5

十 千 大 昔 事 專

LE

百 百 5 比 之 主 た九

十五五 數數 中國 |

日內 注注 分 中 A 料

挺 年 KI の 意D 其

內内 の

至 登 5 心 給 護此 の L |

〈

挺 出 I

45 力力 樣 t IE 強强 5 及 故

備 主 本 上 臣 由 IV

馬 55 等 為 七 軍兵

IZ 知 { 中 榮 七

比 为 7 聽 故故名 年

例 * 願 左上 乙 受 又

LL 陛 世 院院 定 取



西
洋
事
情

初
編

松
之

三
三
十
五

蒸
氣

ス
ク

ー
子

ル
]

船
二

艘
蒸
氣

力
の
總
計

百
二
十
馬
力
大
砲

の
數

合
二
十

艇

十
五
挺

一
挺

蒸
氣
ン
ボ
ー
ト

船
三
十
八
般
蒸
氣

力
の

穂
計

六
千

七
百

四
十

八
馬
力
大
砲

の
数

合
て

百
二

挺
を

蒸
氣

フ
レ
ガ
ッ
ト

」
船

三
十

二
艘
蒸
氣

力
の
總
計

一
萬

二
千

二
百

二
十

二
馬
力
大
砲

の
數
合

て
三

百
八
十
一
挺

蒸
氣
ス
ル
ー
ブ

]
船

四
十

二
艘
蒸
氣

力
の

總
計

一
萬

三
千

三
百
馬
力
大
砲

の
數
合

て
二

百
五
十

ブ
ッ

グ
]
船

十
六

艘
各
々
大
砲

六
挺
乃
至

三
挺

を
備

へ
砲
數
合

て
七

十
八
挺

機

々

等
の
軍
艦

七
十
六

艘
各

々
大
砲

百
四

挺
乃
至
七
十

挺
を

備
へ

砲
數

合
六
千

石
挺

二
百
十
六

挺

第
二

等
第
三

九
十
六

挺

第
四

等
第
五

等
第
六

等
の
軍
艦
百
二
十
六

艘
各

々
大
砲

五
十
五

挺
乃
至
十
八

挺
を

備
へ

砲
數

合
て
四
千
八
百
七
十

三
挺

「
ス
ル
リ
ブ

J
船

七
十

九
艘
各
々
大
砲

十
八

挺
乃
至
八
挺

を
備

へ
砲
數
合

て
九

百
八

十
六

挺

「



娘 て

ふせ

政

の

散

登
る

可
し

O
水

し
○
水
夫

は
人
々

の
意

に
任
せ

仕
役

す

っ
て
人
數
不

に
入
る

前
に
ボ
ー
ル
ト
マ
ウ

に
ス

の
海
軍
學
校

授
を

受
を

受
く
る

の
は
例
外

の
等
級

に

又
局

の
評
議
に
て

定
す
る

の
あ

定
す

9
次
第
に
等
級

を
進
む
べ
し

是
等

の
進
む
べ
し
足
等
の
進
退
は
皆
海
軍
局
の
評

海
軍
士
官

と
な
る

の
は
初
め

は
先

づ
無

役
に
て
軍
艦

に
乗
り

次
で
手
傅
士
官

と
な
り
手
傅

士
官

の
職

を
勤
ひ
る
z
y

六
年

に
し

て
年

十
九

歳
に

ば
吟
味
味

の
上
に
て

下
等
士
官

と
な

院
よ
り
出
る
な
り

人
水

戦
の
士
官
兵
卒

一
萬

三
千

五
百

人
總

計
四

萬
三

千
人

海
軍

の
總
督
を

「
口

ル
ド

S
/

ド
ミ
ラ
ル

」
と
云
ひ
海
軍

局
の
全
権

を
執
り
士
官

を
命
じ
其
褒

貶
郵
吻
を
為
し
軍
艦
隊
の
法
則
を
定
る
等
の
事
務
一
切
之
を
司
る
但
し
海
軍
の
大
法
は
議
事

萬
六
千
百
八
十
馬
力

但
し し
蒸
氣
飛
脚

船
は
此
數

に
算
入

せ
ず

右
の

外
番

船
に
用
る

第
四

等
軍
艦

の
蒸
氣

力
總
計

三
千

八
百
馬
力

總
計
軍
艦
四
百
二
十

艘
大
砲

一
萬
五
千
零
二
十
六

挺
共

內
蒸
氣

船
百
十
四
艘

然
気

力
合

て
三

四
洋
事
情

初
編

巻
之

三
三
十
六

航
海

の
士
官
水
夫

二
萬

九
千

五
百

七て は 登軍り

百は

海

軍

n

は
府

の
威

權
に
て
強
い
て
海
軍

の
水
夫

を
取
る
z
e
3
6
5

に

てれ て

どど

年 て

百 人 の

嘉數 は

十 鼠 不 例

三船 足 外

四の す の

敷る 等

に を ど 級

まき

小



三
十
七

5
0
一
成

の
入
稅

三
分
の

二
は

諸
港

の
運
上

並
に

國
內
產

物
の
運
上
よ
り
收
納

す

四
洋
事
情

初
編

巻
之

三

物

る理あ

に
は

粒
を
重
く

す
益

し
奢
侈

に
由

て
美

品
を

用
品
物
並
に
人
命
に
害
あ
る
品
物

加
)

に

品

し

草

に
盛

て

素

のらら

以

に

一
模

に
租
税

を
収
る

を
趣
旨

と
せ

5
英

趣
旨

と
せ
り
英
人

の
活
計

に
苦
ひ
所
以

は
租
税

の

な

以
は

英
國

に
於

て
は

然
ら
ず
貧
富

貴
賤

どて

他

8

に
於

て
は
或
は
其
税

法
公
平
な
ら
ざ
る
こ
と
な
ぁ

れ
に

$

し
、

高
を
收
る
な
ら

他
國

鏡
貸
出
納

欧
羅
巴
諸
國
に
て
英
國
の
租
税
最
必
多
く
千
八
百
五
十
四
年
に
至
て
は
一
威
の
入
稅
五
千
七

百
萬
ボ
ン

-
の

高
に
上
れ

5
然

れ
ど

英
國

は
他

國
よ
り

収
斂

し
て

民
を
苦
し
む
る

に
非

3

ら
ず
唯

秘
法
宜
a
を

得
て
國
民

皆
之

に
堪
る

に
由

て
斯
く
夥
多

租
税

の
苛
酷
な
る

に
非
ら

ず
衣
食

の
高

價
な
る

に
由

て
な
り

然
れ

衣
食

の
高

價
な
る

は
決
し
て
思
ム
べ
き

に
非
ら

ず
却

て
其
國

の
幸

と
云
ふ
べ
し
其
故

は
衣
食

高
價

に
し

計
に
苦
め

ば
人
民
止
む

を
得

ず

し
て
工
業

を
勤
め

臨
て

は
新
發
明

の
こ
と
と

有
國
盆

と
れ
ば
な
ら

O
英
國
に
て
收
秘

の

大
趣
意

は
人
生
必
用

の
品
物

並
に
製
造

物
の
內
質

素
な
る
粗
品

に
は

秘
を
軽
く

し
奢
侈

輕

す
る

ゆ
る

者
は

固
よ
り
共

固
4
5
其
高

値
を
揚
ひ

得
べ
き

の
理

$
5
m

べ
3

の
理

又
不
幸

に
し

て
有
害

の
物

を
服
用
す
る

の
癖
あ
る

は
共

物
の
高
位
な
る

に
由

て
止
む

を
得

ず
自
か
ら
服
用

を
禁
ず
る
こ
と
あ
る

ベ

3
の

な

な 活 な 所

れ 計 る

者

は



飛
脚
印

二
百
四
十
四
萬
二
千
三
百

二
十
七

求
》

下
)

家
產
稅

地
税
家
税
等

五
百
六
十
五
萬
二
千
七
百
七
十

术
y

」

證
印

税

三
百
五
十
五
萬
九
千
六
百

七
十
二

术
y

卜
】

國
內
產

物
並

に
官
許

の
運
上

六
百
九
十
二
萬
一
千
二
百

九十
九

术
y

卜
」

六
百
七
十
五
萬
一
千
三
百

四
十
四

术
》
下

港
運

上

歲
入

三
千

百
十
七
萬
七
千
五
百
十
二

*
y

卜
」

千
八

百
五

十
二

年
一
歲
出

入
の
合
計

左
の
如
し

四
幅

西
洋

情
初

据
都

之
i
n

三
十
八



三
十
九

は
三

十
八
萬
ボ
ン
ト

な
5

二
百

十
萬

零
四

千
百

九
十

六
ボ
ン
ト

」

國
債

の
利
息
及
び
其
元

金
を
返
し
た
る

高

百
五
十
八

萬
四

千
百

六
十

七
ボ
ン
ト

」

文
官
定
式
の
入
用
即
ち
王
族
の
雑
費
政
官
の
給
料
議
事
院
の
入
用
等
但
し
國
王
自
用
の

千
七

百
九

十
三

萬
四

千
五

百
三

十
ボ
ン
ト

」

港
運
上

並
に
國
內

の
諸
運
上

を
取
立

る
雑
費

に
立
る

呼
帆

-

「

ト
」

ト

諧
運

上

百
七

十
五

萬
五

千
五

百
七

十
一
「
ボ
ン

ト

政
府
所
有

の
土
地
山
林
の
運
上

八
十

九
西
二
千
四
百

二
十
七

ボ
ン

ト
」

入

の

三
十
五

萬
八

千
二

百
六

十
五

ン
ト

」

に 計

上 に

お は

さ 歳

玉

總
計
五
千

七
月

西 西
「

*
ン

歳
出

二
百
六
十
三
萬
八
千

七
百

三
十

三
「

ボ
ン

ト
」

二

四
弾
事
情

初郷
之

三



政
府
所
有
の
土
地
山
林
の
入
用

十
二

萬
五
千
二
百

四
i
y

土
工
の
入
用

七
萬
七
千
五
百
三
十

三
t
y
r
」

飛
脚
坂
の
入
用

七
十
三
萬
一
千
二
百

九十
九
f
y

卜
」

外
國
局
の
入
用

一
千
六
百
十
三

萬
五
千

九
百

求
y

上
)

兵
備

の
入
用
但
し

本
高

の
內
陸

軍
の
入
用

七
百

零
一

萬
八
千

百
六

十
四
ボ
ン

ト
海
軍

の
入

用
六
百
六
十
二
萬
五
千
九
百

四
十

三『
#

》
上
天
砲
隊

S
入

用
二
百
四
十
九
萬
一
千
七
百

九

十
八

「
术

y
卜

)

百
三
十
四
萬
一
千
五
百

九
十
六

求
》

上
」

三
十
三
萬
二
千
四
百

六
术

y
卜

」

裁
判
局
の
入
用

西
洋

事
指
南

科
之

三
四
十



本

貿
易
場
貸
滅
の
入
用

三七

龙 主

十
八
f
y

t
」

右
の

條
々

に
載
せ
ざ
る

諸
雑
費

總
計
五
千
五
百
二
十
二
萬
九
千
三
百

六
十
七

术
》

上
」

が の だ

名 侦 開盘 九 故5 份

洪加人人 洪

其 廣 方 利比 千 雜 十

LD 地しの 地 其

望

「

喜

5似 外外

究

十七

IN情 免 势 樣 易 其外 度度 IV

附 百定

太 t 羅 多 說 力 力 0

其 e 建 巴東LL +

得 或 諸 印 英 指 *

失 國度 雖 國文 地

省 以西 海

0 同 賀 海印印 附

缺錄

初 難し に なす 説 所 に南あ

L 至 b 5 當 領 力化石 二 当 內 用

卷 & 獨 海 占 05亞 所 萬 A 百

之 雖 立 5 外 至 当地 地米 領

IE 4 加 甚

恐 ptt 利 似

廣

He 以 拓 七 5 * 喜 大

其 何其 L 得 亞 本得

獨 n 舊 5 米 國 釜 0

立 嫩 L 其 の 利 の 其

七 其 依其 富 太大

許 本 民 大 州 德利

十 國 之 次 なを を 亞” を

D 在 第 为 發 致 及 舉

為 屬 以 見 *处

利比 地 文地 文 獨獨 L 兵 東 以

益 I g 明明 5 1 力 印 北印

利 な IN 英IZ 英人 強度 亞人

5 益 赴赴 國國 七 盛 是 米

** 本会 の 移 なな 利

衣 國 自 L 0 0 加

北 5 IP 喜 世 北2

亞 0 非 望 云 上方非

米 3 支別 器 人

利 战 , 配 政 市立 中8 般地

二
百

二
十
二
萬
三
千
六
百

八

四
十

一

加加 末 才 府府 廻 の D 即



は
本
國

に
はる

の
入
費

に

る
と

固
よ

はし一
品
に
て
る る 印

用

備

本 と 品品 好好利來ち ふ 易

す 西

領 び及の 米 以 な 気貿 領 備 の

も ま 加 英 しし 可可 す 海 地 其用

る の 人 め ら る外あ 雑 に

カ 常 ば ず に の る 費費 供 度

り 他 所 「 け に 其若 於領 とナ に

甚 害甚 害 國 を 此利 し て 地名 本 た 所情

だ 有 ょよ 犯犯 は 國意は 天 天 本國る 領 初

大 て り す 英 に 々に 然 然 貧 國 上よ て

な 金 に 國 往大國 の の 易 の り と 地

りな便便 由由有 來 なな 理理 理 す 利利 出出 なあ

カく利 て 名 し る に に る金溢 し しれ

今 且 に 時 の て 從從 は 、 てか どかさ

英 獨 し 々 領双 し て u 外 寸 領 之 。

國 立て 離離 地方 其 双双 國 る其 る 地地 其 今

に を 價 事事 な の 質實 方方方 に 所 の 土日

て 欲 の を れ 交識 の の 行 はは 人人 地 に

力 す 原す 麻 生生 際 をを 利利利 で 唯 民 を 至利

ナ 3 な ずる 金 を 金 貿 は 守る盆

3 る 此 々 れ 謀 と 易 と 却護 ま

る てて 領終 ばる なす 往 て す で

地 を ど 地 盛亞 どと 地 る る 來之るる

方壓 な あたし 米 き にく し を 入領為

を 伏し り 行 貿利 は 非 異 て 知 め 地

失し 海海 且 て 易 加 所 さな 貿る に よ

は て 外外 此此貿 の 合 れる 場 て 多2 多り

さ の風 地易 利衆 の ばこば すと く

る 地領領 よ す 愈國 地其 ど るな 軍 錢

所 ど 地 り る の を 本 な の し 艦 を

以 な ど 輸輸 に 大獨 し 國 し 故 を 收

は し 強 出或 な 立て の 凡事 に 送事 送

唯置 で す は らしし 獨 篇 そ の 海り

兵 か 貿貿る 其又 てて 立立 め 他 み 外 陸 て

力 ん 易りも 土北 ょよ 國國筋 人 然 に 兵 英

を にに すす のの 人亞り ど とれ 所 を

四
十
二

を 國



四
十

西

以
て

海 な 3 政 且草 之 米 は 大

としき

兵
を
備
え
る

の
費
用

一
年

百
五
十
萬
ボ
ン

-
」
に

に

衆 の ふ

な 失戰る

は

てす し 所 詮 此

の 費 遠

て

強 ず 敵

中中

之 を

て す を 世

す國地便はの

し 考撃 は

るる に6

が

g

E

す

ど

に

次には

大

識

キ

其上

本物

るO

運

す 工離貿肢 を 地廣 を 地方 に

糖 しのし

入

府西 年

こ

し 版あ領晩名度西又れ て

て

をは 損 立利人 砂 之 輸 國高る

りは守 に 大 亡加 よ 糖 を 入

て の

し 合 所

可 を になふな ふ の 米國 に て に

カナけ 下

産 は 然土

守 在す 盛 て 糖 度 の の 早る

砂 のにが 3 ダ砂る 3

く の 距 どの 糖 顔 故 て に 糖 欺所 て

の 砂 れ 地 獨其 鎮

易 諸諸 行き ば 諸 云ちば 諸 下 以

外 く、 處 て 英 其嶋 す はて らて

の くに 貿國 價 る西るる 印印 ず 其

所 を 散易 の 却砂 者 印

事 し る 大高
に を

特 本 すて はな
地層 其嬢

和 國 る 本 他 る
に 立地 帯

調 のに 図 の は 故 四 人 に も は 國ょ

● 勢 よ 獨其 に 班印 な 異 カ 多 ど う

之 を 多 り 立原 此度る な ナ く 寫得 に

少 の 國

を 又 の

る夫甚 易 9 用 英 な 茶 薩 は 利

る る だ す 故 ゆ故ゆ う 國 し 姻 し

を を 利 費

云 軍 が 便 ど 本 南 は 印 薩英英 加 す を

て 用 故 利 思國 の必其 度 し 國

入 の を

英 さ の 如 など よ り を 英 し 圖 償 費

る ど る 示り 税 國 引用

可 g ず 誤 ふ 齢 をを す に 其 に に

富らは富 解 べ 入取取 と 輸運 入 足

ず 敵 な しす る 雖入 上 3 ち 百

文 反 兵 領 り ○ るなど
べ ず 五

明授 の覆 の 海海右る り も 運

に 熟襲地 外 の の 加

の 次 にて 品 を

世 領領 第 比 西 物納 な

他 れ 受界 地 印印 を 3 り り

に ばけ にに 付 れ 度 輸 ど O

其
土

人
を
鎮
静
す
る

に
由

て
な
り
此
大



北 移近 住 票 海上 夕 $ e 捲

時
举
事
情
初
醒

之
三

亞 英才英 { 寸 外 ル 高 の IE

米 人氣 る 才才 の 兵 の 地 に に 毛 由る

利 の D 候 出力 地 在 北中 比地 t 4 所

加海 最 平 七宝 出 岸海 非 時 患非 大 以

IN 外 和 甚 仲 L 缺点缺 6 以

在 多 究 LTて のの ず 英る3 既 其 特

55 移 且且 夥 t 敵 如 之如 之 國 地 初

英 住 千 其其 國 3 . 足 地理 組

國國 L 八 國國 LE 國 年貨 6

所 九百 殊 營 向殊 向 軍軍 女 税 当 の 便

領 3 二 移 利人 艦 七 3 辨辨 利

の 者 十 て者 亞 益 可七 商 均 納 衣均 tEIL

地 0 五 土 米 得 e 22 船 才寸 3 0 得 L

數 年 地 利 世 苏加主机なが 70 又

移 左上 主 加 L 5 故 寄寄 以 足 東 政 產

5 1 得 合 所 K 些 本 印

九 如 千万 衆る は 緊 戰 細 5 度

5 LZ7 國 | 過 要 等 の 然 の 公 多

出 百 あ 多 の 4 元 地 正 3

四 容 元 55 0 領 2 0 - 方 女

十 易 众人公 人 地 A 比 5 人5

九 英 b 民 5 其其他

年 5 國 每 左云 兵 0 演 の

IN 0 年 其 人其 - 税 領 以

至 故 領 8 地

为 化 地 國地 國 ILL 世 e

史 英 IZ 上 移 島 人 異

个人 5 L 武 に 地 のの な 領

この 言 海人海 , 器 在中 思思 6 地

十亿 語 外 女 七 海小 易众 圈

五

大 会 雖

四
十
四

:

五
置

a
此
地

* 太

問 主主 程 移 天程

《 0 点 正

0 居 造 T

七

石

立 如 國 失 公

年 IN 《 地 L

心 莫如覺 ラ

y



四
洋
事
情

初
編

容
之

三

西
洋
事
情

巻
之

三
終

二
十

八
萬

五
千

百
八

十
四

人
な
ら

3

三
萬

零
八
百
十
一

人

總
計
英
國
よ
り

出
れ
る

の
二

百

十
八
萬
五
千

三
百
八
十

六
人

右
の

外
諸
方

に
在
る

英
領

へ
移
っ
た
る

の

二
十
六
萬

零
二
百

四
十
七

人

澳
太
利
亞

へ
移
り
た
る
る
の

合
衆
國

へ
移
り
た
る

の
3

八
十
萬
零
八
千
七
百
四
十
人

亞
米
利
加

百

4

四
十
五



>



車
円
形
事
情
外
編
風
音

-

裁
及

編
の

と

|
チ
ャ
ン
ブ
ル

氏
の
經
済

昔
は

普
中

論
說

の
大

段
を
兩
部

に
分
ち
前
部

に
は
人
間
交
際

の
道

よ
一

5
各
國

の
分
立
す
る
所
以
各
國

の
交
際

、
政
府

の
起
る
所
以

、
政
府

の
排
裁
國

法
風
俗

、
及
び

人

し
以
て
本
編

の
備
考
を
参
照
す
可
し

し

者

経
済

書
を

譯
し
傍
ら
諾
書

を

し

に

譯
し

情

な
遺
漏
固

の
首

に
備
考

を
附
た
る

3
原
此
趣

旨
な

す
る

が
如
し
蒸
し
本
編

の
首

に
備
考

を
附

た

せ

し

本る

共
事

を

冊
既
に
世
に

行
は
れ
近
日

又
共

次
編

を
語
る

者
多
し

今
弦
丁
卯
六
月
亞
米

利
加
よ
り
臨
府

の
後
共
稿
を
起
さ
ん
と

せ
し

が
思

本
編
總
目
の

目
編

總

一
西
洋

事
時

三 言
題

言

西
洋
事
情

外
編

卷
之
一

順 令

序 遊

に 丁

從 卯

記
せ
し
が
如
a
は
唯
各
國
の
史
記
政
治
等
一
端
の
科
係
を
知
ら
し
む
る
の
み
に
て
未
だ
西

洋
普
通

の
事

悔
を

紐
す

に
足
ら

ず
之

を
管

へ
ば
狩
礎
屋

壁
の
構
成

を
知
ら

ず
し

て
透
か

に
一
家

中
の

部
曲

を
按
視
す
る

が
曲

を
披
漑

れ
を

3
斯

の
如

s
は

唯
余

が
一
時

旅
中

の
親

見
親

聞
を 手
錄
せ

し し
も
の

ょ
s
少
な
か
ら

ず
因

て
今
英
人
ナ
ン

ブ
ル

氏
所

ら
ず

ン
ブ
ル

氏
所
沢

の
を
少
譯

培
補

し
て
三
明

と
為
し
越
し

て
西
洋
情
外
孫

と
云
ム
関
若
宜
し
く

之
を
事
情

の
綱
領

と

有
做

著 ば 原 ず

其此



鈔
露

し
て
増
補
す
る

に
係
る

3
の

に

鈔
譯

て
一
昔

中
原
本

の
順
序

に
從

條
目

を
立
て

間
序

に
從

て
條

を

に

有
益

の
事
件

を
露

し
廣
く

之
を
世
に
布
告

せ
ん

は
如
か
ず

是
余

が
此
書

の
全
部

を

譯
せ
ざ
る
所
以

の
部

意
な
ら
知
ら

ず
果
し
て

共
然
る

や
小

學
に
こ
れ

を
分
業

の
便
利

に
由

。

る
と

謂
ふ
る
豊
水
芭
ら
ず
や

大
同
小
異

の
書
に
於
て
無
盆
の
券
を
費
さ
ん
よ
り
寧
ろ
其
力
を
他
書
に
用
ひ
務
て

無
金

3
で

辞
す
る

と
共

假
令

ざ
る

は
敢

て
其
務

を
憚
る

非
ら
ず

抑
方
今
文
化

論
開
け

翻
譯

の
昔

陸
織

世
に
出
る

と
雖

固
よ
り

彼
の
百
科

萬

端
の
學
術
有
限

の
力
を
以
て
無
限

の
書

を
誠
ひ

が
故
に
假
分

吾
社

の
翻

譯
を

業
と
す
る

者
4

力
を

を
譯

せ

て
之

を
閱
す
る

に
共
事

實
第

二
段

に
載
す
る

所
と

略
相
似
た
れ

ば
畢
竟

又
大
同
小
異

の
書

に
過

ず
て

余
本
書
中
首
の
一
段
を
譯
し
其
徐
經
済
論
の
詳
な
る

は
姑

く
撫
し

て
之

を
小

學
に
張
れ

故
に

に
此
書

を
設
者

は
必
ず
經
済

小
學

と
参
考

し
て

ル
ェ

/
!
」
と

す
然
る
に

事
件

を
論
じ

z
れ

を
ポ
ッ

を

力

民
教
育

等
の
箇
條

を
說
3
z

れ
を
「

サ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー

と
し
後
部

に
は
經
國
済
世

の

れ

四
洋
事
情

外
編

題
言

1
1

頃
日
社
友
林
田

氏
所

譯
の

經

済
小

學
二

冊
を

得

小
學

始
て

全
抗

の
真
味

を
知
る
し
し

此
書
の
全
部
を
譯
せ
H

翻
譯

各
科
目

を
分
ち

力
を

陳
て

之
を

全
備

を
す
る
が

如
は

甚
な
ら
ず

況
や
今

新
奇

女
共

他
昔

を



西
消

#
情

外
血

寻

1
1
1

福
澤
諭
吉

誌
慶

應
三
年
丁
卯

季
冬

は
共

字
行

を
一
段

下
く
し

以
て
本
文

と
區
別

す
覚
者
草
々
看
過

し
て

泥
す
る
こ
と
切
れ





四
年
事
情

外
細
目

松
之

二

本
を
診

交

の

各
國
交
際

人
民

の
各
図
に
分
る

、
こ
と
を
論
ず

[
ス
テ
フ
ェ
ン

ジ
ン

]
の

傅

「
ワ
ッ
ト

」
の

傳

貴
賤
貧

富
の

別

世
人
相
励
み
相
競
ム
事

世
の
文
明
開
化

人
生
の
逝
義
及
び
其
最
分

家
族

人
間

卷
之
一

西
洋
事
情

外
編
目
錄

政
府

の

1



口
錄

終

卷
之

三

西
洋

事
外
れ

目

政
府

の
重
類

國
法
及
び
風
俗

政
府

の
職
分

人
民

の
教
育

経
済
の
總
論

私
有
の
本
を
晒
す

發 勤 , 有

に 本

勤
分

に
別

$
5

功
に
異
同
わ
る

を
論
ず

功
瞼

發
明

の
免
許

藏
版

の
免
許

私
有

す
る
事

を 護

私
有

の
利
を
保
護
す
る
事

1
1



1
I
N

市
の
外
側

を
一

な
し

勢

な
る

の
一
大

立
共

働
を

励
を
励
ま
す

の
一
大
助

の
如

3
人

にに
害
わ
る

に
似
た
れ

ど
却

て
人

の
ど
る

て

風
雨
水

す
へ

所
を
得
て
自
か
ら
滿
足
せ

漏
足

所

外
物

の
來
る

に
從
ひ

機
に
臨
み

拠
に

應
じ

て
其
處

置
を
施
し

一
朝

の
患
な
く

亦
終
身

の
憂

な
し

是
れ

所
謂
人
間

幸
な
れ

ば
安

に
喜
怒
哀
樂

の
情

に
遂

は
れ
血
氣

の
情
欲

に
制
せ
ら
る

、
こ
と
な
く
適
宜
に
心
身
を

用
望
む
所
を
達
し
我
好
む

を
得

を
得
る

な
露

。

市
人
間 人

福
澤
諭
吉
纂
輯

西
洋
事
情

外
編

巻
之
一

1

人
の

生
す
る

や
天
よ
り

之
に
與
ム

に
氣
・

1
5

に
與
ム
名
に
氣
力
を
以
て
し
之
に
附
す
る
に
性
質
を
以
て
し
此
氣

力
と
性
質

と
に

由
て

外
物

の
性

に
魅

じ
以

て
身

を
全

し
て
朝
露

の
命

を

由
､

感
じ

身
の

命
を
終
る

!
と

ん
こ
と

を
求
む

可
し

之
を
概
し
て

云
へ

ば
人

は
偽

す
こ
と
わ
る

可
3

の
造
物

な
9
塞
熱
痛
痒

寒
火

可
し
凡
そ

我
に
得
る
こ
と

か
ら
ん

と
欲
す
る

者
は

先
づ
我

努
せ
ざ
る
可
ら
ず
千
辛
菌

苦
労
を
憚
る
勿
れ
人
生
労
せ
ざ
れ
ば
功

洋



繁
昌

・

法

昌
す
れ

ば

く

薬
一
家

に
居
る

。
薬

を
家
族

と

に
至
る

今
一
國

に
千
百

の

る
女

で
父
母

の
膝
下

に
居

て
で

店
て
其
養

を
受
る

。
亦
普
通

の
大
法
な
ち

斯
の
如
く
夫
婦
親
子

園
の

家
族

人
間
の
交
際
は
家
族
を
以
て
本
と
す
男
女
室
に
居
る
は
人
の
大
倫
な
ち
子
生
れ
て
弱
冠
に
至

、
に
論
ず
る

所
は
唯
人

の
天
性

に
從
ム
を
以
て
基
本

と
せ
り
若
し

之
に
反
し

て
人
間
交
際

の
道

を
立
ん

と
せ

ば
必
求
其
弊
ぁ
る

可
し

と
雖

是
等

は
皆
其
人

の
随

見
よ
り

で
し
こ
と
に
て
自
然
の
人
心
に
戻
れ
ち
故
に
今

心

或
は
人
間

の
交
際
及
び
經
済

の
新
法

を
唱

て
之

を
稱
譽
す
る

者
な

駅
少
か
ら

て
い

しと

9
今

此

撰

法
則

ど
、
歳
月

を
經
る

に
從

て
共
諸
法

の
內
よ
り
至
當
な
る

9

N
氣

の
趣

く
所

に
隨

て
知
ら

ず
識
ら
ず
交
際

の
法
則

を
設

て
に
便
利

を
得
た
ら

し
こ
と

な

。
人
間
開
闢

の
初

に
於

て
は

固
よ
り
相
交
る

の
道

を
数
る

者
な

其
自
然

に
希
望
す
る

所
を

唯

西
洋
事
情

外
細

巻
之
一

1
1

怒

て

の 互

を に

人れ
で
終
に
一
科

の
學

と
為

し
之

を
人
間

の
交
際
及
び
經
濟

の
學

と
名

け
~

今
此
法
則
な
る

3
の
果
し
て

理
の
當
然

に
出

で
変
革

す
可
ら
ざ
る

や
否

は
定
め
難
し

と
雖
少

な
多
く

は
天
下
古
今

の
賃

を
經

て
妨
な
っ

お
の
な
ち
世
人

ずに

云
ふ

凡
を
世
間

に
入
情

の
厚
く

し
て

交
の

睦
3

は
家
族

に
若

く
む
の
な
し
。

一
家
族

『
其
子
孫

一
族

の
人
種
な
る



之
一

傷
外

一
3

年
を

ば
家
族

の
画
相
競
ひ

相
爭
ム

の
痕
跡

を
見

」
る

は
何

を
や
思
ム

に
造
物
主

の
深
意
に
て

相
競
ム

の
心
ゅ
ら
さ
る

者
な
し

成
は

之
を
其
私

欲
と

謂
ふ
わ

可
な
り
然
る
に

今
家

に
入

謂
或
は

姆
賽

之

其
子

を
養
育

し
又
之

を
保
護

し
､
無
病
安
全

を
断
て

子
の

ら
に
働
子

の
偽

ら
に
苦
労

て
固

の
ら

は
造
物
主

の
故
さ
ら
に

食
を

用
て

人
の
配
偶

を
固
す
る

の
深
な
る

可
し

旨

の
5
且
其
子

の

を
難

な
之

を
養

て
既
に
成
長
す
れ

ば
則
ち

共
配
偶

を
破

て
更
に
雌
雄
牝
牡

の
定
な
し

人
一

す

【

し

せ
し

に

り其

を

家
族

わ
て
其
言

語
を
同
ム

し
其
風
俗

を
共
に
す
る

は
元
來

一
家
族

の
繁
殖

せ
し
な
の

と
云

ム
可

し
固
1
5

一
函
人
民

の
由

來
を

知
%

ん
と
す
る

に
は

其
探
索
甚
だ

難
a
z
e
な
れ
ど

。

大
凡
そ
其
殊

格
と
氣
質

と
を
見
れ

ば
其
先
祖

の
同
一

家
な
る
こ
と
察
知

す
可

し
を

家

夫
婦

実
始

の
配
仰

は
人

の
幸

を
増
し

人
の

交
を
厚
く
す
る

8
の
な
り

固
1
5

天
の

然
ら
し
む
る

所

に
て
入
力
に
非

鳥
獣

の
類
子
を
生
u
e
s
は
自
か
ら
一
時
の
配
偶
を
定
て
共
に
其
子
を
養

ムの
子

は
初
生

の
際

珠
に
薄
弱

に
し

て
其
成
長
す
る

亦
甚
だ

晚
し
此
時

に
當

て
父
母

力
を

共

に
し

心
を
同
ム

し
て

之
を
養
育
照
哺
す
る

は
即
ち

人
の
至
情

不
薄
弱

に
し

て
成

長人
共

所

し
之

を
募
ら

之
を
秋
る

に
は

其
､
し
ょ

に
ど

限
な
し

と
雖
ど
な

て
之

を
憚
る
こ
と
な
く
子

へ

に
對

し
て
少
し

彼
我

の
差
別

な
は

人
の
至
情

天
の
大
道

な
3

凡
を

外
物

に
交
る

に
人

と

し
て

れ



「
此
被

相
不
均
し

て
始

忍
し

時
と
し
て

は
我
了
簡

を
ふ

荘
て

人
に

從

は
各
々
持
前

の
見
込
ぁ
ち

て
必

し
。
一
致

し
難
し
故
に
人
間

の
《
王
全
世
无
比
相
互

自
由
を
許

此
理

を
知
ら

ず
獨
步
孤
立

し
て

世
を
渡
ら

ん
と
せ
し

者
$

9
か

&
ふ
底
到
其
身

の
幸

を

失
ひ

却
て
世
間

の
害

を
貸
す

に
至
れ
り

億
兆
の
人
民

何
相
同
3
が
故
に
交
際

の
道
世
に
行
は
れ
て
妨
な
し
と
雖
ゆ
る
人
々
の
了

人
の
所
為

與

5

6

八
に

其

る
可
し
抑
右

の
如
く
家
族

の
間

は
睦

し
て

快
さ
る

の
な
れ

ふ
其
大

本
を

ば
畢
竟

夫

婚
相

信
し
親
子

相
親
し

の
情
あ
る

に
由

て
の
こ
と
な
れ

ば
世
間
若
し
配
偶

の
な
く
は
夫
婦

親
子

の
情
を
失
て
斯
る
家
族
の
幸
は
な
か
る
可
し

一
夫
一
婦

家
に
居
る

は
天

の
道
に
て

之
を

一
家
族

と
名

く
然

は
則
ち
衆
夫
衆
婚

相
集

る
妹

天
道

の
大
義

な
9
斯
く

人
の

相
集

5
相
交
る

の
を

一
種
族
又
は
一
國

の
人
民

と
名

く
御
献

は
各
々
異
性

を
異
に

し
或
は
群
居

を
好
ま

ず
寂
莫

と
は

の

なれ

れ

家
族

の
睦

s
情
合

を
推
し
廣
め
四
海

の
內

を
一
家
族

の
如
く
な
ら
し

と
す
る

の
趣
旨

な

進

四
神
事
情

外
編

之
一

の

ば な

ず
と
し
て
て
偏
り

食
を
求
る

5
或
は

友

を
呼
び

群
を
成
し
巣
穴

を
同
ム

し
餌
食

を
與

に
す
る

の
あ

を
察
す
る

天
界
群
居
を
好
み
此
彼
相
交
ら
此
彼
相
助
て
互
に
世
の
便
利
を
達
す
る

の
性
質
か
ら
世
人
成

は

し 違今 食

あ



H

四
年

田
洋

事
特

外
記
念
之
一

天
下

の
為

め
に
大
法

を
作
る

に
は
其
人

民
を
一
樣

に
見
る

可
し

小
兒

と
云
ひ
大
人

と
云
ひ
ろ

と
名
く

O
右

所
述

の
自
由

の
趣
意

は
國

の
制
度

に
於

て
許
す

所
に
て
こ
れ

を
人
民
普
通

の
自
由

を
受
け
一
身

の
慶
置

を
貸
す

に
他
よ
り

之
を
間
然

あ

n
e

鉢
不
自
由

な
る
に
似

れ
其
實

は
然
ら
ず
奉
公

の
人
に
て
其
身

蛛
は
其
人

の
身

琳
に

を
受

て
人

に
奉
公
す
る

者
は
或
は

其
を

國
法

に
の

妨
を
為
す

に
非
ざ
れ

ば

天
下

の
天
下
な
り

と
云
ム

が
1

其
身

人
々

自
か
ら

其
に

す
問

故

n
與

ど
。

人
若
し

共
天

與
の
才
力

を
活
用
す
る

に
當

て
心
身

の

人
生

の
通
義
及
び
其
職

分

天
よ
り

人
に

生
を

無
れ

ば
又
從

て
共
生

を
保
っ

可
の

オ
力

を
無
ム

然
れ

て
好

合
調
和

の
親

み
を
存
す

可
し

2

身
の
自
由

を
得
さ
れ

ば
オ

力
共
に

用
を
為
さ

れ
忆
世
界

中
何

等
の

國
た
る

を
論

せ
ず

何
等

の
人
種
た
る

を
問
は
ず

る
は
天
道

の
法
則
な
り
即
ち

人
は
其
人

の
人

に
し

て
猶
天
下

は

如
し

★
生
る

、
や
束
縛
せ
ら
る

こ
と
な
く

天
よ
り
附
與
せ
ら

れ
た
る
自
主
自
由

の
通
義

は

質
る
可
ら
ず
亦
買
ム
可
ら
ず
人
と
し
て
其
行
ひ
を
正
ふ
し

他
の

妨

に
於

て
、
其
身

の
自
由

を
奪
取

る
こ
と

能
は

す
今
給
料

取
る

は
ず

身て
煩

券
の

代
に

代
に

は
給

料

な
し
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ま
外

!
一

世
可

o
故
障

に
妨
け
ら

れ
て

意
の
如
く
な
ら
さ
ん

と
あ
り
此
亦
相
互

に
扶
助

せ
ざ
る

可
ら
ず

。

病

&

て

設
る
こ
と
か
5
回
よ
り
死
生
不
定
の

回
よ
り
死
生
不
定

の
人
身

に
逝
る

可
ら
ざ
る

の
不

あ
り
或
は
窮
を
救
ム

の
法
則
を

仰
ぐ

者
わ
り

是
天
性

の
不
幸
な
る

が
故
に

他
よ
り

之
を
扶
助
す
る

は
健
康
無
事

の
人

の
職

分
に
て
其
法

成
は
人
々

の
志

に
從

て
私

に
衣

或
は

に
私

食
を
與
る
こ
と
あ
り

:

の
為

地
に

人
間
交
際

の
大
本

を
云

へ
ば
自
由

不
の
人
民

相
集

て
力

を
役
し

心
を

分
し
各
々
其
功

に
從

可
し

者
多
く
天
下
一
日
々

の
行
は
る

、
な
人
間
交
際

の
道
心
地

を
て

腰
却

す

く

を

ど

を
頼
我

身
の
守
護

を を
求
め

從
て
又
此
法
律

を
破
り
我
求
る

所
を

求
て

守
る
可
e
を
守

法 め

さ

ず
又
世
人

法
功

の
道

を
知
ら

ず
し

て
他
人

の
煩

を
為
し

徒
に

我
自
由

を
求
め

我
通
義

を
造
せ
ん
と
す
る

ち
人

の
功

を
浴
び

な
5

斯
の
如
く

し
て

は
天
下
一

日
3
交
際

の
道

を
存
す

可
ら

律ら
ざ
る

て
其
報

を
得
世
間
一
般

の
脅

め
に
設
け

し
制
度

を
守
る

だ
な
ぁ

然
れ

ど
?

之
を
下
地

に
施

す
に

當
て

は
衆
人

の
内

に
薄

才
當

「
衆
人

の
內

に
薄
弱
多
病

自
か

。
病

自
か
ら
衣
食

を
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
他
人

の
扶
助

を

な
れ
ば
之
を
助
る
は
即

ち
造
物
主

の
趣
旨
な
り
故
に

海
一

弱
多
病
に
て

他 他
の
扶
助

を
蒙
る

と
共
本
人

に
於

て
聊
か

之

を
取
る

の
理
な
し
又
身
殊
健

行
ひ
正
し
さ

者
を
努
せ

ん
と
欲
す
れ
ど
も
一
時

の



其
德

行
を
修
め
法
令

を
守
ら
ざ
る
可
ら
ず
野
郎

固
陋
の
風
習
を
股
し
て
危
義
文
明

の
世
に

る
は

人
の

欲
す
る
所
な
ら
さ
す
れ
ば
人
々
德
を
を

を
存
せ

ん
と
欲
せ

ば
各
々
其
他

り

之
を
す
る

せ
ん
と

可
ら
ず
或
は

の
地
位

を
得
可

な
り
故
に
人
間
交
際

の
道

を
全
せ
ん

に
は
傾
惰

を
制
し

て
之

を
止
め
ざ
る

可
ら
ず
或
は

之

預

*
卵
か
ら

共
職
業

を
求

て
始

て
安
心

の
地
位

を
得
可

卵

の
交

に
兄
弟
朋
友

に
非

h
る

の
外

は
人

の

為
に
周
旋

し
て
其
活

計
を

得
せ
し
む
る

者
な
し

加
之

人
の
活
計

は
臨
機
應
變

預
め
期
す

可
ら

ば
是
れ

す
る

小
仁

の

ば
是

れ
外
道

ず
と

云
ふ

者
あ

g
然

れ れ

や
故
に

人
と
し
て

義
氣
廉

節
を
知
ら

は
傾
情
を
以
て

自
か
ら
安
ん
ず

可
ら
ず

成
は

人
の

言
に

自
か

5
劈
役
せ
ん
と
と
欲
す

。
ど

、
其
機

會
を

得

條
の
議
論

を
何

又
明

に
了
解

せ
ん

と
欲
せ

ば
人
々

內
に

自
か
ら

顧
て

我
一
身
心

猶
他
人

の

如
く

心
力

を
分

し
て

世
に
存
す
る
に
と

を
得
る

の
と
思
ム

可
し
然
る
に

今
傾
惰
無
為

に
し

て
世

を
渡
ん

と
す
る

は
即

ら
他
人

を
し

て
一

倍
の

努
を
為
さ
し
ら

親
に
其
功

を
盗
む

に
あ
ら

獨
立

以
て

世
に
蔑
し

始
て
交
際

の
道

を
全

す
可

に
な
り

全
す
可

3
本
來
人

間
の
大
義

を
酌
ず
れ

ば
人
々
互
に

共
本

右
は

人
の
薄
命
不
幸

を
處
置
す
る

法
な
れ
れ

と

外
径

*
図

津
悟

外
認

後
之
一

便
利
を
謀
て
一
般
の
偽
め
に
勤
労
し
義
氣
を
守
9
康
節
を
知
5
努
す

從
て
其
報

を
得
不

織前

ど
ふ
其
貸

を
路

す
れ

許
す

ら
ず
凡
そ
人
間

術
と
云
ム

可
し

又
人
々
交
際

の
道

各
々



命名 の 文當 を さ 者 修

世

磁
史

を
祭

方其 を

はめ

かかに を を 其 保 度

は

L

参 道

は 味

れ に

ち を 者 制ら を 制 明明務 決るる

保あ 度 のの の 可 其法

在 除 感 ちら を 眼職 す ら 罪 をを

です て を 業 ば 以以 を 分
を 分る するず 身長

本
はる 世妨

妨 表 を 世 て 以 な て 其
を て

情 體 1717 の な
りど法 傾 世

外 義義人 文 き人文 g るみ 害行
害 行 之 あ或

惰隋 の
料 の 生 明

に 身 を を
りは にに 文

の 開 ど 等と 等 を 偽るを 篇 る 親 裁 衆 し 明

之 未 始化 なし 安 す のれ 剣 人 て 開

だは り若 h に は
間 ば 他 化

行 帯 しせ と は
法 許 人人 を

又 し 甚之 法藍 は 議 の 助

事 ひ 大 をを
開 に 功開 功け

す し 質るる な 守 内 開從 を
從

し て 不 り ら成
て な る

次 便 大都 さ は 始 れ
ふ 可

本 て る 人
をを 者 h

に
法 なな 國可 に り 爵 に や

文 あれれ 法 ら 不 世 す 若

か 朝 ちばのず 便 に る し

ち 開 ば 之 趣 若 な之
行 2

血 化
を 旨 しる は ど が

氣 に 歲議蔑 は 暴
れあ 故故 ず

を 起 に 犯人 行 の混 てり て し

由 ししのをあ 之 或 之

しる て て 通恋る を は を 世
を

情 の
総 長 義 に に 避 裁 の

九

欲 な にれ を しし 似 本 到 し 風

を り 之 さ 遣 て た之 造 て た す 所 て 俗

抑 葬 を る し 此 れ る を 後
を 後 を

ゆ 味 改 者 人 法 ど は 設難 害

る 不 正 は を る 世 て を すす

の
大

て
人
々

自
か
ら
血
氣

を
制

て 文 し 自生 破図 人 罪 防る



る
、

奉

し +

J
る

の
自
由

の

な

なな

あ
れ

を
誤
解

気% 人名6 云

A

と

能

は

す

犬

は

小

を

犯し

強

は

弱

を

虐

し
配偶

の

婦人

を

視る

こと

奴婢

の

如く

父

の

子

を

始こ

८

な かを 多 れ 女 て

自 の 暴 り最り し 弱明交

由 自 虐大 し ○ はに 際

を 自

以論 人 な 者 らのし

の 真 て な 生 加

死

カるて るれ 3 謀 助 ず

な 字 てれ をを のば 者 るけ世く

力

あ妨さ 妨

を

て

の

第 制す し

に 然 化 罪 ち は の て に 皮る

行 な に を はは どれ 人

て

て 處

を

謀

情 其の を を 間

この 其 を 出 為 制 謀 相

し

1

く道す

從し 情從

に し

とせ を のす 情 利 且

間 だにす

な 説 を 可 る 行 壁際 られ て

に 見見ん の は 野 の く 人 此 g

て に

た

し 是 て み 重 ののる

A け 蒙 て れ 却感 ずん た 者

制

れ 人 獨止 を あ

はり 從犯 恰 然 て 水 其 み 設定之

海
外

編
一

由 を 野 のに 或強 赴 の 御 と

た 或る どぶ の 自 人 人 に く 道 す 能

又

に 世 由 間 , 以 護 に 超る

給 のの の ふす に は 交湾 らら

此 き 道

文酸るるや自る 道上 々 風 が を 小

明 野 可 文 由 世世 古 相 俗 故 以 を

の は し 明な 自 に 發信 次に て 犯

世 天 開 り 由 在行 野

る 女 て し れよ 草 私 て を

法 てて 人人 。 り

事 は を をを る 成 逐顔 を 般 ず

物 人 設 を し

どな 世る 餓 其 て を 世じめな

り 間 て

且

なし 知性 に 般欲 詮世

にきび

れ 自 の 二 矯成 しる 信

でれ を 由 自 をる 進 に 小小

施 な 由 知 て 退便 は ど る

しり なら ど を 利 大能

て 登 6 さあ をる に は

の 電

物
一
と
し
て
天
然

に
出

で
ざ
る
も
の
な
し
世
開

を
3

字
義



事
情

外
編

巻
之
一

+
1

と
開
化

を
唱
る

國
に

於
て

は
斯
く
天
然

を
害
す
る

の
甚

し
』

な
の

を
見

ず

形
を

成
3
し
ら

ず
是

等
は

皆
人

偽
を
以
て
天
然

を
害
す
る

心
の

と
云
ム

可
し

今
其

に
文

ふ

其
足

発
に

s
其

に

文

又
支
那

は
文
明

の
激
未
だ

沿
か
ら
ざ
る
も
の
に
て
牢
開
牢
化

の
図

と
云
ム

可
し
然
る
に

て
共

天 天

ふ
可
し

壁

證
ふ

出

る
は

必

に

はにな

當

许

3

れ
ど

ゃ
之

を
犯

化
を
進
め
法
則

を
設
け
其
法

く
人
々

力
に
制
せ
ら
れ

ず
し

て
心

に
制
せ
ら
る

、
は
文
明

の
有

樣
即
ち
人
生
天
界

の
至

性
な
ら

之
を
人
為

と
云
ム

可
ら
ず

固
よ
り

木
古
草
味

の
時

に
當

て
は

其
風
俗
自
然

に
3

の
仏

亦
多
か
る

可
し

と
雖

&
込
牛

其
風
俗

に
止

て
更
に

進
h

障
わ

然
ら
し
む
る
こ
と
な
れ

ば
却

て

こ
れ

を
人
為

と
云
ム

可
し

其
一

證
を

舉
て

芸
ん

に
郡
草
昧

の
人

は
、

【
住
居
共
に
不
潔

に

て て
文
明
開
化

の
人

は
清
潔
な
ら

今
人
と
し
て

共
天
性
汚
穢

を
好

で
清
潔

を
悪

ひ
者
お
ら
ん
や

さ
す
れ

ば
野
郎
草
味

の
人

の
不
潔

不
滑
な
る

は
未
だ
其
人

の
天
性

を
伸
る
こ
と

能
は
ざ
る

s

の
に

し
て

之
を

へ
は
初
生

の
小

兒
に
未
だ

オ
力

の
發
生

を
見
さ
る

が
如
し

兒
に

野
郎
草
昧
の
人
は
必
ず
天
然
に
從
て
人
公
を
用
る
こ
と
な
し
と
思
ム
は
大
な
る
誤
解
な
り
某
来

國
に
一
種

の
野

民
$

5
其
風
俗

頭
の

低
さ

を
貴
び
子

生
其
《

頂
に

板
を

結
付

て
頭

の
形

を

造
る

其
風
俗
婦
人

の
足

の
細
小
な
る

を
美
と
し
て
女
子
生
れ

ば
の

を
着

の

明

今 著

真



世
論
な
り
文
明

の
世

な

行

に
出
で
ぐ
る
み

世
開

の

又
或

人
の

說
に
磁
野

は
天
然

な
5
文
明

は
人
為
な
り

と
云

ふ
者
ぁ
れ
と

塁
覚
字

義 義
を
誤
解

な
る
も
の
を
見
る
可
し

由
と

云
ふ

可
ん

や
文
明
開
化

に
從

て
法

を
設
け
世
間

一
樣

に
こ
れ

を
施
し

て
始

て
興

の
自
由

を
恣

に
す
る

の
自
由

な
5

罪
を

犯
の

し

て
罰

を
蒙
る
こ
と

な
の
自
由
な
ら

豊
こ
れ

を
具

の
自

人 を

を

恰然

登
野

論
な

を
以
て
暴
虐

人
間
交
際

の
道

世
に
行
け

て 水

を

に
處

或
は

却
て

人
の
性
情

を
矯
る
こ
と
ゃ
れ

ば
人
生
最
大

み
ず

の
爲
め
に
便

を
謀
る

者
多
し

。
努
め
に
便
利
を
謀

に

信
す
る

の
意

間
し
且
世

間
相

信
す
る

と
能

は
幸
大

は
小

を
犯
し

強
は

弱
を
直
し
配
偶

の
婦
人

を
観
る
こ
と
奴
婢

の
如
く

父
の

子
を

山
本 +

2
1

外
観

御
す
る

に
無
道
を
以
て
す
る

ふ
之

を
制
す
る

者
な
し
且
世

湖
く
し

て
交
際

の
道
甚
だ

が
故
に
制
度

を
設

、
一
般

の
た
め

然
3

を
利
益

を
謀
る
こ
と

能
は

世
の
文
明

に

赴
く
に
從
て
此
風
俗
次
第
に
止
み
概
義
を
重
ん
じ
て
情
欲
を
制
し
小
は
大
に
助
け
ら
れ
弱
は

強
に
護
ら

れ
相
信
じ
て
獨
共
私
を
顧
み
ず
世
間
一
般

或
人
以
偽
ら
く
上
古

盤
野

の
人

「
遂

て
慶

を
移
す

に
其
出

處
進
退

を
妨
る

者
な
か
り

し

にの
自
由

は
壁
野

の
世

に
在
り

と
然

れ
&

3
れ

其
一

を
知

て
其
二

を
知
ら
ざ
る

の

野
の

世
に

行
は
る

、
自
由

と
は
恰
る

を
し

て
餓
死

せ
し
む
る

の
自
由

な
9

力

自

し
た
る

は
る

、
物
一
と
し
て
天
然



洋
事
情

外
編

之
一

円

本

公

開
化

と
唱
る

に
於

て
は
斯
く
天
然

を
害
す
る

の
甚

し
い
な

の
を

見
ず

俗

る
も
の

又
支
那

は
文
明

の
激
未
だ

沿
か
ら
ざ
る

の
に
て

る

頭

に
し

て
之

を
盛

へ
ば
初
生

の
小

兒
に
未
だ

オ
力

の
發
生

を
見
ざ
る

力
が
如
し

滑
さ
す
れ

ば
野
郎
草
味

の
人

の
不
潔

不
な
る

は
未
だ
無
人

の
天
性

を
伸
る
こ
と

能
は
ざ
る

な
其
人

を

共
に
不
潔

に
云
ム

可
し

其
一

證
を

暴
て

云
ん

と
て

云
ん

に
野

部
草

の
人

は
衣
食
住

居
共

に
不

共
出
る

亦
多

か
る

り

味

に

8

の

時
に

當
て

は
共
風
俗
自
然

に

心
必

之
な
く
人
々
力
に
制
せ
ら
れ
ず
し

者

化
を
進
め
法
則

を
設
け
其
法

寬
な
れ

な
之

を
犯

て
し

に
制
せ
ら
る

、
は
文
明

の
有

樣
に
て
即
ち
人
生

天
景

の
至

性
な
ら

之
を
人
為

と
云
ム

可
ら
ず

固
よ
り
太
古
草
味

の
可

し
と
雖
少

今

其
風
俗

に
止

て
更
に
進
ま
ざ
る

は
必
ず

外
物

の
故
障

の
て

然
ら
し
む
る

に
と
な
れ

ば
却

て

こ
れ

を
人
為

と

て
文
明
開
化

の
人

は
清
潔
な
り

今
人
と
し
て

性
汚

部 薇
を

好
で
海
辺

で
清
潔

を
悪

ら
ん
や

さ
す

の野
郎
草
昧
の
人
は
必
ず
天
然
に
從
て
人
分
を
用
る
る
こ
と
な
し
と
思
ム
は
大
な
る
誤
解
な
り
某

國
に
一
種

の
野

民
$
$

其
風
俗

頭
の

低
さ

を
貴
び
子
生
れ

の
低

さ
を
貫
び
子
生
れ

ば
其
頂

に
板

を
結

付
て

頭
の

形
を

造
る

を
の

牛
開
牢
化

の
國
と

云
ム
可
し
然
る
に

其
風
俗
婦
人

の
足

の
細
小
な
る
を
美
と
し
て
女
子

生
m

其
足

に
3

級
の

展
を

着
て
北
天

体
の

形
を

成
3
し
め

ず
是

等
は

皆
ん

皆
人

偽
を
以
て
天
然

を
す
る

真
に

文
と
云
ム

可
し
今
瓦

明

だ



わ
り
又
共
邊
節

の
地
に
至
て
は
上
古

無
學
文
盲

な

者

犯

放
激
無
頼
罪

が

者る

り

ア
マ
チ

と
込
育
を
受
け

3
百

歳
以
上

で
生
る
る

者
は

な
っ
故
に
天
壽

相
混

し
て

三

定
命

と
す
或
は
此
數

に
二

倍
し

或

は
三

倍
す
る

者

あ

れ

甚

文
明
開
化
次
第
に
進
め
ば
臨
て
人
の
生
命

長
壽
を
得
る
に
至
る
英
國
に
於
て
百
年
以
來
の

人
の
死
生

を
計

て
之

を
不
均
し
た
る

に
國
人

の
番

命
次

=
加
せ
り

と
云

世
界
中
の
人
口
八
億
五
千
萬
之
れ
を
世
界
中

の
地
面
に

れ
ば
一
里
四
方

に
十

七
人

の
割
合
な
っ

又
人

の
密
命

を
平
均

す

定平す

均
す
れ

ば
三

十
三

歳
を

s
三
十
三
成

を

加

の次 得

に
人
多
く

は
短
命
な
れ
ど
る

養
子

の
法
を
知
ら
ず
且
其
生
活
に
艱
難
を
凌
ぐ

こ

朋

百
五

十
の

數
に

れ
ち
又
草
昧

は
老
幼

を
第

に
増
し

之
を

不
均
し

て
一
里
四
方

に
二

百
五

第
に

一

J

多

其
勤
め

業
を

勤
め

業
を

登
て

共
人
口

次
畜

を
励
み

工
を

に
ら
ず

不
足
す
る
に
由

草
味

十
三

四
字

は
外

之
一

S
W

諺
に
云
く

人
は
文
明

に
至

て
其
美

を
盡

す
と
野
郎
草
昧

の
國

は
土
地

の
廣

さ
に
比
し

て
人
口

至
さ

甚
だ
少
し
之
を
不
均
し
て
一
里
四
方
に

一
人
よ
り
多
か
ら
ず
共
故
は
食
料

の

て
然
る
な
り
文
明

の
國

に
於

て
は
耕
作

を
勤
め
牧
畜

を
國

於

十
三
蔵

を
平
均

の
壽
命

と
す
れ

ば
三

十
三

年
の

間
世
界
中

に
死
生
す
る

若
八

億
五

千
萬

人

一
年

に
二
千

六
百

萬
八

一
日

に
七
萬

人
一
時

に
三

千
人

一
分

時
に

五
十

人
の
割
合

な
)

抑
文
明
開
化

と
唱
る
英
國
に
て

、
北
致
化
未
だ
治
し

と
云

可
ら
ず
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3
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し
め
ん

自
か
ら

偽
め

に

害

5始 熱七

許 非 必

参事 青 然 為 省 先 L 之 七 当当 成

之 理 雲 ng

さ
し
め

ん
が

為
め
な
ら

皆
是

れ
造
物
主

の
然
ら
し
む
る
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に
て
其
心
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の

巧
な
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と
知
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を
出
る

を
好

常
に

一
室
中
に
居
て
普

算
術
器
械

の
學

を
研
究

し
年

十
四

域
の

を

教
育
す
る
と
他
は
ず
然
る

で
定

を
破
ら

家
貧

し
て
共
子

を
放

と

晚
り
し
が
晩
年
に
及

0
ワ
ッ
ト

の
略

ム
ス
、
ワ
ッ
ト

は
千
七

百
冊

六
年
英
国

の
ク
リ
ー
ノ
ッ
ク

に
生
れ
千
八

百
十

和

う

故
に
人
間

に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

其の の

交
な
れ

ば
家
族

の
ご
と
く
親
愛

の
情

を
釈

て
交

‼

か
ら
ざ
る
の
交
な

彼

す

ど
る

る
こ
と

。

此

其

9
と

の

にれあ

衆
人
の
利
益
を
不
均
す
る
の
風
俗
と
な

均

間
に

居
て
他
人

の
害

を
為
し
獨
り

私
の

て
戻
る
こ
と
な
れ

ば
z

れ
を

智
と
云
ム

可
ら
ず

れ
と
云
ム

可
ら
ず
且
文

明
の

盛
な

明
の

盛
な
る

に
從

て
世
間
一
般

の
為

め
に

為

を
失
ひ

途
に
終
身

の
心
事

を
誤
る
こ
と
な
れ

ば
人
た
る

の
は

事
の

途
に

事
の

始
を

離
ざ
る

可
ら
ず

深
四

弾
球

帽
外

税
裕
之

一

t
i

抑
天
下
衆
人

の
內

に
は

不
て

密
且
貴

さ
者
必
あ

れ
固
よ
り
天
道

人
理

の
大
義

に

利
を
貪
ら

ん
と

せ
必
ず
我
力
に
及
ば
ざ
る

に
と
あ
る
可
し

人
生
互
に
先
を
争

己
謀
る
に
似
た

せ
る
こ
と
を
成
す
に
は
必
ず
し
お

一
人

の
力

に
非
ら
ず
常
に
他
人

と
交

を
結

て
共

事
を

共
之

と
多
し

固
よ
り
此
交

は
他
人

交
比

の
の
差
別

な
さ

に
は

非
ざ
れ

ふ
互
い
に

其
綾
念
を
救
ひ
其
秋
楽
を
共
に
す
る

北
衆

を
共
に
す
る

の
趣
意
す
る

が

ば

の 五

なに

交

九
年
同
國

ス
フ
モ
ー
ル

に
死
せ
り
初 初
め

共
父

は
父

は
富
豪

の
造
船

家
な
り

し
が

ワ
ッ
ト

天
京
多
病
に
し
て
家
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フ
ッ
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ひ
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運
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力
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起
さ

ん
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日
记
高

出

IZ なは

名
或
前
五
名

茶

力
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一
年

に
し

て
ロ
ン
ド
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へ
行
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05 其り 其の のの

略

四
学
事
外
編
智
之

一

常
に

一
室
中

人 利衆 戻抑 をを

を で 九 殺 交 力交力 生 を 人生 を 人 る 天 失

出産 急 なにな に 互五 食 の 2 下 u

る を を れ 非 ににち利ら 利 と公衆 途

を 破 救 ばらばら 先 h 盆 な先 ん 人 に

好 り家す を と を れ の 終

ま家 其 族 當 金 せ 本 ば 內 身情

ず 貧 秋 の歡 にてば均均こ ににの 外

樂 で 他 れ は 心稲

て を と 人 己 ずる を 不事を

共 く どの 我 の 義

室 子 に 親 交 為 力 風入 誤

中 を す 愛 を に 俗玉 しる

に 数 る 結 を 及 さを 立て て2

居 育 の 情 て 謀 ば な 可 富 ど

て す 趣 を 其る ざ る な

書る 意 粉 事 に ず 貴 れ

を な てな を 似 て 故 且 を ば

讀 る 此 共 れど に 女 者 人

が 彼 にれあ 其 も た

故 の 間 の

別 2 2 し 居 など の

間間 な るる 4 は

にに を 名 を 他 | 事

欠 し

よ

必 公

はし 獨

の 五の 互 他他

2ど 人 の

1

ヒ
ー
ス
フ
ー
ル
ド

せ
ー

ム
ス
、
ワ
ッ
ト

は
千
七

百
冊

六
年
英
國

初
め

共
父

は
富
豪

ら 且 な

み
算
術
器
械

の
學

を
研
究

し
年

十
四

弦
の 1

多
病

に
し

て
家

差 る 可 に 盛れる

る

に

生
れ
千
八
百
十

に故

從

人 人のに

め 義 ち

の 家及及 t なに に にす

般理 が

る もは

交

どる此な

を

かさ は

られれ 此

私成

為

に

と

よの

固 すす

に 交 びい 人

てる

し 世天 始

從 ある
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ヒ
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+
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械
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又
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其
筒

を
温

を
ひ
る

が
為

め
に
多
少

の
熱

を
失
ひ

又
之

れ
を
冷
し

て
8

を
本

左
本

w
区

返
返
せ

ば
臨

て
又

筒
を

溫
た
め

再
來

の
蒸
氣

を

ん
と
す
る

8

に
収
縮
せ
し
め
び
る

可
ら
ず

一
の
困
難

事
な
っ

又
筒

內
の
蒸
氣

を
収
縮
せ
し
め

て
其
鍔

の
蒸
氣

を
保

再
び

錫
を
通
る

と
3
其
温

鳄

滿
れ

し
て

鍔
を
一
方

に
進
れ

ば
魔

て

收
縮

臨
て

又
共

蒸
を

び

ば
一
方

に
酔

を
起
し

て
一
方

し
一

と
び
膨
脹

し
た
る
も
の
を
即

し

弊
を
起
し

て
こ
れ

を
如
何

と
な
す

可
ら

ず
即
ち
蒸
氣

を
筒

に

底
到

!
』

に
二
箇

條
の
困
難

事
を
生
じ

其
一

雇
ひ
此
人

を
雇
ひ

共
に

日
花
苦
心

焦
思
し

て
又
一

の
蒸
氣

と
共
に

日
花

9
之

を
賞
用

に
施
す

に
足
ら

施
す

に
足
ら

ず
千

七
百

六
十

三
年

殿
百

六
十

三
年
學
校

を
去
り

妻
を

娶
て

家
に
居
ち
手
傳

傳
妻

を
分

直
筒

を 銅

を

必
意

の
如
く
な
ら

ず
し

て
之

を
廢

し
千
七

百
六

十
一

年
よ
り

六
十

二
年

銅

形
を
作
り

た
を

の

工

四
弾
事
情

外
潟

巻
之
一

二十
二

と
し
其
工

夫
を
始
め
た
る

は
千
七

百
五

十
五

年
の

頃
な
り
同
年
其
友

口
ビ
ン
ン

を
謀

て
雛

工
夫

の
間

に
何

又
工
夫

をを
運
ら
し
輕
小

の
筒

を
製
し

て
水
鐵
砲

の
形

と
な
し

之
を

倒
に

し
て

其基

棒
に
分
銅

を
掛
け
置
き

筒
內

の
鍔

の
下

に
蒸
氣

を
入
れ

內
の

鍔
の

下
に
蒸
氣

を
入
れ

て
分
銅

を
引
揚

げ
又
其
蒸

氣
を

漏

ら
し
て

銅
を
落
と
す
こ
と

を
試
み
た
り
斯
く
一
端

の
工
夫

を
成
し
た
り

と
雖
せ
る

固
ょ

の
職
人

ジ
ョ
ン

、
ガ
ル
チ
ャ
ル
な
る

者

筒
を
工
夫

し
稍

や
共

趣
を
改
正

方
を

救
ん

と
す
れ

ば

氣
を

失
は
し
ひ

可
ら
ず

一
の
困
難

事
な
り

右
の
次
第
に
て
最
初

筒
內

に
熱
氣

を
入
る
れ
ば



1
1
十
三

西
洋

之
)

事

谷

掘
割

1

は

三
分

し
て

共
二
分

を
同
人

へ
與

1

の
功

用
を

顕
m

頭
は

し
て
翌
年
官
許

り

乙

翌
年

官

の
助
力

を

と
を
工
夫

し
1
5
從
來

の
疑
團
次
第
に
氷
解

し
て

何
又

千
七

百
六

十
八

年
ジ
ョ
ン

、ル
ー

力
を
乞
ひ

錫
を
以
て

中
徑

十
八
ィ
ン
チ

」
の

筒
を
造
り

之
を
試
み

し
に

大
に
熱
氣

ル

又

ン
デ

に
至
り

始
て
蒸
氣

の
筒

、
に

に

を
に

ュ
ー
ト
立
方

の
ト

由

フ

の

"

間

8

開

工
夫

を

工
夫

の
端

を
開
た
れ
宮
殿

月
の
間
其

に
は
多
少

の
時

を
失

ひ
無
金

に
蒸
氣

を
費
す
こ
と
甚
だ
多
し

右
雨

様
の
困
難

事
を

見
て

ソ
。

にn
の

考
に

は
筒

の
温
度

を
常
に

こ
と
な
く

し
て
蒸
氣
の
み

を
収
縮

せ
し
む
る

の
術

を
得

ば
大

に
機

闘
の

力
を
増
す

に
と
あ
る

可
し

と

遂
る
こ
と

能
は
ず
乃
ち

又
木
製

の
筒
中
世

北
イ
ン
チ

]
長

3
]
[

の
]

ト
｣な
る

作
5
一
種

の
釜

を
用

ひ
て
再
三
再
四

之
れ

を
試
み
熱
湯

ょ
s
蒸
氣

を
す
る

分
近

は
水
面

の
發

昼

の
廣
校
又
は

水
の
多
寡

に
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合政 な てる惣惣 て

四
洋
事
情

外
編

巻
之
一

き 易天 名 右 の に 世

8 時 う 國 者 の に 色 を の 上國 に

代 を 是勢勢 之之 の 取如 に 君當

外 と 治撰 と を り く 立と

ど 裁 しん で な 動 位 就 國 て 稱 幼

得 は て 君て ど 君 れ かか と て 君 政 す 君す

し 、 各 君 すとどり す 稱 は の を る に

外 衆 々 る 抑 可 せ 尚起 施者 て

編 民 相 の } ら り は 立 す 其 は立

の 異 位 は位 ず 近 又は も 始事

之 為 な に 國 若 世 率 其の は 務

る 立内 を の しに 強 事 な 唯 に

に ど て の 施內 強 至附强 至 情 り

便 強 人 入 し た人 人 て て 會會 極

利 も 心盟 て望 て は 之 日之 は の 味 族

を 共 を を 妨 人妨 人 を 其を 其説 なな

大 維 得継 得る 物あ 物動歷 を れ 合 が

る 趣る 持てる る か 代 立 をか 長 故

よ 意よ するる 可 少 々 恋 て 8 に なな

る 名 ら な ん 久

金 百 次 べ

なに 若 のる ら すき す 年 第

く れ と

國 以 光 世 地 羅

し 奉 れ 門 の 其 を 巴

の 如 是 じ ど 位 磁 相位

謂 之 君 は 共 愈 自

人 す

を て 利 の 以あ 可容 を の

は
前

に
3
云
ひ

四
十
五

方
向

を
示
し
順
序

を
5

外
な
ら

ず
國
政

し
如
く

唯
人
心

を
集
め

て

闘う

なをなば 久 數 て る

た さ か

民る

地

之間どしh を

制の 家度 才動 し はは 門 國 技

序 め 便 族 を 徳 すて 之

、

遂 藤

理 を のら に 固し か に 史

外 其制 す 機 く 成ら

途 歷

其

ど

押

方く れ 恰 。 に 度 も さ 停傳 領 國

向 唯 所る 立拘 るんん て しの

押 諸

をに

す 云 は 理 れ ば 從威 間 土 歐



西
洋
事
情

編
卷

終
情

外
之
一

絡

共
政
府

を
遵
奉

せ
ざ
る

可
ら
ず

6

を
主
と
し
公
平
を
失
は
ざ

ば
ひ

「
失
は
ざ
れ

ば
假
令

ひ
一
時

の
過
失

を
望
む
の
み

の
趣
意
な
れ

ば
政
府

た
み
の

政
府
か
ら
ん

若
し
國
民

の
為

の
爲

め
に

利
を

z
と
な
く

患
あ
る

が
故

を
謀

3
る

に
人
心
一
致

せ
さ
れ

ば
衆

を
害
し

て

正
す
る

の
事

は
一

二
の

君
相
又
は

議
の

政
官

の
手

に
非
ざ
れ

ば
行
は
れ

難
a

が
故
に
人
心

を
集

西
洋
事
情

外
編

巻
之
一

T
A

二

め
て

蛛
ら

一
を
為
さ
せ
る

可
ら
ず

衆
民

の
便
利

を

寮
を
利
す
る

の
患
あ

が
故
に
此
亦
政
府

の
上
よ
り
處
置

せ
ざ
る
可
ら

ず
本
來
諸

國
に
政
府

を
立
て

、
國
民

の
之

を
仰
ぎ

之
を
支
持
す
る
所
以

は
唯
國
內
一
般

に
共
德
澤

を
蒙
ら

ん
!

と

ば
之

を
有
害
無
益

の
長
物

と
云
ム

可
し
就
中
其
職

に
て
最
る
緊
要
な
る
一
大
事
は
法
を
不

に
し

律
を

正
す
る

に
在
り

是
即
ち
人
民

の
生

を
安

ん
じ
自

私
有

の
物

を
保
つ
こ
と

を

得
る
所
以
な
り
故
に
政
を
施
す
に
誠
實

あ
る

と

外
編

卷



西
洋
事
情

外
編

卷
之

二
四

-

和
政

和
政
治
4
5
5
寛
大
な
ら

是
即
ち
政
治

の
f

よ

の
名

裁

の
な
れ
処
仁

君
の

名
あ
る

第
二

世
フ
ラ

ン
シ

ス

一
例

な
5
千
八

百
四

十
八

年
佛

8

に
は
共
政

て
佛
蘭
西

の
共

似

そ
の

府
た
る

安
に

し
て
假
分
以
横

断
の

事
件
起
る
と
5
之
を
和
す
る
こ
と
を
得

へ
し
之
に
反
し
て
政
府
た

處
す

以
府

安

ず
國

中
の
人
心

を
得
る

所
以
は
恩
徳
を
施
す
に
在
5
徳
を
以
て
人
を
服
す
れ
は
共
政
府
安
安
に

裁
は

何
樣
れ
る

を
論
世
求
又
其
年

代
の

新
奮

に
拘
は
ら 今
此
條

に
於

は
唯
政
府

の
施
す

可
處
置

と
隨

て
生
可

き
事
情

と
を
論
ず
る
の
み

政
府

の
を

を
說
難

事
實

に
於

て
は

明
に

共
區
別

を
立
て
其
排

裁
を

設
g
難
し
故
に

今

は
第

一
立

君
第

二
貴
族
合
議

第
三
共
和
政
治

と
三

検
に

口
議

第
三
共
和
政
治

と
三

機
に
其
蛛

裁
を
異
に
す
れ

ど

政
府

の
種
類

福
澤
諭
吉

纂
輯

西
洋
事
情

外
編

卷
之

二

政
府

の
種
類

さ
の

一
人

の
身

を

る
が
如
く
専
ら

私
を

顧
て
公
明
正
大

の
趣
意

を
失
ふ
と
き

は
配
臣

賊
民

を
罰
す
る

に
必
ず

修
刻
に
過
る
こ
と
あ
る

可
し
澳
地

利
の

如
s

は
共
政

裁
、

殆
ん

と
立

君
獨
裁

に
似
た
る

る

相
齟
齬
す
る

帝 府

す の の

時 外

代



と
3

は
忽
ち

亂
を
起
し

成
は

共
機

に
乗
じ

て
度

を
過
ぐ
る
ん

と
$

5
千

七
百

九
十

二
年

佛
蘭
西

の
大
亂

は
共

一
例
な
り
此
時
時

に
當

て
佛
蘭
西
國
立

君
獨
裁

是
即
ち
人
心

の
自
然

に
向
ム

所
な
ら
故
に

暴
に

是を

動
ふ
す
れ

ば
從
來

の
政

に
相
反

し
た
る
制
度

を
立
る
こ
と

わ

法
を
以
て

防

に

に
束
縛
せ
ら
る

、
こ
と
久
し
け
れ

ば
其
民

防
ぐ

可
3
2
と
な
り

寬
大

を

す
る

確
實

な
に

得
る
な

を
寛
大
に

事
理
至
當 3

の

政
府

の
自
か
ら
恐
怖
す
る
は
必
ず
刻
海
に
し
て
狐
疑
す
る
が
故
な
り
政
府
の
安
安
な
ら
ざ
る

は
必
ず
恐
怖
す
る
所
ぁ
る

が
な
り
英
國
政
府
の
安
安
な
る
所
以
は
共
政

の
排

裁
に

由
て

闘
西

の
共
和
政
治

は
國
中

の
人
民

z
れ

を
好
む

者
少
く

し
て

共
事
情
甚
だ
困
難

な
り
し

と
云

四
洋
事
情

外
編

容
之

二
=

由

然
る
に
は
お
ら

ず
唯
國

中
の
人
民

に
好
意

を
抱
く
く
も

の
多
し
と
の
こ
と
を
信
じ

政
府

自

か
ら
安
ん
ず
る
こ
と
を
得
る
な
ら
國
中
の
人
民

5
國
中
の
人
民
を
寛
大
に
取
扱

ひ
衆
庶
相
談
す
る
こ
と
を
許

す
所
以

は
其
言

行
宜

を
得

て
國

の
制

を
て

國
の
制
度

を
害
す
る

の
な

さ
を
知
れ

ば
な
ら
凡
そ

の
極

を
云

へ
ば

左
の
數
言
を
以
て

盡
せ
り
即
ち
政
府

は
確
質

主
と
し
て
動
か
平
國
民

は
其
通

義
と
職
分

と
を
知
り

卵
か
ら
謹
慎

し
て
粗
暴

の
準
動

を
為
さ

ず
惡
俗
弊
風

は
唯
政
府

の治
亂
極

れ
ば
こ
れ

を
一

髪
し

て

g自
由

を
思
ひ
一
旦

機
會

を
得
る

數 を
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郎
に

考
れ

ば
立

君
獨
裁

の
政

を
俄

に

て

國
中
一
般

の
人

を
し

て
政

を
議
す
る

の
法

を
立
て

な
ば
其
人

々
事

會
て

な

ず
と
雖
ゆ

な
佛
蘭
西
日

耳
曼

に
於

て
は

絕
て
く
れ

な
故
に
今
佛
蘭
西
日

耳
曼
等
に
て

俄
に

「

由
國
政

は
益
く

官
府
有
志

の
手
よ
り

出
て

國
中

に
人
物
あ
り

と
雖

政
治

に
關
係
す
る
こ

と
を

得
さ
る
る

の
多
し
斯
る
風
習

に
暗
く

し
て

は
國
中
會
議

の
政

を
c

让
中

を
以
て
國
を

法

は
早
晚
共
政
治

の
一
変

す
可
前
兆
な
り

政
治
經
濟

の
科
を
卒
公
は
國
民
に
於
て
る
欠
く
可
ら
ざ
る

の
緊
要
事
な
5
國
民
皆
之
の
事
情

に
:

に
供
す

て
政
治

の
需
用

に
す
る

に

る

治

教

之
四

神
事
世
界

無
急

之
二

一
外

に

て 既

教 浴

の
風
俗
あ
る

國
に

於
て

は
人
民

各
政

!
於

の
職
分

を
差
す

可
3

が
故
に
よ
く
こ
れ

を
教
育

せ
さ

る
可
ら
ず
亞
米
利
加
に
て

は
國
民

の
教
育

既
足
れ

と
云
ム

可
し
其
他
歐
羅

巴
の

諸
國

に
於

て
公
教
育

の
法
亞
米
利
加

に
劣
ら
ざ
る

の
あ
る

治
む
可
ら
ず
歐
羅
巴
に

3 3
其

國
々

の
風
習

に

の
多
し
斯
る
風
習

の
存
す
る

國
に

於
て

俄
に

不
人

を
舉

て
議

政
の

權
を
附
與

す
る
と
3
其
人
嘗
て
政
治
の
事
に
慣
れ
ず
し
て
共
味
を
知
ら
ざ
る
が
故
に

、
其
縫

わ
其
事

を
為
し

能
は
ざ
る
べ
し
英
國

に
於

て
は
罪
人

の
取
扱
市
中

の
取
締

村
邑

の
評
議

、
街
道

の
處
置

等
其
事

病
に

由
て

は
本
人

に
任
す
る

が
故
に

自
か
ら
政
治

の
一
端

を
學
び

得
て
共
益
少
か
ら

其
政
治

の
弊

裁
を

變
じ

に
慣
れ

ず
し

て
必
ず
處
置

を
錯
る
こ
と
あ
る

可
し

之
に

由
置



日
ま
悔
外
認
之

二

M

少
な
か
ら

ず
と

雖
さ

國
內

に
干
戈

を
動
か
せ

ば
一
時

に
其
調

に
上
目
前

に
災
害

の
生

に
曜
ち

か
ら
既
往
の
亂
を
脱
せ
ら
右
の
如

・
せ
り

は
實
に
一
國
の
繁
栄
を
致
せ
し
が
故
に

せ
し
が
故

に
至
る
ま
で
共
國

の
八
意
氣
揚

々
と
し
て

自 自

で
英

國
の

人
こ
の
革
命

を
悦
ば

さ
る
る

の
な
し
又
昔

時
佛
蘭

西
人

の
暴
政

に
苦
み

し
有
樣

ざ
る

破
っ
た
る

に
由

て
內
観

を
生
じ

逐
に
其
位

を
廢

し
て
政
府

を
一
変

し
た
れ

&
3
今
日

に
至

に

に
俄

に
政
府

の
革
す
る

を
革
命

と
云
ひ

世
に
逝
る

可
ら
ざ
る

の
胴
な
れ

ど
、

成
は

或
は

の
名

は
政
治

を
一
変

し
た
る

に
似
た
れ
ど
る

(
其
實

る
こ
と
能
は
ず
し
て

の
不
幸
に
な
る
可 可

図
共
和
政
治

に
慶
さ
ん

と
す
る

と
必
ず

其

し
抑
英

國
所
領

の
亞
米
利
加
に
て
共
和
政
府

を
建
て

し
は
こ
の

例
に

非
ら
ず
亞
米
利
加

建

國
從
來
英
國
王
よ
り
遺
差
せ
る
名
代
の

人
を
首
長

の
位

に
置

2
國
內

の
事
務

は
國
內

の
人
に
て
此
名

代
の

人
と
共
に
處
置
す
る
風
習

な
っ
し
ゅ

へ
建
國

の
後
議
事

院
を
設
け
大
統
領

を
立
て

し
を
離
さ

な
一
蛛

の
政
治

に
至

て
は

像
に
其
趣

を
こ
じ
れ
る
の
み

兵
亂

に
由

亦
こ
れ

に
由

て
國

の
幸

と
な
る
こ
と

千
六

百
八

十
八

年
英
國
王

第
二

世
ゼ

ー
ム

ス
國
法

をるを
見
れ

ば
千

七
百
年
代

の
末

に
其
國

の
大

に
亂

れ
た
る
驚
く

可
に

非
ず

又
亞
米
利
加

の

騒
亂

く
命

の
兵

亂
に

由
て

は
或
は
一
函

の
幸

と
な
る
こ
と

亦



へ
ば

可
ら
ず

買

て
行

は
れ
ざ
る

に
と

ら
ず
壁

へ
ば
英
國
政
府
の
如

制
度
整
齊
に
し
て
內
外

故
に

の
論
は
未
だ

一
科
の
學
と
為
す
可
、
定
法
な
さ

を

3

る
こ
と

由

世

を
挽
回
す
可
8
人
物
を
見

忽
ち
其
人

に
籠

絡
せ
ら

れ
一
時

の
安

ず

籠
絡

安
を

ば

を
買

其
望

失
ひ
現
在
の
兵
側
に
苦
み
後
來
の
難
を
恐
れ
遂
に
姑
息
の
心
を
生
じ
て
衰
世
の

に

供
す 7

婆
化

、
計
る
可
ら
ざ
る
が
故
に

の
亂
起

れ
ば
從
來

、
人

の
慣
れ

し
制
度
風
習

を
變
動

し
後
來

の
懸
化

、計
る

の

若
て

国
産
事
情
外
地

之
二

す
る
こ
と

甚
し
き

が
故
に
思
盧
あ
る

人
は
前
後

を
願

て
安

に
其
事

に
與
す
る

者
少
し

図
に

革
甚

s

命工
商

の
業

地
を

挑
て
衰
微

し
力

役
の

人
は
活
計

を
失
ひ
且
不

生
よ
り
非
常

の
用

に
を

す
可

貯
な
け
れ

ば
巳
む

を
得

ず
し

て
悪
事

に
陷

9
騒
亂

中
に
又
一

場
の
騒
觀

を
生
ず
斯
く
騒
亂

の

持
續

持
減
す
る

際
に

當
て

世
の
た
め

に
最
る
憂
ム

可
一
時

は
最
初
國
政

の
改
革

を
企
望
せ
し

者
當

既
に
要
望
を

亂
來

時
運

ん
と
し
て

人
間
普
通

の
自
由

を
薬
る

と
あ
り

是
れ

所
謂
自
由

を
て
自
由

を
失
ム
お
の
な
ち
故
に

世

人
若
し

其
政
府

を
改
革
せ
ん
と

欲
せ

ば
劇
烈
非
常

の
術

を
用

し
て
其
目

的
蓬

す
可

路
あ
る
と
き

に
の
み

之
に
従
事

す
可

し
路

政
治

政
府
を
建
る
に
謹
慎
し
て
思
盛

を
盡

し
或
は

他
の
適
例

に
倣

て
法

を
定
ひ
と
雖
巡
る

盡
定
ひ
と

雖
之

を
賃

地
に
施
し

て
「
貸

地
に
施
し

し
可

n
に

非
ら
ざ
る

な
5
世
に
盛
善

と
稱
す
る
政
府

の
事
情

は
學
者

の
未
だ
知
ら

ざ

る
所
に
て
紙
上

の
論
を
以
て

盡
す

な



の
肉

は

者

四
形
事
情

外
編

巻
之

二

5
今

從 各 に る 家 の 筈 管立 實或

て 史人 欠 風 所 の なな つには

次 を に 典俗以 人 れれれ 者 行行 其 な

第 按 てあ に ははにに はは政 る

に す 政 れ 赴年 でて 卑る る 君 る 府 て

な 善る のばさ 代代 自 の 下 嘗主 自 ど

情 に に 是必 し 時 か 別席 て に 事 か 殆

外 赴 政 非 ずが運 ら な の 其 し はら h

く治得 其故 に 貴くに く 下下 息 て 其事て

28 の 失 功 な 由 族 全 院 なな 自自外 を 海

の 沿 をを を て 合く しかかに行内

な 共 て 上ち . ■ら 取り に

り はし 般 の 和 衆院 鍋獨 は 随 比

世 時 各 の 風風政議 は 權る て 類

人 々 々 て 此人 ああ 治 既 下 又 な

結 故 其 と 政必り の に 院院り 外 自 し

行行 障 說 な 治 互抑 外 定 よ 若 裁か ど

を ななを を に もを 裁 れれ り し たにら

修き異 る 以我 斯 な ば 上 其異 押さ

て に 可 て 意 の る 上席 調 な 例
獨

と す し 他 を 如を 可 院 な 権楼 6 す 議

識 能 5 右國忍き を にたれれ をを 共る 論

学を は 所 のに び政 答 て ばて も を

研 ず 以 次 施 自 府 な 長 自 に

く と の 第 さ 然 に れく せ 走 と て

の 雖理 を ん にて さくらば 塾云其ど 之 5

風 で をを 以 ど 國斯 る を て 質

俗 る 8 て す
其 拒 種 云 可可 際

に 年 了之る 制 如 議む議 ひの んなを

赴 代 解 を も 度 き 事 害て にら 名

の す 考 共 を 政 官 威 を 政 んh

可 れ 風敬 の 多 なる 為 府 かす

自 しし ば 俗 受行 く しるす の 都 可

g 各 人 す は は 下 可
上

ら に 國必るるる 名 院 き に 其

く
は

自
か
ら

可可あ為 す

可 上 てら



等
の
事
情
あ
る

と
☆

恐
決
し
て

程
卒

に
議
論

を
す

可
ら
ず

を

丁
寧
反
復
し

あ
ら
ば

る
こ
と
な
く

動

て

に
任
せ
ざ
る
可
ら

ず
是
即
ち
國
民

の
職
分
な
り

凡
そ
人
と
し
て
此
図
に
居

其
政
府

の
下

に
立
て

ば
自
か
ら

故
府

に
對

し
て
務
ひ

可
職
分

あ
る

の
理
な
れ
ど
お
世
人
未
だ
ょ
く
此
理
を
知
ら
ず
或
は
安
政
府

の
職
分
の
み

を
議
論

し

己
れ

れ
に

對
し

て
報
ず

可
さ
職
分

ぁ
報
す

さ
職
分
あ
る
の
理
は
賽
て
自
か
ら
顧
る

z

政
の

職

會
議

の
法

を
設
る

と
一
國

の
公

政
を

行
可

ら
ず
蓋
し
國
中

の
人

は
一
般

公
の

架
庶

ふ

來
未
だ
共
進
歩

の
速

の
を

見
ず
且
又
國
中

の
砲

の
人

各
々
一
已

の
私

徳
を
修
め
さ
れ

ば
假

る

ず
し

て
然
る
も
の
多
く

皆
偶
然

に
出
る

と
雖
宮

古
配
を
以
て

し
固
1
5

共
る

を
計
ら

ず
し

て

に に
至

公
議
す
る

政
府

の
威

權
を
制
し

て
衆

無
會
議

の
端

を
開
き

臨
て
政
府

亦
私

曲
を
行
ム

Z
と
少
く
漸
く

國
中
一
般
の
便
利
を
公
議
す

四
神
事
情

外
観

密
之

二
八

至
れ
り
斯
く
時
勢

の
沿
革
す
る

に
は
或
は

治
を
以
て

し
取

は令
衆
燕

便
利
を
謀
る
の
趣
旨
を
先

に
自
か
ら
了
解
し
て
然
る
後
に
其
趣
旨
を
施
行
す
可
き
人
物
を
撰

舉
し

之
を
衆
人

の
名
代
と
し
て

議
政

の
職

に

す
れ

ば

放
蕩

に
陥
る

者
少
な
か
ら

ず
罪
人

と
云

ふ
可

し
政
府

に
過
失
あ
れ

ば
之

を
改
正

す
!

者
れ

ば
之

を
改
正

す
可

き
方

術

を
熟
考

し
穩

に
其
處

置
を
施
さ

ん
と
し
て

力
を
盡
す

は
國
中

の
人
々
當
務

の
職
分
な
れ
ど
る

其
時
勢
に
一
利
を
起
し
て

一
害
を
生
す
可
き
の
感
ぁ
ら
ば
丁
寧
反
復
し
て
其
利
害
得
失
を
祭

し
何



九

円
洋
事
情

外
記

巻
之

二

制
度

と
稱
す
る

8

盡
普

英
國 3

たて

な
ら

ず
又

商
て
増
補
改
正

し
以

て
営

お
り

、

巧
に

共
弊
風

を
除

巧

に
と
る

わ
在

抑
壓
せ
ん
と
す
れ

ば
其
主

人
に
て

之
を

保

護
す
る
こ
と

5
是
即
ち
糞
奴

の
法
を
以
て

人
を

救
あ
る

の
な
ら

救
ム

非
常

の
暴
政
を
以
て

小
弱

の
買

奴
を
抑
墜
せ
ん
と
す

弱
の

資
奴

を

隷
の

法
は
文
明

の
人

に
於

て
ひ

所
な
れ

せ
な

こ
の

に
階
級

あ
あ
れ
ば
其
階
級
に
隠
て

臨
必

凡
を

ン
ド

ス
ト
」

ス

改
め
ん
ど
せ
ば
必
ず
混
亂
を
生
ず
可
し

混
亂

を
生
ず

可
し
｢
引
敏

べ
軸

次

古
よ
り

の
奮
例
に
て

今
俄

に
之

を
改
め

ん
と

せ
ば

亦
$

れ
を
「
ヶ

ス
ト
」

と
云

ふ
此
風
俗

は
往

上
下

の
別
わ
り

に

送り

を
分
ち

一
種
類

毎
に

あ
っ
て
其
君
主
妄
慢

の
權
を
多

少
に
抑
制

す
可

し

舊
例

國
法
及
び
風
俗

稍
や
開
化

に
進
れ
る

國
に

於
て

は
必
ず
古
風
奮
例
な
る

。
稍

!

東
洋
諸
國
に
て
は
國
民

の
種
類
を
分
ち

一
種
類
毎
に
具 具
っ
た
る
權
威
あ
っ

て
各
々
其
職

業
を
異
に

し
階
級

な
水

風
俗
取
り
加
減
を
世
上
に
首
長
と
配
下
と
位
を
別
ち

本
に
て
士
農

右
の
如
く
人
民

の
種
類

を
分

の
風
俗

は
蟹
野

の
民
間

に
在

て
は
或
は
適
當

す
可

き

る
べ
し

と
雖
ゆ
る
文
明

の
國

に
於

て
は

微
義

の
道

と
宗
旨

の
教

と
に

由
て

3
.
5

ど
る

た
5
然
り

と
雖
必

3
又

之
、

に
森
昧
夷

俗
の
太
古
よ
り
世
に

行
は
る

、
別
段

の
風
俗

此
風
俗

は
歲
月

を
經
る

に
從

て
留

に
之

を
棄
て
き
る
の
み

薬

文
明
開
化

の
一
大
助
と
偽
し
た

の
な
ら

今
英

國
に

於
て
藍
華
藍
美

の



他 て手手

固力る る を て

之 れす 方 必 し て 発

璃身 散身 遂固 場 こ

て

ら 比 構 威夫 るす 毒於 を り且

たす 成 力

るこ に 古

に を は 農と な 失修

造侯

ど 往

故るる 曲曲 手 其 くくをの國

どと

を て ば 外

も のの 敵 ば 如礎 史 の 俗ば 機

を姦

農農り あ 意向 君 夷 の 可法る れ 情

て に 夫其ら て 俗風 し を

了

なな

大

の
3
其
本

を
尋

れ
ば
往
古

の
風
俗
よ
り
來
ち

し

其

西
洋
事
情

外
編

巻
之

二

て を を 。 を 虫 を 各各 の は

有 直 與 得 裁 罰得 裁 頼 名名國理 高 最も

司 に べ 判 すす て づて を 論論

の 暴 て しの る 諸諧 , く て 了 に

侯 は 琴 古郷 從切

に の に よ 所 と に 暴味 來 すて

於

免 は

を はる るず どど か 其

造 て 者 難ああ る

に とどなの ら 可 不 て

の 優 もれ 裁れ 裁ち ばし正し 正 と 俗考 し

れあば 判 若 其響 にに な のれる

り る 成所 し 君 し し 風 ば

図可 は に 其直 ばて 次 を 世 多

法 3 載 出裁 國 に 今極 第 改 の

な 判 で のと 無 て に 正文 故

で どれ の 舊鬱 を 法 欠 其 す 明 に

度 ど 有 事例 捕 の 形 る を 此

を びび も 司 の
多 を の 進 風

守 定金
定全 を 是 て て に し 成 便 め 松

7 れく 是非非 於 どし 利 h
ん の

のば裁
る 自 て 難 た などど 沿

便 裁判 或 直 訴 か る るすす 革

利剣 の は をを 認ら良 る に る

な 役 路 之 礼 をを 無 夫人 の 若 に 探

る 並 なに すす 熟熟履あ 民 を

と に く 噛 て く ち て 國 す

之
を
破
る

の
煩
し

さ
は

謹
で

之
を

&
3

人

若其 し 路 と 可罪週 れ 法 ど る



四
洋

格
外
.
c
l

ら
と
云
っ

をら

ヂ
ス
ナ
ニ
ャ
ン
當
時

の
學
者

に

法 紀 以 に とる

に 世 な

は 其二 人 非國みス 世 すさ

者 て

動

と 月月 十 の たび は 成 か

學 · し

だ 略 をりた を

間e

の
人
法
令

に

た

と

た

の 法

知る のれ 世 羅 を

てと

術 史 も 古 あ を 人 の 代 法國

を なでああの 6 造遊 々

に年タ

書齊り へ は 世 ス 可 各 か

刊 類類 に る 新 人 が ら國

行 の 至 の て に て ず に 故

の 浩る 説太 ど 法 の 「 て

間 形 の

て 歳 を と 馬る掌ル に

上人 至 は

る に 唯創 前 物る

じ 此此花 は そ 古 造 の人 の

て 律 の律 し し 來 せ 人 は 出 で 天は 出

書書 書 背 元 て 法 く のし 英 て

中 を にを に 後後 知 は し 法始図 に

を 見見 負負 五五る 即 て をを の 法 序

披る は 百可 ち 之 壇 な之 な p を は

萃茹 て す 年 ら 此 を 補ら を り 論 甚論 芸 の

し ど 可と の ず 使 傳改 ど改 ず だ 性

簡 他簡能 し 項 故 節頃 故 習 正 て る延情

約 はとと 万ろ に のせ し 其し ト 者 々 あ

なぎな に 高音 ん た 代紀希 た 榮 あ 2 3

る る 故故 はは 名 がる 名職 名城 り しが

る 事事 に 77 よ 為 の 基 國後即 て 故

金 の あ の る み だ の 八 ち 殆 な

書 多 り 法法 羅學希 盛 君百 アア hbり

を き 但但 律律馬び職 な 年デさ

気がしし の 得 1 其

輯輯 故此 く 法 た と 如 ソ 起

せ に 時 集律る 簡歷 雖節 の 原

し 羅 に り る 28 を 史 也是 を

め 馬 ははてて 其の 遺 に も な 知

た 帝 . 未 其整 な し 気質

ア
ル
フ
レ
ッ
ト

傾
惰

の
性
情

す
る

*一に
ち

+
1

云 實りら る



しせ 謂 き 宜 の

て 盡 蘇る 史 て がし 封 は し …

其 今其
固
1
5

其

ど をど

な

英 -

り

たた

從士 たし を 古り 形 ざす を

來 は

由
に
す
る

か
の
に

ニ

所
一
朝
一
夕
の
に

選

る

注
意
す
可
8
z
と
な
り
又
欧
羅
巴

の
歴
史

四
事
情

外
細

卷
之

二

と
に

非
ら
ず

殊

々 .

風

てど

み て 時方 統 な 按 の

歌 り

北

せよせ

に君

其居也

任しどれて 其者其

8 な 例

て 中 し に 結 從勢 なる 國 g る

來 で 制 で 住 で 者 にり 其の を

る 英 よ ど 居

職職る

逐る 28

た

下しし 遂羅 馬

すす れ に 地中 の せ

古 】古 智 巴巴 々 に 從

た す

2

る臣

た 臣 賞赏 放任歐羅は

をを

を 民る

にに こ

れる馬古民 て

異 其 代 功 人 の 夷 來

の

ば なり 分 所 e の 度 の

り ど 世 お 好 随りて確り 由

ど又し 羅 処方 由

を U

其の

至 封封 な 其約約 を

し

可すふ

を恐 を 世 す 學 の

裕 どど 法法封 を る 配

詳籍

る 建 り 地地 を 其 は 例法其は

意着

ら可に

殺 方方 を れ 將故俗 五 其を と 右

國 伐伐 今今子 しむ 野其 で 百 中 探 にの

にの 飲 々 土 年 古 索

は 風 羅孫 し

はにに に 者 で 、 勢 3 殊 以

脱 てて 傳 どの を 率い 三 に て 情

種 しし 地 度 獨 押動 で 百 英考 外

の 面面 以上 立立領 稱破 れ 年 眼 す國れ

風 う の て 地

な 配 に 3 者 制 法

あ雖雖則則建得

ず 又北 建法 く き 太

國 日 往往基 の 乃 て 方 き 世 の 注 は 古

法 に 古 ど は ちれ の の 藤本

人 麿 の は舊

君 に 乗 北本 と 知起

所 り なし 臣臣 配配し 方 は 俗 なら

他 にに 由 り 君 ののみみ て の 北 に ん 其

國 て 來 上 み分

に 馬 古民

な 制 を を 世 は

雖 名 のの た し 羅巴 の 明 史

率 目

を 2 の もの を り し 古

羅 抑 其 之 奉 なな 君 風 人 破 元紀 て

を
投
じ
て

右
の
次
第
を
以
て

考
れ

ば
法

の
本

は
太
古

の
薔
例
よ
り
起
り

共
由

て
來
る
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外
方

今
英
國
に
て
良
法

と
稱
す
る

よ
り

出
す
る
る
の
は
往
古

の
薔
例
ょ
う
由
て
來
る
も
の
多
し
即
ち

拾
問

ど
さ

雖

ば
固
よ
り

之
を
救
る

し
或
は
又
果

し
て
其
罪

の
一

あ
れ

ば
罰

を
蒙
る

と
な
ら

國
に

法
あ
れ

ば
安

訴
訟
の
相
手
を
お
呼
び
出
し

て
直
に
事
の
是
非
曲
直
を
断
し
冤
罪
な
れ

年
英

國
に
行
は
る

「
ハ
ビ
ュ
ー
ス
、
コ
ル
ク
ス

」
の

法
を
採
用
す
る
こ
と

能
は
ず

乙

の
法

の
趣
意

は
罪
人

を
捕

へ
或
は

之
を
獄
屋

に
繋
ぎ

し
と
き

共
本
人
若
く

は
他
人
に
て
必
罪

罪

の
次
第

を
不
公
平
な
り

と
思
へ

ば
公
然
た
る
裁
判

を
受

ん
と

て
こ
れ

を
官

に
訴

へ
共
罪
人

へ

關
係
せ
る
官
吏
井
に
訴
訟
の
相
手
を

佛
蘭
西
に
て
國
民

の
自
由

を
達
せ

し
め
ん

と
し
度
々
公
明
正
大

の
改
革

を
し
た
る
こ
と
あ

り
と
雖
ど

5
と

雖
ゆ
る
多
年

英

易
し

3
が
故
に
假
分

自
由
寬
大

の
法

を
設
る

と
さ
國
民

の
習
俗

に
適

せ
ず

し
て

共
法
甚
だ
破
れ

主
自
由
或
は
財
貨

不
均
等

の
こ
と

に
付
制
度

を
設
け

し
て

と
あ
れ
ど
る

志
を

得
て
政
府

の
上

に
立
つ

者
は
常
に
暴
主

な
5
蓋
し
佛
國

の
風
俗

は
暴
政

を
行
ム

に
非
ら
ざ
れ

ば
下

を
御
し

難
区

四
洋
事
情
外
観
智
之

二
四

に
人

を
捕

へ
て

獄
に
繋
く

の
弊
少
し

と
雖

&
西
亜
澳
地

利
の
如
き

は
決
し
て
然
ら

魏

々
れ
る
官
獄

に
人

を
禁

し
數
年

の
久
し

a
を

經
に

れ
空

3
捨
て

、
問
は
ず
事
實
共
本
人

に
於

て
る

何
等

の
趣
意
を
以
て

獄
に

下
ら
し

や
自
か
ら

之
を
了
解

せ
ざ
る

者
多
し

右
の
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ム
ニ
シ
パ
ッ
チ
ー

」
と
云
ム

に

u
子

ル
ス
イ

ン
ケ
ス
ト

」
と
称
す
る

の
は
死
人

の
を
檢
查

し
て
其
辣

に
批
あ
れ

ば
直
に

-



市
民
會
同

の
威
權
斯

の
如
く

強
盛
な
ら
ざ
ら

し
を
離
さ

な
國

の
未
だ

幸

に

し

共
演

城

毀
ち

て 河の

及
び
其
他

他
國

を
戰
爭

し
て

之
に
勝
ち

し
2
W
s
5
此
時

に
當

て
ラ

1
)

御研
し

行

な
る
こ
と
萬
里
の
波
濤
を
越
て
外
國
と
貿
易
を

の
を

國

ち
共
強
暴

を 々

な 約

共
貿
易

を
保

ら
ず

る

の

に
與
す
る

の
多
く

し
て
遂
に

之
を
「ハ
ン
セ
ナ
ッ
ク

」
の
同
盟
又
は

に
之

を
ハ
ン
セ
ナ
ッ
ク

」
の
同
盟
又
は
貿
易
同
盟

と
稱

し
､
盛
強

里り にの

約
し

利府 種 し

レ 國太政

の
是

な

後
從
ひ

6

る
を

中学

な
る

を
知

伊 々 知る

の
へ
子

以
害

相
合

衆
せ
る

が
故
に

敢
て

害
を
加
る
こ
と

能
は
ざ
り

し
と
云
ム

一
の
武
士

等
一

個
の

市
人

に
向

て
之

を
凌
座
す
る

は
容
易
な
り

と
雖
斯

く
一
般

の
法
を
以
て

十
六

四
幹
事

倫
外

編
巻

之
二

市
都
會
同

の
商

民
等

は
此
殊

典
の
便
利

知
り

種
々

に
工
夫

を
運
ら
し

て
之

を
盛

に
せ

ん
こ
と

を
欲
し

式
市

都
の
繁
昌
す
る

に
建

て
城

を
築

、
兵

を
養
ひ
其
長

者
城

は
自
か
ら
貴
族

の
排

ら
貴
族

の
排

裁
を
成
し
殊
に
フ
ェ
ナ
ー

ス
ゼ
ノ
ア

の
如

は
最

3

盛
な
ら
し
な
の

て
其
首

長
の
威
檻

は
殆

ん
ど
一
國
王

の
し

斯
の
如
く

各
處

に
起
立
せ
る

諸
都

府
の

內
に

首
都

と
し
て
ハ
ン
ボ
ル

フ
ル
ベ
ッ
キ

ブ
レ

メ
ン

の
三

都
相
互

に
結
約

し
次

て
又
此

約

易
を
保
護
す
る
の
み
な
ら

ず
展

大
河
の
近
傍
に
在
る
封
建
世
藤

の
貴
族
等
河
の
畔
に
堅
固
岡
な
る

城
を

築
て
通
航

の
商
船
を
要
要

し
税

を
取
ら

ん
と

せ
し

に
と
あ
り
し
か

&
ふ
貿
易
同
盟

の
兵
を
以
て

其
せ

あ
ら
し

防
て
世
人

の
産
業

を
安

ん
世

し
し

と
云
ム

英
国
に
て
は

て

首 に

波多 と て



円
岸

本
情

外
編

卷
之

二

ܒ
ܪ
ܕ

験
亂

を
防
く
に

他
の
方
術
な
し
パ
ン

ス
政
府

本

政
府
よ
り
出
る

が
故
に
騒
亂

を
防

府

府
一
度
倒
れ

ば

保
護
す
る
が
政
に
不
意
の
騒
乱
を
防
く
に
足
れ
5
佛
園

西
の

の

に
中
心

の
本

梱
直
に
中
心

政

南
西

の
如
き
は

四 其

て
公
事

を
處
置

し
毎

駐
毎
會
各

々
一

局
々

一
局

の
中
心

と
偽
っ

て
同
心
戮
力

以
て

國
の
制
度

を

を
開

に
天
下

の
金

を
腐
す
く

と
少
か
ら

ず
市
民

の
型

力
を

努
せ
し

と
云
ム

右
の
如
く
市
民

の
會
同

處
々

に
起
て

自
か
ら
獨
立

の
事

裁
を
成
し

以
て
世
上
交
際

の
基
本

慶

レ
ス

王
の
御
宇
に

御

に
至

て
は

固
よ
り
告
駒

の
飲

羊
に
て

唯
舊
典

を
紀
念
す
る

の
児
戯

に
ス
す
る
の
み

と

日

る
の
み
と
雖

具
は
る
殊
典

な
を

請
は

N
る

可
ら
ず

是
即
ち
ロ
ン
ド
ン

府
に

具
は

殊
典

。
の
時
勢

と
な
り
其
遺

風
今
日

に
至
る
ま
で

荷
は
存
せ

ら
ロ
ン
ド
ン

テ
ム
フ
ル

と
云
へ
る

開
け
る

と
s

に
は

自
か
ら

其
風
俗
流
行

し
て
人
民

の
保
護

を
為
す
こ
と
少
な
か
ら
さ
ら
し

地
$

9
國
王

に
の
霊
地

を
通
行
す
る
欺
又

は
兵
卒

を
共
地

造
る
と
き
は
王
よ
り
市
中
の

總
督

へ
其
免
許

ぐ
る

往
古

第
一

世
チ
ャ
ー
レ
ス

王
の

王
室
と
議
事
院
と

争
論
の
と
き
下
院
の
議
事
官
之
の
靈

地
に
脂
籠

て
自
か
ら
保
護

せ
し

$
5
其
後

第
二

世
チ
ャ
ー
レ
ス

は
第

一
世

の
弟
な
り

し
が

王
室

の
權
を
専
ら
に
せ
ん
と
欲
し
て
市
中
に
此
殊
典
あ
る
を
忌
み
之
を

せ
ん
と
て
大
に
心

を

に

に 内 の

兒具 に 市

戯 は 道中

にる

民
の

私
に

同
に
同
盟
す
る

す
る

の
は
一
国

の
愛

を
為
さ

し

れ の

ば



就
月
將
以

て
今
日

の
盛

に
至
り
世
界

第
一

の
良
政
府

と
盛

良
成
す

し

8

ら
し

と
知
る

可
n
の
み

K
4

云
4

然
れ
ど
る

今
由

拾
原
由

る偽
め

に
集
會
す
る

の
例
$
$

是
即
ち
議
事

院
の
始
め

な
の

て

と
其
說

の
相
異
な
な
る

ん
と
斯
の
如

せ

と

こ
の

如

し
る

の
に
て
共
始

た
整
骨

に
至
ら
ざ
る

の
と
き

に
は

賽

て
威
權
な
く

亦
之

に
具
は
る

金

成
を
成
せ

院
は

元
と

人
の
議
論
を
以
て
其
法

を
定
めめ
た
る
に
非
ず
知
ら

に

る

自
か
ら
獨
立

の
蛛
裁

を
成
せ

ふ行

獨
立

の
々

制

全
國
共

に
一
場

の
戦
地

と
成
る

古
來
佛
認
西

に
北
例
少
か
ら

英
國

に
於

て
は

然
ら
ず
不
織

各

自
由
の
市
民
等
互
に
同
盟
し
て
各
々
制

四
洋
事
情

外
編

谷
之

二

ン

法
を
設
け
其
法

を
守

て
自
か
ら

る
は

管
に
古
風
傳
來

の
賜

と
云
ム

可
し

抑
名
古
風
譜
例

9
由
來

し
て
一
國
人
民

の
主
大
至
宝

の
賜

と
稱

す
可

な
の
は

共

人
民

へ
自
由
を
許
し
生
産
を
安
ん
せ
し
む
る

の
政
治
な
ら
壁

へ
ば
我
英
國
に
行
は
る

、
議
事

院
の
如
是
な
り
英
國

の
議
事

ず
識

ら
漸
次

: に
蛛
裁

を

か
り
し
な
り
方

。
世
間
に
議
事

院
の

由
來

を
議
論

す

る
の
甚
だ
多
し
成
人

云
く
議
事

院
の

根
基

は
往
古
國
中

の
政
府

の
良

を
議
す
る

為

大
に
集
合

に
せ
し
め

と
又
一

說
に
云
く
往
古
世
藤

の
臣
下

王
都

に
入
朝

し
金

を
貸
す
る

し
一

は
國
民
自
由

の
趣
旨

に
出
し

の
と
云
ひ

一
は
國
法

の
盛
な
る

に
出

て
起
り
し
な
の

と
の
と

の
如
何

は
始
く
捨
て

論
せ

ず
唯
國
人

集
會

の
例
一
度
始
り

て
よ
り

日

を 來



西
洋
事
情

外
編

之
二

丸

す

可勢

間

文
或
は
之
を
倒
さ
ん
と
せ
し
に
と
ろ
あ
り
し
か
ど
。
確
乎
不
扱
恰
る
大
古

の
始
よ
り
存
在
せ

史

勢
爾
後
議
事
院
の
權
次
第
に
隆
盛
し
漸
く
倒
立
の
勢
を
以
て
政
治
議
定
の
一
大
局
と
成
れ
5
間

罪
科

其
議

事
院

の
者

を
蔑
視
す
る
こ
と

水
基
し
之
を
罵
営
し
之
を
凌
辱
し
成
は
激
論
を
唱
る
者
あ
れ
ば
之
を
鼻
科
に
處
せ
し
こ
と
わ

8

。
と

の
如
く
毎
年
定
式

の
集
合

を
催
す
こ
と

と

し
て
國
王

に
訴
歎

願
す
る
こ
と
あ
る
の
み

に
哀
訴

て

權
威
甚
だ

小
弱

に
し

て
固
よ
り
國
法

を
議

定
に

し
て

固
よ
り
國
法

を
議
定
す
る
こ
と

を
得

ず
唯

時

に
至

ぶ

其
景
況

を
察
す
る

に
何

は
今

其
泉

況

方
今

の
議
事

院
を

共
創
立

の
と
き

に
比
す
れ
ば

の
異
な
る
こ
と

甚
し

加
之

神
や
疲
月

を
に

經
て
歴
史

中
に

3
初

て
議
事

院
の
こ
と

を
記
せ
る
時
代

に
至
り

,

躰

院

日
の
議
事

院
と

は
甚
だ
相
違
あ
り
此
時

代
に

は
上
下
兩
院

の
別
な
く
唯
今

の
上
院
あ
る
の
み

其
後

千
二

百
年
代

の
頃

ろ
下
院

の
集
會
漸
く
定

5
今
日

.
ろ

は
其
權

威
却

て
上
院

の
右

に

出
る
と
雖

、
創
立

の
と
き
に
は
實
に

々
た
る
も
の
に
て
有
れ

ど
無
き

が
如
し

都
て

此

時
代

に
は
議
事

院
の

な
な
し
専
ら
權
柄

を
執
る

の
は
國
王

と
執
政

官
に
て

し
な
の

、
如
く

に
し

て
其
殊

典
を
動
か
す

可
ら

ず
斯
く
議
事

院
の

盛
な
る
原
因

を
按
す

る
に

食
の

權
を
掌
握

せ
し

よ
っ
し

て
逐

に
を
成
し

た
と
云
ム

古
來
英
國
王

外
図

と
戦
争



之
れ

を
採
用
す
れ

&
3
或
は

之
を
布
告
す
る

に
當

て
初
め
建
白

せ
し
趣
意

を
動
る
す
れ

の

る 政事

執
て

恰

萬

3
議
事

院
に
て
國
政

の
賞

權
を
掌
握

せ
し

固
よ
り
王
家

の
許
允

は
唯
德
典

に
供
す
る

の
み
に
て
其
有
名
無
富
な
る
は
萬
人
の
知
る
所
な
れ
空
込
其
格
式
を
拠
す
る
こ
と
能
は
ず
抑

經
る
を
以
て

常
式

の
例

と
為
し
若
し

然
さ
る

の
は
其
の

國
法

に
非
ら
ず

と
せ
り

古
格
舊
式

の
厳

す
可

ら
さ
る

亦
甚
だ
し
今
日

に
至

廢
に
至
る
ま
で

我
英

國
の
議
事

院
に
て

法
を

議
外

何
等

の
事
件

に
拘
は
ら

ず
都

て
國

中
に
法
令

を
布
告
す
る

令
を
布
告
す
る

に
は
必
ず
譲
事

院
の
評
議

を

魔
,

と
の

趣
を
約
束

し
て
則
ち

共
ひ ひ

隨
て
用
金

の
談

列
あ
れ

ば
薩

て
新
法

を
建
白

し

行

すす
可

な
る

が
故
に

王
よ
り
下
院

へ
用
金

の
談

列
あ
る

と

3
は
下
院

に
於

て
は
國
民

に
便
利
な
る

法
を
建
白

し
此
法

を
施
行

し
な

ば
此
金

を
調
達

塗法
律

を
國
中

に
布
告
す
る

の
は は
國
王

な し
な
の

漸
く
一
國

の
制
度

と
成
る

に
至
れ
り
元

蓬

例
と

せ
5
議
事

院
は
此
機

會
に
乗
じ

て
種
々

の
事
件

を
愁
訴

し
次
第
に

共
自
由
殊
典

の
趣
意

を
差
せ
ん
と
し
て

初
は

唯
愁
訴
歎
願
な
ら

る
等

の
こ
と

に
由

て
鏡

穀
の
入
用
あ
る

と
は
必
ず
議
事

院
に

談
し

之
を
調
達
す
る
を
以
て

等

+
1

外
之

二

來しに
は

定
す
れ

ば
之

を
國
中

に
布
告
す
る

者
は
國
王
な
り

趣
は
実
に
不
可
思
議

に
し

て
恰

る
人

の
手

を

之
に

敷
へ
た
る

が
如
し
議
事

院
に
て

新
分

を
建
白

し
之

を
執
行

せ
ん
こ
と

を
願

へ
ば
政
府

の

官
吏

す 府

れ



四
神

唱
外

郷
之

二

1
1
4
1

り

院
の

每
を
催
ム
す

。
右

に
云
へ
る

「
ム
ニ
チ
ァ
ク
ト

」
の
條
例

を
再
議
す
る

が
偽
ら

な

事

あな

せ
さ
る

と
5

之
を

谷
ひ
る

の
な
し

或
は

又
士
官

の
過

跡
に
て

之
を

爵
せ
ん
と
す
る

と
s

す
る

獨
跡

過
史
議
事

院
に
異
論

酎

て
に

異
論
あ
っ
て
此
條
例
を
施

に

國
王

に
附
與
す
る
が
め

「
ム

ニ
ナ
ァ
ク
ト

と
云
へ
る
條
例

を
設
け

-
然
る
に
此
條

例
は

一

年
を
以
て
期
限

と
し

其
期
限
終
れ

ば
則
ち

又
再
議

し
て

一
年

の
期

を
定

る
こ
と
恰
註

文

支
配
す
る

者
は
國
王
に
て

共
法
宜
し
く
全
榛
獨
裁
な
る

可
n

が
故
に
此
全

權
さ

を

守

し
今
日

に
至
る
ま
で

名
威
力

次

相
異
な
る
こ
と
な
し

る
も
の

は
國
王

の
手
よ
り
布
告

す
可

"
の

書
と
字
句

の
際
憲

3
相
異
な

す
可
ら
ざ
る

の
と
な
せ

ち
故
に
議
事

院
に
て
評
議

の
書
面

を
唱
ム

趣
意
を

記
し
て
動
か
す
可
ら
ざ
る
な
の

は
変
革

し
た
る

わ
9
由
て
又
一

法
を
工
夫

し
國
王

に
建
白

し
て
許
允

を
求
む
る

に
は

其

て

右
の

外
種
々

の
由

線
ぁ
っ
て
下
院

の
威

は
三

局
の

下

席
な
れ

ど
、

賃
は
政
府
最
上

の
權
柄

を
執
れ
g
s

る
に
兵
備

の
必
用
な
る

は
四
よ
り

論

を
俟

た
ず

之
を

をの
書

替
を

今
す

が
如
し
故
に

其
期
限

の
終

に
至
り

過
議
事

甘
替

至
り

行
す
る
こ
と

を
肯

せ
ざ
る

と
3

は
國
中

の
兵
卒
忽
ち
武
器

を
乗

て
不

人
と
偽
り

共
士
官

に
服

從

任
官
に

裁
判
判

を
受
る
こ
と
同
等

の
争
論

を
成
す

る
に
異
な
る
こ
と

勿
か
る

可
し
即
ち

議
に

事

年 て

集 裁



る
の

全
權

は
國
王

を
跳
政

と
に
任
じ

て
其
處

置
。

灌
に

の

る
こ
と

立
君
獨
裁

に
異
な
る

。

之
を
行
え

之
を

は
共
處
置

號
令

政
府

の

な
り

に
執
政
井
に

有
司

其

の
為
め
に
便
利
を
達
す
る
所
以

冗
を

低
か
な

の
な
か
る

可
し

此
即
ち
議
事
院
の
年
々
會
合

し

し
其
集

へ會
を
止
れ

ば
國
中
よ
り
政
府

の
費

冗
を
伝
え
る

开

府
の

製

定
す
る

に
至
れ

す

蓮
く
下
院
に
て
掌
握
し
某
の
用
に
は
若
千
の
金
を
供
し
来
の
事
に
は
若
干

若
干
の
金
を
用
の
可
し

例
の
如
く

之
を
聞
礼
せ
し

が
歲
月

を
經
る

の
際

に
又
一
層

の
權

を
増
し

て
食

の
權
柄

は は

ば
此
金

は
何

此
金
を
調
達
す
る
は
議
事
院

の
權
に
あ
り

院
あ
り
且
又
國
中
に
て
金
を
出
だ
す
る

の
は

民
出

議
事

院
の

必
し
な
毎
年
集
會
す
る
所
以
は
前
條
の
外
に
又
一

の
事
は
あ
り
英
國
政
府
に
て
海

陸
軍
及
び
其
他

の
公
用

に
金

を
捜
す
こ
と

は
他

の
諸

邦
よ
り

通
に
夥
多

し
と

雖
ど
從
來

津
悔

外
観

念
之

二

い
け
い

な
る

が

故
に
其
名
代
人
た
る
下
院
な
れ
ば
金
穀
の
に
と
は
専
ら
下
院
に
て
評
議
す
可
き
の

な
り
と

て
政
府
よ
り
用
金

の
命

を
下
せ

ば
此
金

は
何

等
の

用
に
供
し
共
用
法

て
等

の
用

に
供
し
共
用

法
は
如
何
す
る

や
と
毎
時

を
一
切
出
納

の
本

を
譲
定

り
右

の
如
く
毎
年
議
事

院
に
て
金
貸
出
納

の
こ
と

を

議
定
す
る
が
故

迟
諾

可

年 若

々 し

會

就
令
を
施
行
す
る
に

神
速

を
貴
び
須
ら
く

一
人

の
手
よ
り
出
づ

可
し
下
院

の
如

s
衆
人
會
合

の
大
局
に
て

は
甚
だ
不
便
な
り

故
に
英
國
に
て
號
令

を
施
行

す
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其
處
置
宜

き
を
得
る

の
と
云
ム
可

を

ふ
ら
ず

て
瞭
然

た
5

之
假
分
ひ
國
民

の
偽

め
た
り

に
職
業
を
求
め
共
活

せ
し
む
る

と
ふ

又
て

に

遙

議
論
一
定

せ
ず

或
人

の
說

に
政
府
た
る

の
は は
宜
し
く
役
夫
職
人

の
賀

銀
を
極
め
遊
民

の

たれ

の
る
可
さ
ん

と
映
然
た
っ

質
に

我
政
治
沿
革

は
千
歲
不
朽

の
亀
鑑

と
芸
ム

可
し

太
小中

の
習

を
改
め
遂
に

は
太

西
神
事
情

外
編

巻
之

二
二
十

四

浴
し
能
く

忍
で

事
に

處
す
れ

ば
輕
舉
暴
動
な
く
し

て
自
然

ば
輕
舉
暴
動
な
く
し

て
自
然

に
共
風
習

を
改

極
に
至
る

可
さ
ん

政
府
の
職
分

政
府

の
職
分

は
國
民

を
養

に
治
め

國
法

を
固
く
守
り

外
國

の
交
際

を
保
つ

の
三
箇

條
を
以
て

共
大
網

領
と

す
此
綱

領
を

越
て

他
に
行
か

可
事
件

と
行

か
可
ら
ざ
る
事
件

と
に

付
3
學
者

の為
め

に
職
業

を
求
め

物
を
定
め

貧
人

を
救
ひ

に
、

價
ひ
其
他

總
て

不
人

私
事
に
關
係
し
て
共
通
義

と
職
分

と
を

傍
よ
り
是
非

す
可

し
と
云
へ
り

前
說
斯

の
如
し

雖
せ
る
政
府
に
て

不
人

の
通
義
職
分

を
是
非

し
私
事

に
關
係
せ
ん
と

す

る
と
き
は
必
ず
之
が
為

非
理
非
道
を
行
て
人
間

の
交
際
を
害
す
る
こ
と
辨
解
を
俟
た
ず
し

國
民
よ
り
其
冗
費
を を

償
は
し
ゅ
き
る

可
ら
ず

源
な
く
し

て
河
あ
る

の
理

府
何

の
術

を

以
て

金金
を
造
る

や
必
ず

之
を
國
中

の
税
額

に
取
る

可
し

然
は
則
ち

是
に

取
彼

に
與
あ
る

の

み

し

彼 政

て



二
十
五

西
洋
事
情
外
部

進
之

二

て
に
餓
死

है

るれて

大
義
な
れ

空
間

或
は
此
義

に
戻
る
こ
と

なな
3

に
非
ら
ず
或
は

身
を
傾
情

に
處

し

給

非

は
獨
身

の
と
き
自
己

の
保

の
外
に
妻
子

の
衣
食
を
給
せ
ざ
る
可
ら
ず
元
に
人
と
し
て
共
妻
子
を
養
ひ

な
る

に
と
な
し
以
上
所
論

は
一
般

の

に

索
し

て
之

に
給
せ

ん
と

す す
る

掌
は

敢
て
民
間

の
缺
乏

を
知
ら

ん
と
す
る

に
非
ら
ず

亦
共
缺
乏

を
探

掌

世
間

努

の
日
花

々
仮

々
と
し
て
國
民

の
勘

解
を
思
癒

し
之

が
冷
め

に
周
旋

せ
ん

と
す
る

は
営

に
四

に
其
民

の
類

を
偽

煩
を
為
す
の
み
な
ら

ず
有
害
無
益
過
分

の
姿

を
云
ム

可
し
ょ
く

の
あ
れ

ば
必
ず

弊
害
な
さ
ん
と
能
は
ず

故
忆

政
5

低
在
り
是
即
ち
人
間
自
然
の
性
悔
な
る
が
故
に
若
し
外
よ
り
來
て
此
大
義
を
間
然
す
る
。

能

る 前
既
に

論
せ

し
如
く
人
間
交
際

の
基
本

は
人
々

卵
か
ら
其
心

力
を

分
し

卵
か
ら

共
資

に
任
す

e

々

の
事
情

に
着
意
せ
る
政
府

に
於

て
は

然
ら
ず
廟
堂

の
上

に
立
て
國
內

の
事
務

を
司

者
は

匿

に
數
人

に
し

て
其
職

に
非
ら
ず
抑
る
人
間

に
欠
く
可
ら
さ
る

の
一
大
緊
要
事

即
ち
心
身
健
康

る
者

は
卵
か
ら
思
厳

し
〜
か
ら

役
し

】
か
ら
衣
食

を
求
め

卵
か
ら
居
住

を
供
せ
び
る

可
ら

ず
若
し

然
ら
ざ
る
と
き

は
則
ち

生
を
保
つ
こ
と

能
は
ず

又
妻
子
あ
る

者
は

一
身
を
保
養
す
る

之
忆
衣
食

給
す
る

は
故
さ
ら
に
こ
れ

を
勤
る

に
非
ら
ず
即
ち

人
の
天
然

に
出
る
至
将
に
て

類

を に

な 篇 て 成

g すれ 食

異動,



る
こ
と
ぁ
ら
ん
畢
寛
文
明
開

事
物

の
改
革
な
く

ば
風
俗

の
悔
し

さ
ん

何
を
夷
狄

な
る 察

ば
諸
家

の
著
逃
せ
る

記
行

を
讀

で
草
昧
夷
狄

の
風

明
開

の
風
俗

を
察
す

可
し
我
國

ど
來

餘

5

由
て

然
ら
し
む
る
も

の
な

れ

歡
樂

を
享
く

可
し
故
に
世
界
人
類

る

故
に
世
界
人
類

の
需
用
品

に に
増
加
す
る
所
以
は

我

て
其
心

力
を
役
し
互
に

相
勉
強

し
て
世
間

の
事
務
次
第
に
多
端

な
5

且
に

云
へ
る

如

く
家
族

の
交

は
人

の
至
情

に
出
る

の
な
れ

ば
我
一
身

に
衣
食
住

の
美
ら
ん
こ
と
を
欲
す

)
造
る

者
他

の
需

に
供
せ

ん
と

し を

次
第
に
進
め
ば
世
人
の
器
用
な
亦
臨
て
増
加
し
漸
く
安
居
を
求

需
用

求
め
漸
く
美
宅
を
管

顧
是

海
岸

寺
悔

外
編

巻
之

二
西

孤

十
六

者
$

5
或
は

弱
か
ら
餓
死
せ
る

と
家
族

の
飢
塞

を
拾

て
、

顧
ざ
る

者
$
$
然
れ

を
3

ど

等
は

皆
非
常

の
事
柄
に
て

共
例
甚
だ
少
し
但
し

之
を
處
置
す
る

の
方

法
は

下
に
論
ず

可
し

文
明
開
化

み
衣

は
鞭
酸

を
欲
し

食
は
精
美

を
好
む

是
即
ち
自
然

の
人
情
な
り

斯
の
如
く

次
食

住
の

美
を

暖
!

好
む
者
は
之
を
得
ん
が
為
め
に
共
心
力
を
分
し
又
こ
れ
を

ん

れ
ば
其
妻
子

共
に

次
第

人
々
其
一
身
を
保
養
す
る

欲
と
家
族
族

を
親
愛
す
る

の
情

ぁ
に

人

人
或
は
衣
食
住

の
美

を
誤
用

し
て
文
化
勤
工

の
賜

を
穢
す

な
に

に
非
ら
ず

然
ち
と
離
世

上
一
般

の
景
況

を
見

を
見
る

に
明

の
價

德
は

共
弊
害

を
償

て
適

に
合
わ
り

共
賃

際
を
知
ら

ん
と

$
其
實

欲
せ

を
雖
世

古

に 俗

異 を

な



1
1
4
中

円
ボ
情
外
観

毎
之

二

の
受
取
り

し
高

を
見
る

に
甚
だ
少
し
千
五

百
人

中
の

成
り
金

を
分
配
す
る

に
至

て
人
々

の
受

ぶ

話

料
を

を

の

を
必
共

に し
と
定
め
た
る

が
故
に
職
人

は は
尋
常

の

于
時
佛
蘭

西
政
府
に
て
兵
卒

の
衣
裳

を
作
ら

ん
ど
し

職
千
五
百

名
其
職
の
巧
拙
に
拘
は
ら
ず
し
て
人
々

へ
同
樣

の
給

を
與
る
こ
と

に
定

ら
9
其
法
先
づ
次
袋
の
仕
立
を
請
負
ム

一
商
人
を
呼
出
し
若
エ

衣
裳
を
製
す
る
に
何
程
の

金
に
て

之
を
請
負

可
し
や

と
共
價

と

共
倒

ム

府
パ
リ
ス
に
て
職
人

を
仕

役
す
る

の
法

を
設
け

ん
と

し
て

感
を
極
め
た
る

一
奇
談

$
西

人

$
5

騒
嵐

の
後

共
首
府
バ
ス

日

是
即
ち
確
乎
不
動

の
定
論
な
り

故
に

政
府
た
る
仏
の
法
を
設
け
て
下
民
の
産
業
を
處
置
し
或
は
役
夫
職
人
の
給
料
を
定
め
ん
と
す

る
は

大
な
る
誤
謬

と
云
ム

可
し

千
八
百
四
十
八
年

佛
國

騷
国 しな

し

を

のせ

3

化
の

日
的

と
す
る

所
は

築
邪
崎
正

の
趣
意
に
て

人
に

亦
自
か
ら

善
を
為
す

可
の
性
質

ゆ

若
し

然
ら
ず

し
て

に
陷

の
は

卵
か
ら
為
せ

る
罪
な
ら

前
の

條
々

に
云
へ
る

所
を
以
て

之
を

考
れ

ば
不

前
私

に
心
力

を
分

し
正
路

に
由

て
産

を
営

ひ
な
の
は
政
府
よ
り
決
し
て
之
を
是
非
す
る
の
拠
な

の

を
聞

2
万
ち

共
商
人

に
命
也

ず
し

て
直
に
政
府
に
て

職
人

を
雇
ひ
其
理

を
一
様

に
千
五

百
人

の
者

へ
分
配

す
可

を
其
個

の
給
料

る
の
み
な
ら
ず
諦
負
人

ら
ず

す
る

の
し
が
共
衣
裳

既
に



多
く
は
一
方
の
利
を
謀
て
他
の
不
便
を

な

u

謀
り
種
々

上 を

を
酸

$

國
內
事
務

の
種
類

に
由
り

上
よ
り

法
を
立
て

、
共

盆
な

a
の
み
な
ら

ず
却

て
之

が
偽

に
政
府

の
大

害
を

破
す

と
あ
り

に

め

掘
り
勉
強
す
る

者
あ
ら
ん
や
即
ち

相
共
に

業
を

怠
た
ら
し
所
以
な
り

獨
り

內
に
て

一
人
勉
強
す
る
と
3
他
の
千
四
百
九
十
九
人
に
て
共
に

共
に
努
せ
さ
れ

ば
9
労
し

何
9

れ
ば
共
給
料
尚
は
ど
れ
よ
り
多
か
る
可
し
と
て
大
に
失
望
し

た
り

し
と
云
ム
其
故

は
何

ぞ
や
事
實
職
人

の
業

を
怠
り
た
る

5
其
理
甚
だ

明
な

5
千
五

百
云
其

拙
工
に
て

常
式

の
職

を
勤
ひ
れ

ば
其

四
葉

悔
外

編
巻

之
二

二
十
八

の

て
其
報

を
得

ず
置

へ
ば

一
人

意
を
専
ら

に
し

て
縫
殺
し
雑
話

せ
ず
又
煙

を
吹
か

ず
終
日
着
生

し
て

晚
に
至
り

他
の
職
人
1
5
8

一
朱
文
け

の
仕
事

を
多
く

す
と

雖
ど
な

共
一

朱
を

携
て

家

に
歸
り
家
族
妻
子

を
悦
ば
し
む
る
こ
と

能
は
ず
空
し
く

之
を
千
五

百
に

分
に
の
み

斯
の
如
く

し
て

は
誰
か
敢

て

不
人

の
常
城

を
傍
よ
り
是
非

し
て
必
ず
弊
害

の
生
す
る

は
前

の
一

例
を
以
て
既
に
瞭
然

だ
。

故
に

往
昔
よ

5
我
政
府
に
て
て

役
夫
職
人

の
為

の
を

謀
9
種
々

に
工
夫

を
用
い
た
れ

&
ふ
常
に

害
わ

め
て
其
金
な
し

役
夫

の
賀
銀

を
定
び
る

の
は
唯
人

を
役
す
る

者
の

め
に

利
あ
っ

て
役

夫

の
為

め
に

は
金
な
し
且
人

を
役
す
る

者
は

上
に

し
て

人
に

役
せ
ら
る

者
は

下
な
る

が
故

上
よ
り
正
當

り
と
し
て

貸
銀

の
法

を
定
び
る

と
必
多
く

は
一
方

の
利

法

の 用

得
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甚
法
に
付

を

傍

可
ら
さ
る
る
の
な
ら

、

來
世

人
の
議
論
甚
だ
多
し

共
大
趣
意

は
仁
恵

を
施
す

に

分
過

を
定

も
可

ら
ず

な
衣
食

を
附
與

、
を
附
與

す
可
ら
ず

役
夫

職

な
く
却
て
大
に

損
亡
を
受
け
た
り

大
凡
政
府

の
行
ム

府

價
の
な
る

い
の

る
品
物

り
し
か
ど
る

は
唯
専
演

の
利

を
拉

ら
に
せ
ん
と
し
て

遇
史

一

の
業

に
走
る

者
多
く

之
が
め

過
分

に
共
品
物

を
増
加

せ
し

に
由

!
り

底
英

國
の

役
夫

職
人

は
外

國
品

の
輸
入

を

大

を
得

し
た

と

利 篇

る 過

のみ

す

街
は

甚
し

斯
の
如
く

に
相

高
口

を
貪

て
に

相
損
亡

を
受
け
た
る
の
み
或
は
當
時
非
常

に

夫

禁しな

故に

る

て

四
津
事
情

外
拠

巻
之

二
三
十

役

に

法
に

由
9
嘗
て

一
の

利
を

得

ム
可
ら
ざ
る

に
と

に
し

て
之

を
行
ム

と
共
盆

な
3
箇
像

は
左

の
如
し
即
ち

政
府

は
国
民

に
其
活

計
役

夫
職
人

の
力

を
し

て
貸

銀
を
受
る

に
北
多
寡

を
定
ひ
可
ら

ず
又

共
賃
銀

を
受
け

一
〈

共
賃
銀

を
受
け

て
人

の
努
め

に
人

為
役
す
る

共
分
逸

,
等

の
如
き

商
品

を
産
す
る

に
共
多
寡

を定
可

ら
ず

又
之

を
黄

買
す
る

に
共

法
を
定
ひ

可
ら

求
共

を
定

も
可

ら
ず
概
し
て

之
を

云
へ

ば
政
府

は
農
工

商
の

事
に
臨
係

し
て

ょ
っ
之
を

是
非
す

ら
ざ
る

抑
な

亦
世
上

の
事
務

に
政
府
よ
り
關
係

し
て
助
け
成
す

可
3
箇
條

な
さ

に
非
ら
ず

､
最

。
大

切
な
る

る
の

は
窮
民

を
救
う

に
至
當

の
法

を
設
る
こ
と
な
ら

窮
民
を
處
置
す
る

の
に

付
て

は
古
來
世

人
の
議
論

の 民 務め

法 を に



四
年

中
的

外
編

巻
之

二

在
9

と
雖

ど
3

安
に
施
し

て
紀
律
な
ど

費

に
は

却
て

大
に

八
を 又

慈ら元ら

に り

出放 條 に

力其

に 徒 と

め 民 会 ど

し 。3 は て 上 幼て

知費るを入

を

待 し 9

の に 從 て 助あ ず を 知

を2 く な

る に し 扶 とと ら 民 をを を

下す 乱

錢足 にに 餞慣

て にて

きるに

がる

き

は 情はし 情

ず し

を 施

基妄

はさ にて て る 世 少 る 他 を し 故 は 難

g
$ 難い 人 昭 さ 5 人人 な 奥在

を が 前 人 に 或成 しれ 其 に

堪
堪 はは 入 ば 施施

受

と る 紀 力 に

第 能
能般 と と な 者 を 装

る る 民 は の g あ し は な 跨人 に

編 可可 て 如 の
如 さ 溺 よ る 途 多 きせ を

ら 之 く 景 る災り 可 に 々 者 す 傾

を 人 者 に 致に し 天金金

二 之之 我 々扶 を は 曜育を 曜
す 徒 て

を 助 のを 探他る

敗 す 意
す 索 の て 袋 良るる 金 を

むむ

法 は
法 は 込 之 を り 或 しら しの る 9

ど 政 災 を 仰此 は て す 名 道 の

名 府 に防 抜か非 か 時
あ み 却

に 私 助動き に 身 情 役 慈

く て 窓 す 愛

国 て に 誰 人 に

れ 法 地 ら 明 健 に 得似 か どど 人

さ を さ 法 ず

て てて 害

此く却 設 即

帝 錢

を 中世 可 筋

に 殘 ん

至至 ふ故る

る 其 可 且 も 其進 にち

三
十

一

すり

る
可

り質る 性

般 の 機 なら

給 力 す

法國 て く ちび

る

の
ら
ざ
る

者
へ

を

ば

然其 を る 可 て

施 人 ど を 然和

忍

る は 者 あ

の り依

す
を
欲
す
る

朝

か

身
殊
強
健
な
ら

ず
或
は
意
外

の
不
幸
に

なに

事慣て

よ 其 す

適 間 9 民 か

をら

行ょ 成 得 れ し

張 gし甚 しめ 多人あgだ 愛多し ば

役料込る 役

れべた 敢 しし を

3 設 ばばを是 ちら れ さ れ て
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所 毛 て しり の が 費 か 然 仰 のか

を 政 て 方 扶故 を ち る心門

府 预 與 府 其 令 助 埼 , 其 を たた

よけ 道 施世 をを 政 す 節 今今 期 住
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る 高 ばば にに る る る ら て な は
な

金 大 ぶかも 勿 の ず 他力 く 昔

は 凡常 入 即入 ら 故 の 役 不 日役

こ 私 の しち 金 し 職 さ 扶 の 際
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れ 明明 中 に は 違或る て な 係な
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之 を 不不由由 隠し ず 街 に愛 あ 都 可

を 取便を 取 便 て て てて 其 道 酷 流流 り 府府 )

以 り 利 新新人 可可 部 に 行に 行 都 に

て 其 なな II を なを な あ車似 の 下 は 事
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編制 に のひ 8 にをあ 意 に なな 務る
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T

女 及

四
举
事
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外
翻
卷

之
三

謹 格 及 世 哲 乙 \ L て 備羊 の

慎 蘭 ; 以 諸 b 2 足 么 切 各 具6 * 人
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故 5 度
度 5 で しな 盡 L 之
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主 者 魯 0L 官方 b 此

北 谷 b 3 以 以西 嚴實 以 麵 大

守
しの 數 亞 IZ 以 粉
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く
は

猶
は

察
地
學

のくの 跳カ は 8 由 な て 其 私 て

情 學 ら て の

驚

破 9

飢 死 入 が る さ は 軍

其 破

ち 從

す
地 か 視力 た

に

其

至ら とと

定

右 はなし ふ に 此 る の か

遠き て 其進

潟渴 傷 七 軍如 を る 方 に

自 をを 才 崙 にに ど し に く 待

た

れ 固 の て る 殆場 に 牛

外 に 世 之 及 ど た よ 佛 に ん 所
にん所 之 羊之

鍋於 にに をば 難を る り 多 兵役 を兵 彼 ど を

捨て 行 考行考 さ 3 敵く の 處垂 距 殺 逐
殺

之 地 は れ り 8 兵 は 利 に 死る しみ、

三性る
ば し 期 な に 死 を 在 の て て 者

を 經 て る ら 殺傷 失 て 時 ど
、 路 は

論天溶 大ど 大 是 台是yuはなし 傍 然

し 然學 な 祭
な 衆 ににれて し 塗り か に

は 8 し 生 はは 破破又 に 棄 す

學 定 元 可 需 て 3 て 世帯 軍 數 て 之

に し 要 考 の 界人 の 嫁 十 其 を

於 を 人 愛 の 里

て
ばな 出よ 將此 の 敗

病く し 當當 か て すて

理 の らら しか知

海 卒

どか 潟 の 皆 み

す

る に
過 六 軍 免 味 俄 し は

ししし 半分 か を

其其 込みる

且 老老料 な 西

乏 正 者 飲 夜 の に

學 を る 比比し と の
倦

をを 説 に 類 く り 流羊

九

明にが

m
要

を
給

し
て
過
不
及

な
か
ら
し
め
ん

と
す
る

に

日

しの

に
非
ら
ざ
る

に
と
験
然
た
り

共
學

説

故

山 兵 も 疲

る

則

定

勞

どし 顧な

法 ܐܕ

なむ堺りく気堺

乙

少あ食牛り

錬 るん 少時俊傑る ををの

て 日 3

此則り す

な

と に さの食

非

は 所

く

所る 去苦

な 雖 を て 連

先 如 て は の 内 れ 姫君

雖

飢

に

處處 或

に に る 身

を 及 の ず 者 る ど はは

に 金左 を 珍犯 ず

飢 を



社

來

に

路

中
一

般得

て
國
中
一
般

の
私
有

かに

ざ
る

者

れ

る

と
能
は
ず

又
政
治

の
寛
大
な
る

國
に
於
一

様

於
て

に
を

自
人

々
の

身
を
自
由

に
す
る

ら
ず
即
ち
造
化

の
賜
に
て
万
人
共
に
亭
る
所
の
物
な

ば
何

人
に

特
に

之
を

私
す
る

に
人
に
て

特

論
ら
ざざ
れ
ど
な

人
の
私
有

に
非 非

價
あ

か
ら

私
有
の
本
を
論
ず

有
知

に
若
か

ず
未
だ

一
網

を
有

知
记

未
だ

一
〇

を
め
ず

し
て

全
堀

の
否

を
論
ず

可
け
ん
や

感惑
は
さ
れ
て
未
だ
真
の
趣
旨
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
大
凡
天
下

の
事
物
に
於
て
無
知
は

に

L

事
四
年

記
念

之
三

情

117

生
外

過

學
び
講
究
切
堤
愈
々
上
達
す
る
に
從
て
愈
々
共
切
貨
な
る
眞
理
を
探
り
得
べ
し
近
來
は
經
濟

學
其
秘

組
を
極
め
其
真

理
を
明
か

に
上

の
渦

益
を
成
す
こ
と
果
て
云
ム

可
ら
ず

人

或
は
此
學
を
輕
悔
し
て
妄
説
を
唱
ふ
る
さ
の
な
さ
に
非
ら
さ
れ
ど
$
賀
は
共
先
入
す
る
所
の

ら
ざ

$

阻
見
に

私
有
と
は
價
あ
る
物
を
卵

を
卵
か
ら

偽
め

に
用

ひ
或
は
自
由

に
之

を
成
す

可
3

權
を
云
ム

物
或
は

人
の

用
を
為
し

て
甚
だ
大
切
な
れ

3
其
人

の
私
有

に
非
ら
ざ
る
こ
と
か
ら
日
光
大
氣

の
如

3
3
z
e

2
是
な
り

是
二

物
の

貫
s

之
と

は
家
財
服
飾

と
同
日

の
に
非
ら

有
を
指
し

て
共

人
の

私
有

と
云
ム

可
ら

ず
蓋
し
斯
る
善
政

の
下

に
立
っ
人
民

は
自

ら
作
せ
る

寧
に

由
て

身
を

東

海
す
る

に
非
ら
ざ
る

の
外

は
一
夫

と
自
由

安
身

の
地

を
得
ざ
る
者
な
け
れ
ば
な
り
又
此

理
を
渡
し

て
考

れ
ば

人
の

言
仕

を
稱

し
て

國
と

云
ふ
え

を
ふ
わ



に

西
洋
事
情
外
編
巻
之
三

選

始
ま
り

の

を
作

ら
ん
故
に

其
私

献
に
優
れ

5
亞
米
利
加
土
人

の
弓
矢

に

利

り

人
類
に
於

は
假
分

ひ
草
昧

夷
以
草
昧
夷
俗
た
り

と
雖

ど
3
私
有

の
得
失

を
辨
別
す
る
こ
と

遙
か

に
食

5
本

其
馴

從
せ
る

人
た
ち

と
な
強
ひ

て
之

を
其

之
小
屋

4
9
逐
ひ
出
さ
ん
と
す
る
と
a

は
必
ず
其
人

の
意

に
從
ふ
こ
と
な
し

足守

衣
守
り
或
は
主
人
の
為

ら
に
倉
庫

の

護
衛
を
為
せ
り
且
又
此
犬
は
人
の
為

物
を
守
る
の
み
な
ら

ず
自
か
ら

為
に
其
一
私
有
を

ず
る
こ
と
を
知
れ
5
即
ち
小
屋
の
內
に
居
る
犬
は
自
か

に

を

徒
の

徒

を

假
谷

獣
類
に
て

。
大

に
之

を
舞

と
せ

人
間
私
有

の
得
失

に
至

て
は
事
稍

や
繁
雑

に
屬

と
雖
心

%
悉
く
天
然

に
胚
胎

せ
ざ
る
は
な
し
假
分

ひ
無
知

無
靈

の

5
北
得
失

は
皆
道
理
を
以
て
基
本

と
せ

,
人
間
私
有

の
得
失

に
至

て
共

管
勤
労
を
以
て

造
營
せ
し
る

の
な

、
の

る
は

猶
は

人
の

家
に
於
け
る

が
さ
る

の
な
し

鳥
の

巣
を
以
て

鳥
其
私

と
為
せ
る

。

有

實
は
私
有

品
の

名
を

下
だ
す

可
ら
ず

3

如 - 性 私

し 質有

私
有
得
失

の
理

な
る

者
は

獨
9
人
類
の
み
に
非
ら
ず
大
凡
有
生
の
造
物
に
は
天
然
に
此

性
質

を
備

へ

知
し

は
鳥

の
勤
券
を
以
て

調
せ

し
る
の
な

家
は

人
の

勤

別
す
る

の
わ
ら

壁
へ

ば
犬

は
街
道

に
壁

へ
ば

犬
は
街
道

に
居

て
役

は
自
か
ら
其
私

宅
「
小
屋

を
て
防
禦

せ

5
土
人
若
し

の
辨
別
な
く
し

弓

矢
に

常
主
な
く

ば
誰

か
心

力
を
か
し

て
自
か
ら

之
を

開
闢

の

て

く 心 は

情 ば 米 低

外 離



な
る
こ
と
人
肉
を
ふ
喰
ム
に

なおみ を

百芋其 其ら

て

作 の し

を 甲 り

しめ百ち 在 小

し

シ て私 、 人 屋

弟弟る

私 ら 人

に 土生 土屋 く 個

れ造野

服る 食 め

しさ 8

子す 子

を

與 どめ
天
天 外

愚 の は 內 め る

物

す

れ

蛮
野

の
民
手
に
弓
矢
を
携

へ
身
に
獸
皮
を
着
る
は
即
ち

を

品

認

徘

て り

ラ ど 私 身 人

野 は 産る

且設士 を ず と の

民

れ
ば
其
土

人
獣
皮

を
揚

て

。

民り

て 修 に

伐れ 年 開雖る 民

知國

野

を中 貿貿 を人 私

發 れとれ

其

見 はは以は

はは來 矢皮所にす 私

私 矢

土船れて をち し

即

他 野或或

しりを妨 を

を

之

べ 以 を 所

に得 に

ふ島以 然

に 七即 に に ど 携 其 此此る り てて に

又 に

人しし 人

て為

て

知 るばばば に 有

樣 島 作 る 雨 の のれ 出る 之 則し の

私

四
洋
事
情

外
認

之
ヨ

3

し 何何 劉 を に よれれれ 篇

有げ を 身又 野

をを に入れ 常 露地地 ち 理

見 於年 は にに をを なな 他他 其造 は

るてに共る て に其小

有し の

券 れ 地 の す

弓 を 肉 其知知 之

て に 七 之

殺さ れ 察 と

民 に し

るり き 人 の 供 む

る は の 弓 しる

人 は 其 を人 を を

人 々 の 其小 有

てち り 品 て 以 な て

1 有 の を 其其

衣發

ソ 烏有有 に の 有 の 易其 を

ドる た 從私 品 衣

る

發比 加 て に 又

れ 見 丹 之 動之 為之 玉 と 傳物

り せ 土く を

然 し 2 或 に 以

れ ど 航 英 を どと

歌

其 土名しず 色 着 て 者 ど を を

田 人 の て な て ど 新大 な 獲有

丹

いさい

ク てと

地

為

に
て
之
を
携

へ
之
を
着
て

易り営

し

は 其 て

で き 園 塾能 怪 之 す 航 他 私野る

も 其有 開 は有開 む を る 海人 有 歌 物

珠て

交あ 既2



二
十

三
四

神
事
情

外
編

容
之

三

が
ざ
る
可

編云り

%

商既

品
、
家具

書誌

等

の

如

3

是
なり

超

轉

と

は

其處

を

處私

し
と
云
ム
又
夷

俗
の

野
民

に
私
有

の
排

別
を
知
る

と
何

は

處
に

轉
す

可
き

か

一
を
移
轉

と
云

ひ
一

を
過

轉
と

云
ふ
移
轉

と
は
此
處
よ
り
移
し

て
彼

式

動 て

卒 し て し 卒 に は ち は

つか

, 強山米 し

て の 書 兒 許 計 愈愈 場野利 と

之 物 等之

若しせとに之 自た

に私

又物

と

g るばて

人 藩 土土 又

h 家 を

に

どす之ば の 附 し 掠 に 我 を し

必 私私 く 時提 あ衣許許 非 て

ず 有有る 計 すれ 服 ら 辨

之 と 餞る ば の

成私

有

を

之我 てけを路 も にの を よは

即 て を す 傍 亦 人

々 野

g 者者 す く 捕 我 密

も

來

民

直に し 群 飾

ど に は にてて 鍮 て の を

す 住親 之 人 恋 來設 の

時 彼有

よ
り

場
あ
り

固

自 あま

な 或 に 家な に 見 た な の た 然り

りは是具 て る り 弾 る の 亞り

欺 等 書 徐 を 時 別

物 に 見る 於 此其 な て

外 を あをあ 街 は 置 な て てと て

に

私

人 立固り

有

て 我文 境 場

て 。

離

ら 力 常 て 又 境 場 で 園

ず を に 動 は 人身 明 界 あれ にに

轉 に 是以

可 種 ち之家 可 の 之 を

本 迎 を 內 g 人 を 著を 着 1 密 作

情 物 別 選 奪 に

群嬉る 各

h く れ も 我以 は の 所る

と が 。 之 私 てて 私 は の 常

を 任し 故る を 有明

錢 々 に に 加

をを は の 為 往 袋 繁 はて の

取其 如 し 來

る 居居 し を の

搬 た 詳民

是 移 あ る 身 ふ 中 な す る を に

な れ 人 に 可 を 中り る に

ずざ群

を せ 袋 者 則 我 れ 毎

防りり 館 はあち

が 外 は 身ら我 有 る 定

人 す に ば 私

附 街 有る かの

物
を
云
ム

金
錢
、



を し

或
は
之
を
焼
失
す
る
こ
と
あ
る

て

と
あ
る

右
の
布
告

有ば於

を

書

を
國
中
布
告

又
は

共
他

の
國

に
於

て

る
「タ
イ
ト
ル
デ
ー
ツ

の
護
雰

を
國
中

書
を
以
て

節
と
為
し
私
有

を

1

め

を
明

に
せ

9
此
證

券
を
「
タ
イ
ト
ル

、
ザ
ー
ッ

と
名
づ
く

既
に
此
證
券
あ
れ
ば
地
面
家

を
買
ひ
し

者
こ
れ

を
頼

で
我
私
有

を
守
護

し
後
日

に
至

て
故
障

の
生

す
可

患
な
し

何
又
此
遺

傳
を
固
く
す
る

爲
め

書
に
附
錄

す す
る
こ
と
あ
り
斯
の
如
く
す
れ
ば
假

格
歯
又
は

こ
と

證
券
證

りを

非

の

に

れ
を

に

二
十
四

可

西
事
情

外
編

窓
を

三

8

金 に

す
可
ら
ず

し
て
他
人

へ
遺
し

傅
ふ
る

物
を
云
ム
地
面
家
宅

の
如

8
是
な
り

且
こ
れ

を
遺
傳
す

る
に

は
自
か
ら
政
府

の
法
律
わ
り

移 移
轉
品

は
共
主
人
分
明
な
る

が
故
に
こ
れ

を
守
護
す
る
こ

と
離
か
ら

ず
前

喉
に

云
へ
る
如
く

人
の
懐
中

あ
る

袋
は
其
人

の
袋
れ
る
こ
と

亦
疑

を
容
る

可
8

に
非
ら
す

地
面

象
宅

の
類

は
其
主

人
の
主
人
た
る

證
を

顯
は
す
ん

ど
移
轉
品

の
如
く

に
分
明
な
り
難
し

家
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ば 功夫 を あ 勿合

議 徒 所 力力 人人 を 真にを し 保ちられれい
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に な 以 盡 酬酬 せ に 心 ば 家光 大

家る 学 す を ば 見 は の 國凡
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情 ず 由 て る な 與 る る です が 物 有
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過度 子子 生 て る な 受 た ふる

れ に にむ定定 死 り 物物る る る
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U 習 を て れ に る 習 を 民富

私 どど 食 察斯 は た 貧者 をを 致

にせ て す の 決の り嬢 あ以 す 保 ど は保

其 り 人 る 如し 是 の り て 者 護 號者

仇 今 を て し て 即 小 て あ しど 難
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を

す

者

る

U

耕
す

若
s
9
人
口

何
又
増
加

し
て
初
め

は
冊

「
シ
ル

リ
ン

グ
を
以
て

一

耕
す

と
培

し
良
田
の
み

を
耕
す
と
き

は
僅
か

瑠
は
僅
か
に

共
人
口

の
食

を
給
す
る
の
み
に
て
少
し

餘
な
け
れ

ば
漸
く
癖
地

を
求

て
」

俵
の

姿
をを

買
『

四
十
シ
ル

リ
ン

グ
」
を
投
じ

て
之

を
買
は
ん

と

て
海
田

婿
地

を
求
め

作
を

業
と
す
る

者
日

に
多
し
然
る
に

を
耕
す

と
沃
土

を
耕
す

と

は
共
努
逸
甚
だ
異
な
り

と
離

3
產

し
た
た
る

麥
の

價
は

同
樣

な
3

に
似
た
れ
ど
な

共
來

る
所

を
尋

れ
ば

元
に
必

に
必
非

ら
ず

亦
他
人

の
力

を
努

役
せ
し

に
必
非

ら
ざ
れ

ば
前

條
に
記
載
せ
る

道
理

に
從
ひ

之
を

共
主

に
與
る

を



Ś



二
箇

條
を

舉
て

共
議

の

たけ

ラ
ッ

器たびし 1

經

を
誉
め

をな

律 味

はれ

ス

に

しん

未

其 だ通

る安て らる を 貸 急 現 謂 供

本 及今 すず に 載錄 な 今

情 び愛 其由

以

法

追

護

○

8

等
の
數
箇

條
を
示
し

以
て
本
編

詳

ら

々て

らん な 詳細らん

易易

を室事 る 事 すて

て 先知 し る たに情る 未 の

其 づる 故に

解入

に だ の
撮
譯

と
を

に讀

ず

を

之

ず通鏡 あ

市

然
疎
漏

の

やだ

に

を

々々

の

早佳 た し ど ら に の

抄氏 恐 計 境る 開 すずせ 備

る に 事見 る加り

英

早者る

畿學 於 紙

何 で 寫発 を て

唯げ 邦唯

舉 怎

しり考

す英 因 可 入件 の にに 之

二
編

卷
之
一

事

情

例
言

西
洋

の

版 書 式

涛 口 經

書 解

抄等 を

語ド の

由せ どれ當可

これ に 甚 な 諸 ば務らられ

編 税 彼 し し 故書 自 の か ど

例 論法 き 俗 に 然 要 も

言言 の亞律 は る 學 撮 畢

我 覚覚 に

に とどに 於

1 湾 不 上 に

て

しれ し 始

氏 中 て て て

よ 解 入 梗 数 又 紀

り 2 ら 概 十此くく書事

简报 為 さ を 葉畿 外 を の

條譯 さ る を 國 翻入

が 得姿願 の 譯 に

舉 て る 如 ず

人 可 に 遂紙 其 利

間 ら 或 に 面 ら 事害條

求 は 未 に る 業 得 を

詳 通 余 其 千勿 を 固失示

な 義 て 真 百 々 得 よ

る 英 れ を 味 般 策 せ り 議 以

を 版 が 誤を し 容論 て

示偶篇 ら 掌 堂 走 め を 本

西
洋
事
情

初
編

の
第

一
恋

に
於

て
先

づ
政
治

収
稅
法
國
債



譯
字
を
以
て
原
意
を
益
す
に
足
ら
ず
就
中
此
篇

の
恋
首
に
は
専
ら
自
由
通

議
論
を
記
し

に
往
々
自
由

うて

の の
字

の

る
こ
と
多
し
と
雖
ど
8
質
は
是
等
の

語
「

"

り

すん

○
普
天

の
下

卒
土

の
濱
均
し
く

是
れ

人
の

な
れ

ば
共
天
然

の
性
情

は
億
兆

皆
同
一

軌
な
り

と

一

に
ば

初
篇
備
考

中
の

但
し

詳

る
所
以

の
沿
革

を
を
察
し

共
物

の
由

て
生
ず
る
所
以

の
一

源
因

に
せ

ば
則

ち
以

て
大
な
る

過
な

さ
に
庶
幾
か
ら

ん
乎
但

し
第

二
篇

の
初

籍
の
体
裁

の
由

て
來
る

所

に と

讀
で

新
國
史
記

政

の

議
論

す

以
て

第
二

籍
の
備
考

に
供
す
學
者
宜
し
く

此
二

像
を

初
篇

の
備
考
及
び
外
篇

篇

の

西
洋
事
情

二
細
例
言

言

11

ず

に
參
合

し
て
逐
漸
彼
國

の
風
俗
事
情

を
知
り

本
篇

中
各

國
の

奇
不
審

と
思
ム
事
$
$
ら
ば
等
閑

に
之

を
看
過
す
る
こ
と
な
く

し
て

顧
て
備
考

に
就

s
丁
寧

反
覆

に
相
照
ら
し

て
共

二
篇

の

を
改
め

ず
全

篇
三

冊
の
內
第

一
冊
を
以
て
備
考

を
為
し

共
紙

葉
に

限
か
れ

諸
箇
條

を
盡
く
詳
論
す
る

能
は
ず
故
に

唯
共

首
の
二
條

を
掲
示
す
る
の
み
に
て

餘
は

之
を

第
諸

三
篇

に
5
亦
以

て
其
備
考

に
供
す

可
し

雖
3
其
國

休
風
俗

に
至

で
は
則
ち

然
ら
ず

此
の
所
輕

を
彼

に
重
ん
じ

彼
の

所
重

を
此

に
輕

す
る

の
差
異

な
さ

に
非
ら
ざ
れ
ば

の
常

言
8

我
耳

に
新
し

さ
に
ど
あ

洋
書
を
翻
譯

す

る
に
臨
み
或
は

安
當

の
譯
字

な
て
譯
者

却
す
る

に
「
常
に
少
な
か
ら

ず
警

へ
ば

譯

書
中

j
通
義

棚



111

西
洋
事
情

二
編
例
言

邪

意

義

苦

詳

ス
キ
キ
ラ
ヒ

ね
ぬ

讀
書

を

は
具

は
天
性
に
て
人
情

に
近
け

ば
家
財

富

貴
を
保
つ
よ
り

重
さ

に
と
な
っ

と

又
上
た
る

者
よ
り

下
へ
許
し
こ
の

事
を
為
し

て
差
購
な
し

と
云

ふ
こ
と
な
り

壁
へ

ば

意
寬
容
從
容

等
の

字
を

用
ひ

れ
ど

未
だ
原
語

の
意
義

を
盡

す
に
足
ら

ず

自
由

と
は
一
身

の
好
ひ
ま

、
に

事
を

し
て

な
る

思
な

さ
を
云
ム
古
人

の
語

に
一
身

を
自
由

に
し

て
自
か
ら
守
る

は
詩
人

に
し

れ

り

た

禽

た
る
る

の
な

れ
ば
特
に

先
づ

此
二

字
の

義
を
註
解

し
て
辞
書

を
讀
者

の
便
覧

に
供
す
る

こ

と
左

の
如
し

第
一

「
ベ

ル
チ
」
と

は
自
由

と
六
広
義
に
て

淡
人

の
器

に
自
主

自
専
自

得
、自
若

、
自
主
宰

任

6

手
習

を
終

遊
び

て
ぬ
よ
し
と

親
よ
り
子
供

へ
許
し
公
用

終
役
所

を
退
さ
て

必
ょ
し
ど

上
役
よ
り
支
配
向

へ
許
す
等
是
な
り

又
御

密
の
場
所
御
免

の
勘
化
殺
生
御
免
な
ど
い
ふ
御
免

の
字

に
當
る

又
好

惡
の
出
來
る

と
云

ふ
こ
と
な
り

危
3

事
を
犯
し

て
為
さ

ね
ば
な
ら

､
心

に
思
は

れ

事
を
枉
げ

て
行

は
れ

ば
な
ら
な
ど

、
心

ど
、
心
苦
し

さ
ん

と
の

な
趣
意

な
サ

故
に
政
事

の
自
由

と
云

へ
ば
共
國

の
住
人

へ
天
道
自
然

の
通

バ
と

を
行

は
し
め
て



又
此
字

義
よ
り

轉
し

て
求

魔
を

又り

な
り

開
版

の
自
由

と
云

へ
ば

何
等

の
書

て

しこ てのれ

と
は
動
込
す

を

な
り
自
由
と
我
儘

開 例

し 來動
働
を

さ

用 は

即
ち

心
身

の

如
く
決
し
て

る

千

に
云
へ
る

にラ

自フ

と
の

2

居

ひな め

り 魔

事
情

二
編
例
言

西
洋

所
な
ら

反 第第 なる に て 政 め 旨 の

非 も 所 とど に に に 事 を

ら 示 即 な 苦戦 瑞 柄 せ

是ラ 由 す
むふ 依

1 唯る 我我 當 ど せ 谷

ど ト 心 如 居 時 気 し

名名 を 我 る る

せ 元 は 働 し の 塗 に と

な ど 版 言

3 正 是 我 語逞 我 由 6 な

可 あ 直す し 艦あ 敗 を
り

b 放り ひ 與 七宗 由

正義 人 蕩 出
ふ 百

を の れが國るれ

に り 義正互趣 ば 気 を 吹 +
+ 自

從演 を從 漢 に 意地既 へ 不 否 年年 由

て 人て 人 相 に 自 万
代 とど 何

人 の り 妨非 由 に れ 亞 は

間 譯易 け ら の は 立 ば立 ば 米 何何 の

のに しずずず 字 我 の 死利 宗 書

職 名も 學以 他 義 身 自 を 加を に た

み 正 者 て分 を は は 山與與 厨 て て

をの 害 初居 に 嵐 も も

勤字 し し 篇 に せ
人 列

を く て 卷常常常ん ど 時々々 行

邪 用 こ 幸 私 之 處之 ど 唱 に の 勝

譯 曲 以 れ 稿 な 亞信 手

な 或或 を をを 利 し を し 人 仰

達 を は 審致 す 七 以
る はす

非 に す る 葉由 て 英 自 る に

趣 す を の の の 警 國 由 所所 て

意 云 義割 存ひ義 制 書

せ
ぬ
こ
と

誤
5
易
し

3
理

と
云

ふ
義

に
用
ゆ
る
こ
と
あ
り

漢
常
に
蓬
義
通
義

等

者
宜
し

害
し

、
を

利 次
第

学
に

なに しふ に 註 ずしし 暴入 宗宗 中



五
西
洋
事
情

二
例

音

福
澤
諭
吉

誌
福

明
治
二
年

間
已
季
秋

と
云

ふ
こ
と
な
ら

可
さ

密
の
道
理

を
持
つ

束
縛

を
被
る

のど

自
由

き 通

繰り

5
人
生

の
取
る

密
は
な
し

と
云

なに

に

て

又
當
然

に
所
持
す
る

密
の
こ
と

、
云
ム

あ
り
即
ち
私
有

の
通
義

と
云

へ
ば
私
有

の
物

を

の

即
ち

罪
八

を
取
抑
る

は
市
中

廻
方

の
權
な
り

歴
と

2

マ
ハ
リ
カ
メ

は
な
し

と
云

ふ
義
な
り

ひ求

ひ

の

て

密
理

8

ひ

の
字

を
用

ど

ひ
た
れ

ど
、

詳
に
解
し
難
し

元
來
求

可
&

は
は
催
促
す
る

又
は

求
て
る

宮
然

の
こ
と

、
芸
ム
読
な
ら

壁
へ

ば
至

當
の
職
分
な
く
し

求
む

可
の
通
義
な
し

と
云

語
あ
り
即
ち

已
が

身
に
為
す

可
&

事
を

ば
為
さ

ず
し

て
他
人

へ
向
求
め
催
促
す
る

筈

又
事

を
為
す

可
絵

と
云
ム

あ
り
即
ち

罪
を

云
ム

あ
り

所
持
す
る

密
の

通
と

云
ふ
こ
と
な
ら
理
外

の
對

し
は

我
通
な
し

と
は
道
理

に

由
は

物
を

自
由

は
共
通

義
と

は
人

は
生

な

ら
獨
立
不
織

に
し

て

な 人

の

由

く

自由

在 は

な 其

る

な

営り



1

1

1



西
洋
事
情

二
編
目
録

1

1
五

貧
人
救
助

の
為

め
財

を
費
す

事

國
內

の
管
轄

に
財

を
要
す

事

め

國

酸
持
す
る

が
為

め

一
國
の
財
を
費
す
可
3
公
務
を
論
ず

第
一

政
府
を
維
持
す
る
が
め

に
財

を
費
す

事

第
二

人
民

を
教
育
育
す
る

が

す
事

営
繕

に

財
を
費
す

事

第 一
國
の
公
費
を
給
す
る

の
法
を
論
ず

收
稅
の
主
意
を
論
ず

積

論
ず

に

西
洋
事
情

二
編
目
錄

巻
之
一

人
間
の
通
義

英
國
人
民

の
自
由

○
一
身

を
安

穩
に
保
す
る

の
通

義
O
一
身

を
自
由

に
す
る

の
通
義

O
私
有

を
保
つ

の
通
義

O
此
通

義
を

差
す
る
所
以

の
安
心

を

收

第
三
宗
旨

を

第
四

第
五

第

財 財

を 学

費 費



政
治

史
記

佛
跑

西

卷
之

四

史
記

佛
蘭
西

卷
之

三

政
治

史
記

魯
西
亞

卷
之

二 西
洋

惜
二

編
目
錄

第
六

軍
國

の
備
に
財
を
費
す
事

海
陸
軍

錢
貨
出
納

1
1



/ 史 七 L 史 此

西
洋
事
情

二
編
目

錢

n 助

缺

非 主 八 翻翻 四 記 書四

酷船 卷 0 始始 錢錢 海

中 佛七 N 事 i 貨貨 陸
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官 關 盖 事 多事 納

乙 大 Lt 端 起
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厭 な 西西 た九 不

5 5 以 安几

可 4 VIC歐

nL 羅 書書 之

此 , 本な 巴 册 七

編 し 洲 の 略 の

特 故 | 韩 L故 韩 積

Li 裁 難 5

佛 , 佛 四 初 众

0 達 編 是達 5

史史 の

記 記 地 目 た が目

主 七位七位 錄 佛

詳明 主 2 正 蘭

* K 占 符 山 西

すす 合 を の

An 全

A W 州

譯 亦 各 又 L 譯

者 以 國 此 不て す

の て の 編 紙 35

微 他 治 のに

意 國 , 亂亂 例例 數 至

十 言 七 5言

歷 K / 增 其



政
治

史
記

佛
蘭
西

卷
之

四

史
記

佛
蘭
西

卷
之

三

政
治

史
記

卷
之

二

魯
西
亞

西
洋

情
二

日
錢

第
六

軍
國

の
備
に
備
に
時
を
費
す
事

才
事

海
陸
軍

錢
貨
出
納

1
1



It 史 七 L 史 此

海
軍

西
洋
部
份

二
編
目

线

物 可

n L
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市 佛山 | 事 貨

看
に b i 辆 稿
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之
一

四
再

登
悔

二
銀

●

着る其借家之

にったー

温例地整を なは

こ 投 れ 公

C 者すご器

春 も 者 も な

と であり

さ を L る

同 たな 犯し

に ば 生

殺人

衆
人
の

公的

5

を

近大 個 の 共 公 罪 と

り人め

て の 一 人 、

害

しの

公
惡

害

天

害
し
た
る
罪
な

物

人

れ
ば

國
の
法
律

を
論
ず
る

の
大
綱
領

は
先

づ
理
非

を
辨
す
る

に
在
る
な
り

此
正

理
と

は
何

を
や

日
く

人
の
通
義
な
ら
こ
れ

に
二
樣

の
別

の
9
乃
ち

人
の

身
に
係
る

事
を

事
$

れ

ね
ぶ

の
規
則

に
し

て
正

迎
を
勤
め
邪
惡

を
禁
す
る

所

國
律

は
人
民

の
身

を
魔

し
交

を
結
ぶ

の
規
則

に
し

て

。

人
間
の
通
義

考

福
澤
諭
吉

纂
輯

西
洋
事
情

二
編

容
之
一

英
國
人
民
の
自
由

一
身
を
安
穏
に
保
す
る
の
通
義
○
一
身
を
自
由
に
す
る
の
通

義
私
有

を
保
つ

の
通
義

○
此
通

義
を
達
す
る
所
以

の
安
心

を
論
ず

の

O一
身

の
通
義

と
云
ひ
所
有

の
物

に
係
る

事
を

物
の
通
義

と
云
ム
邪
惡

に
必
ず

二
樣

の
別
あ
り

に
亦

別

其
一

を
私

惡
と
云
ム
私
融

と
は

一
人

の
私

を
な

5
其

一
を

公
題

と
云
ム
公
融

と

は
天
下

の
公
法

を
し

に 論物 は 其

云 す

同ば

借 し 罪

きず所 りる



を
論
ず

居

みに

る
の

を
云
ム

有
係

の
通

談
と

は
世
俗

2
5

と
關
係
す
る

所
の

に
居

世
人

と
交
っ

て
互

と
は
世
俗

s

一
身

の
通
義

に
亦

有
係

と
無
係

と
の

別
わ
り

無
係

の
通
義

と
は

只
一

人
の

身
に
属
し

他
に

關
係
な
さ
る

の
を

す
る

の
を
云
ム

壁
へ

ば
某

の
同
社

と
云
ひ

来
政
府

の
官
員

と
云
ム

が

如
8

皆
是

な
5

を
以
て
法
律

を
設
け

此
法
律

に
從

て
に

從
て
進
退
す
る

身
と
は
天
よ
り
生
じ
た

る
の

身
を
云
ひ
人
為

の
身

と
は

同
祉
又

は
政

人
為

の
身

と

身
と

天
然

の

き
の

うる

物
が

じ
い

期
酬

ら瞳

も
の

し

へ

を

。

11

西
洋
事
情

部
之
一

す

論 四 其罪

ず 目 益

に邦設

分 はす

て 免

T

右
の
所
以

に
由

,
英
國

の
法
律

は
之

を
に

分

第
一

一
身
の
通
義
を
說
s

得
失
を
試
す

第
二

物
の
通
義

を
說

3
其
得

失
を
論
ず

第
三

常
法
を
害
す
る
私
退
を
設
さ
之
を
改
め
て
正
に
臨
せ
し
む
る
の
所
以
を
論
ず

第
四

公
惡

の
大
罪

を
說

s
之

を
刑

し
て

胸
を
防
ぐ

の
所
以

を
論

す

一
身
の
通
報
は
天
下
の
衆
人
各
々
皆

れ
を
達
す
可
3
の
理
な
9
概
し
て
之
を
人
間
當
務
の

通
義

職
分

と
稱

す
又
人

の
身

に
在

て
は
天
然

と
人
為

と
の

別
$

5
天
然

の

は
同
祉
又

は
政
府

を
建
る

が
、
人
智

義
を
云
う

今
此
條

。
於

て
は

無
係

の
通
義
の
み

を



律公

可
与
之

自自主 6

可 しの し 典 は の すて
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似
た
り

る

な
り

斯
の
如
く
國
法

に

從
順
す
る
は
我
自
由

を
薬
る

に
似
た

雖

一
部

を
築

て
、
世
間

の
規
矩

に
從
ひ

以
て
其
恵

澤
を
被
る

一

警

3
亦
大

上
よ
り

し
て

我
に
得
る

所
の
恵
澤
禅
金

亦
大
な
れ

ば
之

を
償
ム

が
偽

め
に

天
の
賦
與
せ
る

め

然
と

雖
&

3
人
と
し
て
既
に
世
俗
人
間

の
交
際

に
加
は
る
と
き

は
此
交
際

こ
と
無
く
分 分

携
す
る
こ
と
無
し

‼

て

に

8

人
生

無
係

の
通
義

と
は
其
個

條
多
し

と
雖

先
っ
綱
領

を
て
名
義

を
下
さ

ば
即
ち
人
生

天
賦
の
自
由
な
り
自
由
と
は
何
ぞ
や
我

に
可
な
す

と
思
五
所

に
從

て
事

を
為
す

を
云
ム
其

の

も
の
と
せ
ち

は
必
ず
其
人

に
屬
す
る

の
に
て
且
國

法
に

在
て
る

人
の
通
義

は
動
か
す

可
ら
ざ
る

は

の
至

假
令

の

に
あ
ら
ざ
れ

ば
世
間
人
為

の
法
を
以
て

之
を
勤
め

之
を
止
め

能
は
ず

と
O

右
は
人
生

の
職
分

西
洋
事
情

細
巻
之
一

四
.

に
就

て
の
議
論
な
り
共
通

に
至

て
は
蓋
し

之
に
異
な
り
人
生

の
通
義

は
似
合

一
人

無
係

身
を
以
て

之
を
論
ず
る

世
俗
交
際

の
身

に
就

て
之

を
論
ず
る

の
私

公
の

別
わ
る
こ
と
な
く

共
通

義
為

事
を

す
や

只
天
地

の
定
理

に
從

て
取
捨
す
る
の
み

に
し

て
其
他

何
等

の
事

る
3

分

3
敢

て
束
縛
せ
ら
る

東
縛
せ
ら
る

、
こ
と
無
く

塗
敢

一
身
の
自
由
を
3
聊
か
は
乗
却
す
る
所
な
か
る
可
ら
ず
夢

へ
ば
猶
互
市
貿
易
を
偽
す
が
如
し

3
"

猶

我
自
由

の
一
部

を

と
ち
と
離

其
實

に
乗
る

所
は
盤
野
人
民

の
自
由
な
れ



念
之
一

憲
之

一

五

西
洋
世
田

由
5

一
人

の
進
退

を
處
す
れ

ば
簡

て
天
下
一
般

の
利

を
生
ず
べ
き
確
實

の
着

見
あ
ら

ば

もに起

下

法
と

云
て

可
な
っ

之
に
反
し

て
法
律

し
其
人

を
動
播
す
る

は
乃
ち
亦
人

の
自

を

る
の

法
と

な
く
し

て
妄

9
に

車
を
興
起

を

安
に

由 事

之
を

處
す
る

に
全
く

人
の
利
害

を
移

假
谷

之
を
成
す
る

に
當
り

由

て
可

な
加

を
處

處
世

の

て

大
に

て
考
上
れ

ば
法
律

を
設
け

て
人

を
害

考
ム

水
乡

忆

由

自
由
な
れ
ば
天
賦
の
自
由
に
人

由

此
世 世
に
返
し
て

遂
に
は
生
霊
の
依
頼
す
る
所
な

に
至
る
べ
し
故
に
處
世

の
自
由
と
は
人
々

3
の

随
意

を
以

し
互

相
爭
ひ爭

ひ
意

威
力

を
超
ふ
せ
ん

欲
す

と
欲

畜
大
凡

大化
は
所
得

所
失

を
償

て
萬

々
餘

て
萬

々
餘
り
あ
り

なのすさ の眠

居

大輕ら乃

権知 を

萬

た ・ 得

てだ

何

万 ら 償

世 ず て

界

涯 食袋

た 恒野

送 な人

所るく民

りの も 無の

世定

てるみ 間ま

輕
重

る
の

人
は

我
一
身

の
意

を
達
せ

蓬
せ

ん
が

為
に

の
無
る

べ
し
若
し

一
人

斯
の
如
く
な
ら

ば
他
人

亦
各
々
其
力

を
超

ム
。

「
力

を
超

ム
し
互
に

を
以
て

相

其
世
俗
人
間
中
の

一
人
だ
る
身
分
を
以
て
受
け
得
た
る
所

の

今
の

法
を

加
へ

て
稍

々
其
趣

を
久
し

以
て
天
下
一
般

の
利
益

を
謀
っ
た
る

の
な

之
に

由
稍

を
く
じ

由

を
設
け

て
人

を
害
す
る

の
罪

を
制
す
る

【
悲
或
は
人

の
天
賦

の
自
由

を
滅
す
る

に
似
た
れ

&
3
其
實

は
之

に
m

&
3
其
實

は
之

に
由

て
大

に
處
世

の
自
由

を
増
加

せ
g

然
と

雖
ど
る

事
實
線
由
な
く
し

て
漫
に
人
民

の
に
人
民

の
意
志

を
束
縛
す
る

3
の

は
皆

之
縛
す
る

の
は

皆
之

を
暴
政

と
云

之
國

法
を
以
て
人
民

の
進
退

を
す
る
す
る

に
當

9

す
こ
と
無
し
と
雖
さ
る
更
に
一
層
の

を
生
ず

さ
目
的

事



來 た 無 暴源 大我 の 自 政 し ち 亦

西
洋
事
情

】
編
巻
之
一

我る 實 君 を し 英 身由 府 試さ ず 私

英 の の 開 て 國 をを を を に 日 即 心

政 流入 9 人 制制 保 見保 立見 央ち を

殆俗 め 政朝 民 し たてよて よし

自 ん に にに に 府 の 其其 し 法世 て

主 さ 昭此 の 夕 通進通 進 心律む律界

自 暴 り 自 体 の 義 退る を 萬 の

由 君 無 由 裁 偶偶 学 に 設 國 自

を の 政 をを ど 然 は 御御在く 法 由 風 意

重 政 無妨 國 に 何 す り る 律 を . 俗見

ん に 君 げh 民 出 だ る ど の を 妨 を を

ず の ら の たの 8 難 設 る 助 風

る め 擾 れ 自る 即売 で 大 け に る し

にら 亂 た 由 に由 にち 妨 も 要 ずずあ の て

由 る に あ其 な 成事 ししらら 所 更

り 遭こ恰ら はは て ずず 由 に

其 よい と るず身 天人 善 却 な 天

盛り しあ典共 方 下 民 く て り 下

大分 て り 立 さ を 人 人人 故 の

な 更に 成 並 に 般 し 民 を に 要に

るにあ は 行政政 な て の 自 國事

勢甚り 府 大 身 自 由 法 た

を だ 此途を 此 利 射 由 に を 8

以 し 時 に を か をを 導導 設設

てか 代 謀ら 存 く 般

遂り に り其す る の

にしが多 其身る 端 に 自

人 松 て 報 を も て 慎由

民り は 重[ 持 ののれれ 思 を

を と 世 に しあ 小 存

论 雖 問 9 從 て 6 りふせ

炭 よせ て 感 平處 生 を

に も りし 世 抑 ず 加 8

從 々々 華 其 日 人 の 々 可 る 可

た
る
こ
と
わ
り
或
は
一
途

に
自
由

の
度

を
失
し

て
深
華

3
共
立
並
行
せ
り

古
來
數

千
百

年
の

間
に

は
或
は

く
の

六



潟
之
一

しな院

四
洋

得千

し 事 ば

初 又 種 世

狩 年 世

る
の
な
り

第
二

世
チ
ャ
ー

代 せ 大 補 大 民 の 革 隨

七 第

たる

て
「
ペ
チ
シ
ョ
ン

、
ヲ
フ
ラ

ス
ト
」

と
云
へ
る

法

を ナ を り 議 れ

云チ得し

て 固
く
す
る

8
の
な
り

又
下

て
第

一

即第

由 至り 史

二代 井 世 なま 第

位 年 を

慶

の
法
律

を

由

の
代

に

後す 自

年

に 從治

其 正法り

ル
タ

」
の
大
法
を
以
て
国
中
一
般
の
常

法正 法

おたけ

亂園

之

事
情

二

を

至
る
ま
で
種
々

比

玉

ヤ

を

を 位 自 茨 て 代 u

其 を を 由 國今 の 爭

後定 の 止 の 増 の 人日 沿

の 盛 に て、

百 三 を 定 ルマ 自

以 し ヶ

井 所 て

王 ド 般 プ 以 議 又

レチ 第 法 ワ

ム 六千 を 民を

王郎百 年六法 世 を百年 ト 以 の

の 位八郎百合 ヶ 立 王王 ど ヲ
て 通

1 位六
1

で 定 か
企 義ご

後 の の 布 しにめ 々 自

に 代代告 ス な 百從ス 其 由

せ 王 れ 位 七 來 趣 を

うさ 此 旨 絶

是六る を 回

小 即百 智代 法 まし

國 位二 從從 よ 張 て

1 1 本 る に 五 し 其

七 自 の 行 第 旨 法法王 難

山初 は 四 に 合
を 分

戻 を 議を 凌 を

ブ 趣題 に れれ 下 事

旨 留當 所 る た 院王 危 せ

を り 裁 を し 、

主 議 國王 マ 於時

張夢 民 千 の て に し 向

し 院 自民 議 て 又

定法法 たに由百 法 以

年六 る
の

崩
後

に
は
ァ
ク
ト

、フ
フ

、
セ

ッ
ト

ル
メ

ン
ト

」
と

云
へ

民
自

に
は
「
ビ
ル

、
ヲ
フ
ラ
イ
ト

」
と

云
へ
る

法
を

定

に
至
り

「
ハ
ピ
ー
ス

、
コ

ル
ブ
ス

」
と

云
へ
る

法

を
立
て
共
子

第
三

世
へ

王
の
と
き

に
至
り
議
事

院
に

於
て

何
又

を
尋
る

に
第

一
着

は
千

二
百

十
五

年
ジ
ョ
ン

王
の

時
に
當
り

の
代
よ
り

第
四

世
へ
ヌ
リ

王

る

七



婚
自
ら

薬
を

用
て

ほ
胎
す
る
欺
或

は
妊
婦

を
之

を
害
し
其
婦

人
こ

て

に
胎

れ

が

す寫為 に

に

甲

聲
面

弊
面
目

を
保
つ

を
云
ム

は
生
命

を
保
ち
四
肢

を
保
ち

身
と

は
生
命

を
保
ち

を
保
ち

身
を
保
ち
健
康
安
章

三
の

通
を
妨
る
こ
と
な
り

故
に

此
故
に

し
其
代
と
し
て
更
に

得
た
る

所
の
處
世

の
自
由

ぁ
~

今
此
通

義
を
分
て

三
類

す
曰
く

身

を
安
穏

に
保
護
す
る

通
義
曰
く
身
を
自
由

!
を
自
由

に
す
る

の
通
義

曰
私
有
を
保
つ

の
通
義
是
な

く

ど

の
自
由
わ
り
或
は

又
一
身
天
賦

の
自
由

を
築

の
乗
っ

可
3

を
乗

て
以

て
一
身

に
愛

の
薬

る

私
利
を
去
、
天
賦
自
由

義
と

は
國
民
一
身

の
自
主
自
由
な
れ

に
畢
竟
天
下

の
公
利

を
謀

て
私
利

を
去

し

を
國
民

の
自
由

を
維
持

固
保
す
る

の
な
ら

に
て3

の 皆

年

西
洋
事
情

二
純

之
一

り代

法 な

る
法

を
定
め
た
り

是
等

の
諸
法

は
皆
年
代

の
沿
革

に
臨

て
決
定
せ
し
め

の
に

し
て

共
趣
意

は
等

み
の

て

英
國
人
民

の
通
義
特
典

を
布
告

せ
し
法
令

の
多
a
z
y
其
數

前
條

に
掲
示
す
る

が
如
し
共
通

5
大
凡
人
生
天
賦

の
自
由

を
害
す
る

と
は

他
な
し

只
此

通
義
を
保
護
す
る
は
即
ち
我
英
人
處
世

の
自
由
を
保
護
す
る

の
趣
意
な
9

第
一

身
を
安
穏

に
保
護
す
る
通
義

を
保
ち

名

生
命
を
保
っ
は
各
人
天
賦

の
通
義
な
り
未
だ
此
世
に
生
れ
ず
と
雖
ど
必
既
に
母
の
胎
內

に
在

て
胎
子
運
動

の
機

を
生
ず
る
と
き

は
國
法

に
於

て
之

を
一

人
の
生
命

と
故
に

;



乙

に を

-

り 來書 を るんんどど 破 此 世 め の し

止 本 の 恐恐 ははが手 る 手 人 俗其其 選 てて

む 人文人
る 人為 足 に 足 の の 後後 物物 死

を の は 間 め間 ど 非 を 四國見ど
を 子

本 得 真 本 の具
第 に さ 自 肢 法 を 受 を

す 意 來除 は 重 れ 由 は どは 金 く 生

之 に
に の り の 其 んん ば にば に 外人 し

編 を 出規出 規 止 要止要相 ずず 決 用
決 用 忠 生 し たた

巻 認 で 矩 む 事手る しの を 天 て くる

之
し をを を ど の て て る 防

たに
看 者 と 其 は

る 非
る 非公 ず 做 を 最 人 生産

の ずる しせ 殺 のち 身 則 の を

發
と てる す 基 手天 を と 幼 讓 樣

據 てる 家 も る だだ 足
足 然 守 毫 子る に

を 生後 産 の 妨 し をの 6 も に べ 殺殺

得 命 日 受 なげ 自自殘 通天 相 異し

る を にに 授
授り な 己 ふ 義然戻義

な 相胎 の

ど 失至 の 磐 し の 可 なな
る複內る 被內大

gu 6
ど 生ら り形 こすの 罪

は 手 自
自 書書 ばせ 命ず 故

故 外 どど 子 ど

其足 然 を 愛り を 英 に を な 無 の に

證 を 此記 に 蓋差 防 國 人
る 類です

書 殘證 す し 換銀 の
可 を家又

人生 し 法 し 所 し 名 図

藤ん を のむ 命 自律 て
是 ふた 法

紙 と
て 6 ど 己 に

の 等 家 に

どす ど 偶 四 の 於間
於 3 の 産於

九 す
た あ然 肢 手手 て 處 の

る の るれ 死 足 は 世 な 條 讓 胎

を 危所 ば に を を
を 人 の り に て 子

法 難以 假 迫以 假 迫 保防保防 の 自
於 之

ど に は 合 。
り 護梨生 由 れ 1

す 迫 元 證 之 すせ 命 を命 を ば は

相異

る
こ
と
な
し

國
法

に
於

て
子

は
父
兄

1



公益 り故あ

る

あ ど

死 騙し の し 方 て

ど 世 の ず 死 有 死

歸

異に門 ど 肢る 民 備

に を 已然 に 異

第 を

律 自自 える に天る に 門

あ窮

俗遊 れれ 家世 命 法 に の

常 近 俗 ら の はし 俗

俗及 幸 以

總
し

て
國

法
の
趣
意

は
人

の
生

西
洋
事
情

二
編

巻
之
一

間ふ 差 間 にに 世家 支出 を 生 第 幸 以 總

を し

て び 設 て 便 図

す 英 法 亦 どす 者 宗 死 四

爲 所あ

て 破て の の 天るる 通 以通 る

は る 意 死 然 無 す 義 な ど る

事 名る をを 9

雪 の實 の 以以 のの 生 故 を 天只 はら

止め て 區涯 に 云

むれれ 自 別 の 其 ふのし
命

をばば 由由 な 間家 國死 て にに を

得 乃乃 に り

ち 害害児 を は此 出 に 中 h

法 す 天 維相相 奔 資 に し

可 然 持續 後 て は 之

外 以 g す の 宗 俗 止 生 第 を

はて も 生る 者
命 民 保

人人 其 の は に 死の を な

を 人 に 他 の 典 歸 とみ 差 か

死のの 非非 人語 ふ人 す はす ふ る

刑刑 生生 方 のあ る る る 可 の

に , 命 ず 力 り

處 を 只 をを し 常
の

せ 極以 は 理

する 恐 て 即 な

し て 大

て に

典る 犯す 気 し て之

に の し 可 へ 在 を 或ち に し

從 外人 3さ る 昔 論 は

す
世

等
の

ム
カ
シ

る
の
み

敢ちせ

又
之

を
養
ム
所

典國

を

蓋

者
人

の
死

を
二

樣
に
分
ち

一

+

は

法國

て 罪 て 右 りり出

不

救し

乃

妨

覧あ を 害 に 蓋 て 奔

れ

げせど



第
二 西戊 丁

を
制
せ

ん
と

欲

四
弾
事
情

一
編

巻
之
一

四
股
の
外
總
し
て
人

る
必

の
自
由

を

英 「 と 二 名理 2 ち

身 準備 由 盤 を 他 危く 人 四

に は を 英 を の に 可 の 股

自 ん 於かる 附 國 落 近ら身身 の

由 と て 所典 グ 体ず

情 の を
の 法 と る説

上官 保 すすみ 通其 に を

鍋 護更 護 し 義自 於 は 義 を り

に す る て に 由 て 決 に 防 て に 人

える 國 妄 し を は 於 て 健 之

典 は 律 に作 にてて 保 先 て てて て 我我 康

人 之 護 他 妨 面

る 許 の を す げ

默 自 得る存 民 あ を す 局

若 由す を る 守 る 可

く に る る 主 身 り ら天

は 所抑 は 意 ど 我が我

無 大 は 制約 安 ば 無 名

上 最 之 す 其 せ 穏 すし 聲 身 を

を る 安安 り を 能抑抑 を 痛 を

君 車 施 て 穏 重 は 3 保

生 と 行 とと h る 人

を 是 すな 保 の じれ と は

しり る し 自 機 ばしし 天

て を 優を の 山 て なて て 保

此 待 合 理 はは 又り

慈 ば さ 官 にに 元元 其 身 正 打 す

柄 腕 る府駅 來 の 理 2

さ を 意 な の な 面 ななな 可 の

に り意 る 目 れれら

ら 人ら を ななしし 重 をば ず

し を 以 しし て h 失 人 之

て 故て 故 天 し U k を

る る 人 に 然其 其 光 施 即

か
ず
し
て
健
康
を
守
る
3
是
亦
一
身
を
安
穩
に
す
る

の
迎
義

ら
ず
之

む
可
ら
ず
之
を
打

鳩
は
天
然

の
理
を
以
て

之
を
保
護
す
る

の
通
読
あ
り

即

自
由



て

せてれ

國
外

に
逐
は
る
の

し

仕
方
に
て

3
人

を
強
い
て
勒
ひ
ろ
は

ある

す

と
あ
ら

ば
諸
般

の
通

談
一
時

に
廢
滅

す
べ
し

何
機

は

す

災あ は英 其る

獄人人

人

の

於山 の

其

て

を必 名

を

に 法む の 得 て ひひ

6

物

しさ h る 官 官 法 の 止 人 を め 勒

之 れ ど どど 更に 法

なせざ 之 故 す の は 止 に い

岩若 非 せ し さ に 与 たる 絵本 むて

之

べ

ね

に 6 ちら

を る 陸 て 公 迫 を 人

科 犯 にてて 掲記 捕 な 紙恐仕 ら道

を中る 恋 がど る 後 に 家

て に 國らら に

書 を

れ 捕 の は に 其の 至 め 方

は どと 民民 ばば の

姿

裁

の 仕 は どば

兵 るんなな て ど 役 即 名

に 身 に 調 可調 可 く

意 にを 得 に 義

理 る を ずる 此此 は を

くる

を 國放放 を

にて

り奉ら 率 妨 を あ

乃 如 記得 捕 韻 さ公る 囚

ちくく 番 しさ れ ししれ書若を 人

を 人

法書ああ其 人 は て

謝罪 其 を 意

動 仕

印 に召

召 以 或 め は き に

てに

日印

g

等とし 律

はて

其

常事 凡 理 答捕 を く る

捕りわり

れ 者

を 競

夢
二

巻
之
一

編

れ 右 獄 名 証人 抑 を あてとてと

の 屋 を

ちら

住 の てて 印印 らす の 其 く

居 自 8居 } しすする に に し 證 人 故 通

たた 且者 人人 調 て 書 を に

れ 囚人

な の 存其 る保必 囚 せ を 調 3

し 權 す 背印 に 意

元あ ななど せせ 異に

來 り が 守 りは判 繁 の さし な

英 何故 るる 若若 其 局 端 旨 れ らちてす

國 様 に べ し 人 の を をばわ ずつべ

の のの 大 9 此 を 命 防訴

法故･

所 し 篇 於

て 勘

てるる

趣 他他 此蔵 勢り 時成 に

塗る はと 趣意 の

道 を

なす 住 妨明 し ふ ど 迫 役 れ 路 強

し に 居 な せ

あば欲
の 從 な て 意 す

る 強 す3 姓保 り と に し 行

の



之
一

十
三

四
洋
事
情

二
編

･

ず
假
年
全
國
人
民
の
大
利
を
起
す
べ
き
事
件
あ
っ
と
雖
せ
る

一
人
の
私
有
を

の

て
之

法大 自

本

は
只
水
夫

と
兵
卒

美
な
り

と
雖

ど

其
實
は
、

て
之

を
避
く
る
な
ら
但
し
國
王

の
て
國
外

の
役

に
強

て
用

の
べ

3

る
の

は
只

私

本
意

に
あ
ら
ざ
る

者
へ

強
て
國
外

の
仕

役
。

を
命
ず
る

は
共

強權

假
令

の
公
務

總
て
英
國

の
法
律

は
民

の
自
由

を
は

民
の
自
由

を
重
ん
じ

て
之

を
設
け
た
る
な
り

故
に
國
內

に
在

て
は

國

は
近
世
議
事

院
の
評
議
に
て

定
た
る

所
の

律
な
り

王
共
臣
下

に
介
す
る

の
檻

下
迟

合
る

あ
っ
と

雖
之

を
國
外

に
出
す

に
於

て
は

一
國

た
り
と
る
王
命
を
以
て

強
て

人
を

仕
役
す

可
ら
ず

警
へ

ば
阿
爾
蘭

の
銀
臺
若

く
は
外
國
在

留
の
公
使

の
如
き

は
假
分
大
官
高
位
な
っ
と
る

人
の

意
に

逆
て

之
を

命
す

可
ら
ず

蓋

し
其
人

の

ど
の
み
水
夫
兵
卒

の
職
は
乃
ち
國
の
典
常
に
渋
る

、
ぬ
の
な
ら

第
三

英
人

の
備
有
す
る

第
三

の
通
義

は
即
ち

其
の

通
義
一
な
り
私
有
の
通
議
と
は
各
人

私
に
有
す
る

所
。

物
を
其
人

の
自
由

に
從

て
之

を
用
ひ
自
由

に
之

を
返
し
自
由

に
之

を
築

み
國

の
法
律

を
み
る

に
あ
ら
ざ

分
室

3
敢

て
他

の
抑
制

を
受
け
ざ
る

を
云
ム

元
來
國

法
の
主
意

る
人

の
通

を
妨
る

あ
ら

万
ち
之
を
保
護
す
る
を
主
務
と
せ
9
益
し
英
國

に
於

て
人

の
私
有

をを
至
大
至
重

の の
の
と
し
て

極
て

之
を

貫
を
貴
び

雷
に

之
を
害
せ

ざ

る
の
み
な
ら

は の 仕其 ず 國

有 乃命 役

にれ



事談り はにし に

內條騒め

初背

の

に

ててを

の 促府 加 を をを 篇

金 に 法に

諾 を

院納

は 事 に れ 守ら る 護 の て 衆 を 之

べび 議院 出

知

しを

民 もしりは g

國 て た 展 議 に 関 の 利 宜 て ど

た の 國 ず 々 事 非是み を

ど只 天 はれる

在 法 の の 諾諾 は 前

を たど

て 英 以待 さ待 所 本

に る た 今 の す 人 人

見 き を 付 と る 其

害
す
る
こ
と

は
敢

て
之

を
為
さ

ず
響

へ
ば
今

交
置
す
る

と
3

は
大

に
衆

西
洋
事
情

二
級
惣
之
一王

お 及

にる 院

下 を 只 ば 日

然事 すし 假 條 衆 施 其何 す

を

至る 大

知 條 王 或 議院 ざ 防 な 謀く 當 敢 に 之

出ば し ど 慎 價其其 人

事 に 席 之 其 英 8 を 値地 の

に 院 て す を 政律 之 加

の か 以犯 め

合図 為 決 て ず に

集許 を 民 し 保にめ し 之 を 便

むし定 の て 持 は て を 得利

る た
ためめ 名 税 す 其 威資 ず な 新

る る 其代 を る 例 人 から此り た

の 時時 合 人 收為極 の し 時 ど

は 限 に に め 私
ひ た 難 路

曲 を 示 て しなし な て 有 にる 常 を

あ 之 り 少 をを す の 5 も 作

た り を 可 な 強る み 國 主る

る 或王 許 ら 難 か 奪 を 且法 人 に

べ は 、 室 す ら す 得 又 ををのの 某

し 議 の を 即ち す るず政以 然 人

ど 事 特 云 ち 國際云 ち國 を 府 て 監 私

な 院權 ふ國民 に 施施 をを 有

り に に 古民 自 ばに て すて す 得得 の

柄浸 て 托 の 己 る 假 る 地

は設定 し 錢自 に 國 9 に 面

下の め 該 貨貨込 金 の全 の 例 此處此 處 非非 內

威 質

ど

院慌
院 事 出 に く 人 は 處置處 さ に



丙

N 甲

即 右

ちの

其 條

通 々

義 を

係法る 私

る 律迎 有

右
の

條
々

は
各
人

通
統

谷
人
備
有
す
る
一
身

無
係

の
通

談
を

認
g

共
要
略

を
示
し
た
る

w
の

に
し

て
即
ち
共
通

談
は
一
身

を
安
穏

に
し
一
身

を
自
由

に
由

に
し
私
有

を
保
護
す
る
三
綱

の
通

議
な
り

然
ふ
と

雖
せ
る

り
と
雖

の
政
政
治
を
明
に
し
他
の
細

に
係
る

を
存

し
て

國
民

に
付
與

し
以

て
三
綱

の
大
義

を
助
け

之
を
保
護
す
る

に
非

ざ
法
律
律
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亦
一
片

の
廢
紙

に
属
し
正
義

の
名
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っ

て
共

質
は
無
論
な
る
べ
し
蒸
し

す
細
目

に
條
左

の
如
し

議
事

院
の
体
裁

、
威
力

、
特
權
是
な
り

王
室

の
特
悩

を
抑
制

し
て

明
か
に

共
に

共
分
限

を
定
め
國
王

を
し

て
必
ず

共
分

を
守
ら

し

民
人

の
然
諾

を
得
る

に
非
ざ
れ

ば
此
分

限
を
録
越
す
る
こ
と

能
は
ず

又
公
然

と
之

を
犯

か
脇
越

を

す
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む
る
こ
と
な
ら

宛
を

被
5

害
を
受
け
た
る

者
は
直
に

裁
列

局
に

赴
て

之
を
愁
訴

す
べ
し

是
即
ち
英
國
人

民
の
備
有
す
る

所
の

第
三

の
通

な
り
英
英
國

迟
於

の
生

殺
を
専
ら
に
し

の
自
由

を

制
し
､
私
有
を
與
奪
す
る

価
は

只
法
律

に
在
る
の
み
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に
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列

の
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局
は

不
常
に
れ

を
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口

國
人

の
謎
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総
合
法
律
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從

て
共

山
直

を
断

し
マ

グ
ナ
、
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ル
タ

」
の
大
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守
ら
ざ
る

を
得

ず
蓋
し
此
大

法
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犯
し
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す

ば
其
罪

人
は
宗
門

の
人

に
て

律 の

四
洋
事
情

|
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窓
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の
み
な
ら

す
亦
其
一
部

一
國
の
公
費
を
給
す
る

の
法
を
論
す

収
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不

シ
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太
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可
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谷
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又
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3
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又
或
は
非
常

の
事

に
て
侵
害

を
被
る
こ
と
あ
る

に
臨
み
法
律

の
定
式

を
仰
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又
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5
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醒
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一
事
を
起
さ
ん
と
し
て
若
干
の

はと

人

各
人
を

を 産薩 を 中 を

の 子 とき 彼 の子 之

一
分
を
出
さ
し
ひ

製
す
る

の
は
衆
庶

の
代

人
な
り

衆
底

の
代

人
と

は
何

ぞ
や
政
府

を
云
な
め

人て料

用 人名 を

企 月

事
は 辯状 り土百

を身 是 てて を

て の 人 せ ひ

相 主 な 人

入
此

公

役 く 個 あず の 之 の

焼 に之に起

又抑又

た 今 は

に な 土 て に 位

し

人
ど 喋 す り 愛 消 すす 私務 を

の 然 に

を

品

相其獨點

起相 其

千 3

く 費 ななる

全 の 歪み
家 を はを し を 人

企

すれど し 事

るたを

之 をを9g

事物 す金 國法法 な

家 量電 て と は 者 た を 消

を

の

れ 物

れ 人 て

を 點 は 其

抑税る其気抑税

を

物焼成 物 収 の 以衆

金

其を 其

此を のに 金 税
える に 給 の の に 忽品品 用用 此 高額

其 見 同即 樂 費 なけ 要

を

にき る は
こ 焼 固 人 食 却 り 製す 其其 財財ふ は に

此

人

し に 夫 と 跡 金時 り 物 代 を 企

。 を は 火を に は 火

品
ずじちにす

り て す

ら 異る 千 位 是 と 火
給

本家 同 名人 をを れ 之 を
8 どどす の

を はを

衆

相 貸既其 は

り 共 を る人るるばのの

高

6 歳 謀 す 状狀 用 ち 位位 以 税 を の

都 の る 情 火 u 之

火る を は 是 み 材 て し
人

に 小 企其 相 然 料 其 其 費 ば 民 す

の
由 知るる 要我 跟 る 時 初物 す 之 に

て る 8 月用 なに 石 め

麺 所 其 8 る あの確火 用事 用 當 ば
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の 及る I 千 之 を

を 時に異ち

實 ば で を 人 を 失
衆 し 若

之
を

し
て
､
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主
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身
自
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の
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に
由
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亡
す
る
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に
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くてた

之 を
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に

な故 す 慢 し て
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朝類
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滅らを を にめ

Y れを り 政 も 其 な

消を私

政た 民

為

を

す

費

貸し

之

て 税 其便 刑其 價 刑 ?只覺 の 没す 只 を

く 加 す を 歌 は 手

徒 きすれ 盗すれ 金 論 る り を 民

質

かは常に す 有 元身身 。

を ちの其ど て り 物 もの 來自

費 國物 組 名 と 土 を 共 財政 かか

區

為 と は

#

返る

金が て だど 金

四
事
情

二
銀

念
之
一
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す 益若 ず の てて し に りか す 小

或 の しれ を もは 相

は 要 然 ば 生 無 て 質 手 の ん 同

又 ら國 ず 形 新 な 概 E

然 名 す 民 れ に に 於 下る し 何ら

らく し 租 ばて 物 て たがて

ず 斯 て 我之る を 然 し 故之必 を 鬼

し の 其 を 学 生 る て に を

て 如 生 納 有 を すな 之 図

に はは る & ず に

頭

し ・ 民 反 く 無し木 費 物 を 府方

管其 て の 政 家

澤 は めす家 る 其 て 人 て

よ る 更 は有費るた 亦 品 政

り 所 に 無形 し の 生 公 位 府 のる

生 嫁 の 的形なた 」

手 人 始

る て g ご 物

3 り て 家 以 式

ず 私し の ち 8 しさ のと國

h に 保 之 更 たる 理 を 民破

ば 貯 ど を る を は 費 り

之 置き 是 政 價 物 ず 代産

を く は 被 治 て

3
は



しけ 僻 國僻 はは 世世

西
洋

亭
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編
恋
之
一

方
に

出
で
き
る

の
あ
り

が を すて く を に 全

政 國 の 内內 國人 如 集 人 其 を 集投損を

府 産 説 に を 動説 9 め 民 税 善る す 2

よ を 在富る にて の 金 ど に る 名

り 生 論 て すす 至之膏 を すすけ に

本國す 破す 破外外 に れ て を 血誤 的 自 等 斯

情民る す 方至 ば は 暴 を 用用 之 然 の

に 始る 方 云 質 君絞 しし よ 其 き …

綿 秘め て 出さふ に 汚り て り 難 のの 9

ど 3 て 弱 求人 以 甚甚費 みは

を り 基 る e の の 民 て しあ な 則

促 くだ 削る 大手 の 暴 9 る らち

すを容 が 目且り なに 私 政な 3 学 ず 國

ど 質易野 易 故 金 る 付 有 をを の 鬼海 民飛

9 な に 貨般 も 與 を 行る れ に 其

は 所 り 決 の の し 家 ふ ご 投税

國 の 乃 し 融し 融公 と 反 て の 物る物 すす を

民終ち て 通用 云 て 管 資 を が る 納

は 之 害害 を に ふふ 之 に ど 費 ゆにめ

共に を是 あ盛あに 金 可 を 其入福 し

產正 論る にに を し 以報すて に 券 し
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易 を 限個 然 と き さ 害毛 海 做投

て 追 り の 無る 其其る に しす

之 u 2 り
の 惡其 投 得る其

先 を 始國 難 且 を どを のみ 推感 じ
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のみ を 此常 し し 森其あ を 。 に

手 べ 設べ 設顔 に顔 に 或 よ 助 ら 却却 省 我 海海
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コ
ウ
タ
シ

收

成
人

又
云
ム

前
の
論
ず
る

所
は
異
に

是
な
り

と
雖

&
ふ

其
消
滅

し
た
る
る

の
は
金
貨

に
非

ず

金
貨
は
只
此
手
よ

彼
手

に
移

の
み
國
民
の
手
よ
り
収
税
史
の
手
に
移

け
ん
や

亦
國

の
富
有

を
滅
却
す
る
な
ら

豊
之

に
由

て
以

て
國

を
富

す
と

云
ふ

可
了

る
が

ゆ
る

に
至

て
は
即
ち
初
め
國
民

の
手
よ
り

收
稅
更

に
納
め

し
所

の
物

を
消
滅

し
て

共
品
位

を
至

金
を

物
は
其
狀

を
越
し

て
官

の
武
庫

に
存
在
せ
り

然
ち
と

ど
ふ

末
段

に
及
び
此
武

器
戎

服
を

用

無
し
只
物
を
以
て

金
に

換
へ

金
を
以
て

物
に

易
へ
た
る
の
み

に
し

て
國
民
よ
り
納
め
た
る

迄
比

服
等

を
買
広
之

を
第

二
段

と
す
此
時

に
及
ぶ

迄
は
未
だ

物
の
品
位

を
失
は

ず
亦

之
を
費
す
壊
す

に
納

む
之

を
第

一
段

と
す

之
に

次
て

又
政
府

の
史
人

は
此
金
を
以
て
兵
卒

の
為

め
に
武
器

我

階
二

編
都

之
一

+

四
洋

と沒
故
に

是

手
に
移
っ

た
と

3
は

共
報
と
し
て
武
器

服
器
械

を
買

ひ
私

に
之

を
製
す
る
共
販

情
相
異
な
る
無
け
れ

ば
何
ぞ
公
私

の
辯

を



の 其心 公 着 ば

本
はずべ

をを

る 均は

美

大民納す

9

て

と

ど 則4

にに き 滅

趣け 所所る

抑くる

答
て
云
ム
然

、
物

を
壊
す

の

て 遠 民 納 或 生或 生 必右 な 只 てて

か 量 か のの め はは 云ず 云 ず 宜

偶る る 所 其 手 る と 先述 呼 しな

め 可 を可 を 得報 以 所 れよ
四

にら得 茜

し 撮 物質 を 費 費 眼 之

特 片 想 3 な て る はは 平 の す を

二 時 墨 善善り 生り生可 必趣 . に 法法 所 可 泊

編る 以政 どす らししをし 則

巻 之 て 美 る 異知 の しす

之 度 風 乃所 る 常 に を 常 し 夏要 で

欠る ち の も に す 明 にに g

く 可 徳 の 有 る に 行行 手 は 金

可ら澤 所所 の あ 形あ形 し はは 或或 世其あ

らす を 得 は りな ど 以 れれ はは 物る 公る

ず と 手令 ちなて今ち て 費費 を かか 私

除 り 3 はに政ん し 其妨
妨 すす 衆 其の費

ど 是 何 觸何 網 府 て 物情 なな 所所 し 金 別し 経

ば 難 ど る を と を 管 し賃 し よ 脇 なな職

國 や 可維 を 費 を ど り て 9 し

民る き 持期 し 論難雖 もも 得 か 物
か

殺人 る 身 の すす 協 ず さ 小 る を を

育 民 此 を 有る 可 て る 3 な 所決な

の 善 安 形 がら 新 を 其 る
す 。

島 幸 政念 幸 穏物 入 す為 に 要 詳乎 利 る ど

福 美 に なめ 或 物物 す な の は

に を 風 しししには を 蓋る
法物

税 保 の 私 ど 物 目 生し をを 件件 に る

をち 物 有難 を ず 知 費 亦 品

納其 た を 出費 て る 費 ら りりす込 位

る 生る 保る し 見 ど どん 所 私 を

産 ち 其 る 雖気 ど よ 同

衡 豚 は 我ら も 私 せ る なす

なす のに以 に 國 をを ず 其費 ば 大

る
是
な
り

抑
8

二
十

一

を
納
る
必
此

類
な

安類 安 衡

りる

を 以

國 滅

公知 よ公 消

此 を 必 實 租 可實在 ど 込 欲

消

なな



生 て 天知 し 亦 しし 義 多

四
洋
事
情

二
編

巻
之
一

風
す

義 と 多 をを 世 e 6

し は 下 のの 或 を く 使 の 固 人

其 固 の 域 は 類 人 重 さ 其 役 風 よ役 民

谷 財 を 治 なを 民 ん り 物 し 俗り 教

す り を 廣胤 のしじ 自 を て を 論育を

る 許 翼く費 く 興故典故 禅殺 交 己 用 事美 を の

所 す す し 廢 にに 金 際 の る を に 待偶待

ど所有る
有 の 光 を の 身 て 鶴す たす

其 な 誰 金誰 益 大 等 興 風 に どに ど せる ず に

費 b の 事 の を 得廣得 ば と 假税

す 只 敢術 を 趣 の 盛る し 其其 き を合 を

所 經 て を 不 を 俗 に の 斯事 は事 这 了 納

之 改 拓 以之 を しし 徳 の 善我 なめ

輕 家 を 新 にて 駿 其 澤 如 く

重 の 難し 表 大 舞 越舞 趣 既 く 成 身 者 其

相 要相 たし し 向 に なな りはに子

稱 誤稀 る るす塔 高 以 を 大を 大る 人 以 て に

ははは る も 牌 樓 て 高 など機 な て 《 教

ん 斯 の 加 を 之之 上り g 安天育

て のあ 等 然 建 を に は

と 如ら の 気 を て 設 し 気 に

く ん 愛 機 祭 しめ ふ合 物 可 般

欲天是 切開 ふ 日 の 事 ん 可 效殺 を く の }

す 下 等 を 修 なた 類 校 が のた が し 首育 製 我 致

3 の 会信りな寺 為 流 又 を送信 す 私育 は

の 財 公 ふた 或り院 め 世受 れ 有 に 徳

み を 費 へ は に を 人 く ば は 由澤ばは山

費 は 恩 發麗發 可 其以 て

し 經賞 明 を 下 め 明き 物 て 人

て 湾 を 工極 のを て 徳子 を 固 の

腕 家具 夫 め夫 め 財 善 を 弟 求 か 間

て る を 佳 を 美明 はむ る 見 大

其論 が 以美 費 に に てる 可 を

金 に てて を す 進 し な 3 し 開る

在 め 人 礎機 し の 人 き

f

其
を

の
論

に
在

ま 2



手防不金 は 七載せ 其 は 其 む 額此 の

品
の

個
に

に 百ぐ 正 を 直 真 す 三 ば 情乃万 吏 の ふ 條 物 説

移さ欺 益 に 五 地質貸ち を ど なに に 法

る説 ま 七 TL の代 を 其其命 の 籍 れ亞付亞 に

と み た ん 百 函然 松 四 礼礼 私私しじ 2て を ご 米 g こ 公

物 ご 五 のれ たけし 有 て ど 作 も利其 樣 费

情 に情 に 品十似 ご取滅 の 之 を て 歌 加 人 の

二 共和 し 兩 な も ら を 秘秘 飛高 を 定州 羅 の に 別 給

編 物 どてのり其取 を 收る 民巴原配 あす

品 は 二金地 こる 許 訴税 を二金 こ
り

之 た 主 べ す 支例 某 なし

を 五以 りな ふし 2 此 と ど ょに反 てど

製 け て 其 る 故 高ご 2 唱 すすりり て 直

從 し 共犯者 き に あに其処 あにふ但 はふ 但 は しし に 頭

て て た地歌 は政りり 從國 し 幾 皆 た 其配

敗 之 失 面 を 評 地府 の 警 て 民 此許 分る 人 ど を

る を ふたしの 主 へ 地 へ 飛若 分 の若 分 の 頭 も よ 云 論

所 費 な 政 感心 納 あば を し 頭 秘 秘のり

の す り府 ごあ りる り地 成 此税 を
此我 を さり 取

に 敗 に 歩絶 不 之 税 せ 税 の 出物れる を

至 秘 買 に き は たたんのの 割 さ 品事 所 物

るの取 た 二 制割合 し 我ら の 品L

ま吏る ご 家 源 計 合 を 税

で 人 の ん へなし分 を を 定某 の など

の は こ蘭書り て一時見ひ よ

國間 常り この 質 然 似 の ふて る り

に 此にり 地 たる 千 初 べ みがはめこ衆
りた地 分

於人 故 逃 に 合し に 為 幾り 國頭

て の 法 に みたて なご 然
許

は 手 た 地 其税 り定る る た 。 にて と

外よき持松 と め と ど は 高 て 東 はは

國い て は は し た ば 地 き 思思故 を は 北國國

よ 彼 回 二 此人 に は ふさ 挑年 の 民

り 人 歩 税 と 地 に 改 方ち は 々 諸

輸 の の の を によ 區 て に し

一
を

公
費

を
給
す
る

に
二

法
ぁ
る

を
論
ず

器 直 分

稅
を

云
合
衆
國

合 税免税

衆

入り

別 の 合

たに税1
1

三

S
WS

飛
州

私
有請 私



論
を
起
す

に
と

少
a

が
改

に
分

頭
税

を
収
る

よ
に
便
利

なな
っ

へ
ば
外
國
ょ
う
品
物

更

り

8

故

如
く
外
國
の
石
炭
は
5
稅
を
收
ひ
る る

が
故
に

自
図

の
石
炭
る
自
然
騰
貴

し
て
定
價
よ
り

必
二

「
ド
ル
ラ
ル

｣
を
増
す

に
至
れ

今
父

に
一
論
あ

5
分

頭
秘

收
る
&
物
品
税
を
收
る
必
均
し
く
國
民

の
財
を
以
て
天
下

の
公

用
に
供
す
る

の
主
意

に
し

て
其
實

は
相
異
な
る

と
な
し

ば
則
ち

二
法

の
內
何

れ
を
可
也

と
す
べ

3
乎

と

物
品

税
の

法
を
主
張
す
る

者
の

認
に
云
く
物
品

收

れ し

り

る

故
に 方
今

作

図
の

石
ゆ
る

者
は
定
價

の
外

に
荷

二
「
ド
ル
ラ
ル

」
を

珊
な

ち
斯

の

「
ト
ン

｣
に

付
a
l
l

[
ド
ル

ラ
ル

]
の

を
収
る

]
[

]
税

六
合
衆 衆
國
に

を

」
を

買
け
る

の
は
定
價

の
外

に
二
ド
ル

ラ
ル

]
を

挑
へ
る
な
ら

等
し
壁

へ
ば
大
巾

の
羅
紗

[
ャ

を

のる 物

稅
次

之
を

商
人

は
又

共
品
物

を
他
人

へ
賣
る
と
き

本
價

の
外

に
積

の
高

を
加
あ
る

が
故
に

次

経

増 石 て 本 收税 を

到
着

入
す
る
品
物

は
其
到

着
の
と
き
直
に

稅
を
收
る

を
例

と
す
此
税

は
品
物

を
引
受

る
商
人
1
5

四
洋
事
情

二
塁

後
之
一

二
十
四

第
に

人
の

手
を

経
て
遂
に

品
物

を
用
ゆ
る

人
の

手
に
落
る
と
き

は
其
物

の
定
價
よ
り

貴
さ

に
と
正
し
く

秘
高

を
加
へ
た

I
ル

ド
に
付
き

1
ド
ル

ラ
ル

」
の
粒
を

る
と
き

は
此
羅

紗

又
に
て
は
石
炭

1

者
說

に
云
く
物
品

税
を
收
る

に
は

従
更

國
民
と
の
間
に
事
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ち

民
る
自

8しすら

を りだ

且護 な 自 す ܐ

にりな 說の 甚

し

西
洋
事
情

二
編
巻
之
一

の
上

に
在

て
國
家

の

に
投

し
正

の

任 民 を にりな 酒酒酒酒 の 弊 前 件 あ弊 件あ

を ど も 利あ 故 のた 趣趣 多 説 を

に 買 意 甚 し

其る し 然る ず 敗 は で を 物 に 成し 之

際 等 間 其 と 故 税 飲 督 品斯しき が

にの よ 處 甚 に 求む 察 に の 能 に 為

常 り置だ 人人 は 難し 就如 は 至 め

て 躲 分 如 , 難難 のの 此 なで て しさ り に

不 ぁ 頭 何事 上 機 もれ 之 税 と る て 動 編て

正 れ 税 を に に 秘 ご をご を を 難 ののはの }

に 解あ 金 も 取 弊 人弊

3 8 せら の其論 れる語れ を 皆皆 れ

冠只此 ず ず 然酒す ば 物 生 客 ば

あ 其夢 乃 らたる 其品 ず 蓄 人

れなち 此 2 質 秘飛る 民

ば の
處

し 知 私 むふ の を を に 心

飛行 と ら 出行 る 少 收 至挑收 至 を 不
を

人 は 云 ず を を し ふ る る 抱

ふ 識行 行 こ 別きる て 2

に ら

に 飛ばはみみあ を

を 物ら給

了 品 ず の

ば と 完敗 を て

得 に は に 暗 の 大 てけ 畢 L

自 で 完成 [知

が る 州 で に にに を 然金其

故 相 す 於失 苫 た 税 之

るたさ 諭 が 正

然し 其平 が を の 誘い ふ 入 故に

3 を 故 害 害 へる もす に 階

H
S

を
る

を

は

る 於各 在味於谷

二
十
六

あ龍其

段 に へ の は ど 税 生

離 て はず に求

ふ

3

內
至
急
の
要

を
生
じ

時
と
し
て

は
政
府

の
命

を
拒
む
こ
と

事

て
税

跡

税
を
收
る
よ
う

な

ふ
ふ
の
は
收
税

事義施

2

無

名 多 を

し 税或 中 をを 税

乗るに く 立て て

陷

思事 に 税 常に しなさ故 のる 收る

の 至 の く國策 するに は 飛

傷

知

に情 出される 不

自社 に 不多き 衆 諭が正

れこす は に

を さ

途

ず はら

自 取た の

ょ

嫌しっ あ

を

ら 納 時た酒税 頭を 頭り 納
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情
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物
に

就
て

の
税
額

は
自
か
ら

之
を

は
ざ
る

を
得

ず

頭
税

を
揚
ム

が
一
其
實
物
の
價
を
貫
く
せ
ん
と
す
る
8
人

の
私
有
盡
く
商
質

品
の
み

に

非
賣
る
可
ら
さ
る
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料業 典 なを 只與 任夫 な 第 良く

を に し 9 事 如 ず を く は 員與
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て 8 以 の も 給 の 隷 べ 成世

可 め て な る 此 料 害 小 し 求人

なな を ど 夫 只る

り くく 者 營 みの 職員 な を 給 と

故 出故 し

中 く て を

人 茶

のししれ 弊 め

の 在

貸会み

#%

三
十
五

假 の 者 除 貪

を 年

學り

の
職

に
任

ず

可 子

す
る

の
爭

は
万
ち

隷
小

夫
の

間

だ て 差 多し 官

國 な の

営
へ

ば
其
政

を を

位 の す

ど

士く

る府

の學 せ す 此求

民又塾 の

官 學ば

乃地職 為 に

風金

を ふ

どどあ ばにに

して 僅 し値る

を

料

に て 君 は 得る の て を 決仕



に 扶 る 道 ら 敬

國 ある 皆 語 に國

このば

人
民

の
教
育

に
二
樣

の
別

$
5

一
を

常
激

と
云

ひ
一

を
學
教

と
云

賞るを ぎ 退 に 位位

る最るる 其等 所 云

史求

國會

其 を 其の て経く

の 難

り澤 に 國學欠い

にれ 風 と

當 互當 德 理 め

收 ど 被 も孕る と

敵別 倒

功其 かめ る に

を 收心 学 教

に 又 の

為 設 心理 をああ為

す 之

れる 益 を ずら 學

ば人人 貴 爲 す 之

別

限 しる

る て ば 公學 が 教

民助を

をを

主

を 育 知 に 物す を

助

ど

れ 行る

れの

之 盛

すし3ず ばを ば

本を務公 称

し のの

く信 給其

を 斑 け 得歴 營り 得 を 給 職 を

第賃

實 其 在理 職

信 に

質

3故 き 府

西
洋
事
情

二
編
巻
之
一

第

右 誌 其 人 こと に 計多

の 會 故 を な 地民 に 在 の か
様

如 議 はざ知り 世 の

民 に を さす 等

常 政 民 なの 是學 生育 金當る る る に

教 治 各 り 教 書 れ に 教 を り失失 を て 定情

を に 々 に 人語 通 育到 て ふ 得

設 在 學 此 の 數 常 樣 へ 善 が ず

る て 問 教學 の

が は の を に地産

職 を を

税 を ん 盡 料料

8 年 張

收 しれ はべる 常常 費 公

之 あ 其 者

に 其相 に 節為

準準

て がて

て 被 神秘 可税

ら 其 國

職在 を

る 可 費費 者の の を

職 生 市

る
の

法
方

に
之

を
收

て
又

べ

に め蓋 等 くや

袋

な つ し は云 融

を
や

人

三
十
六

等 求

り べてみ を 何

ふ

之

て 付

法大 けけ 用 先 一 聞 常

のす

殊 し 始此導 で

に

り ば 充 に 知 ど

得 後 は

方 なれな れ に 生班見 教

後の 其 き く

衆 し て の 人

職人退めす篇がずる を の



小 前生 寫實 其 以 師 6 可 左 之

举
事
情

二
器

怨
之
一

七 條 徒 七をの0 選 才 gt主要費 L 集

計 所 教, 意 为 德 深 上 取用上 之之 场 费

0 論 育 知知 國 切 策 报

其の の 5 失 內 用 Il & 以 金 官 の

情人人 第 本 得 “ D云 LL 法 庫 法

口 二 旨 諸人 【 此[ 此 山 集集 IN 方

法 主机ne 方 選 金 法選 金 于 野

卷 多 錯 以以 市 II 龙 之主 ELL 又
Z

之 联 從 为 自5 5 送 誤送 誤 費 從 或 教 論

KhhD0 然然 之 b 3 寸 之之 法師 七

從 弊 其其 免免 h 乙 Z 第七 市 /

古風 数数 X × 各 其 井 給 为

授授 市 十十分 4 處處 法 長 鄉 料 可

處 生 0 國國 九 5 亦 02 0 里 tb

3 寸 可可 民民 ばU * 蒼苟 人人 す 手 に手 V 與與 中

學 以 否 达否 以其其 LH且 民民 以 · 孕學 5 教

校 其 L 如 固 人人 之 多 省皆 上 托 從校 青

主 何 人上 選 b 自 兩 Ltt

九 b D 反 家 樣 建乃 建 税

{ 其 2 L 隨 0 0b

べ だ 注 選 T 利利得 之 收其 收

思 個数数 否否 失主 地地 更走る

す の 営 の 師當 主 利 LD0 人人 以

な 5 事 5 本 t 謀 否 T 長
長 !K 他

7 或 政 選 5選 主 學 主 給 )主

乃 X 關 以 府府 任 其其 案 校 层 料 稅案 校 の 屋 料 税

無 失 上 才 學 求 を 類 名 を

{ 誤 ) 名校 为

心 第七 T 形

終 料 或 自 七 二 L 其

教 如 用法 地 { {

以 多 誠 師 b 为 主教 人上 寸寸 之

設
く
べ
る

の
は

簡
易

水

ず
之

を
延

て
し
め

如

L

郷
里

の
大 加

收

七 井 L 其 多數 ILL 化 督 L 3 为

T 給 {

以 如學 市

8 如

其 與與



相人 學 為知 のの

四
洋
事
情
二
福
智
之

一

第 する どをめめ 其

符 に 問 め 金 ここ る を る 必絞 て 費

しし の 天 々 ど て 得 を せを り 其用

て て 道 下 開 は 致教 ど ず 得 ら 集地 を

成 を け 固育 す 。○ め の 供

科す 研財研財 徳 よ を の 故 且 た 人 せ

ど べ 究 を究 を 澤り 學 し 如 に 又る 民 ん

為篇 g し 費 益 論 教 て くく 此右 金 に が ､

せな 之 す 々 諸 し 致 のの な 托為

り を はは 大る す 師 如如 れ しめ

又又 且 修 其 なを 撃 の 全 たな く ば 出 に

學又る 所 る 待 教 進 國 る 學 此納 は

教 其 為 ははず を 歩 の べ 校 金 の 政

を 所學實質 皆皆 試修 跡內 き試 を を 任府

建 用 問 に用 學にめ 随 に 人 盛 用 を の

る の 公公 散見 天 て 欲 物て に る 専權

に 器 道 · 明 の よ 下 化 を す 8 ら を

も 具 を 正具 賜 方 に の 成る 工 以に 以

も 公 大 に 今 な 大育 とな 夫 せ て

條 兩布 ど あ るる 本 寸 9 を し 税

の 様 し 会 らち國し て を る

要 相之 べ ず に 之に 之 とと 定が致 しべ改

談同 を く や 在 に を 立 爲師 不 し

あ し 廣 且故故 て 由 得す 3 經 蓋 其蓋

り さ行む 有 に 發 てて べれつ 浴 し 收

第 か る 知 此 明 衆 しば 随 の 其 め其

故 ど 有有 學學 工
其 種 て 處人 た

既に の 設識 教教夫 の 主 の 其置 民

に を の 神 意 や 人人 を は 税

所 こ 件 云 盛 功 金 互 校 員員 為

有 件 に 績 を に を を 己

せ は せ 多成 相 設 多相 設

す 支 け る 商

知 に の がが 人 と 吾 血

經
済
の

る 常

1

と
云

べ
な

」

員
を
多
く

せ

く

盛
に

せ
ん

が

を

さ

れ

三
十八

集

の

2



甚 師 右師 右 で 非て 非 入あ入あ

共
に
緊
要

のな

を
供
し

が學ん姑 見りり塾
だ た の 學す學 勢る 故 校 を

をく る 此

る 如教 只 L る に を 勉欄 に
に を 擱 二世

易 着くく に 貧 て 元 不開
平 開 る 9き 其 係 に

なな は 政 必民 教 金 人 ん に 今 は

情 り 此府 用 の を を にか
當地 を

唯 品 に の 學
受 賞 在償 篇 り に 応

其 物 てて 具具に る ふ
其 は れ 共 て

● 借 をを
器書志 能 が 必 費 政治

之 貸 用 械籍 し は く 用 を 府
を 府く

を る 書 の器 て
成 なり 。 其

挑 が 籍城 學學 故 し る 71 り こ

家 を 資資 に 然得 器 く 學

ばめ 屋 備に 政其べ し 致成 の

敦 借 乏 府府 生き 其の せ て

授 質 供 学 し に 徒 こ 籍 事 入 し て
篇 て 所

の を る き て の と を を め は
は 必

給 政 此 可 者 學 學 ! 購
者 學 學 に 善 に 未 ず

未

料 府 ら を 致費 非込 く 高 だ と
之

を 物 ず 惠 の を ず 共 す 科 省 を

費 納
設 貴 或 家 る て 象

く 。 用 を くは屋 所學 有

し 可 U 主 為 す 偶 を 以校 あせ 新

之 g て 意 す 々 建 の を る さ に

なは が 平 る 法法 建 る 知

教 れ 元 故人 に を
を て の 可學

はの
ば よ に に は 學 をらを

さ 議授 政り 富 て 非 す を 見 ず

れ 論 府 富 人學常 の 修ず

ば をを に
に 校 のみ

給 決 當 職 の 非 · を 多
道 右 の

料 す み
ざ 開費 をの學 て

をる 其 ど め れく な 廣論 校
廣

殿 は 教 し に ば者る

は を

今
を
世
に
弘
む
る
こ
と
な
り

第
二
既
に
所
有
せ
る

3
の

へ
新

に
知
學

を
増
益
す
る

2
と

な

す
る

學
を
授
る三
十
九



を は

第
一

の た 改く

を
扶
助

し
て

四
事
情

二
脳

之
一

商

く
し
て
甲

を
授
く
べ
し

是
れ
天
下

の
美
事

れ
ど
貧
者

は
只
甲

一
人

に
し

て
教
授

を
受
る
こ
と

能
は
ざ
る
と
き

は
之

之
が
冷
め
學
校
一
般

の
教
授

料
を
聴
く

す
可
ら
ず

警
へ

し 又 昭之 に 以 の

教 貧 就 を 不 給 て 深 に以師 す

只 生す 用 便 料 之之 淺異 て に

の 貧 る なを を な錢典 の

て 給事
殺し の る 典 制 誠らたるみ

致 料 生料 法 に る す 實 得 給

育貴 を は 似 に る の 故 る 料

く惠 宜 た 其 に 厚 に は は

しむ しう 高 者 ” 薄 之 農 其

く 故故 を く と 人

本 に は に 産商 の

に 論 今 定 無今 因業の 才

て ししし て 業

自 之 種 て 按て 按生 た

天 力 が に 會 計入警 器

を 入 從學 て る を 最

以 め U を 機 に 道德 と

て 學 人 盛 宜 我 を め に

其 校 の に に 所得 之 從

な オ せ 應米 せ を

り 授 般 學 h ず 利 し 被多

然 と 為る 加為 舞

受教 器 め 合 h 作

る 授 最 其 處 衆 ど 興 る

る ど 入 置國ど 入 すしべ

に 用 なに る 必 し

準 のきき 於 た ず 學

し 元 は て は 其術

て 企数致 大船大人

之 を 育 學 料料 を 授

て 備 の 校 の しの

の 多 て 産

料 な料 教 赛 學業

をば 大ば 師 を 力 教

又
貧

生
を
改
育
す
る

が
冷
め
其
元

金
を

備
へ

な
ば

之
を
行
ム

の
法

は
左

の
旨

に
基
っ
く
べ

為
め

大



將
二

編
之
一

財

四
十

な欲 由

不
と
き

は
大

に
下
學

校

に

大

の
文
學

を
衰
微

せ
し
む
る

世
の
文

留
に

る ・

に
生
徒
常
に
充
満
す
る
公
共

数
師

を
處
す
る

の
法
宜
し

理
な
し

為

校令
あ
る
べ
し
と
の
旨
を
失
す
可
ら

假
今

交
に

一
の
學
校

を
設
け
其
學

費
を

腰
に

は

貧

準
費

を
減
す
る

の

2

の
學
生

は
皆

至
當

の
教
授

料
を
納
ベ
3
5

の
な
れ

ば
食

生
一

人
の

為
、
他
者

てて
乙
丙
丁

の

第
二

前
論

に
云
へ
る
如
く
教
師

に
與
る
給
料

は
其
學

力
の

深
淺

と
誠
實

の
厚

薄
と

に
因

て

其
多
寮

廉

し
こ
れ

が
め

に
3

を
教
授
の

職
掌

を
勉
る
者
な
る

者
必
要

料
を
與
る
こ
と
同
一
な
る
と
き

は
此
學

校
は

皆
に

教
の

風
を
助
け
ざ
る
の
み
な
ら

ず
反

て
に
至
る

可
し

第
三

學
校
に
大
中
小

順
序
あ
ら

ば
下

等
)

於
て
謹
慎
勉
強
す
る

者
を

､
け
其
褒

賞
と
し
て

之
を
上
等

校
に
遷
す
べ
し

此
の
如
く
す
る

に
の
生
徒

を

励
ま
し
正
し
く
共
人
物

の
オ
不
才

に
準

し
て

､
費

を
給

し
名
實

相
支
吾
す
る
こ
と

無
さ

を

得
べ
し

又
交
に
論
ず

べ
3
の
一
事
あ

を
進
め

ん
が

為
に
天
下

の
衆
人
各
々
自
力

を
用

れ
ば

共
從

て
生
ず
る

所
の
功
驗

は
其
力

を
用

る
所

の
方
向

に
由

て
異
同
お
り
衆
人
若
し

財
を

愛

し
の

せ
し

て
教
育

の
冗
費

を
少
な
く

せ
ん

と
欲
す
る
と
き

は
其
欲
す
る

所
に

從
て

之
を
少
な
く

す

西
岸

の

の 學



滅
せ
ざ
る

を
得

ず
故
に

只
共

品
の

ら
ざ さ
る

の
み
な

ず
途

に
は

ら

な

品
位

は
下
落

せ
ざ
る

を
得

ず
壁

へ
ば

何
等
品
物
に
て
公
共
品
位
下
落
す
る

と
3

は
臨

て
の其

て

教
育

の
分
量

は
増
す

と
雖
空
公
共

は

な

以

ピ
タ
ス
ラ

ず
かし

1

を
以
て
此
人

を
使
役

し
果
し
て

て
意

の
如

得
る
乎
天
下
古
今
未
だ

管
此

て
此

の
如

さ
妙
計
あ
る

を
聞
か

く

て
三

千
ド
ル
ラ
ル

」
の
教
師

を
使
役

せ

3
0

一
壬
ド
ル
ラ
ル

」
の

3

の
あ

の
あ
り
或
は

二
千

万
至

三
千
ド
ル
ラ
ル

」
な
る

の
あ
り

千
「

三

は
五

欲
に

從
て
其
物

を
買

は
し
む
べ
し

途
は
し
も
べ
し
遂
に

は
自
己

に
之

を

愚
人
あ
ら

ば
試

に
共

誰

る

わ
り

$
5

と
て

自
か
ら
誇
張

ム

術の

に
共

故學

を

位

る
こ
と
極
め
て
少
な
け
れ
ば
教
師

べ
3
而
已
に
て

他
に
所
得
あ
る
無
し
生
徒

の
費

を

四
十

一
西
洋
事
情

|
編
磐
之
一

の
給
料

を
受
る
必
亦
極
め
て
少
な
か
る
べ
し

。
授

の
品
位

3
亦
極
め
て

し
か

ざ
る

得
ず

今
五

兩
の

金
を
以
て

二
十

五
雨

の
布
帛

を
買
ム

のの
術

す
る

あ
ら

ば
人

誰
が

之
を

恐
と

云
は
ざ
ら

ん
若
し

此
の

如
8

如
き

其
所

發
明
せ

ん
抑

ふ
五

雨
の

金
を

投
し

て
買
ひ
し

物
は
果
し
て

五
兩

の
價

よ
」
貴
か
ら
ざ
れ
ば
人

教
育

の
價

に
於

て
公

之
に

異

な
る
な
し
教
師

の
給
料

或
は

一
年

五
百
ド
ル
ラ
ル

」
の
あ
の
あ

の
然
る
に

今
五

百
ド
ル
ラ
ル

」
の

金
を

投
じ

ル
」
の
教
師

を
使
役

せ
ん

と
欲
す
る

は
豊
大
な
る
認
誤

に
非

ず
や

試
に

問
ム
此
金

只
管

只
管
教
育

の の
冗
費

を
減
ず
る
を
以
て

旨
と
な
す

を
3

之
を

求
ひ
る
る

の
3



其の 要る

第
三

宗
旨
を

少

E h ず を 然 前 亦 物 其

人 ななす よ 其蒙 其論 自らを み分

のれ る な 宗 りみら分ら 品 に 敗然 成 品量

德 ば のれ 護旨 察 量 ん 位 反 度 に 少 を

な 龍 必理 ば 持 を ろ をを 万 を と を し 減 するし せ滅す

情 を すべ な 必 す 護其 も護 欲 貴 て し じきる 併て

二 修し しず る 持 品 併 する ふ 天 し て にのせ

も 蓋政がす せ る し 下る 途 て

知 政 し 府馬 る美 て る て 衆 に 人 な 演

之 識府 宗 の が な 大 のな 人 人 に のり か

を の 旨 下
の 旨 下 の 入ら に 日 心 の 世 之 人お 世 之人 す

開扶 のに 冗
冗 め ん 亦増 を カ たの を民る

き 持 教 立 費 財 七月費 を
鼓 を 文學室を 数 に

世 を はっ は を 貴 加進、 舞 用 な 育な學育至

の 他 古 所所 會會費 す しるるりなし にりをもに る

風 が 茶 の 社 すす
る學所る の在 べ

俗 ず 政世世 結 事事 しが に 放 少 て し

を し 府し 裕 盟 故 故故 志 育 しもけ 世

美 て の 衆 の に す 之 亦 れ 上

に 可存 人中 唯る 法 た 然 ば の

し ない比 を 間 教 の を

て ら に し 所即 育 多 修 ぶ 数 何

人 或人 て のち の く も 授作品

各人 せ 盡 我 教 品 學 其學 の の おに

合 云 ずく が 問 風 少 法 者

ふ し 其 な転 をの 俗 け宜し も

て 責りふ 法 貴 風 を れか 、 之

常にて に は く 規 正 ばら 少を

を に に 任任 てて 其 す くすく 求

被 臨終 せ 相歸
個 る 興 に た其 しむ

る 依 茶 し

ら 致ら 教 自 もし

の
法

し
故
に
云
く

人
民
放

育
の

各
々

共
德

云
ふ

品
位

を

四
十

三

繁

てる

がすせせむ

の
廉
な
ら

辨

俗白 も

放れ し る 可る

に
在
ら

其少

ば 正然の

に ば る を g

魔膝ななの お張在

みしら

見



てく に其 政 旨 然 今 すら れ す 相 然

費 府 をら我あ

に

共共 來 ら

用 を 護 ば家るを 護

人偶あ南

に 旨 を 旨 す 情

を す る 護 て ど護

を然 は

是非れ 其或 く

此
法
を
保
護
す
る

が
爲
め
に

四
事

悟
二

編
巻
之
一

く 宗 し 假 て ら

然 に 宗 ず

のの 維持 宗 に ど ばばる 之 宗旨 宗

金持 す 旨 在 雖 障今 を に

計 由 の 立

集る が 持其其る 其然 ち て弓 て 敵る 設 が

に の 徳本 地其 ず 自 をの あ為寫得

さはめ 論論 澤 來 面德 し 然 被 意 る

る 宗公公る をを に 澤 て 世 りは に

可 旨 然 酵 被 人 家 を 然 の 以 人 由人 由 は

ちの 國 入る を 被る 風 て 々 て

ず 教 民 の毅 と 家 立ち 8 俗 を 人 各

ど な の 家 も を て しの を か し 各

此 か 税 に 我立 偶 ど に 新に らて 々 を

論る を 異 よ て 々 て し に 為 德徳 し

却可 收 な し 之 強 てて し め 澤德德 て

て

礎

どな し 己 我寫 た の し る

どの の か て 家 め 於他 みめ ど

気 象 說る 其 便 の 財 て 人 に

計 と は 。 の す 誠

ら なし 之 及 ふる

ず し り ひたす に

償る 我る 關關 て に は

金理 すあ るず 2

存 れ すばる る に 唯

す

る
と
必
我
ょ
う

人 にん

ふ を を 可造利 を はに て 説

べ 護 もし 営 を 搭出 毫 布 人 欲 は

かす

> にて 其共 に を 澤

是 す

な
っ

と

ら

雖

る 四
十
四

て
財

を
出
さ
し
め
ざ
る

可
ら
ず

と
予
答

て
云

を

む
べ
し

と
の

說
を
主
張
す
る

の
あ
g
K

るに

て以

說
、

と
の

のなば るあ所る は 人

を はを 由 之 本 徳之費り理 な すて は蒙

を にの 係 と す 非 り予

ん

な

な し と 出自 て が 人 澤 る ら 被

を



第

四
年
生
情

二
編
巻
之
一

が
倉

め
に

人
に
て

I ば 省 しり の 海 四 臨意る の これ

業 政政 炉 蒸
む 蒸 公 岸 を も

る 他 寫 の ば 、

府 で る 费 全國 求敢 の 說說 改

大 に 之 を 車 ど
と 測內む て 商 に は 府

な て を 善 の 為量 の
篇 る 宗人 税 理 をを

る る 今 ど 為し し 管營 の 旨 等 を に 立

に

平 すす て 諸 藩 みて 错 をの 収 戻る

人 べ 此 に 官港 にて
官 に 重重 組む

き 等鐵 府 を 財 しき しんh 合 可可

な の 道 の
を て じ上 を ら ど

平る れ 工 を 手 繕費 世世 てて 立 ず 大助

人 決 ど 役 敗 に す の
故 て 國 な

なた

し りを く任る 事 害害ささ 商民
り る

自 て 若 企 が せがせ をら 業 其其 予予
カ 之 し て 如 さ

為 に を 攻殻

に を 所 元 g9 る さ 之 府

て 企 得 金 內 可

論
元る を を 地ら

る 命 に
金 2 以 費以費 の

球
を と て し 營又

故る 異 てれ

給 究 所勿所 てて 籍 街街 の に に な 會 ば

す る 失利 は 道
之 非 らら 祉何

る 金之 を
を すず ず を 等 め

能 し 償償 を を 開 に 唯 只 政結 の 強

は 只 得 平 き 必
宗 府 び 事

さ 內 に べ 人 通用
よ 宗 情國

る 地足 き に 船 な
な の

旨あ 人
呼乎 のら 目任 のる

信 其其 法 る

鬱 さ 的 し 傷事
心 會 款敵 も

あ て め は
は 祉 に 決 を

其 に の れ 私 に 之
を 從 し 攻し

工 付 恐 ばに川 を
身 催 事 て

業きあ 衆 をを すす 宗可

を
管
轄
す
る

が
如
き
外
國

を
営
す
る

に
異
な

之
を
催
す
な
ら

ど
ち

之
が

為
に

強
て

國

四
十
五

に 其ら 人 さ 堀國
幸 3 旨し



結 孤

寸
(

L

5
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紹
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當
然
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り

と

各
位
宗
旨

を
重
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L ( 給能 の 論 の 任故0 故 獨獨 人 法 手 の

他 寸 以 處以 市市 L11 震 救 法

可 ) 5 置 既 5 私 風
0 風 疾疾 助 下 才力

3 有 俗 人 L 版

者 , 助理 7 者 為 の0 之 5

众 汇 > k 寸 分 厚 z 私私 之 重
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亿 老 雖 33 LE
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少 寸心 人 以 , 任
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力 市 6 共 民 宜 七 難

b 太 以 出 平 KE L

市 中 謀 救 { 3

抑 b 助 2

之 0 大 自 救

公 IN 力 第 る 其

本 用 費 L 出

不 tb 以 會 人人 器 納

0 力 以其 社会 LE 主 以

の
あ
り

け
る
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る あ を 準 か 多 上 す 其

る 養る る し 四 を 員 . れ を れれ 人

以以 し 募

は
勇

%

者
は

以

す
る
8
の
な
り

「
お

だし

四
十

すだ

も 募り

に 未 は 民 は 三 以以 す 農り

が極ふ 又 或 十十 法 數 を 得 を

故 野 者 農 者 は 歲 ど は 増す
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此 士 校 は く に 他 他 食

だ 多 塾 位 土 年 千 居職 に を

盛 く 校子 處 をを に 入るるに亦

なせ に 弟弟あ 許 て 兵あ許 百 こ 役 不

り ん ははな り す 業 士 どすす 自自 歌

勢 が 専 り 此右 を 土 內 暫る 由
由 育

西 島 ら學 學 は 成工ょ こ く を

近 めめ 小生 校 下 し 兵りり 年 に 得る

な 貴 の は 等 た 砲 校 に しせ
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事 を 防防 に

ソ 五官 決 を 號ああ

共合り

付 に る に し 罪

て す 和人

も 楼 る を を

ソ帝ああ 等 護 教

員あ に り 皆 しす

る を 對何對何 帝 師 の

て
法
令

の
議

を
案

こ
れ

を
議
政

の
官
員
及
び

二
等

會

な
す

一
歳

の
給
料

二
萬

五
壬
フ
ラ
ン
ク

]
其

を
白

す
可
き
る

の
は

唯
二

等
會
議

の
員

の

稅
を
収
め

別
に

千
二

百
萬

フ
ラ

ン
ク
あ
り
歐
羅

巴
諸

を
行
ム

を
許
さ

ず
O
皇
帝

一
歲

の
自
用
賀

二
千

五
百

萬
フ
ラ
ン
ク

｣
を

九



一
歳

の
給
料
三
國
フ
ラ
ン
ク

」

なれ

即

身
に

附

神
云
即

之
を

な
れ
ど
る
散
會

の
後
六
月

の
內

に

出命許

に
又
選

舉
せ
ざ
る

可
ら
ず

を

議
長
副
議
長
は
天
子
1
5

人

の

と
す
其
職
掌
は
國
議
の
具
よ
り
發
れ
る
法
令
の
議
案
を
商
議
し
錢
貨
出
納

の
事

員
を
論
ず
但
し

議
員

の
在
職

は
六

年
を

限
と

し
會
議

の
間
、一
月

の
給
料

二
千

五
百
フ
ラ

ン
ク
」
を

定
9

s

入
札

を
投
ず
る

者
九
九
十
七
萬
五
千

は
國
中

に
入
札

は
其
員

及
び
議
政

の
員

に
對

し
て
政
府

、
「
府
議

案
の

趣
を
說
辯

せ
し
む

.

會
議

の
員

名
を
選
び

二
等 等

の

う

の
議

の
具

に
附
與
す
る

を
司
と
る
又
國
議

の
員

は
政
府
よ
り

發
し

た
政
府
よ
り

發
し

た
議
案

の
趣
意

を
主
張

す

四
弾
事
情

二
裕
之

四

る
の
職
分
な
れ

ば
會
議

の
と

g
帝

の
命

?
の

命
を
以
て
議
員

議
政

の
員

は
國
民

の
選

舉
す
る

者
な
ら

共
員

數
は

三
萬

五
千

人
の
入
札
を
以
て

一
人

を
學
る

ぐ
る

の
割
合

な
5
千
八

百
六

十
六

年
に

百
九

十
七

萬
五

千
六

百
十

六
百

五
人

の

國
人

歎
願

書
を
受
る

の
權
な
し

議
政

の
會
席

は
毎
年

六
箇
月

を
限

と
す
會
議

は
衆
人

の
聞

く
を
許
せ
ど
な
議
員

五
名

の
請
求

あ
密
議
す
る
る
必
妨
な
し
議
長

れ
を
命
じ
在
職

一
年

を
限
と
す

都
て
會
議

を
命
じ
こ
れ

を
延
期

し
こ
れ

を
こ

散
す
る

は
帝

の
權

二
等
會
議

の
員

は
膣
威
折
衷

の
旨

を
主
張
す
る

必
に
て
或
は
之
を
漕
神

の
會
議

と
云

ふ

ち
其
議

員
は
僧
官
及
び

海
陸
軍

の
總
督

等
是
な
り

共
員

數
百

五
十

人
に
過
ぎ

ず
天
子

の

る
所
な
ら

料
三
宮
フ
ラ
ン
ク
此
議

員
は
議
事

の
を
解
す
る
必
要
衝
位

は
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八
百

六
十

三
年

第
十

月
佛
蘭
西

の
全
國

に
初
段

の
學
校
八
萬

二
千

百
三

十

五
所

整
し
千
八

百
四

十
八

年
よ
り
以
來

一
萬

六
千

百
三

十
六

所
を
増
し

た
9
學
校

に
出

受
て
落
ち
し
る

の
な
ら

公
報

に
撮
る

に
の

は
吟
味

を
受

て

を
試
る

に
百

人
の

內
六
十

百
人

の
內

六
十

人
は

皆
よ
く

書
を

を
書

算
術

に
ふ
差
支

な
さ

な
し

殘

に

$
の
人
口

を
計

て
八
歲
以

上
十

一
歳
以
下

の

兒
童
に
て
學
校

に
行
か
ざ
る

者
は

二
十

萬
人

に
過
ぎ

ず
千

八
百

六
十

三
年
學
校
よ
り

出
で
し

す
共
未
だ

之
れ
な
い

の
は
國
中
僅
か
に

八
百

十
八
區
の
み
但
し
學
校

な
3
區
內

の
者
に
て

※
必
ず
其
近

隣
に

行
て

､
公
t
s
方
便
6
5
國
中

て

者
毎
年

九
萬

九
千

人
の
割
合

な
5
O
全
國

を
三
萬

七
千

五
百

十
區

区

に
て

教
を
受
る

者

ち

致
に

小
教
育
せ
り
之
を

は
八

新所

の

公
書

8

に

葉
で

座
隆
二

を
図

校跡

校

就
政
よ
り
布
告
せ
る

公
書

に
撮
る

に
千
八

百
三

十
二

年
に

は
初
段

の
學

校
へ
出
入
す
る
生
徒

の
數

$
9

年
の

數
、人
口

千
人

に
付
き

五
十

九
人

の
5
千
八

百
四

十
七

年
に

は
九
十
九

人
八

分
千

八
百

六
十

三
年

に
至

て
は

百
十

六
人

の
割
合

と
爲

れ
校

の
敷

亦
甚
だ
多
し
千
八

百
四

十
七

年
よ

5
千
八

百
六

十
三

年
に
至
る
ま
で

十
六

年
の

間
に

新
に
學
校

を
開

Z
と
八
千

五
百

六
十

六

所
生
徒
八
十

萬
零

六
千

二
百

三
十

三
人

零
を

教
5

之
を

年
數
平
均

れ
ば
此
新

開
の

學

校

れ
を
コ
ン
ミ
ト
ン

を
毎

區
多
少

の
學
校
か
ら
或
は

少
8
8
必
ず
一
所

を
設
る

法
と

兒
童

四
十

人



1
1
1
1
1
1

円
的

二
警

之
四

な

を
與
る
割
合

九

J

属
す

又
總
數

四
分
の

一
は

學
喪

を
出
さ

ず
し

て
教

を
受
る

者
な
り

一
年

の
間

に
始
人

の
教
師

へ
與
か
る
給
料

九
百

十
六

萬

の

百
其
總

三
分
の

一
は
俗
人

の
は
俗
人

の
學

鼠

て

し
て
教
育
す
る

の
な
ら

の
外
女
子

を
放
ゆ
る
學
校

の
數

二
萬

六
千

五
百

九
十
二
所

の
內

一
萬

三
千

四
百

九
十

一
所

は
俗
人

の
教

他
の

一
萬

三
千

四
百

九
十

一
所

は
宗
門

の
婦

人
教
授

を
司
る
此
學

校
に

入
て

教
を
受
る
女
子

の
數

百
六

十
萬

二
千

二
百

十
三

人
あ
り

共
總
數

九

校
に
属
し

三
分
の

二
は
寺
院

の
学
校

に

千

一
は

､
費

を
出
さ
し
め

ず
､

所
の
學
校

は
寺
院
講
中

の
教
授
に
て
生
徒

の
數

四
十

八
萬

二
千

零
々

八
5

数
零

五
九

六

入
す
る

所
の
人
員

千
八

百
四

十
八

年
に

は
三

百
七

十
七

萬
一

千
五

百
九

十
七

人
な
め
し

さ
の

千
八

百
六

十
二

年
に

至
て

は
四

百
七

十
三

萬
一

千
九

百
四

十
六

人
を
偽
れ
即
ち

十
四

年
の

前
後

を
比
較

し
て
凡
百

二
十

五
萬

の
數

を
増
し
た
る
な
ら
國
中

三
萬

六
千

四
百
九
十
九

區
の

百
二

中
に
男
女
合
併
教
育

の
學
校
四
萬
一
千
四
百

二
十
六

所
$

5
此

內
三
萬
七
千
八
百

九
十
五

所

は
俗
人

の
教
授
に
て
生
徒

の
数

二
百

十
四

萬
五

千
四

百
二

十
人

共
他

三
萬

七
千

八
百

九
十

二
兩
樣
合
し

て

二
百
六
十
二
萬
七
千
四
百

二
十
八

名
の
學
量

を
敬

へ
總
數

三
分
の

九
千

零
三

士
フ
ラ

ン
ク
J
之

を
不
均
す
れ

ば
一
婦
人

に
六

百
五

十
五
「フ
ラ
ン
ク



て
海
軍
改
革

の
命

を
下
し

て
大

に

リ
ッ
プ

を

の
世

四
十

四
年

百
四

U

に
は
帆
前
船

二
百

二
十

六
隻

氣
船

ル
ガ
ル
の
戦

はた

に
は

盡
く

佛
の
軍
艦

を
~

用
一

葉

豪數 六

士
五

萬
一

千
人
大
砲

一
萬

挺
に
足
ら

ず
爾
後

荷
は
一
層

の

共
数
僅
か
に

十
八

隻
大

七
萬

千

荷
は
一
屑

の
衰
微

を
致
し
千
八

百
五

年
タ
ラ
フ

盛
な
る

に
復
し
し

た
5

千
七

百
八

十
隻

の
海
軍

は

年

艦
六

十
隻

第
二

等

2
五

十
改
革

に
由

5
再
び
舊
時

の
の
改

に

海
陸
軍

佛
蘭
西

の
海
軍

は
近
頃

百
年
以
來

展
々
盛
衰

$
5

第
十

四
世
及
び

第
十

五
世

口
ス

の
時
代

ず

に
及
ば

ず
と
云
ム

な

ら

を
知
ら

字

し
佛
蘭

西
に
文
教

の
盛
な
る

は
其
軍

政
を

見
て

亦
知
る

可
し
千
八

百
六

十
六

年
軍
務
執
政

の
公

四
神

事
怜

二
編

巻
之

四

は 之

二
十
四

報
を
見
る

に
全
國

の
兵
卒

字
を
知
ら
ざ
る

者
は

百
人

の
內

に
三

十
人

の
ざ
る

者
は

百
人

の
內

に
三

十
人
の
み

と
但
し
國
中

数
育

の
盛
否

は
處

に
臨

て
一

樣
都

て
南
方

の
文
學

は
東
北

の
盛
な
る

に
一
度

び
盛
大

を
め
其
後
次
第

。
又
千

八
百

五
十

五
年

五
年

の

第
一

等

艦
二
十

四
装
以
下

小
艦
百
八
十
二

隻
共
計
軍
艦

の
數
二
百

六
十
六

隻
大
砲

一
萬
三
千
三
百

門

水
士
七
萬
八
千
人
な
ら
し
が

八
千

し
が
千

七
百

九
十

年
至

て
はは

共
數
滅

じ
て
軍
艦

二
百

四
十

六
隻

水

砲
千

三
百
五
十
二

門
の
み
千
八

百

四
十

七
食
大
砲
八
千

六
百

三
十
九
門

水
士

二
萬

四
千

五
百

十
三

人
を

偽
5
千
八

百
五

十
五

年

に
至
る
ま
で
増
減
な
し
同
年

第
三

世
ナ
ポ
ナ
ポ
レ
オ
オ

ン
帝

艦

十
四

年



二
十
五

四
再

情
二

編
巻

之
四

生
と

偽
せ
る
男
子

の
姓
名

を
記
し
年
齢

十
八
以
上

五
十
以
下

」
と

云
ふ

各

大
砲

二
十

五
門

を
備

へ
蒸
氣

の
力

一
千
馬
力
な
り

佛
蘭
西
に
て
海
軍
の

を
蒙
る

は
共

法
陸
軍

に
異
な
ら

ず
千

六
百

八
十

三
年
よ
り
既
に
此
法

則
本

5
國
中

水
邊

の
業
を
以
て

生
と
為
せ
る
男
子

の
姓
名

8

な

の
二

隻
あ
り

、
一

を
「

の
內
最

3

ふ

十
五
馬

あ

ら

のに

萬

の
二 と

す

平

れ
第
一

帆
前
船

の
形
を
越
す
可
3
g
の

「

るん

製
造
せ
g
共
種
類
左
の
如
し

に

船

題

て た気

遠

こ
れ

を
第

一
種

第
二

飛
船

四
十

隻
尋
常

の
「

フ
レ
ガ
ッ
ト

」に
て
遠
方

へ
航
海

す
可

3
%

の
十

隻
以
下

の
船
艦

四

九
十

隻
共

計
百

五
十

隻
と

す

第
三

運
送

船
七

十
五

隻
兵
士

四
萬

人
軍
馬

一
萬

二
千
疋

を
認

す
可

し

第
四

小
船
隊

凡
を
百
二
十
五

隻

第
五

諸
港
守
護

の
軍
艦
凡
そ

三
十

隻

以
上
軍
艦

の
數
合

し
て

三
百

八
十
褒

:
に

帆
前

の
紐

送
船

二
十

食
わ
り
此
數

を
加

れ
ば

總

數
四
百

隻
の
軍
艦

9
千
八
百
六
十
五
年

至
て

は
佛

園
西

の
海
軍

に
甲
鐵
艦

三
十

四

之
に
備
入

る
大
砲

七
百

七
十

六
門
蒸
氣

の
力
合
し

て
一

商
九

千
零

七
甲
城

艦
マ
ゼ
ン
タ

」
と

云
ひ

一
を
「

ノ
ル
フ
リ
ノ

力

各 甲



の
世

に
共
基

を
立
て

し
な
り
兵
士

を
募
る

法
國
中

の
男
子

二
十

一
歳

に
滿
た
る

者
は
軍
役

を
免
る

を
得

ず
在

昔
は
毎
年

八
萬

人
を

募

時
代
及
び

第
一

世
ナ
ボ
レ
オ

ン
の

佛
盟
西

の
常
備

兵
は

第
十

四
世

口
1

ス
の
時
代
よ
り

始
5
し
の

な
れ

3
現
今

行
は
る

、
口

4

6

の
小
學
校

は
國
中

に
四

十
四

所
あ
り

I

小

を
ブ
レ
ス

-
に

は
大
船

を
繋
ぎ

船
中

に
生
徒

は

を 人

海
と

數
三
萬
二
千
八
百
五
十
四
人

外
蒸
氣

方
醫
員

、
教
師

等
合
し

て
海
軍

母
軍
忆
關
係

二
等
稽
古
士
官

二
百

七
十

名
、其
他

各
處
常

住
の
士
官

七
十

五
名

總
員
合
し

て
二

千
四

百
六

十
口

二
千

百
六

水
師
提
督

#
名

第
一

等
軍
艦

の
指
揮

官
百

三
十

名
T
フ
レ
ガ
ッ
ト

」艦
の
指
揮

官
二
百
七
十

名
第
一

等
士
官
七
百
五
十

名
、

第
二
等
士
官
六
百
名
第
一

等
稽
古
士
官

三
百
名

、
第

甘
四
名

、
同
預
備

の
水
師

の
二

名
、
第
二

等
在

勤
の
水
師
提
督
十
二

名
同
預
備

の
水
師
提
督
十
四

名
、
第
三

等
在

勤
の
水
師

提

の
者

を
操

て
之

を
役
す

千
八
百
六
十
三
年
海
軍

政
の

公
書

に
竣
る

に
佛
蘭

西
海
軍

の
士

は
第

一
水
師
提
督

四
神
事
情

二
編

巻
之

園
二
十
六

在
勤

督

七
名

水
夫

の

す
る
人
員

三
萬

九
千

二
百

五
十

四
名

な
海
軍

學
l
o
v
e

I
-

及
び

ブ
レ

ス

ト
に

在
5

を
入

れ
て
教
授

を
為
す

と
云
ム
此
他

軍

在

所
の

法
は
騒
乱

の



1
1

代
の

價
を

官
に

取
て
官
命
を
以
て
老
練

の
兵
士

に
共
軍
役

の
年
限

四
洋
事
情

二
編

巻
之

四

に

府る

此

を

の
員
に
豪
ら
れ
た
る
者

,
金
を
以
て

陳
代

の
人

を
買

ム
可

し
昔
日

は
此
陳

代
る

に

相
對
の
談
列

が
瑞
西

に
在

て
親
か
ら

｢
瞼
せ
し
る

の
を
千
八

百
六

十
年

は
箇
畷

五
人

千
八

百
六

十
一

年
に

は
三

萬
三

千
二

百
三

十
四

人
を

得
た
り

蓋

し
此
法
則

は
第

三
世
ナ
ボ
レ
オ

ン

者
三

萬
零

九
百

五
品

此
法

に
從
ひ
千
八

百
六

十
年

に
は

生
兵

の
熱

練
せ

熟
練

し
ひ

此
六
箇
月

の
調
練

を
三

年
の

間
に
行
か

が
故
故
に

返
し
新
豪
兵
と
合
し
て
頂
備
と
偽
す
。
毎

新
察

後

ま
で

よ

四

こ

年
に

は
又

る
の

法
十

三
年
よ
り
千
八

百
五

十
五

年
に
至
る

ま

東

で

れ

の

な
り5
し
が
千
八

百
五

「
洋
戰
爭

の
時

に

は
豪

兵
の

數
を
増
し

て
毎
年

十
四

萬
と
冷
し
千
八

百
五

十
七

千
八

百
五

十
七

年
に

は
又
こ
れ

を
滅
し

て
十

萬

人
と
定
め
伊
太
里

の
戰
爭

に
及
び
又
十

四
萬

人
と

偽
し

共
後

千
八

百
六

十
一

年
以
來

は
借
法

に
由

て
十

萬
人

と
定
め
9
0
兵
士
在
役

年
限

は
七

年
を
以
て
定
法

為
す

と
雖

ど
。

六
年

1
9
長
さ
る

の
は

稀
な

5
大
抵

六
年

の
後

は
家

に

年
新

察
兵

の
數

は
多
し

と
雖

ど
、
常
備

の
員

は
る
者
は
其
內
の
一
部
の
み
他
は
皆
屯
所

に に
於

て
六
箇
月

の
間
、
調
練

の
業

に
就
か

に
就
か

練
兵

の
時
は

均
し

て
二
箇
月
の
み

る1
5
以
來
佛
南
西

の
陸
軍
に
施
行
せ
し
な
ら

兵
士

に
て
留
を
定
め
し

千
八

百
五

十
五
年

第
八
月

新
下

だ
し

政

て
此
賣

買
の

棒
を
占
め

陳



左
の

表
は
千
八

百
六

十
四

年
佛
蘭
西
陸
軍

の
備

を
示
す
る

の
な
ら

左

二
僅
か
に

二
千

百
九

十
二

人
の
み

像

し
千
八

百
五

十
五

年
に

は
二

萬
一

千
九

百
五

十
五

人
と
な
り

し
が
千
八

百
六

十
年

に
至

し 第 は を

に
減
少

せ
9
千
八

百
五

十
二

年
前

は
ニ

の
數
毎

年
一

萬
人

に
至

て
は

を年
な
り

し
s

の
其
數
漸
く
增
加

は

る

数

を

卒 役 役政

は 加 次

在り

是

四
十

五
年

後

年
の

役

のど

ク
」
と
為
り

し
が
千
八

百
六

十
三

年
命
を
以
て

を
重
ね
し
む
る

の
法

を
定
め

り
に

法
を
定
め
り
こ
れ
よ
り
軍
役
を
以
て
生
活

を
爲
さ
ん

と
爲

す
る

酒
神

事
他

二
編

之
四

八者
は

院
で

他

の
陳

代
を
勤
め
常
備

兵
の

內
に

自
か
ら
老
練

の
兵
士

を
堵

し
た

5
陳
代

の
傾

は
政
府

は
5

之

を
定
め
毎
年
高
低
わ
り
千
八

百
五

十
五

年
に

は
共

價
二

千
八

百
フ
ラ

ン
ク
な
ら
し
の
千
八

百
五
十
七
年

下
落

し
て

千
八

百
「フ
ラ
ン
ク

」
と

偽
5
其
後

又
騰
貴

し
て

二
千

八
百
フ
ラ

ン

二
千

三
百

フ
ラ

ン
ク

と
定
め

府
は
此
金

を
収
め

て
軍
備

の
元
金

し
練
兵

の
距
年
す
る
と
き

に
若
干

の
高

を
與

へ
在
役

七
年

の
給
金

年
を

培
し

十
四

年
の

後
は

更
又

之
を

培
し

期
の
如
く

し
て

勤
め

者
へ

は
役

を
免

し
一

日
に

「
フ
ラ
ン
ク

」
の
扶
助

金
を

與
あ
る

を
法

と
す

者
都

兵
卒

は
､
筋
骨

用
に
適
す
る

の
間
、軍
役

の
年
期

を
重

料
な

さ3
郷
団

の
兵

は
共
數
次

軍 百

後 需 務

金

は

ン に

ラ



二
十
九

西
洋

情
二

码
论

之
四

了

レ
ッ
ー
ロ
ン
ブ
レ
ス
ト
セ

七
ス
オ
ン
ス
タ
ラ
ス
ポ
ル
フ

メ
ッ
ツ
ル
レ
ッ
ー

才

)

城

,
大

區
の

內
を
分
ち

又
之

れ
を
細
分

し
女
兵

備
份

局
和
5
0

國
中
一
百
十
九

城
市
与
其

內

夕 各

佛
園

西
の
全
國

を
四
大

區
に
分
て
兵
備

を
立
て

毎
區

一
人

の
總
督
わ
り

て
之

を
支
配

す
此

四

三
十
八

九
十

二
十
八

百
二
十
七

1
1
1
2

計
共 1

兵
卒

一
六

卒

五
千
四
百

四
十
五

兵兵

三
萬
三
千
三
百

六
千

零
六

十

騎

十
五

十
九

十
八

「 工

六
萬

五
千
六
百

八
四
千

五
百

三
一

萬
四
千
七
百

一 一
萬
五
千

十
三

兵
一
七
千
四
百
八
十
六
八

百
八
十
四

土重 H

千
一

萬
五
千
四
百

四

十
八

十
二

十
六

1
1

兵 砲
一

六

十
一

九
千
八
百
八
一

萬
六
千
六
百

四
一
六
萬

六
千
百
三
十

一
四
萬
九
千
八
百

三

六
萬

五
千

一
十
萬

零
二
百
二

篇
:
七
百
九
十
四
萬
八
千
百

四十
十
八

四
百
五
十

百
三
十
七

五
十

一
萬
五
千

九
三
百
二
十

四
百
五
十

一

二
十
五
萬
二
千

六

千
八
百
四
十

一

」 兵 「 兵 」 部

」 騎 」 步 「 將

数數

の
の

6

の

人

人

佛
臨
西

の
軍
備

備

戰

備

の

爭

平

將
士

の 6
部

一
七
千
百
七
十

三
百
六
十

二
百

六
萬
二
千

三
萬

四
百

二
萬

一
萬

五
十
二

1
y
y
6

萬
二
千

四
十
萬

零
四
千
百

八
萬
六
千
三
百

六
一
七
十
五
萬

七
千
七
十

四
萬
三
千
二
百

v

第
一

等
の

心
の
八
所



はな

て

」

悪

みじ

別

悪
弊

税
法
偏
頗
不
正

苛
刻
な
る

の
と

稱
す

し
の

時
に

至
て
此
惡

㌧
を
一
新

の
法

を
設
設
け

共
苦
役

を
蒙
る
る

の
は

獨
9
貧
寒

の
農
民

の
農
民
の
み
概
し
て

之
を

云
へ

ば
一
國

の

3

家
産
に
就
て

税
を
取
る

と
雖
&
&
貴
族
富
豪
僧
徒

の
如
き

は
此
税

を
免

し
て

問
は
ず

又

物
品
税
の

る
あ
れ
ど
必
共

み

5

九 錢
貨
出
納

南
西

の
税
法
惡
弊

の
極

を
せ

5
共

法
大
概

人
の

英
の
貨
幣

に
し

て
一

千
四

百
八

十
ボ
ン
ト

9

]
用

三
億

七
千
萬
フ
ラ
ン
ク

即

佛
三

ボ

ル
ボ
ル
フ

是
な
り

第
二

等
の

城
十
二
所

第
三

寧
二

十
三

所
第

四
等

七
十

六
所
な
ら

所
バ
リ
ス

の

四
洋
堂
博
二
紀
会

之
四

城
を
築
く

に
二

億
フ

ラ
ン

ク
を
愛
し
セ
ル
ボ
ル
フ

の
城

に
一

億
七
千
西
フ
ラ
ン
ク

」
を
費
や
し

た
り

と
云
ム
佛
蘭

西
に
て
常
備

兵
を
養
子

に
は
共
費
英
國

の
兵
備
よ
り
少
し

英
國
に
て

は
不

均
兵
士

一
人

に
付

一
年

に
百

零
]
[
ボ
ン

ト
J
を

装
す
割
合
な
る

に
佛
に
て

は
か

に
四

十
!

十

ン
ト

」
|
[
シ
ル

リ
ン

グ
｣
な
千
八

百
六

十
四

年
佛

殿
西
陸
軍

の
製

年
蘭
西

費
用

ち千
七

百
八

十
九

年
の
騒
配
よ
り
以
前

は
佛

共
規
則
極
め
て
正
し
か
ら

ず
或
は
賦
役

と
唱

へ
強
い
て

人
を
役
す

る

し
改

め
て

を
下

だ
を

下
だ

し
國
中

の
人
民

は
共
身
分

の
區

、
唯

共
貧
富

に
準

國
用

を
助
く

可

し
と

の
法

を
定
め
此
法

を
施
行

せ
ん

。
初

専
ら
分
頭
税
を
試
み
た
れ
に
必
行
は
れ



三
十

一
円

洋
事
情

二
編

巻
之

四
四

心

廢

八
百

六
十

一
年

新
に
出
納

の
法

を
定
め
會
計
事
務
執
政

の
命
を
以
て

を
三
種

に
區
別

し

$
病
院

貧
院

等
地
方

の

雑
費
を
償
ム

がが
冷
め
未
だ

之
を

旅
す
る
こ
と

能
は
ず

に

各

其
高

西
に

は
關
門

稅
な
る

の
あ

を

て

政
府

の
歳
入

と
偽
る

の
多
し
此
他

の
秘
法

其
税

本
人,

な
っ

又
モ
ビ
ッ

ェ
ル

と
稱
す
る

は
借
屋

の
大
小

に
從
ひ
其
借

人
よ
り
納
め

し
む

.
税
な
り

稱
及
「

ラ
セ

ン
ス
チ
ュ
ト
チ

」
と

稱
す
る

の
は
商
資
免
許

の
稅
な
り

共
高

は

納
め

し
ひ
る

法
」

の
日
傭

賃
を

と
し

秘
八

高

難
く
乃
ち

又
物
品

税
の

法
を

用
ひ

來
の
弊
風

を
除

て
全
く
正
に

節
し
今
日

に
至
る
ま
で

佛

關
西

に
は

分
頭

税
1
5
8

物
品

税
の

高
を
多
し

と
す
方
々

分
頭

税
の
主
た
る

の
は

第
一

地

稅
家

栽
な

5
貸

料
』

郎
作

の
前

に
應

じ
て

之
を

収
し

第
二

雄
税

共
內
ブ
ル
タ
キ
ス

」
と

稱
稅

料

す
る

の
は

人
別

に
就

て
収
る

稅
に
て

男
子

十
八
歲
以

上
の

者
へ

二
日

ての
住
居
す
る
家
賃

の
高
下

と
都
邑
人
口

の
多
寡

と
に

從
て

之
を
定
ひ
又
國
內

の
各
所

に
官
局

を
設

て
諸
證
文

の
受
授

を
札

し
其
材

を
収
め

は
大
抵
英
國

に
同

し

前
條
所

記
の

外
に
佛
蘭

の
わ
り

何
等

の
品
物
に
て

外
よ
り

來

處
の

都
に
入
る

と
3
其
關

門
に
て

積
を
收
ひ

共
高

は
都
邑

の
大
小
人
口

の
多
寡

に
從

て
之

れ
を

定
此
稅

法
は

大
に
商
工

の
妨

を
為
し
不
便
な
る

に
似
た
れ

ど
を
定
ひ



別
費

非
常
費

十
七

億
九

千
七

百
二

十
六

萬
五

千
七

百
九

士
フ
ラ
ン
ク

常
費

成
出

零
九

十
七
フ
ラ
ン
ク

」

別
税

二
億

二
千

九
百
四
十
九

萬
三
千
零
三
十
五

フ
ン

ク
」

一
億

零
八

百
七

十
五

萬
フ
ラ
ン
ク

」

常
稅

【
入

左
の

表
は
千
八

百
六

十
五

年
錢
貨
出
納

の
高

を
示
す
も
の
な
り

3

計
の

時
に
至
り

先
常

税
常

費
の
出
納

を
記
し

之
を

議
政
官

に
下
た
し

て
商
議
せ
し
め
醸
政

の

つ

常
税
非
常
税
別

秘
の

名
を
設
け
竣
出

に
必
亦

常
費
非
常

費
別

襲
の
三
種

を
區
別

せ
5

會

西
洋
事
情

銀
巻

之
四

十
二

を
議

官
に
異
論

な
s
y
s

は
次

て
非
常

の
出
納

を
議
せ
し
め
又
次

て
別
稅
別

費
の
出
納

を
醸
せ

し

十
七

億
九

千
八

百
八

十
萬

零
一

千
零

六
十

三フ
ァ
ン

ク
」

非
常
稅

共
計

二
十

一
億

三
千

八
百

萬
零

四
萬

四
千

」

一
億

零
八

百
六

十
五

萬
フ
ァ
ン
ク

」

二
億

二
千

九
百
四
十
九

萬
三
千
零
三
十
五
フ
ラ
ン
ク

」



1
1
1
4
-
1
1
1

西
事

指
二

・
四

西
洋
事
情

二
編

巻
之
四
大

尾

り

的
に

均

し
た
り

共
富
強

推
て
知
る

可
の
み

の

部

はこ

み

蔵
入

は
三

倍 て
増
加

し
た
り

と
雖

ど
歲

ど

債
の

高
亦
甚
だ

大
な

5
千
八

百
六

十
五

年
の

春
に

至
て

は
總
計

一
百

十
九

億
零

二
百

萬
「
フ
ラ

ン
ク

の
國
債
わ
り
即
ち

英
の
貨
幣

に
四

億
七

千
六

百
零
八
萬
ボ
ン
ト

」な
ら

佛
蘭

西
て

於
て

は
騒
亂
以
來

大
に
滅
入

の
高

を
増
し

億
七

千
萬
フ
ラ
ン
ク

」
を
費
せ
り

に

共
計

二
十

一
億

三
千

五
百

四
十
萬
翠
八

千
八

百
二

十
五
フ
ラ
ン
ク

」

幌
近
は
兵
備

の
為
め
多
く

を
金

を
費
し
毎
年

所
入
を
以
て
所
出

を
償

ふ
に
足
ら

ず
第

三
世
ナ
ポ

レ
ォ
ン
即
位
以
來
戰
爭

に
金

を
要
す
こ
と

二
十

億
零

二
千

六
百

萬
フ
ラ
ン
ク
メ

キ
ッ

「
征
伐

の
喪

は
此
高

の
外

な
5
千
八

百
六

十
五

年
の

冬
に
至
る
ま
で
メ
キ
シ
コ

の

の
費

至
る
ま
で

メ
キ
シ
コ

の
戦
争

に
二

必
歳

出
亦

臨
亦
臨

却
て

共
所
出

を
償

ふ
に
足
ら

ず
千

七
百

六
十

一
年

の
滅
入

は
五

億
八

千
二

百
萬
「フ
ラ
ン
ク

不

5
し
み

の
千

八
百

四
年

に
は

八
億
フ
ラ
ン
ク

」
と
為
り

千
八

百
六

十
五

年
に

は
又
培

し
て

七

億
九

千
九

百
萬
フ
ラ
ン
ク

」
と

偽
れ
ら

人
生

二
代

の
間

に
國

の

錢合 を常ラ

穀 計 税 ン

出 の ふ の ク

納詳

女





雷

鈴

操

法



.



N
銃
注
目

へ
の
稽
古

五
雷
管
打
ち

六
空 会

四
身

三
狙
ひ
の
稽
古
古

銃
の

路
設

1
1

銃
の
特
除

1

下
名

古

世

教
授
す
る
順
序

の
表

兵

教
授

の
順
序

第
二

龍

教
師

の
殿
堂

第
一
起

雷
銃
操
法
目
錄

生
兵

を

第
三

•

1



第
七
搞

教
授
免
許
の
目
錄

第
六

編

放
發
の
中
り
に
褒
美
を
與
あ
る
こ
と

戦
列

の
放
發

五
遠
近

見
計

ひ
の
試
験

第
五
編

一

急

四

一
一

人
立
ち

の
放
發

同
列
の
放
發

八
銃

包
の
製
作

第
四
福

試
驗

入

七
遼
近

の
見
計
ひ

七

銃
操

法目
線

三 二

.
.



出
採
注
目

练

雷
统
操
法
目
錄

終

鈍
術
丝
察

司
S
心
得

力

第
十
編

小
銃
の
經
驗

試
験
の
場
所
を
探
ぶ
こ
と

第
九
招

大
隊
に
て
雷
銃

の
操
法
稽
古
す
る
規
則

第
入

編

三



3



例

先

1
「
メ
タ
リ
ョ
ン

」

出
统

拱
法

譯

|
「
ラ
イ
フ
ル

」

ラ

職 を て

法 ン せ 式 ひのぜ の 世 られ て 砲 書例た

りなっと入

部

號

一
雷

し

ら
ず
し
て 必 砲

大
文文 練

術譯語

銃
諸

に

氏
名

「

通
俗

の
語

を
用
ひ
た
る

は

飾 練 云る

趣 ず に る の ふの 小

タ 打 諸 意 し 拘 の とど 原原 み

部 な て 泥み g

換 藤雪云り ル み 6 専
に

譯

りの 手小 名人 麺 る 貸す 書術
質 書

小 銃銃 俗 不用 る 中 の

さあ 等 に の 調 に に に
に 稽 の

返り は 譯 語法 は る は 古
は

関 文 を な 金打 鶏 場 を

中 の り な 金頭 に 都

背
巧 u 故 く 云 ど て て

飾 岡 湖拙 に 抑 々 記 は 其
々

入 ! 解 を 今 て 8 る 其其 譯

リサ あ 論 は 余 混呼 しし 名名字

のり
りず無 が 離 ぶた を

9 } 今る 學地 を 左 れを れ

其物 の 小生 す生す 必

フ と 外れ 步 冊 ずずれ る

兵 子 る ば 稽

此古

今 例 る 譯 ど 鶏場

近似 を す
頭 にに 基

次に 左 る る

西雷電 に に

洋銃 銃 古し

す

の 覚

はす
翻

書 ど 例

き 中 欲 に 家

玉 に す 拘

は 漢 を

他

ル

ど
な

此
鶏
頭
の
字
は
唯
譯
文

の
体
裁
を

に
て
は
之
を
打
金
と
唱

へ
調

唱
へ
ざ
る

3
の

声
多
し

壁
へ

ば
ハ
ム
マ
ル

」
と

器
字

安
當
せ
り

と
雖

ど
。
或
は
書
中

に
其
譯

字
ぁ

大
隊

の
步
兵

に
必
書

を
し
め
ん

と
欲
す
る

1



1
1

*
銃
操

法
砕
例

中
隊

1
f
n 2」

小
隊

1
「
ブ
ラ
ト

ン
｣

膚
。

ン
」

指
揮
官

1
「
コ
ム

マ
ン

チ
ン

グ
、
オ
フ
シ

ル
ー

銃
術
鑑
察
司

1
「

ィ
ン
ス
ペ
ク
ト
ル

、
オ

フ
、

モ
ス
ケ
ッ
ト
!
!

同
大
鑑
察
司

1
[

ィ
ン
ス
ペ
ク
ト
ル

、
ゼ
子
ラ
ル

」

1
「
カ
ピ
タ
ン

」
甲

比
丹

「
ン
ブ
ァ
ル
テ
ル
ン

」
甲

比
丹

並

1
「

オ
フ
ェ
シ
ル

、
イ

ン
ス
ト
リ
ュ
ク

ト
ル

!
師
範
役

1
「
コ
ム

マ
ン
ド
ル

、
イ
ン
ナ
ー
フ

」
總
都
督

「
セ
ル
ゼ
ァ
ン

ト
ン

ス
ト
リ
ッ
ク
ト
ル

」
指

圖
役

の
外

は
大
抵
原
語

の
記
る

し
語

の
下

に
割
鮭

を
附
し

て
之

を
辨
解

す
.

右

慶
應

二
年
丙
寅
九
月

福
澤

論
吉

誌



1

雷
型

密
銃

採
法

巻
之
一

測
る

の
術

に
達
す
る

や
否

を
吟
味

す

を

否

、
大
隊

の
教

練
及
び

銃
取
扱
ひ
の

法
を
心
得
小
銃

小

チ
ミ 共

職
を

察
の

求
に
応
じ

て
逐
一
其
事

を
辨
解

せ
ざ
る

可
ら
ず

に

々

统
術

指
揮
官
は
兵
卒

の
職
掌
を
心
得
他
教
師

の
上
に
立

教
師

の
上

に
立
て

卵
か
ら

共
指
図

を
し
又
銃

術
鑑
察
司

圖

小
銃

の
業
前
3
他
諸
術
の
如
く
一
大
隊
毎
に
指
揮
官
ぁ

共
裕
古
を
為
す
但
し

官

改
師

の
職
掌

り

て

の
業

福
澤

吉
澤

B

第
一

編

1
1
5

雷
銃

操
法

巻
之

一

第
一

章
小
銃

共
場
所

へ
見
廻
る

と
3

鑑
察

司
の

説
を

聞
一

人
に
て
小
銃

業
前

の
致

を
引
受

る
。

の
な
9
0
指
揮揮
官
は
小
銃
業
前
の
こ
と
に
付
3
一
切
共
料
動
を
認
め
て
諸
向

へ
報
告

し
又
銃

術
大
鑑

第
二

章
「
マ
ジ
ョ
ー
ル

」
,

銃
術

の
論
説
及
び

業
前

を
心
得
指
揮

官
の

命
を
受
け

て
日
々
稽
古

所

へ
出
席

し
数

授
の

行
届
く

や
否

を
吟

す
但
し
指
揮

官
の

外
T
V
ジ
ョ
ー
ル

」
一

人
に
て

同
役

な
け

れ
ば
筆
頭

の
甲

比
丹

と
順
番

に
共
職

を
勤
可

し

第
三

章
甲

比
丹

及
甲

比
丹
及
び
甲
比
丹
並

は
中

稽
古

の
場
所

へ
出
席

し
て
兵
卒

の
放
し

又
は
遠
近

を

頭 し

の 致



は
初
段

中

入
ぬ

加

に

市

る
も
の

取

を
さ

と
腐
る

可

生
兵

/

人 投 段 五 術 掌 切 為 又 小

章

第 練

b

月

へ
共

6 月 ) 等

5

物許 每效

5 以 报

2 0 七

的 官

占士 非非 才

b

鱿

教
以 命

的 法官又

勤

從

鈍
術

大
鑑
察

〈
報
告

寸

手 / 授

IN

万
書

從

大 之近 役 取

許 年年 來年 b 隊

號

若
し
之
を
定
式

之

則 移

後 5 日 KT

L0 則

t

24揮 役 女 所 役 寸 しの

区 教ど 教 を 官 名為

c

總为

下 5

七主 授 得 这 動

〈中 下

正第

練人

勤 事勤

以以

務用 出t01D 以及 語 兵 隊

方 百 * 于 二寸女士 类 大

用

L從

0升L 或

0 任師 他

所 但 術 人力 中 数 0 C) 師 L

任

)

官官

揮揮

師 站

出
统

據
法

卷
之
一

第
四
章

の
隊

4 教 第 筑 職a

方物 0 章 大 龙章

遂

免 授 少 出 三

見 指 以

3 限5 机 稻 L 受 計 五

以 古文 之 〈 以 致

大 可 5 L 其所

b 5 平 教 心 委

市 銳 生 授 役 面役 得

範 受

数 學 心 傳 轉 寸 IT 役

授 八 掛 达 役る 各

大兵 中 卒 年

六 入 年 5 官宫外 5 隊 卒

為 + T ? 话
站

三號 可 限 t 中間 兵 年 術

E 还 T 記 IK 中 中師

3 初中 中 L 为其 不 大 做

丈 九段 故 但 牙 越 别 和 L 隊 役

计
七段 式 調

指 此 勤 L 场場 の 起正

2 規 九九 7

心 九
其中 督 L 以以

古

计
役 化 總 告告 大 也之 七

3 九 ) 2 甲 都 叶 隊 取取 習 士

可 5
為 比 督 义 屯 柳

所 { 打 L 生

市 官官

他
の
士
官
兵
卒

に

雷
銃

を
持
っ
步
兵

に
は

一
大
隊

毎
に
銃
術
師
範

役
一

人
わ
っ

て
少
年

の
士
官



以

出
銃
操
法

巻
之
一

鑑
察
し

れ

を
監
察

し
て
教
授

の
職
掌

指
揮
官

す
る
る

導

に

の
行
届
く

や
否

に
付

3
總
都

督 俗
役

貴
を

は
總

て

中
"

"

息
す
る

と
3

は
指
揮

官
よ
り
共
越

v
2

指
揮
官
1
5
其
趣
を
總
都
督

へ

又
師
範

役
の

休
役

不
役

助
と

共
下
役

と
に
て

「
生

下
役

の
給
料

は
少

ど
る
若

る

み

に
非

に
非
ざ
れ

ば
同
時
に
不
在
す
る

を
許
さ

ず
師
範

役
若
し

十
四

日
以
上
不
在
な
れ

ば
其
間

、師
範

役
助

に
は
別
段

の
手
當

を
與
ム
べ
し

O
此
規
則

は
大
隊
屯
所

に
於

て
同

樣
な

5
大
隊
屯
所

與

れ 役

さり

の
問

数
文

ふチ

士

年

本

入

授月

人 の

を 受出

第
七

章
一
大
隊

毎
に
甲
比
丹
並

一
人

を
撰

て
師
範

役
助

と
な
し

て
大
隊
屯
所

の
常
識

を
免

す
此
師
範

役
助

:
大
鑑

察
に
て

人
損
す
る

所
の

者
な
ら

第
八
章

定
式

の
調
練
を
な
し
又
は
生
兵

の
多
2
と
3
は
師
範
役
及
び
師
範
役
助
と
ふ
冬
用

に
て
教
授
す
る

の
は
師
範

し
師
範

役
助

十
四

日
以
上
不
在

な
ば

共
間

は
下

役
の
給
料

を
増
す
べ
し

O

都
督

へ
告
け

て
代
任

者
を
撰
び
總
都

督
の
鑑
定

に

て
之

を
命
ず
べ
し

第
九

章
師
範

役
ア
チ
ー

タ
ン

ト
及
び
ュ
ー
ル

+
ル
マ
ー

ス
ト
ル

の
次
席

指
揮
官
を
助
く
る

の
職
章
な
れ
ど
る
雷

の
職
掌

受
く
る
る

の
は

の
は
指
揮

官
に
て

共
職
掌

は
士
官
兵
卒

を
共

た
る
み

の
は
以
下

の
士
官

を
職
掌

を
解
た
る
み

の
あ
る

を
知

共
趣

を

故 」 中

指 の

り



教
授
の
順
序

第
十

三
章

無
級
士
官

は
中
隊

の
中
に
て
兵
卒

第
二
編

教
授

を
助
く
る

の
な
ら

の

第
一

等
の

指
脇
役

け
又
小
銃

を
解

n
小
道
具

の
掃
除

を
し
銃
包

を
製
す
る

に
ど

ぴ

に
と
を
教

3
大
隊

中
定
式

の
勤

を
為
さ

ず
且
此
士
官

は
無

級
な
れ
必
尋
常
無
級
士
官

。と
は

「
共
取
扱

ひ

一
樣
な
ら

ず
、

指
圖
役

の
階
級

は
三

等
に
分
っ

第
十
二

章
一
中
隊

毎
に

る
の

は

教

見
計
ひ
の

法
を

授
く
る
等
總
一

る
等
總

て
師
範

役
の
手
傳

を
し

て
兵
卒

を

を

け

な
ら

指
圖
役

を
下
だ
し

的
打
ち

を
数

へ
遠
近

校

に

一
出

銃
操
法

巻
之
一

總
都
督
に
建
白
す
べ
し

第
十

章
陣
中
井

に
屯
所
に
て
休
息

の
間

銃
術

の
行
か

ん
こ
と

を
願
ム

の
あ
れ

ば

指
揮
官
よ
り
之
を
許
す
べ
し

第
十

一
章
雷
銃

を
持
っ
步
兵
騎
兵

の
大
隊

に
は

指
圖
役
な
る

。
の
あ

9
圖
役

は
銃
術

の

學
校
に
て
免
許
を
受

た
る
る

の
に
て
共
職
掌
は
卵
か
ら

の

な
は

第
二

等
の

指
圖
役
な
り

共
職
掌

は
師
範

役
及
び

持

く 受



雷
銃
操
法

巻
之
一

稽
古
と
試
驗
と
な
り

雷
管
打
ち

第
一

章
生

兵
既
に
小
隊

の
放
練

を
心
得
れ

ば
乃
ち

之
に
小
銃

の
取
扱

ひ

のれ 改 u

古

込

左
の
如
し

u條條 條條 條

第
二

章

銃

に

第下 をを 銃安

に章

を 程 大

如

條 す調知をの书

級

を拘

に

第 り は 巧第り 第 左 第

第 第 第第 第 第四 三 之 百 拙 兵

五四三 二 章

雷 絵 は 手 小

雷 身 狙手 手 銃る な る に 銃

管轄 銃銃稽 のに し 0 造

の の 古 殺 發陣 の ず 取

の 稽論 の 練 放列 な は 扱

稽古 說 除 简說 除

み 法 運 ば を は

左 て を 動何

他 ん 切

しさ 練 の が

諸福

す 兵る め

即 ろ を な

ち は 畢銀 b

下 陣 , 竟 練 我

た 中 雷 す 兵

銃 る 卒

於 の ど 生 T

て 功功る 命

無用 雷雷 の

長 さ 用 る

物 し 法書

ど に

拙 を

て が な 用

可 · 為

る

9 の

切
な
る
る
の
に
て

五

な

の 危

な 長

可
な
り

冷
め

放
の

共
順
序

んし

注
意

せ
ざ
る
可
ら
ず
雷
銃

篇云 ん

銃

どる

銃 を



の
少
年

士
「
官
井

に

練に 士

井官熟

隊
歩

兵
一
步

の

の
士

一
騎

に 隊

兵

の
士

騎

許
さ
ず
且
既
に
熟
練
し
た
る
士
官
兵
卒
8
之
を
勉
む

隊 か

を
生

兵
な
練
兵

り

は
に
試
験

の
箇
候

を
示
し
た
る

表
な

此
箇

條

6
い

同遠

試
驗

』

試
畷

第
七
條

第
七
條
痙
近

の
見

計
ひ ひ

第
六

條
公

發

銃
操
法

智
之

一

六

第
八
條

銃
包

の
製
作

第
五

章
試
験

の
箇
條

左
の
如
し

第
一
條
一
人
立
ち

の
放
發

第
二

保
同
列
の
放
發

第
三

條
後
狙
い

を
用
ひ

ず
し

て
念

發
す
る
こ
と

第
四
條

戰
列
の
放
發

第
五
條

近
見

計
の

第
六

章
左

に
記
る
せ
る

の
は

下
た

裕
古
井

箇
條

を

を
經
ざ
る

間
は
少
年

の
士
官

は
稽
古

所
を
脱
す
る

を
得

ずず
の

中 中
に

加
は
る

と
をを

戦 後



質
發

の
下
た

の , 下

實 號 遠 空 雷 身 狙 手 手

第 第 發 試 包 近 發 管 排 以 兢 兢

の 打 へ の の の た

期 期 見 b0 稽 論 掃 「 稻

作 計 稽古 說 除了 古

稽
古

古

雷
统
操
法

之
一

12

四 四 四 二八 二 二 十六 八八「 愛 S

六

稽古井に

并

官
井

正
生

兵

21

二二二 二 二雷

出

二
十

段

放の數
十 十 十 發 十

四 四

試驗分數一旦且且<

裕古井に

廿
五
兵
卒

二 二 放發の数

十 十

四 四 四 四 四 四 四 「 愛 」四 四 S

3

稽古井に 5
兵

放發の數

十 十



雷
銃

の
掃
除

は
生
兵

を
教
ゆ
る
手
始

な
5
此
放

に
於

て
は

先
づ
雷
銃

諸
具

の
名

を
知
ら
し
め

手 描

第
一
條

手
銃
の
掃
除

教 手

第
三

編

下
た
稽
古

始
ひ
可
し

數
継
ぐ
る

を
經
ざ
る

可
ら

ず
若
し

此
經

て
両

は
賞

地
に

用
ひ

雛
る

の
は
再
び

本
に

返
て
稽
古

き 右

生
兵
た
る

者
實
發

を
為
す

に
至
る
ま
で

兵
第
七
章

生

に に

九
十

七
十

九
十

總
計

二

11

1
1

1
1

1
1

ニ
三
期

1
1

1
1

一

+
+

1

1

の
放
發

+

+

+
1

+

發

1
1
+

1
1
+

第
三

期 雷
饒
操
法

卷
之
一

八

は
必
ず

右
の

表
に
記
せ
る

下
た
稽
古

の
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採
法
裕
之

一

九

留
金

の
螺
旋

を
扱

て
留
金

を
庇

す

f
a

第
四

小
躍

さ
を
脱
す

に
全
く
螺
旋

工
引
揚

げ
然

を
地

の

板

れ
彈

3
の

地

小
娘

の
螺
旋

を
少
し
く
鬼
る

め
小

き
の
曲
り

と
地
板

と
の

間
に
三
つ

第
三

勝
の

端
を

き 板

施

よ を

さ
を
去
る

げ
萬
力
に
て

大
躍

さ
を
挟
み
置
き
然
る
後

に
打
金

を
卸
し

孤

心

第十

1

第

掛
金

の
解

樣
左

の
如
し

は
掛
金

の
諸
道
具

井
に

之
を
解
く
順
序

を
示
す

必
の

第
二

圖
は
雷
銃

諸
部
分

の
名

を
示
す
も
の
な
り

な

り

を
放

。

第
一
致

掛
金

の
諸
道
具
井
に
雷
銃

の
名

を
示
し

又
掛
金

の
解

様
を

盡
さ
る

可
ら
ず

ら

す
る
こ
と

能
は
ざ
る

に
此
事

を
士
卒

に
心
掛
け

し
ひ
る
め

に
は
丁
寧

し
て

力
を

は

宜
し
か
ら
ざ
れ

ば
放
發

を
続
精
密

掃
除

の
規
則

と
銃

の
手
持

方
と

放
心

不
銃

の
手
持

方
、

に

第
一

圖

第
一

心
金

の
螺
旋

を
抜
く

第
二

十
分

に
打
金

を
引
揚

足



盛
る
れ

ば
錆

を
生
ず
る

」

ア
ラ
ハ

み

べ
し

な

掛
金

井
に
雷
銃

を
掃
除
す
る

法
を

教

掛
金

諸
道
具

の
部
分

の
名

を
示
す

第
二

葉
の

圖
を
見
る
べ
し

第
三

数

第
二

次

八
舞
金

と
心

舞
金
と
心
金
と
を

と
を

分
)

出
操
法

巻
之
一

+

第
五

替
金

の
螺
旋

を
故

で
鬱
金

を
膨

す

第
六
木
片
を
以
て
打
金

の
本

を
二
つ

三
つ
叩
い

て
之

を
脱
す
べ
し

第
七

第
七
必
金

を
膨

す

第

掛
金

の
掃
除

第
一

章
掛
金

を
解
く

と
3

は
先

づ
油
布
巾
に
て

共
諸
道
具

を
3
次
ぎ

に
乾
れ
る
切
れ

章
金

づ
磨

を
以
て

之
を

拭
ふ
べ
し

第
二

章
心

軸
の

孔
等

に
班
痕
あ
る

と
決
し
て
砥
の
粉

の
を
以
て

之
を
磨
く

可
ら
ず

元

來
掛

金
の

諸
道
具

は
共
外
面
の
み
剛
鐵
に
て
內
部

は
軟
銀

り
へ
若
し
砥
の
粉
に
て
外
面

の
剛
鐵

を
磨
き
消
し

下
よ
り
歌
鐵
路
る

こ
と

速
か
な
る

軟 の

裁



銃
操
法

巻
を

一

取
り

次
て

油
布
巾
に
て
再
び

と

を

上
下
に
動
か
し
て
勝
中
を
洗
ひ
共
水
は
火
門

1
5
出
だ
す
斯
く
幾
度
必
洗
て
火
門
よ
り
出
づ
る

清
浄
と

に
至

て
止
む
但
し

中
に

水
を
入
る

と
8

筒
を

盛
と

の
間
又
は
掛
金

ら
ざ
る
よ
う
用
心
す
る
こ
と
緊

要
な
ら

第
九

章
布
切
れ
又
は
麻
屑
を
以
て

帰
中

を
拭
ひ
全
く
温
泉

を

の

入 下

m

に

第 第
七

章
左

の
手

を
伸
ば
し

て
筒

を
持
ち
食
指

と
大

指
と

を
筒
口

に
不
面

に
し

て
握
り

廻
は

し
臺
尻

を
地

に
付
け
火

門
の

力
を

下
に

す
べ
し

第
八

章
筒

の
少
し
く
水
を
入
れ
込
矢
を
上
下
に
動

臺

にけ

込
矢
を

ヒ
ト
サ
シ
ユ
ビ

雷
銃

の
掃
除

第
五

章
打

金
を
十
分

に
引
揚

げ
込
矢

を
扱
く

可
し

第
六

章
第

六
章
込
矢

の
端

に
布
切
れ
毛
織
物

の
方
宜
し

)
又
は
職
屑

を
悉
く
べ
し

諧
道
具

轉
を
妨
る

為
の
な
り

し
づ

\
用
ゆ
べ
し

油
塗
る
こ
と
多
に
過
れ
ば
却
て

の
端
に
て
少
し

を

躍

初

の は

運

第
三

章
掛
金

を
組
立
っ
る

と
さ
螺
旋

、
心

軸
、
舞
金

の
軸

に
は

油
を
塗
る
べ
し

第
四
章

右
の

外
油

を
塗
る
べ
き

所
は
留
金

の
算
及
び
留
金

と
小

[
3

と
の

間
な
9
0

油
を

油
は

さ
9
O

塗
る
に
は

又
は
楊
枝

水



第
五

章
筒

尻
を

開
て

帰
中

を
見
る
べ
し

第
六

章
濕
た
る
布
巾
又
は
毛
織
物
に
て

中
の

垢
を
去
り
次
ぎ

に
之

を
拭
い

油
を
塗
る

ベ

「
エ
ス
ト

リ
、
リ
チ
ャ
ル

ド
が
發
明

し
た
る

本
を

込
の

雷
銃

を
取
扱

に
は

上
の

條
々

に
異
な
る

所

あ
り
即
ち
左
の
如
し

を
塗
る
べ
し

筒
間

近

り

た 込

防む

の

に
に

之

防

を 水

油

と
臺

と
を

筒
取
離
す

の
患
な
か
る
べ
し
但
し

筒
を
取
離
す

は
大

に
宜
し
か
ら
ざ
る
こ
と

ど

こ
と
な
ら

章
十

二
章

右
條

々
の
規
則

に
從

て
掃
除

を
怠
た
ら
ざ
れ

ば
筒

に
錆

を
生
ず
る
こ
と
少
く

且

拭

の

雷
銃
操
法

卷
之
一

十
二

之
を
拭
ひ

終
筒
口

に
栓

を
挿
す
べ
し

O
放
發

の
と

s
火

門
の

周
園

に
附
着

し
た
る
汚
垢

を

拭
太
迟

心
水

に
用

の
可
ら
ず
又
は
刃
物

を
用
ゆ
る

露
禁

な
5

○
筒

の
掃
除
終
れ

ば
火

門
及

び
打
金

の
口

を
よ
く

拭
て
打
金

を
す

可
し

第
十

章
雷
銃

の
帰
中
を
掃
除
す
る
に
鈎
を
附
け
た
る
棒
を
用
ゅ
る
は
嚴
禁
な
り

第
十
一

章
毎
朝
雷
銃
を
用
ゆ
る
前

に
は
購
中

を
よ
く

拭
て

か
す
べ
し

第筒第
十
三

第
十

三
章

臺
木

に
水

の
染

S
を
防
ぎ
且
木

色
に

光
を
附
る
た
め

を
以

て
堂

を
拭
ム

べ
し
又
筒

の
下
に

入
る

か
ぐ
た
め
筒
と
堂
と
の
間

に
蜜
蝋

を
掛
金

の
下



之
一

釘
に
押
し
付
く

十
三

雷
銳
操
法

卷

彈
さ

を
留
金

の
体

に

押

日

第
七

章
濕
た
る
布
巾
に
て

「
フ
ラ
ッ
プ

」
の
内
面

之
に
附
屬
せ
る

及
び

箱
を

拭
て

垢
を

去
5

之
螺 朝北

} 螺

を
塗
る
べ
し

地区

べ
し

を
貼

ず

殼 及

板 螺 仪

て
打
金

を
卸
す
べ
し

抢

門 油

法 地 0 板 地軸心地

金文三

螺 拥

旋

立

抢

ܐ

/

入

拉

台北

油

〈

地

2 手紙 心 批

金

L

軸 五 少

小人 鼻 权 心

第

金 IZ

《 九 其 地 机

打て 地 2 金 世 心

所

全 抢 机 z 入

後板主其 金

附

金 0

四 章 其

{ こ は出 に

組

九六

フ
ラ
ッ
プ

」
の

翼
、
及
び

批

七

第附 立

口金打到

第
八

章
「

第 0 第 第 第 第 主 第

付 五 此 四

章 力 章

其 小花 静心 地 舞 L

足 彈 以 金 金 板 金金 第 火 1 温

至 2

板 为 金 の U 染布

) 旋 深 x 帶 心

孔 t { 0 金 軸 及

| 少 入 間 0

入 L 3 k

IZ 防

彈 龙 螺 主 IC

V) 金 分 体

螺 大約 警

旋 指 當 金當 地

七段段 CD 板

抢

这 小 5 留 旋 後

之

0



留 足 彈彈 第 孔 第 0 第 p 第

.

打
金

心法

雷
銳
操
法

伦
之
一

掛
金
諸
道
具

の
作
用
を
說
く

并 于3 二 IL 七七八 六

の 留 に 金金 小 入 大 台 押 L

金 ) 彈 b 彈 七 付

以 螺 址 9 其 3 第 試 计試

正 留 旋 留 剑 五 打 捷

し 金 は 金L 此 以此 金 救 打 金 軸

く は 弾 の彈 彈 地 彈 金

心心 体 24 七十

金 金金子 法 の は 半 分分 彈

留 前 心前 分 3

切 聲 地轉 金 金 作釘 引 引

几 画 板 留 IZ 揚揚

目目 主 化 金走 に 彈彈

に 伴附 の/ 3 覺 t 拼

符 分 着 鼻分 鼻 b 〈 大

合 或 江 i 打 彈 大

世 试 L L 公共 金

十五 T b It

5 分 心 打 彈 落

可 為 金 力

b 所以 在 金

ず に 0 切切打 の 為 脱 地

0 % 机 揚 動 , 板

留留 の 目 げげ を の 斯

众 化 i 丈 0

为 b 入 心夫 の 如 的

腕 為 白金 P金 ll L 《

以以 し を すて 組 其

引 )引 轉 5 立 釣

金 0 以 t 九

小 す の は 然 地

斷 , 不吻 彈 太 地 板

{ b b 掛 の

所 0 の は 金 前

を
弾
く

む
の
な
ら

舞
金

の
軸

を
大

[
3

の
爪

に
掛
け
大
輝

』
の

足
を

置
く
べ
し

大
躍

さ
の

両

金
の

力
心

に
指

め
心
金

の
螺
旋

を
捻
込
む
但
し
打
金

は
卸
し
た
る

所
に

定

十
四

て
共
足

は
地
板

の



る

方ば

な
り

引

.

銃
操
法

公
之
一

を
引
け

ば
留
金

の
鼻

を

力ば 方る にに 打 第 第 孔 第

様 が 打 を は 23 あ 金 六 五 に 四

に 故 金 輩 急 の る 打 符 着

し に の しなな な 金 合金

て 共 落て め う

尖る引斯 留 六

なり で 金 切が金 金 金金 金 金 致

の た ど を 如如切 れ 故故 は は 及 は

る 引 く 目 に 該 び

を 角 し 形 は 、 道 金 營 金

妨 度 OE て ち 打打 体 具 に 金及

ぐ 再 留 は 金質 の の び

可 力 二 留 金金 其 を 大中 て 螺留

ら 同 切 金金 の 尖 揚丈 最 雷 旋 金

ず 様 は の A り げ 夫 管 と

少 鼻 を た て に を 共 其

し b し
る し にあ

其 。 の 折り 角 管 て 番 所

勾 第 力 る 度 を 大を 大る る金金 に

配 二 を 欺散 雨 付 弾

切 或 に 方 け

3 U は 第第 相隨

な 第 て 切 同 て 力 地

ら 留れ 切 し 打 にに 板 }

ず 切 金目 に か 金金 地地 と も

しる ) T打 ら を

て 其 鼻尖 金 ず 落さ

第 聞 り を る

g 脱 を 掛 方 す

勾 す 漬け は 腐 ら 間

の 配 可 す可 すたた 袋殺め ず

g に る ○ 轉

正 る 非 と し 設其

しの ざ g てけ 側て 側 し

しく なれ ば た 面た 面 て

打
つ
る

の
な
ら

DK

緊
要
な
る

品
な
ら

地
板

と
鬱
金

と
の

間
に
轉
回

し
て

を
固
く
す
る

の
な
ら

す
る

の
に
て
鬱
金

金
の

第
二

切
よ
り
脱
し

て
大

郷
3

の
弾
力

を
受
く
べ
し

五

て
第
一
切

の
端
突
起

し

ܐܐܐܘ

釘
は
地
板

の



ち
易

さ
は
心
金

の
第

二
切

と
留

十
六

し
か
ら
ざ
る

之

に 落し

揚
げ
た
る
と
誤
て
落
る
の
思
わ
る

受
け

後
釘

非

と
な
る
る

て

の
に

切

或は 道

欺 に 諸

は
大
坪

さ
の

鉤
を

びず

を
不

ら
し
む
る

に
は
第

一
地
板

北

地地 ○ て

はに の 落 り掛

の
弛
る
ひ
と

は
諸
道
具

の

具に
1

他

七 しし ば

3g 般 空 3 作

眞

他
螺
旋

の
弛
る
み
た
る

に
由

前所

打

落 金 を な

第

雷
銃
及
び
弾
薬

の
損
敗

し
て

用
に
適
せ
さ
る

所
以

を
說

さ
又

共
損

敗
を
防
ぎ

之

金

轉

の
な
ら

あ ら

轉拶

認 に
弾

ど諸 以過 を

金 れ 違 落共 し

誤

り

む及ら な

釘 分

しど 金 可 と

す

心は を 開 ばて

空 留 き 直 用

てる

金る

る

原 る

げき

付 金金

符 等 云 ら 説

のす

母 地 こ

所宜金付

げ

前其る

金 低 の

釘 山 法山 法 薬 の

引

を 6 す 引

な臺

具

留適に 臺 接 落もる き掛む 取 打 打

具大 にに

整を掛運 修修 銃 取るる 板 蒸 の

切

金金る 道 の を 電 七 か 地 の 切 よ

雷
銃
操
法
裕
之

一

第第 面面 第 べ 反 な

空こ

板 第

掛 請

り

第 工 思 2 の は は 留

二 合 ふ は合 品 は 螺 を 舞 本金

切 を は 打は 打 旋 自

鼻

ず 得得 の 軸 に

道 て

な 出 に 其 なし

3 り 易貨 作易 ,

所

3 9 な

は

留

小 ら

曜 ず 部,

9 ○ 分

の 打 を

强 金 磨強 磨る

g



之
一

区
附

七
雷

銃

其

に
命
じ

て
道
具

の
部
分

を
改
正
す
べ

3
箇
條
あ
り

即
兵
卒

の
不
調

法
に

非
ら
ず
雷
銃

臺

に 心

大 軸 てて 出金

職

打 統

を

i

由
な
ら
ざ
る

を
云

ふ
北
原

のよ

決

よ

修
覆

雷
管
又
は
火
薬

の
發

せ
ざ
る

を
云

ふ
共
原
因
二
つ
あ
り

を

し

過
る
に
由
て
然
る
み

の
な
る

が

にれ

U

故
に
職
人
に
命
ず

て 2

れ

れ

T

第四

不

發

励

に

由出し

こ 触 を勉 に 2 り

すな

り及

り 力火び

ど 水 を 門

出る ば

よ …

う 運てた

な れ

原板 を

に

・り が

に

一般に 膨

で

円げ

螺 を

雷 て雷

交

第 と は さて

不 き 臺 ** 兵 に

發 其 木 咬 卒 由

る 因 第 し 過

操
法

巻

條 ど 附 雷 兵

の さ る 管 卒

雷火 ど

管 門

の さくく

操 法 其 を 巧み

能 起

す く 付 はる

る 去 け さ 即

は h ず る

苦心 し

打て の

人 な 孔金 な 軸

る

門 心

な の 妨

り ス ぐ 汚 の

ら る か 孔

に

る 山

る を

5 なに 生

意 り

を 成 て

用用 打

以 雷 金

下 銃 火 の

た を 門運

格掃 に 轉

古 除 雷 を

第 す 管 妨

五 る

側 に

其 面 混 手

管 のの 氣 木 をを

又場 の 以

は 旋合

火 をを

掛 を

く 服 金 取

發捻捻 す を 扱故

し 咬み

よ み 可

旋り

の し

端 て て

を

地 障

轉

あ明 自

可 れ

らば

ず 掛

害

容
易

に
出
水

す
べ
し
但
し



在 孔が 孔

第
六

日立

6

の雷

火

く

銃

法

g士ら再るる 士

過
3
或
は

短
に

次

火
門

の

9

べに

過る

に

銃 にて を 平 兵 第

し りをを 共 を の 在 生生 率 八

を 棚 次 用 は

べ あ旋

り

火 き

し

ち
大
躍

さ
の
力
弱
さ
ん

と
あ
り

通
火

の
孔

小
な
る
こ
と
あ
り

(
通

火
の

孔

別

何用 はげ 謹 は 教

生 に 第 の 何 或

あし はし

付 ど は其 る

こ 非 よ

の る が 主 ど ら

所 ど れ 最 ざ 格

る

る

を
妨
く
る
こ
と
あ

藥装装

に

雷

る

取け

を

通

之

に

易

ば

取

鈍
操
法

卷
之
一

弱す

法

を g

銃

設

楽 大

て 薬

に る 力

り 入 孔入 孔 弱

施 倒 第 あ外卒 にる 第

をれ 六 ら の た し 可 五

受 で ば 事占 て ら 筒

け 在 .雷蔵 にん 之

易 が

或 旗 其

し 掛 を 可を 可 等 は し

拡 て 銃

び に ず 事 走之 を

修 手 付 を 任

報兵る る

て 扱

可 取 若 る ど

ら 扱 雷 南 よ

: U 其銃 れ 容 う

る ・ 成 手 を ば

では 銃 以放 に に

ど 之 にて 發損 施

あ を 拡 物 に す を

を 妨 る 付

殊

に に 又 ふ 為 の

簡 積 は 等

はき る に 8 れ 別

消 は ど 非 大 に

て す く る 故 し 用

最 れ

ちば どり 兵漏

の 過

口
大

に

て 通

或 通

は

孔

に ど

過

て 9

雷 之

管 に

に 由

合 て

心

は
雷
管

の
火

氣
を

な

しも 付 ば

よ

八

り若

る

さ

に 疎疎い

を



九
宮
銃
採

法
巻

之
一

密

の
座
垢

の
附
く

胸
M

り

る
こ
と
あ
れ
ば
簡
を
破
烈
し

心
掛
可
し
然
ら
ざ

あ
っ
て

と
あ
る

の
な
ら

O
筒
口

よ
の

入
た
る
とと
っ
玉
を
抜
く
に
は
格
別
に
注
意
し
て
勝
中

筒

り

はす

れ

筒

よ
う
用
心

す
べ
し
若
し

誤
て
筒
口

を
地

に
着
る

す
て

に
に

と
き
北
玉

べ
し

て
遂
に
共
雷
銃
は
不
用
に
屬
す

從
ム
を
妨
げ

、或
は
玉
と
玉
の
栓
木

、
玉

を
分

あ

り

脹
を
妨
げ

、
玉

の
轉
回

を
妨
げ

膳
中

の
筋

に
胸
中

に
漸
く

錆
を
生
ず
れ

ば
玉
込

を
妨
げ

玉
の
膨
脹

を
妨
げ

中

栓

在
る

と
空

ぐ

に
任
ら
ざ
る

第
七

前
狙
い

は
柱
が
ら
さ
る
よ
う
潰
れ
ざ
る
よ
う
格
別

に
注
意

し
て

之
を
保
つ
べ
し

を

第
八

錆
の
生
ず
る
原
因

は
燃
氣

と
空

氣
と

に
氣

と
に
在
る

が
故
に

筒
の

錆
を

防
ぐ
に
は
開
中
を
十

分
に

乾
は
か
し
筒
口

に
は
常
に

棒
を
挿
し

火
門

に
3

火
門

益
を

覆
て

空
氣

を
防
ぐ
べ
し

。

第
九

兵
卒
以
玉

込
を
為
す

と
玉

の
ょ
く
火
薬

の
所
ま
で
届
く

や
否

を
注
意

す
べ
く

又

戰
列
點
放

の
と
き
は
筒
口
を
地
に
着
け
ざ
る

着
け
さ
る

こ
と
あ
れ

ば
共
兵
卒

は
陣
列

を
離
れ

て
筒

の
掃
除

を
為
さ
る

可
ら

ず
但
し

る
可
ら
ず
但
し
筒
口
に
故
障
の

る
、
又
は
装
薬

と
玉

と
の

間
に

透
間
あ
る

を
顧
み

ず
し

て
放
發
す
れ

ば
筒

の
破
裂
す
る
こ

勝

を
洗
ふ
べ
し
若
し

脂
中

に
塵

の
殘

洗
う

次
さ
の
玉
込

の
と
s
裝
薬
と
共
に
筒
の
底
に
下

烈
し
或
は

胴
中

に
批

を
生
ず

可
し

第
十

玉
藥
胴

の
掃
除

は
小
生
ょ
く

玉
し
然
ら
ざ
れ

ば
銃

包
の
外
面

に
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二
十
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火

を
取
る
こ
と

能
は

ざ
る

が

為

之
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付
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1
1
-
1

銃
操
法

審
之
一

適
宜
と
す

て
金

を
落
と
す
ま
で

に
之

を
釣

せ
共

重
さ

十
三
ボ
ン

万
至

十
四
ボ
ン

ト
な
る

を

を
二

引
金
な
く
し
て
打
金
を
落
と
す
力
の
強
弱

打
金

を
十
分

に
引
揚
げ

て
留
金

の
胞

に
分
銅

を
掛
け
留
金

の
鼻

を
必
金

の
第

二
切
よ
り

脳
し

に

七

小
揮

さ
の
強
弱

打
金

を
落
と
し
留
金

の
胞

に
分
銅

を
掛
け

て
小

躍
の

力
に
勝
つ
ま
で

に
之

を
釣
り
合

は
せ

其
分

銅
の

重
さ

七
ボ
ン
ト

牢
な
る

を
適
宜

と
す

共
分
銅

の
重

さ
十

三
ボ
ン

+
万
至

十
四

ボ
+
]不
る

を
適
宜
ど
す

|
分

「
*

打
金
を
半
分
引
揚
げ
て
共
冠
に
分
銅
を
掛
け
大
[
3
の
力
に
勝
て
打
金
を
揚
る
ま
で
に
釣
り

大
彈
3
の
強
弱

の
強
弱

を
試
る

法
左

の
如
し

は

>
ル

」
さ

云
ふ

他
:

金

是く

と

せる

水ル類大 金 : シ き 級

g
可
ら
ず

ちり

怯

シ 非 唯

よ

りラ 任

權

いただ

分

原の

語階

に 級

」
け
さ

官
に
て

士

の

第
十

五
掛
金

の
[

3

ら政

す府

郎

躍 に ド の 館

のれ も

き 同点 に さ

のじ に

合
は

せ

我 釣

お泊り

以 合

じ下 は



を
引
く

之
を

第
一

圖
(
F
X

口
)
の
如
し

じ面切側

た OK

○
黑
板

の

雷

の
側
面

を
書
き

左上 ず

り
實賞

に
共
線

の
あ
る

に

共
中
心

の
線

な

の雪果 は

面 銃 板 非

に
は

非
ら
ず
唯
脂

く

外
部

第
一
教

を
示
す

に
は
白
塁
を
以
て
黒
板

の
上

に
書
く
べ
し

を
べ

,

が
役
た
る

は
の

は
役

第
一

章
此
教
授

は
師
範

役
一

人
に

限
て
引
受

る
。

5
手
銃
論

る
る

の
な
り
手

銃
論

第
二
條
手
銃

の
論
証

金
十
分

を
十
分

打

引
金
を
引
ひ
て
打
金
を
落
と
す
力
の
強
弱

西
銃
集
法

巻
之

一

二
十
二

打
金

に
引
揚
げ

て
引
金

に
分
銅

を
掛
け
留
金

の
鼻

を
心
金

の
第

二
切
よ
り
脱
し

て
打

金
を

に
と
す
ま
で

に
之

を
釣
り
合

は
せ

共
重

さ
七
ポ
ン

-
万

至
八
ボ
ン

F
Jな
る

を
適
宜

と
す

の
規
則

は
實
驗

の
と
き

に
必
要
な
る

の
な
る

が
故
に
師
範

兵
卒

て
る
了
解
す
べ
き
ょ
う
最
易
さ

言
葉
を
用
い
て
明
に
其
大
容
を
説
く

說
く
べ
し

共
順
序

左
の
如
し

第
二

章
教
授

の
と
き

に
色
々

の
圖

第
一

筒
の

筒
の
様
子

は
共
內
部

に
異
な
る

が
故
に

共
上
面

を
に
置
け

ば
脂

中
に

は
自

か
ら
勾
配
あ
る
と
の
理

ひ
を
示
す
べ
し

第
二

筒
の
中
心

と
は

中
の
真
中

に
一

と
筋
の

線
あ
る

る
の

と
人

の
心
に
て
定
め
た
る

ふ

ど 部 致 の 明

の の

理 樣

合子

し側 の

口 ば

の

ふ 右 に 唯

下っ銃

同にの

切 ご



出
先

菜
法

松
之
一

電
药

探

べ
し
即
ち
空
氣

は
細
分

子
の
集
ま

事
第
四

役

第
二

教

第
二

回

}

(
口

、
は
放
線
に
て
即
ち
中
心

の
線

を
延

ば
)

る

る
の
な

直

放し か後 た

後
、空
気

の
故
障
な
く

地
球
引
力

の
め

第
三

雷
銃

の
玉

、
一
度

は
筒
口
よ
り
飛
出

で
、

後
、
空

氣

又

第
一

圖

(
註
)厚
紙
ブ
リ
ッ
キ

」
の

類
を
雷
銃

の
側
面

の
形
ち

に
切
り

共
筒

尻
の

所
に

孔
を
穿
ち

釘
に
て

板 板
に
打
付
け

之
を
上
下

に
回

は
せ

ば
筒

の
勾
配

を
自
由

に
す
べ
し

に
引
か
る

こ
と
な
く

ば
共

玉
は
際
限
な
く
直
線

に
飛
ぶ

べ
さ

の
理

な
9

此
線

の
向
き

を

放
發
線

と
名
づ
く

。
第

二
岡

の

引

線

第
二

教
に

於
て

は
師

役
役

は
次

さ
作

を
説
く



ニ

第
三

圖

劇 も

むる

さ

發
し
た
る
と
き
は

共
速

し
く

し
て

且
の

働
さ

を
受

引且語

に
て

空
氣

の
故
障

は
次
第
に
減
じ
引
力

の
働

き
は
次
第
に
増
し

之
に

由
て

玉
の

飛
公
道

は
弓

の
如
く
曲
る

の
な

5
之

を
輝

源

な

ひ
少

さ
が
故
に
大
抵
直
線

筒
口
よ
り
玉
の

第

速

働

第
六

臨

火
薬
を
以
て

玉
を

發
す
れ

ば
共
進

む

培

か

7

久の

と

れ

て

密
銃
操
法

惣
之
一

法

二
十

四

5
た
る
る

の
共
性
質
無
力
ぁ
ゅ
故
に
雷
銃

の
玉
、
此
空

氣
の

中
を
押
分
け

て
飛
行
す
れ

ば

空
氣

の
力

に
由

て
次

由
て
次
第
に

玉
の
進
み

を
妨
る

の
な
ら
且
玉

の
飛
ぶ
こ
と
愈
々

速
な
れ

ば
其

の

速
な
る

に
準
じ

て
空

氣
の

之
に

激
す
る
こ
と

な
亦
愈
々
苦
し

第
五

引
力

と
は

萬
物

を
地
球

の
方

に
向

て
引
く

力
な
り
雷
銃

の
玉
筒
口

を
離
る
れ

ば
同
時

に
引
力

に
引
か

地
面
に
近
つ
か
ん
と
す
る

$
9
且
玉

の
飛
行
す
る
こ
と

久
し
ょ

に

臨
て
地
面
よ
り

之
を
引
く

5
之

を
引
く

力
は

増
す
る

の
な
ら

を
受
く
る
間
合

め 力 地 の

台 の玉

に 其 ,

進

砲

なれ

力るごて

の が



二
十
五

銃
操
法

巻
之
一

口

第
四
回

り

發
線

を
引
く
こ
と

(
口

X
六

)
の

如
く

し
(

三
)
の
弾
道

を
得

狙

共
的
よ
り

十
「
イ
ン
チ

]
高

ふ
べ
し
然
る
と
き
は
県
道
3
自
か
ら
高
く
な

の
な

が
故
に

百
ャ
ー

百
ャ

ル
ド
」
の

的
に

中
つ
る

に
は

筒
の

放
發
線

を
共

的

て

自
か
ら

を
入

し 我

に
地

に
下
だ
ろ
こ
ど

十
「イ
ン
チ

分
三

厘
強

に
営

く

チ
!
!

「
イ
ン
チ
ェ

」
に

我

な

る

可
し
經
驗

に
抵
る

に
筒
口
よ
り

玉
の
離
れ

て
直
ャ
ー
ル

ト
」
!
「
"

に

な
ば

共
玉

は
決
し
て

之
に

其
玉

共
兵
卒

第

第
三

教

第
七
師
範

役
は

第
二

教
に
論
じ

を
示
す

な
の
な
り

筒
口

を
離
る

、
こ
と
次
第
に

還
さ

に
臨

て
県
道

の
曲

,
次
第
に
増
す

第
三

岡
(

X
)
は

彈
道

た
る
規
則

を
賞

地
に
施
す
こ
と

を
教
ゆ
べ
し
即
ち

に
教
示
す
る
趣
意
次
ぎ

の
如
し

O
筒

の
中
心

を
正
し
く

的
に
向
け

中
ら

ず
し

て
的

の
下

に
差
す

城
る

に

ド
J

に
我

尺
に

の
地

に
届
く
ま
で

の
間

に
地

に
間

高
く
な
っ

て
共

玉
正
し

的
に
固
く
べ
し

第
四

圖
は

中

心
の

向
さ

を
変
じ

て
新

に
じ

て
新

に
放

2

得 し

た

る



1
ホ

第
五
圖

を
狙
ひ

切れ

目

狙
ひ
の

線
と

名
づ
く
但
し

後
狙

ひ
の
切
れ
目

は
自
由

從
共
割
合

を
為
す
お
の
な
ち

○
第

五
圖

に
於

て
、

「
こ
の

自
的

に
中
た
る

可
し
但
し
狙
ひ

の
度

の
加

の

か 後

加
減

低
3

よ
へ
ば

筒

ど
なはす

狙

の
上
十
ン

-
]
距
離

に
放
發
す
る

に

前

高
中

第
八

精
密

に
放
發
す
る
た
め

發

銃
操
法

公
之
一

二
十
六

に
は
前
後

の
狙
い

を
正
し
く

眠
と

と
の

間
に
置
く

可
し

O

筒
の
上
面

に
あ
る

後
の

狙
ひ

の
高

さ
筒

の
さ

筒
の
中
心

の
線

と
不

行
な
る
欺
又

は
筒
口

の
厚
さ
る
5

筒
尻

の
厚
さ
る

同
な
る
る

の
な
ら

ば
百

ャ
1
ル
ド

の

チ
」
の

所
を

狙
て
正
し
く

之
に
中
つ
べ
き

理
な
れ
ど
る

所
を

斯
の
如
く

し
て

は
を
誤
る
こ
と
あ
る

が
故
に

雷
ひ
に
て
此
加

減
を

し
狙
い
ひ
の
最
低

3
度度
よ
り
直
線

に
狙

へ
ば

の の
中
心

に
は

自自
ら
勾
配

を
持
て

直
ャ
ー
ル
ド

」
の

は
筒

尻
の

厚
さ

と
筒
口

の
厚

さ
と

に
從

てて

的
よ
り
直
線

を
引
て
、
前
狙
い

の
頂
に
達
し

何
は

之
を
延
ば
し

て
、
後
狙
い
、
の
m

の
底

に
及

ば
す
と

3
は
(

X
ホ
Y
!

)
の

線
を
得
る

、
之

を
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0

1
1
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y
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示
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人

百
P
1

儿
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為
功

を
下
げ

直
ャ
ー
ル
ド
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よ
り

千
ャ
ー
ル
ド
ま
で

の
融
通

を
為
す

可
し

千
ャ
ー
ル
ド

｣以
上
な
れ

ば

第
六

圖

達

向 下

上减金女 摺

比
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上
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益
々

遠

く
べ
し

O
右

の
と

を
明
白

に
示
す

に
は

第
七

圖
に

於
て
(

X
)
の
鉛
直
線

を
黒
板

に
引

(
1
)

を
以
て
的
の
星
と
定
め
兵
卒
を
し
て

九
百

ャ
ル
ド

」
の
狙
ひ
を
異
直
に
立
て

、
之
を
狙
は
し

の
差

を
る
生
じ

て
距
離

の
金

々
遠

s
程
、
中

9
の
外
れ
益
々

甚
し
か
る
べ
し

と
の

理
を

說

ざ
れ

ば
共

狙
ひ
に
て

放
狙

放
發

せ
し

玉
は
常
に

的
の

下
に
達
し
且
狙

ひ
の

傾
さ
れ
る

方
に
從
ひ

を
き

さ

向

次

筒
を
目
當

に
し

て
筒

を
向
け
し
め

次
で
簡
尻
よ
り

脂
中
を
通
し
て

先
の

目
當

を
窺

は
し
め

之
に

筒

相

掛
け
兵
卒

を
し

て
尋
常

の
法

に
從
ひ

、
九

百
ャ
ー
ル
ド

」
の
狙
ひ
を
以
て

壁
又
は
黒
板

の
一

の

扱
て

を
自
在
臺
吐

よに

を
論
じ
た
る
こ
と

に
付

8
向

は
よ
く

之
を
兵
卒

に
了
解

せ
し

第
四
教

第
十

前
の

條
々

に
狙
ひ

の
線

を
論
じ
た
る
こ
と

に
付
き

前

上

即
ち
五
士
ャ
ー
ル
ド
な
れ

ば
的

の
下

凡
三

ン
チ

」
計

5
の

所
を
狙
ム

可
し

ャ
ー
ル
ド

」よ
り

近
3

所
な
れ

ば
少
し
く

的
の

下
を

狙
て
弾
道

を
狙
ひ
の

線
よ
り

上

1
1
式

銃
操
法

窓
之

一

見
計

ひ
を
以
て

後
狙

ひ
の

上
に

眼
を

据
へ

前
狙

ひ
を
見
通
し

て
放
發

す
べ
し
又
第

六
圖
(
4
)
の

如
く

百

く
べ
し

ひ
る
爲

め
筒
を
臺
よ
り
取
り
外
し
筒
尻
の
螺
旋
を
披
て
共
筒

り
に

點に
由
て
放
發

の
線
を
狙
ひ
の

と
相
違
あ
る

と
の

z
と

を
了
解

せ
し
む
る
る

を
得
べ
し

第
十
一

筒 筒
を
自
在

臺
にに
掛
川

る
儘

に
し

て
兵
卒

へ
荷

は
之

を
示
し

、
後

狙
ひ

を
真
直

に
立

て左
右

狙



二
十
九

]
左
右

の
差
、
五
ャ
ー
ル

ド
J
に

付
を
ュ
ー
ト
な
れ

ば
九

百
ャ
ー
ル
ド

」
に
付
き
九
士
ュ
ー
ト

」
の

ル
ド

第
七

圖

い

の
「

フ
ト

を
す
即
ち

我
る

へ

板

左
右
の
差
を
見
る
に
は
左
の
算
法
$
5
但
し
筒
口
よ
り

右

に

板
ま
で

の
間

を
五
ャ
ー
ル
ド

」
五

あ
り

べ
し
即
ち

)
5
鉛
直
線

を
引
き

共
長

さ
を
(
^

X
4
)
の

長
さ

に
等
し
く
す
れ

ば
ホ
)
の

點
を
得
る

、
ち
ょ
り

の

の
(

三

の
所

に
あ
る
べ
し
故
に
此
度

の
玉

は
(

ィ
)
の

星
に

中
た
ら
ず

し
て
(

三
)
の

士
の

下
の

中
た
る

を
疑

は
し
ら

な
ば

放
の

線
は
(
ハ

)
に
在
ら

ず
し

て
右

の
方

に
寄
り

)
帰

を
疑
は
し

て
又

九
百

ャ
l
y

r
y
の
狙
い
を
此
度
は
一
方
に
傾
け

直
ル

ド
前

の
如
く

(
)
の

星
を

て

星
上

六
め

次
で

筒
尻
よ
り

脂
中
を
通
し
て

之
を

窺
し
め

な
ば
放
發

の
線

は
星

の
上

の
方
(
ハ

)
の

所
に

次
で

星

あ
る
べ
し
斯
く

狙
ひ

次
で

勝
中
ょ
っ

之

之
を

中
5

の
點

と
す
O
R

(
i
)

{
$
(

"
X

ホ
)
の

線
に

向
て

不
面

線
を
引
け

ば
(
i
X

<
)
の

線
を
得
る

之

を
左
右

の
差

と
し
(
ヘ

X
ホ

を
上
下

の
差
で
す

。
右

は
圖
上

の
談
な
れ

ど
之

を
實
地

に
施
し

て

上
下

と
定

め
(
A
X
^
)
の

差
を

生
ュ
ー
ト

」
｢R
a
C
X
F

1
X

外
と

(
ヘ

X
ホ

)
の

差
を

六
分

三男

當分

雷
銃
操
法

巻
之
一



を

て

に
動
く

可
し

放 差 国

線 發

と
の

理
を
示
す

に
は
雷
銃

の
雛

形
を

作
て

之
に

三
て

之
に

三
筋

の
針
金

を
附
け

一
を

放
針
金

を
附
け

一
を

放
の

線
と

し
一

を
弾
道

と
し

一
を

狙
ひ
の

線
と

第
十

三
役

狙
ひ
の

狙

道

に
出

て
上
下
左
右

の
差

を
生
す
る

第
圖入第

九
百
ヤ
ー
ル
ド

メ
ー

M

ル
ド

パ
ー
ト

図

ム
ー
ル

百
ヤ
ー
ル

"

A
r
t

を

第
十
二

第
十

二
れ

為

3
三

十
ュ
ー
ト

]
の
割
合

な
9

割
合
な
ら
上
下
の
差

、
五

「
ャ
ー

ル
ド
」
に
付
さ

六
分
の

1
「フ
ー
ト

]
な
れ

ば
九

直
ャ

ル
ド

｣
に
付

銃
操
法

巻
之

一

1
1
1
+

後
狙

ひ
を
傾
く

れ
ば

之
が
冷
め

筒
の
勾
配

自
か
ら
低
く
な
る

と
の

理
を
明
白

に
示

:
す

に
は
厚
紙

へ
狙
い

の
度

數
に
等
し

に
線

を
引

て
此
紙

を
狙
い

の
後
ろ

に
置
試

に
狙
ひ

を
傾
け

て
兵
卒

に
見
せ

し
め

な
ば

共
勾
配

を
誤
る

の
多
寡

を
了
解

す
べ
し

第
八

圖
の
如
し

三
百
ヤ
ー
ル
ド

五
百
ヤ
ー
ル

七
百
ヤ
ー

定
ひ
但
し
彈
道

の
針
金
は
蝶
番
を
以

發
の
針
金

を
繋
ぎ

合
は
せ

て
自
在
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こ
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敬
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且
狙
ひ
の
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九
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か
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六
百六五

九
五
百
五
十

五
百
七
十

しさ

四
百
四
十

五
百

二
十
五

四
百

二
百

七
十

五
「

三
百

五
十

百
六
十
五

九
十

二
百

なら

る

三
百

十
五

中

所 た

た

しし

百
三
十
五

三
百
五
十

なな

ざ
る

所
な

S

二
百

六
十
五

百
四

半
中
か
ら
ざ
る

所
な
し

百
八
十

數

[

步

「
ャ
ー

ル
ド

」
「
フ
ー
ト

」
の

「
ャ
ー
ル

ド
」

「
ャ
ー

ル
ド
」
ャ
ー
ル
ド

」
「
ャ
ー
ル
ド

」
[
ャ
ー
ル
ド

」

ド |

兵

騎

騎
兵

步

る
可

3
距
離

兵

距る
3

所

離可 玉
の

高
離

距兵

彈
道

の

間2

玉
の

初
て

中
た

「
玉

の
中
た
る

可

き 外

の

て

玉

玉

の

必
大
切
な
る

一
事
件
な
り

雷
銃

の
弾
道
及
び
其
玉

の
騎
兵
歩
兵

に
中
れ
る

可
距
離

を
示
す

に
と

左
の

表
の
如
し

て
之

に
中
つ
る

に
非
ざ
れ

ば
其
業

て
に

共
業

前
は
無
用

と
云
ム

可
し

是
れ
即
ち
兵
卒

に
最 最

た
る

的
に
放
し

て
巧

に
中
つ
る

と
戰
場

の
活

物
に
接
し

て
遠
近

を
見

計
敵

に
放
酸
し

雷
銃
操
法

審
之
一

三
十
二

教 u

導 敵

す に

る 放

を

距
離

最

「

の
の

數
の

數
の

數
の

數
の

數

二
百

中
た
ら

四
四
百

二
十
五

「
四
百

六
十
五

「
百
零
五

六
十
五

五
百
三
十

七
十
五

五
十
五

六
百

+++ 七 五四 數

九四

る 中

所



三
十

三
雷

銃
操
法

巻
之
一

を
示
す

の
は

之
を
記
憶
す
る

に
他
な
ら
し
め

ん
が
め
な
り

。

第
十

五
前

條
の

表
を
見
れ

ば
明

に
の
こ
と

を
了
解

す
可

し
即
ち

六
百
ャ
ー
ル
ド

｣
の

狙

を
以
て

五
百

七
十
ャ

ル
ド

の
所

に
放
發

ば
共

玉
は
目
當

の
上

を
越
す

に
三
「
フ

!
」

便

こ
と

た

す

數
を

元
に
立
て

、
培

し し
た
る

が
算
定
に
は
非
ら
ず
但
し
斯

の
如
く
大
數

に
外

り

S
O

ャ
ー
ル
ド

以
放
發
す
る
る
に
は
雷
銃

の
高

さ
、地
面

を
去
る
こ
と

四
フ
ー
ト

牢
と

し
三

百
ャ

騎
兵

の
高

さ
は

八
フ
ー
ト

牢
步
兵

の
高

さ
は
六
フ

十

1
1
4

八
十

九
百
九
十

三
十

三
十
四

四
十
四

五
十
七

八
百

九千

七
百
二
十

四
十十
五

六
百

七
百

二
十
五

六
十

六
百
八
十

六
十

七
百
七
十

七
百
八
十
五

「
四
十
五

八
百

七
十

五
「

八
百

八
十

五
「
三
十
五

九
百

三
十

二

八
百
十
五

九
百
十

千
零

4
年
步
兵

の
高

さ
は

六
フ
ー
ト

と
積
る

○
三

百
ャ

ル
ド

」
で

の

所
に

放
-

上
の

所
に
放
發
す
る

に に
は

銃
の

高
さ

を
フ

1
-
」
を
積
る

騎
兵
歩
兵

共
に
地
面

を
去
る

に
と
ュ
ー
ト

」
の

所
に

玉
の
達
す
る
を
以
て

中
5

と
定
ひ

O
彈
道

の
最
高

所
は
距
離

の
二

分
一

と
三

分
二

と
の
間
に
あ

表
の

中
に
記
せ
る

玉
の

初
て

中
た
る

可
距
離
及
び

玉
の
邪
る

可
g
距
離

は
五
ャ
ー
ル
ド

」
は

の

に た

放 左

ば を

れ



發る

先

玉
は

何
は
後
列

に
中

た
る

可
し

O
假
令

く
熟
練
せ
る
兵
卒

と
並
ぶ
遠
近

を
正
し
く
見
定
む
る

は
甚
だ

難
s

n
e

に
と
な
る

が
に
戦
場
場

に
臨

で
す
る
に

づ
目

當
と
す
る

物
よ
り
必
少

し
低

さ
と

思

ど

戰放 ひ

り
と
な
り
但
し

斯
の
如
く
遠
方

の
所

に
て
る

敵
兵

の
群
集

る
の

を
目
當

と
す
れ

ば
或
は

遼

近
を
誤
る

と
3

功
を
な
す
こ
と

わ
即
ち

第
十

一
圖

に
於

て
敵

兵
二

列
の

長
さ

を
百
[
ャ

ド
と

し
共
先
刻

に
向

て
放
發
す
る

と
3
百
ャ

て
放

す
る

と
3

百
は

1
ル
ド

」
を

見
誤
る

と
共

1

ルこ 遠を に

物

ベ
間

益
減
少

す
故
に
放
發

の
と

8
距
離

の
遠
ざ
か
る

に
從

て
遠
近

の
見

計
ひ

は
益
々
精
密

に
せ
ざ
る

可
ら
ず

第
十

圖
を
見
る

可
し

O
右 右

の
次
第
に

付
3

八
百

ャ
ル
ド

｣以
上

千
ャ
ー
ル

ド
」
を
隔
て

、
小
さ
き

物
を
狙
ひ

打

る
る

ひ 見
に
す
る

は
欧
程
熟
練
せ
る
兵
卒

非
ざ
れ

ば
能

は
ざ
る

に

の
勾
配
益
々
高
く
な
り
て
共
玉
の

玉
の
人
体

に
中
た
る

の
輝

道
よ
り

低
い

が
故
に
凡
百
三
十
五

ャ
彈
道

ル
ド

の
間

は
人

体
に

中
た
る

可
し
又
八

百

の

すた

れら

共
[

道
の

県

ば
人

を
目

當
と
す
る
と
き

は
共

胴
に

中
た
ら
ず

て

る
の

な

ト
三

可

ュ
ー
ト

]
を
相
違

す
三 の

雷
銃
操
法

巻
之
一

三
十
四

な
る
べ
し

又
此
狙

い
に
て

六
百

二
十

五
ャ
ー
ル
ド

に
放
發
す
れ

ば
目

當
の

下
三
フ
ー
ト

」
の

所
又

に
達
す

可
し
故
に
遠
近

の
見

計
ひ
僅
か
に

三
十
ャ
ー
ル
ド

｣
を

誤
て
上
下

す

し
て

頭
の

頂
さ
欺
又

は
足

の
下

に
達
す

可
し

○
三

百
ャ
ー
ル
ド

」
の

狙
ル
ド

」
の
狙
ひ
を
以

放
發

ば
勾
配

、
六

百
ャ

ル
ド

」

「
ャ
ー
ル
ド

]
九

百
ャ

ル
ド

」
に
於
て
は
彈
道

せ
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-

銃
操
法

巻
之

一
三
十
五

第
十

八
人

の
走
り

馬
の
馳
る

の
を
目
當

と
し

放
す
る
と
き

は
玉

を
す
る

と
と

次
に

は
向

は
に

は
荷

は
少
し

を

U
愛
す
る

く

唯
左

の
方
よ
り

風
吹
け

ば
的
よ
り

ぬ
少
し
く

左
の

方

加

左
の

方
を

狙
て

一
發

を
試
み
其
玉

右 を

と
て

は
別
に

記
る
す

可
さ
る

の
な

悲
し
さ
&
の
に

es

を
試
み
其
玉

荷
は

右

第
十

七
風

と
は

空
氣

の
動
搖
す
る

の
に
て
放
發

の
と
き

右
の

方
よ
り

風
吹
け

ば
左

の
方

風
は

空
右

教

し
て

目
當

に
達
す
る
こ
と
あ
り

右
の
如
く
一
發

を
試
み

共
玉
に
て
砂
塵

を
樣
子
を
窺

ひ
之

に
由

て
遠
近

を
見
定
め

隆
て
狙
ひ

の
加
減

を
な
す
べ
し

ひ
の

ム
所

へ
試

に
一
發

す
可

し
然
る
と
き

は
共
玉

は
先
方

へ
達
す
る

前
に
地
面

に
落
ち
更
に
跳
購

揚 落

るち

第
六

教

第
十

六
第

六
教

に
於

て
師
範

役
は

風
と

日
於

て
師
範

役
は

風
と

日
の

光
を

に
て
放
發

の
故
障

を
為
す

と
の
こ
と

を

說
く
べ
し

第
十
七

へ
玉

を
吹
き
返
り

左
の

方
よ
り

風
吹
け

ば
右

の
方

へ
玉

を
吹

を
送
る

前
よ

,
吹
け

ば
玉

の
進

み
を
減
じ

後
よ
り
吹
け

ば
玉

の
進
み

を
助
く
但
し

向
ひ

風
と
追
い
風

と
に
て

玉
の
進
み

を
妨

ぐ
る
は
左
右

の
風
の
働
3
程
に
甚
し
き

の
に
非
ら
ず
且
又
風
の
向
き
に
由
り
て
狙
ひ

域
を
為
す

は
全
く
兵
卒

の
手

全
く
兵
卒

の
手
心

に
在
る
こ
と
に
て

共
規
則

と

しの
方

に
達
す
れ

ば
共

ま
で

の
2

と
の
み

第
十
八

な

と 狙

て



敵
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に

棒
を
立
て

棒
の

頂
を
筒
口

と
敵

兵
の
在
る

所
と

の
間

に
定
め

共
頂

を

て

雛
さ

防
禦
す
る
は
多
く
は
暗
夜

の
こ
と

、

胸
の
爲
め
に
目
當
の
見

へ
ざ
る
こ
と
あ
り
敵
の
不
意
を
襲
ひ
或
は
之
を

に

遠
近
に
從
て
狙
ひ

の
加
減
を
な
す
な
す
可
し

定
め

る
ま

、
に

し
て
少
し

な
動
か
す

可
ら
ず

。
目

當
と
す
る

物
左
右

に
動
か
す

し
て

我
方

に
向

て
近
つ
き
又
は
我
方
よ
り
遠
ざ
か
る
と
き

は
其

な
し

第
十
九

第
十

九
運
動
す
る

物
に

向
て

放
す
る
欺
又

は
風

の
吹
く
と
き

に
放
す
る

に
は

先
づ

不 其

物
の
進
む
遅
速

と
距
離

の
遠
近

と
に

由
5
兵
卒

の
手
心
を
以
て
狙
い
血
ひ
の
加
減
を
為
す
可
き
の

のを

先
の

方
を
狙
ム
べ
し
但
し

す
る
先

の
3

共

右
よ
り

左
に
進
み
或
は

左
よ
り

右
に
進
む

と
は

共
右

三
十
六

玉
の
達
す
る
と
き

と
の

間
に

火
目

當
は
何
れ

へ
か
動
く

可

行

方

し
故
に

共
目

當
な
る

の
玉

先
の

銃
操
法
智
之

一

み
に
て
一
定

の
規
則
あ
る
こ
と

、
風

生
の
如
く

共
目

當
に

向
て
狙
ひ

を
定
め

ち
腰
よ
り

体
を

回
は

し
て

筒
筒
の
向
き
を
左
右

に

す
可

し
但
し

眼
と

脳
と

第
二
十

暗
夜
又
は

花
の
こ
と
な
る

が
に
若
し
一
處
の
み

を
狙

す
べ
き

場
合

ひ

な
ら
ば

預
じ

め
二
股

の
木

二
本

を
地

に
立
て

、
狙
ひ

5
を
定
め

置
3

共
股

に
筒

を
掛

て
放
發

可
し

O
敵

兵
の
遠
近

は
既
に
分
明

な
ふ

姻
に

?
狙
ひ
離
3
2

と
あ
ら

ば
筒

の
前

五
六



三
十

セ
出

銃
操
法
律
之
一

其
玉玉

は
目

當
に

遙
せ
ざ
る

可
し

當
達
せ

し

第
二

十
三

玉
込

を
偽
す
と

さ
銃
包

に
火
薬

の
不
足
せ
る

か
若
し
く
は

誤
て

之
を
こ
ぼ
す

と
あ
ら

ば
勾
配

を
高
く

し
て
放
す

可
し
然
ら
ざ
れ

ば

ら
ず

前
の
狙
ひ
右
に
片
寄
れ
ば
筒
は
左
に
向
く
可
し
是
亦
兵
卒
の
手
心
に
て
加
減
せ
ざ
る
可

向
く

の

可

の
狙
ひ

、一
直
線

に
在
ら
ざ
る
え
と
あ
り
即
ち

後
の

狙
ひ

右
に
片
寄
れ

ば
筒

は
右

の
方

に

高
低

に
從

て
摺
り

金
を
當
然

の
度
數
よ
り

高
く

し
或
は

低
く
す

可
し

、
又
前
後

、

よ よ
く
氣
を

毎
に

5
同

樣
な
る
る

筈
な
れ

狙
い

の
板

に
記
る
せ
る
度
數

の
線
動

す
れ

ば
正
し
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
る

が
故
に
兵
卒

は
一
發
す
る

毎

第
二
十
二

第
二

十
二

時
と
し
て

は
狙
ひ

の
高

さ
正
し
か
ら

ず
し

て
県
道

の
勾
配

を
誤
る
こ
と
あ
り

元

來
狙

ひ
の
製
作

は
何
れ

の
雷
銃
に
て

、
同

の
な
ら

を
狙
ム

3
よ
り

れ

3

日
の

光
、

左
の

方

を
狙

て
放
す

可
し

第
二

十
一

日
の

光
左

の
方
よ
り
来
れ

ば
前

狙
ひ

よ
り

來
れ

ば
前

狙
ひ

の
左

の
方

を
照
ら
し

後
狙
い

の
切
れ
目

の

右
の

方
を
照
ら
す

、
斯
く
日
光

を
受
け

て
狙
ひ

を
附

を
を

附
く
る

と
は

く
る
と
き
は
自
か
ら
正
し

か
ら
正
し
3
方
角
を
失
ひ

右
の

方
に
傾
く
る

の
な

之
に
反
し

て
日

の
光
、
右

の
方

は
9

來
れ

ば
誤

て
左

り
、

ば
誤

て
左

の
方

附
け

其
弾

道
の

べ
し



せ

畫

す
こ

と
第

十
二

岡
の
如
く

す
可

し
O
舊
式

の
筒

に
は
遊
隙

を
多
く

せ
ざ
る
可
ら

ず
然
ら

さ
れ

闘

勝
中

と
の
透
間

を
K
4
0
師
範

役
は

筒
の
側
面

圖
を
書
き

て
玉

の
肥

中
に
あ
る
模
樣

を
示

な

に

て

映
る

が
故
に
こ
の
誤
り

を
防
ぐ

可
き
方
術

誤
る

第
七
教

第
二

十
七

第
七

教
第

八
教

に
於

て
師
範

役
の
解
説
す
る
こ
と

は
左

の
如
し
即
ち

筋
な
し

の

筒
に
て

放
す
れ

ば
中
り

を

す
れ

ば
大
あ
る
私
の
な
り
兵
卒
若
し
幾
度

玉
込
を
試

み
て
其
玉

の
購
中

に
合

は
さ
る
こ
と
か
ら

ば
必
ず

其
次
第

を
訴
出

づ
可

し

は

之
を
滑
ら
か

に
す

可
し

を

第
二

十
四

玉
込

を
偽

す
と
き
成
る

可
e
z

と
な
ら

ば
兵
卒

は
立
ち
な
が
ら

筒
を
真
直

に
持

っ
可

し
或
は
時
宜

に
由

9
て
玉
込

を
貸
し

之
に

由
て

筒
を
傾
く
る
こ
と
ゃ
れ

ば
動 動

す
れ

ば
共
火
薬

膳
中

の
汚

垢
に
粘
り
着
く
こ
と
あ
る

可
し

第
二

十
五

玉
込

を
す

に
購
中

、
滑
ら
か
な
ら
ざ
る
と
き

は
玉

の
周
囲

を
山
中
に
て

巡
は
す

可
し
然
る
と
き

は
壁

の
娘
に
て

稍
や

三
十
八

読
操
法

之
一

第
二

十
六

番
銃

の
購
中

雷
銃

の
胸
中

は
動

を
防
ぐ

可
き
方
術

$
5

と
の
次
第

を
教

示
し

て
以

て
雷

銃
の
功
能

を
知
ら
し
む

可
し

第
二
十
八

第
二

十
八

筋
な
し

の
筒
に
て

中
9

を
誤
る
所
以

は
遊
隣

の
多

さ
に

由
て
な
り
遊
除

と
は

玉
筋

筒

と



銃
操
法

惣
之
一

三
十
九

し

を
三
つ

の
働

に
て

玉
を
太
く

し
て
少
し

の
透
間

を
残
さ

ず
之

に
出

て
薬

力
の

玉
に

激
す
る
こ
と

は
盆

8

し

の
發
力

に
反
し

て
玉

の
出
づ
る

を
妨
げ

ん
と

す
、
右

の
如
く
火
薬

と
玉

と

玉
は

自
か
ら

共
重

が

妨
げ

ん
と

す
、
右

の
如
く
火
薬

と
玉

と
空
氣

さ
あ
る

が
故
に

止
て

動
か
ざ
ら
ん
と
し

、
玉

の
外

に
あ
る

空
氣

3
火
薬

ひ
る

z
と
は

以
玉

中
る
に
及

3
と
､
全
く
遊
阪
お
る
こ
と
な
し
O
雷
銃

の
玉
を
込

第
二

十
九

に

第
十
二

圖

3
當

5
之

に
由

て
共

玉
は
真
直

に
進
ず

し
て
中
り

を
誤
る

可
し

に
出
づ
る

生
で

勝
中

の
方
々

で
の

を
為
せ

ば
其
玉

は
胞
中

の
下
面

に
附

w
玉

の
上

は
に
附
玉

の
上

は
大

に
透
く
べ
し
斯
く

透
の

る
所

に
火

ば
脂
中
に

垢
付
さ
れ
る

と
3
玉
込

を
伐

し
難
し
故
に

審
式

の
筒
に

玉
を
立
て
放
發

の
身

播
へ

ば
3

式
込

築
を

し
て
火
氣

は
透
間
よ
り
通
り
扱
る

が
故
に

共
玉

の
筒
口

に
突

今
雷

銃
に

用
ゆ
る

玉
以
共
形
ち
細
長

3
が
故
に
空
氣

を
押
分
け

て
進
む

に
都
合

よ
く
且
此
玉
の
仕
掛
に
て
胸
中
を
出
づ
る

ど
$
火
薬

の
發
す
る

に
及

で
共
發
力

は
玉

を
胸
中
よ
り

追
ひ
出
さ

ん

と
し

て の

て 發



く

第
十
三

圖

に
は
筋
ぁ
る

絕
て
此
患
な
し

鮮
な
る

は
第

八
に

る
は

第
八

教
に
説
く
べ
し

か
る

ょ
ん

に
由

て

玉

の
向

圓
玉
あ

に

に
一
ヶ

條
即
ち

第
十

三
闘

に
於

て
(
1
)
の
方
角

に
向

て
飛
行
す
る

圓
3

玉
4
5
此
玉

に
疵

玉

を
誤
る

と
の
こ
と

は
前

條
に
議
論

せ
し

外
筒

又
別

第
三

第
三

十
圓

3
玉

の
不
便
利

に
し

て
中
り

怯

放
發

3
此
製

玉

に

雷
銃
操
法

巻
之
一

十

々
劇
し
く

し
て

大
に

玉
の
速
力

を
堵

す
可

し
且
右

の
次
第
に
て

玉
の
速
力

を
増
し

て
は

火

薬
の
分
量

な
減

す
可

さ
が
故
に

放
の
と
お

筒
の

後
へ
押
す

力
は
少
く

之
に

由
て
狙
い

を
誤

由

る
の

患
な
し
但
し

筋
な
し

の
筒
を
以
て

圓
8

玉
を

放
す
れ

ば
必
ず
此
映
り
な
さ
ん

と
能

は

る
筋

わ
る
こ
と

(
口

)
の
如
く
な
ら

ば
此
班

に
空
氣

の
激
す
る

は
(
ハ

)
の
方
角

よ
っ
し

之

3
を
改
め

(
)
の
方
角

に
向

は
し
ひ

可
し

O
長

3
玉
に
て

3
疵
わ
る

の
を

筋 筋
な
し

の
筒
よ
り

放
し

な
」
其
方
角
を
誤
る
こ
と
圓
3
玉
に
異
な
る
こ
と
な
か
る
可
し
と

可
し

と
雖

ど
3
雷
銃

の
帰

中



銃
操
法

卷
之

二
四
十

一

に
空
氣

之
が
冷
め
狙
ひ

を
誤

て
(

)
に

向

を
下

に
し

て
(
4
)
の

點
b
(
ハ
)
の

星
を

狙
て

之
を
放
ち

、共
矢
更
に

方
を

下
に

る

に

4
5

の
を

共
勢
に
て

的
に
達
す
る

で
玉

の
尖
り

を
先

に
向
け

て
回

は
5

を
先

に
向
け

て
回

は
9

の
止
む
こ
と
な
し
故
に

玉
の

に

は
り

發

し
即
ち
こ
の

筋
は

筒
尻
よ
り
簡
口

に
至

故
至
る
ま
で
右
の
方

へ
牢
回
の
捻
じ
れ
を
為
せ
る
が
故
に

で
右

ち

筋
の
捻
じ
れ

る
模
様

を
了
解

す
可

にをじ

ん
が

今
め
な
ら

O
兵
卒

を
し

て
鵬

中
を

窺
は
し

が
を

な

れ
て

玉
を
轉
回
せ
し
め

篇

は
1
9
筒
口
に
至
る
ま
で
螺
旋

の
如
く
捻
じ
れ
た
る
は
こ
の
捻
じ
れ
に

た

第
八
教

可

模

に を

從 ?

第
三

十
一

筒
の
內
面

に
幾
筋
に
て

3
細

筋
を
掘
り
れ
る

の
貂
銃

と
云
ム
其
筋

、
筒

尻

筒
尻

の
此
側

に
あ
る

筋
は
筒
口
に
て

は
彼

側
に
見
る

可
し

第
三
十
二

火
薬

の
一
す
る
に
由
て
玉
の
形
ち
俄
に
膨
脹
す
れ
ば
其
周
圍

、帰
中

一
杯
に
符
合

す
る
の
み
な
ら
ず
筋
の
內

へ
の

內
~
ひ
込
み

筋
の
捻
じ

に
從
ひ

、
回

は
ち
な
が
ら
筒
口

を
離
れ

向
に

は
一
方

に
定

5
瓦

玉
に

疵
あ
る

と
共
疵

は
玉

の
回
は
る

に
由

て
空

氣
に
觸
る

、
に

を
一
方

に
定
ま
ら
ざ
れ

ば
上
下
左
右

の
差

を
生
ず
る
こ
と
な
し

第
三
十
三

雷
銃

の
玉
の
飛
行

る
模
樣

は
第

十
四

圖
の
曲
り
た
る
矢
口

)を
以
て
辨
解

す
ベ

し
即
ち

矢
の

曲
れ
る

の

轉
廻
す
る
こ
と
な
く

ば
凸

の
方

に
の
み

空
氣

の
押

を
受
け



第 圆四
十

第

水

を
得
べ
し

第
三

十
四

玉
の

面
に
批
ぁ

れ
ば

放
に

妨
》 を
な
す

の
理

を
說

3
次

て
又
兵
卒

等
へ
辨
解

す

的 を

し
然
れ

&
ふ
共
矢
若

L
(
ホ
)
に
達
す
る

前
に
一
度

ひ
轉
廻
し
な

ば
最
初

上
に
登
っ
し
ょ
け

銃
操
法

松
之
一

四
十
二

ム
可

3

又
下

に
降
る

可
し

斯
の
如
く

一
回

毎
に
一
度

び
登
り
一
度

び
降
り

て
其
向

3
を
改
む
る

が
故

又

に
矢

の
形
ち

は
曲
れ
る

と
雖

ど
苦
し
く
狙
ひ

を
映
る
こ
と
な
く

し
て
遂
に

的
の

星
に

近
づ

に
の

く



四
十

三
之
一 は

し
大
抵
學
校

の
教
授

は
毎
日

四
時
若
し
く
は

六
時
の
間

な

之 は毎
日

四
時

地
の

働
:
を
助
く

可
し

第
三

十
七

雷
銃

の
論
説

を
教
授
す
る

に

以

に
別
段
段

の
場
所
な
く

ば
學

校
に

於
て

之
を
催
ム
す

可

開
け

時

の
間

に
は
時
々
無
級

し
て

す
可
か
ら

ず
と
の

趣
を
丁
寧

に
心
得
し
む

可
し
」

は

ひ
に
由
る
こ
と
な
れ

ば
之

を
等
閑

に
す
可

を

故
障

と
な
る

が
故
に
よ
く

意
を

用
ひ

て
玉

を
込
む

可
し
と
の
こ

。

生
込
む

を
る
こ
と
わ
り
即
ち
玉
込

を
貸
す

に
強
く

貸
す

に
強
く

突
疵

と
き
は
玉
に
疵
を
生
す
る
の
み
な
ら
ず
火
薬

を
突
碎

ひ
て

大
に

放
の

に

と
を
了
解

せ
し
む

可
し

第
三
十
五

前
の

ド
々

に
説
辨
せ
る
を
以
て
兵
卒

等
は
空
氣

の
中

に
玉

の
飛
行
す
る
模
樣

を

知
り
狙
ひ

の
加
城

を
了
解

し
放

の
規
則

を
恋
心
得
た
る

に
付
き

何
師
範

役
は
兵
卒

に
説

4
元

中
9

の
正
し

さ
は

右
の

々
に

拘
は
る
の
み
な
ら

ず
又
雷

銃
の
手
持

方
井

に
玉
藥

の

取
扱

第
三

十
六
指
揮

官
は

一
年

に
兩
度
大
隊

の
士
官

を
集
め

又
調
練
休
息

又

士
官
及
び
兵
卒
を
集
び
る
こ
と
あ
ち
こ
の
時
に
於
て
師
範
役
は
小
生
教
薄
せ
し
箇
條
の
外
に

小
銃

の
由
水
を
說
3
火
薬

の
發
明
よ
り
し
て
以
來
砲
術

の
道
次
第
に

朗
に
進
み

日
に

新

に
し

遂
に
今
日

の
雷
銃
を
用
ゆ
る
に
至
れ
り
と
の
論
說
を
士
官
及
び
兵
卒
等

へ
明
に
了
解

せ
し
め

智
識
を
博
く
し
て

以
て

質

若
し
く
は

六
時
の
間
な
る

が
故
に

共
休
息

の
間

を
見

て
之

銃
操
法

惣

の に



雷
統
操
法

卷
之
一

終

刻
限

を
定
め

て
諸

隊
の
兵
卒

に
知

可
し

校

ら學

し

9
時

と
定

て
席

に
就
く
ま
で

と
入
替

を
)

二
時
の
間

雷
銃

の
数

を
設
く
べ
し
但
し
雷
銃

の
教
授

と
學
校

の
教
授

と
双
方
入
替

西
銃

集
技

密
之
一

四
国

の
時
刻

は
四

牢
時

と
定
ひ
る

な
O
學
校

に
於

て
雷

銃
の
教
授

を
催
ム

す
る
と
き

は
正
し
く

共



1

銃
操
法

卷
之

二
區

J

ム
一

秒
時

は
一

分
時

を
六

十
に
分
か
る

一
分
な
り
英
語

に
「
セ

カ
ン

ド
｣
と
云
ム

一
時

は
我
牢

時
な
ら

一
分

時
は
一
時

を
六

十
に
分
か
る

一
分
な
り
英
語

に
「
ミ
ン
ニ
ュ
ト

]
と

時

其

ン
チ

」
は

|
[
ュ
ー
ト

を
十
二
分
に

し
た
る

一
分
に
て

我
八

分
三

厘
強

に
當
る

「

我
強

箇
條
初
恋

の
目
錄
と
齟
齬
す
る

所る

あに

れ

八
百

六
十

七
年

の
新

本
を

得
た
る

に
付
則

ち
此
第

二
卷

は
新

本
の

翻
譯
な
り
故
に
書
中

の

一
此
書
卷
之

一
は
千
八

百
六

十
四

年
英
國
開

版
の
原
本

を
辞
し
た
る

れ
ど
其
後

千

付

る

題
目

雷
銃
操
法

卷
之

二

共
事

病
に

至
て

は
大
同
小
異
聊
か

雨
三
年
間

の
新
工
夫

を
増
し
て
る
の
み

一
初
恋

の
霹
例

に
英
國
度
量

の
解

を
脱
せ

今
之

、
に
其
大

略
を
示
す

英
國

の
I

[フ
ー
ト

は
我

一
尺

強
に
當
る

同
1
[
ャ
ー
ル
ド

日
フ
ー
ト

」に
て

我
三

尺
強
な
ら

は
「

同
1
/
4

同
「
ボ
ン

4
]
目
方

の
名
に
て

其
1
[
ボ
ン

ト
ば

我
百

二
十

一
匁

強
に
當
る

は

同



の
放
發

日
錄

終

甲
一

人
立
ち

の
放

乙
連
發

丙
急

發

丁
戰

列
仍

放
發

第
七
條

鈦
包

的
製
作

第
五
描

第
一
條

玉
打

第
六

條
遠
近
的
見
計
么

第
五
條

空
發

條
身

播
へ

の
稽
古

條

日
統
操
法

之
1
1

目
结

雷
鈍
操
法

卷
之

二
目
錄

第
四
幅

下
九
稽
古

第
三

條
狙
ひ

の
稽
古

第
四



採
法

卷
之

二

1

こ
の

狙狙
兵

並
ば

し
、
教
師

に
、

に
出

て
先

大
趣

意
。
を

教
共
箇
條

左
の
如
し

一
則
狙
ひ

右
に

上
に

筒
を

据
れ

ば
自
在

臺
の

代
と
な
る

可
し

第
二

稽
古
人
は

一
の
臺
に
付

十
人

ず
に

に
5
多
く

す
べ
か
ら

ず
銘
々

に
銃

を
携

て
一

列
に

剣
を
組
合
せ

て
地

に
立
て

高
さ

四
ァ
1
4

年
の

成
に

1
4

牢
の

處
に

砂
の

袋
を

掛
て
此
袋

の

や
否

を
試
む
べ

し
若
し
自
在

臺
な
く

ば
棒

を
三

本
集
め
其
上

の
方

を
綱

を
綱

に
結
合
す
る

色

を
教

の
狙
ひ
を
加
減
す
る
こ
と
を
知 知

第
三

條
狙
ひ

の
稽
古

下
た
稽
古

第
四

編

澤
福
澤

吉
吉

譯
論

雷
銃
操
法

卷
之

二

第
一

此
裕
古
に
於
て
は
兵
卒

へ
雷
銃
の
狙
い
方
を
欲

へ
後

ら
し
も
其
法
は
筒
を
自
在
量
に
掛
け
て
遠
近
の
距
離
を

を
に

狙
は

し
ひ
る

に
由

て
其
上

達

す
る

欺
又

は
雷
銃

のは
前
後

と
5

右
に
傾
く
可
ら
ず
又
左

に
傾
く
可
ら
ず

二
則

狙
ひ

の
筋
は
後
の
狙
ひ

の
切
目
に

、
前
の
狙
ひ

の
頂
を
合
せ
て
的
の
真
中
を
見
通
す
可

銃



の
中
程
に
前
の
狙
ひ

の
を
合
す
る
る
も
の

を
中

の
狙
ひ
と
云
ム

第
三

圖

の
如
し

ひ
の
切
目

後
の

狙

日

の
如
し

を

な

ひ
の

実
を
合
せ

て
見
通
す

ひ
の

光
を

合

の
差
別

第
三

教
師

は
又
狙

ひ
に

大
中
小

三
通
り

の
差
別

お

べ
し
自
然

に
慣
る

、
ひ
の
な
り

四
則

狙
ひ

の
と
き
は
左
の
眼
を
閉
べ
し
若
し
出
來
ざ
る
者
ぁ
ら
ば
手
拭
に
て
片
眼
を
塞
く

り
、よ
く
心
得
べ
し

ず
し

て
前

の
狙
ひ
の
み

に
目

を
留
め
遂
に
見
通
し

前
狙

に
を

に
見
通
し

を
定
ひ
る

と
能

は
ざ
る

者
わ

の

を
現
済

し
て

筒
又
は

前
の

狙
ひ

に
目

を
付
く
可
ら
ず
斯
く

的
を

覗
へ

ば

前
の
狙
ひ

は
自
然

に
見
通
し

の
筋

に
掛
る

の
な
り

三
則

眼眼
は

確
に

的
狙
い

子

し 雷
銃
操
法

管
之

二

を
流
し

な
り
初
心

の
問

は
動

ふ
す
れ

ば
的

を

見

あ
る

と
の
こ
と

を
辨
解

す
即
ち

左
の
如
し

後
の
狙
い

の
切
目

の
底

に
前

の
狙

な
の

小
の

狙
ひ
と
云
ム

第

一
圖
の
如
し

後
の
狙
ひ

の
肩

と
前

の
狙
ひ

の
失

と
同
じ

高
さ

に
る

の
を

大
の

狙
ひ
と
云
ム

第
二

圖

の 後

如 の

し

狙
ひ

の
切



雷
銃
操
法
智
之

二
三

屬 狙

ひな

其
傍

共
傍

に
立
し
め
て
教
師

自
か
ら

共
場
所 稽瑪雅

行
て
狙
ひ

の
自

ぜ

る

右
三
通
り

の
狙

の
內
に
て

不
生

は
共

中
を
用
る
規
則

な
5
且
又

大
と

云
ひ

小
と

云

な

を

る

第
一

岡
圖

第
三

圖
第
二

圖配

もに

の 格

ふ
と
、
其
差
儀
の
こ
と
に
て
筒
の
勾

に
格
別

の
高
低

を
起
す
る

の
に

非
ず
故
に
放
發

の

と
共

筒
の
持
前
に
て
始
終

玉
の
下
る

の
に

は
大

の
狙

用
ひ

共
反

對
む
の
に
は

小
の
狙
ひ

を
用
ゆ
べ
し

第
五

教
師

は
上

に
述
た
る
規
則

を
よ
く
辨
解

し
次

て
又
稽
古

人
を

し
て

共
雷

銃
を
以
て

百

[
ャ
ー
ル
ド

」
の

的
を

狙
は
し
む
既
に
狙
ひ

を
「

定
ひ
れ

其
儘

筒
を
自
在

墓
の

上
に

置
3
當
人

正
否

を
改
む
若
し

共
狙

ひ
不
正
な
れ

ば
當
人

は
共
立
た

せ
置

に
他

の
古
人

を
呼

で
共
狙
い

を
示
し
不
正
な
る
箇
條

を
述
べ

し

め
師

亦
傍
よ
り
斯
る
不
正

の
狙
ひ
を
以
て
放
發

ば
共
彈
道

は
斯
く
な
る

可
し

と
の

こ
と
を
說
3
次
の
稽
古
人
を
し
て
改
て
狙
ひ
を
定

斯
の
如
く

す
ば
稽
古

人
は
仲
間

同
士

の
不
出
來

を
見
る

ゆ
へ

大
に
感
じ
る

な
ら

, 改



ら
ず

積

を
自
由

に
取
扱
い

手
と

眼
と

の
間

の の
釣
合合
ひ
を
取

る
こ
と
な
ら

働
從

し
雷
銃

習
し
雷
銃

第
四

條
條

身
舞

へ
の
稽
古

の
見

成
丈

け
玉

の
届
か
る

り

稽
古

は
眼
力

な
る
に
從
て
前
の

と定
斯

の
如
く
次
第

く
次
第
に

星
を

大
に
す
る
所
以

は
的

の
遠
く

な

ル
F
J

迄
を

六
ル

ド
に
至
る
べ
し
即
ち

九
直
ャ
ー
ル
ド

は
雷
銃

の
限
な
り

的
の

星
は

三
百

ャ
ル
ド

｣

第
六

右
の
稽
古

は
直
ャ
ー
ル
ド

」よ
り
始
め

五
士
ャ
ー
ル
ド
ゥ

/
次
第
に
増
し

て
九

百
ャ

・ 1

銃
操

法
窓

之
ニ

「
イ
ン
チ

」
の

角

狙
ひ
を
見
通
す
こ
と
難
け

ば
な
り

第
七

第
七

狙
ひ

の
稽
古

は
眼
力

をを
達
者

に
す
る

な
の
な
ら
遠
丁

の
に
放
發
せ
ん

に
は

不
生

心
掛
け

、
貫

地
に
て

は
玉

所
ざ
る

所
に
て

8
小
さ

物
を

見
て

成
次
け
眼
力

を
増
す

可

し
此
箇

條
は
固
く
兵
卒

へ
云

ひ
聞
か
す

可
さ

之
と
な
り

播

第
一

此
稽
古

に
於

て
は

生
兵

並
に
熟
練

し
た
る
兵
卒

を
し

て
放

の
身

播
へ

を
為
さ
し
め

或
は
立
ち
或
は
跪

一
々
共
運
動
に
氣
を
附
て
狙
い
を

る
こ
と
な
3
を
専
一
と
す
共
大
趣

意
は
正
し

さ
身

持
へ

に
筋
骨

を

5
手

の
働

は
固
よ
り

眼
に
沁
み
る

の
な
れ

ど
何

之
を
下
地

に
施
し

眼
の
向
上

所
に

は
雷
銃

の
筒
先

。
向

ひ
從

て
指

3
引
金

に
觸
る る

、
如
く
自
然

に
練
磨

の
功

を
積
ざ
る

可



二
密

銃
操
法

五

之
二

第
一
段

分
ち

共
士
官

の
直

傅
に
て
度
々
身
籍

へ
の
稽
古

を

あに

6 的

。

々
身

へ
の
稽
古

を
為
す
こ
と
わ
り

共
第

一
段

第
二

段
の
稽
古

は
幾
度

繰
返
す

可
3
3

の
な
り

ば一
通
り
身
播

へ
の
稽
古
を
終
れ
ば
返
に
又
之
れ
を
始
る
手
殺
さ
を
偽
す
殊

一
、

$

を
記
せ

り
的

の
高

さ
は

「
フ

的
の

高
さ

は
ュ
ー
ト

的
と

と
の

間
の

亦
三
「
フ

的

故
! に
中
隊

の
兵
卒

十
人

づ

大
さ

の
如
く

偽

ー
ト

な
9

中
に

四
五

分

の の
劍

を
は
め
跪
く

は
こ
れ

を
外
す
稽
古

人
の

數
は
教
師

一
人

に
付
き

十
人
よ
り

多
か
る

可
ら
ず
此
人

數
を

一
列

に
並
ら
べ

人
と

人
と

の
間

は
一

步
っ

、
離
れ

て
的

を
距
る
こ
と
適
宜

に
と

を

ハ
ズ

第
二

小
隊
の
調
練
に
於
て
は
兵
卒
を
列
に
並
ば
し
め
て
玉
込
放
の
身
捧
へ

を
教
ゆ
る
こ

と
な
れ

ど
を

今
此
條

に
云

ふ
所

の
身

へ
の
稽
古

は
銃
術

の
教
師
に
て
格
別

に
意

を
用

ひ
て

一
人
づ
く

に
放
發
す
る
こ
と

を
教
ゆ
る

の
な
ら

第
三

身
播

へ
の
稽
古

を
す
る

に
は
兵
卒

を
し

て
進
行

の
列

を
為
さ
し
め
立
つ
と
き

は
雷
銃

の
所

に
止
ら

し

第
四

此
稽
古

を
始
る

前
に
教
師

は
兵
卒

を
し

て
各

・々
狙
ム
所

の
的
に
目
を
附
け
し
む
但

し
其
的

は
屯
所

の
壁

に
黒
く

書
』
た
る

に
て

計
の

白
3

星

第
五

指
揮
官
は

に

に

渡

り 入 目

其 を

為 の

すな



『
慶
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
用
意

』

此
號

令
に
て
稽
古

人
は

『
肩

へ
筒

』
の

身
播

へ
よ
り
運
動

を
始
ひ

此
運
動

に
於

て
教
師

は
格
別

に
心

を
用

ひ
て
稽
古

人
の

身
播

へ
を
見
る

可
し

第
一

左
の

手
を

以
て
固
く
雷
銃

を
持
っ

之
と

共
持
つ

所
は

第
三

番
の
輪
金

の
下
に
て

地
板

の
生

に
は

手
を

掛

く
可
ら

ず
即
ち
此
部

分
は

筒
を
舞
る
と
き

に
持
っ

所
な
り

第
二
用
心

金
の

下
に

右
の の

手
の

指

『
就
分
次
第
前
列
又
は
後
列
或
は
立
ち

は
跪

3
身

へ
の
稽
古

第
一

段
」

*
斯
く
前
以
て
一
度
就
令

を
下
し

置
3
次
に

又
號
令
す
る
こ
と

左
の
如
し

どな

合

ら
ず

見
過

共
左

の
腕

を
遙
者

に
し

左
の
手
先
を
以
て
自
由

に
雷

は
し

眼
の

向
五
所

に
從
ひ

休

を
動
か
さ

ず
し

て
雷

銃
を

肩
ま
で
上
る

を
雷

肩
ま
で
上
る
こ
と

に
馴
し
む

故
に
此
箇

條
の
出
來
る
ま
で

は
幾

度
な
運
動

を
繰
返
し
少
し

の
不
出
來

はる

必

ス

銃

此
第

一
段
の
稽
古
に
於
て
は
兵
卒
を
し
て
雷
銃
を
巧
に
取
扱
は
し
ひ
ろ
を
母

一
の
趣
意
と
し

銃
操

法
巻

之
二

六

て すれ 雷

は 可 し

且
教

師
た
ら

ん
者

は
共
不
出

來

な
る
る

所
を
一
々
說
得

し
斯
る
不
出

來
を
等
閑

以
下
地

に
施
し
斯
る
不
都
合
あ
る

可
し

と
の
こ
と

を
心
得
し
む

可
し

稽
古
に
取
掛
る
前
號
分
の
言
葉
左
の
如
し



鉄
操
法

巻
之

二

中
の

る

の
下

へ
入
れ

右
の

臂
大

低
同
様

に
し

右
の

肩
の

前

右 右

を
筒

の
下

に
入

、

臀
を

斯
く
身
構

へ
を
為
し

「
初

へ
返
れ

」
と

の
號
令

を
掛

て
再
び
最
初
よ
り
仕
直

し
幾
度

繰
返

し
て
其
不
出
來

を
改
め
十
分

に
出
來
た
る

所
に
て

『
播

へ
』
『

ニ
』
『

三
』
と
號
介
す
る
な
り

曲
く
べ
し

に に
し
筒
先

は
的
よ
り

二
三

寸
低
く

し
右

の
手

の
指

を
用
心

金
の

內
に
入
れ
兩
臂

を
下

の
方

へ
れ

『
播

へ
」

此
號

令
に
て
兵
卒

は
以
前

の
身

持
へ

に
し

て
蛛
、

始
、

展
、
手
先

共
に
少
し

か
動
か
さ

ず
急

に
左

の

腕
を
伸
し

て
右

の
肩

の
前

に
筒

を
上
げ

後
の

狙
を
立
て
臺
尻

の
上
面

を
肩

の
高

さ
を
一
樣

右 右

曲は

を
し

て
右

の
に

腰
を

据

胸
よ
り

足
に
至
る
ま
で
一
直
線
た
る
こ
と

第

四
頭

を
曲
げ

ず
足

は
曲
金

の
形

一

を

を
掛
る
こ
と

第
三

蛛
は

異
直

に
立
ち

左
の

方
は

四 を

て , 頭

ど

に
踏
分
る
こ
と

第
五

眼
は

的
の

方
に
向
ひ
頭
る

同
樣
た
る

べ

a
z
y

O
跪
く
と
き

は
の

足
を

膝
と

を
程
よ
く

構
へ

て
と

を
程
よ
く

構
へ

て
蛛

を
固
く

ニ

此
號
令
に
て
右
の
肩
の
窪
に
堂
尻
を
當
て
左
の
手
に
て
之
を
押
付
く
又
同
時
に
左
の
骨
を
筒

臺
尻

&
肩

に
出
す
斯
く
兩
管



は
を

此
號
介
に
て
用

て
用
意

を
さ

せ
置

3
次
に
又
左

の
如
く
號
令

す

三
」

此
號

に
て

指
を
引
金
よ
り
外
し

て
用
心

金
の

下
に
置
き

玉
私

の
身

播
へ

を
為
す
但
し
蛛
頭

眼
手
先

は
動
か
す
こ
と
な
し

「
3
金
地

め
』
『

筒
卸
せ

』
『

筒
放
せ

」

此
三

の
競
合
に
て
定
式

の
運
動

を
貸
し
終
る

右
の
如
く
號
令

を
施
し

て
一

を
迫
り

の
運
動

を
終
れ

ば
次

で
又
稽
古

人
に
自
分
に
て
運
動

の

邏
速

を
見

計
ひ
最
初
か
ら

の
手
擬

を
繰
返
し

て
稽
古

せ
し
ひ

時
の
號
令

左
の
如
し

「
一

段
の
稽
古

延
速
見

計
ひ
』

に
置
く

上

噂

a
操
法

番
之

二
築

八

は
其
播

へ
方

を
丈
夫

に
す
る
た
め
な
ら
但
し

蛛
、
頭
眼
手
先

は
少
し

。
動
か
さ

ず
指

は
鉤

の
形形

に
屈
げ

て
引
金

の
前
に
あ

に
引
金

の
前
に
あ
れ
ど
。
之
を
押
す

こ
ど
な
之
を
押
す
こ
と
な
し
O
跪
く
と
き
は
左
の
骨
を
左
の
膝
の

上

『
播

へ
」

此
説

令
に
て
稽
古

人
は
互
に

其
運
動

の
遅
速

を
見
合
せ

て
最
初
か
ら

の
手

散
を

す
共

を



密
儀

法
二

丸

見
通
す

を
用

の
可

し

「
播

へ
」

此
號

令
に
て
小
隊
調
練

第
一

段
の

第
一

第
二

の
運
動

を
合
せ

て
後

の
狙
ひ

の
切
目
よ
り

的
を

號

に

g

段

第
二
段

二
段

の
稽
古

は
兵
卒

へ
筒

を
へ
る
運
功

を
教
込
む

に
と
な
り

初
の
號
介

左
の
如
し

致

「
止
め

」

此
號

令
に
て
玉
込

の
身

播
へ

を
し
終
る

『
[

3
金
弛
め

』
『

筒
卸
せ

』
『

筒
放
せ

」

此
三

の
號
令
定
式

の
如
し

第『
號
分
次
第
前
列
又
は

後
列
或
は
立
ち
或
は

跳
^
身
捧

へ
の
稽
古

第
二

段
』

斯
く
號
令
を
下
し
位
3
次
に
又
號
介
す
る
こ
と
左
の
如
し

『
機
ャ
ー
ル

ド
]
の

所
用
意

』

此
號

令
に
て

『
肩

へ
筒

』
の

身
播

へ
よ
り
運
動

を
始
め

教
師

は
矢
張
り

第
一

段
に
記
せ

し
箇
條

に

心



ず
と

8

こ
れ

を
心
掛

て

怠ら

は

合
を
馴
ら
す

と
に
て
中
り

を
此
稽
古

に
於

を

と
の
釣
合

を

第
三
段

『
弾

3
金
弛
め

』
『

筒
卸
せ

』
『

筒
放
せ

』

右
三

の
就
令
定
式

の
如
し

心
得
し
む
る

に
と

肝
要
な
り

三
」

此
號

令
に
て
玉
込

の
身

播
へ

を
し
打
金

を
背
引
上

ぐ
可

し

右
の
如
く
運
動

経
て

『
初

へ
返
れ

』
と

の
號
令

を
下
し

機
度

$
共
順
序

を
繰
返
す

可
し
真
面

に
を

へ
各
々
共
狙
ひ
し

的
を

見
て

眼
を
動
か
さ
せ
る
よ
う
兵
卒

へ
心

に

金
を
落
と
す
ま
で

は
呼
吸

を
こ
ら
す

可
し

を
引

を
落
と
す
此
時

何
眼

金

狙
い

を
合
せ

て
的

を
見
通
し
眼
腕

、手
先

を
少

に
て
筒
先

を
上
げ

前
の

狙
ひ
と

後
の

狙
ひ
と
を

令

ニ
』

を

銃
操

法
巻

之
二

+

此
號

分

し
。
動
か
す
こ
と
な
く
少
し

。
震
は
す
こ
と
な
く
引
金

は
的

を
見
張
り
且
打

て
は
専
ら

眼
と

専
ら
眼
を
手
と

求
む
る

に
は
欠
く
可
ら

h
る
箇
條
な
り
故
に
兵
卒

ら
ん

の
は
稽
古
の
時

あ
ら
ず
と
3
年
生

。
不

生



+
1

銃
採

法
卷

之
二

の
身

拵
へ

に
氣

を
附
け

共
次

の
運
動

玲
す
可
2
や
否
を
見
る

『
機
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
用
意

』
或
は

『
前
列
又
は
後
列

跪
3

機
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
用
意

』

此
號
令
に
て
狙
ひ
を
加
致
し
打
金
を
皆
引
揚

て
的
の
方
を
見
る

『
銘
々

打
方
』

右
の
如
く
前
以
て
用
意

の
號
令

を
下
し

置
3

右

『
始
め

』

を

の
方
よ
り
手
數

の
順

を
て
雷
管

を
附
る
ま
で

の
身

捕
へ

を
な

教
師
は
各
々
兵

す

カ
y

へ

ば
込
矢

を

『
込

』

れ

此
號
令
に
て

『
筒
卸
せ

』
の
身
携

へ
よ
り
急
に
玉
込
を
為
す
但
し
筒
先
込
の
雷
銃
な

筒

ら
ざ
る
や
丁
寧

に
云
ひ
聞
か
す

可
し
但
し
狙
ム

可
目

當
な
く
し

て
筒

を
捧
る

は
無
用

た

る
可

に
な
り
此
裕

古
を
始
る
と
き

の
號
介

左
の
如
し

『
號
令
次
第
前
列
又
は
後
列
或
は
立
ち
或
は
跪
き

身
へ

の
稽
古

第
三

段
』

右
の
如
く

一
と
通
り
號
令

を
下
し

置
8

又
號
令
す
る
こ

と
左

の
如
し

廻
は
し

右



を を

を
引
金

を

づ
い

は
稽
古

の
稽
古

の

眼

9
身

雷
銃

操
法
律

之
二二

十
二

此
號

令
に
て
兵
卒

は
左
右
同
列

の
人

に
拘
は
ら

ず
自
分
に
て
運
動

の
遅
速

を
見

計
ひ
雷
管

を

打
ち
込
玉
込
の
身
播

へ
を
為
し
玉
を
込
む

「
打

方
止
め

」

此
號

合
に
て
兵
卒

皆
玉

込
を

経
筒

を
卸
す

稽
古

人
は
立
っ

身
播

へ
に
て

右
三

段
の
稽
古

を
一

と
通
り
終
り

次
に

は
又
跪

て
同
様

の
身

舞

を
貸
す

可
し

筒
を

へ
た
る
と

3
は
兵
卒

の
身

播
へ

を
細
密

に
吟
味

せ
ざ
る
可
ら

ず
即
ち

狙

ひ
可

ひ
は
前
後
共
に
真
直

に
立
つ

可
し

筒
は

左
の

手
を
以
て
固
く

肩
へ
押
付
べ
し
引
金

を
引
く

に

は は
筒
先

を
下
げ

ず
打
金

の
落
る
ま
で

は
手
先

共
に
少
し

動
か
す

可
ら
ず

は
的

を
見
張

て
打
金

の
落
ち

し
後
ま
で

脇
を
見
る

可
ら
ず
教
師

は
稽
古

の
間

ぬ
の

間
､
引
受

人
を

一
人

づ
順
々

に
氣

を
附
け

共
身

へ
の

不
出
來

を
見
出
し

て
は

之
を
改
め
さ
せ

又
或
は
稽
古

人

の
前

に
立
ち
自
分

の
眼

を
的

に
し

て
之

を
狙

は
せ

共
狙

ひ
を
附
る
遅
速

と
狙

其
狙

引
く

と
3

狙
い
を
動
か
す
こ
と
な
に
や
否
や
を
試
し
斯
く
丁
寧
に
心
を
用
ひ
て
共
不
出
來
を
見
出
せ
ば

其
度

共
度

毎
に
『

初
へ
返
れ

』
と

の
號
令

を
掛

て
又

筒
を

持
へ

さ
せ

三
度

、
四

度
な
繰
返

て
後

に
玉

込
の

身
構

へ
に
及
ぶ

可
し

市

掛



十
三

銃
築

法
巻

之
二

酸

を
改
め

さ
ば

中
.
5

を
求
む

可
ら
ざ
る

は
勿
論

の
こ
と
に
て
且
玉

を
払

て
放
發

す

る
と

3
に

至
て

其
不
出
來
を
自
由
に
改
む
る

に
と
る
離
3
8
の
な
り

第
三

教
師

は
又
裕
古
人

に
辯
解
す
る
こ
と
あ
り
即
ち
火
薬

の
發
す
る
と
き

は
共

勢
に
て

購

を

改
め
し
む
可

を
二

此
稽
古

に
於

て
教
師

は
よ
く

心
を

用
ひ
兵
卒

の
排
、
腕
、
手
先

の
取
舞

は
し
引
金

の
引
き

此
区

於

て

十

跪
く
身
拵

へ

連
發

十
一

一
人
づ
く

の
放
發

十
發

建
發

六
一

四
人
立
つ
身
構

同
列

の
放

へ

十
一

趣
向

な
空

堪
へ
し
あ
る

。

第
五
條

空
發

第一
生

兵
に

玉
を

込
て

放
す
る

を
許
す

前
に

先
づ
火
薬
の
み
に
て

空
發

の
稽
古

を
爲

さ

し
む
此
裕
古
は
専
ら
兵
卒

稽
古

は
卒

の
蛛

を
丈
夫

に
馴
ら
し

て
放
牧

の
と

8
筒

の
戻
り

に
堪

に

ん
發

の
數
左

の
如
し

一
人
づ
の

放
人

第よ
う
並
に
狙
ひ
の
と
3
頭
の

へ
方
等
に
不
出
來
の
こ
と
あ
れ
ば
直
に
こ
れ

3
不

し
若
し

之



に
於

て

り

共
力

は
臺
尻
よ
り

上
の

方
に
あ
る
こ
と
明

此
裕
古
に
於
て
は
生
兵
並
に
熟
練
し
た
る
兵
卒

へ
色
々
の
距
95

に
あ
る

人
又
は

物
の

に
ば
簡
先

の
上
る

の
な
り

此
理

合
を

速
に
合
站
せ
ん

に
は

脂
の
真
中

に
筒

を
押
返
す

力
の

あ
の
真
中

に
對
す
る

肩
の

力
は

下
の

方
あ

發
の

と
3

動
す
れ

る
こ
と
明
白
な
る
べ
し

曲
ゅ
た
る
臺
尻

を

に

る
臺
尻

を
肩

に
當

て
放
發
す
る

ゆ
へ

筒
を
押
戻

す
力

は
上

の
方

に
あ
っ

て
之

の
見
通
し

も
の
な
ら

臆
す
る

28

t
s

窪

はし

出
演

操
法

を
ニ

中
よ
り

玉
を
打
出
し

又
同
時
に

筒
を

後
の

方
へ
押
戻

す
力

を
起
す
こ
れ

を
筒

の
戻
り

と
名

く

故
に
放
發

の
と
き
は
臺
尻
を
肩
の
窪
に
強
く
押
付
て
筒
の
震
動
を
防
ぐ
べ
し
都
て
自
分
所
持

の
と
3

の
筒

を
大
丈
夫

の
も
の

と
思
ひ
少
し

臆
す
る
こ
と
な
く

し
て
放

の
こ
と
な
く
し
て
放
發
す
れ
ば
必
ず
手
際

第
四

臺
尻
を

に
押
付
る

に
は
臺
尻

の
金

の
真
中

を
肩

の
窪

に
當
つ
べ
し

と
の
理
合

を
説

3
何

又
兵
卒

に
以
前

の
論
説

を
思
出
さ
し
ひ
る
え
と
あ
り
即
ち

第
二

候
手
銃

の
論

說
に
て

玉

の
筒
よ
り
飛
出
る
と
き

は
放
發
線

の
方

に
向
か

ゆ
へ

筒
の
戻
り

矢
張
り

放
發
線

の
向
に
て

後
の

方
を
押
す

と
の
こ
と
な
ら

元
に
臺
尻

の
山
ち
た
る

は
の

來
臺

の
山
ち
た
る

は
筒

の
見
通
し

を
よ
く

を
よ
く
す
る
た
め

な

5
斯
く

に
筒

を
押
返
す

力
の
あ
る
る

の
と
思
ム

可
し
然
る

W
a

は

第
六

條
還
近

の
見

計
ひ

第
一

此
稽
古



銃
操
法

卷
之

二
十
五

よ
り
真
直

に
進
む

に
と

五
十
ャ
ー
ル
ド

｣
に

し
て

止
9

第
三

行
後
列

の
一

人
甲
乙

の
一

人
を
立
た

せ
て

目
當

の
人

と
て

目
當

の
人

と
為
す
然
る
後

に
兵
卒

六
人
前
後

二
人

づ
に

人

りかた

二
「

-
J

なに

牛

を
距
る
こ
と

五
十
ャ
ー
ル
ド

百
ャ
ー
ル

·
百

五
十
ャ
ー
ル

ド
三

百

[
ャ
ー
ル
ド

三
百

五
十
ャ
ー
ル

ド
三

百
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に

を
立
た

せ
酢

を
真
直

に
し

て

稽
古
人
の
方

へ
向
ひ
見
分
の
目
印
と
な
ら
し
む

第
五

右
六
所

の
場
所

を
定
び
る
仕
法

左
の
如
し
教
師

先
づ
遠
方

に
あ
る
樹
木
或
は
建
家

等

著
し

物
を
目
當

に
立
て
こ
れ

を
見
通
し

て
共
見
通
し

の
筋

に
甲
乙

二
人

を
向

合
に
立
た

せ

其
間

を
二

十
ャ
ー
ル
ド

」
と
定
め
又
乙
よ
り

左
或
は

右
の

方
十

一
步

s
=

|
を

二
久
乙
1
5

転

三
行

に
立

人

の
所

所
五
十

ャ

教

h

さ

銃
し

を
以
て

共
遠
近

を
知
る

可
ざ
れ

ば
見

計
ひ
を
以
て

速
に

打と

・

的

9

:

大
さ

と
形
ち

ど
を

見
分
る
こ
と

を
效
ゆ

第
二
幕

古
第

二
稽
古

打
の
と
き

は
的

の
丁
數
定

め
た
る
こ
と
な
れ

ど
な
實
地

の
敵

に
向

て
は

固
よ
り

速
に
こ
れ
を
測
り
雷
銃
の
勾
配
を
加
減

を

て
定
式

の
如
く
放
せ

ざ
る

可
ら
ず

第
三

第
三

兵
卒

へ
眼
を
以
て

て
遠
近

を
見
積
る
こ
と

を を
に

は
遠
近

見
計
ひ
の
試
驗

を
許
す

前

に
先

づ
次

の
箇
條

を
稽
古

せ
し
む

可
し

第
四

稽
古
人
の
居
場
所
を
距
る
こ
と

に
丙

て
乙

の
場
所

合



目
印

に

其

を
認
其

模
様
次
第
に
て

設
共

人
へ
目
印

の
人

の
形

共
携
か
る

所

て

變
り

の
z

と
を
心
得
し
む

あ

第
七
士
官
又
は
無
級
士
官
に
て

3
人
數
多

れ
ば
教
師

の
手
傅
と
し
て
稽
古

の
場
所

に

出
て
各
々

一
人

づ
、

六
人

の
づ

六
人

の
目
印

に
数

と
相
對

し
た
る

所
に
立
っ
但
し
教
師

は
自
分

の
左

の
方

へ
左

何
れ

の
目
印
を
必
見
ら
る

目
印

を
見
ら
る

可
2
k
う
に
す
る

め
な
り

を
場
所

と と
を

斜
に
見
通
し

て
共

居
場

を
定
ひ
次
第
に

六

第

田
銃
操
法
徳
之

ニ
十
六

の
筋

に
立
て

斜
に

丙
の

方
を
見
通
し
此
時

に
甲

の
一

人
は
去
ら

し
ひ
又
之
よ
り

斜
に
進
む

に

ど
六

十
一
步
即

ち
五

十
ャ
ー
ル
ド

零
六
分
の

五
の

所
に

至
て

第
三

行
前
列

の
一

人
立
止
り

初

五
十

ャ
ル

ド
」
の

所
に
立
ち

し
人

と
丙

の
人

十
一

步
っ

、
斜

に
進

で
共

所
に

一
人

づ
、

立
止
り
行
列
既
に

定
て

後
に

當
た
り

し
丙

の
人

3
去
ら

し
ひ

第
四

画
を
見
る
べ
し

第
六

前
候

の
如
く
目
印

の
人

六
人

を
並
び
立
た

し
ひ
る

に
五
士
ャ
ー
ル
ド

B
ャ
ー
ル
ド

」
と

次
第
に
遠
く

、
く
な
る

に
從
ひ

概
の

方
に
順
々

に
距
ち

て
共

形
を

斜
に

せ
し

譯
は
稽
古

の
譯

よ
り

稽
古

人
を
引
連
れ

五
十
ャ
ー
ル
ド

」
の
目
印

に
向

て
立
っ

第
八
稽
古

の
と
き
教
師

は
其
日

の
天

氣
の

時
陰
日
影

の
樣
子

並
に

近
處

に
あ
る

山
な
ど

の

形
勢

物
の

形
3
色
々

に
拠
り

て
見
ゆ
る

と

第
九

教
師

は
五

十
ャ
ー
ル
ド

」
の

ル
ド
」
の
目
印

に
向

て
立
ち
稽
古

自 て

分



子 》一

a
l
l
o

四
百

五
十
f
r

数 密
-

雷
蒂
克

分 ]

1
1



,

11

1

1

1

|

4

"





5

.

.

1



セ
館

銃
操
法

地
之

二

な
り

ら
ず
眼
力

の
働
は
人
々
に
由

行

分
は

其
次
第

を

に
由

て
異
な

ル
ド

」
の
目
印

に
向

て
立
て
る

数
師

は
目
印

の
形
、衣
裳
武
器

の
內
明

に
見

第
十
一

三
百
ャ
ー
ル
ド

所
に
至
る
ま
で
教
授

の
法

に

を
云

ひ

か
し
む
斯
く
順
々

の

に
異

の
印

と
共
模
様

の
異
な
る

所
を
區
別
せ
し
め

一
人

毎
に

色

見

色

見
し
目
印

と
此
場

所
に
て
見
る
目
印

と
共
植

ふ

るのは

樣
に
て

五
十
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に
て

見
し
部
分

を
見
分
る
こ
と

を
放

へ
且
共
以
前

の
場
所

に

前其

次
の
場
所

に
行
か
し
む

別

師

付

は

其

5
は

を び
右

経
て

に
及
び
見
る
難
所
ま
で

指
示

し
次

て
又
銘
々

の
眼

に
見
得
る

所
の
部
分

を
聞
礼

し
再
三

形
は
斯
く

見
ゆ
る

と
の
こ
と

を
合
點

せ
し
む

3

の
武
器

炎
袋

の
部
分

を
示
す
但
し

是
等

は
稽
古

人
の

眼
に

な
明

に
見
ゆ
る

に
見
ゆ
る
な
れ

ど
必
街
細
密

こ
れ
を
試
て
此
位
の
距

に
て

の 次 等

人

の 見 一教

異 分 人

2

を な 所

場所 ど

其

以 散

授

人 の

毎 場

に

第
十

百
ャ

ル
ド

」の
目
印
に
向
て
立
て
る
教
師

の
共
教
授

の
仕
方

は

同て々
の
こ

を
聞
乱

し
て

次
所

へ
斯
く
順
々

に
場
所

を
經

て
三

百
ャ
ー
ル
ド

」
の

る
可
部
分

を
示
す

は
勿
論
彷
彿
と
し
て

見
ぬ難
所
ま
で

3
指
示

し
又
全
く
見
え
ざ
る

部

聞
か
す

第
十
二

教
師
は
稽
古
人

へ
種
々

の
こ
と
を
聞
乱
し
て
其
返
答

一
樣
な
ら
ざ
る
と
。
怪
し
可

こ

し 向 と

の を

な 聞

3

3



を
聞

自

人

銘
を

ら
さ

變

の

て
此
問

は
無
言
に
て
見
込

を
述
る

に
ふ

低
聲
に
て

云
ふ

込 ャ
ー
ル
ド

｣
と

云
ふ

可
し

一
二

手

記
す
但
し
遂
近

の
數

は
五
ャ
ー
ル

ド
]
を

本
と
し
て
培
城

云
ム

「

の

右

の
如
し

O
教
師

は
稽
古

人
を
引
連
れ

て
最
前

稽

古
し
た
る
場
所

を
替

へ
又
其
-

人
數

の
內
よ
り

一 一
人

を
引
出
し
還
近
不
定

の
所

に
至

て
立
た
せ

置
3
其
餘

の
稽
古

人
へ

共
遠
近

の
見
積

を
為
さ
し
ひ

に
て
遠
近

の
見
計
ひ
を
稽
古
稽
古
す
可
し
共
法
左
の
如

右
の
如
く
一
同

の
兵
卒

ら
ず
稽
古

を
終

限
終
れ

ば
次

て
又

三
百
ャ
ー
ル
ド

」
の

限
の

內
又
三

く

た

第
十
四

稽
古
人
の
數
大
数
な
れ
ば
目
印
の
場
所
を
右
と
左
と
に
分
つ
且
目
印
の
人

へ
一
倍

大

ら
ず

印
の

一
倍
に
て

十
二

人
よ
り

滅
ず

可
へ
稽
古

を
為
さ

し
ひ
故
に

惣
稽
古

人
の

3

目

一
と
通
り
稽
古

を
終
り
た
る

者
は
目
印

の
場
所

へ
入
替
り
初
め
目
印

と
な
り

し
者

第
十
三

八
田
銃
操
法
智
之

二

數 者

少 目

は

た な

右 れ

の ば

の
遠

丁
を
見
せ
し
む
る
た
め

左
所

を
正
し

相
對
す
る
こ
と
第
四
圖

の
如
く
す

第
十
五

第
十

五
右

の
如

第
十
六

第
十

六
教
師

は
稽
古

人
の

右
の

方
の

前
三

步
の

所
に
立
ち

一
人

づ
、

共
前

に
呼
出
し

て
銘

々
の
見
込

を
述
し
め

之
れ

を
手
帳

に

し
讐

へ
は

七
十
ャ
ー
ル
ド

」よ
り
遠
し

と
思
へ

ば
之

れ
を

七
十

五

「
ャ
ー

ル
ド
」
の

差
は
問
う
こ
と
な
し

都
て
此
間

は
無
言

は

べ
し
然
ら
ざ
れ
ば
互
に

見
込

を
聞

て
自
分

の
思

所
を
る
こ
と
あ
り
○
右
の
如
く



九
跳
操

法
卷

之
二

にれ

に
相

向
合

て
其
間

の
距

を
見
積
り

に
を
帳
面

に
記
す
る
こ
と
以
前

の
如
く

し
即
ち
兩
方

ょ

れ

左
右

に

相 ば

ハ

外

第
十
九

測
展

十
九

三
百
ャ
ー
ル
ド
以
上

の
所
に
て
不
定

の
遠
近

を
見
積
る
と
き

に
測
点

の
道
具
な
け

可
し

三

は

見
る

第
四

圖
を

印
を
見
分
け

次
に

は
不
定

の
遠
近

を
見
積
る
こ
と

三
百
ャ
ー
ル

-
以
下

の

人

「
ル

ド
以
下

の
稽
古

に
異
る
こ
と

裕
古

為
し

の
四

日
の

間
は

六
百
ャ
ー
ル
ド
ま
で

の
稽
古

に
掛
る

共
仕
方

三
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

を
始

と
し

之
次
第
に

五
十
ャ
ー
ル

ド
]

を
増
し

て
六

百
ャ
ー
ル
ド

に
至
り
最
初

は
定

ら
た
る

目

に に
當
る

法
な
り

右
の
如
く

し
共
遠
近
分
り
し
上
に
て

一
同
に
之
を
知
ら
し
む

第
十
八

第
十

八
生

兵
は

四
日

の
間

右
に
云
ひ

し
如
く

三
百

ャ
ル
ド

で
の
稽
古

を
し

込
共

次

如

っ
て

之
を
測
る
但
し

百
二

十
步
を
以
て

置
ャ

て

さ
を
以
て

を

-

の
た
め
一
度
に
れ

を
譲
聞
か
せ

念
の

歩

せ

第

々
の
見
込

を
述
置

を
共
見
込

に
從

て
所
持

の
雷

銃
に
狙
い

の
加

域
を
為
す

狙

々

れ に

ば

第
十
七

既
に
稽
古
人
の
見
込
を
帳
面
に
記
し
終

置

8
測
量

の
道
具

以 以
て
正
し
く

共
近

を
測
る
炊
或

は
又

共
道
な
け
れ

教
師

の
立
合
に

て
稽
古

人
へ

共
間

を
步
行

ル
ド

」

し
但
し
目
印

の
人

を
増
し

て
一

所
に

二
人
若
く

は
三
人
々
置
く
こ
と
あ
ち

第れ
ば

人
數

を
二

に
し

て
引

れ
兩
方

共
に
遠
近
不
定

の
場
所

に
止

て
刻

を
正
し
互
ひ



四
分
の

三
ィ

ン
チ

殘
し

て
(
1
X
u

)
の

端
よ
り

卷
3

終
て

形
木
の
下

に
降
り
た
る

場
を

八
分
の

の

6

餘

法

(

端

圖
形

端
(
4
X

)
に
等
し
く

し
て

き る

第
二

雷
銃
並

に
馬
上

筒
の
銃
包

を
作
る

に
紙

を
切

る
に

紙

此
箇
條
は
筒
先
込
の
雷
銃
を
携
る
兵
卒
の
み
稽
古
す
可
し

第
一

生
兵

は
銃
包

を
作
る

法
を
稽
古

す
可

共
手
薇
左

の
如
し

七
條

銃
包

の
製
作

遠
近
不
定

の
所

を
見
積
る
こ
と

三
度

と
定
ひ

三

遠
近

見
第
二
十

一
遠
近

見
計

ひ
一
日

心

相
異

な
る

日
を
撰
び
兵
卒
を
質

び
兵
卒

を
質

地
の
變
化

幾
化

に
馴
す
こ
と

に
心

を
用
ゆ
べ
し

毎
に

成
べ
き

丈
け
北
方

角
を

變
へ
天
氣

の
模
樣
必

第
二
十

第
二

十
数

師
は

教
師
は
此
裕
古
を
催

度
毎

費
す

6

田
銃
操
法

巻
之

二

+

少
數

を
計

て
互

相
進
み

､
出
逢
う

所
に
て
兩
方
よ
り

の
少

數
を
合
せ
遠
近

を
知
る

可
し

斯
く

の
如
く
す
れ

く
す
れ

ば
步
行

の
手
間

を
省

8
時

步
行
の
手
間
を
省
き
時
を
費
す
る
と
少
し

計
ひ

一
日

の
稽
古

は
定

る
目
印

を
見
る
稽
古

を
一

と
通
り

終

て
又

第

を
切
る
こ
と

第
一

第
二

第
三

闘
の
如
く

し
た次

の
手
演

に
及
ぶ

火
薬
の
袋
を
作
る

第
四

國
形
木
の
下

の
端

を
第

一
岡
厚
紙

の

(
1
X
u

)
の

端
よ
り

卷
3
二
憲

3
牢
計
り
固
く

恋
て
此
上

に
第

二
圖
中

袋
の

紙
の
下
端

X
4
)
の

所
恋

を



藥
袋藥 第

異
形

二
分
の

一
三八
七

-
分八
一

圖

上 第

袋 三

二十 》 二十分一

se nebi1.1
YAMA悠 、

十
~
士
卒

五

d

*

日 时

f
o
l
e
t
t
r
o
d
y
t
a

B- 多八分 七

生
分

五

l
-A+自《
、

中 第

袋 二

了 四分 三

尽

一
世

公分, 七 少

三 y 生分 五

<

三
小
生

分
:

b

三 - 工 四分 三



栓 第

木 五

形

第
四

圖

第

イ
ン

半

棒
,
中
心

二
穴

5

三
人

》千
八

分
,

第
六

國

側 銃 第

面包 六

径
半

ン
五



H
銃

集
法

巻
之

二
1
十
三

塗
る
法

銃
包
既
に
成
就
す

ば
共
下
端
よ
り

玉
の

肩
の

所
ま
で
蜜
蝋

を
塗
る

可
し

る

易
さ
よ
う

あ
る

は
放
す
る

と
3

玉
と

袋
と

を
離

目

まの

り

し
た
る

に
し

押
付
け
置
く

第
六

圖
は
銃
包

を
切
割

て
內

の
筋

に

筒
の
種
類

に
由

て
之
よ
り

少
a
z

ヵ
5
但
し
稽
古

の
と
き

は
火
薬

の
代
り

に
砂

を
用

*

(
4
X

^
)
の

所
を

牛
「
イ
ン
チ

程
玉

の
下
端
よ
り
愛
し

て
(
i
X
u

)
の

端
よ
り

恣
3

玉
と
薬
袋

と
を
固
く

一
處

に
恋

て
玉

の
下

に
茂
り
た
る

端
を

撮
寄
せ

糸
に
て

結
終

て
こ
れ
を
臺
の
上
に
立
て
片

手
に
て
藥
袋

を
押

へ
片
手
に
て
形
木

を
扱

3
玉

と
藥
袋

と
の
離
れ
ざ
る
よ
う
用
心

す
可

し

火
薬

の
袋

に
薬

を
入
る

、
法
藥
袋

の
口

に
漏
計

を
挿
し

二
に
漏
計

を
挿
し

て
火
薬

I
[
グ
ラ

ム
牢

を
入
る
或
は

シ
ャ
ロ
ン

び

#m

火
薬

の
袋
と
玉
と
を
取
付
る
法

玉
の

頂
を
薬
袋

の
穴

に
固
く
は
め

第
三
圖
上

袋
の

紙
の

端

を
滑

に
す

七
イ
ン
ナ
“
即
ち

(
1
X

)
の

長
さ

丈
け
形
木

の
窪

の
內

に
折
込
み

第
五
圖
栓

木
の

先
を
以
て

程

よ
く
押
付
け

玉
の

頂
を
は
め
る

穴
の
形
ち

を
作

て
共

間
よ
り
火
薬

の
漏
ざ
る
よ
う

に
紙

の
皺

ク
パ

3

こ 卷

れ g

又E
O
火
薬

を
入
る

に
は

一
粒
た
り

と
ふ

上
袋

と
中
袋

と
の

間
に
入
ら
ざ
る
よ
う
用
心
す
べ

は

し
既
に
分
量
だ
け

の
薬

を
入
れ

ば ば
上

袋
と
中
袋

と
の
一
端

を
捻

て
下

袋
を
締
め

薬
の

上
に

輕

く
內

の
模

様
を
示
し

た
し

た
る
る

の
な
ら

上
袋

の
紙

に
筋

目銃
包
を



備
置
く
可
し

壺
に

ス

れ
て

的
の

傍
に

8

圖

J
受

に

夫
な
る

の
な
す
又
中

9
の

界
を
見
易
く

し
且
こ
れ

に
星

角
を
書
く

に
共
寸
法

を
取
る

た

に
居
る

に
非
ざ
れ

ば
放
す

可
ら
ず

二
的

打
は

下
た
稽
古

の
出
來
不
出
來

を
試
る
證
操
な
り
下
稽
古

を
勉
強

し
た
る

者
は

的
打

に
於

て
。
必
ず
手
際

よ
さ
お
の
な
ち

三
「

的
は

高
さ

六
フ
ー
ト

ニ
ュ
ー
ト

]
鐵
に
て

製
し
雷
銃

の
玉

を
受

て
破
れ
ざ
る

程
に
大
丈

1

第
一
條

玉
打

十
為
す

第
五
編

試
驗

若
し

蛮
な
く

ば
獣
脂
に
て
ぬ
よ
し

第
三

一
中
隊

の
內
よ
り
少
く

3
十

二
人

は
毎
年
銃
包
製
作

の
稽
古

を
貸
す

可
し

銃
操

法
巻

之
二

二
十
四

士
官

一
人
揮
道

。

め
的

の
面

を
縦
横

に
刻

て
六
イ
ン

チ
」
づ

の
四
角

に
分

に
と

第
一

の
如
し

四
研
粉
を
阿
プ
の
水
に
解
て
的
の
面
を
白
く
塗
る
又
星
を
黒
く
し
角
の
筋
を
記
す
に
は
阿

膠
の

水
に
油
煙

を
解
し
た
る

を
用

の
右
白
色
黒
色

の
混
和

物
は

一



ぐ 十多 見 軍 九 し 込め 六五入 七 *すす

留
銃
操
法

審
之

二

を

其 分 張 役 取 時 可

浜中 ははり な 稽扱 的 々 的 しし 的的 的

並り 官 のの 六 古 の の 錆 を 整 を は

にの よ 番人 打 等 留用留 用 の 取 墓

板 相 り を 計 の 関を 開 する 人 棒 扱 の

別 すす を と にを と てる 塗終 をを 品ふ 上

色 を 段段る 引き 由 て 替 て 荒 に に

みす に 等 連 は て どと べ 倒 々々 は 据

け る 上 其 て 師 出 あ しす し 成成 置

と に 着外的 範來 れ く る 。

中 は を 種種 をを 役 しば g 取 丈丈 之之

り 的 貸 々 描 の こ 士 はてて け を

の の 渡 の 除命 と 官と 其 其 損 用

位 上 す 用 し に な の用 せる

付 に て2 相 てれて 寄

を 旗 と をを 岡無 ば る を

示 を な 勤 の 級 兵 よ は

す 場 6 簡 士卒 う 算

2 げ し を 官共 用 直

と 又 む 放放 は 2 心 に

左 は 此 殘 勒 割發 改 し 立

の 玉 兵 し 上 付 め 必之 の

如 躍り て 其 之 ず を 可

し 道 の 其損 を 無 倒し

兵 入 斜 用 す

屋 の 往卒 た に な に

場 次 の手をる る

よ の 焼 出 本 意

り 常人 を人 加 さ を を

番 の 頁の はし 取 用

9 を 出老いむ 礼

板 勤 以年た て

を よにお 靜

揚 う て も に

て
共
儘
倒

す
と
な
ど

は
必
ず
無
用

な
9

す
と

は
面

に
雨

の
溜
ら
い
よ
ぅ

を
斜

に
す
且
共

錆
を
防
ぐ

た

此
兵

卒
等

右
の
如
く
當
番

を
勤
れ

ば

二
十
五

紅
し

て
若



り

ば
放
發

の
場
所

之
に

應
じ

相
圖

場
所
よ
り

之
に

應
じ

て
相

圖
の

放
發

の

に 、

4
9

+
1

跳
躍

と
は
放
酸

と
度

び
地

に
着

3
又
飛
揚

て
的

に
中
る

の
な

9
此
中

外
れ

無
點

跳
躍

跳
の

印
紅
色

を
的

の
前
に
て
振
舞
す

星

四

紅
と

白

角
內

紺 111

角
外

白
又
は

黄

、 白

11

旗
の

中
」

の
場
所

中
9

の
位

付
色

板

銃
操
法

卷
之

二
二
十
六

は

し
た
る

玉
一

ち
に
は
紅
色

の
旗

を
的

の
前

に
二

度
振
舞

し
て
相
圖

と
な
す
但
し
當
人

の
た
め

に
は
外
れ
る

同
樣

同
樣
に
て

位
付

の
點

を
與

へ
さ
れ
ど

帳
面

に
は

跳
の

字
を
記
し
置
く

十
二

を
止
る

相
圖

に
は
紅
色

の
旗

を
用

の
的

の
場
所
に
て

的
を

塗
替
る

等
の
用
事

の

ら
て
放
酸
を
止
ん
と
す
る
と
、
此
旗
を
引
揚
ぐ
れ
ば
放
發

の

筒
を
放
っ
欺
又

は
旗

を
揚
ぐ
此
相

圖
を
見
る
ま
で

は
何

等
の
急
用
あ
る

と
。
玉
見

の
小
屋

よ

出
べ
か
ら

ず
且
玉

見 見
の

者
の

所
に
出
る

間
は
紅
色

の
旗

を
引
揚

げ
置
く

可
し

○
放
發



二
十
七

雷
銃
操
法

巻
之

二

中
っ
と
す
可
ら
ず

3
玉

の
痕
跡

を
巡

y
"

共
內

に
中
ち
し
る

の
と
同
様
同
様

の
割
合
に

點
を
附
く

第
二

圖
の
如
し

共
他

都
て

的
の

面
に

少
,

れ

れば

切
ら

法
則
な
り

的

引 的

丈 揚

中

を
始
る

相
圖

を
放
て

ば
之

に
應

じ
て

旗
を
下
す

○
的
場

に
止
發

の
紅

旗
見
ゆ
る

間
は

何
等

の
こ
と
あ
る
と
る

の
決
し
放
す

可
ら
ず
一
大
事

の

の
場
所
よ
り

放
を
止
る

に
相
圖

の
筒

を
放
て

ば
的
場

之
に

應
じ

て
紅
色

の
旗

を
揚
げ

法右

又
放

を
始
る

十
三

放
酸

の
王

的
の

右
の

方
に

相
圖
岡

の
旗

を
揚
ぐ
る

に
右

の
方

へ
傾
け

左
の

方
に

中
れ

ば
左

の
方

へ
傾
け

又
的

の
上

に
旗

を
成
る

け
高
く

揚
げ
下
に
中
れ
ば
少
し

く
引
揚

く

十
四

玉
の

中
5

は
近
處
よ
り
見
れ

ば
甚
だ
分
明
な
る
べ
し
角
並

に
星

の
界

に
中
る

の
は

し
た
り

と

十
五

玉
の
中
り

を
見
又
跳
躍
を
見
る

3
內

の
一

人
は

無
級
士
官
な
り

玉
の
中
り

を
見

る
無
級
士
官
は
色
々

の
中
り
を
見
て
間
違
な
く

共
相
岡
を
し
且
手
帳
を
控
て
星
、
角
內
、
角
外

、

跳
躍
外
れ
と
區
別
を
立
て

一
發
毎
に
之
を
記
し
て
相
圖
に
間
違
な
3
證
城

な
す
O
跳
躍
を

見
る
者
は
眼
を
鋭
く
し
て
県
道
を
見
張
り
こ
れ
を
見
れ
ば
即
ち
聲

を
發

し
て
跳
躍

と
呼
ぶ

點 だ

者 中 て



,

七
放
發
を
始
る
前
に
稽
古
人
の
名
前
を
帳
面
に
記
し
共
順
序
に
從
て
稽
古
場
に
立
つ
可

者
に
て
都
合

よ
3

時
を
撰
ぶ
こ
と
な
ら

込て

て
を

づ
共

人
數

一
度

に
二

十
人
よ
り

多
に

其
人

十
六

六
放
發
す
る

者
は
組
合

を
分

跳
躍

0
6
角
外

台
)

C
)

角
內

星

0

ホ

雷
銃

撮
法

卷
之

二
二
十
八

は
組
合

を
分
て
稽
古

の
場
所

に
進
出

か
る
可
ら
ず
斯
く
人
數
を
分
っ
所
以
は

一
組
の
者
放
發
し
終
れ
ば
直
に
他
の
組
合
と
入
替

時時
を
延
引
す
る
こ
と

無
ら
ん

が
為

め
な
9
0
稽
古

人
の
階
級

を
正
し
放
發
す
る
と
き

は
上
等

の



雷
読

築
法

卷
之

二
二
十
九

の
所

に
退
く
斯
く
順
々

に
放
し

右
の

一
人

放
發
終

れ
ば

左
の

ぶ
の

は
直
に
進
出

て
用
意

を
為
す

さ
れ

さ
ぬ

先
の

放
發
中

た
れ

ば
其
相

圖
を
見
る

は
次

の
筒

を
持
べ
か
ら

ず
。

8

3

の
筒
を
放
ち
的
場

の
紅
旗
ふ
こ
れ
に
應
し
て
下
る
則
ち
稽
古
人

右

て

説
令

の
言
葉
わ
り
放
發

の
用
意
既
に

整
へ
ば

を
$

ず
し

筋
を
引
き
こ
れ

を
消
し

て
共

傍
に
書
入
れ
且
證

操
の

為
帳
面

を
預
る
中
隊

の
士
官

之

ら
若
し
書
損
ぁ
れ

ば

站

十
八

士
官
又
は
無
級
士
官

一
人
稽
古

場
に

居
て
帳
面

を
加

へ
稽
古

人
の
姓
名

を
一

人
づ

、

改
め
置
に
共
姓
名

の
上

へ
中
)
の
地
を
附
く

十
九
稽
古

場
の
帳
面

に
記
す

に
石
筆

を
用

の
可

ら
ず
必
ず

塁
に
て
認
め

細
く

!

に
印

を
附
く

可
し

此
規
則

を
心
得

ず
し

て
或
は
書
損

の
と
き
小
刀
を
以
て

紙
を
削
り
な
ど

し

て
書
入
る

、
と

書
は

法
に

於
て
通
用

す
可
ら
ず

二
十

二
十
稽
古

人
は
玉
込

を
す
る

に
士
官
よ
り

稽
古
場
の
右
の
方
に
て
相
圖

の

に
號
令

し
て
前
後

二
列

に
並
べ

放
の
順
序

は
前
列

の
右
よ
り

始
て

左
に
終
り

又
後
列

の
右

4
9
始
て
左
に
終
る
放
發

の
順
に
當
る
る
の
は
列
の
前
に
進
出
る
こ
と

一
に
し
て
放
發
し

経
て

肩
へ

筒
を
上
げ
其
玉
中
る
と
き

は
相
圖

の
旗

の
揚
る

を
見

て
右

へ
向

3
廻

て
列

の
後

三

步



を
外

と
記
し
た
る

の 其其

場

中
9

の
點
數

を
讀
聞

か
す
る

合
せ

あ

乙
と
あ
り

て
兵
卒

は
自
分

の
.

中 川

の
中
り

を
合
せ

て
共

數
を
改
め
即
ち
止
發

の
相
圖

打
方
終
れ

ば
勉
人

數
の
中
り

を
合
せ

‼
り

3
て
見
分
け
難
く
な
る

と
は

共
面

を
塗

替
べ
し

共
時

に
は
甲
比

中
二

に
的

に
中

9
の
數
增

し

べ
し

見
分
け

て
不

出
來
な
る

者
へ

は
放

の
後

に
之

を
K

ひ
聞
か

せ
て
以
後

め
し
む

改

を

2

す
可
し し
然
れ

ど
、
其
出
來
不
出
來

放

其
出
來

其
身

に
不
出
來

あ
る

3
傍
よ
り
發
言

。

發
言

れ
ば ば

て

以

列
を
正
し

放
す
る
こ
と
初
め

の
如
し

に
右

さ
右

の
規
則

に
從

て
一

順
放
し
終
れ

ば
前
列
後
列

共
に

三
歩

、
後

に
列
す
る

形
と
な
る

次

銃
撮

法
巻

之
二

三
十

で
又
號
令

に
從
ひ
以
前

の
場
所

に
進

て
,

*
一

稽
古
人
の

稽
古
人
の
放
發
す
る
と
。

す
れ

共
柄

心
を
混
雑

し
て
狙
い

を
映
る

ゆ
へ
教
師

は
譴

映
る
ゆ

へ
教
師
は

て
默
止

は
よ
く

然 と 初後

れ

丹
並

に
玉
見

の
士
官
に

さ
と
其
帳

面
に
記
し
た
る
さ
と

を
よ
く
引
合
せ
相
違

な
。

所
に
て

中
ち
の
痕
を
消
し
新
に
塗
る
可
し し

一
の

的
に
て

を
放
發

し
て

甲
比

丹
又
は

他
の
士
官

一
人

的
の

に
行

3
玉
見

の
士
官
と
共
に

的
の
中
り

を
帳
面

を
引
合
せ
若
し
相
違

若
し
相
違
あ
れ

ば
帳
面

の
数

を
増
減

し
其
數
既
に

定
5
た
る

上
に
て

之

を
勉
人

數
に
割
付
け
不
均

の
數

を
知
る

可
し

○
兵
卒

へ
各

女
区

制
计

と
お
堂

へ
ば

角
內

の
中
ち

を
帳
面

に
は
角
外



三
十

一

の
得

し

隊

點

々

二
十

七
稽
古

終
て
屯
所

に
飾
れ

隊
の
教
師

は
銃
術

の
稽
古
試
驗

と
云
ム
帳
面

を
出
し

をば

す
可

し

二
十

六
帳
面

に
名
前
あ
り

れ

ば

者
あ

帳
面
に
名
前
わ
っ
て
稽
古
に
出
ざ
る
者

こ
と
な
ら

役
二

人
の

內
一

人
は
必
ず
稽
古

の
席

に
出

て
取
締

を
為
す

と
玉
見

の
士
官

と
な
り
此
書

附
に
師
範
範

役
又
は
助
役

は
助
役

の
加

印
を
押
す

の

に

二
十
五

生
兵
の
み

の
稽
古
打
ち
な
れ

ば
中

9
を
記
し
た
る
書
付

に
調
印
す
る

者
は
差
闘
役

丹
又
は

他
の
士
官

。
之

に
加
印

す
然
る

を
寫
取
り
師
範

役
又
は
共
助

こ
れ
を

改
め
相
違
な
3
證
據
を
記
し

古
場
掛
ち
の

差
闘
役

に
渡
し

二
十

四
右

の
如
く

中
9

の
惣
數
定

生
っ
て
帳
面

に
記
し
花
見

の
士
官

z
れ

に
調
印

し
甲
比

す
可

し

計
ひ

取
て

右
兵
卒

へ
は

點
を

増

に

培
て

事
實

角
內

の
中

5
帳
面
を
控
る
士
官

る
士
官

の

に

角

のど

必
覺
に
て
其
間

違
な
る

趣
を

訴
れ

ば
何

又
角
內

の
中

5
と
角
外

の
中

9
と

を
取
調
べ
其
上
に

取

れ 帳

乙

役
に
渡
し

次
て

又
一
同

に
布
告

す

み
に
て

之
を
寫
取
る

に
と
な
し
但
し
師
範

役
並

に
共
助

北
名
前

の
所

に
欠
席

の
次
第

を
記

て
當
日
兵
卒

の
得

し
中

5
の
點
數

を
銘
々

の
名
前

の
上

に
記
し
置
く

可
し

○
生

兵
の

得
し

得
の

銃
操
法

卷
之

二



連
發

十
發

六
十

を
の
稽
古

に

放
三

十
稽
古

の
場
所

へ
立
合

4
人

は
放
發
す
る

所
の

右

中
9
の
點
數

9
の
點
數

を
計

へ
置

3
他

日
其
稽
古

の
炭

を
終
る

可
し

大
雨
に
て

親
做

す
可

し
但
し

共
二

三
發
に
て

8
上
等

の
點

を
得

し
と

s
は

z
れ

を
人

數
の

內
に

計
込
む

べ
し
O
稽
古

の
終
ら
ん
と
す
る
と
き
に

至
て

俄
区
大
雨

放
し

終
ら

こ

數
る
同
機
の
次
第
に
て
差
圖
役
こ
れ
を
記
す
可
し

二
十
八

一
日

の
稽
古

に
堪
へ

ず
し

共
終

ら

て を

數

銃
操
法
裕
之

二
三
十
二

ん
と
す
る
と
き
に

一
人
放
發
を
止
ひ

者
の

る
と

、
共

者
は
矢
張
終
日
稽
古

し
た
る

者
と
同
様

に
取
扱

ひ
中

5
の

點
を

數
へ

て
甲
乙

の
順

を
定
め
且
其

點
を
惣
人

數
の

曲
の

內
に

加
へ

て
之

を
均
す

可
し

二
十
九

二
三
發
放

し
急
病
に
て
退
席
す
る

者
あ
れ

ば
者

は
初
よ
り
稽
古

せ
ざ
る

者
と

稽
古

を
止
む
れ
ば

的
と
帳
面

と

引
合
せ
て

す
る

所
の

右
の

方
へ
立
つ

可
し
且
其
兵
卒

に
近

づ

く
こ
と
な
く
何
等
の
こ
と
あ
る
と
る

聲
を

し
之

を
談
話
す
る

を
許
さ

ず

三
十

一
生

兵
は

右
に

述
た
る

玉
打

の
稽
古

に
九

十
發

を
襲

し
練
兵

毎
年
定
式

の

於
て

同
九

十
を
費
す

其
割
合

左
の
如
し

一
人
立
ち

の
放

發



出
銃
操
法

巻
之

二
三
十

三

角
の

堅
四
「
フ
ー
ト

横
ニ
ュ
ー
ト

」

三
百
ャ
ー
ル
ド

」

星
の
堅
二

『
フ
ー
ド

]
横

一
「
フ
ー
ト

」

十
ャ
ル
ー
ド

」

發 づ各 の

等

二
百

ャ
ル
ド

」

五
十
ャ
ー
ル
ド

」

1

五
十

」

第

五
十
ャ
ー
ル
ド

」

生
一

直
ャ
ー
ル
ド

」

兵
一

百
五

十
ャ
ー
ル
ド

」
五
十

的
を
二
つ
合
せ
れ
る

の

三
一

人
立
ち

の
放
發

に
於

て
費
す

玉
の

數
、

的
の
遠
近
大
小

星
角

の
寸
法

左
の
如
し

戦
列

の
放

十

發
十

發

三
十

三

二
百

ャ
ル
ド

」

百

兵
一

二
百

五

距離 に 付 五



角
の

竪
四

フ
!

ト
」

横
四

「
フ
ー
ト

」

星
の

堅
ニ
ュ
ー
ト

」
横

二
「
フ
ー
ト

」

的
を
三
つ
合
せ

た
る
る

の

出
銃

典
法

卷
之

二
三
十
四

二
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」

生
一

三
百
ャ
ャ
ー
ル
ド

」

等 第

兵
一

三
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」

四
百

ャ
ル
ド
」

1
1

四
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」

練
一

五
百
ャ
ー
ル
ド

」

兵
一

五
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」
五
十

六
百
ſ

ャ
ル
ド

」

各 の 距離 に 付 五 づ 、



銃
操
法

卷
之

二

星
の
堅
二

『
フ
ー
ト

」
横

三
「
フ
ー
ト

」

角
の

堅
四
フ
ー
ト

」
横
六
ュ
ー
ト

」

的
を
四
つ
合
せ

た
る
る

の

生
一

五
百
ャ
ー
ル
ド

」

兵
一

五
百

五
十

第

1

「カット ウォルス 」 の

雷銃以

の 距離 に 於 て

兵 練

零 [ 1 ンチュ J 五 七 七

の 雷 銃 及び 馬上 筒

三
十
五

a
(

八
百
ャ
ー
ル
ド

」

七
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」

七
百
ャ
ー
ル
ド

」

各

を

六
百

五
十
「
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ル
ド
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G

九
百

[
ャ
ー

ル
ド

」

八
百
ャ
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ド
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て

七
百
ャ
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ル
ド

」

六
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」
|

E
五

發

六
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ャ
ー
ル
ド
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ャ
ー
ル
ド
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兵

四
百

五
十
ャ
ー
ル
ド
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生



二
等
ょ
ら
一
等

へ
登

級
す

二
*

四
十

三
十

三
十

三
十

ル
」

第
銃
及
び
諸
種

の
馬
上

筒
を
以
て

「
ウ
ッ
ト

ウ
ォ
ル

ス
]

の
雷
銃
を
以
て

口
径

零
「
イ
ン
チ
ュ

J
五

七
七

の
「
イ
ン
フ
セ
ー

中
點

三
十
五

生
兵
及
び
練
兵
放
發

の
中

5
に

由
て

登
級
す
る
點
數

左
の
如
し

れ

に

ど

3
雷

銃

放 全長

ば
醫
師
よ
り

由

銃
を

許

fa

NW

立
て
放
發
す
る
こ
と

$
O
兵
卒

は
肩
よ
り
放
發
す
る
こ
と

を
許
さ

ず
若
し

右
の

右
目

の

ば

る

パ
ラ
メ
フ

て
放
發

し
こ
れ

ル
ド
ま
で

の
的

に
は
立
て
放
發

し
に

0

限
星

角
を
書
く

に
は

的
の

面
の

刻
目
よ
り

的
の

面
の

刻
目
よ
り

外
に
出
づ

可
ら
ず

共
巾

は
生
ィ
ン
チ

」
を

限
と

す

銃
操
法

審
之

二
十
六

三
十

三
三

百
ャ

よ
り
遠
く
な
れ

ば
或
は

跪
或

は
創
働

し
て
放
發

す
但
し

老
匍
匐

の
士
官
に
て
身
膝

の
屈
伸
不
自
由

者
は
匍
匐

の
代

に
跪

く
こ
と
を
許
す
許
す

又
騎
馬

8
馬

隊
の
兵
卒

る
指
揮

官
の
免
許

を
得
れ

ば
三

百
ャ
ー
ル
ド

｣
以
上

の
所

に

不
明
な
る
に
由
て
こ
れ
を

共
證
書

を
出
す

可
し

三
十
四

、
步
兵
差
圖
役
は
長
3

る
と

短
3
雷
銃

を
用
る

と
勝
手
次
第
な
れ

ど

。
一
度

の
稽
古

中
に
こ
れ

を
取
替

る
こ
と

を
許
さ

ず

用

三
等

4
5

二
等

へ
登

級
す



雷
銃
操
法

三
十
七

銃
卷

之
二

四
十

第
一

期
の
稽
古

終
て

第
二

期
第

三
期

の
稽
古

を
始
る

四

と
き

に
登

級
せ

し
兵
卒

の
名
前

す

て
登

級
す
る

に
足
ら
ざ
る

す

九
右

第
一

期
の
稽
古
に
て
取
り

し
點

を
無

て
十
九

の

者
は

三
等

に
居

て
又
稽
古

を
繰
返

・
帳
面
に
記
し
置
3
北
點
數
多
さ
者
は
第

放
發

す
」
ま
で

發

ま
で
次
第
に
五
士
ャ
ー
ル

ド
]
づ

、
培

し
て
放
し
練
兵

は
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」よ
り
三
直
ャ
ー

八
一

人
立
ち

」

期

一
人
立
ち
放
發

の
第

一
期

に
於

て
は
生
兵

は
五

十
ャ
ー
ル
ド

」よ
り

二
百
ャ
ー
ル
ド

」

ば
必
ず

三
十

六
少
年

下
稽
古

士
官

生
兵

は
規
則

の
通
り

下
た
裕
古

を
為
し
終
ら
ざ
れ

ば
玉
込

の
放
發

を
許

十
六

|
|

三
十

1
1
+

一
等
の
者
は
褒
美
を
得
る

さ
す
練
兵
と
雖
ど
8
年
々
定
式

の
發

を
為
す

前
に

は
必
ず

下
た
裕
古

を
終
ら
ざ
る

可
ら
ず

三
十
七

少
年
士
官

生
兵
練
兵

共
に

下
た
裕

に
故
障

わ
っ
て

々
報
告

の
出
來
る

ま

で
に

一
箇
條
に
て

稽
古

せ
ざ
る
え
と
あ

に
3

共
次
第

を
記
し
置
く

可
し

甲
一

人
立
ち

の
放
發

三
十

~
培

!

ル
ド

す
で

右
同
様

の
割
合

に
距
離

を
増
し

て

三
十

二
等

に
登
板

し
點
數

の
少
く

登
級



名
け
ず

の

稽
古
に
於
て
上
等
の
部
に
入
ら
ざ
り
し
者
は

稽
古
に
點
を
得
る
と
必
一
番
の
中
9
と

發

て
三

十
點

を
取

て
取
る
と
き
は
z
れ
を
一
番
の
中

と
名
け

褒
美
あ
ち
但
し
遠
近
見
計
ひ
の

十
六

第
一

等
の

若
ィ
ン
フ
ェ
ー
ル

ド
銃
を
以
て

二
十

點
を
取
り

「
少
ッ
ト
ウ
ル

ス
J雷
銃

を

數
て
等
級

を
定
る
こ
と
以
前

の
如
し

組

用
る
な
の
は

堅
六
フ
ー
ト

概
|
フ
ー
ト

」
の

的
一

枚
な
ら
こ
れ

に
第

三
等

の
星

と
角

と
者

第
三

等
の
稽
古

を
為
す

可
し
但
し

第
三

等
の

的
は

二
枚
相
合

第
三

相
合
せ
た
る

私
の
な
れ
ど
る

に
等

に
登
級

す

共
數
多

點
數

四
十

一
第

二
期

に
於

て
は

第
二

等
と

第
三

等
と

二
組
に
て
放
發

す

四
十

二
第

二
期

の
放
發
終

れ
ば

各
の

點
を

計
て
其
數

多

り

に
並

に
其
點

數
を

人
の

前
に
て
指
揮

官
識
聞
か
す

可
し

東
雷

法
巻

之
二

八

稽
古

れ
ば

二
等

の
者

は
一
等

に

登
級

し
三

等
の

者
は

二

四
十

三
第

二
期

の
稽
古

に
於

て
三

百
ャ
ー
ル
ド
以
上

の
放
發

を
さ
る
と
き

は
第

二
等

の今
之 z

、
に

用
に

と
を
書
き

中
9

の
數

三
十

六
點
以

上
な
る

者
を

第
一

等
に

登
級

せ
し
む

可
し

四
十

四
第

三
期

の
稽
古

に
於

て
は

第
一

等
第

二
等

第
三

等
と

三
組

に
分

て
放
發

す

四 四
十

五
稽
古
終
れ

ば
中

9
の
點
數

を
計

四
十

六

以



H
銃

法
急

之
二

三
十
九

を
用

の
可

し

遼
さ

的
に
放
發

せ
さ
ら
し
者

故
に
遠
丁

の
的
に
応
じ
て
狙 狙
ひ

の
加
減
を
す
る
よ
う
意
意

あ

る

が

紹
人

り

可
し

等
の

出
來
不
出
來
あ
る

と
必
中

、

不
均

共
玉

は
放
發
せ
し
る

の
と
同
様

に
見

は

あか

に
見
据

五
十

五
十

連
弦

の
と
き

一
人

の
放

發
に

點
人

に
點
火

を
誤
る

に

の
内

に

る
こ
と
あ
る

と
必
改

て
放
發
す
る

放
發

の

」

る

的
を

六
枚
並
べ

て
共
中
程

に
巾

二
「フ
ー
ト

」
の

黒
四

十
八

連
發
及
び

各
發

の
稽
古

!

枚

を 並

四 べ

携
み
る

3

銃 に

に 雷

乙
違

て

て を

に は 携

四
十
七
生

兵
隷
兵
共
に
前
後

二
列

に
並

て
四

百
ャ
ー
ル
ド

」
の

的
に

向
ひ

跪
て

放
す
る
こ

と
各
々

十
づ
く

な
但
し

短
と
き

は
前
列
の
み
跪
く
べ
し

筋
を
左
右
一
文
字

に
引
き
こ

黑
3

中
る

る
の

を
四

跡
と

し
斯

共
外

に
中
る
も
の

を
二 二

站
と

す

四
十
九

連
發
念

發
の

人
數

は
二

十
人
よ
り

多
か
る

可
か
ら

ず
五

人
よ
り

少
か
る

可
か
ら

ず

と
必
改
て

を
許
さ

ず

て
數

の
に

計
へ
込
む
べ
し

連
發

を
始
る
と
き

は
何

等
の
差
支
あ
る
と
る

る
と

3
共

列
よ

る
こ
と

を
許
さ

ず
何

等
の

出
來
不
出
來

)

の
変
数

を
計

へ
之

れ
を
勉
人

數
に
割
付

て
不

均
す

五
十

一
連

發
及
び
戦
列

の
放
發

に
於

て
は

第
三

等
の
兵
卒
に
れ
ま
で
三
直
ャ
ー
ル
ド

」よ
り



百
ャ
ー
ル
ド

」よ
り

九
百

ャ
ー
ル
ド

で
の
割
合
に
て

後
の

u

を

た
り

狙

た
ち
故
に

て

の
大
切
な
る
こ
と

を
合
貼

し
び
可
し

合
點

せ
し

計
こ
れ

を
記
し
置
く

可
し

發
終
る

前
て

し
○

放

或

あ
り

發

を

丙
急

五
十

五
十

三
此
稽
古

に
於

て
は

生
兵

並
に
練
兵

三
百
ャ

1
ル
ド

」
の

所
に

念
す
る
こ
と

十

五
十
二

騎
馬

隊
の
兵
卒

は
速
發
及
び
急
發

の
稽
古

を
為
さ

ず

雷
銃

法
智

之
二

四
t

く
な
り
練
兵

へ
は
前
以
て
狙
い

の
加
減
を
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
し
て

始
ん
と
す
る
と

3
き

に
こ
れ

を
加
減

せ
し

放
發

の
間
、
始
終

後
の
狙
ひ

を
用
ひ
ざ
る
え
と
あ

g
但
し

後

の
狙

を
用
ひ
ず
と

は
雖

ど
、
狙
ひ

の
箱

と
前

の
狙
ひ
と
見
通
し

て
目

當
を
定
ひ

可
當

發
の
時
刻

を
號
令

る
に

は
『

打
方
始
め

』
と

の
號
分

の
言
葉

を
相
圖

に
し

て
こ
れ
よ
り

放
の

生
で
時
計
を
以
て

時
を

認
て

五
十
四

念
の
趣
意

は
左

の
布
告

文
に
記
し
た
れ

ば
共
文
面

の
意

を
稽
古

人
へ
說
辯

し
裕

古

千
八
百
六
十
一
年

第
五
月

二
日

電
銃
稽
古

の
布
告

文

將
軍
思
ム
に
近
年

の
戦
爭
に
於
て
雷
銃
を
携
た
る
兵
卒

の
十
分
に
功
を
成
さ
じ
る
は
武
器

の
利
な
ら
ざ
る
に
非
ず
こ
れ

用
る

の
巧
な
ら
ざ
る
な
ら
と
O
雷
銃

の
功
能
を
金
確
に
す

る
た
め

|
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3

點な

を

程

す
可

し

計

をの

共
狙
ひ
を
加
減

ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に
進
み

又
二

直
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
よ
り

四
百
ャ
ー
ル
ド

]
の

所
に

退
a
z

の
進
退

]

に

十
五

戦
の

列
を
為
し

て
各
々

十
づ
い

を
す

共
法
的

を
距
る
こ
と

四
百

丁
戰
刻
刻

の
放
發

副
將
軍

ゼ
ー
ム
ス

、ヨ
ー
ク
ス

カ
ル
レ
ッ
ト

記
す

の
な
ら
或
は

又
大
砲

隊
に

對

諸
士
官
若
し
此
趣

意
に

從
て

心
を

用
ひ
な
ば
雷
銃

は
接
戰

に
於

て
共
働
固
よ
り
恐
る

可
3

雷
銃
操
法

巻
之

二

四
十
二

は
又
大
砲

隊
に

對
し

て
3

九
直
ャ
ー
ル
ド
ま
で

の
距
離
な
れ

ば
大
砲

の
玉

先

を
挫
く
に
足
る

可
し

右
は
將
軍

の
命

に
て

記
す
る

の
な
ら

五
十

五
生

兵
及
練

兵

「

の
間

に
右

の
十

發
を
放
つ

な
9
但
し
兵
卒

は
各
々
自
分
に
て
遠
近

を
見

に
右

五
十
六

此
稽
古

に
於

て
は

的
を

的
と

の
間

を
六
步

づ
、
離
し

て
六

個
又
は

八
個

を
井

べ
兵

卒
一

列
毎

に
共

一
個

を
用

の
的

の
一
刻

を
の

的
の
中
程

に
巾
ニ
ュ
ー
ト

]
の

熟
a

筋
を
一
文
字

に
引
き
こ
の

筋

に
中
る

玉
を

四
點

と
し

共
上
下

に
中
る

玉
を

二
點

と
す

五
十
七

進
み
な
が
ら
放
發
す
る
と
き
は
跪
さ
玉
込
を
す
る
に
は
立
つ
但
し
放
發
並
に
玉
込



田
銃
操
法

卷
之

二
四
十

三

こ
と
な
し

の
業

く

裏
印

を
記
す

○
中

の
點
數
は

一
隊
毎
に

毎
に
別
に

し
て

2

の
紙

に
し

的
に
引
合
せ

て
相
違
な
け
れ

ば

る
を
差
留
べ
し

五
十

九
.
戰
列

の
放
發
連
發
急

發
の
稽
古

に
於

て
共
試
驗

終
ば
中
隊

の
数

師
、

他
の
組
合

の

無
級
士
官
と
共
に

的
所

に
行
き

甲
比

丹
の
立
合
に
て

て
中

數
と
場
所

ど
を

改
て

に

い
形

の

の れ

出

り

8
の
と
3
は
立
図
る
こ
と
な
れ
ど
玉
込
終
て

れ 合

れ を の

2

込
矢
を
返
せ
ば
直
に
走
て
列
に
追
付
き
『
用
意
』
と

と
き

走
に

の
掛
聲

を
し

て
雷
管

を
除
く

○
退
さ
な
が
ら
っ
放
發
す
る

と
3

は
絶
て
跪
く
こ
と
な
し

五
十
八

的
の
左
右

四
五

十
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
ル
ド

]
の
所
に
見
廻

者
を

置
て
往
來

の
人

の
県
道

に
出

右
の
教
師

と
無
級
士
官

と
に
て

に
調
印

し
中
隊

の
指
揮

官
又
こ
れ

に
に

れ
を
小
銃
稽
古
試
験

の
報
告

と
名

る
面

に
記
し
置
く

可
し

六
十

六
十

條
前

條
の
如
く

中
9

の
數

を
系

引
の

紙
に
記
せ

ば
師
範

役
。
こ
れ

を
共
手
帳

に
書
留
め

報
告

の
書
面

に
寫
し
た
る

の
と
双
方
相
違

な
さ
ん

と
の
謎
城

と
為
す

可
し

六
十

一
一

人
立
ち

の
放
發

に
於

て
第

一
期

の
於

て
第

一
期

の
業

を
成
さ
り

し
者

へ
は
速
念
發
戰

列
の

放
發

を
許
さ

ず
ス

第
一

期
の

業
を
終
ら
ざ
る

者
へ

は
固
よ
り

第
二

期
第

三
期

の
期

は
第

二
期

第
三

期
の
稽
古

を
許
す



第
三

て

に
一
等

と

割れ

若
し

共
差
、
相
反

し
て

第
三

等
の

りば

け
れ

を
無

差
と

て

れ

小

平

第
を

み

れ

差
を

六
分

と
云
ム

等
の
不
均

は
七

分
に
て

第
三

等
の

に 得

七 ば 至 た

連
發

の
と
き

に
た
る
る
點
數

を
不
均

等

た
る

玉
の

し巫 れ ば

ば

割
付
べ
し

中 響

別

さら

不
均

し
し

てる

數記

て
放
發

し

地 惣

中平 のす

は
生
兵

と
打
交
る

は
雖

ど
、

共
帳
面

に
記
す

功

人 に

て 分数 得

放 の に た 面

る

を
失
は
し
む
る
こ
と

に
な

非
ざ
れ

ば
心
得得
違

を
す

可
ら

*
O

右
の
如
く

二
度
目

の
稽
古

す 8

!

目

四
銃
操
法
裕
之「

二
四
十
四

六
十
二

試
瞼

の
終に
て

階
級

を
定
び
る

と
3

第
三

等
に
居
る

者
は
再
び

又
本

に
返

て
狙

ひ
の
稽
古
よ
り

始
、

身
播

へ
の
稽
古

空
袋

を
為
す
こ
と

生
兵

の
如
く

し
次

て
放
發
第

一
期

の
始
め

試
瞼

に
掛
る

可
し
但
し
斯
く
稽
古

を
繰
返
す

と
3

共
兵
卒

を
罪
す
る

譯
に
あ
ら

ず
共
面
目

所
を
別
に
せ
り

六
十

三
一
刻

一
中

一
列

一
中
隊
又
は
一
大

隊
に
て

計
て

中
ら

の
功
定
ひ
る

と

左
の
如
し

一
人
立
ち
放
發

の
第

一
期

にに
得
た
る

中
9

の
點
數

を
惣
人

數
に

た
る

玉
の

歌
に

所

しり百 中

玉 其點り

のこ點數 を

數
に
割
付
べ
し

及
第

又
第

三
期

の
終

に
至

て
階
級

を
定
び
る

と
い
へ

ば
第

一

不
均

は
一

分
な
れ

ば
第

一
等

と
第

三
等

と
の

第
一

等
の
平
均

は
七

分
五

厘
に
て

第
三

等
の

第
三

均
は

五
六

ば
共

差
を

二
分

五
厘

と
云
ム

右
の
如
く

第
一

期
と

連
發
ど
の
と
き

に
不
均
し
た
る

中
9

の
割
合

と
第

三
期

の
終



銃
渋

谷
之

二
四
十
五

諸
隊

の
內
よ
り

人
數

を
呼
出
し

て
十

列
計

。
數

を
呼
出
し

て
十

列
計

5
集
め

後
の
狙
ひ

を
用
ひ

ず
し

て
急

の
稽
古

を

を
諸

一
に

諸
軍
隊

を
見
廻
り

共
時
臨
機
應
變

に

六
十

四
急

及
び
戰
列

の
放

發
は
中
り

の
功

に
加
入

せ
ざ
れ
ど
な
步
兵

の
調
練

に
は

最
3

戰
刻

の
放
發

同
以
下

一
分
二
厘

厚み

六
厘

九
里

七
分

七
分

時
以
下

の
急

發

ト

一
分
八
厘

同
以
下

時

一
分
五
厘

一
分
二
厘

中
ら

の
功

「 み

十
分

の

+

八
分

同
以
下

五
分

一
等

と
三

等
と

の
差

同
以
下

一
分

四
分

一
三
分

連
發

同
以
下

二
分

一
分

一
分
六
厘

第
一

期
同
以
下

四
分

三
分

三
分
六
厘

上
中

上

極

段
等

を
付
た
る

の
な
ら

數
を

不
均
し

雷
銃
を
以
て

上
中

下
の

三
等

と
相
差

ム
割
合

と
を
合
せ

て
く
れ

中
と

名
く
る
な
り

れ
を

左
の

表
は

ィ
ン
フ
ー
ル

發 を

し 中

中

り

の

點

て
共
割
合

に

大
切
な
る
箇
條
な
り
故
に
總
督

指
揮
官
は
半
年
毎
に



ヤールド」

ド

」

の

所

に

十

づ

~

放す

可

し

|||

七

十

一

第

二

等
の

者
は

三
百

五

十

ャールド

｣
を
四

百
「
ャール

1
1
1

を
為
し
連
發

は
三

百
「
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に

立
な
が
ら

放

發
し
戰
列

の
放
發

は
三

百
ャ
ー
ル
ド

」
と

二
百

一
ャ
ー
ル

ド
」

と
の

間
に

於
て

す

1|1|1

一
七

十
一

第
二

等
の

者
は

一
個

の
的

に
放
し

て
第

三
等

の
試
験

1
十

期「期「期發
發

的

期

期

期

04際営

983發列

總數

第三

連
「
急

「
放戦

の
試
験

を
為
す

可
と

3
は
こ
れ

を
施
す

可
し

第
二

驗

玉
試

*
Z

に
記
せ
る
試
験

を
終

て
要
的
場

の
模
樣
第

三
期

的
書

第一

數

近
傍

に
九
互
ャ
ー
ル
ド

の
的

に
]

な
け
れ

ば
放

の
法

を
襲
っ

て
左

の
表

の
如
く

す

其
雷

よ

銃
法

巻
之

二
四
十
六

十
づ

、
試
し

可
し
斯
く
試
み

し
上
に
て

其
試
験

の
出
來
不
出
來

は
定
式

の
帳
面

に
記
し

又
指
揮

官
の
手
張

に
留
置

さ
指
揮

官
よ
其
筋

へ
別
段

に
報
告

す
可

し
に

六
十

五
九

直
ャ
ー
ル
ド

」
に
届
か
ざ
る
雷
銃

ル
ド

」
に

属
か
ざ
る

雷
銃

を
携
る
兵
隊
又
は
其
田

銃
を
携
る

と
他
所

の

の

の距離

雷銃の玉利或|三百ャールド」四百



銃 読
染

法
巻

之
二

四
十
七

六
十

六
試

の
場
所

三
百
ャ
ー
ル

F
J
に
足
ら

さ
れ

ば
玉

薬
を
壊
す
こ
と
な
く

し
て

唯
下

た

稽
古
の
み
を
為
す
可
し

」

T
E

以

の
的
場
な
け
れ

ば
第

一
等

の
者

は
放
發

せ
ず

於
八

一

九
十

發
す

可
し

[

ル
ド

」

所
に

五
づ
く
放
し

五
百

五
十

「
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に

一
第

百
五

百
二

二
二

二
二

七
+

第
二
等
の
者
は
四
直
ャ
ー
ル
ド
」
を
五
自
ャ
ー
ル
ド
」
の

一

十
發
す

可
し
但
し

一
日

に
十
よ
り
多
く

す
可
ら
ず

五

ド
」
の

所
に
五
發
づ
く
放
し

五
直
ャ
ー
ル
ド

」
の

所
に

1
1

1

一

「 + 」

中
す

可
し

ド
」

の
所

に
五

づ
、
放
發

し
四

百
五

十
ャ
ー
ル
ド

」
の

ル
ド

」

1
1

二
七

十
一

第
二

等
の

者
は

三
百

五
十
ャ
ー
ル
ド

」
を

四
百
ャ
ー
ル

一

1
I
P

四五十「

所
に
十
發

|
-

|
-

|
七

十
一

第
二

等
の

者
は

四
百
ャ
ー
ル
ド

」
を
四

百
五

十
「
ャ
ー
ル

二
二

二
二

二
二

九
+

第
三
期
に

於
て
八
百
ャ
ー
ル
ド

万
至
九
百
ャ
ー
ル
ド
」

五円五十「六巨ヤールド以上



S
可

を
出
或
は
獣
類

の
走
る

を
見
る

と
3
3

同
:

に
放

を
止

び
可

し
O

的

發許 と

放

O
的
場

の
紅

旗
を
下
せ

ば
紅
旗

す
ら
ず

發
の

塩
に
て
る
始
發

の

第
四

的
場

一
人
放
發

し
て

的
に

共
相

闘
を
見
る

出
或

を
見
る
ま
で

は
次

の
者

へ
放

發
を
許
す

可
ら
ず

第
二

兵
卒
の
玉
込
を
す
る
こ

す
る

發
場
所

第
一

紅
色

の
大
旗
を
高
3
柱

へ
引

げ
見
廻

9
の

者
に
命
じ

て
彈
道

へ
人

の
出
づ
る
こ
と

を
防
ぐ
手
配

を
為
す
ま
で

は
必
ず

許
す

可
ら
ず

の
揚
所

に
在
る

老
士
官

へ
の
規
則

共
趣
を
培

趣
へ

總
督
に
訴

へ
總
督
よ
り

ば

可
し

こ
の
規
則

を

規
則

を

的
打

の
規
則

不
意
の
怪
我
を
防
ぐ
た
め
左
の
規
則
を
定
め
た
る
が
故
に
凡
を
的
打
に
歯
係
す
る
者
は
盡
く

を
許
さ

ず

六
十

七
的

打
の
試
驗
始
り

し
後

に
至

て
生

兵
の

業
前

を
終
る

者
へ

は
翌
年

の
試
驗

迄
放
發

十
七

打
始

生

四
銃
操
法

裕
之

二
四
十
八

こ
れ

を
心
得

て
堅
く
守
る

可
さ

の
な
ら

又
2
8

又
土
地

の の
模
様
様

に
由

て
こ
の

を
焼
ず
る
こ
と

あ
れ
ば

こ
れ
を
將
軍
に
報
ず

放

こ
と
順
序

に
從
ひ

號
令

の
言
葉

に
聴
す
る

や
否

を
見
る

可
し

第
三

的
場
に
紅

旗
を
揚
れ

ば
直
に
こ
れ

に
魅

じ
て

旗
を
揚
げ

止
發

の
相

圖
を
放
ち
的
場

の

旗
を
下
す

放
發
玉

又
放

の
玉

先
へ
不
意

の
人

の

し

れ に

すば中

可 直れ



W
銃
操
法

公
之

二
四
十
九

防
く
手
配
を

揚る

を
引

配
偽
す
ま

で
は
必
ず

放
を
許
す

可
ら
ず

"
命
じ

て
県
道

へ
人

の
出
る
こ
と

を

的
場
に
居
て
中
り
を
見
る
無
級
士
官

へ
の
規
則

し 第

止
發

て

殊

偽

を
観
る
こ
と
な
く

人

且
稽
古
人

は
業

前
に

心
を
用
る
の
み
に
て
互
に
談
話
す
る
こ
と

を
許
さ

ず

め

は

の

を

な
く
し
て
若
し

し
的

3
3
3
同
様
な
っ

左 左

て

れ

先
づ
放
發

せ

る

よ
り
先
づ

よ

8

ば

第
の

相
間

を
放
ち

旗
を
下
す

可
し

第
五

的
の
場
所
左
右

に
相
並

へ
ば

放
の
場
所
必
左

右
に

相
並
べ

て
稽
古

人
の
組
合

に
何

$

共
距
離

を
一
雅

に
せ
し
め
上
等

の
し
む

可
し

第
六

前
候

の
如
く

前
く

放
の
場
所

相
並
ぶ

と
3

其
一
方

に
正
發
の
相
圖
を
放
て
ば

両
方
と
も
に
放

を
止
む

可
を

的
場

のの
旗

を
下
し

て
始
發

の
相

圖
を

放
始
發

の
相

」
を
放
つ

と
さ

第
七

放
發
見

物
せ
ん
と

欲
す
る

裕
古
人

の
所

を
離
れ

右
の

方
へ

立
し
む

可

し第
八

第
八

稽
古

の
稽
古

の
間
都

て
不
規
則

の
こ
と
な
く

妹
に
稽
古

人
の

列

不
意

の
誤
あ
る
と
き
は
手
早
く
こ
れ
を
防
く
よ
う
心
附
べ
し

第
九

的
場

に
於

て
止

發
の

相
を

偽
す

に
は
必
ず

紅
旗

を
用

ひ
て

問
遠
な
き
よ
う
心
附

ベ

旗 に

第
一

紅
色

の
大
旗
を
高
a
柱

へ
高

a
柱

へ
引
揚

げ
見
廻
り

の
者

に



替

ん

に

5
の

を

て

成
文
け
高
く
揚
げ
下
の
方

へ
中
れ

ば
族

:
人

の
に

見
ゆ
る

丈
け
少
し
揚
ぐ
べ
し
又
旗

の
代

に
圓

3
板

を
用
る

と
3

玉
の

中
9

角
外
な
れ

ば
先

ば

右

紅
旗

用
心
止
發

的
の

前
に
て
紅
旗

を
二

度
振
舞

は
す

跳
躍

旗
或
は
白
色
の
圓
3
板

星

の
旗
或
は
黑
色
の

色
の

圓
板

角
內

に
れ

を
的

のの
脇

に
示
し

次
て

玉
の

白
旗

を
用
る
欺
又
は
暴
風

板
を
用

ゆ
囲
板

を
用
る

に
は

先
づ

角
外

玉
の

中
,
跳
躍

、用
心

、
止

の
相

圖
を
為
す

に
は

左
の
通
り
色
々

の
旗
又
は

圓
3

板
を

用
ひ

て
間

違
な
よ
う
心
附
べ
し

銃
操
法

卷
之

二
五
十

第
二

示
し

次
て

玉
の

中
た
る

所
の

前
に
出
す

第
一

紺
色

紅
白

の

第
二

第
三

第
三

風
の

向
、
或
は

上
に
吹
き
或
は

下
に

吹
と

、
旗

の
振
樣

を
魅

ず
可
ら
ず

的
の

右
の

方
へ

中
れ

ば
旗

を
右

の
方

へ
傾
け

左
の

方
へ
中
れ

ば
左

の
方

へ
傾
く

的
の

上
の

方
へ
中
れ

ば
旗

を

先
づ

の
板

を
的

の
脇

に
示
し

次
で

れ
を

中
の

前
の

所
に
出
す

可
し

第
四

的
を

塗
る
欺
又

は
其
他
要
用

の
た
め
放
發

を
留
め

ん
と
欲
す
る
と
き

は
用
心

の
紅



銃
操

法
巻

之
二

成

五
十

一

落
掛
る
こ
と

を
避

可

見
廻
り

の
者

へ
の
規
則

第
一

人
の

何
處

に
居
り

、
何

處
へ
行
き
何
處
よ
り
來
る

を
見
張
っ

て
自
分
所
持

の
紅

旗
を

揚
の

のき

に 第 すば

のこ

兵
の

的

相
圖
相
圖

高
3

老

可
ら
ず

又
小
屋

へ
出
入
す
る

に
必
ず

步 1
法

を
正
し
く

す
可

し

第
七
小
屋

の
内

に
は
談
話

差
圖

の
者

を
玉
見

の
小
屋

へ
入
る

示
さ

ん
が
た
め
時
々

時
れ

を
動
か
す

可
し

て

出
る
炊
或
は
北

八
弾
道

に
在
る

間
は
始
終

紅
旗

を
引
揚

げ
を

何
又

ょ
く

人
の

目
に

旗
を
引
揚
べ
し
こ
の

旗
に

應
じ

て
放
發

の
場
所
よ
り
止
發

の
相

圖
を
放
っ
欺
又

は
紅
旗

を
揚

る
ま
で

は
何

等
の
急
用
あ
り

と
3
玉
見

の
小
屋
よ
り

人
を
出
す

可
ら
ず

O
玉
見

の
者
小
屋

よ

第
五
弾
道

の
差

」
を
司
る

老
士
官

の
命

に
非
ざ
れ

ば
番
外

一
は
談
話

を
禁
ず

第
八

見
廻
り

の
者石
高

3
1
5

旗
を
揚
げ
又
は

聲
を

發
し

て
玉

先
に

人
の
通
行

し
舟

の
來

る
等

の
こ
と

を
報
す
れ

ば
的
場

に
直
に
紅
旗
を
引
揚
げ
頭
に
こ
れ
を
動動
か

次
で

又
掛
念

の
ち
の
通
過
さ
し
と
の

を
見
れ
ば

れ
を
下
す

可
し

第
九

第
一

等
第

二
等

の
兵
卒

、
放
發

る
と
き
は
玉
見

の
者
は
成
丈
け
小
屋
の
奥
に
入
て
玉

の

は違見

上丁

に 者

り放 は

下發

す 女

斜るけ

にの 小

落 屋

其の

な 環 奥

り 道 に



雷
銃
操
法

卷
之

二
終

ざ
る

よ
う
こ
れ
を
避
く
可
し
殊
に
戰
刻

の

け

於
竹

別
用
心

せ
ざ
る

可
ら
ず

てれ さ放 發

旗
を
見
張
り
若
し
こ
れ
を
揚
る
こ
と
わ
れ
ば
玉
見

の
小
屋
に

に

し
て
跳
躍

と
呼
ぶ

可
し

發
の

玉
的

に
届
か

ず
し

て
地
面

に
觸

れ
又
飛
揚

て
的

に
中
る
こ
と
あ
ら

ば
大

聲
を

路

可
し

第
二

放
發

の
と

、
弾
道

へ
往
水

の
人

の
近
づ
く

を
見
掛
け

な
ば

共
危

3
の
と

に
至
る

史
で

はは
旗

を
す

可
し
又
海

に
向

て
放
す
る

と
、
通
行

の
舟

を
見

て
み

同
樣

離

同
様

に
相

げ
大

聲
を

し
て
玉
見

の
小
屋

に
居
る

無
級
士
官

へ
用
心

を
呼
び

共
人

の
通
過

て
掛
念

な
3

雷
銃
操
法

巻
之

二
五
十

二

圖
を
為
す

近
づ
く

を
見
掛
け

な
ば

共
危

8
趣
き

を
知
ら
せ

相

圖
を
以
て
其
人

を
本

の
路

へ
返
す

可
し

第
三

第
四

放
發

の
場
所
に
あ
る
紅

る
無

級
士
官

へ
旗
揚
る

と
呼
ぶ

可
し

第
五

右
の

役
前

を
勘

め
處

々
徊
す
る

と
は

成
次

け
士

を
低

し
て
跳
躍

の
玉

に
中
て
ら

れ

第 居 第
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た
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故
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I
ト
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レ
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び
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ォ
ル
ム
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目
錄

終
錄
終

小
銃
試
験

の
理

第
九

編
」

編

雷
銃

の
的
場
を
撰
び
之
を
鑑
定
す
る
事

を

測
遠
器
用
法
の
改

福

見

銃
操
法
智
之

三
目

雷
鈍
操
法

卷
之

三
目
錄

銃
操

巻
三

第
五
編
之
下

第
二
條

遠
近

見
計

ひ
の

試

第
六

第
七
福

第

放
發

の
中

に
褒
美
を
與
る
事

第
八



雷
銃
操
法

巻
之

三

1

1
1
1

な
るなう

良
と
す

び

異

長
さ

の
細
欺
又

に
て

3
し
共
端
よ
り

五
「
Y

1
1

4
5
五
ャ
ー
ル

F
S

の
威

に
よ
く
見
れ

ば
分
る

や
、

八
器
な
く

ば
試
験

の
場
所

に
用

の
可

3

る
や

」
云
ム
測
還

器
を

用

見
な
ら

の

な

れ

ば

の

の

3
中
隊

の
士
官

3
大
隊

第
二
條

遠
近

見
計

ひ
の
試
驗

第
二

試

第
五
篇
之
下

論
福
澤

譯 スi
n

雷
銃
操
法

巻
之

三

諭
吉

一
、

左
の

條
々

に
記
る
す
遠
近

見
計

ひ
試
驗

は
初
學

の
生

兵
の

練

兵
共

に
行
か

可
2
8

の
な
り

元
來
こ
の

業
は
雷
銃

の
賞
用

に
欠
く

可
ら
ざ
る

3

3

こ
れ
を
試
験
し
て
諸
中
隊

の
共
業
に
上
達
す
る
と
否
と
を
見
ん
が
冷
め

が
め

此
業
に
於
て
遠
近
を
正
し
く
測
量
す
る
に
は

「
ス

タ
く
測
退
す
る

に
は
「
ス
タ
チ
ヲ
メ
ー
ト
ル

と
用

ゆ
そ
の
用
法

は
下

の
第

八
頁

に
詳
な
り
若
し

此
の

測
遠 還

う
な
る
目
印
を
付
け
場
所
を
見
立
て

、
此
縄
を
張
る
可
し
但
し
試
驗

の
度

場
所

の

を三
直
ャ
ー
ル
ド
以
内

の
遠
近

を
試
る

に
は

､
標
的
と
し
て

一
二

名
の

人
を
立
た
し
め

三

百
ャ
ー
ル
ド

」よ
り

遠
a
處
女

試
は

八
人
乃
至

十
人

を
一

列
に

し
て
立
た
し

ひ
可

し
測
遠



遠
近
を
知
る
可
し
但
し
一
條
の
縄
に
沿
て
幾
組
3
人
の
立
つ
こ
と

り

3
人

の
立
つ
こ
と
な
れ

ば
見
通
し

を

口
人

は
後
ャ
ー
ル
ド

の
處

に
在

5
と
一
々

詳
に

端
よ
り

幾
ャ
ー
ル
ド

]
の

威
に
立
ち

某
ル
ド

の
威

に
立
ち

某
の
稽
古

人
は

後
ャ

・

役
當
日
試
験

の
指
揮

官
ょ

覺
へ

の
書
付

を
受
取
り
こ
の
書
付

を
見
れ

ば
某

の
標
的

は
繩

J
に

へ

亦
顧

て
其
本

組
の

方
へ

向
ひ
互
に
遠
近

の
見

計
ひ

を
行
な
う
標
的

の
場
所

に
居
る
指
図

六
教
師

は
稽
古

人
の

內
の

一
組
(

営
へ

ば
第

三
番

組
)
へ

無
級
士
官

指
圖
役

一
名

を
差
益

へ
て

標
的
と
な
る
可
3
場
所

へ
送
り
慶
ち

の
組
々
を
し
て
此
標
的
の
遠
近
を
積
ら
し
ひ
標
的
の
人

如
く
す
れ

ば

時
刻

を
襲

す
こ
と

少
な
く
且
其

目
當

に
し

て
遠
近

を
推
量
す
る

の
恵
な
に

ゆ
へ
試
験

の
た

め
に
最
も

妙
な
り

鎖

二
又
は

鎖
をを
用
る

と
s
其
織

を
布

に
地
面

へ
置
く

可
さ

は
ど
の

本
地
な
れ

ば
左

に
記

近四

近
の
見
込

を
問

ひ
五
ャ
ー
ル
ド

を
歩
す
る

間
に

其
返
答

を
為
さ
し
む

を

五

に

ル
ド
]
づ

に
分
か
る
目
印

の
內

の
一

處
に

來
5
稽
古

人
を
止
め

て
遠

器
を
用
ひ

ず
し

て
繩
欺

鎖
を
代
用
す
る

と
3

は
標
的

の
人

は
必
ず

親
の

端
か
又
は
中
途
に
て

3
其
筋

に
沿

て
立
た
し

ひ
可

に
な
り

指
揮

官
は

五
ャ
ー
ル
ド

]
づ

に
分

雷
統
操
法

指
之

三

1
1

繩
欺

る
す

法
に

從
て

二
組

、
三

組
同
時
に
遠
近

見
計
ひ
の
試
験

を
行

可
し

斯
の

の其
實
の



雷
統
操
法

卷
之

三

古
人
を

一
人
づ

、
呼
出
だ

こ
れ

を
記
る

し
終
れ

ば

十 稽

此 L

儿女

人 定 b 測 6 用

し 近

妨
げ
ざ
る
や
う
心
を
用

可
し

遠

各 見 土
地

は
山
灰
多
く

し
て

縄
を

用
:

可
ら
ざ
る
と
き

は
三
角
形

ば场

用 互 預

先述 t 右 心 b

人記

机 士人各

士繩 5 9

官

古玉2

企

3古

3 小

級 以 户 × 頭

j 士

或

器場

L 帳 友 九寸立 八 0 七姑

てら 面 の 寄

又

古

化 遠斯 方法斯

化

耳 其 差

机 > 稻 所 務 所

L 揮步

且

禁 士 古 由 遠

の 的 み 才 b 官

は

の以

b之 帳 所 人 《

帳 組 《 L 面

5遠

L 59

阪

达 占比

云 然 防 方式 乙 《 面 市

6 “ 右 見 1

無堅以

可 地

見 左 L ELLD 近 c 堅 帳 b

可

稽稽

以上 为間 九 5

連 低 の 当 其 L

記 入入 步 標 机几 聲 間

{

答人 返 近 用心

3 他 進 N 古 么 办 答

遠 器

合 法

組 其 見 / 列 5 指 Z 0 K 測

女 標

2 前前 十 の

距 述 步 稽

主意

乙 T 五 n 試 最多 5

10 面 耳 x 止 召

土

其 3 3 的 七

を し 後 た の 向る 七言 記

返 , 可 逃 たす

答 z

女 中立 的 瑞 他 可 帳

L 七 其其

且

こ 面 の

圆 5

七 記 七古 持 測 入 近 役

眼 才 人 定 人世 遠 bz

当 積 法

見 無

の 寸 相 IZ

組 方 可 談

七
測

還
器

の
用
意

ぬ
な
く

共

帳
面

に



十
三

生
兵

の
試
驗
な
れ

ば
帳
面

に
調
印
す
る

者
は

共
組

の
指

岡

の

に
之

记
之

七
寫

才
但

,
但
し
此
手

數
は

中
・

數
は

所
へ
歸
り

し
後
中
隊
教
師

の
職
堂

は
共

組
の

指
圖
役

に
し

て
こ
れ

に
印
す

師
な
り

る

試り

は
必
ず

試
の
場
所
に
て

行
か

可
し
斯
く
帳
面

の
書
記

終
て
師
範

役
は

共

本

試
驗
を
監
督
す
る
士
官

z
れ

士
官

に
れ

に
裏
印
し

て
相
違

な
3

趣

は
共

面
に

點
の

總

の

を
知
る

可
し
點
數

を
記
し

た
帳
面

へ
は
當
日
帳
面

を預
か
る

無
級
士
官

の

の

た
る

無
級
士
官

の
名

を
調
印

し

點
の
總
數

を
合
し

て
賞

と
為
し

得
古
人

名

法
に

除
す
る

と
3

は
組

を メ
ヤ
ス

へ
て

組
共

組
々

へ
讀
み
聞
か
せ

共

に
移
し

何
等

の
事

等
古
人

を
し

て
質

の
遠
近

を
知
る

る

の ば

に
し
稽
古

人
の
巧
拙

に
由

て
多
少

に

を

雷
銃
操
法

巻
之

三

四

念
の

偽
め

一
と

度
試
み
聞
か

せ
て

書
損
あ
れ

ば
こ
れ

を
改

斯
く
讀
み
聞
か
せ

終
て
指
揮

官

為

は
大
聲
に
て

質
の
遠
近

を
唱

へ
こ
れ

を
帳
面

の
上

に
記
る

得
た
る

を
ば

各
共
返
答

の
傍

に
記

即
席

に
共
本
人

へ
示
す
但
し

管
の
遠
近

を
告
げ

し

後
は
見
込

返
答
を
処
ず
る
を
許
さ
ず

十
一

一
度

の
試
験

を
行
ム

毎
に

六
箇
所

に
場
所

を
設
け

一
箇
所
に
て

業
を
終
れ

ば
又
他
所

可
手
掛
ち

を
得

せ
し
む

可
ら
ず

+
ニ

一
度
の
試
験
を
終
れ
ば
裕
古
人

の
得

稽
古

人
の

得
た
る
點
數

を
計

へ
て

共

均
の
巧
拙

但
し し
こ
の

こ
の
調
印

裏
印
手
數

數
を

二
帳

に
記
し

二
處

の
一
片

を
裂
き
取
り
銃
術
稽
古

試
の
公
報

と
名
づ
く
る
書
面

中



世
銃
操
法
裕
之

三

五

｣
を
試
る

の

1

四
十

ャ
ル
ド

の
誤

等
六
百

ル
ド

」
よ
り
九
百

三
十

ャ

0

十
ャ

ル
ド

の
映

一
點

ル
ド
]
を
試
る

の

二
點

(
三

十
ャ
ー
ル
ド

」
の

映
」
の

一
等

三
百
ャ

ル
ド
」よ
り

六
百

ニ
士
ャ
ー

ル
ド
」
の

誤
一
點

百
ル

ド

五
ャ
ー
ル
ド

」
の

映 誤

二
點

十
ャ
ー
ル
ド

」
の

映

一
點

百
1
ル
ド

」
よ
り

三
百

ャ
二

點

五
ャ
ー
ル
ド

の
誤

三
點

一
等

は
九

百
ャ
ー
ル
ド
ま
で

を
試
ひ

十
六

十
六

諸
組
稽
古

人
の
返
答

に
從

ひ
出
を
以
て

其
巧
拙

を
分
つ
く

と
左

の
如
し

二
は

六
百
ャ
ー
ル
ド

」

I

る
紙

を
十
四

帳
面

の
文
字

は
映
わ
る

紙
を

削
て

字
を
改

る
者

は
師
範

役
欺
又

は
其
副

役
な
り

て
字

を
改
ひ
る

を
許
さ

ず
必
ず
其
傍

に
書
入
れ

且

試
驗
を
監
督
す
る
士
官
自
か
ら
其
書

文
字
の

一
字
を
害
し
て
相
違
な
に
趣
を
證

若

し
て

の
規
規
則

を
破

て
書
入
る

、
ぬ

の
あ
れ

ば
其
書
入
れ

は
無
節
操

の
も
の

と
す

の
共

十
五

十
五

第
三

等
の
稽
古

人
は

三
百

ャ
第
三

1
ル
ド

]ま
で

の
試
驗

を
為
し

第
二

等 等

第

第
三

等

1
ル
ド

｣
を

試
る
る

の
「

十

第

「
ャ
ー

第
一

「
ャ
ー
ル
ド



第
三

期
に

於
て

は

は
第

二
等

に
繰
上
げ

十
四
點
以

下
は

登
級
す
る

を
得

ず

二
十
二

第
三

期
に

於
一

8

.

を
得
れ
る

の
は

第
一

等
に
繰
上
げ

第
三

等
の
稽
古

人
に
て

十
四
點
以

上
を

得
た

1
1
+

1

は

第
二

期
の

終
に
至
れ

ば
稽
古

人
の

得
た
る
點
數

を
合
し

て

し

る
も
の

公
報

の
書
面

中
に
あ
る

二

に

期
に

於
て

は
稽
古

人
を

二
段

に
分
っ
即
ち

第
二

等
第

三
等
こ
れ
な
ら

の
に

第
と

、

た
る

稽外

同
樣
な
り

附
る
こ
と

前
章

の
制

合
に

從
て

下
等

し

業
を

爲
さ
し
む
る

に
と

$
5
然
る
と
き

は

8

ど

等

六を
し

て
下

等
の

雷
銃
操
法

巻
之

三

+
七
上
等

の
稽
古

人
の

實
に

巧
な
る

や
否

を
試
る
た
め

一
等

二
等

の
な
の

為
さ

る
こ
と
あ

る
と
き
は
上
等

の
お
の
に
て
。
下
等
の
遠
近
を
試
み
其
點
を

十
八
試
験

の
第

一
期

に
於

て
は
生
兵
其
外

の
稽
古

人
何
れ

3
百
ャ
ー
ル
ド

]
よ

5
三

百
[

ャ

ル
ド

]ま
で
の
遠
近
を
見
る

十
九

第
一
期
の
終
に
至
れ
ば
稽
古
人
の
得

に
ば
稽
古

人
の

得
た
る
點
數

を
合
し

て
銃

術
稽
古
試
験

の
公
報

中

に
記
し

共
多
少

に
從

て
階
級

を
分
っ
即
ち

十
四
點
以

上
を

得
た
る

の
は

第
二

等
を
為
し

十
に四
點
以

下
な
る

の
は

第
三

等
と
為
す

二
十

第
二

銘
々

の
名
前

の
上

に
記
し

て
二
度
目

の
階
級

を
分
つ
即
ち

第
二

等
の
稽
古

人
に
て

十
四
點
以

上

稽
古

人
を

三
段

に
分
っ
即
ち

第
一

等
第

二
等

第
三

等
こ
れ
な
ら



銃
操

法
巻

之
三

中

遠
近

二
十
七

前
條

前
條

々
に
記
し
た
る
遠
近

日

K

,
點
數

に
由

て
上
下

の
級

を
、

し

三
期

共
に

的
打

の
試
驗

と
同
時
に

行

を
定

れ
を
例
年

銃
術
試
験

の
公
報

に
記
す

の
試
業

5
之

の
中

に
加
は
る
な
り

二
十

六
大
隊

の
士

3
中
隊

の

の
多
く

第
一

等
の

人
數

の
多
め

な
の

を

の
稽
古

分

三
等

の
者

百
の

内
に

幾
倒
第

一

の
を
以
て
上
席

隊
と
定
ひ
但
し
士
官

の

內
に
幾
制

百

いる

の

の

期
の

終
に
等
級

を
分
つ

さ
一

得

の

人
の
名
前

の
上

に
記
し

共
點

の
多

し
て

級
を
分
っ

終
を
分
っ

之

に

分
級

の
終

と
す
即
ち

第
一

其
等

れ

て

を

二
十

三
第
三

第
三

期
の

終
に

至
終

に
至
れ

ば
稽
古

人
の

得
た
る
點
數

を
合
し

て
各
々

共
等
級

に
從
ひ

本

古

れ
を

等
に

在
て
點
數

の
最

多
3

な
の

を
一
大
隊

中
の
上
級

と
定
む

二
十

四
第

一
等

の
中

に
同

貼
の

3
の

二
三

人
あ
れ

ば
第

二
期

の
試
驗

に
得
た
る

點
の
多
少

四
第
一

點
あ
の

に
從

て
共

級
の
上
下

を
定
ひ

第
二

期
の

士
~

同
樣
な
る

と
8

は
第

一
期

の
試
験

に
高
站

を
得

た
る
も
の
を
上
級
に
定
む

二
十
五

一
大
隊

の
內
に
て
中
隊

と
中
隊

と
を
比
較

し
て
遠
近

見
計
ひ
の
巧
拙

を
定
る

に
は

第
一

期
の
試
験

に
る

不
均
一

均
の
點
數

財
み

を
計

へ
第

三

第
と

の
勘
定

を
し

て
不

均
の
點
數

人
と
共
に
遠
近

見
計

ひ
の

下
た
稽
古

並
に

共
試
験

に

加
は

見
計

ひ
の
試
驗

は

万こと

者 可章 を



定
び

第

1
1

を
第

一
圖

の
如
く

す

一
尺
秋
の

尺
杖

の
頭

を
三
脚

量
の

上
に

置
其
端

を
二

脚
臺

の
上

に
置

て
器
械

の
仕
掛

を
設
る

乙

測
遼
器
用
法
の
教

第
六

編

與
み
る
こ
と
か

5

「
外

に
出

で
遠
近

見

其あ

八

午

ふ
る

の
な
れ

せ
ぬ

乙
の

業
前

を
益
々
上
達

せ
し
め
ん

が
冷
め
中
隊

の
司
令

官
は
不
時

に
其
組

の

て

て

級

雷
銃
操
法

巻
之

三

こ

率 れ

ひ e

の 野

上

後

計
ひ
の

業
を

偽
e
s
s
或
は

又
行
軍
調
練

の
日

に
暫
く
止
り

て
之

の
業

前
を
為
す

に
と
る

の
時
に
上
級
の
點
を
得
た

な
の
は
屯
所

へ
歸
り

し
後
井

を
副
大
隊
長

へ
達
し
其
褒

美
と
し
て

人
數
改

め
に
欠
席

を
許
し

或
は
他
に
出
格
の
免
許
を

此
測

遠
器

は
普
通

の
測
量

法
に

由
て
造
り
し
な
の
に
て

形
の
同
じ

3
三
角

は
共
遊
線

の

割
合

亦
同
じ

と
の

理
に
基
づ
き
た
る

の
な
ら

8

三
人

を
標
的

に
立
て

、
共
遠
近

を
測
る

の
法

左
の
如
し

第
一

教
師

は
第

二
圖

に
示

す
(
1
)
の

旗
を
立
て

、
こ
れ
よ
り
標
的

の
遠
近

を
測
る
場
所

と



縮
圖
な

第
一
圖

測
遠
器

兵
形

二
十

四
分

一
の

頭

三
脚

臺

後
,

狙
了
前
後

招
以

動
:

十
文
字

%
拒
上

十
文
字

,
棒

二
脚

臺



数
字
は
遠
近

の
數
な
り

を

に
現
は
れ

に

ハ
)

の
旗

と
一
直
線

に
な
る
ま
で
こ
れ

を
加
減

す
旗

杖
滅
す

(

を
立
た
し

第
四

測
遠

器
を
置
き
其
前

の
狙
い

を
第

二
圖
(

)
の

成
に
定
め

後
の

方
に

あ
る
(

*
)
の
狙
い

の
切
れ
目

の
底

よ
5
(
i
X
u

)
の

旗
を
見
通
し

て
一
直
線

と
偽

す

口

第
狙
い

を
見
通
し

て
第

二
圖
(
ハ
)
の

旗
を
建
っ

斯
の
如
く

し
て
曲
尺

形
の

三
十
文
字

の
棒
よ
り

左
の

方
へ

鎖
四

士
ャ
ー
ル
ド

」
の

長
さ

を
定
め
十
文
字

の
方

へ
鎖

を
引
き

四
十

ャ

ば
地
面

り

ひ
と

第
二

無
級
士
官
成
る
可
く

は
差
圖
役

を
用

の
可

し
は
教
師

の
差
圖

に
從

ひ
(
1
)
の

旗
を

距

1
る
こ
と
若
干

ャ
ル
ド

の
處

に
十
文
字

の
を
立
て
十
文
字

に
附
た
る
二
つ

の
狙

ひ
(

1
)

銃
操

法
巻

之
三

t

の
旗

と
を
見
通
し

て
一
直
線

と
為
す
但
し
こ
の

棒
を
立
る

に
は

棒
の

下
の

方
に
横
棒
あ
る

g
へ

足
に
て
此
横

棒
を
踏
附

れ
ば

g
に
立
て
大
丈
夫

な
5

第
二

岡
(
口
)
の

字
の

處

第
三

第

(
斯

し
て

齢
尺

形
の
方
角

を
定
め
十
文
字

の
棒

を
拔

て
共

穴
に

旗
を
立
る
こ
と

(
口

)
の
如
く

爲
し
(

)
の

旗
と
(

)
の

旗
と

の
間

に
標
的

の
小

人

J
4
X
u

第
五

(
*
)
の
狙
ひ

を
後

に
引
き

或
は

前
に
押
し

て
は

前
に
押
し

て
尺

秋
の

頭
に
あ
る

(
へ

)
の
狙
い

を
見
通
し

(

第
六

旗
の
遠
近

を
知
る

に
は
唯
尺
杖

の
度

を
見
る
の
み
即
ち

後
の
狙
ひ

の
處

た
る



雷
銃
操
法

巻
之

三
十
一

ル
ド
]
の

相
圖

と
し

左
の

方
へ

振
倒
す
と
き

は
十
ャ

ル
ド

」
の
相
圖
と
し
前
の
方

へ
振
倒
す
と

3
は

五
ャ
ー
ル

ド
]
の

相
圖

と
す

堂
へ

ば
右

の
方

へ
旗

を
振
る
こ
と

四
度

び
左

へ
振
る
こ
と

五

度
び

前
へ
振
る
こ
と
一
度

び
な
れ

ば
即
ち

四
百

五
十

五
ャ
ー
ル
ド

」
の

相
圖
な
り

旗

は
一
方

の
組

に
は
測
還

器
の
用
意

な
a
g

へ
相
圖
を
以
て

之
れ

に
實

の
遠
近

を
知
ら
し

積

合
な
り

數
を

倍
し

て
勘
定

を
立
つ

可
し
然
る
と
き

は
|
「
イ
ン
チ

]
を
以
て

四
十

ャ
ル
ド

」
に
當
る

の
割

用

所

ン
チ
ュ

」
な

な

な
る

。
へ

六
百

ャ
へ

｡
「

1
「
フ

ら
チ

ト
」

割
合

に
定
め

尺
杖

の
長

さ
は

僅
に

五
7

1
ト
ニ

「
イ
ン
チ

」
★

★
以

「フ
ー

と
2

ィ
ン
チ

は
四

ン
チ
ュ
」
を
以
て

四
十
ャ
ー
ル

ド
]
の

、

を
離
る

ひ

個
尺
杖

の
頭
の
曲
尺

に
な
っ
た
る

處
に
內
外

二
個

の
狙
ひ
ぁ
り

心
內

の
一

込 な四

狙

の の

形

りひこ に

都 な印 な

てりのり

個
は
尺
杖

の
前

の
狙

以
尺

、
こ
と

|
「
イ
ン
チ

」
に

し
て

外
の

一
個

は
こ
れ

を

離
る

こ
と
に

「
オ
ン

チ
\

四
」

な
都
て
ん

の
器
械

に
於

て

の
は

僅
十
三

「
ン

チ
ュ
を
以
て

冷

ゆ
へ

「
｣

「イ
ン

」
は

即
五

ト
ニ

即
ち

六
十

ィ
ル
ド

」
!

5
遠

s
處

へ
用

の
可

ず
若
し

六
百

ャ
ル
ド

｣よ
り

$
遠

場
所
な
れ

ば
內

の
狙
い

を
用
ひ

て
測
量

の
法

を
行

:
a

ひ
て
測
量

の
法

を
行
ひ

後
の
狙
ひ

の
庭

に
現
は
れ
た
る

五
組

々
の
稽
古

人
を

二
分

に
分
て
双
方
よ
り
互
に

相
望
み
其
遠

近
の

組
5

を
さ
し
ひ
る

と
き

s
m
を

め
ざ
る
可
ら
ず
共
法
左
の
如
し
一
種
の
旗
を
用
ひ
こ
れ
を
右
の
方

へ
振
倒
す
と
き
は
百
ャ
ー
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銃
操

法
巻

之
三

十
三

,
斯

の
如
く

手
四

問
z

れ
ば

多

を

よ

く

ば

思
な
し

遠
器

は
常
に

乾
は
か
し
置
く

し
置
く

可
し

に
れ

の

場終

七
測

遠
器

を
置
く
場
所

と
共
標
的

と
す
る

を
選
ぶ

に
及
ば

ず

的
と
す
る
場
所

と
高
低

相
異
な
る

雨
露
に
濕
ふ
こ
と
あ
ら
ば
必
ず
よ

點
を
一
直
線

に
な
る
ま
で

に
を
加
減

す

第
四

右
の

手
數
終

て
尺

杖
を
一
見

し
其
遠
近

を
知
る

可
し

三
尺

秋
の

尺
杖

の
後

の
狙
ひ

(
ホ

)
を

後
に

引
、
或
は

前
に
押
し

て
前

の
狙
ひ
の

(
)
を

見
通
し

)
*

れ

(

]

て
十
文
字

に
家

の
方

に
向

ひ
(
ハ

)
の

點
を

見
て
十
文
字

と
家

と
の

間

第
一
十
文
字

の
棒

を
立
る
こ
と

第
三

圖
(

i
)

の
如
く
な
し

共
二
つ

の
狙
ひ

を
狙
ひ
を
見
通
し
て
直

ィ

六
家
屋
樹
木

し
共

還
近

の
積
り

等
を
標
的

と
し
共
還

近
の
積
り

を
為
す

の
法

は
左

の
如
し
但
し
こ
の

業
は

行

軍
調
練

の
路
に
て
取
行

上
か
又
は
例
年

の
稽
古

時
を

除
を
臨
時

に
取
行
か
べ
き

3
の
な
ら

と
家

と
の

間
の
遠
近

を
問
ム

第
二

第
二
十
文
字

の
棒
よ
り

左
の

方
四

十
ャ
ー
ル
ド

の
處

に
測
遠

器
を

置
さ
十
文
字

の
横

の
の

密

狙
ひ

を
見
通
し

て
尺

枚
の

頭
(

三
)
と
正
し
く
相
對

し
(

X
)
の
方
角

を
定
む

第の

器
械

の
用
法

に
妨
げ

な
に

が
故
に

之
を

用
れ

ば
遠
近

見
計
ひ
の
業

に
地
形

を
之

八
測

遠
州

測

く
拭

て
箱

に
納
ひ

可
し

な

れ に

す を 地所 近

れ 用

間 に

の



こ を

第
二

種
の
褒
美

や
る
必
の

右 な

銃
操

法
巻

之
三

如 に

縫

美 段 い 式 のばし ご 賞 第賞 立

なにな
者 の て に 飾 る 雷

り り 入付 は 種美 て 銃に 2 銃
第

但 の 隊 典 に 分 の與 の のど

あ に る 営 四 服 変種 を 取放 七四 服 褒

る て 優 のの 美 類 の 扱 篇寝る の 發

る美右 左 如 て の

隊 手金 き 其其 な はな 金 の し 上 中

の 當 は 内 り 四 糸 如 達り

人 を に 褒 の 但中人 し し に

數 與 て 美 みし 隊 に て た

経 を 隊隊 以 付 縫 る美

な 右 得 中 の 上 き た 兵 を

く は る に 褒 の 別 る 卒 與與

3 小 か 小美 兵 段 小 る

四 中 銃 ら 銃 は を に 賞 で

十 隊 の ず 例恵合す ど

人 の人 所 し

は 内 豫 た

例 に 稽備る

年 て 打 古 の

小 中 違 を 兵

銃 り

の 賞 を

上 飾 與 內 與

古 級 人 る に ふ

に な 立て て 相一 冠

出る と 放場放 の

な 發 を 出

放しし の 四 飾

て 更に 發 或 中 十 は をに

ふ 付 を はり 五洋許

人 る 篇 又 最 銀 し又

立 褒 別 さ 常 上 に の のこ

小
銃
の
十
文
字
打
違
と
國
王

の
冠
の

ウ
チ

・
カ
ヒ

卒
を

賞
し

て
こ
れ

を
励
ま
し
む
る

爲
め

に
褒
美

の
法
則

.

賞
飾
を
許
し

一
日
に
付
き
別

十

四



銃
操

法
巻

之
三

十
五

美
を

與
あ
れ

ば
人
々

皆
雷
銃

の
操

法
皆

雷
銃

の
操

法
に

巧
を
競
ひ
且
其

く美ちらの

競
ひ

ハ

3
四

な
四

本
人

は
賞

を
得
ざ
る

銘
々

の
勉

十
人

は
稽
古

に
出
席

せ
ざ
る

に
出
席

せ
ざ
る
可
ら

ず
斯

の
如
く

し
て

褒

付
遠

但
し
こ
の
大
隊

の
人

數
但
し
こ
の
大
隊
の
人
数
は
四
中
隊
よ
り
少

中
隊

に
右
の
袖
に
附
く
味
噌

右
第
一

ず
又
一
大
隊

の
內
に
て

百
て

百
人
よ
り

多
か
る

可
ら
ず

てをりさ

發
ざ
っ
し
ゅ

の
内
よ
り

撰
て
總
人

數
十
分
の

一
ょ
ゅ

多
か
る

可
ら

を
受
る

は
例
年

5
但

*
激

て

ン
ス

メ
ン
」

者

後

は の

ふ 術

の中

最り

美し

小 にの

あたて 内

の
放

を
し
此
人

斂
の

內
よ
り
上
級

の
者

を
撰

て
褒
美

を
與
る
な
り

を
數

第
三
種

第
三

種
の
褒
美

毛
糸
に
て
縫
え
る
小
銃

の
十
文
字

打
違

の
賞
飾

は
「マ
ー
ク

に
與

4
其
人

ハ
數

の
內
或

は
一

日
に
付
き
別
段

の
手
霊

一

ペ
ン
ス

J
づ

い
を
與
る

の
5
但
し
此
手

當
を
受
る

者 者
は
例
年

の
稽
古

に
於

て
一

人
立

の

放
を
為
し

て
欠
席

せ

一
種

第
二

種
第

三
種

の
賞
飾

は
左

の
袖

に
附
る

の
な
ら

第
四
別
種

の
褒
美

金
糸
に
て
縫
た
る
小
銃
の
十
文
字
打
違
の
賞
飾
の
み
を
許
し
て
別
段

の
手
當

を
ば

與
へ
ざ
る

ぬ
の

右
は

一
大
隊

の
內

發
の

巧
な
る

に
付

3
上
席

に

位
し
た
る
中
隊

の
差
圖
役

差
圖
役

に
與
ふ
る
あ
る
褒
美
に
し
て
之
を
右

者
の
上
達
す
る

に
よ
り
少
な
か
る
可
ら

ず
且

､

中
隊

の
人
數
皆
例
年
年

の
稽
古

に
出
席

し
る

の
に

非
ざ
れ

ば
不
可
な
ら
此
褒

美
を

受

る
に
は
中
隊
の
人
數
少
な
く

且
其



と
す

」

別メ

內
に

の

り

を

と
あ

り

の

「
る
と
き

は
又
別
に
マ
ー
ク
ス

メ

者
を
用
ひ

て
「

マ

と

ウ

り
し

者
な
ら

e
a

に
&
上
級

9
,

共

5

に

と
名
づ
く
る

者
は

第
一

等
の

組
に
居
り

「
イ

ン
フ
ャ
ー
ル
ド

」

の
雷
銃
を
以
て

二
十

點
を
得
る

又
は

「
タ
ッ
ト
ウ
ォ
ル

ス
]
の
雷
銃
を
以
て
三
十
路

を
取
り

第
一

等
第

二
掌

を
合
し

を
合
し

て
3

共
內

を

強
其
隊

三
一
大
隊

の
內
に
て
最
上

の
中

5
と

名
づ
く
る

者

差
脇
役

へ
面
目

を
得

せ
し
む

可
し

と
の
趣
意

を
了
解

す
可

し

強
に

由
て

共

銃
操

法
巻

之
三

十
六

隊
中

の

內
の
高
士

と
な
り
且
還
近
見

計
ひ

の
試
驗

に
於

て
終
に
等
級
を
分

っ

一
中
隊

の
內
に
て

最
上

の
中

5
と

名
づ
く
る

者
は

共
中
隊

の
內
に
て

第
一

等
の

組
に

居

り
「
イ

ン
フ
ェ
ー
ル

ド
]
の
雷
銃
を
以
て

二
十

點
を
得
る
欺
又

は
ト
ル
ス

」
の
雷
銃
を
以
て

三

十
點

を
取
り

第
一

等
第

二
等

を
合
し
て
る

共
內

の
高

點
と
な
り
且
還
近
見

計
の
試
験

に
於

第
遠
近

見
計

S

て
終

に
等
級

を
分
っ
と
に
か
上
級

し
な
り

五
大

隊
及
び
中
隊
の
內
に
て

隊
の

內
に
て
最
上

の
中

の
中
ち
を
以
て

を
得
た
る

者
は
こ
れ

マ

ク
ス
メ
ン

と
為
す

に

ン
」
の
手
當

を
取
る

可
し

壁
へ

ば
大
隊

の
內
に
て
最
上

の
た
る
者
は
第

一
種
の
褒
美
y
策
兼

て
第

三
種

の
褒
美

を
得
る
な
ら

六
都
マ
ー
ク
ス

メ
ン

可
者

は
第

一
等

の
組

に
居
り

「
イ
ン
フ
モ
ー
ル

ド
]
の
雷
銃

を
3

は

隊 褒

中り の 美

の 在り

內 て

に



雷
銃
操
法

巻
之

三

十
七

と
あ
り
即
ち

第
二

の
的

に
四

百
二

しち

於
て
四
十
點
以

餘ル

其 に

二
分
か

」
｢

騎

を を

遼
見

計
ひ

第
一

期
の

業
を
試
ひ

Jは
の
の
褒
美

ン
｣

は

著者

ああ

第
三

期
の

業
を
試
ひ

3
荷

同
點

の
者
あ
れ

ば
(
口

)
第

一
期

の
放

を
試
し

第
一

發
て

何
同

點
の

あ
れ
ば

(
1

)
第

一
等

の
點

の
者
あ
れ

ば
放

發
を
試
み

同
點

し
點

左

七七
「
マ
ー
ク
ス

メ
ン
」
に

は
定

5
メ
ン

定
の
員
数
只
數
あ
れ
ば
こ
れ
に
別
段

の
手
當
を
與
る
に
は
､共
人
數
の

さ
る

･

ら ン
」

さ

に 級

7
以
ェ

二
十

點
を
得
る
欺
又

は
少

ッ
ト
ク
ァ
ル
ス

」
の
雷
銃
を
以
て

三
十

點
を
取
り
且
又
違
近

見
計

ひ
の
試
驗
に
於
て
終
ち
に
等
級
を
分
つ
と
き
に
S
上
級
た
り
し
な
の
に
非
ざ
れ
ば
不
可
な
ら

と
き
に
ふ

內
に
て
上
下

の
順
序

を
立
て
さ
る

可
ら

ず
即
ち

第
一

等
第

二
等

の
組

を
合
し

て
高

點
の

者
を

上
席
と
努
す
斯
の
如
く
し
て
若
し
同

て
若
し

同
點

の
者

二
三

人
か
わ
る
と
き

は
左

の
法

に
從
ひ
次
第
に

二
三

こ
れ
を
試
み
て
高
點
を

た
る
者

へ
別
段
の
手
當
を
與
ム
可
し
其
法
次
の
如
し

(
ハ
)遠
近

見
計

ひ

(
1

)
遠
近

見
計

ひ
第

二
期

の
試
ひ

z
れ
に
て

。
何

同
點

れ
ば

(
ホ

)遠
近

見

八
騎
馬

隊
の
兵
隊

へ
は

金
に
て

二
十

五
「シ
ル

リ
ン

グ
の

を
與
る
こ

ャ
ル
ド

」
の
距
9
に
て
十
發
し

第
一
期
に



四
十

一
人
乃
至
五
十
人

五
人

六
ボ
ン

ト
J

五
「
シ
ル
リ
ン
グ

」

三
十

一
八
乃
至
四
十

人
四
人

五
「
ボ
ン
ト

」

二
十

一
人
乃
至

三
十
八

三
人

三
「
ボ
ン
ト

]
十

五
シ
ル
リ
ン

グ
」

十
一

人
乃
至
二
十

人
二
人

ニ
「
ボ
ン
ト

ン
グ

」
]

十
シ
ル

一
人
乃
至

十
人

一
人

1
「
ボ
ン

ト
五
「
シ
ル
リ
ン
グ

」

人
の

數

の
數

袋
褒
金
を
受
る
人

高
四

十
の

よ
3

制
合
左
の
如
し

九

すれ

試
験

に
は
別
段

に
上
官

へ
訴

へ
て
揮
薬

を
受
取
る

可
し

得
べ
き
る

の
な

s
然

れ
せ

ぬ
遠
近

見
計
ひ
の

業
に

於
て

第
一

等
た
り

し
者

に
非
ざ
れ

ば
不
可

計
に

字
打

違
の

賞
飾

を
添

へ
兵
隊

の
區
別

を
論

せ
ず

點
ず
點
數

の
多

さ
者
な
れ

ば
何

人
に
て

z
れ

を

上
を
得
る

者
を

し
て
巧
拙

を
競

は
し
め

共
內
に
て

高
點

の
者

へ
與
ふ
る
な
り
但
し

十
人

の
內

に
て

之
れ
を
得
る
者
は
唯
一
人
の
割
合
に
せ
り
此
褒
美

へ
は
毛
糸
に
て
縫
た
る
小
銃
の
十
文

雷
銃
操
法

巻
之

三
八

な
9
0
此
試

驗
を
為
す

騎
馬
隊
の
兵
卒
に
て
中
9
の
k
s
者

へ
褒
美
を
與
か
る
の

點
以

上
を

得
て
褒
金

を
競
ム



銃
操

法
巻

之
三

十
九

勤
る
と
き

は
第

三
種

の
褒
美

を
受
く

可
ら
ず

未
だ
褒
美

を
得
さ
る

前
に

差
圖
役
又
は

大
鼓

方
に
命
じ
ら
れ

或

は
雷
銃

を
携
へ
き
る
隊
伍

に
轉
心
或
は

他
の

隊
に

る
る

1
前

入

中
5

の
上
級
を
以
て

+
1

學
校
に
入
る
こ
と
ゃ
れ
ば
其
次
第
を
官
に
告
げ
且
學
校
中
に
て
取
行
ひ
し
試
驗

の
公
報

は
こ
れ

を
大
隊

の
長
官

へ
差
出
す

を
法

と
す

は
に

非
ず

常
式

の
稽
古

人

、

褒
金

の
外
に
金
糸
に
て
縫
た
る

例
て
縫
え
る
小
銃

ム
即
ち
其
上

級
と

は
試
業

の
と
き

に
三

十
弾

を
放
て

高
點
な
し ち
し
ゃ
の
な
ら
此
兵
士

へ
は

金
を

競
か
る

の
百

人
わ
る
と
き

は
其
內

の
上
級

の
者

へ
は
別
に
又
一

「
ボ
ン

-
」
の

金
を

與

七
十

一
人
乃
至
八
十
人

八
人

十
求
ン
ト

」

六
十

一
人

万
至
七
十

人
リ

ン
グ
」

七
人

五
十

一
人
乃
至
六
十

人
七
ボ
ン

-
十
シ
ル

ン
グ
」

六
人

八
ボ

ン
-
]
十

五
「
シ
ル

十
文
字

打
違

ど
國
王

の
冠

の
賞

飾
を
許
す

十
雷
銃
操
法
の
學
物

校
に

於
て

教
を
受
け

共
業

に
上
達
す
る

者
は
中
り

の
上
級

に
出

て
褒
美

其
業

を
得
べ
し
但
し

校
の

前
に
毎
年

の
試
驗

へ
出
席

し
た
る

者
は
此
例

式

に
て

る
「

マ
ク
ス

メ
ン
」よ
り

外
の
職
分

を



第 ふ
+11

g

一
大
隊
又
は

一
中
隊

の
內

銃
操

法
巻

之
三

も 役 を

別 な 備 轉

十 日 に 七十 ふす が 他 と 十 得

四 五 ての 加 四 せ 但故 の 爲 三 常

別 其 み は しし に 隊り る 備

種 中 を る 3 て 其 に 或 別 隊

の 隊 の存 と よ の 手入 は 1 段 に

賞 の し 隊り 繰當 る 死 の 縛 隊

飾 放金で は 又 計上 は 近し ス 手 と

を 發 の 其 或 メ 當常當 常り

得 に 如 に 褒 始 次 れ 1 は を 備を 彼 を

べ 中 軍 美 中る 第 ま の

し 隊 な はな 為 よ 中

既多 のた 他 り大 て 隊

て くに動 に 隊 ソ 或 て
と

隊 に

此 しる 護護 た の よ は 備

賞 でし たてる て 帳 手 り 軍段 し 隊 し

飾置 なし 中 面 當 外 役 の に 光

を 中 きと に な の をを 手 轉 大

受隊 割 も な 記 か 職止當力 と 隊

け く 上 しりり 分 よ

又 上 在 本 級 且 し を

本 ど ふ にて た 由 手 席 の

人 な 但 て り と

隊

放 ば放 ば 其れに に

發 て 分給

れ 配金 持

は

しめ 人 可 者 先 に 當 伍 役 先 屯

に 又 動 , 所

或 差 典 無

備

大 役 ず の 名 を 法 さ 或談 き 隊

隊 は 名 は はは 方 に

5
の

り
し
次
席

の
「
マ
ー
ク
ス

メ
ン
｣
に
與
る

を
法

の の

を

美

當
を
受
け

し
者
立
身

し
て

差
圖
役
又
は

大
鼓

方

其
手
當
を
受
る
日
限
は
先
役
の
席
を
空

大

のれ 官 し て 褒

得

と

に 偽本く る

彼

し

巧 が は 韓 た

兵勤

よ目

勤

て 其 し 無

よ

るる雷し

g

其 席 岳 人 に 其次 勤 はけ

前

或受

段 とめ

手受轉銃

は

は 副り へ 勤 の 席 を け 上大

を 先 玉

其隊

る

本る

さ

た後轉 轉

隊は う



銃
操
法

公
之

三

法

二
十

一

書

首
一

字
を
士
官
に
て
記
さ

:

だ

て
記
さ

る
る

の
あ
る

驗 た と

る
置

可

欺
或

は
其
書

め
試

炊
或

チ
シ

コ
メ

な
へ
金
を
費
す
こ
と
勿
ら
ん
が
た
め
褒
賞
に
偏

席
同
様

に
見

て
褒
美

を
與
る

に

を

を
與
る
こ
と
な
し

の

酸

者
は

之
れ

を
欠

り

よ

認

と

別
段

の
手
常

を
公

・ち
の
點
數

を

點

を

を

て
前
年

よ

メ
ン

行

。

に
行

は
さ
れ

ば
z

其
差

ば
共

差
圖
役

こ
と
わ
り

と
雖
然
る

六
隊
伍

の
放

に
中
り

多
け

に

れ

の
上
級

と
偽

5
或
は
中
隊

の
上
級

と
偽

5
或
は
マ
ー
ク
ス

メ
ン

の
上
級

と
偽
る
と
き

は
別
に

又
､

中
9

の
賞

飾
を
受
く

可
し
但
し
別
種

の
賞
飾

は
其
中

隊
を
去
る
と
き

に
乗
ざ
る

可
ら
ず

に
褒
美

を
與
え
る

六
百
ャ
ー
ル
ド

]
の
的
場

に
於

て
は

一
人

立
の
放
發

を
三

期
共

ざ
れ
ば
こ
れ
を
許
さ
ず

且
又
大
隊
及
び
中
隊

の
上
級
た
る

者
は
唯
一

名
に
限
り

「
マ
ー
ク
ス

メ
ン
」
は

右
の

二
名

を
合
し

欧

二

て
百

人
に
限
る

又
賞

飾
を
許
し
別
段

の
手
當

を
與
る

3
其
翌

年
の
試
験

に
於 於

よ
り

3

中
り
少
な

ば
南

樣
と
も
に
こ

南
樣

れ
を

取
上
る

を
法

と
す
又
一
大
隊
に
て
共
中

平
均
し

前
年
の
中

少
な

ば
大
隊

の
賞

飾
を
益
々
取
上
げ

與
る
こ
と
な
し

又
兵
卒

に
罪
あ
っ

て
押
籠

の
顎

を
受
け
稽
古

に
出
席

せ
ざ
る

七
勉

て
賞

功
奏
せ
ん

た
め
功
な
き
者

頗
の
沙
汰
な
か
ら

ん
が
た
め
試
驗

の
帳
面

と
共

の
帳
面

を
共
表

は
放

の
中
り
中
り
を
試
み
た
る
即
日
に
記
し

護
で
こ
れ

を
納
め

置
を

命
の

下
だ
る

を
待
つ

を
待
つ

可
し
若
し

書
類
に
字
を
削

書
替

へ
た
る

處

あ
る

さ
又
は
共
書

替
へ
た
る
文
字

の

て なに

な 前 け 限

し 年 れる



メ
ン

豫

「
九
十

百
人

隊

合
て

百
人

隊

隊

1
1
6

大
隊
の
內
の
諸
隊
伍
に
は
一
樣
に
褒
美

の
數

を
分
配
せ
ら

壁
へ

ば
マ
ー
ク
ス

メ
ン

百

る
を

法
と

す
ろ

法

た
る

し

十
九

中
隊
中
隊

の
士
官
た
る
者

出

と
あ

其
袋

取
上

可
に
戻
る
こ
と

の

れ

ち
の
法
よ
り
必
角
星
を
大
に
す
る
等
不
正

の
事
を
為
し
て
規
則

の
趣
意

的
の

數
を

く
し
定
5
の

5
處

に

の
風

の
向

を
考
へ

て
的

の
置

3
リ
ュ
セ
ッ
ト

顛

ム
キ

類
に
士
官

の
調
印

な
3
欺
或

は
､
書
類

を
紛
失
す
る
こ
と
あ
る

等
不
正
不
審

の
箇
條
露
頭

に

銃
操

法
巻

之
三

二
十
二

及
ぶ
と
き
は
褒
賞

の
沙
汰

ふ
止
し

可
し

十
八

的
打
又
は
遠
近

見
計

ひ
業

に
於

て
跳
躍

の
數

を
計

へ

に
加

域
を
為
し

定
の
場
所
よ
り

近
3

近
處
に
て
放
發

し
遠
近

に
從
ひ
定

5
の

法
よ
り

。

者
的
打
又
は
遠
近
見
計
ひ
の
試
驗
に
立
合
て
共
職
分
を
怠
り
誤
て

不
相

當
の

人
へ

中
5

の
褒
美

を
與
る
こ
と
あ
れ

ば
共
士
官

を
し

て
間

違
の
褒
金

を
償

は
し
ひ

人
を

常
式

の
中
隊

と
豫
備

の
中
隊

と
に

を
常

と
に
分
配
す
る
こ
と

左
の
如
し

常
式

の
中
隊

十
隊

「
マ
ー
ク
ス

メ
ン

九
十

人
)

預
備
の
中
隊

二
隊

「
マ
ー
ク
ス
メ
ン

J
十
人

二
十

一
中
り

の
上
級

に
付

3
^
備
隊

の
「
マ
ー
ク
ス

メ
ン
」
へ
別
段

の
手
當

を
與
る

の
法

は
貸

に
付



銃
法

巻
之

三

課

二
十

三

に

り

に
れ

に
裏
印
し

て
銃

術
の
總
督

に
出
だ
し

副
將
軍

の
手

を
経

て
遂
に

大
將
軍

の
聞

に

其

を
の

趣

を
が

如
く
期
限
を
延
ば

は
嘗
て

れ
る

る

す

十

月

行
か

に
付

2
十

人
の
割
合

に
し

て
常

式
の

兵
一
大
隊

に
付

3
共
換
備

隊
に

は
マ
ー
ク
ス
メ
ン

]
十

を
行
人
た
る
者
の
總
人
數
百

備
隊
の
種
類
に

ら
す
預
備

一
大
隊

の
人
數
に
て
例
年
の
試
験

年

をた。

一 四 、

季 に

こ 分

すち

人
付
き

人
よ
り

多
か
る

可
ら
ず

二
十
二

別
段

の
手
當
及
び
賞
飾

を
得
た
る

者
は
共
命

の
下
り
れ
る
次
季
三
脚

､
羽

の
初
日
よ
り
こ
れ

を
受
け

一
年

の
間

持
續

く
可

し
持
續
く

二
十

三
兵
隊
若
し
戦
爭
の
地
に
出
陣

戰
爭

欺
又

は
他
所

に
屯

し
て

的
打

の
試
験

を
行
ム

可

ら
さ
る
こ
と
あ
れ

ば
改

て
試
驗

試
験
の
命
を
受
る
ま
で
は
嘗
て
受
受
れ
る
褒
賞

を
持
續
く
べ
し

然
れ

さ
常

式
の
期
限

一
年

を
終
ち

し
後

二
年

4
を

二
年

9
長
か
る

可
ら

ず
但
し

ら
ず
但
し
右
の

す
に

は
隊
長
よ
り

次
第

を
三

通
の
書
面

に
認
め

管
へ

ば
千

八
百

何
十

何
年

の
雷
銃
試

業
は

何
等

何
等

の
差
支

白
て

由
引
す
る

と
の

趣
を
記
し
別
に

又
褒
賞
を
持
續
け

ん
と

の
願
書

を
添

へ

地
隊
長

達
す

二
十

四
中

の
上
級

に
付

褒
美

を
願
ム

の
書
面

$
三

通
に
認
め
例
年

雷
銃
操

法
の
公
報

を
共
に
こ
れ

を
銃
術
總
督

に
呈
し
總
督

の
一
覧

を
經

て
副
將
軍

に
白

す
軍
務

局
よ
り
褒
賞

免

z

雷



3
5

一
に

雷
銃

の
的
場

を
定
ひ
る

に
は

諸
人

の
怪
我

な
さ

や
粒
古

の
便
利
な
る

や
雑
費

の
少

私

て

れ

を
受
け

雷
銃

の
的
場

を
選
び

之
を
塞
定
す
る

事

ラ
イ
フ

ル
コ
ン
テ
ス

ト
V
」

て
技
術

を
競

は
し
ひ
る
こ
と
わ
り
此
時

は
別
段

の
趣
意
を
以
て

フ
ル
コ

と

少 其

记

置
を
蒙
ち

或
は

他
の

罪
に

由
!

の

身
持

に
出

て
軍
律

の

エ
ン
ク
ラ
ン
ド

由

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

海
籍

手
當

は
軍
律

に
於

て
之

れ

を

二
十
四

許
の

命
を

に
を

下
だ
す
と
き

は
勢

揃
の

時
に
こ
れ

を
本
人

へ
申
渡
し

共
姓
名

を
大
隊

の
籍

に
記

雷
銃
操
法

智
之

三

仕

に 蒙る

出

し
て
公
に
布
告

す

二
十

五
中

5
の
上
級

に
由

て
得
た
る

所
の
別
段

の
の

を
取
上
る

に

と
定
式

の
給
料

を
取
上
る
箇
候

に
同
じ
但
し
出
奔
又
は

箇
條

不
身
持

て
英

倫
及
阿
爾
歯

の
裁
判
所
に
て

酎
を
受
る

と
8
其
年

雷
銃

の
試
業

席
し

て
褒
賞

を
受
る

に
妨
な
し

員

二
十

六
兵
卒

を
励
ま
し

て
雷

銃
の

操
法

に
巧
な
ら
し
む
る

に
は

共
術

に
上
達
せ
る

者
へ

政

府
よ
り
賞
飾

と
別
段

の
手

當
ど

を
與

へ
て
既
に
十
分
な
れ

ば
中
隊

の
長
官
又
は
其
他

の
士
官

の

よ
り
私
の
財
を
散
じ
て
士
卒
を
賞
す
る
こ
と
は

禁
せ

5
但
し
大
軍

或
大
隊
に
於
て

「

場
所

の
總
督
よ
り
免
許

免
許

を
受
け
長
官

の
財

を
散
す
る

3
妨
な
し

第
八
篇



雷
銃
操
法

巻
之

三

二
十
五

六

g
幅
狭
け
れ

ば
的
場

の
間

を
十
ャ

の

間

/
ル
ド
J
r

同
じ
土
地

に
二

筋
3

三
筋
必
的

場
を
設
る
と
き

は
二

筋
を
一
對

と
し
此
一

對
の
中
心

よ

之
れ
を
的
の

一
對
と
す
共
一
對

の
兩
方

に
四

十
ャ
ー
ル

ド
]
づ

の
空
地

を
設
る

が
故
に

二
筋

の
的
場

を
立
る

に
は
其
幅
狭
く

必
九

十
ャ
ー
ル
ド

」
た
る

可
し

第
三

十
葉

第
一

圖
の
如
し

の

の
的

म
र

地
必

第

に

可

、
三

「

ܟ :ܫ

1
1
1

1
1

諸
件

に
注
意

し
事
ぁ

れ
ば

放
を
留
め

ん
が
冷
め

な
9
故
に

々
な
に
や
っ

之
れ

を
選
ぶ
こ
と
甚
だ
難
し

固
よ
り

共
土
地

ぶ
の
形
勢

に
由

て
一
定

の
法

を
立
て

難

し
と
雖
然

左
の

條
を
以
て
通
常
の
心
得
と
す

少
な
く

三
百
ャ
ー
ル
ド

」
の
弾
道

を
取
り

難
s

地
は
雷
銃
試
驗

の
的
場

と
為
す

可
ら
ず

的
場
を
定
る
に
は
共
的
の
後
ろ
の
地
を
見
通
し
て
危
か
ら
ざ
る
場
所
な
か
る
可
ら
ず
見

廻
り
ら

の
人

は
所

に
伏
し

て

山
の
上

の
的
場
よ
り

山
の
下

の
5
8
山
の
下

の
的

を
佳

と
す

第
二

十
七

葉
第

一
圖
第

二
圖

を
見
る

可
し

山
下

高

四
的
場

は
二

筋
相
並
べ

て
設

並
べ
て
設
く
べ
し
然
る
と
き

は
其
的

の
間
士
ャ
ー
ル
ド

」よ
り

狭
か
る

可

ら
ず

5
彼

の
一
對

の
中
心

で
九

十
ャ
ー
ル

ド
]
の
空
地

を
取
り
其
兩

方
に

又
四

十
ャ
ー
ル

ド
]

の
空
地

を
設
る
こ
と

第
三

十
葉

第
二

圖
の
如
く

し
て

雨
對
互

に
相
混
雑
す
る

を
防
ぐ

可
し

稽
古

の
人
數
甚

だ
多
く

し
て
的
場

を
為
す
べ
き
土
地

の



葉七
十
二

第

全

山下)

第
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二
十
七

雷
銃
操
法

巻
之

三
銃

空
地
多
け
れ

ば
土

堤
の

高
さ
ニ
オ
フ

後

フ
ー
ト

J
に

築
立
つ
べ
し

的
の

ろ
に
空
地

堤
の

高
さ

二
十
ュ
ー
ト

｣に
て
足
る

可

3
を

四
十

五
「
フ
ー
ト

」
乃
至

五
十 五
十

差
支
わ
る

的
の
後
ろ
ま
で

玉
の
達
す
る

の
と
定
め

h
る

可
ら
ず

び
る

に
絶
壁

の
山
あ
れ

ば
千

五
百

ャ
に

都
ル
ド

れ
ど

後
ろ

の
方

。

よ
り

八
的

の
後
ろ

の
地

は
不

地
に
て
凡
千

五
百
ャ
ー
ル
ド

か
る

可
ら

ず
然

の
一

對
と

の
間

は
八
十
ャ
ー
ル
ド

]
,
少
な
か
る

可
ら
ず

キ
ャ

8

へ

s
七
的
場

の
筋

不
行

に
相
丼
ぶ
と

8
は

的
の
後
ろ

の
方

に

I
ル

ド
J

、
隔
て

、
三

筋
3

四
筋

相
並
べ
其
兩

方
に

四
十
ャ
ー
ル

ド
]
づ

~
の
空
地

を
設
る

に
と

第
三

十
葉

第
三

圖
の
如
く
す
べ
し

ろ
の

方
に
て

は
其
兩

方
の
空
地

四
士
ャ
ー
ル

ド
よ
り
次
第
に
増
し

て
八

十
ャ
ー

ル
ド

]
に
至
る

可
し
的
場

の
筋

不
行
な
ら

ず
し

て
的

の
方

へ
ド
」

ル
ド

向
て
次
第
に
狭
く
な
る
と
き

は
其
狭
く
な
る

所
の
多
少

に
從

て
空
地

の
郷

其
校

に
從

て
空
地

の
幅

に に
多

少
あ
る

べ

し
第

三
十

葉
第

四
圖

の
如
し
但
し
的
場

の
筋

は
平
行
な
る
必
或

は
次
第
に
狭
く
な
る

的
の

處
於

處
に

於
て

は
的

を
的

と
の

間
は
必
ず

十
ャ
ー
ル
ド

」よ
り
少
な
か
る

可
ら
ず

的
の

此
一

對
と

彼
「

の

百
ル

ド
]
の

長
さ
な
さ
る

可
な
り

都
て
的
場

を
選
ぶ
と
き

に
は

假
合

九
的

の
後
ろ

の
土
堤

は
土
地

の
形

狀
に

從
て
其
高

さ
を
定
ひ

可
し
不
面

の
土
地
に
て

的
の

後
ろ

の
空
地

千
五

百
ャ
ー
ル
ド

｣
よ
り
少
な
け

ば
土

堤
の

高
さ

「



に

る

る

の
中

掘

のの
內

穴

な
的
の
量
を

る
こ
と

フ
・

は

十
二

二
土

堤
の

前
に

は
四
方

さ
1

怯 +
1

1

の
的

に
用
る

土
堤

の
長

さ
は
其
頂

の
處
に
て

四
十

五
「
フ

に
て
四
十
五

「
フ
ー
ト

]
よ
り
短
く
す
可
ら

其
玉

を
跳
躍
せ
し
め

て
大

に
大

に
害

を
為
す
こ
と
あ
り

な
る
な
る

し
或
は

海
の

方
に

向
て

放
す
る
と
き

は
十
ニ
ュ
ー
ト

」
の

高
さ
に
て
十
分
な

]

銃
操
法

容
之

三
二
十
八

十
或
は

又
土
地

の
形

狀
に

由
天
然

の
土

堤
を
得
る
こ
と

$
5
但
し
流
弾

を
留
る

に
は

其

山
の
勾
配

四
十

五
度
よ
り

綾
可

ら
ず
若
し
こ
れ
よ
り

後
な
る
と
き

は
却

て
こ
れ

に
激

し

十
六
フ
ー
ト

厚
さ

九
4

ン
チ
」
な
る

石
又
は

鐵
の

板
を

敷
て

臺
と

土
堤

の
前

石

念
し

共
上

に
的

を
立
て

的
の
位
置

と
彈
道

の
筋

と
を
直
角
な
ら
し
む

可
し

十
三

的
場
の
遠
出

的
場

の
遠
近

は
土
工

方
の
士
官
に
て
精
密

に
測
量

し
的

を
去
る
こ
と

百
ャ
ャ
ー

ル
ド
」
の

處
よ
り
始
め

五
十
ャ
ー
ル
ド
っ

、
に
區
別

し
九

直
ャ

I
ル
ド

に
至
る

可
し

十
四

地
形
に
不
都
合
な
け
れ
ば

的
の

量
を
去
る
こ
と

十十
ュ
ー
ト

]
の
處
に
於
て
臺
の
正
面
に

穴
を
掘
り
式
見

の
者

の
伏
す
る

處
と

偽
す
べ
し

共
寸
尺

は
第

三
十

二
葉

の
脇

の
如
し
玉
見

の

者
は

穴
の

棚
に
腰
掛
け

窓
よ
り

的
全
面
を
窺
見
る
べ
し
こ
の
式
に
從
て
玉
見
の
穴
を

設
れ

ば
跳
躍

彈
を
見
る

た
別
段
正
穴
士
掘

及
ば
ず
的
の
前
に

近
く
玉



雷
銃
操
法

巻
之

三
二
十
九

等
を
修
復
す
る
必
老

兵
の
職
分
な
り
兵
隊
若
し
こ
れ
ま
で

の
場

て
成
す

可
事

に
は
老
兵

を
使
役
す
る

テ
ッ
プ
ツ
イ
タ
テ

の
試
驗

」

常
の
土
功

は
此
例

に
非

ず

試
験
に
付
て

の
力

役
は
老
兵

の
職

な
9
但
し
土
工

方
よ
り
受
取
た
る
尋
常

の
道
具

に

置
さ
玉
見

の
者

の
屏
撫

と
為
す

又
此
障

の
手
前
八
士
ャ
ー
ル

ド
の

處
へ
別
に

一
個

の
鐵

に

壺
を

脇
處

に

棒
は

不
圓

、
を

3
板

を
用

。
板

の
棒

は
わ
た
く
し

て
穴

の
横
木

に

」
を

を
入
れ
跳
躍

躍
を
見
せ
し
む

十
五

前
條

の
式

に
從

て
玉
見

の
穴

を
作

て
玉
見

の
穴

を
作
れ

ば
玉

の
中

」
を
相
圖
す
る

に
旗

を
用
ひ
ず
し

て

二
人

小
屋

を
作

て
二

人
を

]

き

を
見
分
け
跳
躍

と
尋
常

の
中
ゅ
と

を
區
別
す
る
こ
と
甚
容

易
な
り
若
し
こ
の
法
式

に
從

て
玉

見
の

穴
を
作
り

能
は
ざ
る

と
3

は
別
に

又
こ
の

穴
を
去
る
こ
と
八
十
ャ
ー
ル
ド

の
成

に
土

の

た
く
し

て
穴

の
横
木

に
に

當
て

、
板

の
位
置

を
誤
ら
ざ
る

や

に
せ
り

十
六

十
六

土
地

の
形

狀
に

由
5

右
の
如
く

玉
見

の
穴

を
掘
る

に
入
費
多
け
れ

ば
陣
屋
奉
行

に
訴

,

て
鐵
障

を
受
取
る
べ
し
此
鐵

障
は

的
の

霊
を
去
る
こ
と

十
五
ャ
ー
ル

ド
]
の

に
於

て

に
置

障
を

置
て
跳
躍

彈
を
見
る

處
と
為
す

七
的

を
置
く
た
め

に
土
堤

を
築

さ
穴

を
掘
り
又
は
土
地

の
凸
凹

を
不
均
す
る

等
都

て
的

、
3

を

打十
八

十
八
的
場
土
堤
玉
見

の
穴

なみ

れな

&



三六

葉
二
十三第

入
程

山
口

研
m

i

m

9
回

,
側
面

因

的
臺

地
平
線

@
9

,
側
面
图

地
平
線



銃
操
法

管
之

三

り

三
十

一

5
第

一
的

の
左

の
端
よ
り

玉
の

中
の
中
心
ま
で

の
距

9
を

一
個

づ
●
基
り

て
之

れ
を

左

1
1

の
外
れ

を
定
る

定
る

の
法

左
の
如
し

差
を
試
み
其
差

の
大
小

に
由

て
に

と

小

小
銃
試
験

の
事

の

第
九
編

均 玉

に

と

に

知
る
べ
し

字
の
み

を
記
し
た
れ

&
固
よ
り
異
形

の
縮

圖
な
れ

ば
其
長

さ
を

量

さ
り

て
。
大
略

を

「
チ

圖
面

小
な
る

が
故
に

ば

所
を

去
て

他
處

に
轉
移
す
る

と
w

ず
其
附

屬
の
的
場

を
十
分

に
修
復

し
て
去
る
べ
し

若

し
然
ら
ず

し
て
破
損
す
る
z
y
s

れ
ば
其
兵

隊
の

罪
と

す

右
の

圖
に
記
せ
る
數
字

は
フ

1
ト

」
と
「

イ
ン

チ
」
と

の
數
な
ら

雪
へ

ば
十

は
十
ュ
ー
ト

三
は

二
ト

]
「

「
三

二

「
フ
ー
ト

な
5
或
は

二
六

と
記
し
た
る

は
ニ
ュ

ー
ト
J
K

ィ
ン

チ
」
な

9

其
數

る

に

て 個

れ の

を

~

一
小
銃
弾
丸

、
火
薬

の
善
悪

を
見
る

に
は

数
個

の
玉

を
放
發

し
て
其
中

の
一

處
に
集
る

と

散
す
る

と
の

を
定
ひ

z
の
差 差

を
名
づ
け

て
不

・
芸
ム

前
條
所

記
の

不
均

、
量
り

を

右
の
距
離

と
名

づ

雷



四 か 三

N
e
p
4

雷
銃
操
法

審
之

三

ひ
の 中 數

第
一

其
筒
を

な
れ
ば
物
事
に
丁
寧
な
る
兵
卒

へ
こ
れ
を
命
ず
可
し

申
分
あ
り

と
思
へ
る
小
銃

を

吟
味

し
道
具

掛
脇
役

を
し

て
く

と
名
づ
く

す

ら 第 量 第 学 し 得 を 第 下第

平 五り 四 にて

て
な左 しけ

と 線 真 て 左右小中 左

にの ののれれ 右 にて り 右

を と 由 切差差 をを 上 直れ た の

よ 思 て 點 を 真下 線 に る距
づ

く 然 と 集 の 平 をた 由玉離

る狙め 差均 て の を

る 其 と 線 き 平

数 名 の 兩均

點 を づ 切線 線

すと 玉 點 みの の

但 を 大切

間 數數 しし 記文 點

差 は に にに 外外し をを れ 距

てれ 此 る ば

あ 除 知 左 を

する 點

しの ばれれ 玉 め

て 條
り 均 兩

て 々 平差 玉 直左 の

れ に 均 は 線右 距 の

を 記を の 中 離

外 に り 引均

除 所 れ 玉 きの上 を

せの 上 距 下 合

し 手 數 下離 正し 量

平均均 て

成 を 得 均し の 其

は べ 定 のて 距數

不 す しむ 距上 離さ即

都可 離下 と なち

さ に を 長り

第
二

下
の
距
離

と
名
づ
く

的
の

下
の

端
よ
り

玉
の

中

第
三

左
右

の
距
離

を
集
め

又
上
下

の
距
離

を
集
め
兩
樣

の
距
離

を
合
し

の
中
心
ま
で

の
距

9
を

一
個

づ
、
基
り

て
之

れ
を

上

る 右

る
可
し

此 ば

と
の

間
に
差
ぁ

れ
ば
此
差

は
風

の
所
為

を
狙

ひ
方

の
正
し

三
十
二

蟲
す

可
し

心
ま
で

の
距
離

を

都
合



雷
銃
操
法

巻
之

三

三
十

三

に
て
定
め
た
る

星
な
り

ム

の

1

ら
ず

弾
薬

の
善

惡
を

試
ん

と
す
る

に
は

的
の
遠
近

を
三

處
に

越
三

度
び
放
せ

ざ
る

可

メ

し

「
ロ
シ
ア
ン

第
五

申
分
ぁ
っ
と
思
へ
る
小
銃

を
試
る

に
五

直
ャ
ー
ル
ド

]
の

的
に

放
ル
ド

第
二

一
大
隊

の
內
1
5
放
發

の
最

る
巧
者
な
る

3
の

一
人

を
選

で
試
験

の
業

を
命
ず

第
三

謹
保
し
て
火
薬

の
目
方
を
量
り
玉
の
良
否
を
必
よ
く
吟
味
す
可
し

第
四

小
銃

の
臺
尻

を
肩

に
當

て
筒
先

き
は

食
椅
等

の
如

a
臺

の
上

に
た
ら
し

て
放
發

す
可

し

]
の

的
に
放
し

て
不

均
の

外

れ
ュ
ー
ト
以
上
な
れ

ば
此
筒

は
廢
物
と
し
て
乗
っ

可
し

又
二
三

の
筒

の
良
否

を
比
較

或
は

第
六

六
直
ャ
ー
ル
ド

｣よ
り

近
3

處
に

放
す
る

に
は

的
の

大
さ

巾
六
フ
ー
ト

長
さ
八
フ

ー
ト
」な
る

の
を

用
の

可
し

第
七

狙
ひ

の
勾
配

の
高

さ
を
正
し

的
の

星
の
位
置

を
定
る
た
め
試
彈
と
し
て
數
個

の
玉

を
放
す

可
し

第
八

命
中

表
は

十
發
以

上
二

十
發
以

下
の
試
験

を
記
す
る

の
な
ら
但
し

､
狙
五
所

は
試

發



放
發
者

「
マ
ー
ク
ス
メ
ン
何
某

距
離

五
直
ャ
ー
ル
ド

」

天
氣
快
晴

器

何
年

何
月
何
れ

の
地

に
於

て

試
驗
の
命
中
表

か 目

し

外
れ

試
を
除
き

他
は
一
二
三

の
順
番
を
以
て

計
へ

中
ゅ
の

を
圖

に
記

才
区

其順
從

弘
的

五
外
九
九

6
玉

比
命
中

表

す

に

を
記
す

可

の
數

は
の

第
九

的
の
中
り

を
見

て
こ
れ

を
命
中

表
に
葛
す

に
は
よ
く
謹
慎

を
加

へ
て

其
位
置

其
を

契

雷
统
操
法

之
三

十
四

る
ん
と
勿
る

可
し
放
し
た
る

玉

た
る

玉
は
命
中

表
に
外
れ

第
十

命
中

表
に

は
放
發
者

の
姓
名

、
放

の
遠
近

、小
銃
弾
薬

の
品

類
火
薬

の
基
目
玉

の

目
、
風

の
方
向

、
寒

暖
計
、
時
雨

器
の
高
下

を
記
し
或
は

彈
藥

の
損
し
た
る

に
由

て
玉
込

の
難

た

か
っ
し
有
樣
等
都
て
命
中
に
故
障
を
偽
る
可
3
箇
條
は
盡
く
記
す
べ
し

寒
暖

計
八
十
二
度

牢
寒

暖
計

晴
雨
器

三
士

ン
チ

零
三
七



雷
銃
操
法

答
之

三

量
目

五
百

三
十
ゲ
レ
オ
ン

我
一

風

試

ปี

零

「
ラ

分
七

試
験
の
趣
意

雷
銃

の
試
験
な
ら

放
發
の
數

十
發

雷
銃

の
種
類

長
g

ン
フ
ォ
ー
ル

ド
]
に
て
ロ

零
ィ
ン
チ

J
五

分
七

厘
七

毛

火
薬
の
量
目

ダ
ラ
ム

年
も

セ

玉
の

五
!
「

玉
込

故
障
な
し

風
の
方
向

は
矢

の
如
く

し
て
強
し

入れ に我口

九 四 笹

に は 分

三
十
五



第 「 第

雷
銃
操
法

巻
之

三

上
の

岡
に
記
し
た
る
四
角

の
一

個
を
以
て

1
ュ
ー
ト

ー
ト

を
す

。

X
の

印
は
狙
ひ

の
點

な
。

的
の

下
の

端
と

左
の

端
よ
り
量
り
た
る
距
離

放發の順番

不
均
線

の

量
5

し 切

具 點

左
右

の
距
離

」
上
下

の
距
離

の
差

一
二
三

「
フ
ー
ト

」
ニ
ュ
ー
ト

」
|
「
フ
ー
ト

三
分

1
「
フ
ー
ト

三
分分

ニ
ー
ニ
ュ
ー
ト

」
「
ノ
ー
ト

」

三
十
六



雷
銃
操
法

巻
之

三

雷
統
操
法

卷
之
三
大

尾

狙
ひ

の
一

六
フ
ー
ト

」

狙 「

-
フ
ー
ト

二
分

二
厘

二
厘

均
一

三
不

計
|

二
十

九
フ
ー
ト

」

十
四
フ
ー
ト

」

九 八
一

三
「フ
ー
ト

」

七
一

三
「
フ
ー
ト

]

第

六
一

三
ュ

ー
ト

]
六

分

第 「

五
「

四
「
フ
ー
ト

四
分

四
一

三
「
フ
ー
ド

J
五

分

ミ
ー
ニ

[
フ
ー
ト

五
分

第

三
「
フ
ー
ト

五
分

八
分

ニ
ュ
ー
ト

五
分

七
分
五
厘

第 第 「

四
フ
ー
ト

」
1
「
フ
ー
ト

四
分

三
「
フ
ー
ト

五
分

五
分

ニ
「
フ
ー
ト

」
二

分
七
厘

四
フ
ー
ト

」
八
分
六
厘

五
「フ
ー
ト

」

平 「 共 第 第 「 第

[
フ
ー
ト

」
七
分
九
厘

二
十

八
フ
ー
ト

」
五

分
十
二

「
フ

ー
ト

」
七
分
四
厘

ニ
ュ
ー
ト

」
一

分
六
厘

1
「
フ
ー
ト

二
分
七
厘

ニ
「
フ
ー
ド

」
三
「
フ
ー
ト

零
一

厘

三
十
七 外
れ

ハ
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旅

案
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行 近 て 行 歷 て な が よ 論 西

く
べ
し

と
の

ル

西
洋
旅
案
內

序 ワ

よ
り
來
る
こ
と
あ
り

來感 心せ しか り らり 語 洋

べ は 得し 今 リ 余 :待來 に 旅

追記 とど がホ がば る W 案

交
は 性 か は 遠

の 外
外 る ろろ 又 質巡り 隨方 序

國 て
旅 で 分 よ

官 * 人 と人 ど
に 行がる 悦をり

許 ど ゞ 珍ン 航 を な ば 來

親と
親 し ト 海 、 好 ししる好み

あ し さ {みく

り く 事 = 其 幸 節: 6其

同 ならら 走 1
後 舌 に はあに

時どり ず 見ョ 文系 其誘 此 るり

に 殊 を 依ち聞ル 久 機 方 べ 亦

太 に て も 。 戌 會 かかけ 悦,

平 去私 其ち へ の を られ

海 年 國行や 年 得る
年

さ

の の 考察 々く はて 遠

飛・ 夏ちる の 都̂ ^ 萬影 方芽唯 ら

脚 は に 人 に 合 羅多 延 へ 人 ず多延 人

船 外悠我 情 三巴申出で の
品

は 國 風っ度 の の 懸お 來是 ど

出で に 日 俗 外 諸 年 たる

來 勝 本 す 國國 は
は १ を の

手 國分 の をじる 居 ” 遠

よ に

ひ

は
し
か
ら

ず
や

腑

ひ
と

ル せ

江 のり
り 旅 * 巡め な 方



子り にて江

西
洋
旋
案
內
序

4
は

の

-

て し 年 の す

余 * 明 そ か 歐模る

る の 册 れ 羅多様多南 双

を 本当 意子 と 巴 乗 の

年見 意 “ 人 味 は れ へ 船必

丁る ど は 淺 外 取寄 行 の 多 型

卯 人 て て けけ 國を國 集 き 時 か

八 の る れれ の て の る

月 な 實 を は 事事 一 と 心 べ

さ は 見 彼 を 研き 得 しか 州 、 しる

世る 國 更に 書 方 と

間 と に 綴 留職 な 思い きR

に 南書辨り 置 ひ 兆

かれれ を 是転 し てて ぬ R

$ を 日 号 の れ て

る し る 西 感 記度 は

れ 博ろ 又人人 洋 多 其 見 其の

識く は の 外装 聞輩、 後 :旅 外港

の る 2 爲 案荒原 せ の 日 、

の に 內書 し 手 本に

く 國綴 ?綴っ とど の で 引 人

な 無 り題 中 け の の

り 絵渡 たせ をたをた 外 に

て の り る り り書め

て て て 固 集 飛固

の ど 物語 の よ 拔, 又是脚、 生3

双
方

の
姿
り
厚
か
る
べ
き
地
&
て
と

の

こ
そ
願
う

所
な
れ

と
こ
ろ

。

か
/

る

を
試
み

お
は

福
澤
諭
吉

誌

H な 事 に り書。 先 船 : 來



四
神

族
案
内

目

ア
デ
ン

저
도

저

シ
ン
ガ
ボ
ウ
ル

ダ
ナ
ン

上
海

香
港

經
緯
度
の
事

世
界
中
時
候
の
事

印
度
海
飛
脚
船
の
立
寄
る
場
所

船
中

の
模
樣

通
用
金
相
場
の
事

船
賃
携
方
の
事

為
替
金
の
事

總
論

世
界
の
画

卷
之
上

西
族

案
內

西
洋

旅
案

內
目
錄

ナ
ン

セ
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先荒 どのの は 、 合 方る ラ

方 衆も 誘 ル

ド國 達先達 目 8

金 ル す 方た 計 は

合
な
っ

又

ド
ル
ラ
ル

な
9
Y
れ
ど

船
中

用
に
て

粗
末
な
る

は
い
か
で

な

韜
世

で
行
か
る
べ
し
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ

れ

場
は
時
々
違
わ

れ
ど
る

さ
~

ち
が

!

銀
は
メ
キ
シ
コ
ド
ル
ラ
ル

と
て

た
い
ち

く
も
ん

め

せ
ん
ち
ら
は
か
な
い
そ
う

た
か
さ

へ

く
ん
め

か
ざ
り
た
い
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い
か
い
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七

ル

す
く
な
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き
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く
せ
ん
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か
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ち
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十

五
ド
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ル

除

徐徐
一
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の
客

百
三

十
ド
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餘

加
と
英
語

w
臨
西

と
の

間
の

艦
価

こ
こ

あ
い
だ

心 a
な
る
べ
し

の
勘
定
な
る

ゆ
へ
兩
方
と
る

8

亞 同

の 利 ” 割引 臣 よ

か
ん
や
ら

の

だ
い

な
い

や
く
し

て 利す

お 佛

れ

よ
こ
は
ま

百
三
百

十
ド

ル
ラ

ル
餘

番

四
百

三
十
ド
ル

1
番

の
客

ル

ル乘ル

ク
で
行
く

に
船

の
ウ
ョ
ル
ク

い
ち
ば
ん

で
ニ

利

横
濱
k
g
太
小

飛
脚
船
に

五

ひ
ゃ
く
せ
ん

た
い

よ
こ
は
ま

て

の
答

一
番
の
答

七
百
二
十

ド
ル

ラ
ル

餘

飲

い
ち

き
や
く

ン
ブ
ト
ン

で
行
く

に

て
佛
蘭
西

船
に

船
に

サ
ウ
ス

ア

乘

よ
こ
1
3

,

ひ
き
ゃ
く
せ
ん

た

西
洋
旅
案
內
容
之
上

六

横
濱
よ
り
印
度
海
の
飛
脚

の
マ
ル
セ
イ
ル

か
又
は

英
吉
利

の

”

除 米

二
番

百
ド
ル
ラ
ル

除

ラ
ル
除

一
番

の
二

橫
濱

亞
米
利
加
ま
で

の
船
賃
は
英

臨
囲
ま
で

の
艦
賞
1
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3
餘
継

型
直

米
利
加

の
飛
脚

船
は

賄
お
粗
末
に
て

代
は

別
の
勘
定

な

賃
は
凡
左

の
如
し

一
番
一
番

の
外

に
ス
チ
ャ

レ
ジ
又
は は

デ
ッ
キ
バ
ッ
セ
ン
ゼ
ル
に
て
核
市
等
の
客
か
ら
こ
の
艦
貨
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よ
そ

さ
」



西
洋
艦
案
內

之
上

案 と とに

に
な
っ

て
は

船
に
積
卸

の
取
扱

不

六

行 用 通35 事監台 莫 、 こす 度 に

取く な 用町通 よ 大 だ と

し

用ル

印なに なお

物らな

にメ

る御覧 へ 3 の 専影 の

鬼
通野 の 割 を

に

を

五

か

運 同葉く

段 を賃

の

pourft

に
て
欧
羅

巴
甚
下

凡
百

五
十
ド
ル
ラ
ル

計
の
入
用

だ
げ
し

き
た
よ
そ

5
2 ひ
ゃ
く
せ
ん

」

は
な

さ
だ
な
ん
と
ふ

通335 と の

改運、 三 中野 褒

長 は る .

る 付きる 崎 おこ を 貫越

別名 目 しあ な 百

キ 銘 を 賃 を な 限
の ど 五

に 後部位 替 証し に を 荷漫公 しに ” は 十

內部 の に 金 の 若 携定 物品 な

て 海 : ド

扱32 り金急 S
な

3 日 に なす も 荷り 定品

やはり る 下げ 物 等
ル 入

都って の 誘洋 直 あさり直あ 着 ななな な

合 の 通 相業 な り
替目 は り り

な メ 用 場 はS
り て の 方 に

さ

キ 金 は て 国 ・ 張 人 れ

又は時キ
れ 呂るる

さ 羅多

こ 外 で 々々
を ど

3

れ ド
積 品 包 き た 船ま

を にあ ド 荷 ” なは 中 で

飛ラ てれ ル
賄 行

脚ル ど ラ し を
の か

船 先 を 出 。を
携

きる

へ 持 だ 大 に ど 船 て 月 ラべ考

預覽越 抵にて越 等 見 ” 抵 て
底 を 始 に

なし

切な日 亞 に にに 付

に ど れ 先
私る の 平に

七 しなし に 利 ” 込る ド 海外

てれ 。 て 加 先 ど

先荒 の はは 合
方に も ラ 飛ラ 史

多少 も衆

子 大 く大く ド 達多 目 る

の 金 ル
す 方に 計的

.

い
ち
に
ん

へ
め
か
た

5

ル

海
の
飛
脚

船
は

一
人
前

目
方

三
十

六
貫
目
限
太
中
海

の
飛
脚

船
は

に
し

て

た
よ
そ
い
ち
く
ん
め

|

た
へ

く
ん
め

か
ぎ
り
た
い

へ
い
か
い

に 付 3

末
な
る

は
s
ム
チ

で
な

で
行
か
る
べ
し
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ

ル

ひ
さ
や
く
せ
ん

力
者

の

は
ら
ち
ゃ
く



世 す なる 何 旅 へ

た
な
ば
か
り

か

一
幾

ポ
ン

ド
機
シ
ル
リ
ン
グ

幾
ペ
ン

ス
也

幾
日
之
後
同
人

8
本
書

之
高

可
被

相
渡

但
し
第
二
第
三

の
手

形
へ
金
子

相
渡

申
間

敷
候

右
者

何
年

何
月

何
日

何
處
に
て
何
某

ょ
講
取
候

高
に

付
此
第
一
之
手
形

を
差
出

候
上

ソ れ 外 上

界かる れ 金程 : ド て 國 騎
國語

幾 右 幾 , 中 兩3 の に 張ソ へ 取

日 者 通3 替が も 手で て の に 丈金兎る
西

之 何 用 屋 ”本形る 際 、 夫が子 仕店 萬 す

後年 . ド 覺 の を 出 を 代なを 法 旅金 法旅

同 何 幾 銀 波 渡起 を 設男 不るる案

人 月 札らせ にすけ 越中す 入 “ け 易 は 越 內

2 何 なばこ る さ と 英 すれ

本 日 り 直す のれ に 吉 に ど 之

書 何 気 に ず 手ばい 利 はあ 上

手 に 正動い 形 誘ム の 誘 百: 其 濱

形金 づを 高 長森べお金 ド

の にれ 以 に 崎 き 替 を替 を ル

文 : 引階 の て 應 に 商問: : に引 為

相 某 言え 替交図、 じる 人死屋” 替 “ 付

を 又是 へ 時店会 組み に

り
へ は 持ド の を 合い す ド

ば 素越 ソ 相 出 の ふり

て の 場 しな の し ラ

同 本 を て 替手に 房 ル

如 士 右 店 。 以 為 問 : 形 法

しの て 替屋 をを 色彩

資 ; 行 英 商 買 々 く 預 。

* にド け 吉 に ふあ 賃

に ソ ば 利 を も これ を

8 の 正 の ど 取取

な 為 が 金 通う せ り なる ら

るとちり て り て る

の : 引督 が て 世 英 " の 右 入

屋 ”替ン の 吉嵜 節芳 の

申 差
た とどる ド 店 中 利

間 出 と 取と はと ににの ち 第

敷 候
へ 引占 い 行諸 都」 に

候 上
は を 論を て 國口 は 付

し
ろ
う
と

さ
と

あ
り

あ
づ
か
り
ち
ん

お
こ
な

1



又是 渡 判荒 途 金 々 く 右

仍
如

件

西
洋
旅
案
內
容
之
上

さ
ん
し
る
し

じ

枚

手 に 方 をしっを を どの

形手に 手 を 置 に に に て あ 女

の 重 形だき て しのせ る最ソ月

文えな のし紙 一 , 手 に ば にはに ド

旅言る裏手に 入 枚 形 二 “ 初芝 第 ッ入れ 、 形 に 日

に ゆにに 形 を は を港 めー の

手で 記 を 海自 持 : 印 手 ので

形 :なし 取 に 分 越 に 形手だ
巻

之 るを 且 寄 を 落と に す は をを 形ォ

上 差 べ 手 でし 懐 渡買“ どべ で ど

出だく 形 金 又是 中形 : すき る金金 八

せ は の を はし 三 ど 子 ン

し 三 読影 g を ク

上之 枚 三 取 一 枚 の 印鑑 同 引出 2:

幾 ? 枚 べ 難 は 中 に 替

日 等 揃 船連、 一男渡手で にも 多

の 間 は 趣味 な の 枚 せ 形 しなの

後ろ 向 を ば 三えて島 を

金 なれ なな し へ 留” 一一一枚、 第

すきばり て 調 ます 渡

可聴 よ 然 但 手 で け 宅、 し

相 る し 形に 置き へ 印 て 替 附

渡 で 自 べ 金 を な 殘 2 にべ 鏡 を な 1. 一 の

どみき子など し 渡し 渡二 手

あにに 請 を の 置 ささ 三込形

り て 人 に請せ 次2 冠

て 持 を 取 し どの と

れ 袋頼防どど に 飛參頼 に 記 を 金

九 はすすき す 脚 せりっ子

前 る なははれはれ 船荒り けする

に 方 にどう 留 ばにゆ

も 宜彼 に 人馬主さ れ て

し 是 の 宅 と共に

と 書士 へと 。 遠 に

さ
ん
し
る
し

場
所
附

為
替
問
屋
仲
間
姓
名
書
判

し
る
し

いる

わ
た
す

く
う
ん

す
な
は
ち
い
ち
し
る
し

会え



右 など べら 手 こりる くる

ど
ち

口

る
な

睡
f

ン
ト

は
二

百
四

十
ペ
ン
ス
な
ら

西
洋
旋
案

內
之
上

形や 、 の を

げ
つ
か
る

金
を

り英英 9 も8 つく 形郷 ヶ 金出所 正時 通 差

ル ”吉 外 るお 買おゆな を は 金り月

मे り利 船 の ふおう れ に

の 替 ぜ などど によば 年取引

グ 通 3 通 3 の り きす おまる ドド

は を 多用 仕 中 りお 相 で

二十 ポ 金 法
すて 場“ g の な

ご 相 は きなの た 手 で れ夫転 手 おれ

に ト 場 種 手りしかく形替 替々 ぜ

十 殆ど の 々く を 問 に も 上問:

べ たい事あた は 即座 三 日間出屋” 屋え

る れ 相続手ヶ限 し なれ の

る 對於 形 あて る は 手で

な 影金錢 8 にのに り 正しゆ 相原形

を 装 誘 賣 の 金賣 ' 文え の ゆ 勢を な

を 説 る言 手で へ手
て のれ

話 ど に 形 に 請 のど て ば

ス + 長 き 何 な 初取と 手 に と 世取っ手

ど に け る 号 れめ る 形 に

い 分 れ 市 のば 手 ま 追 て 通通う

ふた す 後 相 形 で 々くい

彼る どど を のの 人 よ の

ゆ は

手で

日馬 の し と は を 先 に本

葉を シ 限 直 口 き 三 多 經 飾 て

に ー ル の 限 にに た
か に 何た 日 加 て に じ

記 長野 を 金 F 露 迷 行 方起遂に

短 いたし へ
十

はにき に
ルン

に ん の ば 正 てば 十

こう と て なす本 三 日 問 : 金

いさ 損た り さ 店 日 … 二 屋 * 差損監り

ふきふ 徳 き さ にさこ 限 に 引盤 支ケ に 引

日 める

買中間國の 銀影

の銅

を

あ
い
た
あ
る
ひ く

小

ば
ん

の
卵
子

に
認

し
難
し

銀
札
に
て

てすり

る

べつ

か
た

は
はれ ば て の 切替 な



西
洋
旅
案
内

巻
之
上

あ
g

ル

少て

をの

ル

し
ゃ
ら
な
ん

す
べ
し

正

て

を
買
ム

に
は

【
ナ
ポ
レ
オ
ン

ち

邊

ド

えいゆ

て
た

と
り
あ
つ
か

諸
國
に
て

は
あ
ま
り
メ
キ
シ
コ
ド
ル
ラ
ル

を
通
用

せ
ざ
れ
ど
も

凡り

十

に み

國

國

凡

しはにうてふ

よ

み
や
う

輕多 用 は

日 年

しの
表

ナ佛りをりさ

す
な
は

りポ蘭え プ

行
っ
て

れ

才 る影抵ど

ふ

に

ト

こい

日 通 十像る て よははち

し 本院 あ金 大 り

ふ西ド利 ト

り

合西 ス

當流 に

ラ

面に 相

ナ

に

ン枚

の

ふ

才 ば

れシ

ク ラ

ど

すラ

ポ

キ 五ど 五 て

。
一
メ
キ
シ
コ
ド
ル

ラ
ル
を
以
て
ポ
ン

ト
の

求

以

ド

磯 香西

は 港洋る に 影釣了佛 六亞ド 8

メ 漫諸 、 蘭 七 ル 大 に

は
” ラ 抵 、 シ

後 に を 相 の ル 加

船 っ ら 今 場 通3

中 ド
の な 用ル ド相ル

金 の ル は ラ

模ラ
は ラ を ル

之 様
プ あ ル に を

を う 大帝 ラ りはは 歩 付 以 。

す

に

し 取

持
手

参

る 本 ポ

の あ 五

外さ 通ト

金

歩 ラ 場

は 新 ル

中
て 吹ドル ラ 手 第 に

の に

に な 當流 れ

道なき 當流 磯禁金 と 付るり

度
海

の
港
井

に
上
海

み
な
と

十
一

か

前 と 百 ル 相

9

と
3

船
中

の
小
道

二
兩
三
步

計
に

當

船

し
よ
う
か
い

こ
づ
か
い

雨 ド の

ど 海、

せ
ん
ち
ら

渡 印 本 羅 う 計り 大三 四時

る 度 巴以

な
ら
び

ル

る

に にて の

て

な

小 ら 金 て

抵ラ

ラ 朱

ド

こド



た
め
に
備

へ
し
る

を

の
な

を

た 船台う ぢ

度な 心 と 水 の の 度沈多

る

內

せ
ん

ト

る

て
大案
に

備差 し移る に 力 入船 飛 に

西

“ 船

海 に

プ

む
か
ひ
か
せ

六ン

市 れ て U 十ら の 五 る 數 す

に に ど 水 フ 間飛” 海 千ゆ に 洋野

に に 乗 はあん脚の

に ウ 芸 ン に 勘 て

た ち 生き と な Դ 間に 3 脚ま 千

る 機 よ き る と 蒸劣 口 船

る からりはは ど て 氣ラ

の 飲 て飲 て もば の ド 印に 大和 ののど 小

同 餐

り り配バ ラ ひ て どちど 樣 之

○ 又 て い 様 の て な ふ 上

乗 , 船荒 な 井
井 ど ら強 飛 ” 荷 に り に

組影 中 く に ボ な 性 脚物 ば は

の 道 艘 船影る

人 人に 具 中程 史 B 澤千 と

數 * 數 に を に う あに し 大山 石 は山石

船 荒 て ぶ測 て に り て 左抵、 積 餘 掛台数

將 々く天る た し 2 ら に 同盟 み 目 を

以 の 交 、 道 すき の 豊記 旅の 記し む のり

下 褒 ” を 具 か るばす て 客船 名さて

役 床 測 を る 8 つ に 2 る なにな 計

々 にれ I' て して な 多り てるふ

水浮る ば 置き なちな 二 船 れ 人 飛 一 日流れ

夫 き な る らち 三 の ば 數 * 脚ト 本格ば 先

の 方 に何り ゆ に 十三 大 此馬乗船 に十

用 に 時房 へ は 里 さ 度 るはは て

意” てて に た も 底 を 三 点 べ 大 米入船

ある め しに走千 し 抵 、 六

に り 自 る ラ 本題仕る セ の 船

至にこ 由子 不 ィ 船台 掛 船治 百 乗 ” 中 千 除

るれ にに 意 の あ り の ト

す 暴行 の亦 ポ 難 兩難充り し 模ン 重 積み

で 非いか 節 ゥ節 船荒 て 側 長 語太 様

人気 の て のる と ラ 海 に 太四 當

す
い
か
な
い
か
し
ら
こ
つ
か
い

に
て

お
と
ひ

十
二

.

か
る

、

高

日常 は Ռ すた に は に は

よ

石

にの

さ



乗 応 にう語朝 を
餘
に
て

9
4
9

荒

円 け

ち

ば
か
り
よ
う
い

は

” 総支用脱走 と は 屋 ” 水 人 も 床に の

る て ひな い 朝智描ﾁ 丼 鉢 喪 “ あ の 客
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渡案 何
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しお損を 紗 へ

引上みせ 五 船さみ 五船

にてて さ 箱 頭

にてて , 逆える 毛 っ

を
な
し

と
3

の
受
取

狀

を
研
金

と
金

に

送 例

しあ荷” み

どう

よ れ

ば よ

5 此あり

西 受 誘

亞 取 寄

ラ
ヂ
ペ
イ
ル
ウ

ペ
ト
ル
ス

據 取

に 書か

し をを

てて 出
あ商; 貨 に 多織、 ど



誘 右

も
う
こ

口

西
洋

案
內
附

金

L

同 装 に 亞 はり の 佛 運 は亞場 引盤 右 暮 ら

飛 上 の 米 の 上 と 物品 蘭 : 貸 帆 替 約です

脚 れ 物 の 利 ” 條 に 西 " 餘 * 前 月 にあに * 美月

船さば のりば に 加かた の て の 程 船影 日 す

の 目 ” て の 見通称三 飛 高 に見通 但三え れ

並 四 用 し すず脚 し てる ば

便 に ド ゥべ金 一 ら フ 船一らフ 荷ン荷 *

な て 相斤ラ に 物ド

れ ラ賃 ラ て ソ 枚まで

ば 荒ル錢荒 ル 送 に は 同

ー を こよ 方 又ル お 不

尺 定是みり は 重部 セ ねえね 用 多

立 を め 又差 を 能 を ど て た の

に 百 重 濱 二 品 ル品 る 時

の 斤 きま飛 g 十 物 よ べ 取

物 に 品 で 目 め は り 運 し

にに 付く 物 の 荷 に 目 横 貨

付 九 に 物 當 発 枚

こ ドド て を り に 史

ル 誘 ー て で 直 渡

ラ
フ 運荷

ル に ラ た 物ら に

飛で ン を を 付

脚 り 定送

分 立を はめ 船 船

品 の 銀 百 に百 に 頭

にに 男 入 等 見 お 荷

付 便 かにた匁 物っど 枚

四 な 餘 付 ?

号 れ 積 書 以

. 五 ば む 判

万一 3

百 9 っ

祝 餘 ・ 立 銀ン方

ゆ

定
の
認
城
と
し
て

成
交
説

の
講

期
,

四
松

を

う
ん
ち
ん

を
塗
る
こ
と

g
<

~
下
重
な
り

に
観

い
ち

ひ
合
や
く
せ
ん

ひ
ゃ
く
せ
ん

]

此ら

う
ち

ド
ル
ラ
ル
小
五
郎

の
品

は

目

+

つ
ゆ
ひ
ゃ
く

に
」

る
に
地

「
餓
心

強
加

所
の

一
を

助
て
荷
物

と

を
積
む
と
き

は

た

プ に

ひ
ゃ
く
含
ん

の金 ラ

く
た
て

4



西
岸
旅
案
内
附
録

一な 一同四 に

ラ

ト
ン
に

ド れ

の
ロ
ン
ド
ン

へ
綿

茶
を

ばに山“

ラ な 四 十りな

ル 帆 ば
階

プ

れ れび

れドド

F 荒 船方

ラ

着す

ド

D
l
5
D

ド 上 横 に

れ

米三 割れ 港ル 海難する

横 を

ん
た

に
付

四
ド
ル
ラ
ル

生
但
し

監ラ 亞歩 は 英 " な 香ラ
な 同

ばり 蒸利” 朱 用 利 ば へ 凡 一
氣氣 ” 加 一 の 六 帆 尺ル う

旅 ナル 船 院 の 口
前 : 立 百一 諸

器 五り
な サ 総 ン ル 船 一方

十 貫はれ

ラ 同

ば 物 ら

ル 船 だ ソ
ら 同 は 帆 を

なに に 茶 尺 じ大前・

れ 付ス 付学 を
船荒る

以 t 四 送
な
な 行商 運 金

同 五 へ ポ
れ 李れ 李

銀

ド は
号 ば に

誘

四 ルート四ル
坪3

外出

十+3 尺

硝に

品
ル

付3

に

三 物

尺
立
方
四
十

い
つ
し
か

く
た
て
っ
こ
う

を
送
る
運
賃

左
の
如
し

る
に

は
一
ト
ン

に

つ
さ
ん

い
つ

し
や
く
た
て
っ
し

か
と
う
と
う
そ
ん

三
ボ
ン

ド
ル
フ
ル
1
5

十
一

｢
1
9

に

船トポ

ポ

-
熱
氣
船

よ

~

外

ト

!

は
ん

は
ん

よ

6

よ

伴ポ

ポ

り

尺
立
方

四
十

坪
に
て

六
ド
ル

ラ
ル
1
5
0
ド
ル

べ
つ
だ
ん

め
か
た

い
っ

子
の

鏡
等

損
し
や
す

3
品

は
別
段

に
運
賃

を

ン
に
付
五

ン

物
は
印
加

-

四
ド
ル

に
て

三

に
て

四
ド
ル
フ
ル

戦
1
5

ド
ル
フ
ル
蒸
氣

艦

三
ボ
ン
ト
1
5

付

三
ボ
ン

ト

よ

は
ん

2
3

3 は

五

ナル

四

尺
立
方

四

ろ
s坪

目

ラ

ドて 荷に

に ララ



書

か
っ
け

割受ヶ

し

ね
く
り

し
や

5

限遠 g

に

す型

よに事

を なこ を れ 限

次 を き

た
か
ぎ
り

ずてる

ら雄

附子 行 ” を 金 に てる

たた

6
9

S
A
T
C
H

S
S

石
運
賃

の
割
合

は
商
聞

の
模
様

に
山

て

四
洋

艦
案
內
附

金

旅

チ
ィ
ス 1

a

すて 借 み

運

など くらし 差 者 船だ

りは べ て 借話 利 ” の 又表

か 常 る 船出 足 な 損紙 は

認 、 方 荷 法 途 三えし 其る 商 *

さ と ど 中 分 大 積 賣積 賣 は 案

人 送り す あに人 すあ よ 抵る 荷船

よ しぶり て り ごべ を

如 り の 次然破然 破 五 割 引 入 の

し 注3 事後 の 第だる 損転 み 半約 、當 この

1 は どす

りなし

り 度 は ば とと 三えり

て 目 兩 除 苅 金

品 五 ま五 まく を 時

物ス 金太 の なみ で 危 借 ”、

を なく よ る + 高野

買

利 都込 へ

にる と て 夢中

出 で 借 お 誘 O 取船

來 き た 荷 “ 斯國 るす

するるく に どれ

行 や 金 船 を 金 ば

く をを 引監子 は 國 金 致

べ 先 を 金 引法 等 を

に
観

て
残

方
へ
巡
る

の

積み

3

又 く 洋 を 難

先端

に

治す 援交高る ゆ 渡

船

ひ
z

れ
を

修船く金こ

十
二

思
べ

か
下

の
麺
ゆ
る
ゆ

へ
極
た
る

3
の
と

後 に 名多 西 感 利 ” に

もに

4
9

る

ら利

ち
が
ひ

す覆会 下げ” 引

しをれれ 高足を 當

て 返 を g を な i

は 磨き 修 を 取る り

よ

にき に に 借 のに

所秀返し て 貸 おし

てる 海

て
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洋

艦
案

內
附
錄

十
三

二
萬

六
千

二
百

四
十

二
ド
ル

ラル

一
千
四
十
九
ド
ル
ラ
ル

六
十

八
セ
ン
ト

荷
物
井
に
為
替
取
組
之
世
話
料
總
高
四
分
之

ド
ル
ラ
ル

牛

.

一
四

十
ド
ル
ラ
ル

雜

ン
ト
牢

一
六

十
二
ド
ル
ラ
ル

牛
品
物
買
出
し
仲
買

の
口

錢
一

俵
に
付
十

セ

代
金

二
萬

六
千

百
三

十
六
ド
ル
ラ
ル

但
し
一

斤
に
付
十
四
セ
ン

-
久

依
數

合
而
五
百

依
目

方
十
八
萬
斤

六
ド
ル
ラ
ル

同
二

百
四

十
俵

代

一
喜

萬
四

千
四

十
ド
ル
ラ
ル

綿
二

百
六

十
俵

代

リ
ィ
タ
ル
ボ
ウ
ル

名利

人
ス
ミ
ス

の
組
合

へ
送
る
荷
物

の
送
狀

へ
積
込
み
船
頭
ゲ
レ
オ

ョ
ン
ン
ン

秋
の
組
合
1
5

綿
五

百
ジ
ュ

学

1

や

名船

帳

の

な
る

者
の

手
1
5

目
方

九
萬

三
千

六
百

斤
但
し

一
斤

に
付
十

五
セ
ン

-
久

一
喜

萬
二

千
九

十

目
方
八
萬

六
千
四
百
斤

荷
車

賃
一

俵
に
付
八
セ
ン
ト

一
三

用

&



あ
ら 合さシ

せ : に

ソ 船

の 頭 西
洋

旅
案

內
附
錄

カ

に 名船

の

十姿婆 れ

一
七

十
二
ボ
ン
ト

徳
利
百
四
十
四
組
入

一
組
に
付
代
十
ッ
ル
リ
ン
ク

組

ン
の
商
人
ジ
ャ
ミ
ン

ン
の
た
め

に
こ
れ

を
買
捌
き

し
勘
定

書

船
頭

ス
ミ
ス
乘
組

の
バ
ン
ク
ス

翻
送
れ
る
変
酒

百
六

十
八

箱
を

講
取
り
ロ
ン
ド

よ

り

か
ん
ち
ゃ
う

。

合 れ は 人 ,

ド をド を ば 誘 の

取 世 時 。 荷

る 話 の 物 月

商 て 料 模 を

人 ど 高械ち 3橡 引 答 賣

英“ あ くにに 請請

常り賣3 由香 て わ

利” 新たて新た てて 定

の 家け た 定れ書『 ル 百

人 の るめ をのを

よ 商談 總商 總 難 賣 事 に 十

り 人 金出し 歴ェ無し

麥 き な 高荷“ き

酒馬 れ の 物 ら 誘 +

を ば 引を 引

引 : 世 定 ト引 よ

受ぶり受子 話 を

て 料 商 荷

るみ 人 に主ル 八 合

れ 5れ 舊

を かけを 家”

賣らにるら る

物 や 分 て 書か 百一

きす 五 世 附 ?
分 セ

誘 し 厘 間 に な

荷 ” 今 , 時にり

ど 名 * 荷荷で

しの物

送 にて 通 費費

り “ は伊 り
ラ

し 太三え た の

分る 世せ

の 、 お話。6

書 割 な 料

月
日

ニ
ッ
コ
ル
ク

に
お
み

て

總
二

萬
七

千
二

百
九

十
一
ド
ル
ラ
ル

六
十

八
セ
ン
ト

割
合

ジ
ョ

ン
ン

ン
組
合

書
到

四 賢第十

8
.
4

た

要

ン 入き入

箱 し

十一代

二

本は

德

利

.

ン の

ン なは

組ド

請

四

か
ん
ぢ
や
う
が
さ



西
洋
旅
案
內
附
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內
諸
入
用
を
引
く
こ
と
左
之
通

一
四
ボ
ン

ト
四
シ
ル
リ
ン
グ

組
入

一
組

に
付
代

五
ﾍ
ﾞ
ル
リ
ン

グ

&
百

六
十
八

箱
德
利
五
百

四
組

入

代
金

百
九

十
三
ボ
ン

ト
十

二
シ
ル
リ
ン
グ

同
十

五
組

入
一

組
に
付
代

五
ﾍ
ﾞ
ル
リ
ン
グ

四
ペ
ン

ス

一
六
ボ
ン
ト

同
八

箱
代

一
四
ボ
ン
ト

同
五

箱
代

入
一

組
に
付
代

六
シ
ル

円
ン
グ

八
ペ
ン

ス

一
二

十
ポ
ン
ト

同
二
十

箱
代

同
二

百
四

十
六

組
入

一
組

に
付
代

七
シ
ル
リ
ン

グ

入
一

組
に
付
代
セ
シ
ル
リ
ン
グ

四
ペ
ン

ス

一
八

十
六
ボ
ン
ト
ニ
ッ
ル
リ
ン
グ

同
八

十
二

箱
代

一
五
ボ
ン
ト
ー
シ
ル
リ
ン

グ
同

五
箱

代

1

同
十

五
組

同
六

十
組

八
ン
ス

同
二

十
四

物
揚
場

運
上

一
箱

に
付
六
ペ
ン
ス

十
五

!



離
船
す
る
と

兩
計

の
賃

を
揃

へ

そ
の

船

さ
ら

に
ひ
っ
く
り
や
ら

1
9

Sち
ん
や

5

大
趣
意

は
一

人

警
へ

ば
を
大
勢

に
分
ち
僅
の

を
大
難

を
一

悪い

た
と

な
ら

お 今り合

は 英“ 其 の

時合
よ

」
5

はり

人
よ
り

い
ち
に
ん

萬
一

其
動

た
い
ん

へ
い
せ
い

組

て
不
生
無
事

ひ
と

い
ち

災
難
請
合

シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

と
き

け
あ

し
そ
う

に
ん

の

あ
ひ

井
ル
ノ
ン
組
合
書
列

シ
ド
ニ
に
お
い
て

月
日

シ
ル
リ
ン
グ

四
ペ
ン

ス

がど

八

差
引
殘

百
六

十
七
ボ
ン
ト

九

&
二

十
六
ボ
ン

-
ニ
ュ
ル
リ
ン
グ

式
ペ
ン

ス
・

四

一
十

九
ボ
ン
ト
セ
シ
ル
リ
ン
グ

四
ペ
ン

ス
七

シ
ル
リ
ン
グ

を
加

へ
前

書
の

高
と
な
る

前

ボ
ン

ト
3

十
六

一
二
ボ
ン
ト

一
シ
ル
リ
ン
グ

四
ペ
ン

ス

此
者
麥
酒

を

四
洋

艦
案
内
阿
蘇

入
札
に
て
賣
掃
ひ
し
と

共
代
金

百
二

十
一

十
二
シ
ル
リ
ン

グ

入
札

の
運

上
一

分
五

厘
の
割
合
を
以
て

一
ボ
ン

ト
十

六
シ
ル
リ
ン
グ

四
ペ
ン
ス

を

挑
ひ

外
に
雑
用

十
五

世
話
料
並
に
荷
物
引
受
の
割
合
と
し
て
總
高

の
內

一
割
引

さ
い
な

!

系

災
難
講
合
に
は
商
人

の
組
合
わ
り

へ
嫁

れ
ば
越
部
1
5

を
喫
し

て
期

を
た

」
と
い

わ
か

わ
づ
か

ば
か
り

・
一

へ
一

萬
兩

の
荷
物

を
積
送
る

に
二

百

音

読みる 損発事ﾋﾞス

を に 救き に

合

部
称



西
洋
旅
案
內
附
錄

引

ら
う
に
ゃ
く
ち

れ
つ
き

年 .

か
ね

てあ

後

品

組

毎 あみ2 に 病涯、 の內

は
働

を
助

返
べ
し
如
略

一
萬

兩
の

部
物

を
二
前
線
に
て

邪

にく子

もの

を
講
合

に

き と

引

三

しりに物

に

此 艘
の

償
と
な
せ

ば

に

割

由もの 組 々 く 金出る は 離れふ々く 金払る は

つ
く
の
ひ

艘計

荷

は

に

者 て 高 商 當 程 扶 * 難 事 を り 損続き

と 誘 を 人 を か 助 にを 人 兄 を か 助 に 此ら 。

內 病 割 出 年的 年配り ま に 誘氣 を 合 様多損

百

を

船

つ
く
の
ひ

島

いの

た
こ

の
と
り
か
へ
す

後 号 を ふ の 救 し 第 双 償 で 機 はっ

の は 年紀 養 生り 組み一方 金

老ちのみ 涯収ふな涯、 又是合､ 上 を

若 て て 達ち は のの 人 き 出 ふ

仲 に とば死内 の 様ち す なこ2

間き て る 死 の 後 生 に

恋

身 合 、 後ろ 又 で 年 妻志 其馬 騎 を に 得 其児

2 を 金武 の 々 く 子外装 合 な て は

達 取寄 の は 手 で 何 を何を さらせはな

亡姿 の

に 身 減じ に 年紀 の すに のす 達が法逢 法ずきなな 內 ,

て 老年 合 、組み を て 者 の どこ を

年次 後 限があ 合聴取 と あだる 艘 こ に、

々 死をり よ あれ 入劣合､ 斯 又是 難 た

金 計後継 て り若り ば 組 にく 世 船兩

を のれ 此品 挑 し 又是 組うた 三 炎患間と す

納 幕
合恐る 通 難 に

る 向 金 出 合
合志 し 人 は ーこ の 火る

高 を をを 又 病 商 * 統 ど あ 績事あ報 事 読み

に 立ち 出 年 は 氣 人 よ な り く難し

もるる 日々 を に約
り て 船 十 商

た多 法 ず 3 束 を煩元 金監素積3
と 多 八 人入

少し金次 び 金 を 人 を る く 艘 の

あ あて を 第第 に 渡 を 出 同等 なし の 組な しの組,

り り 其る 納 に 世 感 ,しょ く て 合読
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